


 

 

平成 24 年度年報の発刊に当たって 

 

リーマン・ブラザーズの破綻等に端を発した先般の国際的な金融危機の中で、金融システム上

重要な金融機関の破綻等が内外の金融市場を通じて実体経済にも深刻な影響を及ぼすことが明ら

かになりました。このような経験を踏まえ、金融機関が危機に瀕した際に、重要な金融機能を維

持しつつ市場への影響を最小化しながら金融システム全体の安定を維持する、すなわち秩序ある

（orderly）処理を可能とするための議論が国際的に続けられています。 

こうした中、我が国においては、本年 6 月に預金保険法等の改正が行われ、金融業全体を対象

として、「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措

置」が導入されることとなりました。当機構としましても、本改正法の施行に向けて必要な諸準

備を進めてまいります。 

当機構としては、セーフティネット運営主体としての使命を的確に果たしていくため、引き続

き、実効性と機動性のある業務態勢の確保に努めるとともに、組織の効率性の一層の向上を図っ

ていく所存です。 

 

本年報は、平成 24 年度における当機構の業務の状況をまとめたものです。 

平成 24 年度においては、初の定額保護による破綻処理となった日本振興銀行の事案について、

当機構は預金保険制度の運営主体かつ金融整理管財人として当該処理業務を行ってきましたが、

同行が昨年 9月に解散して清算法人に移行したことから、同行に対する管理を終了しました。 

また、住専債権については、昨年 6月の住専勘定の閉鎖等をもって、15 年前政府によって定め

られた処理策に従い、新たな国民負担によることなく最終処理が完了いたしました。 

 

過去の破綻金融機関から買い取った不良債権の回収については、引き続き、顧客保護へのより

一層の配慮が徹底されるよう業務委託先である整理回収機構に対して指導・助言を行ってきまし

た。一方、回収困難案件とりわけ反社会的勢力が関与する案件については、債務者の隠匿財産の

発見に向けた財産調査や民事的手法により、同機構による厳正な対処を支援してきました。 

さらに、昨年より特定回収困難債権の買取・回収業務を開始しており、今後ともその円滑な

運営に努めるとともに、制度の浸透を図ってまいります。 

また、整理回収機構の承継銀行機能に係る業務については、預金保険機構において実務研修を

行うなど運用に向けた態勢整備を進めました。 

 

さて、東日本大震災の発生から 2 年が経過しました。東日本大震災の被災地域を金融面からし

っかり下支えするべく、金融機関等に対して、「金融機能強化法」を活用した支援策が平成 23 年

7 月から実施されており、当機構は、同法に基づき資本増強が認められた金融機関等に対して、

優先株式の引受け等を行いました。また、昨年 2 月に被災地域の債務者の再生を支援するために

設立された株式会社東日本大震災事業者再生支援機構について、業務の適正かつ効率的な実施に

協力しました。 

また、株式会社企業再生支援機構は、地域経済の活性化を図るため本年 3 月に株式会社地域経

済活性化支援機構に改組・機能強化されました。当機構は株式会社地域経済活性化支援機構の機

能を強化するため、同機構に対して追加出資を行いました。 
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国際協力の分野では、国際預金保険協会（International Association of Deposit Insurers：IADI）
において、当機構の小幡理事が財務・企画委員会議長に就任したほか、アジア・太平洋地域委員

会議長を引き続き務めるなど、IADI の活動に積極的に貢献しています。また、本年 3月には海外

17 か国・地域からの参加を得て第 7 回「預金保険機構ラウンドテーブル」を開催し、「破綻処理

制度の新たな展開」をテーマに、最新の情勢についての報告、討議を行ったところです。 

調査研究の分野では、預金保険制度や破綻処理制度における内外の新たな動きを機構の政策決

定に反映すべく最新の動向の把握に努めており、その成果の一部を「預金保険研究」としてとり

まとめてきています。 

 

振り込め詐欺等被害者救済手続においては、引き続き公告業務の円滑な実施に努めました。ま

た、残存資金である「預保納付金」については、昨年 3 月の主務省令の改正により「犯罪被害者

等の子供に対する奨学金貸与」及び「犯罪被害者等支援団体に対する助成」の両事業に支出する

こととされ、昨年 12 月より担い手団体において奨学金事業及び団体助成事業が開始されました。 

 

以上申し上げましたように、平成 24 年度は、当機構にとって象徴的な業務の終了と、いくつか

の新たな業務のスタートを迎えた年となりました。そして、平成 25 年度は、預金取扱金融機関、

保険会社等を含めた金融業全体を対象として、金融システムの安定を図るための金融機関等の資

産及び負債の秩序ある処理に係る業務を担うこととなるなど当機構が次のステップに進むための

地固めをしていく年と考えています。当機構としては、期待される役割を積極的に果たしていき

たいと考えています。 

 

最後に、当機構は、預金者をはじめとする国民の皆様の期待や信頼にお応えできるよう役職員

一同全力を挙げて業務の運営に取り組んでまいりますので、今後とも一層のご支援を賜りたくお

願い申し上げ、発刊のご挨拶とさせていただきます。 
平成 25 年７月 

理事長 田邉 昌徳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    （左から町田監事、小幡理事、井上理事、田邉理事長、軍司理事、櫻井理事） 
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Ⅰ．預金保険機構の業務概要 

 

１．預金保険機構の業務及び預金保険制度 
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②破綻処理業務 

 機構は、金融庁長官が金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分（以下「管理を命

ずる処分」といいます。）を行い、金融整理管財人に選任された場合、破綻金融機関の業務の維持・

継続や事業の譲渡等の処理に当たるほか、救済金融機関等が直ちに現れない場合には、暫定的な受

皿銀行（承継銀行）の経営管理を担います。 
また、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金等については、必要に応じ預金等債権の買

取りを行います。 
さらに、信用秩序の維持に極めて重大な支障があると内閣総理大臣が認めるときには、預金等の

全額保護や特別危機管理（全株式の取得）といった金融危機対応業務を担います。 
  
③不良債権買取、責任追及業務 

 機構は、破綻金融機関等から取得した資産（債権・株式等）について、回収業務を担う協定銀行

である株式会社整理回収機構（以下「整理回収機構」といいます。）を通じて、その回収に努めてい

ます。 
 また、反社会的勢力等との関係遮断により、金融機関の財産内容の健全性の確保を通じて金融シ

ステム全体の安定性を図るため、金融機関が保有する特定回収困難債権について、その買取・回収

業務を整理回収機構に委託して行うこととしています。 
 なお、協定銀行である整理回収機構が保有している債権の回収を支援するため、反社会的勢力な

ど悪質な債務者に係る案件に対し財産調査を適正に実施しているほか、破綻金融機関の旧経営者等

の民事・刑事上の責任追及も行っています。 
 
④資本増強業務 

 機構は、公的資本増強等のセーフティネット運営主体として、金融機関の破綻を未然に防止する

ための株式等引受け等業務（預保法の危機対応措置としての資本増強業務）や、金融機能の強化を

目的とした株式等引受け等業務（金融機能の強化のための特別措置に関する法律（以下「金融機能

強化法」といいます。）に基づく資本増強業務）を担っています。 
 また、資本増強のために引き受けた優先株式等の管理を適切に行い、円滑な処分に努めています。 

預金保険機構の主な業務 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・保険料の収納 
・名寄せデータ整備等（立入検査、システム
検証、指導・助言） 

・保険金及び仮払金の支払（定額保護） 
・救済金融機関等に対する資金援助 
・預金保険制度や機構業務の広報 

・金融整理管財人等に関する業務 
・預金等債権の買取り 
・金融危機対応措置としての全額保護や特別危機管理 
 

・金融危機対応措置としての資本増強 
・金融機能の強化を目的として行う資本増強 
・資本増強により引き受けた優先株式等の管理・処分 

預金保険業務 

資本増強業務 

破綻処理業務 

（注）機構は、上図のほか、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（以下「振
り込め詐欺救済法」といいます。）に基づき、被害回復分配金の支払手続等に係る公告業務等を行っています。

・破綻金融機関等から取得した資産の回収 
・特定回収困難債権の買取り・回収 
・悪質な債務者に係る財産調査 
・破綻金融機関の旧経営者等の民事・刑事上の責任追及 

不良債権買取、責任追及業務 
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１．預金保険機構の業務及び預金保険制度 
 
（１）預金保険制度の基本的な仕組み 

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構（以下「機構」といいます。）に支払い、

万が一金融機関が破綻した場合には、機構が一定額の保険金を支払うことなどにより預金者を保護

する制度で、多くの国で採用されています。 
仕組みは、下図のように、預金者が預金保険制度の対象金融機関に預金をすると、預金者、金融

機関及び機構の間で、預金保険法（以下「預保法」といいます。）に基づき自動的に保険関係が成立

するという、いわば「信頼の三角形」とでもいうべき関係で成り立っています。 
預金保険制度の原資となる預金保険料は、対象金融機関が前年度の預金量などに応じて、毎年、

機構に納付しており、預金者は、預金保険加入等の手続を行う必要はありません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）預金保険機構の使命及び業務 

預金保険機構は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、預金保険

制度を確立し、信用秩序の維持に資する、との預保法の目的達成に向けて、預金保険制度を適切に

運用すること等を使命としています。具体的には、機構は、大きく分けて次の4つの業務を担って

います。 
 
①預金保険業務 

 機構は、金融機関からの預金保険料の収納業務、預金者に保険金を支払う上で必要となる金融機

関の名寄せデータ整備等のため、立入検査・システム検証・研修等の業務を行っているほか、預金

保険制度や機構の業務に関し、わかりやすい広報の充実に努めています。 
 また、金融機関が預金等の払戻しを停止すること等により破綻した場合、通常処理として、一定

額の対象預金等を保護（定額保護）するための保険金の支払、事業譲受け・合併等を行う救済金融

機関又は救済銀行持株会社等（以下「救済金融機関等」といいます。）に対する資金援助（金銭の贈

与、破綻金融機関の資産の買取り等）を行います。 
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機関及び機構の間で、預金保険法（以下「預保法」といいます。）に基づき自動的に保険関係が成立

するという、いわば「信頼の三角形」とでもいうべき関係で成り立っています。 
預金保険制度の原資となる預金保険料は、対象金融機関が前年度の預金量などに応じて、毎年、

機構に納付しており、預金者は、預金保険加入等の手続を行う必要はありません。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（２）預金保険機構の使命及び業務 

預金保険機構は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、預金保険

制度を確立し、信用秩序の維持に資する、との預保法の目的達成に向けて、預金保険制度を適切に

運用すること等を使命としています。具体的には、機構は、大きく分けて次の4つの業務を担って

います。 
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 機構は、金融機関からの預金保険料の収納業務、預金者に保険金を支払う上で必要となる金融機
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与、破綻金融機関の資産の買取り等）を行います。 
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・救済金融機関等に対する資金援助 
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コラム①：預金保険が発動されたら 

 

実際に金融機関の破綻が起こったら、どのようなことが起きるのでしょうか。 

現在の預金保険制度の仕組みは、「保険」という名前が示すとおり、基本は「保険事故の発生

に対して保険金を支払う」ものです。実際の保護の方式としては、このように預金者に直接保険

金を支払う「保険金支払方式」と、破綻した金融機関の事業を救済金融機関に譲渡し、機構が当

該金融機関に資金援助を行う「資金援助方式」の 2つがあります。 

 

⑴破綻処理の流れ 

それでは、金融機関が万が一破綻した場合の処理の一例（ここでは「資金援助方式」を取り上

げます。）をみてみましょう。仮に金曜日に破綻が発生し、機構が金融整理管財人に選任された

場合、機構は職員を破綻金融機関に派遣し、金融整理管財人業務に当たります。同職員は、破綻

時点における預金者ごとの預金取りまとめ作業（＝名寄せ）の結果に基づき、預金者に対する預

金保険で保護される預金（＝付保預金）の払戻しが可能となるよう準備します。破綻金融機関は

翌月曜日には営業を再開し、付保預金の払戻しや決済業務等を行います。機構は最終的に事業譲

渡先となる救済金融機関を探し、その金融機関に正常資産、傷みの少ない資産（＝承継資産）及

び付保預金を譲渡します。その際、機構は必要な資金援助を行います。一方で、民事再生法の再

生計画に基づき、約 1年後を目途に付保預金以外の預金や債権の弁済が行われます。こうした一

連の処理の流れをまとめると、下図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵金融危機に対応するための措置 

以上が処理の大まかな流れですが、現在の法制度では、我が国又は金融機関が業務を行ってい

る地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときの対応も準備

されています。こうした危機に対しては、危機対応措置として、預保法第 102条に基づき、内閣

総理大臣を議長とする金融危機対応会議の議を経た上で、当該金融機関の状態に応じ、自己資本

増強の措置（第 1号措置）、保険金支払コストを超える資金援助（第 2号措置）、特別危機管理（第

3号措置）が講じられることがあります。〔詳細は 13ページ：Ⅰ．1．(3) ⑥２）参照〕 
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(資産切分け) （資金 援助） (名寄せ) 

救済金融機関 
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（＝金融整理管財人） 
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（３）預金保険制度の概要 

①保険関係の成立 

下記の②の対象金融機関が、預金者から③の対象預金等を受け入れた時点で、機構、金融機関と

預金者の間で保険関係が預保法に基づき自動的に成立します。 
 
②対象金融機関 

預金保険制度の対象金融機関は、次のとおりです。 
イ．銀行法に規定する銀行、ロ．長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、 
ハ．信用金庫、ニ．信用組合、ホ．労働金庫、へ．信金中央金庫、 
ト．全国信用協同組合連合会、チ．労働金庫連合会、リ．商工組合中央金庫 

（注） 
・現在、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行は存在しません。 
・上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は本制度の対象外です。 
・農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は｢農水産業協同組合貯金保険制度｣に加入してい

ます。 
・証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入し

ています。 
 
○預金保険制度の対象金融機関（平成 25年 7月 1日現在） 
銀行（141） 
 
都市銀行 
みずほ銀行 三菱東京 UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行  
 
信託銀行 
三菱ＵＦＪ信託銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 ﾆｭｰﾖｰｸﾒﾛﾝ信託銀行 日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行 
ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ信託銀行 野村信託銀行 オリックス銀行 しんきん信託銀行 あおぞら信託銀行 農中信託銀行 
新生信託銀行 日証金信託銀行 日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻー ﾋ゙ ｽ信託銀行 資産管理ｻ ﾋーﾞｽ信託銀行   
 
地方銀行 
北海道銀行 青森銀行 みちのく銀行 秋田銀行 北都銀行 荘内銀行 
山形銀行 岩手銀行 東北銀行 七十七銀行 東邦銀行 群馬銀行 
足利銀行 常陽銀行 筑波銀行 武蔵野銀行 千葉銀行 千葉興業銀行 
東京都民銀行 横浜銀行 第四銀行 北越銀行 山梨中央銀行 八十二銀行 
北陸銀行 富山銀行 北國銀行 福井銀行 静岡銀行 スルガ銀行 
清水銀行 大垣共立銀行 十六銀行 三重銀行 百五銀行 滋賀銀行 
京都銀行 近畿大阪銀行 池田泉州銀行 南都銀行 紀陽銀行 但馬銀行 
鳥取銀行 山陰合同銀行 中国銀行 広島銀行 山口銀行 阿波銀行 
百十四銀行 伊予銀行 四国銀行 福岡銀行 筑邦銀行 佐賀銀行 
十八銀行 親和銀行 肥後銀行 大分銀行 宮崎銀行 鹿児島銀行 
琉球銀行 沖縄銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 北九州銀行   
 
第二地方銀行 
北洋銀行 きらやか銀行 北日本銀行 仙台銀行 福島銀行 大東銀行 
東和銀行 栃木銀行 京葉銀行 東日本銀行 東京スター銀行 神奈川銀行 
大光銀行 長野銀行 富山第一銀行 福邦銀行 静岡中央銀行 愛知銀行 
名古屋銀行 中京銀行 第三銀行 関西アーバン銀行 大正銀行 みなと銀行 
島根銀行 トマト銀行 もみじ銀行 西京銀行 徳島銀行 香川銀行 
愛媛銀行 高知銀行 福岡中央銀行 佐賀共栄銀行 長崎銀行 熊本銀行 
豊和銀行 宮崎太陽銀行 南日本銀行 沖縄海邦銀行 八千代銀行  
 
その他の銀行 
新生銀行 あおぞら銀行 ジャパンネット銀行 セブン銀行 ソニー銀行 楽天銀行 
住信ＳＢＩネット銀行 イオン銀行 シティバンク銀行  ゆうちょ銀行 大和ネクスト銀行 整理回収機構 
じぶん銀行 ＳＢＪ銀行 新銀行東京    
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該金融機関に資金援助を行う「資金援助方式」の 2つがあります。 

 

⑴破綻処理の流れ 

それでは、金融機関が万が一破綻した場合の処理の一例（ここでは「資金援助方式」を取り上

げます。）をみてみましょう。仮に金曜日に破綻が発生し、機構が金融整理管財人に選任された

場合、機構は職員を破綻金融機関に派遣し、金融整理管財人業務に当たります。同職員は、破綻

時点における預金者ごとの預金取りまとめ作業（＝名寄せ）の結果に基づき、預金者に対する預

金保険で保護される預金（＝付保預金）の払戻しが可能となるよう準備します。破綻金融機関は

翌月曜日には営業を再開し、付保預金の払戻しや決済業務等を行います。機構は最終的に事業譲

渡先となる救済金融機関を探し、その金融機関に正常資産、傷みの少ない資産（＝承継資産）及

び付保預金を譲渡します。その際、機構は必要な資金援助を行います。一方で、民事再生法の再

生計画に基づき、約 1年後を目途に付保預金以外の預金や債権の弁済が行われます。こうした一

連の処理の流れをまとめると、下図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵金融危機に対応するための措置 

以上が処理の大まかな流れですが、現在の法制度では、我が国又は金融機関が業務を行ってい

る地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときの対応も準備

されています。こうした危機に対しては、危機対応措置として、預保法第 102条に基づき、内閣

総理大臣を議長とする金融危機対応会議の議を経た上で、当該金融機関の状態に応じ、自己資本
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（３）預金保険制度の概要 

①保険関係の成立 

下記の②の対象金融機関が、預金者から③の対象預金等を受け入れた時点で、機構、金融機関と

預金者の間で保険関係が預保法に基づき自動的に成立します。 
 
②対象金融機関 

預金保険制度の対象金融機関は、次のとおりです。 
イ．銀行法に規定する銀行、ロ．長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、 
ハ．信用金庫、ニ．信用組合、ホ．労働金庫、へ．信金中央金庫、 
ト．全国信用協同組合連合会、チ．労働金庫連合会、リ．商工組合中央金庫 

（注） 
・現在、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行は存在しません。 
・上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は本制度の対象外です。 
・農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は｢農水産業協同組合貯金保険制度｣に加入してい

ます。 
・証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」に加入し

ています。 
 
○預金保険制度の対象金融機関（平成 25年 7月 1日現在） 
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京都銀行 近畿大阪銀行 池田泉州銀行 南都銀行 紀陽銀行 但馬銀行 
鳥取銀行 山陰合同銀行 中国銀行 広島銀行 山口銀行 阿波銀行 
百十四銀行 伊予銀行 四国銀行 福岡銀行 筑邦銀行 佐賀銀行 
十八銀行 親和銀行 肥後銀行 大分銀行 宮崎銀行 鹿児島銀行 
琉球銀行 沖縄銀行 西日本ｼﾃｨ銀行 北九州銀行   
 
第二地方銀行 
北洋銀行 きらやか銀行 北日本銀行 仙台銀行 福島銀行 大東銀行 
東和銀行 栃木銀行 京葉銀行 東日本銀行 東京スター銀行 神奈川銀行 
大光銀行 長野銀行 富山第一銀行 福邦銀行 静岡中央銀行 愛知銀行 
名古屋銀行 中京銀行 第三銀行 関西アーバン銀行 大正銀行 みなと銀行 
島根銀行 トマト銀行 もみじ銀行 西京銀行 徳島銀行 香川銀行 
愛媛銀行 高知銀行 福岡中央銀行 佐賀共栄銀行 長崎銀行 熊本銀行 
豊和銀行 宮崎太陽銀行 南日本銀行 沖縄海邦銀行 八千代銀行  
 
その他の銀行 
新生銀行 あおぞら銀行 ジャパンネット銀行 セブン銀行 ソニー銀行 楽天銀行 
住信ＳＢＩネット銀行 イオン銀行 シティバンク銀行  ゆうちょ銀行 大和ネクスト銀行 整理回収機構 
じぶん銀行 ＳＢＪ銀行 新銀行東京    
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信用金庫（270） 
札幌信用金庫 室蘭信用金庫 空知信用金庫 苫小牧信用金庫 北門信用金庫 伊達信用金庫 
北空知信用金庫 日高信用金庫 函館信用金庫 渡島信用金庫 江差信用金庫 小樽信用金庫 
北海信用金庫 旭川信用金庫 稚内信用金庫 留萌信用金庫 北星信用金庫 帯広信用金庫 
釧路信用金庫 大地みらい信用金庫 北見信用金庫 網走信用金庫 遠軽信用金庫 東奥信用金庫 
青い森信用金庫 秋田信用金庫 羽後信用金庫 山形信用金庫 米沢信用金庫 鶴岡信用金庫 
新庄信用金庫 盛岡信用金庫 宮古信用金庫 一関信用金庫 北上信用金庫 花巻信用金庫 
水沢信用金庫 杜の都信用金庫 宮城第一信用金庫 石巻信用金庫 仙南信用金庫 気仙沼信用金庫 
会津信用金庫 郡山信用金庫 白河信用金庫 須賀川信用金庫 ひまわり信用金庫 あぶくま信用金庫 
二本松信用金庫 福島信用金庫 高崎信用金庫 桐生信用金庫 アイオー信用金庫 利根郡信用金庫 
館林信用金庫 北群馬信用金庫 しののめ信用金庫 足利小山信用金庫 栃木信用金庫 鹿沼相互信用金庫 
佐野信用金庫 大田原信用金庫 烏山信用金庫 水戸信用金庫 結城信用金庫 埼玉縣信用金庫 
川口信用金庫 青木信用金庫 飯能信用金庫 千葉信用金庫 銚子信用金庫 東京ベイ信用金庫 
館山信用金庫 佐原信用金庫 横浜信用金庫 三浦藤沢信用金庫 湘南信用金庫 川崎信用金庫 
平塚信用金庫 さがみ信用金庫 中栄信用金庫 中南信用金庫 朝日信用金庫 興産信用金庫 
さわやか信用金庫 東京シティ信用金庫 芝信用金庫 東京東信用金庫 東榮信用金庫 亀有信用金庫 
小松川信用金庫 足立成和信用金庫 東京三協信用金庫 西京信用金庫 西武信用金庫 城南信用金庫 
昭和信用金庫 目黒信用金庫 世田谷信用金庫 東京信用金庫 城北信用金庫 瀧野川信用金庫 
巣鴨信用金庫 青梅信用金庫 多摩信用金庫 新潟信用金庫 長岡信用金庫 三条信用金庫 
新発田信用金庫 柏崎信用金庫 上越信用金庫 新井信用金庫 村上信用金庫 加茂信用金庫 
甲府信用金庫 山梨信用金庫 長野信用金庫 松本信用金庫 上田信用金庫 諏訪信用金庫 
飯田信用金庫 アルプス中央信用金庫 富山信用金庫 高岡信用金庫 新湊信用金庫 にいかわ信用金庫 
氷見伏木信用金庫 砺波信用金庫 石動信用金庫 金沢信用金庫 のと共栄信用金庫 北陸信用金庫 
鶴来信用金庫 興能信用金庫 福井信用金庫 敦賀信用金庫 武生信用金庫 小浜信用金庫 
越前信用金庫 しずおか信用金庫 静清信用金庫 浜松信用金庫 沼津信用金庫 三島信用金庫 
富士宮信用金庫 島田信用金庫 磐田信用金庫 焼津信用金庫 掛川信用金庫 富士信用金庫 
遠州信用金庫 岐阜信用金庫 大垣信用金庫 高山信用金庫 東濃信用金庫 関信用金庫 
八幡信用金庫 西濃信用金庫 愛知信用金庫 豊橋信用金庫 岡崎信用金庫 いちい信用金庫 
瀬戸信用金庫 半田信用金庫 知多信用金庫 豊川信用金庫 豊田信用金庫 碧海信用金庫 
西尾信用金庫 蒲郡信用金庫 尾西信用金庫 中日信用金庫 東春信用金庫 津信用金庫 
北伊勢上野信用金庫 三重信用金庫 桑名信用金庫 紀北信用金庫 滋賀中央信用金庫 長浜信用金庫 
湖東信用金庫 京都信用金庫 京都中央信用金庫 京都北都信用金庫 大阪信用金庫 大阪厚生信用金庫 
大阪市信用金庫 大阪商工信用金庫 大福信用金庫 永和信用金庫 十三信用金庫 大阪東信用金庫 
枚方信用金庫 摂津水都信用金庫 奈良信用金庫 大和信用金庫 奈良中央信用金庫 新宮信用金庫 
きのくに信用金庫 神戸信用金庫 姫路信用金庫 播州信用金庫 兵庫信用金庫 尼崎信用金庫 
日新信用金庫 淡路信用金庫 但馬信用金庫 西兵庫信用金庫 中兵庫信用金庫 但陽信用金庫 
鳥取信用金庫 米子信用金庫 倉吉信用金庫 しまね信用金庫 日本海信用金庫 島根中央信用金庫 
おかやま信用金庫 水島信用金庫 津山信用金庫 玉島信用金庫 備北信用金庫 吉備信用金庫 
日生信用金庫 備前信用金庫 広島信用金庫 呉信用金庫 しまなみ信用金庫 広島みどり信用金庫
萩山口信用金庫 西中国信用金庫 東山口信用金庫 徳島信用金庫 阿南信用金庫 高松信用金庫 
観音寺信用金庫 愛媛信用金庫 宇和島信用金庫 東予信用金庫 川之江信用金庫 幡多信用金庫 
高知信用金庫 福岡信用金庫 福岡ひびき信用金庫 大牟田柳川信用金庫 筑後信用金庫 飯塚信用金庫 
田川信用金庫 大川信用金庫 遠賀信用金庫 唐津信用金庫 佐賀信用金庫 伊万里信用金庫 
九州ひぜん信用金庫 たちばな信用金庫 熊本信用金庫 熊本第一信用金庫 熊本中央信用金庫 天草信用金庫 
大分信用金庫 大分みらい信用金庫 日田信用金庫 宮崎信用金庫 都城信用金庫 延岡信用金庫 
高鍋信用金庫 南郷信用金庫 鹿児島信用金庫 鹿児島相互信用金庫 奄美大島信用金庫 コザ信用金庫 
 
信用組合（157） 
北央信用組合 札幌中央信用組合 ウリ信用組合 函館商工信用組合 空知商工信用組合 十勝信用組合 
釧路信用組合 青森県信用組合 杜陵信用組合 岩手県医師信用組合 石巻商工信用組合 古川信用組合 
仙北信用組合 五城信用組合 秋田県信用組合 北郡信用組合 山形中央信用組合 山形第一信用組合 
山形県医師信用組合 福島県商工信用組合 いわき信用組合 相双信用組合 会津商工信用組合 茨城県信用組合 
真岡信用組合 那須信用組合 あかぎ信用組合 群馬県信用組合 ぐんまみらい信用組合 群馬県医師信用組合
埼玉県医師信用組合 熊谷商工信用組合 埼玉信用組合 房総信用組合 銚子商工信用組合 君津信用組合 
全東栄信用組合 東浴信用組合 文化産業信用組合 東京証券信用組合 東京厚生信用組合 東信用組合 
江東信用組合 青和信用組合 中ノ郷信用組合 共立信用組合 七島信用組合 大東京信用組合 
第一勧業信用組合 北部信用組合 警視庁職員信用組合 甲子信用組合 東京消防信用組合 東京都職員信用組合
朝日新聞信用組合 ハナ信用組合 あすか信用組合 神奈川県医師信用組合 神奈川県歯科医師信用組合 中央商銀信用組合 
信用組合横浜華銀 小田原第一信用組合 相愛信用組合 新潟縣信用組合 新潟鉄道信用組合 興栄信用組合 
新栄信用組合 太陽信用組合 五泉信用組合 協栄信用組合 三條信用組合 巻信用組合 
新潟大栄信用組合 塩沢信用組合 糸魚川信用組合 山梨県民信用組合 都留信用組合 長野県信用組合 
あすなろ信用組合 富山県医師信用組合 富山県信用組合 金沢中央信用組合 石川県医師信用組合 福泉信用組合 
福井県医師信用組合 静岡県医師信用組合 丸八信用組合 信用組合愛知商銀 愛知県警察信用組合 名古屋青果物信用組合
愛知県医療信用組合 愛知県医師信用組合 豊橋商工信用組合 愛知県中央信用組合 三河信用組合 岐阜商工信用組合 
イオ信用組合 岐阜県医師信用組合 飛騨信用組合 益田信用組合 三重県職員信用組合 滋賀県民信用組合 
滋賀県信用組合 京滋信用組合 大同信用組合 成協信用組合 大阪協栄信用組合 大阪貯蓄信用組合 
のぞみ信用組合 中央信用組合 大阪府医師信用組合 大阪府警察信用組合 近畿産業信用組合 毎日信用組合 
ミレ信用組合 兵庫県警察信用組合 兵庫県医療信用組合 兵庫県信用組合 神戸市職員信用組合 淡陽信用組合 
兵庫ひまわり信用組合 和歌山県医師信用組合 島根益田信用組合 朝銀西信用組合 信用組合岡山商銀 笠岡信用組合 
広島市信用組合 広島県信用組合 信用組合広島商銀 呉市職員信用組合 両備信用組合 備後信用組合 
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山口県信用組合 香川県信用組合 土佐信用組合 宿毛商銀信用組合 福岡県庁信用組合 福岡県医師信用組合
福岡県南部信用組合 福岡県中央信用組合 とびうめ信用組合 九州幸銀信用組合 佐賀県医師信用組合 佐賀東信用組合 
佐賀西信用組合 長崎三菱信用組合 長崎県医師信用組合 長崎県民信用組合 佐世保中央信用組合 福江信用組合 
熊本県医師信用組合 熊本県信用組合 大分県信用組合 宮崎県南部信用組合 鹿児島興業信用組合 鹿児島県医師信用組合 
奄美信用組合      
 
労働金庫（13） 
北海道労働金庫 東北労働金庫 中央労働金庫 新潟県労働金庫 長野県労働金庫 静岡県労働金庫 
北陸労働金庫 東海労働金庫 近畿労働金庫 中国労働金庫 四国労働金庫 九州労働金庫 
沖縄県労働金庫      
 
連合会（3） 
労働金庫連合会 信金中央金庫 全国信用協同組合連合会   
 

その他（1） 
商工組合中央金庫     
 
（注）直近時点での預金保険制度の対象金融機関は、機構ホームページでご確認できます（アドレス 

http://www.dic.go.jp/shikumi/kikan/ichiran.html）。 

 
③対象預金等 

預金保険制度の対象である預金等は､次のとおりです。 

イ．預金、ロ．定期積金、ハ．掛金、ニ．元本補塡契約のある金銭信託（ビッグなどの貸付信託

を含む。）、ホ．金融債（保護預り専用商品に限る。） 

ただし､次の預金等は対象から除かれます｡ 

イ．外貨預金、ロ．譲渡性預金、ハ．募集債である金融債及び保護預り契約が終了した金融債、

ニ．受益権が社債、株式等振替法の対象である貸付信託又は受益証券発行信託、ホ．特別国際金融

取引勘定において経理された預金（オフショア預金）、へ．日本銀行からの預金等（国庫金を除く。）、

ト．対象金融機関からの預金等（確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等を除く。）、チ．機構か

らの預金等、リ．無記名預金等 

また、次の預金等は保護の対象外となります。 

イ．他人（仮設人を含む。）名義の預金等、ロ．導入預金等 

 
④保護の範囲 

１）預金等の保護の範囲 

金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等の額は、預金保険の対象預金等のうち決

済用預金（無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という 3要件を満たす預金）に該

当するものは全額、それ以外の預金等（以下「一般預金等」といいます。）については1金融機関ご

とに預金者1人当たり元本 1,000 万円までと破綻日までの利息等の合計額です（このように予め決

められた範囲内で実際に保護される預金等を「付保預金」といいます。）。 

一般預金等のうちこの範囲を超える部分及び預金保険の対象外である預金等については、破綻金

融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。 

（注）預金保険の保護対象ではありませんが、金融機関の営業が破綻後も継続される場合には、破綻

翌日以降の利息も支払われることがあります（ただし、金利が引き下げられる可能性があります。）。 
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信用金庫（270） 
札幌信用金庫 室蘭信用金庫 空知信用金庫 苫小牧信用金庫 北門信用金庫 伊達信用金庫 
北空知信用金庫 日高信用金庫 函館信用金庫 渡島信用金庫 江差信用金庫 小樽信用金庫 
北海信用金庫 旭川信用金庫 稚内信用金庫 留萌信用金庫 北星信用金庫 帯広信用金庫 
釧路信用金庫 大地みらい信用金庫 北見信用金庫 網走信用金庫 遠軽信用金庫 東奥信用金庫 
青い森信用金庫 秋田信用金庫 羽後信用金庫 山形信用金庫 米沢信用金庫 鶴岡信用金庫 
新庄信用金庫 盛岡信用金庫 宮古信用金庫 一関信用金庫 北上信用金庫 花巻信用金庫 
水沢信用金庫 杜の都信用金庫 宮城第一信用金庫 石巻信用金庫 仙南信用金庫 気仙沼信用金庫 
会津信用金庫 郡山信用金庫 白河信用金庫 須賀川信用金庫 ひまわり信用金庫 あぶくま信用金庫 
二本松信用金庫 福島信用金庫 高崎信用金庫 桐生信用金庫 アイオー信用金庫 利根郡信用金庫 
館林信用金庫 北群馬信用金庫 しののめ信用金庫 足利小山信用金庫 栃木信用金庫 鹿沼相互信用金庫 
佐野信用金庫 大田原信用金庫 烏山信用金庫 水戸信用金庫 結城信用金庫 埼玉縣信用金庫 
川口信用金庫 青木信用金庫 飯能信用金庫 千葉信用金庫 銚子信用金庫 東京ベイ信用金庫 
館山信用金庫 佐原信用金庫 横浜信用金庫 三浦藤沢信用金庫 湘南信用金庫 川崎信用金庫 
平塚信用金庫 さがみ信用金庫 中栄信用金庫 中南信用金庫 朝日信用金庫 興産信用金庫 
さわやか信用金庫 東京シティ信用金庫 芝信用金庫 東京東信用金庫 東榮信用金庫 亀有信用金庫 
小松川信用金庫 足立成和信用金庫 東京三協信用金庫 西京信用金庫 西武信用金庫 城南信用金庫 
昭和信用金庫 目黒信用金庫 世田谷信用金庫 東京信用金庫 城北信用金庫 瀧野川信用金庫 
巣鴨信用金庫 青梅信用金庫 多摩信用金庫 新潟信用金庫 長岡信用金庫 三条信用金庫 
新発田信用金庫 柏崎信用金庫 上越信用金庫 新井信用金庫 村上信用金庫 加茂信用金庫 
甲府信用金庫 山梨信用金庫 長野信用金庫 松本信用金庫 上田信用金庫 諏訪信用金庫 
飯田信用金庫 アルプス中央信用金庫 富山信用金庫 高岡信用金庫 新湊信用金庫 にいかわ信用金庫 
氷見伏木信用金庫 砺波信用金庫 石動信用金庫 金沢信用金庫 のと共栄信用金庫 北陸信用金庫 
鶴来信用金庫 興能信用金庫 福井信用金庫 敦賀信用金庫 武生信用金庫 小浜信用金庫 
越前信用金庫 しずおか信用金庫 静清信用金庫 浜松信用金庫 沼津信用金庫 三島信用金庫 
富士宮信用金庫 島田信用金庫 磐田信用金庫 焼津信用金庫 掛川信用金庫 富士信用金庫 
遠州信用金庫 岐阜信用金庫 大垣信用金庫 高山信用金庫 東濃信用金庫 関信用金庫 
八幡信用金庫 西濃信用金庫 愛知信用金庫 豊橋信用金庫 岡崎信用金庫 いちい信用金庫 
瀬戸信用金庫 半田信用金庫 知多信用金庫 豊川信用金庫 豊田信用金庫 碧海信用金庫 
西尾信用金庫 蒲郡信用金庫 尾西信用金庫 中日信用金庫 東春信用金庫 津信用金庫 
北伊勢上野信用金庫 三重信用金庫 桑名信用金庫 紀北信用金庫 滋賀中央信用金庫 長浜信用金庫 
湖東信用金庫 京都信用金庫 京都中央信用金庫 京都北都信用金庫 大阪信用金庫 大阪厚生信用金庫 
大阪市信用金庫 大阪商工信用金庫 大福信用金庫 永和信用金庫 十三信用金庫 大阪東信用金庫 
枚方信用金庫 摂津水都信用金庫 奈良信用金庫 大和信用金庫 奈良中央信用金庫 新宮信用金庫 
きのくに信用金庫 神戸信用金庫 姫路信用金庫 播州信用金庫 兵庫信用金庫 尼崎信用金庫 
日新信用金庫 淡路信用金庫 但馬信用金庫 西兵庫信用金庫 中兵庫信用金庫 但陽信用金庫 
鳥取信用金庫 米子信用金庫 倉吉信用金庫 しまね信用金庫 日本海信用金庫 島根中央信用金庫 
おかやま信用金庫 水島信用金庫 津山信用金庫 玉島信用金庫 備北信用金庫 吉備信用金庫 
日生信用金庫 備前信用金庫 広島信用金庫 呉信用金庫 しまなみ信用金庫 広島みどり信用金庫
萩山口信用金庫 西中国信用金庫 東山口信用金庫 徳島信用金庫 阿南信用金庫 高松信用金庫 
観音寺信用金庫 愛媛信用金庫 宇和島信用金庫 東予信用金庫 川之江信用金庫 幡多信用金庫 
高知信用金庫 福岡信用金庫 福岡ひびき信用金庫 大牟田柳川信用金庫 筑後信用金庫 飯塚信用金庫 
田川信用金庫 大川信用金庫 遠賀信用金庫 唐津信用金庫 佐賀信用金庫 伊万里信用金庫 
九州ひぜん信用金庫 たちばな信用金庫 熊本信用金庫 熊本第一信用金庫 熊本中央信用金庫 天草信用金庫 
大分信用金庫 大分みらい信用金庫 日田信用金庫 宮崎信用金庫 都城信用金庫 延岡信用金庫 
高鍋信用金庫 南郷信用金庫 鹿児島信用金庫 鹿児島相互信用金庫 奄美大島信用金庫 コザ信用金庫 
 
信用組合（157） 
北央信用組合 札幌中央信用組合 ウリ信用組合 函館商工信用組合 空知商工信用組合 十勝信用組合 
釧路信用組合 青森県信用組合 杜陵信用組合 岩手県医師信用組合 石巻商工信用組合 古川信用組合 
仙北信用組合 五城信用組合 秋田県信用組合 北郡信用組合 山形中央信用組合 山形第一信用組合 
山形県医師信用組合 福島県商工信用組合 いわき信用組合 相双信用組合 会津商工信用組合 茨城県信用組合 
真岡信用組合 那須信用組合 あかぎ信用組合 群馬県信用組合 ぐんまみらい信用組合 群馬県医師信用組合
埼玉県医師信用組合 熊谷商工信用組合 埼玉信用組合 房総信用組合 銚子商工信用組合 君津信用組合 
全東栄信用組合 東浴信用組合 文化産業信用組合 東京証券信用組合 東京厚生信用組合 東信用組合 
江東信用組合 青和信用組合 中ノ郷信用組合 共立信用組合 七島信用組合 大東京信用組合 
第一勧業信用組合 北部信用組合 警視庁職員信用組合 甲子信用組合 東京消防信用組合 東京都職員信用組合
朝日新聞信用組合 ハナ信用組合 あすか信用組合 神奈川県医師信用組合 神奈川県歯科医師信用組合 中央商銀信用組合 
信用組合横浜華銀 小田原第一信用組合 相愛信用組合 新潟縣信用組合 新潟鉄道信用組合 興栄信用組合 
新栄信用組合 太陽信用組合 五泉信用組合 協栄信用組合 三條信用組合 巻信用組合 
新潟大栄信用組合 塩沢信用組合 糸魚川信用組合 山梨県民信用組合 都留信用組合 長野県信用組合 
あすなろ信用組合 富山県医師信用組合 富山県信用組合 金沢中央信用組合 石川県医師信用組合 福泉信用組合 
福井県医師信用組合 静岡県医師信用組合 丸八信用組合 信用組合愛知商銀 愛知県警察信用組合 名古屋青果物信用組合
愛知県医療信用組合 愛知県医師信用組合 豊橋商工信用組合 愛知県中央信用組合 三河信用組合 岐阜商工信用組合 
イオ信用組合 岐阜県医師信用組合 飛騨信用組合 益田信用組合 三重県職員信用組合 滋賀県民信用組合 
滋賀県信用組合 京滋信用組合 大同信用組合 成協信用組合 大阪協栄信用組合 大阪貯蓄信用組合 
のぞみ信用組合 中央信用組合 大阪府医師信用組合 大阪府警察信用組合 近畿産業信用組合 毎日信用組合 
ミレ信用組合 兵庫県警察信用組合 兵庫県医療信用組合 兵庫県信用組合 神戸市職員信用組合 淡陽信用組合 
兵庫ひまわり信用組合 和歌山県医師信用組合 島根益田信用組合 朝銀西信用組合 信用組合岡山商銀 笠岡信用組合 
広島市信用組合 広島県信用組合 信用組合広島商銀 呉市職員信用組合 両備信用組合 備後信用組合 
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山口県信用組合 香川県信用組合 土佐信用組合 宿毛商銀信用組合 福岡県庁信用組合 福岡県医師信用組合
福岡県南部信用組合 福岡県中央信用組合 とびうめ信用組合 九州幸銀信用組合 佐賀県医師信用組合 佐賀東信用組合 
佐賀西信用組合 長崎三菱信用組合 長崎県医師信用組合 長崎県民信用組合 佐世保中央信用組合 福江信用組合 
熊本県医師信用組合 熊本県信用組合 大分県信用組合 宮崎県南部信用組合 鹿児島興業信用組合 鹿児島県医師信用組合 
奄美信用組合      
 
労働金庫（13） 
北海道労働金庫 東北労働金庫 中央労働金庫 新潟県労働金庫 長野県労働金庫 静岡県労働金庫 
北陸労働金庫 東海労働金庫 近畿労働金庫 中国労働金庫 四国労働金庫 九州労働金庫 
沖縄県労働金庫      
 
連合会（3） 
労働金庫連合会 信金中央金庫 全国信用協同組合連合会   
 

その他（1） 
商工組合中央金庫     
 
（注）直近時点での預金保険制度の対象金融機関は、機構ホームページでご確認できます（アドレス 

http://www.dic.go.jp/shikumi/kikan/ichiran.html）。 

 
③対象預金等 

預金保険制度の対象である預金等は､次のとおりです。 

イ．預金、ロ．定期積金、ハ．掛金、ニ．元本補塡契約のある金銭信託（ビッグなどの貸付信託

を含む。）、ホ．金融債（保護預り専用商品に限る。） 

ただし､次の預金等は対象から除かれます｡ 

イ．外貨預金、ロ．譲渡性預金、ハ．募集債である金融債及び保護預り契約が終了した金融債、

ニ．受益権が社債、株式等振替法の対象である貸付信託又は受益証券発行信託、ホ．特別国際金融

取引勘定において経理された預金（オフショア預金）、へ．日本銀行からの預金等（国庫金を除く。）、

ト．対象金融機関からの預金等（確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等を除く。）、チ．機構か

らの預金等、リ．無記名預金等 

また、次の預金等は保護の対象外となります。 

イ．他人（仮設人を含む。）名義の預金等、ロ．導入預金等 

 
④保護の範囲 

１）預金等の保護の範囲 

金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等の額は、預金保険の対象預金等のうち決

済用預金（無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という 3要件を満たす預金）に該

当するものは全額、それ以外の預金等（以下「一般預金等」といいます。）については1金融機関ご

とに預金者1人当たり元本 1,000 万円までと破綻日までの利息等の合計額です（このように予め決

められた範囲内で実際に保護される預金等を「付保預金」といいます。）。 

一般預金等のうちこの範囲を超える部分及び預金保険の対象外である預金等については、破綻金

融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。 

（注）預金保険の保護対象ではありませんが、金融機関の営業が破綻後も継続される場合には、破綻

翌日以降の利息も支払われることがあります（ただし、金利が引き下げられる可能性があります。）。 
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○預金等の保護の範囲 

預金等の分類 保護の範囲 

預
金
保
険
の
対
象
預
金
等 

決済用預金 当座預金、無利息型普通預金等 全額保護 

一般預金等 

有利息型普通預金、定期預金、通

知預金、貯蓄預金、納税準備預金、

定期積金、掛金、元本補塡契約の

ある金銭信託（ビッグなどの貸付

信託を含む。）、金融債（保護預

り専用商品に限る。）等 

合算して元本1,000 万円（注１）までと破綻

日までの利息等（注２）を保護 
1,000 万円を超える部分は、破綻金融機
関の財産の状況に応じて支払われます
（一部カットされることがあります。）。 

預金保険の 

対象外預金等 

外貨預金、譲渡性預金、金融債（募

集債及び保護預り契約が終了した

もの）等 

保護対象外 
破綻金融機関の財産の状況に応じて支
払われます（一部カットされることがあ
ります。）。 

（注 1）当分の間、金融機関が合併を行った場合や、事業の全てを譲り受けた場合には、その後 1年間に

限って、保護される預金等の範囲は、預金者 1 人当たり元本「1,000 万円×合併等に関わった金

融機関の数」とその利息等となります。 

（注 2）定期積金の給付補塡金、金銭信託における収益の分配のうち一定の条件を満たすものも利息と同

様に保護されます。また、預金保険の保護対象ではありませんが、金融機関の営業が破綻後も継

続される場合には、破綻翌日以降の利息も支払われることがあります（ただし、金利が引き下げ

られる可能性があります。）。 
 

２）決済債務の保護の範囲 

資金決済に係る取引（為替取引、手形交換所における手形、小切手等の提示に基づき行われる取

引、金融機関の自己宛小切手に係る取引）に関し、預金保険制度の対象金融機関が負担する債務（邦

貨で支払われるものに限ります。）を決済債務（注）といい、全額が保護されます。例えば、金融機関

が破綻前に顧客から振込みの依頼は受けているものの、顧客から受け入れた資金が破綻の時点で振

込先へ移動していない取引に係る債務がこれに該当します。 

（注）決済債務のうち、決済用預金又は一般預金等に当たらないものを「特定決済債務」といい、仮

受金等として経理されている決済債務がこれに該当します。 

ただし、為替取引及び手形交換所における手形、小切手等の提示に基づき行われる取引のうち、

預金保険制度の対象である金融機関や金融業を営む者の取引又はその委託に起因する取引による債

務であって、金融機関等が業として行う取引又はその委託に起因する取引に関する債務は、決済債

務に該当しません。 

 

⑤預金保険料 
預金保険料は、資金援助や保険金支払等の業務の原資であり、預金保険制度の対象金融機関が機

構に納付します。預金保険制度の対象金融機関では、一般預金等及び決済用預金の別に、前事業年

度の預金保険制度の対象預金等の残高（営業日平残）に預金保険料率を乗じて預金保険料を算出し、

毎事業年度開始後 3か月以内に機構に納付しています（半年毎の分割納付も可能です。）。 

預金保険料率は、機構財政の長期的な均衡などを踏まえて定めることとされており、運営委員会
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で決定の上、金融庁長官と財務大臣の認可を得て変更します。また、認可を受けた預金保険料率は

官報により公告します。預金保険料率の実効料率については、平成 8年度から 13年度の間、保険料

率と特別保険料の料率の合計が 0.084％であったこと、預保法において保険料率は長期的に機構の

財政が均衡するように定めることとされていること等を踏まえ、特別保険料廃止後の平成 14年度以

降も、0.084％の水準が維持されました。 

こうした中、平成 24年度の実効料率は、0.084％を維持した上で、機構の財政状況、内外の情勢、

金融機関の預金保険料負担の状況を踏まえ、同年度中に金融機関の破綻がなかった場合には、事後

的な軽減が可能な仕組みが導入されました。その結果、平成 24年度中に金融機関の破綻がなかった

ため、実効料率は 0.07%となり、預金保険制度の発足以来、初めて実効料率が引き下げられました。 

これに伴い、平成 25年 4月に 1,245 億円の預金保険料の還付を行いました。 

また、平成 25年度の実効料率についても、機構の財政状況、内外の情勢を踏まえて変更され、引

き続き、一定の条件の下で事後的な軽減が可能な仕組みが継続されています。[詳細は 83ページ：

Ⅱ．７．（３）参照] 

なお、決済用預金に対する預金保険料をその他の預金よりも高く設定するのが適当であるとする

平成 14年 9月の金融審議会答申等を踏まえ、預金保護の枠組みが現在の姿となった平成 17年度に

適用した保険料率から、決済用預金と一般預金等との間で付保預金１円当たりの保険料が均一とな

るように保険料率を算定しています。 

 

○預金保険料率の推移 

 預金保険料率 実効料率（注3） 

昭和46年（制度発足時）～ 0.006％ 0.006％ 

57年度～ 0.008％ 0.008％ 

61年度～ 0.012％ 0.012％ 

平成8年度～ 0.048％ 

0.084％ 

13年度 
特定預金（注1） その他預金等（注1） 

0.048％ 0.048％ 

14年度 0.094％ 0.080％ 

15年度～ 
決済用預金（注2） 一般預金等（注2） 

0.090％ 0.080％ 

17年度 0.115％ 0.083％ 

18年度～ 0.110％ 0.080％ 

20年度 0.108％ 0.081％ 

21年度 0.107％ 0.081％ 

22年度～ 0.107％ 0.082％ 

24年度（注4） 0.089％ 0.068％ 0.07％ 

25年度（注5） 
0.107％ 

(0.089％) 

0.082％ 

（0.068％） 

0.084％ 

(0.07％) 

（注 1）「特定預金」は、当座預金、普通預金及び別段預金、「その他預金等」は、特定預金以外の定期性

預金等。 
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○預金等の保護の範囲 

預金等の分類 保護の範囲 

預
金
保
険
の
対
象
預
金
等 

決済用預金 当座預金、無利息型普通預金等 全額保護 

一般預金等 

有利息型普通預金、定期預金、通

知預金、貯蓄預金、納税準備預金、

定期積金、掛金、元本補塡契約の

ある金銭信託（ビッグなどの貸付

信託を含む。）、金融債（保護預

り専用商品に限る。）等 

合算して元本1,000 万円（注１）までと破綻

日までの利息等（注２）を保護 
1,000 万円を超える部分は、破綻金融機
関の財産の状況に応じて支払われます
（一部カットされることがあります。）。 

預金保険の 

対象外預金等 

外貨預金、譲渡性預金、金融債（募

集債及び保護預り契約が終了した

もの）等 

保護対象外 
破綻金融機関の財産の状況に応じて支
払われます（一部カットされることがあ
ります。）。 

（注 1）当分の間、金融機関が合併を行った場合や、事業の全てを譲り受けた場合には、その後 1年間に

限って、保護される預金等の範囲は、預金者 1 人当たり元本「1,000 万円×合併等に関わった金

融機関の数」とその利息等となります。 

（注 2）定期積金の給付補塡金、金銭信託における収益の分配のうち一定の条件を満たすものも利息と同

様に保護されます。また、預金保険の保護対象ではありませんが、金融機関の営業が破綻後も継

続される場合には、破綻翌日以降の利息も支払われることがあります（ただし、金利が引き下げ

られる可能性があります。）。 
 

２）決済債務の保護の範囲 

資金決済に係る取引（為替取引、手形交換所における手形、小切手等の提示に基づき行われる取

引、金融機関の自己宛小切手に係る取引）に関し、預金保険制度の対象金融機関が負担する債務（邦

貨で支払われるものに限ります。）を決済債務（注）といい、全額が保護されます。例えば、金融機関

が破綻前に顧客から振込みの依頼は受けているものの、顧客から受け入れた資金が破綻の時点で振

込先へ移動していない取引に係る債務がこれに該当します。 

（注）決済債務のうち、決済用預金又は一般預金等に当たらないものを「特定決済債務」といい、仮

受金等として経理されている決済債務がこれに該当します。 

ただし、為替取引及び手形交換所における手形、小切手等の提示に基づき行われる取引のうち、

預金保険制度の対象である金融機関や金融業を営む者の取引又はその委託に起因する取引による債

務であって、金融機関等が業として行う取引又はその委託に起因する取引に関する債務は、決済債

務に該当しません。 

 

⑤預金保険料 
預金保険料は、資金援助や保険金支払等の業務の原資であり、預金保険制度の対象金融機関が機

構に納付します。預金保険制度の対象金融機関では、一般預金等及び決済用預金の別に、前事業年

度の預金保険制度の対象預金等の残高（営業日平残）に預金保険料率を乗じて預金保険料を算出し、

毎事業年度開始後 3か月以内に機構に納付しています（半年毎の分割納付も可能です。）。 

預金保険料率は、機構財政の長期的な均衡などを踏まえて定めることとされており、運営委員会
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で決定の上、金融庁長官と財務大臣の認可を得て変更します。また、認可を受けた預金保険料率は

官報により公告します。預金保険料率の実効料率については、平成 8年度から 13年度の間、保険料

率と特別保険料の料率の合計が 0.084％であったこと、預保法において保険料率は長期的に機構の

財政が均衡するように定めることとされていること等を踏まえ、特別保険料廃止後の平成 14年度以

降も、0.084％の水準が維持されました。 

こうした中、平成 24年度の実効料率は、0.084％を維持した上で、機構の財政状況、内外の情勢、

金融機関の預金保険料負担の状況を踏まえ、同年度中に金融機関の破綻がなかった場合には、事後

的な軽減が可能な仕組みが導入されました。その結果、平成 24年度中に金融機関の破綻がなかった

ため、実効料率は 0.07%となり、預金保険制度の発足以来、初めて実効料率が引き下げられました。 

これに伴い、平成 25年 4月に 1,245 億円の預金保険料の還付を行いました。 

また、平成 25年度の実効料率についても、機構の財政状況、内外の情勢を踏まえて変更され、引

き続き、一定の条件の下で事後的な軽減が可能な仕組みが継続されています。[詳細は 83ページ：

Ⅱ．７．（３）参照] 

なお、決済用預金に対する預金保険料をその他の預金よりも高く設定するのが適当であるとする

平成 14年 9月の金融審議会答申等を踏まえ、預金保護の枠組みが現在の姿となった平成 17年度に

適用した保険料率から、決済用預金と一般預金等との間で付保預金１円当たりの保険料が均一とな

るように保険料率を算定しています。 

 

○預金保険料率の推移 

 預金保険料率 実効料率（注3） 

昭和46年（制度発足時）～ 0.006％ 0.006％ 

57年度～ 0.008％ 0.008％ 

61年度～ 0.012％ 0.012％ 

平成8年度～ 0.048％ 

0.084％ 

13年度 
特定預金（注1） その他預金等（注1） 

0.048％ 0.048％ 

14年度 0.094％ 0.080％ 

15年度～ 
決済用預金（注2） 一般預金等（注2） 

0.090％ 0.080％ 

17年度 0.115％ 0.083％ 

18年度～ 0.110％ 0.080％ 

20年度 0.108％ 0.081％ 

21年度 0.107％ 0.081％ 

22年度～ 0.107％ 0.082％ 

24年度（注4） 0.089％ 0.068％ 0.07％ 

25年度（注5） 
0.107％ 

(0.089％) 

0.082％ 

（0.068％） 

0.084％ 

(0.07％) 

（注 1）「特定預金」は、当座預金、普通預金及び別段預金、「その他預金等」は、特定預金以外の定期性

預金等。 
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（注 2）「決済用預金」、「一般預金等」は、平成 16年度まで、それぞれ「特定預金」、「その他預金等」と

同じ（ただし、平成 16年度は特定決済債務（預保法第 69条の 2第 1項）を含む。）。平成 17年度

以降は、「決済用預金」は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の 3 要件を満

たす預金及び特定決済債務、「一般預金等」が決済用預金以外の定期性預金等。 

（注 3）平成 8年度～平成13年度は、この間設定された特別保険料（預保法附則第 19条第 1項）の料率

（0.036％）を含む。また、平成 14年度は「特定預金」と「その他預金等」とを、平成 15年度以

降は「決済用預金」と「一般預金等」とを、加重平均したもの。 

(注 4)平成 24 年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第 102 条第 1

項第 2 号若しくは第 3 号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかったた

め、同年度初日に遡り記載の預金保険料率及び実効料率となった。 

(注 5)平成 25 年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第 102 条第 1

項第 2 号若しくは第 3 号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかった場

合には、括弧内の預金保険料率及び実効料率。 

 

⑥金融機関の破綻処理等 

対象金融機関が破綻した場合には、原則として保護の範囲内の対象預金等の保護を行います（定

額保護）。ただし、対象預金等の全額保護等の措置を講じなければ、我が国又は対象金融機関が業務

を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると内閣総理大臣が認

めるときは、金融危機対応会議の議を経て、金融危機対応措置が講じられることがあります。〔対象

金融機関については 5～7ページ：Ⅰ．１．（３）②、預金等の保護の範囲については 7ページ：同

④、金融危機対応措置については 13ページ：同⑥２）、破綻処理方法の発展については 128ページ：

Ⅳ．１．（１）参照〕 

 

１）定額保護下の破綻処理 

イ．保険事故 

預金保険発動の原因となる事由（保険事故）には、金融機関の預金等の払戻しの停止（第一種保

険事故）と金融機関の営業免許の取消し､破産手続開始の決定又は解散の決議（第二種保険事故）が

あります。 
 
ロ．保護の方式 

第一種保険事故が生じた場合には、保険金を預金者等に支払う方法（保険金支払方式）か、救済

金融機関等に資金援助を行う方法（資金援助方式）により、付保預金を保護します。保護の方式は、

第一種保険事故発生後1か月以内（ただし、1か月以内で延長することがあります。）に運営委員会

で決定します。なお、金融審議会の答申で、破綻に伴う混乱を最小限に止めるため、資金援助方式

を優先させるという方針が示されています。 

第二種保険事故が生じた場合には、破綻金融機関の金融機能が消滅するため、保険金支払方式が

採用されます。 

なお、定額保護下においては、付保預金以外の預金や債権については、破綻金融機関の財産の状

況に応じた弁済がなされます。このため、金融機関の破綻に際しては、これらの預金者をはじめと
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する債権者の間の平等を保ち、財産の流出を防ぐために、預金の払戻しなどの業務に制約を課して

財産を保全することが必要であり、そのために倒産法制を利用することとなります。 

 

ハ．保険金支払方式による保護 

保険金支払方式による保護を行う場合には、機構は、保険事故が発生した金融機関から提出を受

けた預金者データに基づき、保険事故発生日における預金者ごとの付保預金を特定した上で、預金

者からの請求に基づいて付保預金の額を保険金として支払います。ただし、担保権が設定されてい

る預金等については、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまで保険金の支払を保留することが

あります。 
保険金の支払方法には、預金者等に直接支払う方法と、機構が破綻金融機関以外の金融機関に預

金を預け入れ、同預金債権を預金者等に譲渡する方法（預金設定方式）があります。 
保険金支払方式による保護を行う場合には、機構は、保険金の支払期間、支払場所、支払方法、

支払取扱時間等を運営委員会で決定し、官報等により公告して預金者への周知を図ります。 
 
ニ．資金援助方式による保護 

資金援助方式による保護は、救済金融機関等が合併、事業譲渡（一部譲渡を含みます。）、付保預

金移転又は破綻金融機関の株式の取得（以下「合併等」といいます。）により破綻金融機関の付保預

金等を引き継ぐ場合に、機構が救済金融機関等からの資金援助の申込みを受けて、仮に保険金支払

方式による保護を行うとした場合に要すると見込まれる費用（保険金支払コスト）の範囲内で資金

援助を行うものです。 

資金援助の方法には、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証、債務

の引受け、優先株式等の引受け等及び損害担保（いわゆるロスシェアリング）があります。 

なお、救済金融機関等が事業の一部譲渡又は付保預金の移転を受ける場合には、機構は、破綻金

融機関に残る債権の債権者に対する弁済額を確保し、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、

破綻金融機関に金銭の贈与による資金援助を行います（衡平資金援助）。 

資金援助方式による保護を行う場合には、機構は、救済金融機関等（金融庁長官による合併等に

関する適格性の認定（注）又は合併等のあっせんを受けている必要があります。）と破綻金融機関の連

名での資金援助の申込みを受けて、援助の可否、額、方法等を運営委員会で決定の上、救済金融機

関等や破綻金融機関と資金援助に関する契約を締結します。決定に当たって、運営委員会では、機

構の財務状況のほか、資金援助に要すると見込まれる費用及び保険金支払コストを考慮し、機構の

資産の効率的な利用に配意します。 

（注）適格性の認定を受けるには、当該合併等が次の3要件をすべて満たす必要があります。 

①当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資すること｡ 

②機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であること｡ 

③当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止

又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行っている地域又は分野における資

金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。 
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（注 2）「決済用預金」、「一般預金等」は、平成 16年度まで、それぞれ「特定預金」、「その他預金等」と

同じ（ただし、平成 16年度は特定決済債務（預保法第 69条の 2第 1項）を含む。）。平成 17年度

以降は、「決済用預金」は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の 3 要件を満

たす預金及び特定決済債務、「一般預金等」が決済用預金以外の定期性預金等。 

（注 3）平成 8年度～平成13年度は、この間設定された特別保険料（預保法附則第 19条第 1項）の料率

（0.036％）を含む。また、平成 14年度は「特定預金」と「その他預金等」とを、平成 15年度以

降は「決済用預金」と「一般預金等」とを、加重平均したもの。 

(注 4)平成 24 年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第 102 条第 1

項第 2 号若しくは第 3 号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかったた

め、同年度初日に遡り記載の預金保険料率及び実効料率となった。 

(注 5)平成 25 年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第 102 条第 1

項第 2 号若しくは第 3 号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかった場

合には、括弧内の預金保険料率及び実効料率。 

 

⑥金融機関の破綻処理等 

対象金融機関が破綻した場合には、原則として保護の範囲内の対象預金等の保護を行います（定

額保護）。ただし、対象預金等の全額保護等の措置を講じなければ、我が国又は対象金融機関が業務

を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると内閣総理大臣が認

めるときは、金融危機対応会議の議を経て、金融危機対応措置が講じられることがあります。〔対象

金融機関については 5～7ページ：Ⅰ．１．（３）②、預金等の保護の範囲については 7ページ：同

④、金融危機対応措置については 13ページ：同⑥２）、破綻処理方法の発展については 128ページ：

Ⅳ．１．（１）参照〕 

 

１）定額保護下の破綻処理 

イ．保険事故 

預金保険発動の原因となる事由（保険事故）には、金融機関の預金等の払戻しの停止（第一種保

険事故）と金融機関の営業免許の取消し､破産手続開始の決定又は解散の決議（第二種保険事故）が

あります。 
 
ロ．保護の方式 

第一種保険事故が生じた場合には、保険金を預金者等に支払う方法（保険金支払方式）か、救済

金融機関等に資金援助を行う方法（資金援助方式）により、付保預金を保護します。保護の方式は、

第一種保険事故発生後1か月以内（ただし、1か月以内で延長することがあります。）に運営委員会

で決定します。なお、金融審議会の答申で、破綻に伴う混乱を最小限に止めるため、資金援助方式

を優先させるという方針が示されています。 

第二種保険事故が生じた場合には、破綻金融機関の金融機能が消滅するため、保険金支払方式が

採用されます。 

なお、定額保護下においては、付保預金以外の預金や債権については、破綻金融機関の財産の状

況に応じた弁済がなされます。このため、金融機関の破綻に際しては、これらの預金者をはじめと
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する債権者の間の平等を保ち、財産の流出を防ぐために、預金の払戻しなどの業務に制約を課して

財産を保全することが必要であり、そのために倒産法制を利用することとなります。 

 

ハ．保険金支払方式による保護 

保険金支払方式による保護を行う場合には、機構は、保険事故が発生した金融機関から提出を受

けた預金者データに基づき、保険事故発生日における預金者ごとの付保預金を特定した上で、預金

者からの請求に基づいて付保預金の額を保険金として支払います。ただし、担保権が設定されてい

る預金等については、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまで保険金の支払を保留することが

あります。 
保険金の支払方法には、預金者等に直接支払う方法と、機構が破綻金融機関以外の金融機関に預

金を預け入れ、同預金債権を預金者等に譲渡する方法（預金設定方式）があります。 
保険金支払方式による保護を行う場合には、機構は、保険金の支払期間、支払場所、支払方法、

支払取扱時間等を運営委員会で決定し、官報等により公告して預金者への周知を図ります。 
 
ニ．資金援助方式による保護 

資金援助方式による保護は、救済金融機関等が合併、事業譲渡（一部譲渡を含みます。）、付保預

金移転又は破綻金融機関の株式の取得（以下「合併等」といいます。）により破綻金融機関の付保預

金等を引き継ぐ場合に、機構が救済金融機関等からの資金援助の申込みを受けて、仮に保険金支払

方式による保護を行うとした場合に要すると見込まれる費用（保険金支払コスト）の範囲内で資金

援助を行うものです。 

資金援助の方法には、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証、債務

の引受け、優先株式等の引受け等及び損害担保（いわゆるロスシェアリング）があります。 

なお、救済金融機関等が事業の一部譲渡又は付保預金の移転を受ける場合には、機構は、破綻金

融機関に残る債権の債権者に対する弁済額を確保し、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、

破綻金融機関に金銭の贈与による資金援助を行います（衡平資金援助）。 

資金援助方式による保護を行う場合には、機構は、救済金融機関等（金融庁長官による合併等に

関する適格性の認定（注）又は合併等のあっせんを受けている必要があります。）と破綻金融機関の連

名での資金援助の申込みを受けて、援助の可否、額、方法等を運営委員会で決定の上、救済金融機

関等や破綻金融機関と資金援助に関する契約を締結します。決定に当たって、運営委員会では、機

構の財務状況のほか、資金援助に要すると見込まれる費用及び保険金支払コストを考慮し、機構の

資産の効率的な利用に配意します。 

（注）適格性の認定を受けるには、当該合併等が次の3要件をすべて満たす必要があります。 

①当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資すること｡ 

②機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であること｡ 

③当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止

又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行っている地域又は分野における資

金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。 
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ホ．仮払金の支払 

保険事故が生じた場合には、預金者の普通預金（元本のみ）について、1口座につき 60万円を上

限に、仮払金の支払を行うことがあります。 

仮払金の支払は、保険金の支払（保険金支払方式による保護の場合）又は付保預金の払戻し（資

金援助方式による保護の場合）までにかなりの日数を要すると見込まれるため、預金者の当座の生

活資金等が必要となる場合に行われるものです。 

仮払金の支払を行うかどうかは、保険事故発生後 1週間以内に、機構が、運営委員会で決定しま

す。また、仮払金の支払を行う場合には、支払期間、支払場所、支払方法、支払取扱時間等を運営

委員会で決定し、保険金の支払と同様に、官報により公告します。 

なお、後に保険金の支払等が行われる時には、仮払金の額等は保険金の額等から控除されます。 

 
ヘ．預金等債権の買取り 

保険事故が生じた場合には、付保預金以外の預金等については、破綻金融機関の財産の状況に応

じて倒産手続により破産配当金・弁済金の支払として受け取ることになります。 

預金等債権の買取りは、破綻金融機関の破産配当金・弁済金の弁済前の早期に、預金者等の流動

性の確保を図るための制度です。機構は、預金者からの請求に基づいて、一般預金等の預金者 1人

当たり元本 1,000万円を超える部分及び外貨預金の元本並びにこれらの利息等（ただし、担保権が

設定されている預金等は除きます。）に、機構が破綻金融機関の破産配当見込額等を考慮の上決定す

る一定の率（概算払率）を乗じた金額（概算払額）を、買取りを請求した預金者等に支払う（概算

払）ことにより、預金等債権を買い取ります。 

機構は、概算払により預金者等から買い取った預金等債権について、破産配当金・弁済金として

回収した場合において、回収額が、概算払額と預金等債権の買取りに要した費用の合計額を超える

ときは、その差額を預金者等に追加的に支払います（精算払）｡ 

預金等債権の買取りを行うかどうかは、機構が、運営委員会で決定します。買取りを行う場合の

概算払率は、運営委員会で決定のうえ、金融庁長官と財務大臣の認可を得ます。 

預金等債権の買取りについて認可を得た場合には、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場

所、概算払額の支払方法、買取取扱時間等を運営委員会で決定し、官報により公告します。精算払

を行う場合にも、支払額、支払期間、支払方法等は運営委員会で決定し、官報により公告します。 

 

ト．預金者代理制度 

破綻金融機関に係る倒産手続においては、預金者の権利の実現を確保しつつ倒産手続の円滑な進

行を図るため、預金保険制度の対象預金等又は外貨預金の預金者については、金融機関等の更生手

続の特例等に関する法律（以下「更生特例法」といいます。）により、原則として機構が預金者を代

理して倒産手続に参加します。 
機構は、預金者を代理して倒産手続に参加するに当たり、公平誠実義務及び善管注意義務を負っ

ています。 
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○破綻時における預金等の取扱いのイメージ（資金援助方式における預金者向けメッセージの一例） 

 

 ＜決済用預金(注２)＞

・無利息型普通預金  預金窓口
・当座預金　等 ＣＤ・ＡＴＭ 

インターネット
元本

 ＜決済用預金以外＞ 1,000万円

までと     （注３）

その利息

1,000万円 払戻しは停止されます 約１年後に弁済

超の部分 ただし、次のお取扱いができます

①借入・保証との相殺
営業再開日よりお取扱い お取引店窓口

②概算払
（お取扱い開始日等は、

別途お知らせいたします）

払戻し（取扱い）

開始予定日
取扱い場所等

保
険
対
象
と
な
る
預
金

注

１

保護
されます

全額
 営業再開日以降も
 従来と同様のお取り
扱いとなります。

給与・年金の受取りや

自動引落しも、従来ど

おり可能です
・有利息型普通預金
・定期預金
・定期積金
・通知預金
・貯蓄預金
・納税準備預金　等

金融機関の財産
の状況に応じて

支払い

（一部カットされる

見込みです）

保
険
対
象
と
な

ら
な
い
預
金

・外貨預金    

預金の種類 保護される金額

 

 
 
 
 
 
 

 
２）金融危機対応措置 

イ．概要 

次のような措置を講じなければ、我が国又は対象金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の

維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると内閣総理大臣が認めるときは、金融危機対応会議

の議を経て、金融危機対応措置が講じられることがあります。 

 
措置の内容 対象 

①資本増強 

（預保法第 102条第 1項第 1号） 
金融機関（破綻金融機関又は債務超過の金融機関を除きます。）

②保険金支払コストを超える資金援助 

（同法第 102条第 1項第 2号） 
破綻金融機関又は債務超過の金融機関 

③特別危機管理 

（同法第 102条第 1項第 3号） 
破綻金融機関であって債務超過の銀行 

預金保険で保護される範囲

（注 1）普通預金や定期預金等、預金保険で対象となる預金科目であっても、他人名義預金、架空名

義預金、導入預金、無記名預金は預金保険の対象外となります。 

（注 2）「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という３要件を満たしている預金で、

法律により全額保護されています。 

（注 3）一つの預金口座に保護される部分（1,000万円以内）と、保護されない部分（1,000万円超）

が混在している預金や、住所などの名寄せデータの不備等により、保護される預金であること

が確認出来ない預金（任意団体の預金を含む）については、窓口で受付後、払戻し手続に数日

間かかる場合があります。 
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ホ．仮払金の支払 

保険事故が生じた場合には、預金者の普通預金（元本のみ）について、1口座につき 60万円を上

限に、仮払金の支払を行うことがあります。 

仮払金の支払は、保険金の支払（保険金支払方式による保護の場合）又は付保預金の払戻し（資

金援助方式による保護の場合）までにかなりの日数を要すると見込まれるため、預金者の当座の生

活資金等が必要となる場合に行われるものです。 

仮払金の支払を行うかどうかは、保険事故発生後 1週間以内に、機構が、運営委員会で決定しま

す。また、仮払金の支払を行う場合には、支払期間、支払場所、支払方法、支払取扱時間等を運営

委員会で決定し、保険金の支払と同様に、官報により公告します。 

なお、後に保険金の支払等が行われる時には、仮払金の額等は保険金の額等から控除されます。 

 
ヘ．預金等債権の買取り 

保険事故が生じた場合には、付保預金以外の預金等については、破綻金融機関の財産の状況に応

じて倒産手続により破産配当金・弁済金の支払として受け取ることになります。 

預金等債権の買取りは、破綻金融機関の破産配当金・弁済金の弁済前の早期に、預金者等の流動

性の確保を図るための制度です。機構は、預金者からの請求に基づいて、一般預金等の預金者 1人

当たり元本 1,000万円を超える部分及び外貨預金の元本並びにこれらの利息等（ただし、担保権が

設定されている預金等は除きます。）に、機構が破綻金融機関の破産配当見込額等を考慮の上決定す

る一定の率（概算払率）を乗じた金額（概算払額）を、買取りを請求した預金者等に支払う（概算

払）ことにより、預金等債権を買い取ります。 

機構は、概算払により預金者等から買い取った預金等債権について、破産配当金・弁済金として

回収した場合において、回収額が、概算払額と預金等債権の買取りに要した費用の合計額を超える

ときは、その差額を預金者等に追加的に支払います（精算払）｡ 

預金等債権の買取りを行うかどうかは、機構が、運営委員会で決定します。買取りを行う場合の

概算払率は、運営委員会で決定のうえ、金融庁長官と財務大臣の認可を得ます。 

預金等債権の買取りについて認可を得た場合には、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場

所、概算払額の支払方法、買取取扱時間等を運営委員会で決定し、官報により公告します。精算払

を行う場合にも、支払額、支払期間、支払方法等は運営委員会で決定し、官報により公告します。 

 

ト．預金者代理制度 

破綻金融機関に係る倒産手続においては、預金者の権利の実現を確保しつつ倒産手続の円滑な進
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理して倒産手続に参加します。 
機構は、預金者を代理して倒産手続に参加するに当たり、公平誠実義務及び善管注意義務を負っ
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○破綻時における預金等の取扱いのイメージ（資金援助方式における預金者向けメッセージの一例） 
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２）金融危機対応措置 
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の議を経て、金融危機対応措置が講じられることがあります。 

 
措置の内容 対象 

①資本増強 

（預保法第 102条第 1項第 1号） 
金融機関（破綻金融機関又は債務超過の金融機関を除きます。）

②保険金支払コストを超える資金援助 

（同法第 102条第 1項第 2号） 
破綻金融機関又は債務超過の金融機関 

③特別危機管理 

（同法第 102条第 1項第 3号） 
破綻金融機関であって債務超過の銀行 

預金保険で保護される範囲

（注 1）普通預金や定期預金等、預金保険で対象となる預金科目であっても、他人名義預金、架空名

義預金、導入預金、無記名預金は預金保険の対象外となります。 

（注 2）「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という３要件を満たしている預金で、

法律により全額保護されています。 

（注 3）一つの預金口座に保護される部分（1,000万円以内）と、保護されない部分（1,000万円超）

が混在している預金や、住所などの名寄せデータの不備等により、保護される預金であること

が確認出来ない預金（任意団体の預金を含む）については、窓口で受付後、払戻し手続に数日
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ロ．資本増強 

金融庁長官の決定（注）（財務大臣の同意が必要）により、機構が、対象金融機関（破綻金融機関

又は債務超過の金融機関を除く。）又はその持株会社が発行する普通株式、優先株式、劣後特約付社

債等の引受け等により、対象金融機関の資本を増強します。 
機構は、りそな銀行に対して平成 15年に金融危機対応措置に基づく資本増強を実施しました。〔61

ページ：Ⅱ．4．（２）③参照〕 
（注）対象金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には、金融庁長官及び厚生労働大臣の決

定、また、商工組合中央金庫である場合には、金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣の決定とな

ります。 
 
ハ．保険金支払コストを超える資金援助 

対象金融機関が破綻金融機関又は債務超過の金融機関の場合、機構は、合併等の対象となる救済

金融機関等に対し、保険金支払コストを超える資金援助を実施することができます。これにより、

預金等の全額保護が可能となります。 
この場合、金融庁長官は、管理を命ずる処分を行うこととなります。 

 
ニ．特別危機管理 

特別危機管理は、対象金融機関が破綻金融機関であって債務超過の銀行であり、保険金支払コス

トを超える資金援助だけでは、我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持

に係る支障を回避することができないと認められる場合に限り実施することができます。 
特別危機管理が実施される場合、機構は、金融庁長官の決定に基づき、対象銀行の株式を取得す

るとともに、金融庁長官の指名に基づき、対象銀行の取締役、監査役等を選任します。 
また、機構は、対象銀行に対し、保険金支払コストを考慮することなく資金援助を実施すること

ができます。これにより、預金等の全額保護が可能となります。 
特別危機管理は、合併、事業譲渡又は株式の譲渡により、可能な限り早期に終了させるものとさ

れています。 
これまでの対応としては、足利銀行に対する事例があります。同行は、平成 15年 11月 29日に開

催された金融危機対応会議の議を経て、内閣総理大臣より特別危機管理を講ずる必要がある旨の認

定が行われました。この認定と同時に金融庁長官より同行の株式を取得することの決定がなされ、

同年 12 月 1 日に公告が行われたことをもって、機構が同行の株式を取得しました。同株式は平成

20年 7月 1日に受皿に譲渡され、同行の特別危機管理は終了しました。なお、特別危機管理銀行業

務の詳細については、機構ホームページでもご覧いただけます（アドレス：http://www.dic.go.jp

/katsudo/hatanshori/）。 
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ホ．危機対応勘定と負担金 

資本増強に要する費用の全額や資金援助に要する費用のうち保険金支払コストを超える金額は、

機構の一般勘定ではなく、危機対応勘定において区分経理します。 
危機対応勘定の欠損金は、預金保険制度の対象金融機関の負担金で賄うこととされており、金融

庁長官及び財務大臣が負担金納付の必要があると認めるときは、金融庁長官及び財務大臣が定める

負担金の負担率及び納付期間に基づき、金融機関が負担金を機構に納付します。負担金は、預金保

険制度の対象金融機関の前事業年度末における負債の額（引当金、取引責任準備金等を除きます。）

に負担率を乗じて算出します。 
ただし、政府は、負担金のみで危機対応勘定の欠損金を賄うとすると、金融機関の財務の状況を

著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められる

場合に限り、機構に対し費用の一部を補助することができます。 
 
コラム②：預金保険制度の変遷 
 

預金保険制度は昭和 46年の発足後、制度や保護の範囲が拡充されてきました。〔128ページ：Ⅳ．

１．（１）参照〕 
 

（主な制度の導入等） 

昭和61年7月 

平成 8年 6月 

9年 4月 

13年 4月 

14年 3月末 
 
 

15 年 4月 
 
 

17年 3月末 

資金援助制度、仮払金支払制度の導入 

預金設定方式による保険金の支払制度、預金等全額保護の特例措置の導入 

預金等債権買取り制度、預金者代理制度の導入 

金融危機対応措置の導入、金融機関に名寄せデータ整備・システム対応等を義務付け

特定預金（当座預金、普通預金及び別段預金）を除き、預金等全額保護が終了（注1） 

（注 1）当座預金、普通預金及び別段預金は平成 14年度末まで全額保護（これら預金は、平

成 16年度末までは決済用預金とみなされ、引き続き全額保護された。）。 

決済用預金（注２）及び決済債務の全額保護の導入 
（注 2）無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という 3 要件を満たしている
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るとともに、金融庁長官の指名に基づき、対象銀行の取締役、監査役等を選任します。 
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ができます。これにより、預金等の全額保護が可能となります。 
特別危機管理は、合併、事業譲渡又は株式の譲渡により、可能な限り早期に終了させるものとさ

れています。 
これまでの対応としては、足利銀行に対する事例があります。同行は、平成 15年 11月 29日に開

催された金融危機対応会議の議を経て、内閣総理大臣より特別危機管理を講ずる必要がある旨の認

定が行われました。この認定と同時に金融庁長官より同行の株式を取得することの決定がなされ、

同年 12 月 1 日に公告が行われたことをもって、機構が同行の株式を取得しました。同株式は平成

20年 7月 1日に受皿に譲渡され、同行の特別危機管理は終了しました。なお、特別危機管理銀行業

務の詳細については、機構ホームページでもご覧いただけます（アドレス：http://www.dic.go.jp
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（４）金融整理管財人の業務 

金融機関の破綻処理は、金融庁長官が金融機関に対し、債務超過などの状態にあるものと認めて、

管理を命ずる処分を行うことで開始されます。金融庁長官は、管理を命ずる処分を行うとともに、

破綻した金融機関の管理を行うために金融整理管財人を選任します。金融整理管財人には、これま

で、弁護士、公認会計士又は金融実務精通者から選任されたほか、金融機関の破綻処理のノウハウ

の蓄積がある機構自身が法人として選任された例（全 12件）があります。 

金融整理管財人は、管理を命ずる処分が行われた直後から破綻金融機関に直接赴き、業務再開に

向けての作業を行うほか、その財産の管理・処分を行います。また、金融庁長官の求めに応じて、

破綻金融機関の業務及び財産の状況等に関する報告や経営に関する計画を作成するほか、破綻金融

機関の業務の暫定的な維持･継続を行う一方で、救済金融機関等への迅速な事業譲渡等を目指すこと

や、旧経営者に対する経営破綻の責任を明確にするための民事上の提訴や刑事上の告発といったこ

とも行います。このように一口に金融整理管財人業務といっても、内容は多岐にわたります。 

日本振興銀行の破綻処理では、平成 22年 9月 10日の管理を命ずる処分と同時に、機構が金融整

理管財人に選任され、破綻処理を進めてきましたが、平成 24年 4月から、日本振興銀行の再生計画

に基づく非付保預金者を含む再生債権者への弁済、概算払を受けた預金者への精算払等を実施した

後、同年 9月 10日、金融庁より日本振興銀行の解散認可とともに、金融整理管財人による業務及び

財産の管理を命ずる処分の取消しが行われ、同行に対する管理が終了しました。〔日本振興銀行への

金融整理管財人業務については 42ページ：Ⅱ．２．（６）参照〕。 
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２．預金保険機構の組織 
 
（１）設立 

機構は、預金保険制度の運営のため、預保法に基づき昭和 46年に設立された認可法人です。 

昭和 45年 7月、金融制度調査会による一般民間金融機関のあり方等に関する答申の中で預金保険

制度が取り上げられ、預金者保護の見地から、制度創設の必要性が強調されるとともにその基本的

方向が提示されました。これに基づき、昭和 46年 3月、預保法が制定され（同年 4月 1日に公布・

施行）、同年7月 1日、政府、日本銀行及び民間金融機関の出資により設立されました。 

機構の資本金は、設立当初は 4億 5,000 万円（政府、日本銀行及び民間金融機関がそれぞれ1億

5,000 万円）でしたが、昭和 61 年 7 月に労働金庫が加盟したことにより 500 万円増額されました。

その後、平成 21年 10月及び同年 12月に企業再生支援勘定に政府からそれぞれ 50億円、計 100 億

円、平成 24年 2月に東日本大震災事業者再生支援勘定に政府から 186億 8,000 万円の出資を受けて

います。さらに、平成 25年 3月に企業再生支援勘定が地域経済活性化支援勘定に変更となるととも

に、政府から 30億円の出資を受けたため、現在（平成25年 7月 1日）は 321億 3,500 万円となっ

ています。また、平成 24年 6月 30日の住専勘定の廃止に伴い、政府から出資された同勘定の資本

金 50億円は国庫に返納しています。 

 

（２）組織 

①運営委員会 

機構の運営に関する重要事項の議決を行う意思決定機関として「運営委員会」が設けられており、

運営委員会委員（8 名以内）及び機構の理事長、理事をもって構成されています。運営委員会委員

は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者の中から機構の理事長が金融庁長官及び財務大臣

の認可を得て任命することとされており、現在の運

営委員会委員は、金融界から 5名及び金融界以外か

ら 3名の計 8名が任命されています。 

委員会の議決を経る事項は、定款により、①定款

の変更、②業務方法書の作成及び変更、③予算及び

資金計画、④決算、⑤保険料率の決定及び変更、⑥

保険金及び仮払金の支払の決定、⑦資金援助の決定、

⑧預金等債権の買取りの決定などが定められており、

平成 24年度は 9回開催されました。         運営委員会での審議の模様 
 
○運営委員会委員、役員等一覧（平成 25年 7月 12日現在） 

運営委員会   委員長（理事長） 田邉 昌徳 
委 員＜五十音順＞ 石橋 嘉人（一般社団法人全国労働金庫協会理事長） 
同   大前 孝治（一般社団法人全国信用金庫協会会長） 
同   菊池 康雄（一般社団法人第二地方銀行協会会長） 
同   國部  毅（一般社団法人全国銀行協会会長） 
同   谷  正明（一般社団法人全国地方銀行協会会長） 
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（４）金融整理管財人の業務 
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破綻した金融機関の管理を行うために金融整理管財人を選任します。金融整理管財人には、これま

で、弁護士、公認会計士又は金融実務精通者から選任されたほか、金融機関の破綻処理のノウハウ

の蓄積がある機構自身が法人として選任された例（全 12件）があります。 

金融整理管財人は、管理を命ずる処分が行われた直後から破綻金融機関に直接赴き、業務再開に

向けての作業を行うほか、その財産の管理・処分を行います。また、金融庁長官の求めに応じて、

破綻金融機関の業務及び財産の状況等に関する報告や経営に関する計画を作成するほか、破綻金融

機関の業務の暫定的な維持･継続を行う一方で、救済金融機関等への迅速な事業譲渡等を目指すこと

や、旧経営者に対する経営破綻の責任を明確にするための民事上の提訴や刑事上の告発といったこ

とも行います。このように一口に金融整理管財人業務といっても、内容は多岐にわたります。 

日本振興銀行の破綻処理では、平成 22年 9月 10日の管理を命ずる処分と同時に、機構が金融整

理管財人に選任され、破綻処理を進めてきましたが、平成 24年 4月から、日本振興銀行の再生計画

に基づく非付保預金者を含む再生債権者への弁済、概算払を受けた預金者への精算払等を実施した

後、同年 9月 10日、金融庁より日本振興銀行の解散認可とともに、金融整理管財人による業務及び

財産の管理を命ずる処分の取消しが行われ、同行に対する管理が終了しました。〔日本振興銀行への

金融整理管財人業務については 42ページ：Ⅱ．２．（６）参照〕。 
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２．預金保険機構の組織 
 
（１）設立 

機構は、預金保険制度の運営のため、預保法に基づき昭和 46年に設立された認可法人です。 

昭和 45年 7月、金融制度調査会による一般民間金融機関のあり方等に関する答申の中で預金保険

制度が取り上げられ、預金者保護の見地から、制度創設の必要性が強調されるとともにその基本的

方向が提示されました。これに基づき、昭和 46年 3月、預保法が制定され（同年 4月 1日に公布・

施行）、同年7月 1日、政府、日本銀行及び民間金融機関の出資により設立されました。 

機構の資本金は、設立当初は 4億 5,000 万円（政府、日本銀行及び民間金融機関がそれぞれ1億

5,000 万円）でしたが、昭和 61 年 7 月に労働金庫が加盟したことにより 500 万円増額されました。

その後、平成 21年 10月及び同年 12月に企業再生支援勘定に政府からそれぞれ 50億円、計 100 億

円、平成 24年 2月に東日本大震災事業者再生支援勘定に政府から 186億 8,000 万円の出資を受けて

います。さらに、平成 25年 3月に企業再生支援勘定が地域経済活性化支援勘定に変更となるととも

に、政府から 30億円の出資を受けたため、現在（平成25年 7月 1日）は 321億 3,500 万円となっ

ています。また、平成 24年 6月 30日の住専勘定の廃止に伴い、政府から出資された同勘定の資本

金 50億円は国庫に返納しています。 

 

（２）組織 

①運営委員会 

機構の運営に関する重要事項の議決を行う意思決定機関として「運営委員会」が設けられており、

運営委員会委員（8 名以内）及び機構の理事長、理事をもって構成されています。運営委員会委員

は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者の中から機構の理事長が金融庁長官及び財務大臣

の認可を得て任命することとされており、現在の運

営委員会委員は、金融界から 5名及び金融界以外か

ら 3名の計 8名が任命されています。 

委員会の議決を経る事項は、定款により、①定款

の変更、②業務方法書の作成及び変更、③予算及び

資金計画、④決算、⑤保険料率の決定及び変更、⑥

保険金及び仮払金の支払の決定、⑦資金援助の決定、

⑧預金等債権の買取りの決定などが定められており、

平成 24年度は 9回開催されました。         運営委員会での審議の模様 
 
○運営委員会委員、役員等一覧（平成 25年 7月 12日現在） 

運営委員会   委員長（理事長） 田邉 昌徳 
委 員＜五十音順＞ 石橋 嘉人（一般社団法人全国労働金庫協会理事長） 
同   大前 孝治（一般社団法人全国信用金庫協会会長） 
同   菊池 康雄（一般社団法人第二地方銀行協会会長） 
同   國部  毅（一般社団法人全国銀行協会会長） 
同   谷  正明（一般社団法人全国地方銀行協会会長） 
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同   村岡富美雄（株式会社東芝取締役監査委員会委員長） 
同   山田 伸二（日本放送協会解説委員） 
同   吉野 直行（慶應義塾大学経済学部教授） 

理 事       井上 美昭 
同   軍司 育雄 
同   小幡 浩之 
同   櫻井 正史 

 
役 員     理事長    田邉 昌徳 

理 事   井上 美昭 
同   軍司 育雄 
同   小幡 浩之 
同   櫻井 正史 

監事（非常勤）  町田 恵美 
 
機構幹部職員  総務部長  乙部 辰良 

財務部長  石川  紀 
金融再生部長  御園生 功 
預金保険部長  甲斐 文朗 
特別業務部長  西山 卓爾 
検査部長  池田  潤 
大阪業務部長  曲里 嘉修 
法務統括室長  髙橋 俊介 
監査室長  三重野 隆 
参 与   西畑 一哉 
 同          岡本 輝久 
 同          村松 教隆 
 

 
②各部室の業務 

１）総務部 

総務部は、機構の事務の総合調整、運営委員会等の開催、広報、情報公開、個人情報の保護、人

事、組織、定員、整理回収機構に対する指導及び助言、整理回収機構との連絡調整、地域経済活性

化支援機構等への出資、国際関係業務の企画及び立案、国内外の預金保険制度に関する調査、機構

内各システムの総合調整等、特定回収困難債権の買取り並びに他の部の所掌に属しない事務を所掌

しています。 

なお、総務部には、総務課、人事課、広報・情報管理室、企画調整課、管理課、国際室、調査室、

情報システム企画課及び特定回収困難債権業務課の 6課 3室が置かれています。 

 

２）財務部 

財務部は、機構の予算、決算、経理、資産管理、資金計画、資金調達・管理、保険料の収納及び

振り込め詐欺救済法に基づく公告等の事務を所掌しています。 

なお、財務部には、財務企画課、経理第一課、経理第二課、経理第三課、資金第一課、資金第二

課及び振込詐欺被害回復業務課の7課が置かれています。 

 

３）金融再生部 

金融再生部は、金融整理管財人等の業務、破綻した金融機関の業務承継、金融危機への対応、銀
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行の特別公的管理、金融機関等からの資産の買取り、企業再生及び金融機関等の資本増強等の事務

を所掌しています。 

なお、金融再生部には、企画管理課、業務課及び金融整理課の 3課が置かれています。 

 

４）預金保険部 

預金保険部は、保険金等の支払、資金援助（金融危機への対応を含む。）、預金等債権の買取り、

機構内各システムの開発・運用に係る支援・助言、破綻処理業務システムの開発・運用、名寄せ、

口座分割等破綻処理に要するデータ・システム整備等に関する金融機関等への研修・助言及び更生

特例法に基づく預金者表の作成等の事務を所掌しています。 

なお、預金保険部には、企画課、資金援助課、研修課及びシステム課の 4課が置かれています。 

 

５）特別業務部 

特別業務部は、整理回収機構に対する指導及び助言、整理回収機構の譲受債権等に係る債務者等

の財産調査、整理回収機構からの委託に基づく取立て、買取資産の管理、回収及び処分等並びに破

綻金融機関の経営者等に対する責任追及に関する事務を所掌しています。 

なお、特別業務部には、調査企画課、指導調査課、特別調査第一課及び特別調査第二課の4課が

置かれています。 

 

６）検査部 

検査部は、預保法第 137条第 6項に基づく検査、振り込め詐欺救済法第 36条第 6項に基づく検査

及び検査に関する各種情報の収集・整理・分析等に関する事務を所掌しています。 

なお、検査部には、検査企画課、モニタリング分析課、審査課、検査第一課及び検査第二課の 5

課が置かれています。 

 

７）大阪業務部 

大阪業務部は、保険金等の支払、資金援助（金融危機への対応を含む。）、預金等債権の買取り、

金融整理管財人等の業務、破綻金融機関の経営者等に対する責任追及に関する業務、整理回収機構

に対する指導及び助言、整理回収機構の譲受債権等に係る債務者等の財産調査、整理回収機構から

の委託に基づく取立て並びに買取資産の管理・回収及び処分等の事務のうち、主として関西以西の

地区に係る事務を所掌しています。 

なお、大阪業務部には、総務管理課、金融整理室、資金援助課、指導調査課及び特別調査課の 4

課 1室が置かれています。 

 

８）法務統括室 

法務統括室は、機構の業務執行上の法律問題の統括、機構のコンプライアンスの総括に関する事

務を所掌しています。 
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同   村岡富美雄（株式会社東芝取締役監査委員会委員長） 
同   山田 伸二（日本放送協会解説委員） 
同   吉野 直行（慶應義塾大学経済学部教授） 

理 事       井上 美昭 
同   軍司 育雄 
同   小幡 浩之 
同   櫻井 正史 

 
役 員     理事長    田邉 昌徳 

理 事   井上 美昭 
同   軍司 育雄 
同   小幡 浩之 
同   櫻井 正史 

監事（非常勤）  町田 恵美 
 
機構幹部職員  総務部長  乙部 辰良 
   財務部長  石川  紀 

金融再生部長  御園生 功 
預金保険部長  甲斐 文朗 
特別業務部長  西山 卓爾 
検査部長  池田  潤 
大阪業務部長  曲里 嘉修 
法務統括室長  髙橋 俊介 
監査室長  三重野 隆 
参 与   西畑 一哉 
 同          岡本 輝久 
 同          村松 教隆 
 

 
②各部室の業務 

１）総務部 

総務部は、機構の事務の総合調整、運営委員会等の開催、広報、情報公開、個人情報の保護、人

事、組織、定員、整理回収機構に対する指導及び助言、整理回収機構との連絡調整、地域経済活性

化支援機構等への出資、国際関係業務の企画及び立案、国内外の預金保険制度に関する調査、機構

内各システムの総合調整等、特定回収困難債権の買取り並びに他の部の所掌に属しない事務を所掌

しています。 

なお、総務部には、総務課、人事課、広報・情報管理室、企画調整課、管理課、国際室、調査室、

情報システム企画課及び特定回収困難債権業務課の 6課 3室が置かれています。 

 

２）財務部 

財務部は、機構の予算、決算、経理、資産管理、資金計画、資金調達・管理、保険料の収納及び

振り込め詐欺救済法に基づく公告等の事務を所掌しています。 

なお、財務部には、財務企画課、経理第一課、経理第二課、経理第三課、資金第一課、資金第二

課及び振込詐欺被害回復業務課の7課が置かれています。 

 

３）金融再生部 

金融再生部は、金融整理管財人等の業務、破綻した金融機関の業務承継、金融危機への対応、銀
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行の特別公的管理、金融機関等からの資産の買取り、企業再生及び金融機関等の資本増強等の事務

を所掌しています。 

なお、金融再生部には、企画管理課、業務課及び金融整理課の 3課が置かれています。 

 

４）預金保険部 

預金保険部は、保険金等の支払、資金援助（金融危機への対応を含む。）、預金等債権の買取り、

機構内各システムの開発・運用に係る支援・助言、破綻処理業務システムの開発・運用、名寄せ、

口座分割等破綻処理に要するデータ・システム整備等に関する金融機関等への研修・助言及び更生

特例法に基づく預金者表の作成等の事務を所掌しています。 

なお、預金保険部には、企画課、資金援助課、研修課及びシステム課の 4課が置かれています。 

 

５）特別業務部 

特別業務部は、整理回収機構に対する指導及び助言、整理回収機構の譲受債権等に係る債務者等

の財産調査、整理回収機構からの委託に基づく取立て、買取資産の管理、回収及び処分等並びに破

綻金融機関の経営者等に対する責任追及に関する事務を所掌しています。 

なお、特別業務部には、調査企画課、指導調査課、特別調査第一課及び特別調査第二課の4課が

置かれています。 

 

６）検査部 

検査部は、預保法第 137条第 6項に基づく検査、振り込め詐欺救済法第 36条第 6項に基づく検査

及び検査に関する各種情報の収集・整理・分析等に関する事務を所掌しています。 

なお、検査部には、検査企画課、モニタリング分析課、審査課、検査第一課及び検査第二課の 5

課が置かれています。 

 

７）大阪業務部 

大阪業務部は、保険金等の支払、資金援助（金融危機への対応を含む。）、預金等債権の買取り、

金融整理管財人等の業務、破綻金融機関の経営者等に対する責任追及に関する業務、整理回収機構

に対する指導及び助言、整理回収機構の譲受債権等に係る債務者等の財産調査、整理回収機構から

の委託に基づく取立て並びに買取資産の管理・回収及び処分等の事務のうち、主として関西以西の

地区に係る事務を所掌しています。 

なお、大阪業務部には、総務管理課、金融整理室、資金援助課、指導調査課及び特別調査課の 4

課 1室が置かれています。 

 

８）法務統括室 

法務統括室は、機構の業務執行上の法律問題の統括、機構のコンプライアンスの総括に関する事

務を所掌しています。 
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９）監査室 

監査室は、内部監査、監事監査、会計検査院の検査等に関する事務を所掌しています。 
 

③その他委員会等 

１）責任解明委員会 

平成 10年 2月の預保法の改正により、機構の理事長は整理回収業務に関する協定に基づく業務を

効率的に実施するために必要な体制整備を図る旨の規定が設けられ、従来以上に責任追及への法的

要請が強められました。 

これを受けて、同月、破綻金融機関及び旧住専等の経営者、債務者等の刑事・民事上の責任の所

在を明らかにし、刑事告発・損害賠償請求その他の措置を的確に行うため、理事長を委員長、役職

員の中から理事長が指名した者を委員とする責任解明委員会を設置して活動を行ってきました。同

委員会は、平成 24年度中に１回開催し、責任追及案件を審議しました。 

また、責任解明委員会には現在 4名の外部有職者が特別顧問に就任して、上記所要の措置を的確

に完遂するための意見申述を行っています。なお、責任解明委員会特別顧問会議は、平成 24年度中

に 1回開催しました。 
 

○責任解明委員会特別顧問（平成 25年 7月 1日現在） 

上谷  清（元大阪高等裁判所長官） 

本林  徹（元日本弁護士連合会会長） 

吉村 博人（元警察庁長官） 

笠間 治雄（前検事総長） 

 
２）優先株式等処分審査会 

公的資金による資本増強のために引受け等を行った優先株式等について、譲渡その他の処分を行

うに際し、公正・中立な手続による適正な価格の決定に資する目的で、平成 16年 6月、理事長の諮

問機関として、処分価格審査会を設置しました。 

同審査会は、平成 17年 10月 28日に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の

処分に係る当面の対応について」を踏まえ、平成 18年 2月 23日に、金融機関からの処分の申出が

見込まれない場合に対応するため、新たに「処分の実施」「処分方法」「処分金額」を審議項目に追

加するとともに、その名称を「優先株式等処分審査会」に改称しました。同審査会は、平成 24年度

中に 4回開催しました。 
 

○優先株式等処分審査会委員（平成 25年 7月 1日現在） 

委 員 長   小宮山 賢（公認会計士） 

委員長代理   倉都 康行（金融実務家） 

委   員   川北 英隆（学識経験者） 

委   員   松尾 直彦（弁護士） 

 

３）業績評価委員会 

機構における役員の適正な退職手当の支給に資することを目的として、退職役員の退職手当に係
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る業績勘案率を決定するため、平成 16年 4月、運営委員会の金融界以外の委員 3名と非常勤監事 1

名からなる業績評価委員会を設置しました。同委員会は、平成 24年度中の開催はありませんでした。 
 

○業績評価委員会委員（平成 25年 7月 1日現在） 

委 員 長   吉野 直行（運営委員会委員） 

委   員   山田 伸二（運営委員会委員） 

委   員   村岡富美雄（運営委員会委員） 

委   員   町田 恵美（預金保険機構監事） 

 
４）特定回収困難債権の買取審査委員会 

 機構が特定回収困難債権の買取りを行う場合、適正な手続による買取りの適否及び買取価格の決

定に資することを目的として、当該買取りの適否及び買取価格について審議を行うため、平成 23

年 10月、特定回収困難債権の買取審査委員会を設置しました。委員については、特定回収困難債権

の該当性及び買取価格を審議するとの観点から、弁護士及び不動産鑑定士等を含む第三者の 3名で

構成されています。同委員会は平成 24 年度中に 2 回開催しました。 
 なお、委員の氏名等については、業務内容を踏まえ非公表としています。 

 
○組織図（平成 25年 7月 1日現在） 
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９）監査室 

監査室は、内部監査、監事監査、会計検査院の検査等に関する事務を所掌しています。 
 

③その他委員会等 

１）責任解明委員会 

平成 10年 2月の預保法の改正により、機構の理事長は整理回収業務に関する協定に基づく業務を

効率的に実施するために必要な体制整備を図る旨の規定が設けられ、従来以上に責任追及への法的

要請が強められました。 

これを受けて、同月、破綻金融機関及び旧住専等の経営者、債務者等の刑事・民事上の責任の所

在を明らかにし、刑事告発・損害賠償請求その他の措置を的確に行うため、理事長を委員長、役職

員の中から理事長が指名した者を委員とする責任解明委員会を設置して活動を行ってきました。同

委員会は、平成 24年度中に１回開催し、責任追及案件を審議しました。 

また、責任解明委員会には現在 4名の外部有職者が特別顧問に就任して、上記所要の措置を的確

に完遂するための意見申述を行っています。なお、責任解明委員会特別顧問会議は、平成 24年度中

に 1回開催しました。 
 

○責任解明委員会特別顧問（平成 25年 7月 1日現在） 

上谷  清（元大阪高等裁判所長官） 

本林  徹（元日本弁護士連合会会長） 

吉村 博人（元警察庁長官） 

笠間 治雄（前検事総長） 

 
２）優先株式等処分審査会 

公的資金による資本増強のために引受け等を行った優先株式等について、譲渡その他の処分を行

うに際し、公正・中立な手続による適正な価格の決定に資する目的で、平成 16年 6月、理事長の諮

問機関として、処分価格審査会を設置しました。 

同審査会は、平成 17年 10月 28日に公表した「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の

処分に係る当面の対応について」を踏まえ、平成 18年 2月 23日に、金融機関からの処分の申出が

見込まれない場合に対応するため、新たに「処分の実施」「処分方法」「処分金額」を審議項目に追

加するとともに、その名称を「優先株式等処分審査会」に改称しました。同審査会は、平成 24年度

中に 4回開催しました。 
 

○優先株式等処分審査会委員（平成 25年 7月 1日現在） 

委 員 長   小宮山 賢（公認会計士） 

委員長代理   倉都 康行（金融実務家） 

委   員   川北 英隆（学識経験者） 

委   員   松尾 直彦（弁護士） 

 

３）業績評価委員会 

機構における役員の適正な退職手当の支給に資することを目的として、退職役員の退職手当に係
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る業績勘案率を決定するため、平成 16年 4月、運営委員会の金融界以外の委員 3名と非常勤監事 1

名からなる業績評価委員会を設置しました。同委員会は、平成 24年度中の開催はありませんでした。 
 

○業績評価委員会委員（平成 25年 7月 1日現在） 

委 員 長   吉野 直行（運営委員会委員） 

委   員   山田 伸二（運営委員会委員） 

委   員   村岡富美雄（運営委員会委員） 

委   員   町田 恵美（預金保険機構監事） 

 
４）特定回収困難債権の買取審査委員会 

 機構が特定回収困難債権の買取りを行う場合、適正な手続による買取りの適否及び買取価格の決

定に資することを目的として、当該買取りの適否及び買取価格について審議を行うため、平成 23

年 10月、特定回収困難債権の買取審査委員会を設置しました。委員については、特定回収困難債権

の該当性及び買取価格を審議するとの観点から、弁護士及び不動産鑑定士等を含む第三者の 3名で

構成されています。同委員会は平成 24 年度中に 2 回開催しました。 
 なお、委員の氏名等については、業務内容を踏まえ非公表としています。 

 
○組織図（平成 25年 7月 1日現在） 
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○機構の役職別定員の推移 

年 度 
役 員 職 員 対前年

度増減理事長 理事 監事 計 事務局長 部長 次長 課長 調査役等 計 

昭和46年7月設立 (1) 1 (1) 1 1 - - - 10 11 - 

50 (1) 1 (1) 1 1 - 2 - 7 10 △1 

51 (1) 1 (1) 1 1 - 2 - 7 10 0 

52 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 2 

53 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 0 

54 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 0 

55 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 0 

56 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 0 

57 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 0 

58 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 0 

59 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 7 12 0 

60 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 8 13 1 

61 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 8 13 0 

62 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 9 14 1 

63 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 9 14 0 

平成元 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 9 14 0 

2 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 9 14 0 

3 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 9 14 0 

4 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 10 15 1 

5 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 10 15 0 

6 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 9 14 △1 

7 (1) 1 (1) 1 1 - 4 - 10 15 1 

8 1 3 (1) 4 - 4 11 10 94 119 107 

9 1 3 (1) 4 - 7 11 14 155 187 68 

10 当初 1 3 (1) 4 - 8 14 27 239 288 101 

  変更後 1 4 (1) 5 - 10 16 29 278 333 147 

11 1 4 (1) 5 - 11 16 31 275 333 0 

12 1 4 (1) 5 - 11 16 34 292 353 20 

13 1 4 (1) 5 - 11 16 34 320 381 28 

14 1 4 (1) 5 - 13 16 34 346 409 28 

15 1 4 (1) 5 - 13 17 37 331 398 △11 

16 1 4 (1) 5 - 14 16 39 328 397 △1 

17 1 4 (1) 5 - 14 16 38 318 386 △11 

18 1 4 (1) 5 - 14 16 38 305 373 △13 

19 1 4 (1) 5 - 14 16 36 297 363 △10 

20 1 4 (1) 5 - 14 16 37 293 360 △3 

21 1 4 (1) 5 - 14 16 37 294 361 1 

22 1 4 (1) 5 - 14 16 37 292 359 △2 

23 1 4 （1） 5 - 14 16 37 299 366 7 

24 1 4 （1） 5 - 15 16 37 298 366 0 

25 1 4 (1) 5 - 16 16 37 303 372 6 

1．（  ）書は非常勤。 

2. 部長には法務統括室長、監査室長、審議役を、課長には室長を、調査役等には総括調査役、上席調査役、課員を

含む。 
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（３）預金保険機構の子会社 

①整理回収機構 

整理回収機構は、平成 10年 10月の預保法及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等

に関する特別措置法（以下「住専法」といいます。）の改正により、公正・透明な手法をもって不良

債権の早期かつ効率的な回収に努め、投入される公的資金を最小化することを目的として設立され

ることとなった組織で、平成 11年 4月 1日に株式会社住宅金融債権管理機構（以下「住管機構」と

いいます。）と株式会社整理回収銀行（以下、「整理回収銀行」といいます。）の合併により発足しま

した。 

平成 25年 7月 1日現在、資本金は 120億円（当機構 100％出資）であり、体制は、役員 7人（取

締役 4人、監査役 3人）、職員 365人（執行役員 3人を含む。）となっています。組織としては、本

部機能のほか、2つの回収拠点（東京事業部及び大阪事業部）を有しています。 

整理回収機構は、機構と協定を締結し、①破綻金融機関等からの不良債権等の買取り・回収業務、

②金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下「金融再生法」といいます。）第 53条に基

づく健全金融機関等から買い取った不良債権の回収業務（資産買取り申込みは平成 17年 3月 31日

で終了）、③金融機能強化法等による資本増強等に関する業務、④破綻処理の円滑化のための承継銀

行機能に関する業務、⑤金融機関の保有する特定回収困難債権の買取り・回収業務〔39ページ：Ⅱ．

２．（３）参照〕、などを行っています。 

 

②地域経済活性化支援機構 

有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者等に対して、金融

機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的に設立された株式会

社企業再生支援機構は、平成 25年 3月 18日、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律

の施行により、中小企業者等の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する事業活動の支援を

行うことを目的とする株式会社地域経済活性化支援機構（以下「活性化支援機構」といいます。）に

改組されました（現在の資本金 230億 8,480 万円（機構 225億 8,480 万円、農林中央金庫 5億円））。 

活性化支援機構は、株式会社地域経済活性化支援機構法（以下「活性化支援機構法」といいます。）

第 22条の規定に基づき、①再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する債権買取り等、②再生

支援対象事業者に対する資金の貸付け、債務の保証及び出資、③特定信託引受け、④特定事業再生

支援会社に対する出資、資金の貸付け、⑤特定専門家派遣対象機関に対する専門家の派遣、⑥地域

経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員となる株式会社の設

立及び経営管理、⑦債権買取り等又は特定信託引受けに係る債権の管理及び譲渡その他の処分、な

どの業務を行っています。 

 なお、活性化支援機構の再生支援決定期限は平成 30年 3月 31日まで、再生支援期間は再生支援

決定の日から最長 5年となっています。 
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 ③東日本大震災事業者再生支援機構 

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「事業者再生支援機構」といいます。）は、東日

本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被

災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、

地方公共団体等と連携しつつ、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負って

いる事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、当該事業者に

対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じて債務の負担を軽減しつつその再生を

支援することを目的に、平成 24年 2月 22日、機構及び農水産業協同組合貯金保険機構（以下「貯

金保険機構」といいます。）が出資して設立されました（現在の資本金 199億 8,200 万円（機構 186

億 6,800 万円、貯金保険機構 13億 1,400 万円））。 

事業者再生支援機構は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（以下「事業者再生支援機

構法」といいます。）第 16条の規定に基づき、①対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買

取り、②対象事業者に対する資金の貸付け、債務の保証及び出資、③事業の再生に関する専門家の

派遣、④事業活動に関する必要な助言などの業務を行っています。 

なお、事業者再生支援機構の支援決定期限は同機構設立日から 5 年以内（１年延長可）、支援期

間は支援決定の日から最長 15年となっています。 
 

 

コラム③：承継銀行について 
 
⑴承継銀行の目的 

承継銀行は、金融機関の破綻に際して、その受皿となる救済金融機関等が現れない場合に、金融整

理管財人による管理下におかれた破綻金融機関の付保預金や健全資産等を引き継ぎ、業務の暫定的な

維持・継続を図るとともに、その業務の最終的な受皿となる金融機関（再承継金融機関）が承継を行

うまでの間、預金者保護及び信用秩序の維持を図ることを目的としています。 

 

⑵承継銀行を活用した破綻処理の実績 

これまで承継銀行を活用した破綻処理の実績としては、株式会社日本承継銀行（平成 14年 3月設立、

破綻した石川銀行及び中部銀行から事業を承継し、最終受皿金融機関に再承継し、平成 16年 3月解散）

及び株式会社第二日本承継銀行（平成 16年 3月設立、破綻した日本振興銀行から事業を承継し、株式

会社イオン銀行への株式譲渡により事業を再承継）の事例があります。 

 

⑶整理回収機構の承継銀行機能 

このような承継銀行機能は、預保法上、機構の子会社として設立された承継銀行（預保法第 2条第

13 項）のほか、平成 23 年の預保法改正により、機構と承継機能協定を締結した協定銀行（承継協定

銀行、預保法附則第 15条の 2第 3項）も行うことができるようになりました。 
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Ⅱ．平成24年度の業務概況 

１．預金者保護の観点に立った金融機関の破綻処理態勢の整備・強化 

（１）定額保護下における破綻処理に備えた準備・訓練等 

（２）名寄せデータ及びシステムの整備促進 

（３）立入検査 

（４）立入検査、システム検証及び研修・助言の連携 

２．破綻事案・保有資産への適切かつ着実な対応 

（１）資金援助等の実施及び回収等の状況 

（２）破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

（３）特定回収困難債権の買取り・回収 

（４）特別公的管理銀行関連業務への対応 

（５）健全金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

（６）日本振興銀行の破綻処理関連業務への対応 

３．整理回収業務の支援及び責任追及業務の適切な実施 

（１）財産調査 

（２）回収が特に困難な案件に関する回収業務支援 

（３）民事責任の追及 

（４）刑事責任の追及 

４．資本増強関連業務への対応 

（１）資本増強関連業務について 

（２）各法律に基づく資本増強及びその処分の状況 

５．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る業務の適切な実施 

（１）預金保険機構における公告の実施状況等について 

（２）平成24年度に実施した主要3公告について 

（３）金融機関から預金保険機構に納付される金銭の仕組み・使途 

（４）公告の利用状況等 

６．預金保険制度及び預金保険機構の業務に関する広報 

（１）各種媒体を活用した広報の実施 

（２）問い合わせへの対応 

７．財務の健全化・効率化の確実な推進 

（１）財務状況 

（２）資金の調達及び運用 

（３）平成25年度の預金保険料率  

８．預金保険に関する国際的な連携・協力と調査研究活動 

（１）国際的な連携・協力活動 

（２）調査研究活動  

９．中期目標・業務方針及び実績評価の作成・公表 
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 ③東日本大震災事業者再生支援機構 

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「事業者再生支援機構」といいます。）は、東日

本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被

災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、

地方公共団体等と連携しつつ、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負って

いる事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、当該事業者に

対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じて債務の負担を軽減しつつその再生を

支援することを目的に、平成 24年 2月 22日、機構及び農水産業協同組合貯金保険機構（以下「貯

金保険機構」といいます。）が出資して設立されました（現在の資本金 199億 8,200 万円（機構 186

億 6,800 万円、貯金保険機構 13億 1,400 万円））。 

事業者再生支援機構は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（以下「事業者再生支援機

構法」といいます。）第 16条の規定に基づき、①対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買

取り、②対象事業者に対する資金の貸付け、債務の保証及び出資、③事業の再生に関する専門家の

派遣、④事業活動に関する必要な助言などの業務を行っています。 

なお、事業者再生支援機構の支援決定期限は同機構設立日から 5 年以内（１年延長可）、支援期

間は支援決定の日から最長 15年となっています。 
 

 

コラム③：承継銀行について 
 
⑴承継銀行の目的 

承継銀行は、金融機関の破綻に際して、その受皿となる救済金融機関等が現れない場合に、金融整

理管財人による管理下におかれた破綻金融機関の付保預金や健全資産等を引き継ぎ、業務の暫定的な

維持・継続を図るとともに、その業務の最終的な受皿となる金融機関（再承継金融機関）が承継を行

うまでの間、預金者保護及び信用秩序の維持を図ることを目的としています。 

 

⑵承継銀行を活用した破綻処理の実績 

これまで承継銀行を活用した破綻処理の実績としては、株式会社日本承継銀行（平成 14年 3月設立、

破綻した石川銀行及び中部銀行から事業を承継し、最終受皿金融機関に再承継し、平成 16年 3月解散）

及び株式会社第二日本承継銀行（平成 16年 3月設立、破綻した日本振興銀行から事業を承継し、株式

会社イオン銀行への株式譲渡により事業を再承継）の事例があります。 

 

⑶整理回収機構の承継銀行機能 

このような承継銀行機能は、預保法上、機構の子会社として設立された承継銀行（預保法第 2条第

13 項）のほか、平成 23 年の預保法改正により、機構と承継機能協定を締結した協定銀行（承継協定

銀行、預保法附則第 15条の 2第 3項）も行うことができるようになりました。 
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Ⅱ．平成24年度の業務概況 

１．預金者保護の観点に立った金融機関の破綻処理態勢の整備・強化 

（１）定額保護下における破綻処理に備えた準備・訓練等 

（２）名寄せデータ及びシステムの整備促進 

（３）立入検査 

（４）立入検査、システム検証及び研修・助言の連携 

２．破綻事案・保有資産への適切かつ着実な対応 

（１）資金援助等の実施及び回収等の状況 

（２）破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

（３）特定回収困難債権の買取り・回収 

（４）特別公的管理銀行関連業務への対応 

（５）健全金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

（６）日本振興銀行の破綻処理関連業務への対応 

３．整理回収業務の支援及び責任追及業務の適切な実施 

（１）財産調査 

（２）回収が特に困難な案件に関する回収業務支援 

（３）民事責任の追及 

（４）刑事責任の追及 

４．資本増強関連業務への対応 

（１）資本増強関連業務について 

（２）各法律に基づく資本増強及びその処分の状況 

５．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る業務の適切な実施 

（１）預金保険機構における公告の実施状況等について 

（２）平成24年度に実施した主要3公告について 

（３）金融機関から預金保険機構に納付される金銭の仕組み・使途 

（４）公告の利用状況等 

６．預金保険制度及び預金保険機構の業務に関する広報 

（１）各種媒体を活用した広報の実施 

（２）問い合わせへの対応 

７．財務の健全化・効率化の確実な推進 

（１）財務状況 

（２）資金の調達及び運用 

（３）平成25年度の預金保険料率  

８．預金保険に関する国際的な連携・協力と調査研究活動 

（１）国際的な連携・協力活動 

（２）調査研究活動  

９．中期目標・業務方針及び実績評価の作成・公表 
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１．預金者保護の観点に立った金融機関の破綻処理態勢の整備・強化 
 
（１）定額保護下における破綻処理に備えた準備・訓練等 

機構では、定額保護下での破綻処理スキームの検討を行い、機構が金融整理管財人に選任された

場合を想定して破綻処理の事務手続を準備しています。同手続については、これまでの破綻処理の

経験等も踏まえ、より適切かつ合理的な破綻処理とすべく継続的に見直しを進めています。資金援

助方式が採られた場合、具体的には、例えば次のような事務手続を想定しています。 

① 従来、金融機関の破綻は、週末に発生している事例が多いことから、週末の金曜日の営業終了

後に破綻が起こることを想定しました。破綻した金融機関に対し、金融庁長官より、管理を命ず

る処分が行われるとともに、機構が金融整理管財人に選任されます。 

② 破綻金融機関は、裁判所に対し、民事再生手続開始の申立てを行うとともに、月曜日の営業再

開に向けての準備を行います。主な業務は以下のとおりです。 

・名寄せによる付保預金の特定作業 

・付保預金の払戻し準備 

・預金者からの相殺など、新たな業務への準備 

・破綻金融機関職員に対する今後の業務体制等の周知 

③ 積極的な広報活動を行うとともに、月曜日から付保預金の払戻しや決済業務及び融資業務を再

開し、店頭混乱の防止を図ります。 

④ 速やかに預金等債権の買取り（概算払）を行えるようにします。 

⑤ 破綻が生じてから約 6 か月を経過する場合には、暫定的な受皿金融機関である承継銀行（注）に

事業譲渡（付保預金や健全な貸出資産等の譲渡）を行います。事業譲渡の際には機構から保険金

支払コストの範囲内で資金援助を実施します。 

⑥ 破綻日から約 1年後を目処に、破綻金融機関の残余財産について、再生計画に沿った弁済手続

を開始します。 

⑦ 承継銀行は、管理を命ずる処分の日から2年以内（やむを得ない事情による場合 3年以内）に

最終受皿金融機関（再承継金融機関）へ事業譲渡を行います。 

（注）預保法の改正（平成23年 10月 29日施行）により、これまでの承継銀行制度に加え、より柔軟で

効率的な破綻処理を可能とするため、破綻金融機関ごとに適資産・付保預金を譲り受けるための勘

定（承継勘定）を協定銀行（整理回収機構）に設け、破綻金融機関から業務を承継することが可能

となりました。今後、金融機関が破綻した場合には、整理回収機構の承継銀行機能を活用した破綻

処理を原則として考えています。 

さらに、想定した破綻処理の事務手続を的確に実施し、破綻処理に万全を期するため、定期的に

破綻処理事務手続に関する実務訓練を行っているほか、これまでの破綻処理の経験等も踏まえ、よ

り適切かつ合理的な破綻処理とすべく継続的に見直しを進めています。なお、これらの実務訓練は

万が一、個別の金融機関が破綻した場合に備えたものであり、特定の金融機関の破綻を想定したも

のではありません。 
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○定額保護下における破綻処理スキーム（資金援助方式の概要〈一例〉） 
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１．預金者保護の観点に立った金融機関の破綻処理態勢の整備・強化 
 
（１）定額保護下における破綻処理に備えた準備・訓練等 

機構では、定額保護下での破綻処理スキームの検討を行い、機構が金融整理管財人に選任された

場合を想定して破綻処理の事務手続を準備しています。同手続については、これまでの破綻処理の

経験等も踏まえ、より適切かつ合理的な破綻処理とすべく継続的に見直しを進めています。資金援

助方式が採られた場合、具体的には、例えば次のような事務手続を想定しています。 

① 従来、金融機関の破綻は、週末に発生している事例が多いことから、週末の金曜日の営業終了

後に破綻が起こることを想定しました。破綻した金融機関に対し、金融庁長官より、管理を命ず

る処分が行われるとともに、機構が金融整理管財人に選任されます。 

② 破綻金融機関は、裁判所に対し、民事再生手続開始の申立てを行うとともに、月曜日の営業再

開に向けての準備を行います。主な業務は以下のとおりです。 

・名寄せによる付保預金の特定作業 

・付保預金の払戻し準備 

・預金者からの相殺など、新たな業務への準備 

・破綻金融機関職員に対する今後の業務体制等の周知 

③ 積極的な広報活動を行うとともに、月曜日から付保預金の払戻しや決済業務及び融資業務を再

開し、店頭混乱の防止を図ります。 

④ 速やかに預金等債権の買取り（概算払）を行えるようにします。 

⑤ 破綻が生じてから約 6 か月を経過する場合には、暫定的な受皿金融機関である承継銀行（注）に

事業譲渡（付保預金や健全な貸出資産等の譲渡）を行います。事業譲渡の際には機構から保険金

支払コストの範囲内で資金援助を実施します。 

⑥ 破綻日から約 1年後を目処に、破綻金融機関の残余財産について、再生計画に沿った弁済手続

を開始します。 

⑦ 承継銀行は、管理を命ずる処分の日から2年以内（やむを得ない事情による場合 3年以内）に

最終受皿金融機関（再承継金融機関）へ事業譲渡を行います。 

（注）預保法の改正（平成23年 10月 29日施行）により、これまでの承継銀行制度に加え、より柔軟で

効率的な破綻処理を可能とするため、破綻金融機関ごとに適資産・付保預金を譲り受けるための勘

定（承継勘定）を協定銀行（整理回収機構）に設け、破綻金融機関から業務を承継することが可能

となりました。今後、金融機関が破綻した場合には、整理回収機構の承継銀行機能を活用した破綻

処理を原則として考えています。 

さらに、想定した破綻処理の事務手続を的確に実施し、破綻処理に万全を期するため、定期的に

破綻処理事務手続に関する実務訓練を行っているほか、これまでの破綻処理の経験等も踏まえ、よ

り適切かつ合理的な破綻処理とすべく継続的に見直しを進めています。なお、これらの実務訓練は

万が一、個別の金融機関が破綻した場合に備えたものであり、特定の金融機関の破綻を想定したも

のではありません。 
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○定額保護下における破綻処理スキーム（資金援助方式の概要〈一例〉） 

 
 

 

 
金融機関の破綻 

   
 
      管理を命ずる処分、  
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      資金援助等
 

    
 

 

 

    

   

    
 （※） 資産処分については、 入札方式による処分も検討。  

金 
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   破綻金融機関 
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・事業譲渡  

・旧経営陣の責任追及、等  
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再承継 
金融機関 

整理回収機構又は承継銀行 
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収･処分 

整理回収
機構 

非付保預金 一般債権等
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コラム④：破綻時に預金の円滑な払戻し等を行うための措置 
 
 従来は、預保法において、①名寄せに必要な預金者データを整備し、破綻時に機構に迅速に提出

するための措置、②決済用預金の円滑な払戻しを行うための措置が金融機関に義務付けられていま

したが、平成 23 年 5 月の預保法の改正により、破綻時の預金の払戻しを迅速に行うための規定が

整備され、金融機関は、平時より、万一の場合に備えた準備（マニュアル整備等）が求められるこ

とになりました。 

 具体的には、上記②について、決済用預金だけでなく一般預金等も含めた預金の払戻しその他の

保険事故への対処を円滑に行えるよう、平成 23年の預保法（第 58条の 3）の改正及び同年 10月の

内閣府令の改正により、金融機関は、以下のような措置を講じることが求められることになりまし

た（平成 24年 5月 19日施行）。 

① 付保・非付保部分が混在する一般預金等の口座（混在口座）について、破綻後、機構からの

データに基づき、速やかに付保部分（払戻し可）と非付保部分（払戻し不可）に区分管理（注）

できるようにするための体制整備（マニュアル整備等）。 

（注）例えば、混在口座を付保部分と非付保部分に分割し、非付保部分に払戻禁止（注意コードの設

定等）を施すことにより、付保部分のみ払戻しを可能とする必要。特に、普通預金の付保部分は、

窓口・ATM での払戻しのほか、公共料金等の自動引落、給与振込等を破綻前と同様に可能とする

必要。 

② 民事再生手続等を円滑に行うため、機構において破綻前の預金（再生債権）と破綻後の預金

（共益債権）をそれぞれ把握・管理できるよう、破綻後の預金入出金データを機構に提出する

ための体制整備（システム整備等）。 

③ 預金と貸付金との相殺や、非付保預金の概算払等を円滑に行うための体制整備（マニュアル

整備等）。 

金融機関においては、施行日までにこれらの措置についてマニュアル等の整備を行う（シス

テム対応を伴う場合は、合理的な期間でのシステム開発計画を策定する）ことが必要とされて

います。 

機構としては、各種説明会・研修等の場を通じて、各金融機関の取組み（さらなるブラッシ

ュアップ等）を積極的にサポートしていく予定です。 
 

○定額保護下における破綻処理の流れと平成 23年預保法改正との関係 

 黄色の網掛け部分は従来から体制整備が義務付けられていた部分 
 青色の網掛け部分は平成23年改正を受け体制整備が新たに義務付けられた部分 

 金融機関  預金保険機構 

金
曜
日
営
業
後
～
日
曜
日 

（
週
末
破
綻
の
場
合
） 

①預金者データ（磁気テープ）の作成及び機構

への提出 
 ②機構システムによる名寄せ処理  

④機構が作成する右記の電子データをもとに、

右記の口座に対し、払戻禁止のためのシステ

ム措置（注意コード等）を一括設定 

 
 

③機構が「預金口座の全額または一部が

払戻不可となる口座」の電子データを

作成し、金融機関に還元 

⑤機構が作成する右記のデータをもとに、混在

預金（一部払戻不可口座）を付保部分と非付

保部分に分割し、後者のみ払戻禁止（注意コ

ードの設定等）を施すなどして、区分管理（特

に普通預金） 

 ③’ 機構が払戻不可額に関するデータを

作成し、金融機関に還元（上記③の電

子データに当該情報を追加） 

月
曜
日

・ 付保預金（決済用預金を含む）の払戻し 
・ 預金の受入れ 
・ 預金者からの相殺の受付開始 

 
 

そ
れ
以
降 

・ 破綻後の預金入出金データを機構に提出

（日次） 
 ・倒産法制に基づき、破綻前の預金と破

綻後の預金を区分 

・ 非付保預金の概算払受付開始  ・概算払率等を決定 
 

提出 

還元 

還元 

提出
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（２）名寄せデータ及びシステムの整備促進 

名寄せは、破綻金融機関から提出される預金者等のデータをもとに機構で行いますが、データが

正確でなかったり、迅速に提出されないと、保護される預金額の算定が速やかに行えず、預金等の

保護を円滑に行う上で支障が生じることになります。 

このため、預保法では、金融機関に対して、破綻時に機構へ名寄せのための預金者等のデータ（以

下｢名寄せデータ｣といいます。）を磁気テープにより遅滞なく提出すること、そのための名寄せデー

タ及びシステムの整備を日頃から行っておくことを義務付けています（同法第 55条の 2）。さらに、

破綻時における付保預金の円滑な払戻しを確保するため、機構から還元される名寄せ結果を自らの

業務システムに速やかに反映するためのシステム対応を義務付けています（同法第 58条の 3）。 

平成 24年度は、システム検証、研修・助言等において、以下のような対応を行いました。 

 

①名寄せデータのシステム検証 

機構では、金融機関破綻時の円滑な名寄せを確実なものとするため、預保法第 37条に基づき金融

機関から名寄せデータの提出を求め、それが機構指定フォーマットに沿って正しく作成されている

かなどを機構のシステムにより検証しています。 

システム検証により判明した不備又はそのおそれのある名寄せデータは、金融機関に還元して、

修正・確認を求めています。また、機構のシステムによる名寄せ結果も併せて還元し、これを自ら

の業務システムに速やかに反映できることの確認も求めています。 

平成 24年度には 87件のシステム検証を実施しました。 

 
②研修・助言等 

名寄せデータ及びシステムの整備を促進するために、個別金融機関からの要請に基づいて機構職

員を派遣し、個別金融機関の状況に応じた研修・助言等を行っています。 

平成 24年度には 50件の個別金融機関への研修・助言を実施しました。 
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コラム④：破綻時に預金の円滑な払戻し等を行うための措置 
 
 従来は、預保法において、①名寄せに必要な預金者データを整備し、破綻時に機構に迅速に提出

するための措置、②決済用預金の円滑な払戻しを行うための措置が金融機関に義務付けられていま

したが、平成 23 年 5 月の預保法の改正により、破綻時の預金の払戻しを迅速に行うための規定が

整備され、金融機関は、平時より、万一の場合に備えた準備（マニュアル整備等）が求められるこ

とになりました。 

 具体的には、上記②について、決済用預金だけでなく一般預金等も含めた預金の払戻しその他の

保険事故への対処を円滑に行えるよう、平成 23年の預保法（第 58条の 3）の改正及び同年 10月の

内閣府令の改正により、金融機関は、以下のような措置を講じることが求められることになりまし

た（平成 24年 5月 19日施行）。 

① 付保・非付保部分が混在する一般預金等の口座（混在口座）について、破綻後、機構からの

データに基づき、速やかに付保部分（払戻し可）と非付保部分（払戻し不可）に区分管理（注）

できるようにするための体制整備（マニュアル整備等）。 

（注）例えば、混在口座を付保部分と非付保部分に分割し、非付保部分に払戻禁止（注意コードの設

定等）を施すことにより、付保部分のみ払戻しを可能とする必要。特に、普通預金の付保部分は、

窓口・ATM での払戻しのほか、公共料金等の自動引落、給与振込等を破綻前と同様に可能とする

必要。 

② 民事再生手続等を円滑に行うため、機構において破綻前の預金（再生債権）と破綻後の預金

（共益債権）をそれぞれ把握・管理できるよう、破綻後の預金入出金データを機構に提出する

ための体制整備（システム整備等）。 

③ 預金と貸付金との相殺や、非付保預金の概算払等を円滑に行うための体制整備（マニュアル

整備等）。 

金融機関においては、施行日までにこれらの措置についてマニュアル等の整備を行う（シス

テム対応を伴う場合は、合理的な期間でのシステム開発計画を策定する）ことが必要とされて

います。 

機構としては、各種説明会・研修等の場を通じて、各金融機関の取組み（さらなるブラッシ

ュアップ等）を積極的にサポートしていく予定です。 
 

○定額保護下における破綻処理の流れと平成 23年預保法改正との関係 

 黄色の網掛け部分は従来から体制整備が義務付けられていた部分 
 青色の網掛け部分は平成23年改正を受け体制整備が新たに義務付けられた部分 

 金融機関  預金保険機構 

金
曜
日
営
業
後
～
日
曜
日 

（
週
末
破
綻
の
場
合
） 

①預金者データ（磁気テープ）の作成及び機構

への提出 
 ②機構システムによる名寄せ処理  

④機構が作成する右記の電子データをもとに、

右記の口座に対し、払戻禁止のためのシステ

ム措置（注意コード等）を一括設定 

 
 

③機構が「預金口座の全額または一部が

払戻不可となる口座」の電子データを

作成し、金融機関に還元 

⑤機構が作成する右記のデータをもとに、混在

預金（一部払戻不可口座）を付保部分と非付

保部分に分割し、後者のみ払戻禁止（注意コ

ードの設定等）を施すなどして、区分管理（特

に普通預金） 

 ③’ 機構が払戻不可額に関するデータを

作成し、金融機関に還元（上記③の電

子データに当該情報を追加） 

月
曜
日

・ 付保預金（決済用預金を含む）の払戻し 
・ 預金の受入れ 
・ 預金者からの相殺の受付開始 

 
 

そ
れ
以
降 

・ 破綻後の預金入出金データを機構に提出

（日次） 
 ・倒産法制に基づき、破綻前の預金と破

綻後の預金を区分 

・ 非付保預金の概算払受付開始  ・ 概算払率等を決定 
 

提出 

還元 

還元 

提出
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（２）名寄せデータ及びシステムの整備促進 

名寄せは、破綻金融機関から提出される預金者等のデータをもとに機構で行いますが、データが

正確でなかったり、迅速に提出されないと、保護される預金額の算定が速やかに行えず、預金等の

保護を円滑に行う上で支障が生じることになります。 

このため、預保法では、金融機関に対して、破綻時に機構へ名寄せのための預金者等のデータ（以

下｢名寄せデータ｣といいます。）を磁気テープにより遅滞なく提出すること、そのための名寄せデー

タ及びシステムの整備を日頃から行っておくことを義務付けています（同法第 55条の 2）。さらに、

破綻時における付保預金の円滑な払戻しを確保するため、機構から還元される名寄せ結果を自らの

業務システムに速やかに反映するためのシステム対応を義務付けています（同法第 58条の 3）。 

平成 24年度は、システム検証、研修・助言等において、以下のような対応を行いました。 

 

①名寄せデータのシステム検証 

機構では、金融機関破綻時の円滑な名寄せを確実なものとするため、預保法第 37条に基づき金融

機関から名寄せデータの提出を求め、それが機構指定フォーマットに沿って正しく作成されている

かなどを機構のシステムにより検証しています。 

システム検証により判明した不備又はそのおそれのある名寄せデータは、金融機関に還元して、

修正・確認を求めています。また、機構のシステムによる名寄せ結果も併せて還元し、これを自ら

の業務システムに速やかに反映できることの確認も求めています。 

平成 24年度には 87件のシステム検証を実施しました。 

 
②研修・助言等 

名寄せデータ及びシステムの整備を促進するために、個別金融機関からの要請に基づいて機構職

員を派遣し、個別金融機関の状況に応じた研修・助言等を行っています。 

平成 24年度には 50件の個別金融機関への研修・助言を実施しました。 
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コラム⑤：「名寄せ」とは 
 

①「名寄せ」とは 

預金保険が保護する預金等の額は、決済用預金（注）は全額、それ以外の預金等(一般預金等）に

ついては1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等の合計額

です。このため、金融機関が破綻した場合、同一の預金者が同一金融機関内に保有している複数

の預金口座を集約し、合算する作業が必要となります。これを「名寄せ」といいます。 

（注）無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金をいいます。

 

②「名寄せ」における同一の預金者とは 

名寄せにおける同一の預金者とは、次のとおりです。 

（１）個人 

1 個人を 1 預金者とします。従って、夫婦や親子であっても別の預金者とします。ただし、他

人名義の預金等（いわゆる仮名・借名預金等）は、そもそも預金保険の保護対象とはなりません。

個人事業主の場合、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、同一人の預金等となります。 

（２）法人 

1法人を 1預金者とします。 

（３）権利能力なき社団・財団 

1社団・財団を 1預金者とします。 

なお、「権利能力なき社団・財団」に該当するためには、一般的には、団体として組織され、

規約等により運営方法が定められている等の要件が求められます。個々の団体については、その

組織や活動実態をみて判断することになります。 

（４）任意団体 

「任意団体」（法人及び「権利能力なき社団・財団」以外の団体をいいます。以下同じです。）

は、1預金者とはなりません。「任意団体」名義の預金等は、その構成員の預金等として持分に応

じて分割します。 
 

＜預金者データ等の整備と金融機関破綻時における「名寄せ」＞ 

【預金者】  【金融機関】  【預金保険機構】 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤付保預金の受取り 
 

 
 

①日頃から預金者データやシ

ステムを整備 

 

 

 

②名寄せに必要な預金者デー

タを預金保険機構へ速やか

に提出 

 

④名寄せ結果に基づいて付保

預金を払戻し 
  

 
 

 

 

 

 

③名寄せ作業を実施し、結果

を金融機関へ還元 

 

   

 

預金者情報の届出 
立入検査やシステム検証
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（３）立入検査 

①立入検査 

預保法では、同法の円滑な実施を確保するため、金融庁長官が必要あると認めるときは、機構に

金融機関に対する立入検査を行わせることができると規定しています。 

機構が行う検査については、同法第 137条第 6項に規定されており、①保険料の納付が適正に行

われていること（第 1号）、②金融機関に義務付けられている名寄せデータ及びシステムの整備が講

ぜられていること（第 2号）、及び③金融機関が破綻したときの預金等債権について弁済を受けるこ

とができると見込まれる額（第 3号）の 3項目を検査対象としています。なお、検査に対する忌避

等については、罰則（同法第 143条第 2項）が設けられています。 

機構においては、平成 13 年 8 月から第 2 号検査（名寄せ等）を実施していますが、平成 23 年 5

月に預保法第 58条の 3第 1項が改正され、平成 24年 5月から施行（預保法第 58条の 3第 1項に規

定する措置に関する内閣府令を含む。）されたことを受け、第 2号検査では、名寄せ等に加えて、「付

保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ（入出金明細ファイル）作成のためのシステ

ム整備等、相殺・預金等債権の買取り（概算払）の準備（手順書・マニュアルの整備等）の状況等」

についても、検査を実施しています。 

また、平成 15年 1月からは、第 1号検査（保険料納付）も実施しており、安定した預金保険制度

の運営のために必要不可欠な保険料の適正な納付を確保し、もって納付者たる金融機関の間の公平

性が維持されるよう努めることとしています。さらに、第 3号検査（概算払率算定）については、

金融機関が破綻した際に概算払を適切に行うため、必要に応じ実施することとなっています。 

なお、平成 24検査事務年度までの検査実施状況は、以下のとおりとなっています。〔132 ページ：

Ⅳ．２．（１）参照〕 

 

○立入検査の実施状況（平成 25年 6月末現在） （単位：件） 

年度（注1） 検査実施件数 
 

銀行等（注2） 信用金庫（注3） 信用組合（注4） 

 13 39 2 14 23 

 14 66 1 31 34 

 15 100 10 56 34 

 16 113 17 66 30 

 17 105 14 69 22 

 18 100 35 35 30 

 19 100 58 29 13 

 20 116 22 59 35 

 21 91 5 44 42 

 22 46 5 27 14 

 23 57 8 44 5 

 24 58 20 25 13 

（注 1）年度は検査事務年度（7月～翌年 6月）。 

（注 2）銀行等には、労働金庫、労働金庫連合会を含む。 

（注 3）信用金庫には、信金中央金庫を含む。 

（注 4）信用組合には、全国信用協同組合連合会を含む。 
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コラム⑤：「名寄せ」とは 
 

①「名寄せ」とは 

預金保険が保護する預金等の額は、決済用預金（注）は全額、それ以外の預金等(一般預金等）に

ついては1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等の合計額

です。このため、金融機関が破綻した場合、同一の預金者が同一金融機関内に保有している複数

の預金口座を集約し、合算する作業が必要となります。これを「名寄せ」といいます。 

（注）無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金をいいます。

 

②「名寄せ」における同一の預金者とは 

名寄せにおける同一の預金者とは、次のとおりです。 

（１）個人 

1 個人を 1 預金者とします。従って、夫婦や親子であっても別の預金者とします。ただし、他

人名義の預金等（いわゆる仮名・借名預金等）は、そもそも預金保険の保護対象とはなりません。

個人事業主の場合、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、同一人の預金等となります。 

（２）法人 

1法人を 1預金者とします。 

（３）権利能力なき社団・財団 

1社団・財団を 1預金者とします。 

なお、「権利能力なき社団・財団」に該当するためには、一般的には、団体として組織され、

規約等により運営方法が定められている等の要件が求められます。個々の団体については、その

組織や活動実態をみて判断することになります。 

（４）任意団体 

「任意団体」（法人及び「権利能力なき社団・財団」以外の団体をいいます。以下同じです。）

は、1預金者とはなりません。「任意団体」名義の預金等は、その構成員の預金等として持分に応

じて分割します。 
 

＜預金者データ等の整備と金融機関破綻時における「名寄せ」＞ 

【預金者】  【金融機関】  【預金保険機構】 
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（３）立入検査 

①立入検査 

預保法では、同法の円滑な実施を確保するため、金融庁長官が必要あると認めるときは、機構に

金融機関に対する立入検査を行わせることができると規定しています。 

機構が行う検査については、同法第 137条第 6項に規定されており、①保険料の納付が適正に行

われていること（第 1号）、②金融機関に義務付けられている名寄せデータ及びシステムの整備が講

ぜられていること（第 2号）、及び③金融機関が破綻したときの預金等債権について弁済を受けるこ

とができると見込まれる額（第 3号）の 3項目を検査対象としています。なお、検査に対する忌避

等については、罰則（同法第 143条第 2項）が設けられています。 

機構においては、平成 13 年 8 月から第 2 号検査（名寄せ等）を実施していますが、平成 23 年 5

月に預保法第 58条の 3第 1項が改正され、平成 24年 5月から施行（預保法第 58条の 3第 1項に規

定する措置に関する内閣府令を含む。）されたことを受け、第 2号検査では、名寄せ等に加えて、「付

保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ（入出金明細ファイル）作成のためのシステ

ム整備等、相殺・預金等債権の買取り（概算払）の準備（手順書・マニュアルの整備等）の状況等」

についても、検査を実施しています。 

また、平成 15年 1月からは、第 1号検査（保険料納付）も実施しており、安定した預金保険制度

の運営のために必要不可欠な保険料の適正な納付を確保し、もって納付者たる金融機関の間の公平

性が維持されるよう努めることとしています。さらに、第 3号検査（概算払率算定）については、

金融機関が破綻した際に概算払を適切に行うため、必要に応じ実施することとなっています。 

なお、平成 24検査事務年度までの検査実施状況は、以下のとおりとなっています。〔132 ページ：

Ⅳ．２．（１）参照〕 

 

○立入検査の実施状況（平成 25年 6月末現在） （単位：件） 

年度（注1） 検査実施件数 
 

銀行等（注2） 信用金庫（注3） 信用組合（注4） 

 13 39 2 14 23 

 14 66 1 31 34 

 15 100 10 56 34 

 16 113 17 66 30 

 17 105 14 69 22 

 18 100 35 35 30 

 19 100 58 29 13 

 20 116 22 59 35 

 21 91 5 44 42 

 22 46 5 27 14 

 23 57 8 44 5 

 24 58 20 25 13 

（注 1）年度は検査事務年度（7月～翌年 6月）。 

（注 2）銀行等には、労働金庫、労働金庫連合会を含む。 

（注 3）信用金庫には、信金中央金庫を含む。 

（注 4）信用組合には、全国信用協同組合連合会を含む。 
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②立入検査後のフォローアップ 

機構が実施した検査の指摘事項については、金融庁又は財務局等が金融機関に対し銀行法第 24

条等及び預保法第 136条に基づき改善状況の報告を求め、ヒアリングを実施していますが、機構と

してもこれに同席して、実効性のある改善が可能となるよう助言等を行っています。 
 
（４）立入検査、システム検証及び研修・助言の連携 

金融機関においては、①日々、口座の開設や預金者データの変更が生じていること、②合併やシ

ステムの変更・更新もたびたび行われていることなどから、名寄せデータ及びシステムの整備を継

続することが求められています。 

このため、機構では、金融機関における名寄せデータ等の効果的な整備を促すべく、立入検査、

システム検証及び研修・助言を行っています。 

また、金融機関の名寄せデータの整備状況を包括的に管理・分析するとともに、以下のような連

携を通じて各施策を有機的に組み合わせ、機構全体としてより効率的かつ効果的に取り組んでいま

す。 

・立入検査、システム検証及び研修・助言の実施に当たっては、日頃より機構内での情報共有に努

めています。 

・立入検査は、システム検証及び研修・助言の結果も踏まえて実施しています。 

・金融機関が行うシステム検証結果の確認やデータの修正作業を支援するため、機構職員が当該金

融機関に直接研修に赴くなどして検証結果の解説や名寄せデータ等の整備状況に関する助言を行

っています。 
 

- 33 - 
 

２．破綻事案・保有資産への適切かつ着実な対応 
（１）資金援助等の実施及び回収等の状況 

機構は、金融機関の破綻処理を円滑に進め、また金融機関の資本増強等を図るため、これまで金

銭贈与として 18 兆 9,872 億円、資産の買取りとして 9 兆 8,306 億円、資本増強として 12 兆 9,779

億円、その他として 6兆 3,831 億円の資金援助等を実施しています。これらについて、平成 25年 3

月末までに、資産の買取りについては 10兆 578 億円、資本増強については 12兆 5,389 億円、その

他については 5兆 272億円がそれぞれ回収されています。 

 
○資金援助等の実施及び回収等の状況（平成 25年 3月末現在） （単位：億円） 

資金援助等項目 資金援助等実施額 
回収等累計額 

（注1）（注2） 

①【金銭贈与】 （注3） 189,872  － 

 うち 特別公的管理銀行に対する金銭贈与 63,764  － 

 うち 特別危機管理銀行に対する金銭贈与 2,563  － 

②【資産の買取り】 （注4）（注5） 98,306  100,578 

 破綻金融機関等からの資産の買取り  65,351  76,451 

  うち 特別公的管理銀行からの不適資産の買取り 11,798  16,595 

  うち 特別危機管理銀行からの資産の買取り 999  1,142 

 特別公的管理銀行からの適資産の買取り （注6） 29,421  17,259 

  うち 特別公的管理銀行からの保有株式の買取り 29,397  17,173 

 健全金融機関等からの資産の買取り  3,533  6,868 

③【資本増強】 （注5）（注7） 129,779  125,389 

 旧安定化法に基づく資本増強  18,156  16,526 

 早期健全化法に基づく資本増強  86,053  94,249 

 預保法に基づく資本増強  19,600  14,188 

 組織再編法に基づく資本増強  60  60 

 金融機能強化法に基づく資本増強  5,910  367 

④【その他】  63,831  50,272 

 瑕疵担保条項に基づく資産の引取り  12,226  6,700 

 損失補塡 （注8） 5,766  － 

  うち 特別公的管理銀行に係る損失補塡 4,945  － 

 債務引受（救済金融機関に対する債務の引受け） 40  38 

 貸付け （注9） 45,799  43,534 

単位未満四捨五入。 

（注 1）回収等累計額には、簿価部分に相当する回収額に加え、債権取立益等簿価を超える回収額、有価証券の売却

益、不動産売却益等のほか、買取資産の価格調整額（*）を含み、利息、配当金等の収益は含まない。 

*買取価格調整額：資産買取価格決定の基準となる評価基準日から、整理回収機構が実際に破綻金融機関から資

産を譲り受けるまでには一定の期間を要しており、この間の回収の進捗等による資産価格の変動分については、

譲受後に整理回収機構と清算法人（破綻金融機関）の間で精査・確定のうえ精算（買取価格調整）しており、

当該買取価格調整による価格の変動相当額を買取価格調整額としている。平成 25年 3月末現在の買取価格調整

額は、1兆 2,012 億円。 

（注 2）上記の表の回収等累計額のほかに、株式売却収入として、特別公的管理銀行分 20 億円（旧長銀・旧日債銀

各 10億円）、特別危機管理銀行分 1,200 億円（足利銀行 1,200 億円）を受領している。 

（注 3）金銭贈与額のうち 10兆 4,326 億円については、交付国債（13兆円）（*）の償還（使用）により手当て済み

（現段階で国民負担として確定している）。残余の額については預金保険料により充当され、機構が平成 25年 3

月末までに金融機関から徴収した預金保険料は累計で 10兆 657 億円となっている。なお、清算結了に伴う金銭

贈与額の返還等が生じた場合は、国庫に納付される。 

*交付国債は、平成 14年 3月までの破綻処理において保険金支払コストを超える金銭贈与を賄うために手当てさ

れた（交付国債の償還は平成 15年 3月末で終了）。 
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②立入検査後のフォローアップ 

機構が実施した検査の指摘事項については、金融庁又は財務局等が金融機関に対し銀行法第 24

条等及び預保法第 136条に基づき改善状況の報告を求め、ヒアリングを実施していますが、機構と

してもこれに同席して、実効性のある改善が可能となるよう助言等を行っています。 
 
（４）立入検査、システム検証及び研修・助言の連携 

金融機関においては、①日々、口座の開設や預金者データの変更が生じていること、②合併やシ

ステムの変更・更新もたびたび行われていることなどから、名寄せデータ及びシステムの整備を継

続することが求められています。 

このため、機構では、金融機関における名寄せデータ等の効果的な整備を促すべく、立入検査、

システム検証及び研修・助言を行っています。 

また、金融機関の名寄せデータの整備状況を包括的に管理・分析するとともに、以下のような連

携を通じて各施策を有機的に組み合わせ、機構全体としてより効率的かつ効果的に取り組んでいま

す。 

・立入検査、システム検証及び研修・助言の実施に当たっては、日頃より機構内での情報共有に努

めています。 

・立入検査は、システム検証及び研修・助言の結果も踏まえて実施しています。 

・金融機関が行うシステム検証結果の確認やデータの修正作業を支援するため、機構職員が当該金

融機関に直接研修に赴くなどして検証結果の解説や名寄せデータ等の整備状況に関する助言を行

っています。 
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２．破綻事案・保有資産への適切かつ着実な対応 
（１）資金援助等の実施及び回収等の状況 

機構は、金融機関の破綻処理を円滑に進め、また金融機関の資本増強等を図るため、これまで金

銭贈与として 18 兆 9,872 億円、資産の買取りとして 9 兆 8,306 億円、資本増強として 12 兆 9,779

億円、その他として 6兆 3,831 億円の資金援助等を実施しています。これらについて、平成 25年 3

月末までに、資産の買取りについては 10兆 578 億円、資本増強については 12兆 5,389 億円、その

他については 5兆 272億円がそれぞれ回収されています。 

 
○資金援助等の実施及び回収等の状況（平成 25年 3月末現在） （単位：億円） 

資金援助等項目 資金援助等実施額 
回収等累計額 

（注1）（注2） 

①【金銭贈与】 （注3） 189,872  － 

 うち 特別公的管理銀行に対する金銭贈与 63,764  － 

 うち 特別危機管理銀行に対する金銭贈与 2,563  － 

②【資産の買取り】 （注4）（注5） 98,306  100,578 

 破綻金融機関等からの資産の買取り  65,351  76,451 

  うち 特別公的管理銀行からの不適資産の買取り 11,798  16,595 

  うち 特別危機管理銀行からの資産の買取り 999  1,142 

 特別公的管理銀行からの適資産の買取り （注6） 29,421  17,259 

  うち 特別公的管理銀行からの保有株式の買取り 29,397  17,173 

 健全金融機関等からの資産の買取り  3,533  6,868 

③【資本増強】 （注5）（注7） 129,779  125,389 

 旧安定化法に基づく資本増強  18,156  16,526 

 早期健全化法に基づく資本増強  86,053  94,249 

 預保法に基づく資本増強  19,600  14,188 

 組織再編法に基づく資本増強  60  60 

 金融機能強化法に基づく資本増強  5,910  367 

④【その他】  63,831  50,272 

 瑕疵担保条項に基づく資産の引取り  12,226  6,700 

 損失補塡 （注8） 5,766  － 

  うち 特別公的管理銀行に係る損失補塡 4,945  － 

 債務引受（救済金融機関に対する債務の引受け） 40  38 

 貸付け （注9） 45,799  43,534 

単位未満四捨五入。 

（注 1）回収等累計額には、簿価部分に相当する回収額に加え、債権取立益等簿価を超える回収額、有価証券の売却

益、不動産売却益等のほか、買取資産の価格調整額（*）を含み、利息、配当金等の収益は含まない。 

*買取価格調整額：資産買取価格決定の基準となる評価基準日から、整理回収機構が実際に破綻金融機関から資

産を譲り受けるまでには一定の期間を要しており、この間の回収の進捗等による資産価格の変動分については、

譲受後に整理回収機構と清算法人（破綻金融機関）の間で精査・確定のうえ精算（買取価格調整）しており、

当該買取価格調整による価格の変動相当額を買取価格調整額としている。平成 25年 3月末現在の買取価格調整

額は、1兆 2,012 億円。 

（注 2）上記の表の回収等累計額のほかに、株式売却収入として、特別公的管理銀行分 20 億円（旧長銀・旧日債銀

各 10億円）、特別危機管理銀行分 1,200 億円（足利銀行 1,200 億円）を受領している。 

（注 3）金銭贈与額のうち 10兆 4,326 億円については、交付国債（13兆円）（*）の償還（使用）により手当て済み

（現段階で国民負担として確定している）。残余の額については預金保険料により充当され、機構が平成 25年 3

月末までに金融機関から徴収した預金保険料は累計で 10兆 657 億円となっている。なお、清算結了に伴う金銭

贈与額の返還等が生じた場合は、国庫に納付される。 

*交付国債は、平成 14年 3月までの破綻処理において保険金支払コストを超える金銭贈与を賄うために手当てさ

れた（交付国債の償還は平成 15年 3月末で終了）。 
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（注 4） 破綻金融機関等からの資産の買取りは、全国信用協同組合連合会からの資産の買取り（資金援助等実施額

159億円、回収等累計額 245億円）、再承継に係る救済金融機関からの資産の買取りを含む。 

（注 5） 機構が整理回収業務に関する協定に基づき整理回収機構に対して交付した補塡金（旧安定化法に基づく資本

増強に係る損失補塡金（旧長銀・旧日債銀 1,582 億円、みずほ FG283 億円）、早期健全化法に基づく資本増強（あ

しぎん FG）に係る損失補塡金（224億円）、資産買取業務委託特別補塡金（785億円）、特別危機管理銀行からの

資産の買取りに係る損失補塡金（41億円））については、整理回収機構が資金援助等の対象金融機関ではないこ

とから上記の表には含めていない。 

（注 6） 特別公的管理銀行からの適資産の買取りは、貸付債権等の買取り（資金援助等実施額 24 億円、回収等累計

額 87億円）を含む。 

（注 7） 資本増強に係る回収等累計額 12兆 5,389 億円のうち、増強額に相当する金額は 11兆 518 億円である。 

（注 8） 損失補塡は、全国信用協同組合連合会に対する損失補塡（820億円）を含む。 

（注 9） 貸付けは、特別公的管理銀行に対する資金の貸付け（資金援助等実施額 4 兆 2,000 億円、回収等累計額 4

兆 2,000 億円）、破綻金融機関に対する資金の貸付け（資金援助等実施額 3,719 億円、回収等累計額 1,454 億円）、

救済金融機関に対する貸付け（資金援助等実施額 80億円、回収等累計額 80億円）。 

 

これまで機構は、金融機関の破綻に際して、平成 4年度以降、預保法第 64条、第 118条及び金融

再生法第 72条の規定に基づき、182件の資金援助を実施しています。 

 
○破綻金融機関の処理に係る資金援助（平成 25年 3月末現在） 

①年度別内訳 （単位：億円） 

年度 
資金援助 

の件数 

  
金 銭 贈 与 

資産買取り 貸付け 債務引受 救済先向け 

 

破綻先向け 

（衡平資金 

援助） 

4 2 件  200 － 80  － 

5 2 件  459 － －  － 

6 2 件  425 － －  － 

7 3 件  6,008 － －  － 

8 6 件  13,158 900 －  － 

9 7 件  1,524 2,391 －  40 

10 30 件  26,741 26,815 －  － 

11 20 件  46,374 13,044 －  － 

12 20 件  51,547 8,501 －  － 

13 37 件  16,394 － 4,064 －  － 

14 51 件  23,266 － 7,949 －  － 

15 0 件  － － － －  － 

16 0 件  － － － －  － 

17 0 件  － － － －  － 

18 0 件  － － － －  － 

19 0 件  － － － －  － 

20 1 件  2,563 － 17 －  － 

21 0 件  － － － －  － 

22 0 件  － － － －  － 

23 1 件 461  751 530 －  － 

24 0 件 － － 1 －  － 

合 計    182 件 
189,121 751 

64,210 80 40 
189,872 

（注 1） 各年度の計上は、資金援助実施日（営業譲渡日）ベース（なお、金銭贈与額は、事後の減額等措置分につい

て当初実施日の金額を修正して計上）。 

（注 2） 長銀と日債銀からの資産買取りは、それぞれ 2件実施している一方、東京協和信用組合・安全信用組合に係

る金銭贈与、福徳銀行・なにわ銀行からの資産買取りは、それぞれ 1 件のため、結果的に資金援助件数と破
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綻金融機関数は一致している。また、みどり銀行（資産買取り平成 10 年度、金銭贈与平成 11 年度）の件数

は、平成 10年度に計上。平成 24年度の資産買取りは、日本振興銀行からの第 4回資産買取り 63百万円（単

位未満四捨五入）。日本振興銀行の件数は、当初資金援助実施日である平成 23 年度に計上（日本振興銀行に

係る処理として、第１回～第 3 回資産買取り及び再承継に係る救済金融機関からの資産買取りと合わせて 1

件として計上）。 

（注 3） 「金銭贈与」の内訳は、①救済金融機関への金銭贈与、及び②破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための

破綻金融機関に対する金銭贈与（衡平資金援助：平成 13年 4月施行）。 

（注 4） 「資産買取り」は、預保法第 101条に基づく、再承継に係る救済金融機関からの資産買取りを含む。 

なお、破綻金融機関からの資産買取りは、上記資金援助に預保法第 129 条に基づく資産買取り 982 億円を

加えた 6兆 5,191 億円。 

（注 5） 「貸付け」は、東邦相互銀行の破綻に際し、当時経営不振金融機関の経営支援スキームとして低利融資によ

る支援が一般的であったことなどから、貸付けによる資金援助申請があったもの。 

（注 6） 「債務引受」は、阪和銀行の破綻に際し、救済金融機関である紀伊預金管理銀行は預金の払戻しを目的とす

るため、紀伊預金管理銀行において承継されなかった債務を引き受けたもの。 

（注 7） 億円未満四捨五入しているため、合計金額が一致しないところがある。 

 

②業態別内訳 （単位：億円） 

業態別 
資金援助 

の件数 

金銭贈与 資産買取り 貸付け 債務引受 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

全体 182 件 178 件 189,872 169 件 64,209 1 件 80 1 件 40

 うち全額保護下 169 件 166 件 177,830 167 件 63,663 0 件 － 1件 40

銀行 22 件 18 件 126,921 19 件 46,305 1 件 80 1 件 40

 うち全額保護下 17 件 14 件 117,246 17 件 45,758 0 件 － 1件 40

信用金庫 27 件 27 件 9,729 25 件 5,500 0 件 － 0件 －

 うち全額保護下 25 件 25 件 9,269 25 件 5,500 0 件 － 0件 －

信用組合 133 件 133 件 53,222 125 件 12,406 0 件 － 0件 －

 うち全額保護下 127 件 127 件 51,315 125 件 12,406 0 件 － 0件 －

（注）億円未満四捨五入。 

 
（２）破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

①譲受資産の回収実績 

資産の買取りのうち、破綻金融機関等からは6兆 5,351 億円の資産の買取りを行っており、平成

25年 3月末までに、債権回収や資産の売却等により 7兆 6,451 億円が回収されています。なお、実

際に業務（資産の買取り・回収）を実施するに当たっては、業務の大宗を協定銀行である整理回収

機構に委託しています。 
 

○破綻金融機関等からの資産の買取り額・回収等累計額（平成 25年 3月末） （単位：億円） 

区  分 買取り額 回収等累計額 

資産の買取り 98,306 100,578 

 破綻金融機関等からの資産の買取り 65,351 76,451 

  うち特別公的管理銀行からの不適資産の買取り 11,798 16,595 

  うち特別危機管理銀行からの資産の買取り 999 1,142 

 特別公的管理銀行からの適資産の買取り（注1） 29,421 17,259 

 健全金融機関等からの資産の買取り（注2） 3,533 6,868 

（注 1）主に特別公的管理銀行からの保有株式の買取りによるもの。〔40ページ：Ⅱ．２．（４）②参照〕 

（注 2）〔41ページ：Ⅱ．２．（５）参照〕 
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（注 4） 破綻金融機関等からの資産の買取りは、全国信用協同組合連合会からの資産の買取り（資金援助等実施額

159億円、回収等累計額 245億円）、再承継に係る救済金融機関からの資産の買取りを含む。 

（注 5） 機構が整理回収業務に関する協定に基づき整理回収機構に対して交付した補塡金（旧安定化法に基づく資本

増強に係る損失補塡金（旧長銀・旧日債銀 1,582 億円、みずほ FG283 億円）、早期健全化法に基づく資本増強（あ

しぎん FG）に係る損失補塡金（224億円）、資産買取業務委託特別補塡金（785億円）、特別危機管理銀行からの

資産の買取りに係る損失補塡金（41億円））については、整理回収機構が資金援助等の対象金融機関ではないこ

とから上記の表には含めていない。 

（注 6） 特別公的管理銀行からの適資産の買取りは、貸付債権等の買取り（資金援助等実施額 24 億円、回収等累計

額 87億円）を含む。 

（注 7） 資本増強に係る回収等累計額 12兆 5,389 億円のうち、増強額に相当する金額は 11兆 518 億円である。 

（注 8） 損失補塡は、全国信用協同組合連合会に対する損失補塡（820億円）を含む。 

（注 9） 貸付けは、特別公的管理銀行に対する資金の貸付け（資金援助等実施額 4 兆 2,000 億円、回収等累計額 4

兆 2,000 億円）、破綻金融機関に対する資金の貸付け（資金援助等実施額 3,719 億円、回収等累計額 1,454 億円）、

救済金融機関に対する貸付け（資金援助等実施額 80億円、回収等累計額 80億円）。 

 

これまで機構は、金融機関の破綻に際して、平成 4年度以降、預保法第 64条、第 118条及び金融

再生法第 72条の規定に基づき、182件の資金援助を実施しています。 

 
○破綻金融機関の処理に係る資金援助（平成 25年 3月末現在） 

①年度別内訳 （単位：億円） 

年度 
資金援助 

の件数 

  
金 銭 贈 与 

資産買取り 貸付け 債務引受 救済先向け 

 

破綻先向け 

（衡平資金 

援助） 

4 2 件  200 － 80  － 

5 2 件  459 － －  － 

6 2 件  425 － －  － 

7 3 件  6,008 － －  － 

8 6 件  13,158 900 －  － 

9 7 件  1,524 2,391 －  40 

10 30 件  26,741 26,815 －  － 

11 20 件  46,374 13,044 －  － 

12 20 件  51,547 8,501 －  － 

13 37 件  16,394 － 4,064 －  － 

14 51 件  23,266 － 7,949 －  － 

15 0 件  － － － －  － 

16 0 件  － － － －  － 

17 0 件  － － － －  － 

18 0 件  － － － －  － 

19 0 件  － － － －  － 

20 1 件  2,563 － 17 －  － 

21 0 件  － － － －  － 

22 0 件  － － － －  － 

23 1 件 461  751 530 －  － 

24 0 件 － － 1 －  － 

合 計    182 件 
189,121 751 

64,210 80 40 
189,872 

（注 1） 各年度の計上は、資金援助実施日（営業譲渡日）ベース（なお、金銭贈与額は、事後の減額等措置分につい

て当初実施日の金額を修正して計上）。 

（注 2） 長銀と日債銀からの資産買取りは、それぞれ 2件実施している一方、東京協和信用組合・安全信用組合に係

る金銭贈与、福徳銀行・なにわ銀行からの資産買取りは、それぞれ 1 件のため、結果的に資金援助件数と破
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綻金融機関数は一致している。また、みどり銀行（資産買取り平成 10 年度、金銭贈与平成 11 年度）の件数

は、平成 10年度に計上。平成 24年度の資産買取りは、日本振興銀行からの第 4回資産買取り 63百万円（単

位未満四捨五入）。日本振興銀行の件数は、当初資金援助実施日である平成 23 年度に計上（日本振興銀行に

係る処理として、第１回～第 3 回資産買取り及び再承継に係る救済金融機関からの資産買取りと合わせて 1

件として計上）。 

（注 3） 「金銭贈与」の内訳は、①救済金融機関への金銭贈与、及び②破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための

破綻金融機関に対する金銭贈与（衡平資金援助：平成 13年 4月施行）。 

（注 4） 「資産買取り」は、預保法第 101条に基づく、再承継に係る救済金融機関からの資産買取りを含む。 

なお、破綻金融機関からの資産買取りは、上記資金援助に預保法第 129 条に基づく資産買取り 982 億円を

加えた 6兆 5,191 億円。 

（注 5） 「貸付け」は、東邦相互銀行の破綻に際し、当時経営不振金融機関の経営支援スキームとして低利融資によ

る支援が一般的であったことなどから、貸付けによる資金援助申請があったもの。 

（注 6） 「債務引受」は、阪和銀行の破綻に際し、救済金融機関である紀伊預金管理銀行は預金の払戻しを目的とす

るため、紀伊預金管理銀行において承継されなかった債務を引き受けたもの。 

（注 7） 億円未満四捨五入しているため、合計金額が一致しないところがある。 

 

②業態別内訳 （単位：億円） 

業態別 
資金援助 

の件数 

金銭贈与 資産買取り 貸付け 債務引受 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

全体 182 件 178 件 189,872 169 件 64,209 1 件 80 1 件 40

 うち全額保護下 169 件 166 件 177,830 167 件 63,663 0 件 － 1件 40

銀行 22 件 18 件 126,921 19 件 46,305 1 件 80 1 件 40

 うち全額保護下 17 件 14 件 117,246 17 件 45,758 0 件 － 1件 40

信用金庫 27 件 27 件 9,729 25 件 5,500 0 件 － 0件 －

 うち全額保護下 25 件 25 件 9,269 25 件 5,500 0 件 － 0件 －

信用組合 133 件 133 件 53,222 125 件 12,406 0 件 － 0件 －

 うち全額保護下 127 件 127 件 51,315 125 件 12,406 0 件 － 0件 －

（注）億円未満四捨五入。 

 
（２）破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

①譲受資産の回収実績 

資産の買取りのうち、破綻金融機関等からは6兆 5,351 億円の資産の買取りを行っており、平成

25年 3月末までに、債権回収や資産の売却等により 7兆 6,451 億円が回収されています。なお、実

際に業務（資産の買取り・回収）を実施するに当たっては、業務の大宗を協定銀行である整理回収

機構に委託しています。 
 

○破綻金融機関等からの資産の買取り額・回収等累計額（平成 25年 3月末） （単位：億円） 

区  分 買取り額 回収等累計額 

資産の買取り 98,306 100,578 

 破綻金融機関等からの資産の買取り 65,351 76,451 

  うち特別公的管理銀行からの不適資産の買取り 11,798 16,595 

  うち特別危機管理銀行からの資産の買取り 999 1,142 

 特別公的管理銀行からの適資産の買取り（注1） 29,421 17,259 

 健全金融機関等からの資産の買取り（注2） 3,533 6,868 

（注 1）主に特別公的管理銀行からの保有株式の買取りによるもの。〔40ページ：Ⅱ．２．（４）②参照〕 

（注 2）〔41ページ：Ⅱ．２．（５）参照〕 
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機構は、整理回収機構のこれらの業務に対し、預保法、金融再生法等に基づき業務遂行に必要な

指導及び助言等を行っています。その内容は、譲受債権等の回収、民事手続、不動産取引等に関す

る一般的な法令・実務に関するもののほか、機構に付与された財産調査権を活用した隠匿資産の発

見による回収、破綻した金融機関の経営者等関係者に対する民事・刑事上の責任追及等に係るもの

を含む広範囲なものとなっています。〔50ページ：Ⅱ．３．参照〕 

また、整理回収機構は、回収に伴い毎年度生じる利益から回収により生じた損失額や回収費用を

控除した金額を機構に納付することとなっており、平成 8年度から平成 25年 6月末までの累計で約

1.4兆円を納付(うち既国庫納付分約 0.9兆円)しています。 
 

○整理回収機構における機構への納付金（累計額、平成 25年 3月末） （単位：億円） 

旧住専会社から譲り受けた資産に係るもの（住専法第 12条第 10号） 35 

破綻金融機関等から買い取った資産に係るもの（預保法附則第 8条第 1項第 2の 3号） 10,363 

健全金融機関等から買い取った資産に係るもの（金融再生法第 54条第 1項第 3号） 3,348 

合   計 13,746 

（注 1）上記には整理回収機構の平成 25 年 3 月期決算に計上されているものを含んでいます（機構においては平成

25年度に計上）。 

（注 2）上記のほか資本増強業務に係る納付金が 1 兆 7,794 億円あります(機構は、整理回収機構が納付する利益額

の収納を各勘定の損益計算書の経常収益に計上し、整理回収機構に対する損失補塡金を各勘定の経常費用に

計上していますが、当該計数は損失補塡金は考慮していません。）。 

 

②整理回収機構における回収への取組み 

１）整理回収機構における回収への取組方針 

整理回収機構は、機構の協定銀行として、国民から負託された公的な使命を適正かつ迅速に果た

し、金融システムの円滑化と金融市場の安定化に寄与することを基本理念として、債権の回収に当

たっては、債務者の個々の実情等を十分に検討した上での話し合いを重視した回収など手順を尽く

した適切な回収に努めています。 

特に、リーマン・ショック後の急激な経済の悪化による債務者の返済環境の悪化や債務者の高齢

化等により、条件変更要望等が多くなり、顧客保護へのより一層の配慮が求められるようになりま

した。そのため、整理回収機構は法令等の遵守等の観点から、悪質な債務者、反社会的勢力に対し

ては従前同様に厳正に対応する一方、善良かつ誠実な債務者に対しては、再生の追及や生活の維持

に配慮しつつ、債務者の事情を十分聞いた上で適切な解決を目指しています。 

また、整理回収機構は、債務者からの苦情・相談等の処理についての適切性を確保する観点から、

外部の有識者から処理状況についての意見・提言等を受ける組織として「苦情処理評価委員会」を

設置し、同委員会で出された意見、提言等を業務運営に生かしていくこととしています。 

 

２）整理回収機構の債権回収実績 

平成24年度の債権回収額は、全体で1,066億円、うち破綻金融機関等から買い取った債権が1,030

億円、健全金融機関等から買い取った債権が 35億円となっています。 
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○整理回収機構の債権回収実績

 

（注 1）破綻金融機関等から買い取った債権の平成 8年度実績は、平成 7年度と平成 8年度の合計額です。 

（注 2）北海道拓殖銀行の譲受債権から信託スキームは除いています。 

（注 3）阪和銀行からの譲受債権（当機構の回収委託分）、預保法 129条・59条買取り分を含んでいます。 

（注 4）譲受債権額は買取価格調整等により変動する場合があります。 

（注 5）平成 23年度以降の計数には平成 23年 11月末に住専勘定より移管された債権額とその回収額を含めて

います。 

（注 6）単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しないことがあります。 

 

３）住専債権の最終処理について 

平成 24年 6月、整理回収機構の住専勘定の残余財産を機構の住専勘定に分配し、整理回収機構

の住専勘定を廃止しました。 

なお、機構では、同月末に住専勘定を廃止し、7月末に残余財産 119億円を国庫に納付しました。 

 
４）回収業務等に係る機構と整理回収機構の関係 

機構は、破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分に当たっては、業務の大宗を協定銀行

である整理回収機構に委託しています。整理回収機構は機構の各勘定の言わば実動部隊として、機

構と業務上密接な関係を有しています。 
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機構は、整理回収機構のこれらの業務に対し、預保法、金融再生法等に基づき業務遂行に必要な

指導及び助言等を行っています。その内容は、譲受債権等の回収、民事手続、不動産取引等に関す

る一般的な法令・実務に関するもののほか、機構に付与された財産調査権を活用した隠匿資産の発

見による回収、破綻した金融機関の経営者等関係者に対する民事・刑事上の責任追及等に係るもの

を含む広範囲なものとなっています。〔50ページ：Ⅱ．３．参照〕 

また、整理回収機構は、回収に伴い毎年度生じる利益から回収により生じた損失額や回収費用を

控除した金額を機構に納付することとなっており、平成 8年度から平成 25年 6月末までの累計で約

1.4兆円を納付(うち既国庫納付分約 0.9兆円)しています。 
 

○整理回収機構における機構への納付金（累計額、平成 25年 3月末） （単位：億円） 

旧住専会社から譲り受けた資産に係るもの（住専法第 12条第 10号） 35 

破綻金融機関等から買い取った資産に係るもの（預保法附則第 8条第 1項第 2の 3号） 10,363 

健全金融機関等から買い取った資産に係るもの（金融再生法第 54条第 1項第 3号） 3,348 

合   計 13,746 

（注 1）上記には整理回収機構の平成 25 年 3 月期決算に計上されているものを含んでいます（機構においては平成

25年度に計上）。 

（注 2）上記のほか資本増強業務に係る納付金が 1 兆 7,794 億円あります(機構は、整理回収機構が納付する利益額

の収納を各勘定の損益計算書の経常収益に計上し、整理回収機構に対する損失補塡金を各勘定の経常費用に

計上していますが、当該計数は損失補塡金は考慮していません。）。 

 

②整理回収機構における回収への取組み 

１）整理回収機構における回収への取組方針 

整理回収機構は、機構の協定銀行として、国民から負託された公的な使命を適正かつ迅速に果た

し、金融システムの円滑化と金融市場の安定化に寄与することを基本理念として、債権の回収に当

たっては、債務者の個々の実情等を十分に検討した上での話し合いを重視した回収など手順を尽く

した適切な回収に努めています。 

特に、リーマン・ショック後の急激な経済の悪化による債務者の返済環境の悪化や債務者の高齢

化等により、条件変更要望等が多くなり、顧客保護へのより一層の配慮が求められるようになりま

した。そのため、整理回収機構は法令等の遵守等の観点から、悪質な債務者、反社会的勢力に対し

ては従前同様に厳正に対応する一方、善良かつ誠実な債務者に対しては、再生の追及や生活の維持

に配慮しつつ、債務者の事情を十分聞いた上で適切な解決を目指しています。 

また、整理回収機構は、債務者からの苦情・相談等の処理についての適切性を確保する観点から、

外部の有識者から処理状況についての意見・提言等を受ける組織として「苦情処理評価委員会」を

設置し、同委員会で出された意見、提言等を業務運営に生かしていくこととしています。 

 

２）整理回収機構の債権回収実績 

平成24年度の債権回収額は、全体で1,066億円、うち破綻金融機関等から買い取った債権が1,030

億円、健全金融機関等から買い取った債権が 35億円となっています。 
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○整理回収機構の債権回収実績

 

（注 1）破綻金融機関等から買い取った債権の平成 8年度実績は、平成 7年度と平成 8年度の合計額です。 

（注 2）北海道拓殖銀行の譲受債権から信託スキームは除いています。 

（注 3）阪和銀行からの譲受債権（当機構の回収委託分）、預保法 129条・59条買取り分を含んでいます。 

（注 4）譲受債権額は買取価格調整等により変動する場合があります。 

（注 5）平成 23年度以降の計数には平成 23年 11月末に住専勘定より移管された債権額とその回収額を含めて

います。 

（注 6）単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しないことがあります。 

 

３）住専債権の最終処理について 

平成 24年 6月、整理回収機構の住専勘定の残余財産を機構の住専勘定に分配し、整理回収機構

の住専勘定を廃止しました。 

なお、機構では、同月末に住専勘定を廃止し、7月末に残余財産 119億円を国庫に納付しました。 

 
４）回収業務等に係る機構と整理回収機構の関係 

機構は、破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分に当たっては、業務の大宗を協定銀行

である整理回収機構に委託しています。整理回収機構は機構の各勘定の言わば実動部隊として、機

構と業務上密接な関係を有しています。 
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次の図は、①機構・整理回収機構の間の資金の流れ（利益納付、損失補塡等）、②機構は預保法、

金融再生法等に基づき整理回収機構の業務の実施に必要な指導・助言を行っていること、③機構は

整理回収機構の債権回収に関し、債務者の財産が隠蔽されているおそれのあるもの等について、預

保法、金融再生法に基づき機構に付与されている財産調査権（任意調査、罰則付き調査）を行使し

て、隠匿している財産を把握することにより、整理回収機構の債権回収を支援していること等を示

したものです。 

 
○回収業務等に係る機構と整理回収機構の関係 

 
 
③清算法人及び訴訟案件の管理 

破綻金融機関が清算法人化した先は、平成 24年度に 1先増加した一方、清算結了により 3先減少

し、平成 24年度末現在 6先となっています。また、清算法人等が被告となっている訴訟案件の決着

に伴い、5億円の金銭贈与の増額を実施しました。 

罰則付き調査
（預保法附則14条の2、15条の5 8項、24条2項、金融再生法58条）
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（３）特定回収困難債権の買取り・回収 

 反社会的勢力等との関係の遮断により、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて、金融シス

テム全体の安定化を図るため、特定回収困難債権の買取り・回収を機構の業務とし、その業務を協

定銀行である整理回収機構に委託する制度が整備されました。特定回収困難債権とは、金融機関が

保有する貸付債権等のうち、金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難と

なるおそれがある特段の事情がある債権をいいます。預保法においては、その類型として、 

①債務者又は保証人が暴力団員であって当該債権に係る契約が遵守されないおそれがあること、 
②当該債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが

見込まれること、 

の二つを例示しています。 

①は属性要件であり、暴力団員かどうかといった債務者又は保証人の属性に着目するものです。

他方、②は行為要件であり、暴力団員かどうかといった主体にかかわらず、競売妨害・暴力等の回

収妨害行為に着目したものです。 

こうした債権の買取り・回収に係る業務は機構の一般勘定で経理され、機構には財産調査権も付

与されています。 

機構では、「特定回収困難債権の買取りに係るガイドライン」として本制度の具体的な運用に際し

ての考え方等を定め、ホームページで公表しています。なお、特定回収困難債権買取手続について

は、下図のように進めていくこととしています。 
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次の図は、①機構・整理回収機構の間の資金の流れ（利益納付、損失補塡等）、②機構は預保法、

金融再生法等に基づき整理回収機構の業務の実施に必要な指導・助言を行っていること、③機構は

整理回収機構の債権回収に関し、債務者の財産が隠蔽されているおそれのあるもの等について、預

保法、金融再生法に基づき機構に付与されている財産調査権（任意調査、罰則付き調査）を行使し

て、隠匿している財産を把握することにより、整理回収機構の債権回収を支援していること等を示

したものです。 

 
○回収業務等に係る機構と整理回収機構の関係 

 
 
③清算法人及び訴訟案件の管理 

破綻金融機関が清算法人化した先は、平成 24年度に 1先増加した一方、清算結了により 3先減少

し、平成 24年度末現在 6先となっています。また、清算法人等が被告となっている訴訟案件の決着

に伴い、5億円の金銭贈与の増額を実施しました。 
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（３）特定回収困難債権の買取り・回収 

 反社会的勢力等との関係の遮断により、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて、金融シス

テム全体の安定化を図るため、特定回収困難債権の買取り・回収を機構の業務とし、その業務を協

定銀行である整理回収機構に委託する制度が整備されました。特定回収困難債権とは、金融機関が

保有する貸付債権等のうち、金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難と

なるおそれがある特段の事情がある債権をいいます。預保法においては、その類型として、 

①債務者又は保証人が暴力団員であって当該債権に係る契約が遵守されないおそれがあること、 
②当該債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが

見込まれること、 

の二つを例示しています。 

①は属性要件であり、暴力団員かどうかといった債務者又は保証人の属性に着目するものです。

他方、②は行為要件であり、暴力団員かどうかといった主体にかかわらず、競売妨害・暴力等の回

収妨害行為に着目したものです。 

こうした債権の買取り・回収に係る業務は機構の一般勘定で経理され、機構には財産調査権も付

与されています。 

機構では、「特定回収困難債権の買取りに係るガイドライン」として本制度の具体的な運用に際し

ての考え方等を定め、ホームページで公表しています。なお、特定回収困難債権買取手続について

は、下図のように進めていくこととしています。 
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○特定回収困難債権の買取り実績 

第 1回買取り（平成 24年 6月運営委員会決定分） 

契約日 買取債権数 買取債権総額 買取価格総額 

平成 24年 7月 27日 5件 143,608 千円 5千円 

第 2回買取り（平成 25年 3月運営委員会決定分） 

契約日 買取債権数 買取債権総額 買取価格総額 

平成 25年 3月 29日 5件 82,461 千円 2,109 千円 

平成 25年 4月 12日 5件 69,670 千円 9,572 千円 

（合計） 10件 152,131 千円 11,681 千円 

（注 1）単位未満四捨五入。 

（注 2）買取債権数については 1債務者につき 1件として計上。 

 

（４）特別公的管理銀行関連業務への対応 

①債権の管理・回収 

機構は、Ⅱ．２.（２）「破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分」に記したとおり、特

別公的管理銀行（旧長銀及び旧日債銀）から、金融再生法第 72条に基づき、1兆 1,798 億円の不良

債権等を買い取り、これまで 1兆 6,592 億円の回収を行っています。 

このほか、機構は、旧長銀（新生銀行）の譲渡に係る株式売買契約書及び旧日債銀（あおぞら銀

行）の譲渡に係る株式売買契約書に規定されている瑕疵担保条項に基づき債権を引き取っており、

その支払額は平成 24年度末までで新生銀行については 8,941 億円、あおぞら銀行については 3,286

億円です。また、新生銀行から取得した債権に関しては 4,739 億円、あおぞら銀行から取得した債

権に関しては 1,961億円を平成 24年度末までに回収しています。 

なお、上記瑕疵担保条項に基づき引き取った債権については、機構からの委託に基づき整理回収

機構が管理・回収業務を行っています。 

 

②株式の管理・処分 

機構は、平成 12年の旧長銀（新生銀行）及び旧日債銀（あおぞら銀行）に係る特別公的管理終了

時に、両行が保有していた株式のうち、両行の営業上必要な株式を買い取り、それぞれ新生信託銀

行及びあおぞら信託銀行に信託しました。両行の譲渡に係る株式売買契約により、5 年間の信託期

間中は、両行は当該株式を買い戻すことができますが、売却時に損失が発生する場合は機構が拒否

できることとなっており、信託期限前 1年以内に買戻しを拒否したものについては当該株式に係る

信託期間が拒否した日から 1年延長されることとなっていました。 

新生銀行分については平成 18年 2月に、またあおぞら銀行分についても同年 8月に、それぞれ 1

年延長後の信託期間が満了し、両行によって買い戻されたものを除き全株式の機構への移管が完了

しました。 

機構へ移管された当該株式については、「国民負担の最小化」及び「市場への影響の極小化」を原

則として、概ね 10年を目途として円滑かつ適切に処分を進めていましたが、平成 20年中における

株価の急激な下落に対する政府の対応を踏まえ、同年 10月 15日より上場株式の売却を当分の間見

合わせることとしました。上場株式の売却停止措置は、公開買付けへの対応等例外的取引を除き、
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平成 24年度中も継続しました。平成 24年度には 16億円を回収し、同年度末までの回収等累計額は

1兆 7,173 億円となりました。 

 

○買取株式概要（平成 25年 3月末現在）                    （単位：億円） 

  
項目

番号

平成 24年 3月末 平成 25年 3月末 
平成 25年 3月末と

平成24年3月末比較

Ａ） Ｂ） Ｂ）－Ａ） 

買取簿価額累計 ① 29,397 同 左 － 

  新 生 銀 行  22,693 同 左 ― 

  あおぞら銀行  6,704 同 左 ― 

回収等簿価額累計 ② 13,776 13,804 28

簿価残高=①－② ③ 15,620 15,592 △28

（
参
考
） 

時 価 ④ 7,789 9,647 1,858

含み損益＝④－③ ⑤ △ 7,831 △5,945 1,886

 ⑤の内訳：減損処理累計額  △ 7,601 ― ― 

 ⑤の内訳：評価差額金  △ 230 ― ― 

回収等に伴う累計損益 ⑥ 3,380 3,368 △12

回収等累計額＝②＋⑥  17,157 17,173 16

（注 1）各残高につき単位未満を四捨五入しており、内訳と合計が一致しない場合があります。 

（注 2）平成 18年 8月 29日以降、上場株式（公的資本増強行の株式を除く）については、三井住友信託銀行にその

処分を委託しています。 

（注 3）平成 20年 10月 15日より当分の間、上場株式の処分を原則として停止しています。 

（注 4）回収等累計額には残余財産の分配が含まれます。 

（注 5）（参考） 

「減損処理」とは、時価のある株式について、取得価額に比べて、時価が著しく下落（50％以上）して回復

する見込みがないと判断されたものについて、損失の計上を行う民間会計基準に基いた評価手法です。預金

保険機構では、こうした民間会計基準を採用しておりませんが、機構の財務内容について包括的理解を図れ

るようにするため、別途「行政コスト計算書」において試算しているものです。 

「評価差額金」とは、時価のある株式について、時価評価を行い、取得価額との差額を計上するものです。

「減損処理」と同じく「行政コスト計算書」において試算しているものです。 

 

（５）健全金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

①制度の概要 

金融再生法第 53条は、我が国の金融機能の安定及びその再生を図る方策の一つとして、金融機関

等の資産買取りに関する緊急措置の制度を規定しています。機構では、同条に基づく健全金融機関

等からの買取りの申込みに対し、買取価格審査会（理事長の諮問機関）に価格等を諮問した上で、

内閣総理大臣の承認（平成 13年 1月の金融再生委員会廃止までは金融再生委員会が承認）を得て、

資産買取りを実施してきました（平成 17年 3月末までの時限措置）。 

その後、平成 24年 2月に施行された事業者再生支援機構法により、事業者再生支援機構からの買

取りが可能になっています。さらに、平成 25年 3月に施行された株式会社企業再生支援機構法の一

部を改正する法律により、活性化支援機構からの買取りが可能となりました。 
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○特定回収困難債権の買取り実績 

第 1回買取り（平成 24年 6月運営委員会決定分） 

契約日 買取債権数 買取債権総額 買取価格総額 

平成 24年 7月 27日 5件 143,608 千円 5千円 

第 2回買取り（平成 25年 3月運営委員会決定分） 

契約日 買取債権数 買取債権総額 買取価格総額 

平成 25年 3月 29日 5件 82,461 千円 2,109 千円 

平成 25年 4月 12日 5件 69,670 千円 9,572 千円 

（合計） 10件 152,131 千円 11,681 千円 

（注 1）単位未満四捨五入。 

（注 2）買取債権数については 1債務者につき 1件として計上。 

 

（４）特別公的管理銀行関連業務への対応 

①債権の管理・回収 

機構は、Ⅱ．２.（２）「破綻金融機関等から買い取った資産の管理・処分」に記したとおり、特

別公的管理銀行（旧長銀及び旧日債銀）から、金融再生法第 72条に基づき、1兆 1,798 億円の不良

債権等を買い取り、これまで 1兆 6,592 億円の回収を行っています。 

このほか、機構は、旧長銀（新生銀行）の譲渡に係る株式売買契約書及び旧日債銀（あおぞら銀

行）の譲渡に係る株式売買契約書に規定されている瑕疵担保条項に基づき債権を引き取っており、

その支払額は平成 24年度末までで新生銀行については 8,941 億円、あおぞら銀行については 3,286

億円です。また、新生銀行から取得した債権に関しては 4,739 億円、あおぞら銀行から取得した債

権に関しては 1,961億円を平成 24年度末までに回収しています。 

なお、上記瑕疵担保条項に基づき引き取った債権については、機構からの委託に基づき整理回収

機構が管理・回収業務を行っています。 

 

②株式の管理・処分 

機構は、平成 12年の旧長銀（新生銀行）及び旧日債銀（あおぞら銀行）に係る特別公的管理終了

時に、両行が保有していた株式のうち、両行の営業上必要な株式を買い取り、それぞれ新生信託銀

行及びあおぞら信託銀行に信託しました。両行の譲渡に係る株式売買契約により、5 年間の信託期

間中は、両行は当該株式を買い戻すことができますが、売却時に損失が発生する場合は機構が拒否

できることとなっており、信託期限前 1年以内に買戻しを拒否したものについては当該株式に係る

信託期間が拒否した日から 1年延長されることとなっていました。 

新生銀行分については平成 18年 2月に、またあおぞら銀行分についても同年 8月に、それぞれ 1

年延長後の信託期間が満了し、両行によって買い戻されたものを除き全株式の機構への移管が完了

しました。 

機構へ移管された当該株式については、「国民負担の最小化」及び「市場への影響の極小化」を原

則として、概ね 10年を目途として円滑かつ適切に処分を進めていましたが、平成 20年中における

株価の急激な下落に対する政府の対応を踏まえ、同年 10月 15日より上場株式の売却を当分の間見

合わせることとしました。上場株式の売却停止措置は、公開買付けへの対応等例外的取引を除き、
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平成 24年度中も継続しました。平成 24年度には 16億円を回収し、同年度末までの回収等累計額は

1兆 7,173 億円となりました。 

 

○買取株式概要（平成 25年 3月末現在）                    （単位：億円） 

  
項目

番号

平成 24年 3月末 平成 25年 3月末 
平成 25年 3月末と

平成24年3月末比較

Ａ） Ｂ） Ｂ）－Ａ） 

買取簿価額累計 ① 29,397 同 左 － 

  新 生 銀 行  22,693 同 左 ― 

  あおぞら銀行  6,704 同 左 ― 

回収等簿価額累計 ② 13,776 13,804 28

簿価残高=①－② ③ 15,620 15,592 △28

（
参
考
） 

時 価 ④ 7,789 9,647 1,858

含み損益＝④－③ ⑤ △ 7,831 △5,945 1,886

 ⑤の内訳：減損処理累計額  △ 7,601 ― ― 

 ⑤の内訳：評価差額金  △ 230 ― ― 

回収等に伴う累計損益 ⑥ 3,380 3,368 △12

回収等累計額＝②＋⑥  17,157 17,173 16

（注 1）各残高につき単位未満を四捨五入しており、内訳と合計が一致しない場合があります。 

（注 2）平成 18年 8月 29日以降、上場株式（公的資本増強行の株式を除く）については、三井住友信託銀行にその

処分を委託しています。 

（注 3）平成 20年 10月 15日より当分の間、上場株式の処分を原則として停止しています。 

（注 4）回収等累計額には残余財産の分配が含まれます。 

（注 5）（参考） 

「減損処理」とは、時価のある株式について、取得価額に比べて、時価が著しく下落（50％以上）して回復

する見込みがないと判断されたものについて、損失の計上を行う民間会計基準に基いた評価手法です。預金

保険機構では、こうした民間会計基準を採用しておりませんが、機構の財務内容について包括的理解を図れ

るようにするため、別途「行政コスト計算書」において試算しているものです。 

「評価差額金」とは、時価のある株式について、時価評価を行い、取得価額との差額を計上するものです。

「減損処理」と同じく「行政コスト計算書」において試算しているものです。 

 

（５）健全金融機関等から買い取った資産の管理・処分 

①制度の概要 

金融再生法第 53条は、我が国の金融機能の安定及びその再生を図る方策の一つとして、金融機関

等の資産買取りに関する緊急措置の制度を規定しています。機構では、同条に基づく健全金融機関

等からの買取りの申込みに対し、買取価格審査会（理事長の諮問機関）に価格等を諮問した上で、

内閣総理大臣の承認（平成 13年 1月の金融再生委員会廃止までは金融再生委員会が承認）を得て、

資産買取りを実施してきました（平成 17年 3月末までの時限措置）。 

その後、平成 24年 2月に施行された事業者再生支援機構法により、事業者再生支援機構からの買

取りが可能になっています。さらに、平成 25年 3月に施行された株式会社企業再生支援機構法の一

部を改正する法律により、活性化支援機構からの買取りが可能となりました。 
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②買取実績及び管理・処分 

本制度に関する実際の業務（資産買取り、管理及び処分）の大宗は、金融再生法第 53条等に基づ

き、協定を締結することにより機構の子会社である整理回収機構に委託しています。このため、機

構では、整理回収機構に対して、当該業務に必要とする資金の貸付け等を行っているほか、当該業

務の実施により整理回収機構に生じた利益の収納等を行っています。また、整理回収機構との協定

の定めによる業務に対して指導・助言を行っています。 

健全金融機関等から買い取った資産は、平成 11年の金融再生法施行時からの累計では、債権元本

4兆 41億円、買取価格 3,533 億円となっています。当該買取り資産は、整理回収機構において、可

能な限り 3年を目途としての回収・処分や企業再生に努めることとされ、国民負担の最小化を目指

しています（なお、具体的な回収・処分の内容については 36ページ：Ⅱ．２．（２）②参照）。 

なお、整理回収機構では、健全金融機関等から買い取った資産については、同様に本制度に基づ

き機構から委託を受けて特別公的管理銀行から買い取った資産（債権元本 419 億円、買取価格 24

億円）とともに、53条勘定として管理しています（債権元本 4兆 460億円、買取価格 3,557 億円）。

同勘定における平成24年度の債権の回収額は35億円となり、同年度末までの累計では6,933億円、

買取価格対比では 194.9％となっています。 
 
○金融再生法第 53条に基づき買い取った債権の回収実績             （単位：億円） 

年度 
買取債権 

元本金額 

累計買取債

権元本金額 
買取価格 

累計買取 

価格(A) 
債権回収額

累計債権 

回収額(B) 

回収率 

(B/A) 

11 4,930 4,930 241 241 42 42 17.4%

12 5,222 10,152 126 368 217 259 70.4%

13 3,302 13,454 206 573 304 563 98.3%

14 20,885 34,339 2,057 2,630 394 956 36.3%

15 4,054 38,393 641 3,272 1,260 2,216 67.7%

16 1,767 40,160 233 3,505 1,635 3,851 109.9%

17 299 40,460 52 3,557 1,454 5,304 149.1%

18 - 40,460 - 3,557 790 6,094 171.3%

19 - 40,460 - 3,557 395 6,489 182.4%

20 - 40,460 - 3,557 188 6,677 187.7%

21 - 40,460 - 3,557 90 6,767 190.2%

22 - 40,460 - 3,557 85 6,852 192,6%

23 - 40,460 - 3,557 46 6,898 193.9%

24 - 40,460 - 3,557 35 6,933 194.9%

（注 1）特別公的管理銀行から金融再生法第 53条に基づき買い取った債権（元本 419億円、買取価格 24億円）の回

収実績を含む。 

（注 2）億円未満を四捨五入しているため、合計が一致しないことがある。 
 
（６）日本振興銀行の破綻処理関連業務への対応 

平成 22年 9月 10日（金）、日本振興銀行が経営破綻し、機構が金融整理管財人として破綻処理を

実施しました。今回の処理は、昭和 46年の預金保険制度発足後、初めて預金者１人当たり元本 1,000

万円までとその利息等を保護する、定額保護によるものとなりました。また、破綻処理の方式とし

て資金援助方式が採用され、倒産手続には、民事再生手続が選択されました。〔定額保護下における
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破綻処理や資金援助方式による保護については 10ページ：Ⅰ．１．（３）⑥ １）、26ページ：Ⅱ．

１．（１）参照〕 
 

 日本振興銀行の破綻処理の経過をまとめると詳細は以下のとおりです。 
①金融整理管財人による管理を命ずる処分等 

日本振興銀行は、平成 22年 9月 10日(金)、金融庁長官に対し、預保法第 74条第 5項に基づき、

「その財産をもって債務を完済することができない」旨の申出を行いました。これを受けて、同日、

金融庁長官は、日本振興銀行に対し、同条第1項に基づき、管理を命ずる処分を行うとともに、同

法第 77条第 2項に基づき、機構を金融整理管財人に選任しました。あわせて、日本振興銀行は、同

日、東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始の申立てを行い、週明けの 13日(月)、民事再生手続

開始決定を受けました。 

 
②名寄せ、運営委員会、営業の再開  

機構は、週末にかけて、名寄せ、機構の運営委員会による日本振興銀行等への資金の貸付けの決

定（9月 12日（日）に開催）など、週明けの営業再開に向けての準備を進めました。 

そして、日本振興銀行は、週明けの 13日（月）から本店を含む 16店舗で営業を再開しました。

その後、順次営業再開店舗を拡大し、営業再開後2週間で、全101店舗での営業が再開されました。 

 
③預金等債権の買取りの実施 

平成 22年 12 月 7日、機構の運営委員会において、預金等債権の買取り（概算払）を概算払率 25％

として行うこと等が決定されました（買取期間：平成 22年 12月 13日～平成 23年 3月 31日）。〔預

金等債権の買取りについては 12ページ：Ⅰ.１．（３）⑥ １）ヘ．参照〕 

買取実績は、最終的に預金者数が 3,163 人、概算払額が 24.4 億円となり、対象となる預金の約 9

割の買取りが行われました。 

 
④第二日本承継銀行への事業譲渡及び機構による資金援助 

暫定的な措置として、日本振興銀行から第二日本承継銀行への事業譲渡が平成 23年 4月 25日(事

業譲渡日)に行われました。第二日本承継銀行は、預金や貸出資産等を引き継ぎ、業務の暫定的な維

持・継続を図るとともに、その最終受皿への事業の再承継を主な目的としました。 
また、当該事業譲渡に伴い機構から第二日本承継銀行等への資金援助が実施されました。 

 
１）預金の引継ぎ 

第二日本承継銀行に引き継がれる元本 1,000 万円までの預金のうち、破綻日以前に預け入れられ、

満期日が事業譲渡日以降に到来する預金については、それまでの高金利を維持した場合、第二日本

承継銀行の業務の健全かつ適切な運営のほか、最終受皿への事業承継にも影響を与えるおそれがあ

ることを踏まえ、事業譲渡日以降の預金金利について適用金利を約定利率から引き下げることとし

ました。そのため、平成 23年 1月 17日、日本振興銀行及び第二日本承継銀行から、該当する預金
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②買取実績及び管理・処分 

本制度に関する実際の業務（資産買取り、管理及び処分）の大宗は、金融再生法第 53条等に基づ

き、協定を締結することにより機構の子会社である整理回収機構に委託しています。このため、機

構では、整理回収機構に対して、当該業務に必要とする資金の貸付け等を行っているほか、当該業

務の実施により整理回収機構に生じた利益の収納等を行っています。また、整理回収機構との協定

の定めによる業務に対して指導・助言を行っています。 

健全金融機関等から買い取った資産は、平成 11年の金融再生法施行時からの累計では、債権元本

4兆 41億円、買取価格 3,533 億円となっています。当該買取り資産は、整理回収機構において、可

能な限り 3年を目途としての回収・処分や企業再生に努めることとされ、国民負担の最小化を目指

しています（なお、具体的な回収・処分の内容については 36ページ：Ⅱ．２．（２）②参照）。 

なお、整理回収機構では、健全金融機関等から買い取った資産については、同様に本制度に基づ

き機構から委託を受けて特別公的管理銀行から買い取った資産（債権元本 419 億円、買取価格 24

億円）とともに、53条勘定として管理しています（債権元本 4兆 460億円、買取価格 3,557 億円）。

同勘定における平成24年度の債権の回収額は35億円となり、同年度末までの累計では6,933億円、

買取価格対比では 194.9％となっています。 
 
○金融再生法第 53条に基づき買い取った債権の回収実績             （単位：億円） 

年度 
買取債権 

元本金額 

累計買取債

権元本金額 
買取価格 

累計買取 

価格(A) 
債権回収額

累計債権 

回収額(B) 

回収率 

(B/A) 

11 4,930 4,930 241 241 42 42 17.4%

12 5,222 10,152 126 368 217 259 70.4%

13 3,302 13,454 206 573 304 563 98.3%

14 20,885 34,339 2,057 2,630 394 956 36.3%

15 4,054 38,393 641 3,272 1,260 2,216 67.7%

16 1,767 40,160 233 3,505 1,635 3,851 109.9%

17 299 40,460 52 3,557 1,454 5,304 149.1%

18 - 40,460 - 3,557 790 6,094 171.3%

19 - 40,460 - 3,557 395 6,489 182.4%

20 - 40,460 - 3,557 188 6,677 187.7%

21 - 40,460 - 3,557 90 6,767 190.2%

22 - 40,460 - 3,557 85 6,852 192,6%

23 - 40,460 - 3,557 46 6,898 193.9%

24 - 40,460 - 3,557 35 6,933 194.9%

（注 1）特別公的管理銀行から金融再生法第 53条に基づき買い取った債権（元本 419億円、買取価格 24億円）の回

収実績を含む。 

（注 2）億円未満を四捨五入しているため、合計が一致しないことがある。 
 
（６）日本振興銀行の破綻処理関連業務への対応 

平成 22年 9月 10日（金）、日本振興銀行が経営破綻し、機構が金融整理管財人として破綻処理を

実施しました。今回の処理は、昭和 46年の預金保険制度発足後、初めて預金者１人当たり元本 1,000

万円までとその利息等を保護する、定額保護によるものとなりました。また、破綻処理の方式とし

て資金援助方式が採用され、倒産手続には、民事再生手続が選択されました。〔定額保護下における
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破綻処理や資金援助方式による保護については 10ページ：Ⅰ．１．（３）⑥ １）、26ページ：Ⅱ．

１．（１）参照〕 
 

 日本振興銀行の破綻処理の経過をまとめると詳細は以下のとおりです。 
①金融整理管財人による管理を命ずる処分等 

日本振興銀行は、平成 22年 9月 10日(金)、金融庁長官に対し、預保法第 74条第 5項に基づき、

「その財産をもって債務を完済することができない」旨の申出を行いました。これを受けて、同日、

金融庁長官は、日本振興銀行に対し、同条第1項に基づき、管理を命ずる処分を行うとともに、同

法第 77条第 2項に基づき、機構を金融整理管財人に選任しました。あわせて、日本振興銀行は、同

日、東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始の申立てを行い、週明けの 13日(月)、民事再生手続

開始決定を受けました。 

 
②名寄せ、運営委員会、営業の再開  

機構は、週末にかけて、名寄せ、機構の運営委員会による日本振興銀行等への資金の貸付けの決

定（9月 12日（日）に開催）など、週明けの営業再開に向けての準備を進めました。 

そして、日本振興銀行は、週明けの 13日（月）から本店を含む 16店舗で営業を再開しました。

その後、順次営業再開店舗を拡大し、営業再開後2週間で、全101店舗での営業が再開されました。 

 
③預金等債権の買取りの実施 

平成 22年 12 月 7日、機構の運営委員会において、預金等債権の買取り（概算払）を概算払率 25％

として行うこと等が決定されました（買取期間：平成 22年 12月 13日～平成 23年 3月 31日）。〔預

金等債権の買取りについては 12ページ：Ⅰ.１．（３）⑥ １）ヘ．参照〕 

買取実績は、最終的に預金者数が 3,163 人、概算払額が 24.4 億円となり、対象となる預金の約 9

割の買取りが行われました。 

 
④第二日本承継銀行への事業譲渡及び機構による資金援助 

暫定的な措置として、日本振興銀行から第二日本承継銀行への事業譲渡が平成 23年 4月 25日(事

業譲渡日)に行われました。第二日本承継銀行は、預金や貸出資産等を引き継ぎ、業務の暫定的な維

持・継続を図るとともに、その最終受皿への事業の再承継を主な目的としました。 
また、当該事業譲渡に伴い機構から第二日本承継銀行等への資金援助が実施されました。 

 
１）預金の引継ぎ 

第二日本承継銀行に引き継がれる元本 1,000 万円までの預金のうち、破綻日以前に預け入れられ、

満期日が事業譲渡日以降に到来する預金については、それまでの高金利を維持した場合、第二日本

承継銀行の業務の健全かつ適切な運営のほか、最終受皿への事業承継にも影響を与えるおそれがあ

ることを踏まえ、事業譲渡日以降の預金金利について適用金利を約定利率から引き下げることとし

ました。そのため、平成 23年 1月 17日、日本振興銀行及び第二日本承継銀行から、該当する預金
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者の方々に、それらの預金が第二日本承継銀行に引き継がれることを承諾するかどうかの回答を求

める書類を送付しました。なお、第二日本承継銀行に預金が引き継がれることを承諾しない場合は、

1,000 万円までの元本及び破綻日までの利息を保護するとの預保法の趣旨を踏まえて、日本振興銀

行の預金規定上の中途解約利率を適用せずに、預金預入日の約定利率を破綻日まで適用した利息を

受け取ることができることとしました（「特例中途解約」）。 

 
２）貸付債権等の引継ぎ 

金融整理管財人である機構は、日本振興銀行の円滑な業務承継及び第二日本承継銀行の業務の健

全かつ適切な運営を図る観点から、日本振興銀行の貸付債権及びその他の資産の中から第二日本承

継銀行が引き継ぐべき資産を選定し、預保法第 93条第１項に基づき、金融庁長官にこれらの資産が

第二日本承継銀行が保有する資産として適当であることの確認を求めました。金融庁長官は予め公

表した基準（金融庁・財務省告示）に照らして、これらの資産が第二日本承継銀行が保有する資産

として適当であることを、同条第2項に基づき確認を行いました。 

第二日本承継銀行に引き継がれない資産の一部は、平成 23年 4月 25日以降 4回にわたって整理

回収機構に譲渡されたほか、入札を実施し売却しました。なお、第二日本承継銀行や整理回収機構

等への譲渡が行われていない資産については、今後、適切に譲渡・処分等の手続が進められます。 
 
３）機構による資金援助の実施 

平成 23年 4月 8日に、第二日本承継銀行及び日本振興銀行から連名で資金援助（金銭の贈与、資

産の買取り）並びに衡平資金援助（金銭の贈与）の申込みがあったことを受けて、同年 4月 15日の

運営委員会において、同年 4月 25日に以下イ．～ハ．の資金援助を行うことを決定し、同日付で実

行しました。〔資金援助及び衡平資金援助については 11ページ：Ⅰ.１．（３）⑥ １）ニ．参照〕 

 

イ．第二日本承継銀行への金銭の贈与（資金援助）・・・1,041 億円 

（平成 25年 3月末現在：461億円） 

 その後、事業譲渡日時点における計数を精査した結果、付保預金の払戻しや貸出の回収等が進み、

資産・負債額が変動したことから、平成 23年 9月 27日の運営委員会において金銭贈与額を 460 億

円に減額することを決定し、同年 10月 7日に実行しました。なお、その後も、必要に応じて資金援

助額の調整を実行しています。 

 

ロ．日本振興銀行への金銭の贈与（衡平資金援助）・・・656億円 

（平成 25年 3月末現在：751億円） 

 上記の資産・負債額の変動を受け、平成 23 年 9 月 27 日の運営委員会において金銭贈与額を 751

億円に増額することを決定し、同年 10月 7日に実行しました。また、同運営委員会において、日本

振興銀行に対して届けられた再生債権等のうちの未確定債権が全額負債として確定した場合の弁済

に備え、衡平資金援助の増額の上限額を 231億円とする追加的資金援助（金銭の贈与）を決定しま
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した。なお、その後も、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、必要に応じて衡平資金援助額

の調整を実行しています。 

 
ハ．日本振興銀行からの資産の買取り（整理回収機構に買取りを委託）・・・529億円 

（平成 25年 3月末現在：530億円) 

その後、事業譲渡後に日本振興銀行に残っている資産について、追加の資産買取りの申込みがあ

ったことから、運営委員会の議決を経て次のとおり資産の買取りを実行しました。 

第2回買取り…平成23年11月22日議決、11月28日実行、買取額 14百万円 

第3回買取り…平成23年12月6日議決、12月19日実行、買取額 10百万円 

第4回買取り…平成24年7月17日議決、7月23日実行、買取額 63百万円 

 
⑤最終受皿の選定等 

機構では、最終受皿の選定に際し、最終受皿に求められる基本的な要件（受皿候補の募集要項に

おいて平成 23年 3月 11日公表）を設定し、①受皿候補の公募、②事業計画書の提出要請、③譲受

条件の提出要請の 3段階のプロセスを経て、厳正かつ公正な審査を行った結果、同年 9月 30日に、

最終的に受皿としての適格性を有していると認められるイオン銀行を日本振興銀行の最終受皿とし

て決定公表し、同年 12月 26日に、日本振興銀行の事業の一部を譲り受けた第二日本承継銀行の発

行済株式の全部をイオン銀行に譲渡しました。 

なお、機構では、最終受皿選定プロセスの透明性、公正性を確保するため、理事長の諮問機関と

して最終受皿選定審査会を設置し、最終受皿が決定するまでの間、専門的立場から助言をいただき

ました。 

加えて、イオン銀行への再承継に当たって、イオン銀行及び第二日本承継銀行から連名で資産買

取りの申込みがあったことを受けて、平成 23年 12月 19日の運営委員会において当該資産 429千円

の買取りを行うことを決定し、同年 12月 26日に実行しました。 
 

⑥日本振興銀行に対する管理の終了期限の延長 

預保法第 90条は、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から 1年以内に、被管理金融機関

の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする」と規定しています

が、日本振興銀行に残置している貸出債権の譲渡等については、なお時間を要することから、金融

整理管財人である機構は、金融庁長官に対し、同条ただし書きの規定に基づき管理の終了期限を 1

年延長したいとする申請を行いました。 

平成 23年 9月 9日、機構は、金融庁長官から日本振興銀行に対する管理の終了期限について平成

24年 9月 10日まで延長することの承認を得ました。 

 

⑦預金者表の提出 

機構は、更生特例法第 463 条第 1項に基づき、日本振興銀行の再生手続における債権届出期間末

日の平成 23年 5月 27日に、機構が作成した預金者表を東京地方裁判所に提出しました（注）。 
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者の方々に、それらの預金が第二日本承継銀行に引き継がれることを承諾するかどうかの回答を求

める書類を送付しました。なお、第二日本承継銀行に預金が引き継がれることを承諾しない場合は、

1,000 万円までの元本及び破綻日までの利息を保護するとの預保法の趣旨を踏まえて、日本振興銀

行の預金規定上の中途解約利率を適用せずに、預金預入日の約定利率を破綻日まで適用した利息を

受け取ることができることとしました（「特例中途解約」）。 

 
２）貸付債権等の引継ぎ 

金融整理管財人である機構は、日本振興銀行の円滑な業務承継及び第二日本承継銀行の業務の健

全かつ適切な運営を図る観点から、日本振興銀行の貸付債権及びその他の資産の中から第二日本承

継銀行が引き継ぐべき資産を選定し、預保法第 93条第１項に基づき、金融庁長官にこれらの資産が

第二日本承継銀行が保有する資産として適当であることの確認を求めました。金融庁長官は予め公

表した基準（金融庁・財務省告示）に照らして、これらの資産が第二日本承継銀行が保有する資産

として適当であることを、同条第2項に基づき確認を行いました。 

第二日本承継銀行に引き継がれない資産の一部は、平成 23年 4月 25日以降 4回にわたって整理

回収機構に譲渡されたほか、入札を実施し売却しました。なお、第二日本承継銀行や整理回収機構

等への譲渡が行われていない資産については、今後、適切に譲渡・処分等の手続が進められます。 
 
３）機構による資金援助の実施 

平成 23年 4月 8日に、第二日本承継銀行及び日本振興銀行から連名で資金援助（金銭の贈与、資

産の買取り）並びに衡平資金援助（金銭の贈与）の申込みがあったことを受けて、同年 4月 15日の

運営委員会において、同年 4月 25日に以下イ．～ハ．の資金援助を行うことを決定し、同日付で実

行しました。〔資金援助及び衡平資金援助については 11ページ：Ⅰ.１．（３）⑥ １）ニ．参照〕 

 

イ．第二日本承継銀行への金銭の贈与（資金援助）・・・1,041 億円 

（平成 25年 3月末現在：461億円） 

 その後、事業譲渡日時点における計数を精査した結果、付保預金の払戻しや貸出の回収等が進み、

資産・負債額が変動したことから、平成 23年 9月 27日の運営委員会において金銭贈与額を 460 億

円に減額することを決定し、同年 10月 7日に実行しました。なお、その後も、必要に応じて資金援

助額の調整を実行しています。 

 

ロ．日本振興銀行への金銭の贈与（衡平資金援助）・・・656億円 

（平成 25年 3月末現在：751億円） 

 上記の資産・負債額の変動を受け、平成 23 年 9 月 27 日の運営委員会において金銭贈与額を 751

億円に増額することを決定し、同年 10月 7日に実行しました。また、同運営委員会において、日本

振興銀行に対して届けられた再生債権等のうちの未確定債権が全額負債として確定した場合の弁済

に備え、衡平資金援助の増額の上限額を 231億円とする追加的資金援助（金銭の贈与）を決定しま
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した。なお、その後も、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、必要に応じて衡平資金援助額

の調整を実行しています。 

 
ハ．日本振興銀行からの資産の買取り（整理回収機構に買取りを委託）・・・529億円 

（平成 25年 3月末現在：530億円) 

その後、事業譲渡後に日本振興銀行に残っている資産について、追加の資産買取りの申込みがあ

ったことから、運営委員会の議決を経て次のとおり資産の買取りを実行しました。 

第2回買取り…平成23年11月22日議決、11月28日実行、買取額 14百万円 

第3回買取り…平成23年12月6日議決、12月19日実行、買取額 10百万円 

第4回買取り…平成24年7月17日議決、7月23日実行、買取額 63百万円 

 
⑤最終受皿の選定等 

機構では、最終受皿の選定に際し、最終受皿に求められる基本的な要件（受皿候補の募集要項に

おいて平成 23年 3月 11日公表）を設定し、①受皿候補の公募、②事業計画書の提出要請、③譲受

条件の提出要請の 3段階のプロセスを経て、厳正かつ公正な審査を行った結果、同年 9月 30日に、

最終的に受皿としての適格性を有していると認められるイオン銀行を日本振興銀行の最終受皿とし

て決定公表し、同年 12月 26日に、日本振興銀行の事業の一部を譲り受けた第二日本承継銀行の発

行済株式の全部をイオン銀行に譲渡しました。 

なお、機構では、最終受皿選定プロセスの透明性、公正性を確保するため、理事長の諮問機関と

して最終受皿選定審査会を設置し、最終受皿が決定するまでの間、専門的立場から助言をいただき

ました。 

加えて、イオン銀行への再承継に当たって、イオン銀行及び第二日本承継銀行から連名で資産買

取りの申込みがあったことを受けて、平成 23年 12月 19日の運営委員会において当該資産 429千円

の買取りを行うことを決定し、同年 12月 26日に実行しました。 
 

⑥日本振興銀行に対する管理の終了期限の延長 

預保法第 90条は、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から 1年以内に、被管理金融機関

の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする」と規定しています

が、日本振興銀行に残置している貸出債権の譲渡等については、なお時間を要することから、金融

整理管財人である機構は、金融庁長官に対し、同条ただし書きの規定に基づき管理の終了期限を 1

年延長したいとする申請を行いました。 

平成 23年 9月 9日、機構は、金融庁長官から日本振興銀行に対する管理の終了期限について平成

24年 9月 10日まで延長することの承認を得ました。 

 

⑦預金者表の提出 

機構は、更生特例法第 463 条第 1項に基づき、日本振興銀行の再生手続における債権届出期間末

日の平成 23年 5月 27日に、機構が作成した預金者表を東京地方裁判所に提出しました（注）。 
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（注）再生手続上、債権者は債権届出期間内に債権届出を行う必要がありますが、機構が上記預金者
表を提出することにより、当該預金者表に記載された預金等債権は、債権届出期間内に届出があ
ったものとみなされます。 

この預金者表には、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金債権（預金等債権の買取り＜

概算払＞が行われたものは除きます。）が記載されており、機構は、更生特例法第 466条に基づき、

当該預金者表に記載された預金者（以下「機構代理預金者」といいます。）のために、その預金債権

について、再生手続上必要となる手続を原則として代理して行うこととなりました。 

 

⑧再生計画の提出及び認可決定 

民事再生手続は、裁判所の認可を受けた再生計画を定めて、再生債権の減免や猶予の権利変更を

行うことにより、再生債権者などとの利害を調整し、再生債務者の事業の再生を図ることを目的と

する手続であり、日本振興銀行の再生計画は以下のように定められました。 

 

１）再生計画案の提出 

日本振興銀行は、平成 23年 7月 27日、東京地方裁判所に対し、民事再生法上の手続に基づき、

再生計画案を提出しました。本再生計画案では、再生債権者に対する第1回弁済に係る弁済率は27％

を予定していること、その後、残りの資産を換価した上で、換価代金及び整理回収機構で生じた回

収益などを弁済原資として、更なる弁済を行う予定であること、金融整理管財人である預金保険機

構として、旧経営陣などの責任を明確にするための調査などを進めていること、旧株主権を失効さ

せるとともに機構が当行の 100％株主となることなどを記載しました。 

 

２）再生計画案の変更許可申請 

平成 23年 10 月 25日、日本振興銀行は、東京地方裁判所に対し、同年 7月 27日に民事再生法上

の手続に基づき提出した再生計画案の一部を変更する旨の許可申請を提出しました。この再生計画

案の変更の内容は、再生債権者に対する第 1回弁済に係る弁済率を、当初の 27％から 39％に引き上

げるものです。これは、債権者より届出のあった債権のうち、日本振興銀行との間で争いのあった

大口債権の取扱いにつき、合意が成立したため、当初争いの帰趨に備えて留保していた資金を、再

生債権者に対する弁済原資に充当することが可能となったものです。 

 

３）再生計画認可の決定 

平成 23年 11 月 15日、東京地方裁判所の主催する債権者集会が開催され、再生計画案の一部を変

更することについて裁判所の許可を受け、引き続き、変更後の再生計画案について決議に付された

結果、賛成多数により可決され、同裁判所から再生計画の認可決定を受けました。さらに、民事再

生法上の手続に基づき官報公告が行われ、即時抗告を行うことができる期間を経て、同年 12 月 14

日、再生計画認可の決定が確定しました。 

 

⑨第 1回弁済における弁済金の支払 

日本振興銀行は、確定した再生計画に基づき、再生債権者に対して平成 24年 4月 2日までに第 1
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回弁済（弁済率 39％）による弁済金の支払を行いました。 
 

⑩精算払及び弁済金支払の実施 

機構は、買い取った預金債権について日本振興銀行から受け取った弁済金（弁済率 39％）と、概

算払率（25％）により算出された概算払額との差額を基に、追加的な支払額を算出して精算払を行

うこととし、平成 24年 4月 3日の運営委員会において、精算払に関する支払額等が決定されました

（支払期間：平成 24年 4月 10日～同年 6月 29日）。〔精算払については 12ページ：Ⅰ.１．（３）

⑥ １）ヘ．参照〕 

また、機構は、機構代理預金者を代理して受領した第１回弁済の弁済金について、機構代理預金

者への支払を行いました（支払期間：平成 24年 4月 9日～）。 

 

⑪日本振興銀行に対する金融整理管財人による管理の終了 

平成 24年 9月 10日、金融庁により銀行法第 37条第 1項第 3号の規定に基づき、日本振興銀行に

対して解散認可が行われるとともに、預保法第 75条第 1項の規定に基づき、金融整理管財人による

業務及び財産の管理を命ずる処分の取消しが行われました。これにより日本振興銀行は、残余財産

を処理するための清算法人である日本振興清算株式会社（以下「日本振興清算」といいます。）とな

りました。 

 
 ⑫日本振興清算の運営管理について 

 日本振興清算は、早期の清算結了に向けて、残された査定、訴訟案件の解決に取り組むとともに、

最終弁済準備を進めています。 

機構としては、日本振興清算の 100％株主として、またこれまでの資金援助を実施した経緯を踏

まえ、早期の最終弁済実施、清算結了を目指して清算法人の運営に適切に関与しています。 

 
○日本振興銀行の破綻処理の経過 
平成22年 

9月10日（金） 

・日本振興銀行が「その財産をもって債務を完済することができない」旨を金融
庁長官に対して申出 

・金融庁が日本振興銀行に対して金融整理管財人による業務及び財産の管理を命
ずる処分 

・金融庁が機構を日本振興銀行の金融整理管財人に選任 

・日本振興銀行が第二日本承継銀行と基本合意を締結 

・日本振興銀行が東京地裁に対して民事再生手続開始を申立て 

・東京地裁が保全処分・監督命令を発出 

12日（日） ・運営委員会の開催（預金等の払戻し等のための資金の貸付け等） 

13日（月） ・16店舗で営業再開 

・機構が日本振興銀行に対して預金等の払戻し等のための資金の貸付けを実行 

・東京地裁が民事再生手続開始を決定 

16日（木） 

17日（金） 
・債権者説明会の開催 
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（注）再生手続上、債権者は債権届出期間内に債権届出を行う必要がありますが、機構が上記預金者
表を提出することにより、当該預金者表に記載された預金等債権は、債権届出期間内に届出があ
ったものとみなされます。 

この預金者表には、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金債権（預金等債権の買取り＜

概算払＞が行われたものは除きます。）が記載されており、機構は、更生特例法第 466条に基づき、

当該預金者表に記載された預金者（以下「機構代理預金者」といいます。）のために、その預金債権

について、再生手続上必要となる手続を原則として代理して行うこととなりました。 

 

⑧再生計画の提出及び認可決定 

民事再生手続は、裁判所の認可を受けた再生計画を定めて、再生債権の減免や猶予の権利変更を

行うことにより、再生債権者などとの利害を調整し、再生債務者の事業の再生を図ることを目的と

する手続であり、日本振興銀行の再生計画は以下のように定められました。 

 

１）再生計画案の提出 

日本振興銀行は、平成 23年 7月 27日、東京地方裁判所に対し、民事再生法上の手続に基づき、

再生計画案を提出しました。本再生計画案では、再生債権者に対する第1回弁済に係る弁済率は27％

を予定していること、その後、残りの資産を換価した上で、換価代金及び整理回収機構で生じた回

収益などを弁済原資として、更なる弁済を行う予定であること、金融整理管財人である預金保険機

構として、旧経営陣などの責任を明確にするための調査などを進めていること、旧株主権を失効さ

せるとともに機構が当行の 100％株主となることなどを記載しました。 

 

２）再生計画案の変更許可申請 

平成 23年 10 月 25日、日本振興銀行は、東京地方裁判所に対し、同年 7月 27日に民事再生法上

の手続に基づき提出した再生計画案の一部を変更する旨の許可申請を提出しました。この再生計画

案の変更の内容は、再生債権者に対する第 1回弁済に係る弁済率を、当初の 27％から 39％に引き上

げるものです。これは、債権者より届出のあった債権のうち、日本振興銀行との間で争いのあった

大口債権の取扱いにつき、合意が成立したため、当初争いの帰趨に備えて留保していた資金を、再

生債権者に対する弁済原資に充当することが可能となったものです。 

 

３）再生計画認可の決定 

平成 23年 11 月 15日、東京地方裁判所の主催する債権者集会が開催され、再生計画案の一部を変

更することについて裁判所の許可を受け、引き続き、変更後の再生計画案について決議に付された

結果、賛成多数により可決され、同裁判所から再生計画の認可決定を受けました。さらに、民事再

生法上の手続に基づき官報公告が行われ、即時抗告を行うことができる期間を経て、同年 12 月 14

日、再生計画認可の決定が確定しました。 

 

⑨第 1回弁済における弁済金の支払 

日本振興銀行は、確定した再生計画に基づき、再生債権者に対して平成 24年 4月 2日までに第 1
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回弁済（弁済率 39％）による弁済金の支払を行いました。 
 

⑩精算払及び弁済金支払の実施 

機構は、買い取った預金債権について日本振興銀行から受け取った弁済金（弁済率 39％）と、概

算払率（25％）により算出された概算払額との差額を基に、追加的な支払額を算出して精算払を行

うこととし、平成 24年 4月 3日の運営委員会において、精算払に関する支払額等が決定されました

（支払期間：平成 24年 4月 10日～同年 6月 29日）。〔精算払については 12ページ：Ⅰ.１．（３）

⑥ １）ヘ．参照〕 

また、機構は、機構代理預金者を代理して受領した第１回弁済の弁済金について、機構代理預金

者への支払を行いました（支払期間：平成 24年 4月 9日～）。 

 

⑪日本振興銀行に対する金融整理管財人による管理の終了 

平成 24年 9月 10日、金融庁により銀行法第 37条第 1項第 3号の規定に基づき、日本振興銀行に

対して解散認可が行われるとともに、預保法第 75条第 1項の規定に基づき、金融整理管財人による

業務及び財産の管理を命ずる処分の取消しが行われました。これにより日本振興銀行は、残余財産

を処理するための清算法人である日本振興清算株式会社（以下「日本振興清算」といいます。）とな

りました。 

 
 ⑫日本振興清算の運営管理について 

 日本振興清算は、早期の清算結了に向けて、残された査定、訴訟案件の解決に取り組むとともに、

最終弁済準備を進めています。 

機構としては、日本振興清算の 100％株主として、またこれまでの資金援助を実施した経緯を踏

まえ、早期の最終弁済実施、清算結了を目指して清算法人の運営に適切に関与しています。 

 
○日本振興銀行の破綻処理の経過 
平成22年 

9月10日（金） 

・日本振興銀行が「その財産をもって債務を完済することができない」旨を金融
庁長官に対して申出 

・金融庁が日本振興銀行に対して金融整理管財人による業務及び財産の管理を命
ずる処分 

・金融庁が機構を日本振興銀行の金融整理管財人に選任 

・日本振興銀行が第二日本承継銀行と基本合意を締結 

・日本振興銀行が東京地裁に対して民事再生手続開始を申立て 

・東京地裁が保全処分・監督命令を発出 

12日（日） ・運営委員会の開催（預金等の払戻し等のための資金の貸付け等） 

13日（月） ・16店舗で営業再開 

・機構が日本振興銀行に対して預金等の払戻し等のための資金の貸付けを実行 

・東京地裁が民事再生手続開始を決定 

16日（木） 

17日（金） 
・債権者説明会の開催 
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21日（火） ・新たに 25店舗で営業を再開（16→41ヵ店） 

27日（月） ・新たに 60店舗で営業を再開（41→101ヵ店＜全店＞） 

12月 7日（火） ・運営委員会の開催（預金等債権の買取り＜概算払＞） 

13日（月） ・預金等債権の買取り（概算払）の開始 

17日（金） ・20店舗の統合（101→81ヵ店） 

27日（月） ・取締役の異動 

平成23年 

1月13日（木） 
・代表執行役等の異動 

17日（月） ・第二日本承継銀行による日本振興銀行の預金引継ぎに係る回答書等の発送 

2月21日（月） ・13店舗の統合（81→68ヵ店） 

3月11日（金） ・最終受皿候補の募集の開始 

31日（木） ・預金等債権の買取（概算払）期間の終了 

・最終受皿候補の募集の終了 

4月 8日（金） ・第二日本承継銀行への預金引継ぎに係る回答期限 

25日（月） ・42店舗の統合（68→26ヵ店） 

・日本振興銀行が第二日本承継銀行に一部事業譲渡 

・機構が第二日本承継銀行及び日本振興銀行に資金援助 

・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 1回） 

5月27日（金） ・再生債権の届出期限 

・機構が預金者表を東京地裁へ提出 

7月27日（水） ・日本振興銀行が再生計画案を東京地裁へ提出 

8月23日（火） ・整理回収機構が日本振興銀行の旧経営陣に対する損害賠償請求等を提訴 

9月27日（火） ・運営委員会の開催（精査に基づく資金援助額の増減、日本振興銀行に対する追
加的資金援助上限額設定等） 

9月28日（水） ・機構が第二日本承継銀行に出資 

9月30日（金） ・最終受皿をイオン銀行に決定公表 

11月15日（火） ・債権者集会の実施 

・東京地裁が再生計画案を認可決定 

11月28日（月） ・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 2回） 

12月 9日（金） ・日本振興銀行が入札により債権の一部を売却 

12月14日（水） ・再生計画案の認可決定の確定 

12月19日（月） ・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 3回） 

26日（月） ・第二日本承継銀行の発行済株式の全部をイオン銀行に譲渡 

・日本振興銀行が貸付債権の一部をイオン銀行に譲渡 

・整理回収機構が第二日本承継銀行の一部資産を買取り 

平成24年 

4月 2日（月） 

まで 

・日本振興銀行が再生計画に基づく第１回弁済を実施 

4月 3日（火） ・運営委員会の開催（精算払） 

4月 9日（月） ・機構代理預金者に対する弁済金の支払の開始 

4月10日（火） ・精算払の開始 

7月23日（月） ・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 4回） 

8月21日（火） ・整理回収機構が日本振興銀行の旧経営陣に対する第2弾の損害賠償請求を提訴 
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8月27日（月） ・日本振興銀行が解散を決議し、金融庁に認可を申請 

9月10日（月） ・金融庁が日本振興銀行の解散を認可、日本振興清算となる 

11月29日（木） ・日本振興清算が臨時株主総会を開催(平成 24年 9月 10日（解散日）現在の財産
目録及び貸借対照表を承認) 

11月30日（金） ・日本振興清算が財産目録等を東京地方裁判所民事第8部に提出 

平成26年 

3月31日（月） 
・整理回収機構の回収益還元額計算基準日（再生計画に記載） 

12月15日（月） 

以降 

・裁判所が民事再生手続終結を決定（再生計画案の認可確定後 3年経過） 

・ただし、清算結了は再生計画に基づく最終弁済実施後（時期は未定） 

 

コラム⑥：日本振興銀行の経験等を踏まえた今後の破綻処理業務について 
 

(1)日本振興銀行の破綻処理から学んだこと 

日本振興銀行の破綻処理は、定額保護方式による民事再生手続を使用した初めてのケースであ

り、機構はその処理を通じて、付保預金と非付保預金への口座分割、倒産法制である民事再生手続

の履行、承継銀行への迅速な事業譲渡などの事務処理を初めて経験しました。また、入念な事前準

備や関係機関との連携、民事再生法等倒産法制における司法的な手続きと、預保法に定められた行

政的な手続きの双方を円滑に進めることが重要であることを改めて認識しました。 

 

(2)機構の対応 

これを踏まえ、機構では、事前準備については、日本振興銀行の破綻処理実務を通じ得られたノ

ウハウ・スキルを集積して破綻処理スキームの更なる改善を図ったほか、定期的に破綻処理実務の

訓練・研修等を積極的に実施するとともに、有事に備え金融整理管財人としての機構の体制整備を

さらに進めるなど、破綻発生時の対応力の強化に努めました。 

また、関係機関との連携については、①破綻処理を適切に進めるための金融監督当局等との一層

緊密な連携、②平成 23 年の預保法改正により承継銀行機能を有することとなった整理回収機構と

の連携、③民事再生手続を円滑に進めるための裁判所との連携を図るよう努めています。 

 

(3)平成 25年の預保法改正 

平成 25 年の預保法改正においては、①機構の業務として、倒産法制における管財人・保全管理

人などの業務が追加されたこと、②機構が預金取扱金融機関以外の金融機関等にも業務を委託でき

ること、③機構が必要と認めるときに金融機関に報告などを求めることができること、④金融整理

管財人管理下の金融機関（被管理金融機関）については、100％減資に関する株主総会の特別決議

を裁判所の許可で替えることができること、⑤裁判所の代替許可により選任された被管理金融機関

の新任役員の任期は金融整理管財人による管理等の終了後召集される株主総会等までとすること、

⑥協定銀行等が不適資産を買い取る場合、公告により根抵当権の元本確定請求があったものとみな

すこと、などの改正が行われています。 
 

今後、機構としては、日本振興銀行の破綻処理から学んだことを踏まえ、上記のように改正され

た預保法も十分に活用し、より適切な業務の遂行に努めて参ります。 
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21日（火） ・新たに 25店舗で営業を再開（16→41ヵ店） 

27日（月） ・新たに 60店舗で営業を再開（41→101ヵ店＜全店＞） 

12月 7日（火） ・運営委員会の開催（預金等債権の買取り＜概算払＞） 

13日（月） ・預金等債権の買取り（概算払）の開始 

17日（金） ・20店舗の統合（101→81ヵ店） 

27日（月） ・取締役の異動 

平成23年 

1月13日（木） 
・代表執行役等の異動 

17日（月） ・第二日本承継銀行による日本振興銀行の預金引継ぎに係る回答書等の発送 

2月21日（月） ・13店舗の統合（81→68ヵ店） 

3月11日（金） ・最終受皿候補の募集の開始 

31日（木） ・預金等債権の買取（概算払）期間の終了 

・最終受皿候補の募集の終了 

4月 8日（金） ・第二日本承継銀行への預金引継ぎに係る回答期限 

25日（月） ・42店舗の統合（68→26ヵ店） 

・日本振興銀行が第二日本承継銀行に一部事業譲渡 

・機構が第二日本承継銀行及び日本振興銀行に資金援助 

・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 1回） 

5月27日（金） ・再生債権の届出期限 

・機構が預金者表を東京地裁へ提出 

7月27日（水） ・日本振興銀行が再生計画案を東京地裁へ提出 

8月23日（火） ・整理回収機構が日本振興銀行の旧経営陣に対する損害賠償請求等を提訴 

9月27日（火） ・運営委員会の開催（精査に基づく資金援助額の増減、日本振興銀行に対する追
加的資金援助上限額設定等） 

9月28日（水） ・機構が第二日本承継銀行に出資 

9月30日（金） ・最終受皿をイオン銀行に決定公表 

11月15日（火） ・債権者集会の実施 

・東京地裁が再生計画案を認可決定 

11月28日（月） ・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 2回） 

12月 9日（金） ・日本振興銀行が入札により債権の一部を売却 

12月14日（水） ・再生計画案の認可決定の確定 

12月19日（月） ・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 3回） 

26日（月） ・第二日本承継銀行の発行済株式の全部をイオン銀行に譲渡 

・日本振興銀行が貸付債権の一部をイオン銀行に譲渡 

・整理回収機構が第二日本承継銀行の一部資産を買取り 

平成24年 

4月 2日（月） 

まで 

・日本振興銀行が再生計画に基づく第１回弁済を実施 

4月 3日（火） ・運営委員会の開催（精算払） 

4月 9日（月） ・機構代理預金者に対する弁済金の支払の開始 

4月10日（火） ・精算払の開始 

7月23日（月） ・整理回収機構が日本振興銀行の一部資産を買取り（第 4回） 

8月21日（火） ・整理回収機構が日本振興銀行の旧経営陣に対する第2弾の損害賠償請求を提訴 
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8月27日（月） ・日本振興銀行が解散を決議し、金融庁に認可を申請 

9月10日（月） ・金融庁が日本振興銀行の解散を認可、日本振興清算となる 

11月29日（木） ・日本振興清算が臨時株主総会を開催(平成 24年 9月 10日（解散日）現在の財産
目録及び貸借対照表を承認) 

11月30日（金） ・日本振興清算が財産目録等を東京地方裁判所民事第8部に提出 

平成26年 

3月31日（月） 
・整理回収機構の回収益還元額計算基準日（再生計画に記載） 

12月15日（月） 

以降 

・裁判所が民事再生手続終結を決定（再生計画案の認可確定後 3年経過） 

・ただし、清算結了は再生計画に基づく最終弁済実施後（時期は未定） 

 

コラム⑥：日本振興銀行の経験等を踏まえた今後の破綻処理業務について 
 

(1)日本振興銀行の破綻処理から学んだこと 

日本振興銀行の破綻処理は、定額保護方式による民事再生手続を使用した初めてのケースであ

り、機構はその処理を通じて、付保預金と非付保預金への口座分割、倒産法制である民事再生手続

の履行、承継銀行への迅速な事業譲渡などの事務処理を初めて経験しました。また、入念な事前準

備や関係機関との連携、民事再生法等倒産法制における司法的な手続きと、預保法に定められた行

政的な手続きの双方を円滑に進めることが重要であることを改めて認識しました。 

 

(2)機構の対応 

これを踏まえ、機構では、事前準備については、日本振興銀行の破綻処理実務を通じ得られたノ

ウハウ・スキルを集積して破綻処理スキームの更なる改善を図ったほか、定期的に破綻処理実務の

訓練・研修等を積極的に実施するとともに、有事に備え金融整理管財人としての機構の体制整備を

さらに進めるなど、破綻発生時の対応力の強化に努めました。 

また、関係機関との連携については、①破綻処理を適切に進めるための金融監督当局等との一層

緊密な連携、②平成 23 年の預保法改正により承継銀行機能を有することとなった整理回収機構と

の連携、③民事再生手続を円滑に進めるための裁判所との連携を図るよう努めています。 

 

(3)平成 25年の預保法改正 

平成 25 年の預保法改正においては、①機構の業務として、倒産法制における管財人・保全管理

人などの業務が追加されたこと、②機構が預金取扱金融機関以外の金融機関等にも業務を委託でき

ること、③機構が必要と認めるときに金融機関に報告などを求めることができること、④金融整理

管財人管理下の金融機関（被管理金融機関）については、100％減資に関する株主総会の特別決議

を裁判所の許可で替えることができること、⑤裁判所の代替許可により選任された被管理金融機関

の新任役員の任期は金融整理管財人による管理等の終了後召集される株主総会等までとすること、

⑥協定銀行等が不適資産を買い取る場合、公告により根抵当権の元本確定請求があったものとみな

すこと、などの改正が行われています。 
 

今後、機構としては、日本振興銀行の破綻処理から学んだことを踏まえ、上記のように改正され

た預保法も十分に活用し、より適切な業務の遂行に努めて参ります。 
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３．整理回収業務の支援及び責任追及業務の適切な実施 
 
（１）財産調査 

機構は、協定銀行である整理回収機構が保有等している債権の回収に関して、弁済する資力があ

りながら財産の隠蔽を行って弁済を免れようとする悪質な債務者等に対して、預保法及び金融再生

法の規定に基づき機構に付与されている財産調査権（債務者ほか特定の者に対しては、調査拒否・

虚偽陳述等について罰則あり）を行使して、隠匿している財産を把握することにより、整理回収機

構の債権回収を支援しています。 

このため、機構の特別業務部（東京）及び大阪業務部には、国税・検察・警察・税関の各官庁及

び金融機関からの出向者等によって構成される特別調査課（東京は2課、大阪は 1課の体制）を置

いています。 

最近の財産調査により判明した財産隠匿事例の中には、債務者が実質経営者である会社等を利用

したり、又は第三者の名義を利用して財産隠匿を図るなど、悪質かつ巧妙なものが見受けられます。 

このように財産隠匿手口が悪質かつ巧妙化している状況のなか、機構では、財産調査権を行使す

べき反社会的勢力など悪質な債務者等の案件を的確に選定し、調査案件の内容に応じ、多様な調査

手法を駆使し徹底した財産調査を実施しています。また、財産調査の結果を整理回収機構に速やか

に連絡するとともに、債務者の実情に即した対応や法的措置等についても、指導及び助言を行って

います。 

機構が平成 24年度に実施した財産調査件数は 69件で、確認された隠匿財産の額（以下「確認財

産額」といいます。）は34億円です。また、機構に財産調査権が付与された平成8年 6月以降の確

認財産額の累計は、7,364 億円となっています。 
 
○財産調査実績 

区   分 平成 24年度 平成 8年 6月以降の累計 

調査着手件数 44件 2,423 件 

調査件数 69件 3,501 件 

確認財産額 34億円 7,364 億円 

（注 1）調査件数＝前年度繰越調査件数＋当年度調査着手件数 

（注 2）金額は、単位未満四捨五入。 

 

（２）回収が特に困難な案件に関する回収業務支援 

悪質債務者や反社会的勢力が関与し、担保物件に複雑な権利設定が行われ、回収作業が壁にぶつ

かるなどの回収が特に困難な案件については、機構、整理回収機構が一体となり、法令の多角的適

用により強力に回収を図るべき案件と位置づけ対応しています。 

反社会的勢力等による担保物件占拠の排除に際しては、民事執行手続等の法的手段を駆使し、必

要の都度、警察等と連携して現場における安全確保に万全を期すなど、きめ細かい指導・助言に努

めて回収支援を実施しました。 

このほか、整理回収機構は、朝鮮総聯に対する約 627億円の債権の回収を図るため、平成 24年 7

月、朝鮮総聯中央本部の所在する不動産の競売を申し立てるなどの法的対応を行っています。 
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（３）民事責任の追及 

機構・整理回収機構は、金融機関を破綻に至らしめた、あるいは不良債権発生の原因をつくった

経営者等の責任を法的に厳正に問うべきであるという国民的要請に応え、金融機関が被った損害を

賠償させるために民事訴訟を提訴するなどの方法で責任を追及しています。 

旧住専 7社・破綻金融機関の旧経営者らに対する責任追及に関して、提訴又は提訴前の和解・調

停により、その破綻に係る民事責任（経営者責任）を追及するほか、旧住専 7社に融資を紹介した

金融機関に対する民事責任（紹介者責任）を追及してきました。大半は、不正融資に関する旧経営

者らの善管注意義務違反・忠実義務違反による損害賠償請求訴訟であり、訴訟係属中のものについ

て、責任解明委員会、同委員会特別顧問会議等を通じて機構の公的使命や経済合理性等を勘案しな

がら適切な解決を図るよう努めています。 

機構は、平成 22年 9月から 2年間、破綻した日本振興銀行の金融整理管財人となり、同行の破綻

に至る経緯や資金使途等を明らかにして旧経営者らの民事・刑事両面での責任を解明すべく調査活

動を進めました。その結果、損害賠償請求債権等の譲渡を受けた整理回収機構が、平成 23年 8月、

旧経営陣７名を被告とする 50億円の損害賠償請求訴訟等を提起したのに続き、平成 24年 8月、旧

経営陣４名を被告とする 5億円の損害賠償請求訴訟を提起しました。 

これにより、機構・整理回収機構が、旧住専7社・破綻金融機関の旧経営者らに対して行った損

害賠償請求訴訟は、累計 127件、請求金額合計約 1,326 億円となっています。 
 
○民事責任追及（提訴）状況 （平成 25年 3月 31日までの累計） 

 
預金保険機構（注3） 整理回収機構 

合計 
整理回収銀行（注4） 住管機構（注5） 整理回収機構（注6） 

件数 請求金額 件数 請求金額 件数 請求金額 件数 請求金額 件数 請求金額 

経営者 

責任 
（注1） 

破綻金 

融機関 
17 

381 億 

3,230 万円 
15 

302 億

3,835 万円
89

547 億 

6,309 万円 
121 

1,231 億

3,374 万円

住専    1
35 億

9,500 万円
3 9億円 4 

44 億

9,500 万円

紹介者責任 
（注2）    2

50 億

1,446 万円
 2 

50 億

1,446 万円

計 17 
381 億 

3,230 万円 
15 

302 億

3,835 万円
3

86 億

946 万円
92

556 億 

6,309 万円 
127 

1,326 億

4,320 万円

（注1）破綻金融機関及び住専の旧経営者（取締役、理事、監査役、監事を意味する。）のほかその遺族、従業員及び
その他共同不法行為者に対する責任追及訴訟のこと。 

（注2）住専に融資を紹介した金融機関に対し、その責任を追及する訴訟のこと。 
（注3）機構自らが原告となり提訴したもの及び機構が破綻金融機関の金融整理管財人として提訴に関与したもの。 
（注4）整理回収銀行自らが原告となり提訴したもの及び整理回収銀行において破綻金融機関が提訴した訴訟を引受

承継したもの（注 3該当分を除く。）。 
（注5）住管機構自らが原告となり提訴したもの。 
（注6）整理回収機構自らが原告となり提訴したもの及び整理回収機構において破綻金融機関が提訴した訴訟を引受

承継したもの（注 3該当分を除く。）。 
（注7）金額は、単位未満切捨て。 
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３．整理回収業務の支援及び責任追及業務の適切な実施 
 
（１）財産調査 

機構は、協定銀行である整理回収機構が保有等している債権の回収に関して、弁済する資力があ

りながら財産の隠蔽を行って弁済を免れようとする悪質な債務者等に対して、預保法及び金融再生

法の規定に基づき機構に付与されている財産調査権（債務者ほか特定の者に対しては、調査拒否・

虚偽陳述等について罰則あり）を行使して、隠匿している財産を把握することにより、整理回収機

構の債権回収を支援しています。 

このため、機構の特別業務部（東京）及び大阪業務部には、国税・検察・警察・税関の各官庁及

び金融機関からの出向者等によって構成される特別調査課（東京は2課、大阪は 1課の体制）を置

いています。 

最近の財産調査により判明した財産隠匿事例の中には、債務者が実質経営者である会社等を利用

したり、又は第三者の名義を利用して財産隠匿を図るなど、悪質かつ巧妙なものが見受けられます。 

このように財産隠匿手口が悪質かつ巧妙化している状況のなか、機構では、財産調査権を行使す

べき反社会的勢力など悪質な債務者等の案件を的確に選定し、調査案件の内容に応じ、多様な調査

手法を駆使し徹底した財産調査を実施しています。また、財産調査の結果を整理回収機構に速やか

に連絡するとともに、債務者の実情に即した対応や法的措置等についても、指導及び助言を行って

います。 

機構が平成 24年度に実施した財産調査件数は 69件で、確認された隠匿財産の額（以下「確認財

産額」といいます。）は34億円です。また、機構に財産調査権が付与された平成8年 6月以降の確

認財産額の累計は、7,364 億円となっています。 
 
○財産調査実績 

区   分 平成 24年度 平成 8年 6月以降の累計 

調査着手件数 44件 2,423 件 

調査件数 69件 3,501 件 

確認財産額 34億円 7,364 億円 

（注 1）調査件数＝前年度繰越調査件数＋当年度調査着手件数 

（注 2）金額は、単位未満四捨五入。 

 

（２）回収が特に困難な案件に関する回収業務支援 

悪質債務者や反社会的勢力が関与し、担保物件に複雑な権利設定が行われ、回収作業が壁にぶつ

かるなどの回収が特に困難な案件については、機構、整理回収機構が一体となり、法令の多角的適

用により強力に回収を図るべき案件と位置づけ対応しています。 

反社会的勢力等による担保物件占拠の排除に際しては、民事執行手続等の法的手段を駆使し、必

要の都度、警察等と連携して現場における安全確保に万全を期すなど、きめ細かい指導・助言に努

めて回収支援を実施しました。 

このほか、整理回収機構は、朝鮮総聯に対する約 627億円の債権の回収を図るため、平成 24年 7

月、朝鮮総聯中央本部の所在する不動産の競売を申し立てるなどの法的対応を行っています。 
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（３）民事責任の追及 

機構・整理回収機構は、金融機関を破綻に至らしめた、あるいは不良債権発生の原因をつくった

経営者等の責任を法的に厳正に問うべきであるという国民的要請に応え、金融機関が被った損害を

賠償させるために民事訴訟を提訴するなどの方法で責任を追及しています。 

旧住専 7社・破綻金融機関の旧経営者らに対する責任追及に関して、提訴又は提訴前の和解・調

停により、その破綻に係る民事責任（経営者責任）を追及するほか、旧住専 7社に融資を紹介した

金融機関に対する民事責任（紹介者責任）を追及してきました。大半は、不正融資に関する旧経営

者らの善管注意義務違反・忠実義務違反による損害賠償請求訴訟であり、訴訟係属中のものについ

て、責任解明委員会、同委員会特別顧問会議等を通じて機構の公的使命や経済合理性等を勘案しな

がら適切な解決を図るよう努めています。 

機構は、平成 22年 9月から 2年間、破綻した日本振興銀行の金融整理管財人となり、同行の破綻

に至る経緯や資金使途等を明らかにして旧経営者らの民事・刑事両面での責任を解明すべく調査活

動を進めました。その結果、損害賠償請求債権等の譲渡を受けた整理回収機構が、平成 23年 8月、

旧経営陣７名を被告とする 50億円の損害賠償請求訴訟等を提起したのに続き、平成 24年 8月、旧

経営陣４名を被告とする 5億円の損害賠償請求訴訟を提起しました。 

これにより、機構・整理回収機構が、旧住専7社・破綻金融機関の旧経営者らに対して行った損

害賠償請求訴訟は、累計 127件、請求金額合計約 1,326 億円となっています。 
 
○民事責任追及（提訴）状況 （平成 25年 3月 31日までの累計） 

 
預金保険機構（注3） 整理回収機構 

合計 
整理回収銀行（注4） 住管機構（注5） 整理回収機構（注6） 

件数 請求金額 件数 請求金額 件数 請求金額 件数 請求金額 件数 請求金額 

経営者 

責任 
（注1） 

破綻金 

融機関 
17 

381 億 

3,230 万円 
15 

302 億

3,835 万円
89

547 億 

6,309 万円 
121 

1,231 億

3,374 万円

住専    1
35 億

9,500 万円
3 9億円 4 

44 億

9,500 万円

紹介者責任 
（注2）    2

50 億

1,446 万円
 2 

50 億

1,446 万円

計 17 
381 億 

3,230 万円 
15 

302 億

3,835 万円
3

86 億

946 万円
92

556 億 

6,309 万円 
127 

1,326 億

4,320 万円

（注1）破綻金融機関及び住専の旧経営者（取締役、理事、監査役、監事を意味する。）のほかその遺族、従業員及び
その他共同不法行為者に対する責任追及訴訟のこと。 

（注2）住専に融資を紹介した金融機関に対し、その責任を追及する訴訟のこと。 
（注3）機構自らが原告となり提訴したもの及び機構が破綻金融機関の金融整理管財人として提訴に関与したもの。 
（注4）整理回収銀行自らが原告となり提訴したもの及び整理回収銀行において破綻金融機関が提訴した訴訟を引受

承継したもの（注 3該当分を除く。）。 
（注5）住管機構自らが原告となり提訴したもの。 
（注6）整理回収機構自らが原告となり提訴したもの及び整理回収機構において破綻金融機関が提訴した訴訟を引受

承継したもの（注 3該当分を除く。）。 
（注7）金額は、単位未満切捨て。 
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（４）刑事責任の追及 

機構・整理回収機構は、ずさんな経営により金融機関が破綻に至る端緒を作り出した旧経営陣に

対し、民事責任の追及に加えて、違法行為と認められる案件については積極的に捜査機関に告訴、

告発等を行っており、平成 22年度に破綻した日本振興銀行旧経営者らに対する刑事上の責任追及に

ついても、民事上の責任追及と併せて継続中です。 

また、不公正な方法で債務を免れようとする債務者に対しても、同様に、告発（告訴）等を行っ

ており、とりわけ反社会的勢力等が関与するものについては、機構から整理回収機構に対し、回収

交渉過程における違法行為の把握に努め、告発（告訴）に結び付けるための指導・助言を行い、厳

正な対応への支援をしています。その結果、整理回収機構の債務者である指定暴力団山口組系組長

が、他人名義で自己の競売物件を入札し競落した案件について、同組長及び共犯者２名を競売入札

妨害罪で告発しました。 

平成 24年度は、借り手に関する告発（告訴）を 1件（3人）行い、平成 8年 6月以降の累計では、

借り手に関する告発（告訴）は 300 件（594人）、貸し手に関する告発（告訴）は 38件（108人）、

全体では 338 件（702人）となっています。 

 
○告発（告訴）状況 

①告発（告訴）件数（平成 25年 3月 31日までの累計） （単位：件） 

 
預金保険機構 整理回収機構 住管機構 整理回収銀行 合 計 

検挙済 29（ 85） 209（430） 76（149） 23（ 37） 337（701）

告発中   

その他（注2）  1（  1）  1（  1）

合 計 29（ 85） 209（430） 77（150） 23（ 37） 338 注３（702）

（注 1）（  ）内は被告発（告訴）人数。 
（注 2）公訴時効の完成。 
（注 3）合計の借り手、貸し手別内訳は以下のとおり。 

 告発（告訴）件数 被告発（告訴）人数

借り手 300 594 

貸し手 38 108 

合  計 338 702 
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②告発（告訴）事案の内訳 

・特別業務部設置（平成 8年 6月 26日）から平成 11年 3月 31日まで （単位：件） 

 預金保険機構 住管機構 整理回収銀行 合計 

借り手に関する事案 77（150） 14（ 19） 91（169） 

 競売妨害 27（ 49） 3（  7） 30（ 56） 

 詐欺 18（ 44） 2（  2） 20（ 46） 

 強制執行妨害 15（ 36） 4（  5） 19（ 41） 

 公正証書原本不実記載等 4（  7） 4（  7） 

 脅迫・強要 3（  3） 3（  3） 

 詐欺破産 1（  1） 1（  1） 2（  2） 

 その他 9（ 10） 4（  4） 13（ 14） 

貸し手に関する事案 9（ 18） 9（ 18） 

 背任・特別背任 4（ 11） 4（ 11） 

 その他 5（  7） 5（  7） 

合 計 0 77（150） 23（ 37） 100（187） 

（注）（  ）内は被告発（告訴）人数。 

・整理回収機構発足（平成 11年 4月 1日）から平成 25年 3月 31日まで （単位：件） 

 預金保険機構 

整理回収機構 

合計 
旧住専債権

破綻金融機
関譲受債権

（注2） 

53 条債権 
（注3） 

その他 
（注4） 

借り手に関する事案（注5） 11（ 33） 45（ 86） 132（260） 19（ 43） 2（  3） 209（425）

 競売妨害 1（  1） 7（  9） 45（ 88） 11（ 25） 1（  1） 65（124）

 詐欺 4（ 10） 14（ 30） 33（ 64） 3（  8）  54（112）

 強制執行妨害 3（ 11） 16（ 34） 26（ 52） 3（  8） 1（  2） 49（107）

 公正証書原本不実記載等 1（  7） 3（  7） 8（ 27）  12（ 41）

 脅迫・強要  5（  8）  5（  8）

 詐欺破産 2（  4） 7（ 11） 1（  1）  10（ 16）

 その他  5（  6） 8（ 10） 1（  1）  14（ 17）

貸し手に関する事案（注6） 18（ 52） 11（ 38）  29（ 90）

 背任・特別背任 13（ 37） 10（ 35）  23（ 72）

 その他 5（ 15） 1（  3）  6（ 18）

合 計 29（ 85） 45（ 86） 143（298） 19（ 43） 2（  3） 238（515）

（注 1）（  ）内は被告発（告訴）人数。 
（注 2）破綻金融機関譲受債権には整理回収銀行から継承された債権を含む。 
（注 3）53条債権とは、金融再生法第 53条に基づき健全金融機関から買い取った債権。 
（注 4）その他とは、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき買い取った債権。 
（注 5）借り手に関する事案の預金保険機構 11 件は、預金保険機構と整理回収機構が連名で告発しているが、本表

は預金保険機構欄に計上。 
（注 6）貸し手に関する事案の整理回収銀行債権 11 件のうち 6 件は、預金保険機構も整理回収機構と連名で告発（訴）

しているが、本表では整理回収機構欄に計上。 
 

③告発事案一覧（平成 24年度） 

 告発日 告発人 告発先 被告発人 罪 名 内容等 

 24.6.1 整理回収機構 大阪府警 破綻金融機関
の債務者ら３
人 

競売入札妨害 担保不動産の競売に当たり、他人名義
で自己の競売物件を入札し競落する
などして競売を妨害したもの。 
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（４）刑事責任の追及 

機構・整理回収機構は、ずさんな経営により金融機関が破綻に至る端緒を作り出した旧経営陣に

対し、民事責任の追及に加えて、違法行為と認められる案件については積極的に捜査機関に告訴、

告発等を行っており、平成 22年度に破綻した日本振興銀行旧経営者らに対する刑事上の責任追及に

ついても、民事上の責任追及と併せて継続中です。 

また、不公正な方法で債務を免れようとする債務者に対しても、同様に、告発（告訴）等を行っ

ており、とりわけ反社会的勢力等が関与するものについては、機構から整理回収機構に対し、回収

交渉過程における違法行為の把握に努め、告発（告訴）に結び付けるための指導・助言を行い、厳

正な対応への支援をしています。その結果、整理回収機構の債務者である指定暴力団山口組系組長

が、他人名義で自己の競売物件を入札し競落した案件について、同組長及び共犯者２名を競売入札

妨害罪で告発しました。 

平成 24年度は、借り手に関する告発（告訴）を 1件（3人）行い、平成 8年 6月以降の累計では、

借り手に関する告発（告訴）は 300 件（594人）、貸し手に関する告発（告訴）は 38件（108人）、

全体では 338 件（702人）となっています。 

 
○告発（告訴）状況 

①告発（告訴）件数（平成 25年 3月 31日までの累計） （単位：件） 

 
預金保険機構 整理回収機構 住管機構 整理回収銀行 合 計 

検挙済 29（ 85） 209（430） 76（149） 23（ 37） 337（701）

告発中   

その他（注2）  1（  1）  1（  1）

合 計 29（ 85） 209（430） 77（150） 23（ 37） 338 注３（702）

（注 1）（  ）内は被告発（告訴）人数。 
（注 2）公訴時効の完成。 
（注 3）合計の借り手、貸し手別内訳は以下のとおり。 

 告発（告訴）件数 被告発（告訴）人数

借り手 300 594 

貸し手 38 108 

合  計 338 702 
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②告発（告訴）事案の内訳 

・特別業務部設置（平成 8年 6月 26日）から平成 11年 3月 31日まで （単位：件） 

 預金保険機構 住管機構 整理回収銀行 合計 

借り手に関する事案 77（150） 14（ 19） 91（169） 

 競売妨害 27（ 49） 3（  7） 30（ 56） 

 詐欺 18（ 44） 2（  2） 20（ 46） 

 強制執行妨害 15（ 36） 4（  5） 19（ 41） 

 公正証書原本不実記載等 4（  7） 4（  7） 

 脅迫・強要 3（  3） 3（  3） 

 詐欺破産 1（  1） 1（  1） 2（  2） 

 その他 9（ 10） 4（  4） 13（ 14） 

貸し手に関する事案 9（ 18） 9（ 18） 

 背任・特別背任 4（ 11） 4（ 11） 

 その他 5（  7） 5（  7） 

合 計 0 77（150） 23（ 37） 100（187） 

（注）（  ）内は被告発（告訴）人数。 

・整理回収機構発足（平成 11年 4月 1日）から平成 25年 3月 31日まで （単位：件） 

 預金保険機構 

整理回収機構 

合計 
旧住専債権

破綻金融機
関譲受債権

（注2） 

53 条債権 
（注3） 

その他 
（注4） 

借り手に関する事案（注5） 11（ 33） 45（ 86） 132（260） 19（ 43） 2（  3） 209（425）

 競売妨害 1（  1） 7（  9） 45（ 88） 11（ 25） 1（  1） 65（124）

 詐欺 4（ 10） 14（ 30） 33（ 64） 3（  8）  54（112）

 強制執行妨害 3（ 11） 16（ 34） 26（ 52） 3（  8） 1（  2） 49（107）

 公正証書原本不実記載等 1（  7） 3（  7） 8（ 27）  12（ 41）

 脅迫・強要  5（  8）  5（  8）

 詐欺破産 2（  4） 7（ 11） 1（  1）  10（ 16）

 その他  5（  6） 8（ 10） 1（  1）  14（ 17）

貸し手に関する事案（注6） 18（ 52） 11（ 38）  29（ 90）

 背任・特別背任 13（ 37） 10（ 35）  23（ 72）

 その他 5（ 15） 1（  3）  6（ 18）

合 計 29（ 85） 45（ 86） 143（298） 19（ 43） 2（  3） 238（515）

（注 1）（  ）内は被告発（告訴）人数。 
（注 2）破綻金融機関譲受債権には整理回収銀行から継承された債権を含む。 
（注 3）53条債権とは、金融再生法第 53条に基づき健全金融機関から買い取った債権。 
（注 4）その他とは、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき買い取った債権。 
（注 5）借り手に関する事案の預金保険機構 11 件は、預金保険機構と整理回収機構が連名で告発しているが、本表

は預金保険機構欄に計上。 
（注 6）貸し手に関する事案の整理回収銀行債権 11 件のうち 6 件は、預金保険機構も整理回収機構と連名で告発（訴）

しているが、本表では整理回収機構欄に計上。 
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の債務者ら３
人 

競売入札妨害 担保不動産の競売に当たり、他人名義
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などして競売を妨害したもの。 

 
  

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 

国
際
協
力
・

　

 

調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編



- 55 -- 54 -- 54 - 
 

○責任追及体制 

責任解明委員会は、平成 10 年 2 月に設置され、理事長を委員長として 106 回開催しています。

現在、大阪高裁長官、日弁連会長、警察庁長官、検事総長経験者を特別顧問としています。〔20 ペ

ージ：Ⅰ．２．（２）③１）参照〕 

また、かかる体制により厳格・適切な告発等をしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

預金保険機構 

整理回収機構 

預保法附則第7条第 1項第 3号 
金融再生法第 53条第 3項 

預保法附則第8条第 1項第 10号 
金融再生法第 54条第 2項 

指導・助言 

損害賠償請求訴訟 告発 

業務企画部 
東京(大阪)事業部

特別対策班 

 
 

 
破綻金融機関等経営者 

債務者 

裁判所 捜査機関 

責任解明委員会 

指導調査課 

特別顧問 4名 

委員会事務局 

 

- 55 - 
 

４．資本増強関連業務への対応 
 
（１）資本増強関連業務について 

機構は、後掲Ⅱ．４．（２）（59ページ）に記載の各法律に基づいて、金融機関等の資本増強に関

する業務を行っており、同（２）①及び②の株式の引受け等の業務については、整理回収機構に委

託しています。また、同（２）③については、機構が直接、株式の引受け等を行っています。〔63

ページ：Ⅱ．４．（２）（第 1表）参照〕 

 
資本増強関連業務は、次の 3つに区分されます。 

①資本増強業務 各法律に基づき金融機関等の株式の引受け等を行っています。 

②管理業務   保有する優先株式等を適切に管理しています。 

③処分業務   保有する優先株式等を円滑に処分しています。 

 

①資本増強業務 

現在、資本増強制度は、金融機能強化法及び預保法（金融危機対応・受皿資本増強：恒久措置）

に基づくものが制度上認められています。平成 24年度は、金融機能強化法に基づいて、3先、650

億円の資本増強が行われました。その結果、平成 24年度末までの累計では、59先、12兆 9,779 億

円の資本増強が実施されています。 

なお、金融機能強化法については、東日本大震災に対処して、被災地域における面的な金融機能

を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設けるために、平成 23年 7月に改正

法が施行されました。〔60ページ：Ⅱ．４．（２）②参照〕 

 

②管理業務 

機構は、整理回収機構の業務に必要な資金の貸付け、整理回収機構の業務の実施により生じた利

益の収納等のほか、整理回収機構が議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使する場合に

は承認を行っており、機構が引受け等を行った株式については、直接議決権の行使等を行っていま

す。平成 20年 12月に「株主議決権行使の基本的な考え方」を開示し、公的資本増強による株式の

議決権行使の基本方針を示しています。また、資本増強先から決算状況、配当政策、剰余金の積上

げ状況及び今後の返済計画等の資本政策についてヒアリングを適時実施するなど、適切な管理を行

っています。 

 
平成 24年度の主な管理業務 

・株主総会における議決権の行使 

・決算期及び中間決算期等におけるヒアリング 
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○責任追及体制 

責任解明委員会は、平成 10 年 2 月に設置され、理事長を委員長として 106 回開催しています。

現在、大阪高裁長官、日弁連会長、警察庁長官、検事総長経験者を特別顧問としています。〔20 ペ
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４．資本増強関連業務への対応 
 
（１）資本増強関連業務について 

機構は、後掲Ⅱ．４．（２）（59ページ）に記載の各法律に基づいて、金融機関等の資本増強に関

する業務を行っており、同（２）①及び②の株式の引受け等の業務については、整理回収機構に委

託しています。また、同（２）③については、機構が直接、株式の引受け等を行っています。〔63

ページ：Ⅱ．４．（２）（第 1表）参照〕 

 
資本増強関連業務は、次の 3つに区分されます。 

①資本増強業務 各法律に基づき金融機関等の株式の引受け等を行っています。 

②管理業務   保有する優先株式等を適切に管理しています。 
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に基づくものが制度上認められています。平成 24年度は、金融機能強化法に基づいて、3先、650
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益の収納等のほか、整理回収機構が議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使する場合に
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株主議決権行使の基本的な考え方 

議決権については、以下の点に留意しつつ、株主としての利益確保の観点から、適切に行使する。

・銀行経営の健全性の維持に資するものかどうか。 

・公的資金の返済財源の確保に資するものかどうか。 

・その他、金融の円滑化等公的資本増強の根拠となった法律の趣旨に沿ったものかどうか。 

なお、行政上の方針・措置との整合性を図る。 

 
③処分業務 

資本増強により保有する優先株式等の処分については、平成 25 年 3 月 31 日までに累計で 11 兆

518 億円の処分を行い、資本増強による優先株式等の残高は、同年 3月 31日現在、1兆 9,261 億円

となりました。なお、優先株式のままの処分等においては、処分価格の適正性を担保する等のため

に、外部有識者からなる「優先株式等処分審査会」を開催しています。〔20 ページ：Ⅰ．２．（２）

③２）参照〕 

また、処分方法として売出しが行われることを想定し、公正性を担保しつつ、より効率的に処分

を行うべく、公募により主幹事候補証券会社をあらかじめ選定し、個々の売出しの際に、これらの

主幹事候補証券会社の中から主幹事証券会社を選定する方法を採用しています。 

機構は、平成 17年 10月 28日に公表した｢資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分

に係る当面の対応について｣に基づき、処分を行っています。 

具体的には、公的資本増強先自らの資本政策に基づく申出を基本とし、申出があった場合には、

イ．国民負担の回避、ロ．金融システムの安定性、ハ．金融機関の経営の健全性の観点からみて、

特段の問題がない場合には、処分を行うこととしています。 

また、「納税者の利益」の立場により重きを置いた公的資金の管理が求められるようになっている

こと等を踏まえ、優先株式の商品性や株価の状況等から見て、処分を行うことが極めて有利な状況

にある場合、金融機関と十分に協議した上で、金融機関による申出が見込まれないときには、金融

機関の経営の健全性や市場への悪影響の回避等に留意し、特段の問題がなければ、処分を行うこと

としています。 

 
平成 24年度の主な処分業務 

・資本増強により保有する優先株式等の処分については、平成 24年度に 5件実施 

・優先株式等処分審査会の開催 

・平成 25年度主幹事候補証券会社を平成 25年 2月に選定 

 

平成 17年 10 月 28日

預金保険機構

理事長談話 

「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」 
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１．金融庁は本日、「公的資金（優先株式等）の処分の考え方について」を公表した。すなわち、

公的資本増強により取得した優先株式等の処分について、「『納税者の利益』の立場により重きを

置いた財産管理という観点を踏まえ」、「公的資本増強行の経営の健全性の維持及び市場への悪影

響の回避を前提としつつ、金融システム安定化の果実として公的資金から生じる利益を確実に回

収することを基本」とするとの考えを示している。 

当機構に対しても、公的資本増強行を巡る局面の変化に応じ、「今後とも、公的資本増強行自ら

の資本政策に基づく申出による処分を基本としつつ、あわせて、優先株式の商品性やその時点で

の株価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟な対応を行いうるようにしておく」よう求めている。 

 

２．当機構としては、これを踏まえ、今般、「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第

三者への売却処分又は公的資金の返済等の申出に対する当面の対応について（平成 16 年 7 月 8

日）」を改定し、金融機関からの申出があった場合の対応に加え、新たに、申出がなくても処分

を検討する場合の考え方・判断基準を示すため、別添「資本増強のために引受け等を行った優先

株式等の処分に係る当面の対応について」を公表することとした。 

 

３．すなわち、公的資本増強行の経営健全化が進み市場環境も好転し、総じて法の期待する早期処

分の可能性が高まってきている局面変化を踏まえ、今後の処分にあたっては、公的資本増強行自

らの資本政策に基づく申出による処分を基本とすることに変わりはないが、新たに、優先株式の

商品性やその時点での株価の状況等を踏まえ、金融機関とその処分について検討し、適切かつ柔

軟な対応も行えるようにするものである。 

その際、金融機関の経営の健全性の維持及び市場への悪影響の回避に十分留意するのは従前の

通りである。 

具体的な対応に当たっては、金融機関の資本政策を尊重する観点から、事前に金融機関の意向

を確認し、適切な手続に基づき十分協議を行うものとする。 

 
平成 17年 10 月 28日

預金保険機構

資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について 

 

資本増強のために整理回収機構等が引受け等を行った優先株式や劣後特約付社債等（以下、「優

先株式等」という。）の処分（処分を前提とした転換権の行使を含む）について、当面、以下によ

り対応するものとする。 

 

１．基本的な考え方 

当初の資本増強以来、金融機関の健全性が着実に向上し、また、民間からの資本調達も概ね可

能となる等、公的資本増強行を巡る局面が変化してきているなか、「納税者の利益」の立場によ

り重きを置いた公的資金（優先株式等）の管理が求められるようになってきている。 

このような状況において、預金保険機構では、今後とも資本増強を受けた金融機関からの申出

による処分を基本とし、あわせて、経営の健全性の維持や市場への悪影響の回避を前提としつつ、

優先株式等の商品性や株価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟な対応を行うこととする。 

 

２．資本増強を受けた金融機関より第三者への処分（市場での売却を含む）の申出があった場合 

（１）考え方 

優先株式等の第三者への処分の場合には、原則として自己資本比率の低下を招かないこと等に

鑑み、以下の判断基準からみて特段の問題がなければ、金融機関からの申出に応じ処分を行うこ

ととする。 

なお、優先株式等の第三者への処分の方法は、公正であることが求められる。また、処分にあ

たっては、優先株式等により資本増強が行われた趣旨に鑑み、これを発行した金融機関の経営の

独立性に十分配慮する。 
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株主議決権行使の基本的な考え方 

議決権については、以下の点に留意しつつ、株主としての利益確保の観点から、適切に行使する。

・銀行経営の健全性の維持に資するものかどうか。 

・公的資金の返済財源の確保に資するものかどうか。 

・その他、金融の円滑化等公的資本増強の根拠となった法律の趣旨に沿ったものかどうか。 

なお、行政上の方針・措置との整合性を図る。 

 
③処分業務 

資本増強により保有する優先株式等の処分については、平成 25 年 3 月 31 日までに累計で 11 兆

518 億円の処分を行い、資本増強による優先株式等の残高は、同年 3月 31日現在、1兆 9,261 億円

となりました。なお、優先株式のままの処分等においては、処分価格の適正性を担保する等のため

に、外部有識者からなる「優先株式等処分審査会」を開催しています。〔20 ページ：Ⅰ．２．（２）

③２）参照〕 

また、処分方法として売出しが行われることを想定し、公正性を担保しつつ、より効率的に処分

を行うべく、公募により主幹事候補証券会社をあらかじめ選定し、個々の売出しの際に、これらの

主幹事候補証券会社の中から主幹事証券会社を選定する方法を採用しています。 

機構は、平成 17年 10月 28日に公表した｢資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分

に係る当面の対応について｣に基づき、処分を行っています。 

具体的には、公的資本増強先自らの資本政策に基づく申出を基本とし、申出があった場合には、

イ．国民負担の回避、ロ．金融システムの安定性、ハ．金融機関の経営の健全性の観点からみて、

特段の問題がない場合には、処分を行うこととしています。 

また、「納税者の利益」の立場により重きを置いた公的資金の管理が求められるようになっている

こと等を踏まえ、優先株式の商品性や株価の状況等から見て、処分を行うことが極めて有利な状況

にある場合、金融機関と十分に協議した上で、金融機関による申出が見込まれないときには、金融

機関の経営の健全性や市場への悪影響の回避等に留意し、特段の問題がなければ、処分を行うこと

としています。 

 
平成 24年度の主な処分業務 

・資本増強により保有する優先株式等の処分については、平成 24年度に 5件実施 

・優先株式等処分審査会の開催 

・平成 25年度主幹事候補証券会社を平成 25年 2月に選定 

 

平成 17年 10 月 28日

預金保険機構

理事長談話 

「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」 
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１．金融庁は本日、「公的資金（優先株式等）の処分の考え方について」を公表した。すなわち、

公的資本増強により取得した優先株式等の処分について、「『納税者の利益』の立場により重きを

置いた財産管理という観点を踏まえ」、「公的資本増強行の経営の健全性の維持及び市場への悪影

響の回避を前提としつつ、金融システム安定化の果実として公的資金から生じる利益を確実に回

収することを基本」とするとの考えを示している。 

当機構に対しても、公的資本増強行を巡る局面の変化に応じ、「今後とも、公的資本増強行自ら

の資本政策に基づく申出による処分を基本としつつ、あわせて、優先株式の商品性やその時点で

の株価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟な対応を行いうるようにしておく」よう求めている。 

 

２．当機構としては、これを踏まえ、今般、「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第

三者への売却処分又は公的資金の返済等の申出に対する当面の対応について（平成 16 年 7 月 8

日）」を改定し、金融機関からの申出があった場合の対応に加え、新たに、申出がなくても処分

を検討する場合の考え方・判断基準を示すため、別添「資本増強のために引受け等を行った優先

株式等の処分に係る当面の対応について」を公表することとした。 

 

３．すなわち、公的資本増強行の経営健全化が進み市場環境も好転し、総じて法の期待する早期処

分の可能性が高まってきている局面変化を踏まえ、今後の処分にあたっては、公的資本増強行自

らの資本政策に基づく申出による処分を基本とすることに変わりはないが、新たに、優先株式の

商品性やその時点での株価の状況等を踏まえ、金融機関とその処分について検討し、適切かつ柔

軟な対応も行えるようにするものである。 

その際、金融機関の経営の健全性の維持及び市場への悪影響の回避に十分留意するのは従前の

通りである。 

具体的な対応に当たっては、金融機関の資本政策を尊重する観点から、事前に金融機関の意向

を確認し、適切な手続に基づき十分協議を行うものとする。 

 
平成 17年 10 月 28日

預金保険機構

資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について 

 

資本増強のために整理回収機構等が引受け等を行った優先株式や劣後特約付社債等（以下、「優

先株式等」という。）の処分（処分を前提とした転換権の行使を含む）について、当面、以下によ

り対応するものとする。 

 

１．基本的な考え方 

当初の資本増強以来、金融機関の健全性が着実に向上し、また、民間からの資本調達も概ね可

能となる等、公的資本増強行を巡る局面が変化してきているなか、「納税者の利益」の立場によ

り重きを置いた公的資金（優先株式等）の管理が求められるようになってきている。 

このような状況において、預金保険機構では、今後とも資本増強を受けた金融機関からの申出

による処分を基本とし、あわせて、経営の健全性の維持や市場への悪影響の回避を前提としつつ、

優先株式等の商品性や株価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟な対応を行うこととする。 

 

２．資本増強を受けた金融機関より第三者への処分（市場での売却を含む）の申出があった場合 

（１）考え方 

優先株式等の第三者への処分の場合には、原則として自己資本比率の低下を招かないこと等に

鑑み、以下の判断基準からみて特段の問題がなければ、金融機関からの申出に応じ処分を行うこ

ととする。 

なお、優先株式等の第三者への処分の方法は、公正であることが求められる。また、処分にあ

たっては、優先株式等により資本増強が行われた趣旨に鑑み、これを発行した金融機関の経営の

独立性に十分配慮する。 
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また、市場での売却を行う場合には、株式市場の動向・消化能力等を十分見極めつつ対応する

こととする。 

（２）判断基準 

①国民負担を回避すること 

取得価格以上の適正な価格で処分可能か。 

②金融システムの安定性を損なわないこと 

当該処分が方法、規模等から見て市場に悪影響を与えるものでないか。 

③金融機関の経営の健全性を損なわないこと 

経営健全化計画の履行状況、市場の評価等に問題はないか。 

 

３．資本増強を受けた金融機関より公的資金の返済等の申出があった場合 

（１）考え方 

十分な自己資本比率の確保が可能か等以下の判断基準からみて特段の問題がなければ、処分を

行うこととする。 

（２）判断基準 

①金融機関の経営の健全性を損なわないこと 

イ．処分の後においても当該金融機関が十分な自己資本比率を確保できるか。 

ロ．経営健全化計画の履行状況、市場の評価等に問題がないか。 

②国民負担を回避すること 

取得価格以上の適正な価格で処分が可能か。 

③金融システムの安定性を損なわないこと 

当該処分が方法、規模等から見て市場に悪影響を与えるものでないか。 

 

４．商品性や株価の状況等から見て処分を行うことが極めて有利な状況にある場合 

（１）考え方 

商品性や株価の状況等から見て、その時点で処分を行うことが極めて有利である場合で、資本

増強を受けた金融機関との協議を経てもなお申出が見込まれないときには、金融機関の経営の健

全性の維持及び市場への悪影響の回避を前提としつつ、公的資金から生じる利益を確実に回収す

ることが適切であることに鑑み、以下の判断基準からみて適当と判断される場合には、特段の問

題がなければ、処分を行うこととする。 

なお、処分の検討にあたっては、金融機関の資本政策を尊重する観点から、事前に金融機関の

申出の意向を確認し、十分協議を行うものとする。 

（２）判断基準 

①優先株式等の商品性や株価の状況等から見て、適正な価格による処分により確実に利益が見込

まれ、かつ、その時点で処分を行うことが極めて有利な状況にあること 

（注）優先株式については、普通株式の株価が転換価格の 150％程度以上で概ね30連続取引日推移

していれば、処分により確実に利益が見込まれる状況にあると判断することとする。 

②金融システムの安定性を損なわないこと 

当該処分が方法、規模等から見て市場に悪影響を与えるものでないこと。 

③金融機関の経営の健全性を損なわないこと 

経営健全化計画の履行状況、市場の評価等に問題がないこと。 

なお、転換や売却の時期、規模等については、転換価格の修正時期等を考慮しつつ、市場への

悪影響を回避するために、株式市場の動向・消化能力等を十分見極めつつ対応することとする。

また、優先株式等の処分の方法は、公正であることが求められる。さらに、転換（注）や売却に

あたっては、優先株式等により資本増強が行われた趣旨に鑑み、これを発行した金融機関の経営

の独立性に十分配慮する。 

（注）転換は、財産管理上の観点から行うものである。 
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（２）各法律に基づく資本増強及びその処分の状況 

①旧安定化法及び早期健全化法 

金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律（以下「旧安定化法」といいます。平成 10 年

10月に廃止）に基づく資本増強累計額 1兆 8,156 億円及び金融機能の早期健全化のための緊急措置

に関する法律（以下「早期健全化法」といいます。）に基づく資本増強累計額 8兆 6,053 億円を併せ

て、機構は、総額 10兆 4,209 億円の株式等の引受け等を行いました。 

平成 25年 3月 31日までに、金融機関等から整理回収機構を通じて譲渡その他の処分の申出が行

われ、整理回収機構の処分承認申請に対して承認を行ったのは、旧安定化法に基づき引き受けた優

先株式等では、優先株式が総額 1,310 億円、劣後債が総額 1兆 1,800 億円、劣後ローンが総額 3,146

億円となっており、また、早期健全化法に基づき引き受けた優先株式等では、優先株式が総額 6兆

6,122 億円、普通株式が総額 2,003.5 億円、劣後債が総額 9,540 億円、劣後ローンが総額 3,700 億

円となっています。 

平成 24年 8月、あおぞら銀行は、公的資金返済の考え方と資本・配当政策からなる「資本再構成

プラン」を公表しました。このプランは、①資本勘定の組換え（減資）による、公的資金を完済す

るための返済原資の確保、②公的資金に係る優先株式の一斉転換期限の延長、③公的優先株式の一

部買戻しによる公的資金の返済、④今後、最長 10年間で、特別優先配当を支払うことにより、公的

資金を完済、⑤返済の諸条件が整った場合はより早期に公的資金を完済、⑥株主還元を強化するた

め、発行済株式数の約 20%の普通株式の自社株買い、及び配当性向 40%の配当政策を予定、を主な内

容として公的資金完済の道筋を確かにするものとしています。同年9月、同行より種類株主総会に

おいて同プランに沿った公的優先株式の条件変更（定款変更）の議案提案があり、機構は賛成する

とともに関連する契約を締結いたしました。同年 10月に、同行からの申出により、優先株式 265.32

億円（返済額 227億円）について、買受けによる処分を行いました。 

 

   【あおぞら銀行の資本再構成プラン】 

 

　○第五回優先株式の当初一部買戻し/消却
　○その他資本剰余金を原資とする特別優先配当
　　 による分割返済

　○普通株式の買戻し
　○配当性向引き上げ（株主還元の強化）

　○資本勘定の組替えによる返済原資の確保
　○分割返済スキームによるギャップ問題の解消
　　　（優先株式の転換期間延長）
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資本再構成

プラン
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公的資金返済を困難にする要因の解消
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公的資金完済への道筋の明確化

（出所）あおぞら銀行の公表資料を基に作成 
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また、市場での売却を行う場合には、株式市場の動向・消化能力等を十分見極めつつ対応する

こととする。 

（２）判断基準 

①国民負担を回避すること 

取得価格以上の適正な価格で処分可能か。 

②金融システムの安定性を損なわないこと 

当該処分が方法、規模等から見て市場に悪影響を与えるものでないか。 

③金融機関の経営の健全性を損なわないこと 

経営健全化計画の履行状況、市場の評価等に問題はないか。 

 

３．資本増強を受けた金融機関より公的資金の返済等の申出があった場合 

（１）考え方 

十分な自己資本比率の確保が可能か等以下の判断基準からみて特段の問題がなければ、処分を

行うこととする。 

（２）判断基準 

①金融機関の経営の健全性を損なわないこと 

イ．処分の後においても当該金融機関が十分な自己資本比率を確保できるか。 

ロ．経営健全化計画の履行状況、市場の評価等に問題がないか。 

②国民負担を回避すること 

取得価格以上の適正な価格で処分が可能か。 

③金融システムの安定性を損なわないこと 

当該処分が方法、規模等から見て市場に悪影響を与えるものでないか。 

 

４．商品性や株価の状況等から見て処分を行うことが極めて有利な状況にある場合 

（１）考え方 
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（２）各法律に基づく資本増強及びその処分の状況 
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とともに関連する契約を締結いたしました。同年 10月に、同行からの申出により、優先株式 265.32

億円（返済額 227億円）について、買受けによる処分を行いました。 
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また、平成 25年 3月に、三井住友トラスト・ホールディングスより同社普通株式についての処分

の申出があり、東京証券取引所 ToSTNeT-2（終値取引）にて売却し、2,003.5 億円（売却額 2,138．

74億円）の処分を行い、同社の公的資金の返済は完了しました。 

この結果、これまで処分を行ったものを差し引いた引受け等残高は、平成 25年 3月 31日現在、

旧安定化法分が 2先、1,900 億円、早期健全化法分が 4先、4,688 億円となりました。〔145 ページ：

Ⅳ．２．（３）①、146ページ：同②参照〕 

 
②組織再編法及び金融機能強化法 

金融機関等が合併等の組織再編成を行う場合、機構による資本増強を受けることができることを

定めた金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法（以下「組織再編法」といいます。）に基

づき、1 先、60 億円の資本増強を行い、既に返済を受けました。〔148 ページ：Ⅳ．２．（３）③参

照〕 

また、地域における金融機能の強化に向けた金融機関の取組みに対し公的な支援を行うことによ

り、地域経済の活性化を図り、もって信用秩序の維持及び国民経済の健全な発展に資することを目

的とした金融機能強化法に基づき、平成 24年 12 月に、全国信用協同組合連合会（ぐんまみらい信

用組合）に対して、250億円の信託受益権の買取りによる資本増強を実施しました。 

 

【全国信用協同組合連合会（ぐんまみらい信用組合）への資本増強スキーム】 

 

 

平成 25年 3月 31日までに処分が行われたものは、優先株式が総額 354 億円となっており、この
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結果、これまで処分を行ったものを差し引いた引受け等残高は、平成 25 年 3 月 31 日現在、13 先、

3,391 億円となりました。 

なお、平成 24年 9月に、紀陽ホールディングスの申出により、金融機能強化法では初めて優先株

式 154億円（返済額 166.60 億円）の処分を行いました。 

金融機能強化法については、平成 20 年 12 月 17 日に改正法が施行され、株式等の引受け等

の申込み期限が、平成 24 年 3月末まで延長されましたが、東日本大震災に対処して、被災地域

における面的な金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設ける

ために、平成 23年 7月 27日に金融機能強化法の改正法が施行されました。 

具体的には、まず、国の資本参加の申請期限を 5年間延長（平成 29年 3月 31 日まで）する

とともに、震災の影響を受けた金融機関が国の資本参加を受けようとする場合に、①経営責任

が問われないことを明確化する、②収益性・効率性等の向上の具体的な目標を求めない、③国

の資本参加のコストを、平時に求められる水準よりも引き下げる、また、協同組織金融機関に

ついては、①自ら被災し、または被災者への貸付を相当程度有しているなど、今後の財務状況

の見通しが必ずしもつきにくい協同組織金融機関であっても、国と中央機関が一体となって資

本参加を行う、②中央機関は、被災金融機関の経営を指導する役割を担う、③将来の事業再構

築に伴い繰越損失の処理が必要となった場合は、預金保険の資金等を活用し、参加資本を整理

することを可能とするといった震災の特例が設けられました。 

平成 24年度においては、平成 24年 9月に東北銀行に対して 100 億円（優先株式の引受け）、

また、同年 12 月にじもとホールディングス（きらやか銀行）に対して 300 億円（優先株式の

引受け）の資本増強が行われました。 

この結果、平成 25年 3月 31日現在、震災特例による資本増強は、12先、2,165 億円、この

うち特定震災特例協同組織金融機関に対する資本増強は、6先、861 億円となりました。 

 

震災特例による増強分を含め、平成 25 年 3 月末までに金融機能強化法に基づいた引受け等

残高は、25先、総額 5,556 億円となっています。〔148ページ：Ⅳ．２．（３）④参照〕 

 

③預保法 

預保法に基づき機構が行う資本増強には、金融危機に対応するための株式等の引受け等（同法第

102条第 1項第 1号）と、救済金融機関等に対する優先株式等の引受け等（同法第 59条第 1項第 6

号に基づく受皿資本増強）があります。〔150ページ：Ⅳ．２.（４）①１）、151ページ：同２）参

照〕 

金融危機への対応については、内閣総理大臣による必要性の認定等を受けて、機構は株式等の引

受け等を行うことができることとなっています。機構は、りそな銀行に対して、平成 15 年 5 月 17

日に開催された金融危機対応会議の議を経て、同年 6月 30日に、優先株式及び普通株式の引受けに

よる総額 1兆 9,600 億円の資本増強を実施しました（その後、りそなホールディングスが発行した

株式と株式交換を行いました。）。 

預金保険機構
（整理回収機構）

優先受益権

⑤ 優先受益権の譲渡譲渡対価の支払

（250億円）

全国信用協同組合
④ 優先受益権

及び劣後受益権の譲渡

⑤ 譲譲渡対価 支払

原債権 信託受益権

連合会
優先受益権

（250億円）

譲

劣後受益権

優先出資
（保有）

劣後受益権
② 優先出資の信託譲渡 劣後受益権

（75億円）

① 優先出資証券の引受引受対価の支払

劣後受益権

（75億円）

③ 優先出資を原債権とした① 優先出資証券の引受引受対価の支払

ぐんまみらい

信用組合

③ 優先出資を原債権とした
信託受益権の設定
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また、平成 25年 3月に、三井住友トラスト・ホールディングスより同社普通株式についての処分

の申出があり、東京証券取引所 ToSTNeT-2（終値取引）にて売却し、2,003.5 億円（売却額 2,138．

74億円）の処分を行い、同社の公的資金の返済は完了しました。 

この結果、これまで処分を行ったものを差し引いた引受け等残高は、平成 25年 3月 31日現在、

旧安定化法分が 2先、1,900 億円、早期健全化法分が 4先、4,688 億円となりました。〔145 ページ：
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結果、これまで処分を行ったものを差し引いた引受け等残高は、平成 25 年 3 月 31 日現在、13 先、

3,391 億円となりました。 

なお、平成 24年 9月に、紀陽ホールディングスの申出により、金融機能強化法では初めて優先株

式 154億円（返済額 166.60 億円）の処分を行いました。 

金融機能強化法については、平成 20 年 12 月 17 日に改正法が施行され、株式等の引受け等

の申込み期限が、平成 24 年 3月末まで延長されましたが、東日本大震災に対処して、被災地域

における面的な金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設ける

ために、平成 23年 7月 27日に金融機能強化法の改正法が施行されました。 

具体的には、まず、国の資本参加の申請期限を 5年間延長（平成 29年 3月 31 日まで）する

とともに、震災の影響を受けた金融機関が国の資本参加を受けようとする場合に、①経営責任

が問われないことを明確化する、②収益性・効率性等の向上の具体的な目標を求めない、③国

の資本参加のコストを、平時に求められる水準よりも引き下げる、また、協同組織金融機関に

ついては、①自ら被災し、または被災者への貸付を相当程度有しているなど、今後の財務状況

の見通しが必ずしもつきにくい協同組織金融機関であっても、国と中央機関が一体となって資

本参加を行う、②中央機関は、被災金融機関の経営を指導する役割を担う、③将来の事業再構

築に伴い繰越損失の処理が必要となった場合は、預金保険の資金等を活用し、参加資本を整理

することを可能とするといった震災の特例が設けられました。 

平成 24年度においては、平成 24年 9月に東北銀行に対して 100 億円（優先株式の引受け）、

また、同年 12 月にじもとホールディングス（きらやか銀行）に対して 300 億円（優先株式の

引受け）の資本増強が行われました。 

この結果、平成 25年 3月 31日現在、震災特例による資本増強は、12先、2,165 億円、この

うち特定震災特例協同組織金融機関に対する資本増強は、6先、861 億円となりました。 

 

震災特例による増強分を含め、平成 25 年 3 月末までに金融機能強化法に基づいた引受け等

残高は、25先、総額 5,556 億円となっています。〔148ページ：Ⅳ．２．（３）④参照〕 

 

③預保法 

預保法に基づき機構が行う資本増強には、金融危機に対応するための株式等の引受け等（同法第

102条第 1項第 1号）と、救済金融機関等に対する優先株式等の引受け等（同法第 59条第 1項第 6

号に基づく受皿資本増強）があります。〔150ページ：Ⅳ．２.（４）①１）、151ページ：同２）参

照〕 

金融危機への対応については、内閣総理大臣による必要性の認定等を受けて、機構は株式等の引

受け等を行うことができることとなっています。機構は、りそな銀行に対して、平成 15 年 5 月 17

日に開催された金融危機対応会議の議を経て、同年 6月 30日に、優先株式及び普通株式の引受けに

よる総額 1兆 9,600 億円の資本増強を実施しました（その後、りそなホールディングスが発行した

株式と株式交換を行いました。）。 
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なお、りそなホールディングスからの申出により、機構は、金融庁長官及び財務大臣の承認を受

け、平成 17 年 2 月以降処分を実施し、これまでに総額 1 兆 2,483 億円の処分を行い、平成 25 年 3

月 31日現在の普通株式及び優先株式合計の引受け残高は、7,117 億円となりました。〔149 ページ：

Ⅳ．２．（３）⑤参照〕 

一方、受皿資本増強は、金融機関の破綻処理に際して、救済金融機関等の自己資本比率が破綻金

融機関との合併等により低下した場合に、これを回復させるものですが、これまで実績はありませ

ん。 

 

コラム⑦：公的資本増強とは 
 

（１）背景 

平成 9年以降、バブル崩壊による不良債権の増加などで金融機関の体力の低下、破綻が相次ぎ、

国内外で日本の金融システム全体の信頼が大きく揺らぎました。また、この金融機能の低下は、い

わゆる金融機関による貸し渋りなど、長引く景気低迷の要因ともされ、大きな社会的問題となりま

した。 

 

（２）資本増強制度の沿革 

こうした状況に対し、金融機関の体力を回復させ、金融機関に対する内外からの信頼を回復し、

日本の金融機能を正常にするため、金融機関が発行した株式などを公的資金で引き受ける（公的資

本増強）こととなり、平成 10年 2月に旧安定化法、同年 10月に早期健全化法が制定され、システ

ミックリスクに対応する時限的な措置（平成 13 年 3 月末まで。旧安定化法は平成 10 年 10 月に廃

止）としての役割を果たし、機構がその業務を担うこととなりました。 

さらに将来の金融危機への備えや定額保護下の信用秩序の維持を目的として、預保法が恒久的な

措置として整備され、金融危機に対応するための資本増強と資金援助の類型の 1つである受皿資本

増強に引継がれました。また、組織再編法およびその資本増強にかかる部分を吸収した金融機能強

化法は、平成 20 年 3 月末までの特別な措置として、金融機関等の健全かつ効率的運営および地域

経済の活性化を図るために制定されました。 

 

（３）金融機能強化法の改正（世界的な金融危機及び震災対応） 

平成 20年 12 月には、世界的な金融危機が日本の株価下落と実体経済を通じて金融機関の経営に

大きな影響を与える中、金融機関が適切かつ積極的な資金供給を行い、中小企業等が期待する金融

仲介機能を十分果たしていけるよう、改正金融機能強化法が、平成 24 年 3 月末までの特別な措置

として制定されました。また、平成 23 年 7 月には、未曾有の大震災を受けて、被災地域における

面的な金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設けるため、金融機

能強化法の改正法が施行され、震災特例が設けられるとともに、申請期限が平成 29 年 3 月末まで

延長されました。 

 

このように、資本増強制度は、平成 10 年 2 月に施行された旧安定化法以来、数次の変革を経て

います。金融システム安定化等のために、金融情勢の変化に対応し今日求められる金融行政の課題

を踏まえながら、時代の要請に応えうる諸制度が整備されてきました。 
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○金融機関の資本増強及びその処分の状況 

 

（第１表）資本増強及び処分の状況(平成25年3月31日現在）

（単位：件、億円、単位未満四捨五入）

金融機
関数

優先株式及び
普通株式

信託受益権
劣後債及び
劣後ﾛｰﾝ

合　計
金融機
関数

優先株式及び
普通株式

信託受益権
劣後債及び
劣後ﾛｰﾝ

合　計

3,210 14,946 18,156 1,900 1,900

(1,300) (1,300)

72,813 13,240 86,053 4,688 4,688

(1,200) (1,200)

60 60

25 4,095 1,615 200 5,910 25 3,741 1,615 200 5,556

うち震災特例 12 1,050 915 200 2,165 12 1,050 915 200 2,165

19,600 19,600 7,117 7,117

(2,964) (2,964) (2,617) (2,617)

99,718 1,615 28,446 129,779 17,446 1,615 200 19,261

(2,964) (2,964) (5,117) (5,117)

（単位：億円、単位未満四捨五入）

優先株式及び
普通株式

信託受益権
劣後債及び
劣後ﾛｰﾝ

合　計

－ － 1,000 1,000

2,000 － 1,500 3,500

－ － － －

－ － 6,746 6,746

1,080 － 8,390 9,470

7,863 6,150 14,013
(27) (27)

19,344 － 3,400 22,744

30,924 － 200 31,124

1,020 － 350 1,370

3,952 510 4,462
(320) (320)

600 － － 600

12,866 － － 12,866

－ － － －

2,623 － － 2,623

82,272 － 28,246 110,518

(347) (347)

21年度

22年度

23年度

24年度

累計額

－

17年度

18年度

19年度

20年度 －

16年度

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

－

合　　　計 59 29

年度

処分簿価額

－ － －

金融機能強化法

預保法(金融危機対応） 1 － － 1 －

組織再編法 1 － － － －

早期健全化法 32 － 4 － －

根拠法令

資本増強額 現在残高

旧安定化法 21 － 2 － －

金融機能強化法
金融機能の強化を図り、経済の健全な発展等に資すること
(東日本大震災に対処した震災特例が追加（平成23年7月）)

平成18年11月～24年12月
(平成29年3月末まで）

預  保  法

信用秩序の維持に資すること 金融危機対応（1号措置）
平成15年6月
（恒久措置）

合併等の援助に資すること 受皿資本増強
事例無し

（恒久措置）

早期健全化法 金融システムの再構築と経済の活性化に資すること
平成11年3月～14年3月

(増強終了）

組織再編法 金融機関等の組織再編成を促進し、経済の活性化等に資すること
平成15年9月
(増強終了）

根拠法令 資本増強の目的 資本増強の時期（申込期限）

旧安定化法 信用秩序の維持等を図り、経済の健全な発展に資すること
平成10年3月
(増強終了）

（注） ・ （ ）内は、普通株式を記載

・ 旧安定化法の普通株式は取得請求、早期健全化法の普通株式は一斉取得によるもの

（注） （ ）内は、普通株式を記載
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なお、りそなホールディングスからの申出により、機構は、金融庁長官及び財務大臣の承認を受

け、平成 17 年 2 月以降処分を実施し、これまでに総額 1 兆 2,483 億円の処分を行い、平成 25 年 3

月 31日現在の普通株式及び優先株式合計の引受け残高は、7,117 億円となりました。〔149 ページ：

Ⅳ．２．（３）⑤参照〕 

一方、受皿資本増強は、金融機関の破綻処理に際して、救済金融機関等の自己資本比率が破綻金

融機関との合併等により低下した場合に、これを回復させるものですが、これまで実績はありませ

ん。 

 

コラム⑦：公的資本増強とは 
 

（１）背景 

平成 9年以降、バブル崩壊による不良債権の増加などで金融機関の体力の低下、破綻が相次ぎ、

国内外で日本の金融システム全体の信頼が大きく揺らぎました。また、この金融機能の低下は、い

わゆる金融機関による貸し渋りなど、長引く景気低迷の要因ともされ、大きな社会的問題となりま

した。 

 

（２）資本増強制度の沿革 

こうした状況に対し、金融機関の体力を回復させ、金融機関に対する内外からの信頼を回復し、

日本の金融機能を正常にするため、金融機関が発行した株式などを公的資金で引き受ける（公的資

本増強）こととなり、平成 10年 2月に旧安定化法、同年 10月に早期健全化法が制定され、システ

ミックリスクに対応する時限的な措置（平成 13 年 3 月末まで。旧安定化法は平成 10 年 10 月に廃

止）としての役割を果たし、機構がその業務を担うこととなりました。 

さらに将来の金融危機への備えや定額保護下の信用秩序の維持を目的として、預保法が恒久的な

措置として整備され、金融危機に対応するための資本増強と資金援助の類型の 1つである受皿資本

増強に引継がれました。また、組織再編法およびその資本増強にかかる部分を吸収した金融機能強

化法は、平成 20 年 3 月末までの特別な措置として、金融機関等の健全かつ効率的運営および地域

経済の活性化を図るために制定されました。 

 

（３）金融機能強化法の改正（世界的な金融危機及び震災対応） 

平成 20年 12 月には、世界的な金融危機が日本の株価下落と実体経済を通じて金融機関の経営に

大きな影響を与える中、金融機関が適切かつ積極的な資金供給を行い、中小企業等が期待する金融

仲介機能を十分果たしていけるよう、改正金融機能強化法が、平成 24 年 3 月末までの特別な措置

として制定されました。また、平成 23 年 7 月には、未曾有の大震災を受けて、被災地域における

面的な金融機能を維持・強化するとともに、預金者に安心感を与える枠組みを設けるため、金融機

能強化法の改正法が施行され、震災特例が設けられるとともに、申請期限が平成 29 年 3 月末まで

延長されました。 

 

このように、資本増強制度は、平成 10 年 2 月に施行された旧安定化法以来、数次の変革を経て

います。金融システム安定化等のために、金融情勢の変化に対応し今日求められる金融行政の課題

を踏まえながら、時代の要請に応えうる諸制度が整備されてきました。 
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○金融機関の資本増強及びその処分の状況 

 

（第１表）資本増強及び処分の状況(平成25年3月31日現在）

（単位：件、億円、単位未満四捨五入）

金融機
関数

優先株式及び
普通株式

信託受益権
劣後債及び
劣後ﾛｰﾝ

合　計
金融機
関数

優先株式及び
普通株式

信託受益権
劣後債及び
劣後ﾛｰﾝ

合　計

3,210 14,946 18,156 1,900 1,900

(1,300) (1,300)

72,813 13,240 86,053 4,688 4,688

(1,200) (1,200)

60 60

25 4,095 1,615 200 5,910 25 3,741 1,615 200 5,556

うち震災特例 12 1,050 915 200 2,165 12 1,050 915 200 2,165

19,600 19,600 7,117 7,117

(2,964) (2,964) (2,617) (2,617)

99,718 1,615 28,446 129,779 17,446 1,615 200 19,261

(2,964) (2,964) (5,117) (5,117)

（単位：億円、単位未満四捨五入）

優先株式及び
普通株式

信託受益権
劣後債及び
劣後ﾛｰﾝ

合　計

－ － 1,000 1,000

2,000 － 1,500 3,500

－ － － －

－ － 6,746 6,746

1,080 － 8,390 9,470

7,863 6,150 14,013
(27) (27)

19,344 － 3,400 22,744

30,924 － 200 31,124

1,020 － 350 1,370

3,952 510 4,462
(320) (320)

600 － － 600

12,866 － － 12,866

－ － － －

2,623 － － 2,623

82,272 － 28,246 110,518

(347) (347)

21年度

22年度

23年度

24年度

累計額

－

17年度

18年度

19年度

20年度 －

16年度

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

－

合　　　計 59 29

年度

処分簿価額

－ － －

金融機能強化法

預保法(金融危機対応） 1 － － 1 －

組織再編法 1 － － － －

早期健全化法 32 － 4 － －

根拠法令

資本増強額 現在残高

旧安定化法 21 － 2 － －

金融機能強化法
金融機能の強化を図り、経済の健全な発展等に資すること
(東日本大震災に対処した震災特例が追加（平成23年7月）)

平成18年11月～24年12月
(平成29年3月末まで）

預  保  法

信用秩序の維持に資すること 金融危機対応（1号措置）
平成15年6月
（恒久措置）

合併等の援助に資すること 受皿資本増強
事例無し

（恒久措置）

早期健全化法 金融システムの再構築と経済の活性化に資すること
平成11年3月～14年3月

(増強終了）

組織再編法 金融機関等の組織再編成を促進し、経済の活性化等に資すること
平成15年9月
(増強終了）

根拠法令 資本増強の目的 資本増強の時期（申込期限）

旧安定化法 信用秩序の維持等を図り、経済の健全な発展に資すること
平成10年3月
(増強終了）

（注） ・ （ ）内は、普通株式を記載

・ 旧安定化法の普通株式は取得請求、早期健全化法の普通株式は一斉取得によるもの

（注） （ ）内は、普通株式を記載
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種類(商品) 金額 （内訳） （内訳） （内訳）

優先株 25,316 19,216 － 6,100
り そ な HD 31,280 普通株 2,964 22,563 347 － － 8,717 2,617

劣後ﾛｰﾝ 3,000 3,000 － －
優先株 3,700 1,200 － 　注4 －
普通株 　　　　　― (1,200)

注3 － 2,500 2,500
劣後ﾛｰﾝ 466 466 － －
優先株 3,200 1,313 265 1,887
普通株 － (1,047)

注3 － －
千 葉 興 業 銀 行 600 優先株 600 － － － － 600 600
紀 陽 HD( 紀 陽 銀 行 ） 315 優先株 315 154 154 154 154 161 161
豊 和 銀 行 90 優先株 90 － － － － 90 90
北 洋 銀 行 1,000 優先株 1,000 － － － － 1,000 1,000
福 邦 銀 行 60 優先株 60 － － － － 60 60
南 日 本 銀 行 150 優先株 150 － － － － 150 150
み ち の く 銀 行 200 優先株 200 － － － － 200 200
じもとHD（きらやか銀行） 500 優先株 500 200 200 200 200 300 300
第 三 銀 行 300 優先株 300 － － － － 300 300
全信組連（山 梨県 民信 組） 450 信託受益権

注5 450 － － － － 450 450

東 和 銀 行 350 優先株 350 － － － － 350 350
高 知 銀 行 150 優先株 150 － － － － 150 150
フィデアHD（北都銀行） 100 優先株 100 － － － － 100 100
宮 崎 太 陽 銀 行 130 優先株 130 － － － － 130 130
じもと HD（仙台銀行） 300 優先株 300 － － － － 300 300
筑 波 銀 行 350 優先株 350 － － － － 350 350
七 十 七 銀 行 200 劣後ローン 200 － － － － 200 200
全 信 組 連 （ 相 双 信 組 ） 139 信託受益権 139 － － － － 139 139
全 信 組 連 （ い わ き 信 組 ） 175 信託受益権 175 － － － － 175 175
信 金 中 金 （ 宮 古 信 金 ） 85 信託受益権 85 － － － － 85 85
信 金 中 金 （ 気 仙 沼 信 金 ） 130 信託受益権 130 － － － － 130 130
信 金 中 金 （ 石 巻 信 金 ） 157 信託受益権 157 － － － － 157 157
信金中金（あ ぶく ま信 金） 175 信託受益権 175 － － － － 175 175
全 信 組 連 （ 那 須 信 組 ） 54 信託受益権

注5 54 － － － － 54 54

東 北 銀 行 100 優先株 100 － － － － 100 100
全 信 組 連 （ ぐ ん ま み ら い 信 組 ） 250 信託受益権

注5 250 － － － － 250 250

優先株 16,000 16,000 － －
普通株 　　　　　― (11,883)注3 － －
劣後債 6,000 6,000 － －
優先株 19,490 19,490 － －
劣後債 10,000 10,000 － －
優先株 13,010 13,010 － －
普通株 　　　　　― (2,510)

注3 － －
劣後債 2,000 2,000 － －
優先株 1,000 1,000 － －
劣後債 2,000 2,000 － －
優先株 4,323 4,323 － －
普通株 　　　　　― (3,459)

注3 2,004 －
劣後債 1,000 1,000 － －
劣後ﾛｰﾝ 1,780 1,780 － －
優先株 80 80 － －
劣後債 40 40 － －
優先株 1,000 1,000 － －
普通株 　　　　　― (550)注3 － －
劣後ﾛｰﾝ 1,200 1,200 － －

和 歌 山 銀 行 120 優先株* 120 120 120 － － － －
優先株 200 200 － －
劣後ﾛｰﾝ 200 200 － －
優先株 1,050 1,050 － －
劣後債 300 300 － －

八 千 代 銀 行 350 優先株* 350 350 350 － － － －
熊 本 フ ァ ミ リ ー 銀 行 300 優先株 300 300 300 － － － －
九 州 親 和 HD 300 優先株* 300 300 300 － － － －
関 東 つ く ば 銀 行 60 劣後ﾛｰﾝ 60 60 60 － － － －

優先株# 1,200 1,200 － －
劣後ﾛｰﾝ 200 200 － －

琉 球 銀 行 400 優先株* 400 400 400 － － － －
西 日 本 シ テ ィ 銀 行 700 優先株* 700 700 700 － － － －
岐 阜 銀 行 120 優先株 120 120 120 － － － －
東 日 本 銀 行 200 優先株 200 200 200 － － － －

合計 129,779 処分簿価額計 110,518 うち今期分計 2,623 残額計 19,261

96,754 81,925 619 12,329
2,964 (20,649)

注3 347 　 (2,004)
注3 5,117

21,340 21,340 － －
7,106 6,906  － 200
1,615 － － 1,615

注1：単位未満四捨五入。

注2：優先株のうち＃の450（旧北海道銀行）分及び*は、資本増強時劣後債。

注3：優先株を普通株に転換して処分。

注4：資本増強時優先株。健全化法分残額1,200億円は、平成19年8月1日、同行の一斉取得により、引換えに普通株が交付されている。

 　　旧安定化法分(減資後968.864億円)は、平成20年3月31日、取得請求を行い、普通株を取得している。

注5：信託受益権のうち優先受益権を買い取っている。

（第２表）金融機関別資本増強・処分・残高一覧（平成２５年３月３１日現在）

（内訳）  残額

単位：億円

1,666新 生 銀 行

累計処分簿価額

－4,166

（うち今期分）
金　融　機　関　名

資本
増強額

29,490

三 井 住 友 FG

も み じ HD

横 浜 銀 行

関 西 さ わ や か 銀 行 120

400

あ し ぎ ん FG 1,350

ほ く ほ く FG 1,400

三井住友トラストHD 7,103

住 友 信 託 銀 行

み ず ほ FG

3,000

15,010

3,000

29,490

1,313

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ FG

3,200

22,000

あ お ぞ ら 銀 行

22,000

1,887

－

同　残額内訳同　うち今期分内訳

－－

265

－

－

1,400 －

－

－

120

－1,350 －

－

7,103 2,004 ―

－－

15,010

同　処分簿価額内訳

－

－

－

信託受益権
劣後ﾛｰﾝ

資本増強額計
種類(商品)別　資本増強額内訳

－

2,200 －

劣後債
普通株式
優先株式

2,200

400
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５．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る業務の適切な実施 
 
（１）預金保険機構における公告の実施状況等について 

機構においては、振り込め詐欺救済法に基づいて、振り込め詐欺等被害者の財産的被害の迅速な

回復等に資することを目的として、被害回復分配金の支払手続等に係る公告業務を平成 20年 7月か

ら開始しました。 

振り込め詐欺救済法では、年に少なくとも 1回、公告の実施状況について公表することを求めて

おり（同法第 37条第 2項）、平成 25年 5月 8日に、平成 24年度中の公告について実施状況を取り

まとめ、公表したところです。 

なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告は、機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」のホー

ムページを利用して行われており（同法第 27条）、原則として毎月 2回公告を実施しているほか、

同時に、主要な公告について、公告した総件数、総金額等の概要についても公表しています。 

 
○被害回復分配金の支払等に関する手続の流れ及び機構の業務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（注 1）東日本大震災の被災地域にお住まいの被害者の方々に配慮するため、平成 23年 4月 1日以降
に実施する公告については、当面、支払申請期間を 90日としています。 

 

訴訟等の法手続による解決 

⑦ 
・金融機関は被害者からの支払申請を受付（法定 30日以上、運用上 60日余の申請期間）（注 1）

なし あり 

残余金（金融機関から預金保険機構に納付） 

・一定割合を留保し、口座名義人等の救済に充てる 
主務省令の定めるところにより 
・その残りを犯罪被害者等の支援の充実のために用いる 
・留保した金額についても留保の必要がなくなったときは、犯罪被害者等
の支援の充実のために用いる 

失
権
手
続 

支
払
手
続 

①犯罪利用の疑いがあると認める預金口座等が発覚 

②金融機関は預金口座等に取引停止等の措置 

④預金保険機構は失権のための公告を実施（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（機構ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）を利用） 

⑧金融機関は届け出被害者の支払請求権を確定（注 2） 

⑨金融機関から被害者に支払い 

③金融機関は預金保険機構に失権のための公告を要請 

名義人の権利行使の届出等
名義人又は被害者の訴訟提起等 

⑤一定期間（60日余の期間）の経過 ＝ 失権（名義人の預金等債権消滅） 

⑥金融機関は預金保険機構に分配金支払のための公告を要請 

（注 2）支払額＝消滅預金等債権の額×―――――――― 
被害者の被害額 

総 被 害 額 

⑩預金保険機構による納付金の管理 

・預金保険機構は分配金支払のための公告を実施（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（機構ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）を利用） 
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種類(商品) 金額 （内訳） （内訳） （内訳）

優先株 25,316 19,216 － 6,100
り そ な HD 31,280 普通株 2,964 22,563 347 － － 8,717 2,617

劣後ﾛｰﾝ 3,000 3,000 － －
優先株 3,700 1,200 － 　注4 －
普通株 　　　　　― (1,200)

注3 － 2,500 2,500
劣後ﾛｰﾝ 466 466 － －
優先株 3,200 1,313 265 1,887
普通株 － (1,047)

注3 － －
千 葉 興 業 銀 行 600 優先株 600 － － － － 600 600
紀 陽 HD( 紀 陽 銀 行 ） 315 優先株 315 154 154 154 154 161 161
豊 和 銀 行 90 優先株 90 － － － － 90 90
北 洋 銀 行 1,000 優先株 1,000 － － － － 1,000 1,000
福 邦 銀 行 60 優先株 60 － － － － 60 60
南 日 本 銀 行 150 優先株 150 － － － － 150 150
み ち の く 銀 行 200 優先株 200 － － － － 200 200
じもとHD（きらやか銀行） 500 優先株 500 200 200 200 200 300 300
第 三 銀 行 300 優先株 300 － － － － 300 300
全信組連（山 梨県 民信 組） 450 信託受益権

注5 450 － － － － 450 450

東 和 銀 行 350 優先株 350 － － － － 350 350
高 知 銀 行 150 優先株 150 － － － － 150 150
フィデアHD（北都銀行） 100 優先株 100 － － － － 100 100
宮 崎 太 陽 銀 行 130 優先株 130 － － － － 130 130
じもと HD（仙台銀行） 300 優先株 300 － － － － 300 300
筑 波 銀 行 350 優先株 350 － － － － 350 350
七 十 七 銀 行 200 劣後ローン 200 － － － － 200 200
全 信 組 連 （ 相 双 信 組 ） 139 信託受益権 139 － － － － 139 139
全 信 組 連 （ い わ き 信 組 ） 175 信託受益権 175 － － － － 175 175
信 金 中 金 （ 宮 古 信 金 ） 85 信託受益権 85 － － － － 85 85
信 金 中 金 （ 気 仙 沼 信 金 ） 130 信託受益権 130 － － － － 130 130
信 金 中 金 （ 石 巻 信 金 ） 157 信託受益権 157 － － － － 157 157
信金中金（あ ぶく ま信 金） 175 信託受益権 175 － － － － 175 175
全 信 組 連 （ 那 須 信 組 ） 54 信託受益権

注5 54 － － － － 54 54

東 北 銀 行 100 優先株 100 － － － － 100 100
全 信 組 連 （ ぐ ん ま み ら い 信 組 ） 250 信託受益権

注5 250 － － － － 250 250

優先株 16,000 16,000 － －
普通株 　　　　　― (11,883)注3 － －
劣後債 6,000 6,000 － －
優先株 19,490 19,490 － －
劣後債 10,000 10,000 － －
優先株 13,010 13,010 － －
普通株 　　　　　― (2,510)

注3 － －
劣後債 2,000 2,000 － －
優先株 1,000 1,000 － －
劣後債 2,000 2,000 － －
優先株 4,323 4,323 － －
普通株 　　　　　― (3,459)

注3 2,004 －
劣後債 1,000 1,000 － －
劣後ﾛｰﾝ 1,780 1,780 － －
優先株 80 80 － －
劣後債 40 40 － －
優先株 1,000 1,000 － －
普通株 　　　　　― (550)注3 － －
劣後ﾛｰﾝ 1,200 1,200 － －

和 歌 山 銀 行 120 優先株* 120 120 120 － － － －
優先株 200 200 － －
劣後ﾛｰﾝ 200 200 － －
優先株 1,050 1,050 － －
劣後債 300 300 － －

八 千 代 銀 行 350 優先株* 350 350 350 － － － －
熊 本 フ ァ ミ リ ー 銀 行 300 優先株 300 300 300 － － － －
九 州 親 和 HD 300 優先株* 300 300 300 － － － －
関 東 つ く ば 銀 行 60 劣後ﾛｰﾝ 60 60 60 － － － －

優先株# 1,200 1,200 － －
劣後ﾛｰﾝ 200 200 － －

琉 球 銀 行 400 優先株* 400 400 400 － － － －
西 日 本 シ テ ィ 銀 行 700 優先株* 700 700 700 － － － －
岐 阜 銀 行 120 優先株 120 120 120 － － － －
東 日 本 銀 行 200 優先株 200 200 200 － － － －

合計 129,779 処分簿価額計 110,518 うち今期分計 2,623 残額計 19,261

96,754 81,925 619 12,329
2,964 (20,649)

注3 347 　 (2,004)
注3 5,117

21,340 21,340 － －
7,106 6,906  － 200
1,615 － － 1,615

注1：単位未満四捨五入。

注2：優先株のうち＃の450（旧北海道銀行）分及び*は、資本増強時劣後債。

注3：優先株を普通株に転換して処分。

注4：資本増強時優先株。健全化法分残額1,200億円は、平成19年8月1日、同行の一斉取得により、引換えに普通株が交付されている。

 　　旧安定化法分(減資後968.864億円)は、平成20年3月31日、取得請求を行い、普通株を取得している。

注5：信託受益権のうち優先受益権を買い取っている。

（第２表）金融機関別資本増強・処分・残高一覧（平成２５年３月３１日現在）

（内訳）  残額

単位：億円

1,666新 生 銀 行

累計処分簿価額

－4,166

（うち今期分）
金　融　機　関　名

資本
増強額

29,490

三 井 住 友 FG

も み じ HD

横 浜 銀 行

関 西 さ わ や か 銀 行 120

400

あ し ぎ ん FG 1,350

ほ く ほ く FG 1,400

三井住友トラストHD 7,103

住 友 信 託 銀 行

み ず ほ FG

3,000

15,010

3,000

29,490

1,313

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ FG

3,200

22,000

あ お ぞ ら 銀 行

22,000

1,887

－

同　残額内訳同　うち今期分内訳

－－

265

－

－

1,400 －

－

－

120

－1,350 －

－

7,103 2,004 ―

－－

15,010

同　処分簿価額内訳

－

－

－

信託受益権
劣後ﾛｰﾝ

資本増強額計
種類(商品)別　資本増強額内訳

－

2,200 －

劣後債
普通株式
優先株式

2,200

400
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５．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る業務の適切な実施 
 
（１）預金保険機構における公告の実施状況等について 

機構においては、振り込め詐欺救済法に基づいて、振り込め詐欺等被害者の財産的被害の迅速な

回復等に資することを目的として、被害回復分配金の支払手続等に係る公告業務を平成 20年 7月か

ら開始しました。 

振り込め詐欺救済法では、年に少なくとも 1回、公告の実施状況について公表することを求めて

おり（同法第 37条第 2項）、平成 25年 5月 8日に、平成 24年度中の公告について実施状況を取り

まとめ、公表したところです。 

なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告は、機構の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」のホー

ムページを利用して行われており（同法第 27条）、原則として毎月 2回公告を実施しているほか、

同時に、主要な公告について、公告した総件数、総金額等の概要についても公表しています。 

 
○被害回復分配金の支払等に関する手続の流れ及び機構の業務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（注 1）東日本大震災の被災地域にお住まいの被害者の方々に配慮するため、平成 23年 4月 1日以降
に実施する公告については、当面、支払申請期間を 90日としています。 

 

訴訟等の法手続による解決 

⑦ 
・金融機関は被害者からの支払申請を受付（法定 30日以上、運用上 60日余の申請期間）（注 1）

なし あり 

残余金（金融機関から預金保険機構に納付） 

・一定割合を留保し、口座名義人等の救済に充てる 
主務省令の定めるところにより 
・その残りを犯罪被害者等の支援の充実のために用いる 
・留保した金額についても留保の必要がなくなったときは、犯罪被害者等
の支援の充実のために用いる 

失
権
手
続 

支
払
手
続 

①犯罪利用の疑いがあると認める預金口座等が発覚 

②金融機関は預金口座等に取引停止等の措置 

④預金保険機構は失権のための公告を実施（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（機構ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）を利用） 

⑧金融機関は届け出被害者の支払請求権を確定（注 2） 

⑨金融機関から被害者に支払い 

③金融機関は預金保険機構に失権のための公告を要請 

名義人の権利行使の届出等
名義人又は被害者の訴訟提起等 

⑤一定期間（60日余の期間）の経過 ＝ 失権（名義人の預金等債権消滅） 

⑥金融機関は預金保険機構に分配金支払のための公告を要請 

（注 2）支払額＝消滅預金等債権の額×―――――――― 
被害者の被害額 

総 被 害 額 

⑩預金保険機構による納付金の管理 

・預金保険機構は分配金支払のための公告を実施（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ（機構ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）を利用） 
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（２）平成 24年度に実施した主要 3公告について 

振り込め詐欺救済法においては、多岐にわたる公告が規定されていますが、機構が平成 24年度中

に実施した救済手続の基幹を構成する主要な公告の状況は、以下のとおりです。 

 

①対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 

この公告は、金融機関が犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めると

きに、当該預金口座等に係る預金等債権を消滅（失権）させるための手続として金融機関の求めに

応じて機構が実施するものです（同法第 5条第 1項）。 

この公告では、口座名義人が権利行使の届出等を行うために原則として 60日の期間を設け、当該

期間内に届出等が行われない場合には、預金等債権は消滅（失権）します。 

平成 24年度に機構が実施した「対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告」は、公告回

数 24回（平成 23年度 24回）、口座数 29,650 件（同 31,801 件）、預金等債権の額 2,389 百万円（同

3,034 百万円）となっています。 

この公告により失権した口座については、次の手続として当該預金口座等の権利が失権したこと

を明らかにするため「対象預金等債権が消滅した旨等の公告」が行われ、その後、原則として下記

②の預金口座等に残った債権を分配するための手続に移行します。他方、「対象預金等債権が消滅し

た旨等の公告」に掲載された債権額が千円未満の口座については、「消滅預金等債権について被害回

復分配金が支払われない旨等の公告」がなされ（同法第 8条第 3項）、機構に納付されます（同法第

19条）。平成24年度に機構が実施した「消滅預金等債権について被害回復分配金が支払われない旨

等の公告」（千円未満の口座）は、公告回数 24回（平成 23年度 24回）、口座数 16,706 件（同 17,481

件）、債権額は 7百万円（同 8百万円）となっています。 

 

②消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 

この公告は、預金等債権が消滅したものについて、被害者への分配金を支払うための手続として

金融機関の求めに応じて機構が実施するものです（同法第 11条第 1項）。 

この公告では、被害者が支払申請を行うために 90日の期間を設けています（注）。また、金融機関

は、支払申請期間経過後、申請人が分配金の支払を受けることができる者であるか否かの決定など

所定の手続を経て、分配金の支払を行います。 

平成 24年度に機構が実施した「消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された

旨等の公告」は、公告回数 24 回（平成 23 年度 24 回）、口座数 13,626 件（同 16,243 件）、債権額

2,154 百万円（同 2,086 百万円）となっています。 

（注）東日本大震災の被災地域にお住まいの被害者の方々に配慮するため、平成23年 4月 1日以降に
実施する公告については、当面、この申請期間を 90日としています。 

 
③被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告 

この公告は、支払手続が終了した場合の手続として金融機関の求めに応じて機構が実施するもの
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です（同法第 18条第 2項）。 

この公告においては、個々の口座情報は公告対象とされず、支払手続を終えた消滅預金等債権の

総額、このうち被害者に対して支払われた総額及び残額である機構への納付予定総額が掲載されま

す（同法施行規則第 31条）。 

平成 24 年度に機構が実施した「被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告」は、公告回数

24回（平成 23年度 24回）、消滅預金等債権の総額 2,768 百万円（同 1,494 百万円）、被害者への支

払総額 2,168 百万円（同1,111 百万円）、機構への納付予定額 600百万円（同 382百万円）となりま

す（同法第 19条）。〔平成24年度中の主な公告の各回の実施状況は 158ページ：Ⅳ．２．（５）参照〕 

 

○主要 3公告を含めた平成 24年度中の公告全体の実施状況 

№ 公告文題名 回数 金融機関数 口座数（件) 債権の額（円） 

1 
対象預金等債権の消滅手続が開始された

旨等の公告 
24 578 29,650 2,389,661,711

2 
預金等に係る債権の消滅手続が終了した
旨の公告（公告事項の変更） 

31 20 55 38,593,761

3 
預金等に係る債権の消滅手続が終了した
旨の公告（権利行使の届出等があった旨の
通知） 

107 74 331 516,470,081

4 
預金等に係る債権の消滅手続が終了した
旨の公告（犯罪利用預金口座等でないこと
が明らかになった旨の通知） 

37 18 51 7,293,798

5 
権利行使の届出等があった旨の通知に係

る事項の公告 
107 74 331 516,471,097

6 
犯罪利用預金口座等でないことが明らか
になった旨の通知に係る事項の公告 

37 18 51 7,293,798

7 対象預金等債権が消滅した旨等の公告 24 557 30,037 2,093,150,304

8 
消滅預金等債権について被害回復分配金
が支払われない旨等の公告（額が 1,000 円
未満） 

24 488 16,706 7,714,488

9 
消滅預金等債権について被害回復分配金
の支払手続が開始された旨等の公告 

24 459 13,626 2,154,019,455

10 
被害回復分配金の支払手続が終了した旨
の公告（公告事項の変更） 

20 22 37 8,580,496

11 決定書の送付に代わる公告 2 2 2 84,499

12 
被害回復分配金の額を金融機関が決定表
に記載した旨の公告 

24 276 11,073 1,960,412,711

13 
被害回復分配金の支払手続が終了した旨

の公告 
24 407 － 2,768,939,974

（注）「口座数」、「債権の額」は、各公告回数の合計。「金融機関数」は、各公告回数の合計ではなく
純計。 

 

（３）金融機関から預金保険機構に納付される金銭の仕組み・使途 

①納付される金銭の仕組み 

金融機関は、預金等債権が消滅手続を経た後に、預金等債権残高（預金口座残高）が千円未満で

あるときはその債権額を、また、分配金支払手続完了後に被害者に分配されない預金等債権額が残

っているときは残額について、機構に納付することとされており（同法第 19条）、原則として各四

半期分が翌期に納付されます。 
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（２）平成 24年度に実施した主要 3公告について 

振り込め詐欺救済法においては、多岐にわたる公告が規定されていますが、機構が平成 24年度中

に実施した救済手続の基幹を構成する主要な公告の状況は、以下のとおりです。 

 

①対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 

この公告は、金融機関が犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めると

きに、当該預金口座等に係る預金等債権を消滅（失権）させるための手続として金融機関の求めに

応じて機構が実施するものです（同法第 5条第 1項）。 

この公告では、口座名義人が権利行使の届出等を行うために原則として 60日の期間を設け、当該

期間内に届出等が行われない場合には、預金等債権は消滅（失権）します。 

平成 24年度に機構が実施した「対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告」は、公告回

数 24回（平成 23年度 24回）、口座数 29,650 件（同 31,801 件）、預金等債権の額 2,389 百万円（同

3,034 百万円）となっています。 

この公告により失権した口座については、次の手続として当該預金口座等の権利が失権したこと

を明らかにするため「対象預金等債権が消滅した旨等の公告」が行われ、その後、原則として下記

②の預金口座等に残った債権を分配するための手続に移行します。他方、「対象預金等債権が消滅し

た旨等の公告」に掲載された債権額が千円未満の口座については、「消滅預金等債権について被害回

復分配金が支払われない旨等の公告」がなされ（同法第 8条第 3項）、機構に納付されます（同法第

19条）。平成24年度に機構が実施した「消滅預金等債権について被害回復分配金が支払われない旨

等の公告」（千円未満の口座）は、公告回数 24回（平成 23年度 24回）、口座数 16,706 件（同 17,481

件）、債権額は 7百万円（同 8百万円）となっています。 

 

②消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 

この公告は、預金等債権が消滅したものについて、被害者への分配金を支払うための手続として

金融機関の求めに応じて機構が実施するものです（同法第 11条第 1項）。 

この公告では、被害者が支払申請を行うために 90日の期間を設けています（注）。また、金融機関

は、支払申請期間経過後、申請人が分配金の支払を受けることができる者であるか否かの決定など

所定の手続を経て、分配金の支払を行います。 

平成 24年度に機構が実施した「消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された

旨等の公告」は、公告回数 24 回（平成 23 年度 24 回）、口座数 13,626 件（同 16,243 件）、債権額

2,154 百万円（同 2,086 百万円）となっています。 

（注）東日本大震災の被災地域にお住まいの被害者の方々に配慮するため、平成23年 4月 1日以降に
実施する公告については、当面、この申請期間を 90日としています。 

 
③被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告 

この公告は、支払手続が終了した場合の手続として金融機関の求めに応じて機構が実施するもの
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です（同法第 18条第 2項）。 

この公告においては、個々の口座情報は公告対象とされず、支払手続を終えた消滅預金等債権の

総額、このうち被害者に対して支払われた総額及び残額である機構への納付予定総額が掲載されま

す（同法施行規則第 31条）。 

平成 24 年度に機構が実施した「被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告」は、公告回数

24回（平成 23年度 24回）、消滅預金等債権の総額 2,768 百万円（同 1,494 百万円）、被害者への支

払総額 2,168 百万円（同1,111 百万円）、機構への納付予定額 600百万円（同 382百万円）となりま

す（同法第 19条）。〔平成24年度中の主な公告の各回の実施状況は 158ページ：Ⅳ．２．（５）参照〕 

 

○主要 3公告を含めた平成 24年度中の公告全体の実施状況 

№ 公告文題名 回数 金融機関数 口座数（件) 債権の額（円） 

1 
対象預金等債権の消滅手続が開始された

旨等の公告 
24 578 29,650 2,389,661,711

2 
預金等に係る債権の消滅手続が終了した
旨の公告（公告事項の変更） 

31 20 55 38,593,761

3 
預金等に係る債権の消滅手続が終了した
旨の公告（権利行使の届出等があった旨の
通知） 

107 74 331 516,470,081

4 
預金等に係る債権の消滅手続が終了した
旨の公告（犯罪利用預金口座等でないこと
が明らかになった旨の通知） 

37 18 51 7,293,798

5 
権利行使の届出等があった旨の通知に係

る事項の公告 
107 74 331 516,471,097

6 
犯罪利用預金口座等でないことが明らか
になった旨の通知に係る事項の公告 

37 18 51 7,293,798

7 対象預金等債権が消滅した旨等の公告 24 557 30,037 2,093,150,304

8 
消滅預金等債権について被害回復分配金
が支払われない旨等の公告（額が 1,000 円
未満） 

24 488 16,706 7,714,488

9 
消滅預金等債権について被害回復分配金
の支払手続が開始された旨等の公告 

24 459 13,626 2,154,019,455

10 
被害回復分配金の支払手続が終了した旨
の公告（公告事項の変更） 

20 22 37 8,580,496

11 決定書の送付に代わる公告 2 2 2 84,499

12 
被害回復分配金の額を金融機関が決定表
に記載した旨の公告 

24 276 11,073 1,960,412,711

13 
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純計。 

 

（３）金融機関から預金保険機構に納付される金銭の仕組み・使途 

①納付される金銭の仕組み 
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あるときはその債権額を、また、分配金支払手続完了後に被害者に分配されない預金等債権額が残

っているときは残額について、機構に納付することとされており（同法第 19条）、原則として各四

半期分が翌期に納付されます。 
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②納付される金銭の使途 

納付金は、主務省令で定めるところにより、「口座名義人等の権利救済」のために必要な留保を行

った上で、「犯罪被害者等の支援の充実」のために支出することとなっています（同法第 20条）。 

１）口座名義人等の権利救済 

振り込め詐欺救済法では、口座の名義人等の事後的な救済のために、口座名義人等が期間内に金

融機関に対して権利行使の届出を行わなかったことのやむを得ない事情や口座への主要な入金の原

因について必要な説明が行われたこと等により、当該口座が犯罪利用預金口座等でないことについ

て相当な理由があると認められる場合には、残高相当額を金融機関に対して請求することができる

とされています。また、上記やむを得ない事情等について必要な説明を行った場合において、被害

財産以外の財産により当該口座へ入金が行われているときは、残高から被害財産相当額を控除した

額の支払を請求することができるとされています（同法第 25条第 1項、第 2項）。 

金融機関は，上記各請求に関して口座名義人等への支払を行おうとする場合に、機構にその旨を

通知した後、手続の実施に関して過失がないと思料するとき等は、口座名義人等へ支払った額の相

当額を機構に対して請求することができるとされています（同法第 25条第 3項、第 4項）。 

機構がこれまでに口座名義人等の事後的な救済のために支払った実績は、5件の 5,284,802 円（平

成 25年 3月末時点）となっています。 

 

２）犯罪被害者等の支援の充実のための支出 

振り込め詐欺救済法では、納付金は、前述の口座名義人等の権利救済のための支出のほか、犯罪

被害者等の支援の充実のために支出するとされています。具体的な使途については、金融庁におい

て平成 22年 9月に設置された、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプ

ロジェクトチーム」（以下「プロジェクトチーム」といいます。）において検討が行われ、最終とり

まとめの提言内容を踏まえた主務省令の改正により、「犯罪被害者等の子供に対する奨学金貸与」及

び「犯罪被害者等支援団体に対する助成」の両事業に支出することとされました（平成 24年 4月１

日より施行）。 

これを受け、両事業の担い手として「プロジェクトチーム」で選考された「公益財団法人 日本

財団」により、平成 24年 12月から上記事業が開始され、機構は、平成 25年 3月に 5,250 百万円を

支出しています。 

 
③納付金の管理 

機構では、納付金について、他の資金と混同することがないよう専用の口座を設けて分別して管

理しています。 
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納付金の仕組み 

 

 

 

 

 

 

年度別納付額及び支出額 

納付額 支出額 

口座名義人等権利救済 犯罪被害者等支援 

平成 20年度 14,176,835 円 0円 0円 

平成 21年度 2,828,250,381 円 0円 0円 

平成 22年度 1,561,750,812 円 11,418 円 0円 

平成 23年度 ※426,043,388 円 2,062,565 円 0円 

平成 24年度 521,958,179 円 3,210,819 円 5,250,000,000 円 

計 5,352,179,595 円 5,284,802 円 5,250,000,000 円 

（参考） 平成 25年 3月 31日時点の納付金残高      100,303,414 円 

（納付金に係る利息 3,408,621 円を含む） 

※過大納付額（1,823,829 円）調整後の金額 

 
（４）公告の利用状況等 

①閲覧件数等 

平成 24年度における「振り込め詐欺救済法に基づく公告」のホームページへのアクセス件数は、

約 34万件（平成 23年度約 39万件）となっています。 

また、犯罪被害者あるいは口座名義人等の方々からの相談・問い合わせは、639件（平成 23年度

698件）となっています。 

 

平成 24年度のホームページへのアクセス件数           （単位：件） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 
（参考）
23年度

30,580 29,416 31,182 30,297 28,327 27,061 30,973 27,401 24,314 26,534 28,881 28,917 343,883 391,065 

 

平成 24 年度の相談・問い合わせ件数                （単位：件） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 
（参考）
23年度

41  57  52  31  20  38 57 50 50 85 79  79  639  698 

 

（四半期分を翌期にまとめて納付） 

消滅手続後の少額預金（千円未満） 支払手続後の残額 

納 付 金

犯罪被害者等の支援の充実 口座名義人等の権利救済 

金融機関  

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編



- 68 - - 69 -- 68 - 
 

②納付される金銭の使途 

納付金は、主務省令で定めるところにより、「口座名義人等の権利救済」のために必要な留保を行

った上で、「犯罪被害者等の支援の充実」のために支出することとなっています（同法第 20条）。 

１）口座名義人等の権利救済 

振り込め詐欺救済法では、口座の名義人等の事後的な救済のために、口座名義人等が期間内に金

融機関に対して権利行使の届出を行わなかったことのやむを得ない事情や口座への主要な入金の原

因について必要な説明が行われたこと等により、当該口座が犯罪利用預金口座等でないことについ

て相当な理由があると認められる場合には、残高相当額を金融機関に対して請求することができる

とされています。また、上記やむを得ない事情等について必要な説明を行った場合において、被害

財産以外の財産により当該口座へ入金が行われているときは、残高から被害財産相当額を控除した

額の支払を請求することができるとされています（同法第 25条第 1項、第 2項）。 

金融機関は，上記各請求に関して口座名義人等への支払を行おうとする場合に、機構にその旨を

通知した後、手続の実施に関して過失がないと思料するとき等は、口座名義人等へ支払った額の相

当額を機構に対して請求することができるとされています（同法第 25条第 3項、第 4項）。 

機構がこれまでに口座名義人等の事後的な救済のために支払った実績は、5件の 5,284,802 円（平

成 25年 3月末時点）となっています。 

 

２）犯罪被害者等の支援の充実のための支出 

振り込め詐欺救済法では、納付金は、前述の口座名義人等の権利救済のための支出のほか、犯罪

被害者等の支援の充実のために支出するとされています。具体的な使途については、金融庁におい

て平成 22年 9月に設置された、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプ

ロジェクトチーム」（以下「プロジェクトチーム」といいます。）において検討が行われ、最終とり

まとめの提言内容を踏まえた主務省令の改正により、「犯罪被害者等の子供に対する奨学金貸与」及

び「犯罪被害者等支援団体に対する助成」の両事業に支出することとされました（平成 24年 4月１

日より施行）。 

これを受け、両事業の担い手として「プロジェクトチーム」で選考された「公益財団法人 日本

財団」により、平成 24年 12月から上記事業が開始され、機構は、平成 25年 3月に 5,250 百万円を

支出しています。 

 
③納付金の管理 

機構では、納付金について、他の資金と混同することがないよう専用の口座を設けて分別して管

理しています。 

 

 

 

 

- 69 - 
 

納付金の仕組み 

 

 

 

 

 

 

年度別納付額及び支出額 

納付額 支出額 

口座名義人等権利救済 犯罪被害者等支援 

平成 20年度 14,176,835 円 0円 0円 

平成 21年度 2,828,250,381 円 0円 0円 

平成 22年度 1,561,750,812 円 11,418 円 0円 

平成 23年度 ※426,043,388 円 2,062,565 円 0円 

平成 24年度 521,958,179 円 3,210,819 円 5,250,000,000 円 

計 5,352,179,595 円 5,284,802 円 5,250,000,000 円 

（参考） 平成 25年 3月 31日時点の納付金残高      100,303,414 円 

（納付金に係る利息 3,408,621 円を含む） 

※過大納付額（1,823,829 円）調整後の金額 

 
（４）公告の利用状況等 

①閲覧件数等 

平成 24年度における「振り込め詐欺救済法に基づく公告」のホームページへのアクセス件数は、

約 34万件（平成 23年度約 39万件）となっています。 

また、犯罪被害者あるいは口座名義人等の方々からの相談・問い合わせは、639件（平成 23年度

698件）となっています。 

 

平成 24年度のホームページへのアクセス件数           （単位：件） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 
（参考）
23年度

30,580 29,416 31,182 30,297 28,327 27,061 30,973 27,401 24,314 26,534 28,881 28,917 343,883 391,065 

 

平成 24 年度の相談・問い合わせ件数                （単位：件） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 
（参考）
23年度

41  57  52  31  20  38 57 50 50 85 79  79  639  698 

 

（四半期分を翌期にまとめて納付） 

消滅手続後の少額預金（千円未満） 支払手続後の残額 

納 付 金

犯罪被害者等の支援の充実 口座名義人等の権利救済 

金融機関  

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 

国
際
協
力
・

　

 

調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編



- 71 -- 70 -- 70 - 
 

②利用金融機関 

利用対象金融機関は、銀行（ゆうちょ銀行、外国銀行を含む。）、信用金庫、労働金庫、信用協同

組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、農林中央金庫、株式会社商工組合中央

金庫及びこれらの連合会とされています（同法第 2条第 1項）。預金保険制度の対象外の農漁協や外

国銀行が含まれているため、預金保険制度の対象金融機関数に比べ幅広い金融機関がこの制度の対

象となっています。 

平成 24 年度中にこの制度を利用した金融機関は、預貯金業務を取り扱っている金融機関 1,427

先（平成 25年 4月 1日現在）のうち 635先（同法施行後の利用先数 762先）となっています。 

 

○対象金融機関と利用状況 

 

 

 

 

対象先 199 271 14 158 784 1 
法施行後の利用先 138 256 13 87 267 1 
（うち平成 24年度） (133) (209) (12) (54) (226) (1) 

   

（注）水産加工業協同組合は対象金融機関であるが、預貯金業務の取扱いがないため、上記表では省略。 

 

③手数料の徴収 

機構は、システム経費、人件費等の公告業務に要する費用について、運営委員会の議決を経て定

める手数料を、公告を利用した金融機関から徴収します（同法第 30条）。平成 23年度の運営費用（160

百万円）に係る手数料は、平成 24年 8月に金融機関から徴収（手数料の額は、預金等債権の消滅手

続開始公告及び被害回復分配金の支払手続開始公告について 1件 3,524 円）しました。 
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６．預金保険制度及び預金保険機構の業務に関する広報 
 
機構は、預金保険制度の内容が預金者をはじめとして広く国民に正しく理解されることが重要で

あるとの認識の下、従来から広報活動に力を注いできました。平成 24年度においては、関係機関と

連携を図り、各種媒体を活用した広報の実施に努めました。 

その活動の概要は以下のとおりです。 

 
（１）各種媒体を活用した広報の実施 

平成 24年度に実施した主な広報活動は以下のとおりです。 

① 預金保険機構ホームページにスマートフォン専用サイトを設け、利便性の向上を図りました。 

② 「預金保険ガイドブック」（旧「預金保険機構のご案内」）及び「まんがでみる預金保険制度」

を全面改訂し、各方面に配付し、広く周知しました。さらに、他機関のパンフレット制作にも

協力し、制度の周知に努めました。 

③ 報道機関への情報提供、取材等に積極的に対応し、正確な報道のために協力しました。 

④ 各種講演会等への講師派遣、専門誌等への寄稿にも積極的に対応し、理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（預金保険機構ホームページ）  （冊子「まんがでみる   （冊子「預金保険ガイドブック」） 

預金保険制度」）         

 

（２）問い合わせへの対応 

機構では、預金保険制度等を正確に理解していただくため、専用電話による一般照会窓口を設置

し、預金者をはじめとして広く国民からの質問、照会に対応しています。 

平成 24年度の照会総件数は、2,118 件で、対前年度比▲21.6％と減少しました。 

照会内容は、第一四半期に日本振興銀行に係る精算払等が行われたことから、「買取制度・概算払

等」、「保険金支払請求手続等」に関するものが多くあったほか、「保険金支払限度額」、「対象金融機

関」に関するものも比較的多いものとなっています。 
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続開始公告及び被害回復分配金の支払手続開始公告について 1件 3,524 円）しました。 
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６．預金保険制度及び預金保険機構の業務に関する広報 
 
機構は、預金保険制度の内容が預金者をはじめとして広く国民に正しく理解されることが重要で

あるとの認識の下、従来から広報活動に力を注いできました。平成 24年度においては、関係機関と

連携を図り、各種媒体を活用した広報の実施に努めました。 

その活動の概要は以下のとおりです。 

 
（１）各種媒体を活用した広報の実施 

平成 24年度に実施した主な広報活動は以下のとおりです。 

① 預金保険機構ホームページにスマートフォン専用サイトを設け、利便性の向上を図りました。 

② 「預金保険ガイドブック」（旧「預金保険機構のご案内」）及び「まんがでみる預金保険制度」

を全面改訂し、各方面に配付し、広く周知しました。さらに、他機関のパンフレット制作にも

協力し、制度の周知に努めました。 

③ 報道機関への情報提供、取材等に積極的に対応し、正確な報道のために協力しました。 

④ 各種講演会等への講師派遣、専門誌等への寄稿にも積極的に対応し、理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（預金保険機構ホームページ）  （冊子「まんがでみる   （冊子「預金保険ガイドブック」） 

預金保険制度」）         

 

（２）問い合わせへの対応 

機構では、預金保険制度等を正確に理解していただくため、専用電話による一般照会窓口を設置

し、預金者をはじめとして広く国民からの質問、照会に対応しています。 

平成 24年度の照会総件数は、2,118 件で、対前年度比▲21.6％と減少しました。 

照会内容は、第一四半期に日本振興銀行に係る精算払等が行われたことから、「買取制度・概算払

等」、「保険金支払請求手続等」に関するものが多くあったほか、「保険金支払限度額」、「対象金融機

関」に関するものも比較的多いものとなっています。 
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○一般照会件数の状況（件数） 
 

  20 年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

個 人 4,661 3,885 11,273 2,162 1,699

法 人 1,105 658 1,545 539 419

総 数 5,766 4,543 12,818 2,701 2,118

 

○平成 24年度内容別照会件数の状況 

区 分 件 数 構成比（％） 
１．制度概要照会 316 6.4 
 制度全般 224 4.5 
 機構組織 44 0.9 
 責任準備金・保険料率 48 1.0 
２．保険金支払・買取り 4,052 81.7 
 対象金融機関 537 10.8 
 対象金融商品 420 8.5 
 対象預金者 270 5.4 
 保険金支払限度額 557 11.2 
 買取制度・概算払等 728 14.7 
 利息 256 5.2 
 名寄せ 252 5.1 
 決済機能 184 3.7 
 払戻時期 283 5.7 
 保険金支払請求手続等 563 11.3 
 仮払金 2 0.0 
３．資金援助 35 0.7 
４．預金借入金相殺 52 1.0 
５．資料要求・その他 506 10.2 
 資料要求・ホームページ 102 2.1 
 その他 404 8.1 

事 項 別 合 計 4,961(注 1) 100.0（注２）

（注 1） 照会1件に対して複数の照会事項に該当する場合があるので、事項別合計は、上記の一般照会総数と一致しません。 

（注 2） 各項目の構成比の割合は四捨五入しているため、構成比の合計と一致しません。 
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７．財務の健全化・効率化の確実な推進 
 
（１）財務状況 

機構は、一般勘定、危機対応勘定、金融再生勘定、金融機能早期健全化勘定（以下「早期健全化

勘定」といいます。）、金融機能強化勘定、被害回復分配金支払勘定、地域経済活性化支援勘定（注1）、

東日本大震災事業者再生支援勘定及び特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定（以下「住専勘定」

といいます。）（注2）の 9勘定により業務を経理しています。各勘定とも法律に基づいて設置されてお

り、一般勘定と危機対応勘定は預保法、金融再生勘定は金融再生法、早期健全化勘定は早期健全化

法、金融機能強化勘定は金融機能強化法、被害回復分配金支払勘定は振り込め詐欺救済法、地域経

済活性化支援勘定は活性化支援機構法、東日本大震災事業者再生支援勘定は事業者再生支援機構法、

住専勘定は住専法が根拠となっています。 

9 つの勘定を設けている理由は、各法律が、それぞれの業務ごとに経理を区分し、特別の勘定を

設けて整理しなければならないと定めている（預保法の場合は、業務ごとに経理を区分し、それぞ

れ勘定を設けて整理しなければならないと定めている。）ことによるものです。この結果、法律ごと

（預保法の場合は一般的な業務と危機対応業務ごと。）に、業務の財務的な結果（欠損金・利益剰余

金等）の現状を把握できるようになっています。 

（注１） 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の規定に基づき勘定名を企業再生支援勘

定から地域経済活性化支援勘定に変更したものです。 

（注２） 住専勘定は住専法の規定に基づき平成 24 年 6 月 30 日に廃止し、平成 24 年度は 3 か月分の決

算書を作成しています。 

 

① 勘定全体の概況 

平成 24年度末において、一般勘定は、責任準備金1兆 300億円を計上しました。その他の勘定で

は、危機対応勘定が利益剰余金 2,669 億円、金融再生勘定が欠損金 2,620 億円、早期健全化勘定が

利益剰余金1兆 5,012 億円となっています。 

また、住専勘定（平成 24年 6月 30日廃止）においては、利益剰余金 69億円を計上し、残余財産

の国庫納付を行いました。 

過去数年間と同様に、欠損金が減少、利益剰余金が増加し、財務の健全化・効率化が着実に進展

しています。 
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○各勘定の剰余金・欠損金の状況 （単位：億円、△は欠損） 

勘定名 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 
 

前年度比 主な要因 

一般勘定 
△2,732 

 
1,373

(責任準備金）

4,205
(責任準備金)

10,300
(責任準備金)

6,095 
 

保険料収入 
（6,065 億円） 

危機対応勘定 1,282 2,464 2,566 2,669 103 
保有株式（注1）配当金
（108億円） 

金融再生勘定 △2,997 △2,878 △2,737 △2,620 117 
資産買取事業収入 
（168 億円） 

早期健全化勘定 15,294 15,513 15,606 15,012 △593 
協定銀行損失補填金
（△610億円） 

金融機能強化勘定 10 10 49 90 41 
協定銀行納付金収入
（42億円） 

被害回復分配金 

支払勘定 
26 42 46 △0.6 △46 

被害回復分配金支払
業務費（△52億円）

地域経済活性化 
支援勘定（注2） △0 △0 △0.1 △0.1 △0  

東日本大震災事業 
者再生支援勘定  △0 △0 △0  

住専勘定（注3） △4,327 △4,565 0.8 69 68 
関係会社株式回収益
（137億円） 

（注 1）りそなホールディングス株式。 

（注 2）地域経済活性化支援勘定は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の規定に基づき勘定名を企
業再生支援勘定から変更。 

（注 3）住専勘定は、住専法の規定に基づき平成 24年 6月 30日に廃止。 

 

②各勘定の財務状況 

１）一般勘定 

一般勘定においては、金融機関の破綻時に行う保険金の支払及び保険金支払コスト〔11ページ：

Ⅰ．１．（３）⑥１）ニ．参照〕内での資金援助等の業務を経理しています〔10ページ：Ⅰ．１．（３）

⑥１）を参照〕。なお、保険金支払コスト超の特別資金援助等の業務を経理していた特例業務勘定は、

平成 14年度末をもって廃止され、同勘定に係る資産及び負債は、本勘定に承継されています。 

本勘定の財政については、当該「業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均

衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い（金融機関の経営の健全性に応じてする

ものを除く。）をしないように」定められた保険料率により計算された保険料収入等により賄われ、

収益から費用等を差し引いた金額を責任準備金として積み立てなければならないとされています。 

ただし、業務の遂行に際し発生した資金不足については、借入れ又は預金保険機構債の発行によ

り資金調達をすることが可能です。〔79ページ：Ⅱ．７．（２）参照〕 

平成 24年度における収益は、金融機関からの保険料収入 6,065 億円、協定銀行（整理回収機構）

からの買取資産に係る回収益の納付金収入 302億円など、計 8,751 億円となっています。 

一方、費用は、責任準備金繰入 6,095 億円、被管理金融機関貸付金等に係る貸倒引当金計上に伴

う貸倒引当金繰入 2,326 億円、協定銀行から収納した納付金収入等の国庫納付金 234億円など、計

8,751 億円となっています。 

この結果、責任準備金1兆 300億円を計上しました。 

一般勘定については、平成 6年度までは責任準備金が増加していましたが、相次ぐ金融機関の破
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綻処理に伴い平成 7年度より減少に転じ、平成 8年度以降欠損金となりました。欠損金は、平成 14

年度末に 4兆 65億円まで膨らんだものの、その後は減少し、平成 22年度には日本振興銀行の破綻

処理の影響があったものの欠損金は解消され、責任準備金を計上しました。 
 
○責任準備金・欠損金残高の推移 

 
（注）残高の推移には承継された勘定を合算表記している。 

 

２）危機対応勘定 

本勘定は、金融危機対応会議の議を経て、内閣総理大臣の認定を受けて行う金融危機への対応業

務（資本増強、保険金支払コストを超える資金援助）及び金融機関からの負担金を経理する勘定で

す。〔13ページ：Ⅰ．１．（３）⑥２）参照〕 

平成 24年度における収益は、機構が保有するりそなホールディングス株式に係る配当金収入など、

計 108億円となっています。 

一方、費用は、りそなホールディングス株式の取得のための資金調達に係る支払利息など、計 5

億円となっています。 

この結果、当期利益金は 103億円となり、平成 24年度末における利益剰余金は、平成 23年度の

2,566 億円から 2,669 億円へ増加しました。 

 
３）金融再生勘定 

本勘定は、特別公的管理銀行に係る処理〔40ページ：Ⅱ．２．（４）参照〕や金融再生法第 53条

に基づく健全金融機関等からの資産の買取り〔41 ページ：Ⅱ．２．（５）参照〕等の業務を経理す

る勘定です。なお、旧安定化法（平成 10年 10月 23日廃止）に基づく資本増強業務に係る資産及び
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○各勘定の剰余金・欠損金の状況 （単位：億円、△は欠損） 

勘定名 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 
 

前年度比 主な要因 

一般勘定 
△2,732 

 
1,373

(責任準備金）

4,205
(責任準備金)

10,300
(責任準備金)

6,095 
 

保険料収入 
（6,065 億円） 

危機対応勘定 1,282 2,464 2,566 2,669 103 
保有株式（注1）配当金
（108億円） 

金融再生勘定 △2,997 △2,878 △2,737 △2,620 117 
資産買取事業収入 
（168 億円） 

早期健全化勘定 15,294 15,513 15,606 15,012 △593 
協定銀行損失補填金
（△610億円） 

金融機能強化勘定 10 10 49 90 41 
協定銀行納付金収入
（42億円） 

被害回復分配金 

支払勘定 
26 42 46 △0.6 △46 

被害回復分配金支払
業務費（△52億円）

地域経済活性化 
支援勘定（注2） △0 △0 △0.1 △0.1 △0  

東日本大震災事業 
者再生支援勘定  △0 △0 △0  

住専勘定（注3） △4,327 △4,565 0.8 69 68 
関係会社株式回収益
（137億円） 

（注 1）りそなホールディングス株式。 

（注 2）地域経済活性化支援勘定は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の規定に基づき勘定名を企
業再生支援勘定から変更。 

（注 3）住専勘定は、住専法の規定に基づき平成 24年 6月 30日に廃止。 

 

②各勘定の財務状況 

１）一般勘定 

一般勘定においては、金融機関の破綻時に行う保険金の支払及び保険金支払コスト〔11ページ：

Ⅰ．１．（３）⑥１）ニ．参照〕内での資金援助等の業務を経理しています〔10ページ：Ⅰ．１．（３）

⑥１）を参照〕。なお、保険金支払コスト超の特別資金援助等の業務を経理していた特例業務勘定は、

平成 14年度末をもって廃止され、同勘定に係る資産及び負債は、本勘定に承継されています。 

本勘定の財政については、当該「業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均

衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い（金融機関の経営の健全性に応じてする

ものを除く。）をしないように」定められた保険料率により計算された保険料収入等により賄われ、

収益から費用等を差し引いた金額を責任準備金として積み立てなければならないとされています。 

ただし、業務の遂行に際し発生した資金不足については、借入れ又は預金保険機構債の発行によ

り資金調達をすることが可能です。〔79ページ：Ⅱ．７．（２）参照〕 

平成 24年度における収益は、金融機関からの保険料収入 6,065 億円、協定銀行（整理回収機構）

からの買取資産に係る回収益の納付金収入 302億円など、計 8,751 億円となっています。 

一方、費用は、責任準備金繰入 6,095 億円、被管理金融機関貸付金等に係る貸倒引当金計上に伴

う貸倒引当金繰入 2,326 億円、協定銀行から収納した納付金収入等の国庫納付金 234億円など、計

8,751 億円となっています。 

この結果、責任準備金1兆 300億円を計上しました。 

一般勘定については、平成 6年度までは責任準備金が増加していましたが、相次ぐ金融機関の破
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綻処理に伴い平成 7年度より減少に転じ、平成 8年度以降欠損金となりました。欠損金は、平成 14

年度末に 4兆 65億円まで膨らんだものの、その後は減少し、平成 22年度には日本振興銀行の破綻

処理の影響があったものの欠損金は解消され、責任準備金を計上しました。 
 
○責任準備金・欠損金残高の推移 

 
（注）残高の推移には承継された勘定を合算表記している。 

 

２）危機対応勘定 

本勘定は、金融危機対応会議の議を経て、内閣総理大臣の認定を受けて行う金融危機への対応業

務（資本増強、保険金支払コストを超える資金援助）及び金融機関からの負担金を経理する勘定で

す。〔13ページ：Ⅰ．１．（３）⑥２）参照〕 

平成 24年度における収益は、機構が保有するりそなホールディングス株式に係る配当金収入など、

計 108億円となっています。 

一方、費用は、りそなホールディングス株式の取得のための資金調達に係る支払利息など、計 5

億円となっています。 

この結果、当期利益金は 103億円となり、平成 24年度末における利益剰余金は、平成 23年度の

2,566 億円から 2,669 億円へ増加しました。 

 
３）金融再生勘定 

本勘定は、特別公的管理銀行に係る処理〔40ページ：Ⅱ．２．（４）参照〕や金融再生法第 53条

に基づく健全金融機関等からの資産の買取り〔41 ページ：Ⅱ．２．（５）参照〕等の業務を経理す

る勘定です。なお、旧安定化法（平成 10年 10月 23日廃止）に基づく資本増強業務に係る資産及び

負債は、本勘定に承継されています。 

平成 24年度における収益は、特別公的管理銀行から買い取った株式に係る配当金収入等の資産買

取事業収入 168 億円、健全金融機関等から特定協定銀行（整理回収機構）が買い取った資産に係る

回収益の納付金収入 35億円、貸倒引当金戻入 257億円など、計 461億円となっています。 

一方、費用は、特別公的管理銀行から買い取った瑕疵担保債権等の取得等のための資金調達に係

る支払利息等 77億円、貸倒引当金繰入 218億円など、計 344億円となっています。 

6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

責任準備金/欠損金 0.9 0.4 △ 0.4 △ 0.1 △ 1.2 △ 1.9 △ 3.1 △ 3.8 △ 4.0 △ 3.5 △ 3.0 △ 2.5 △ 1.9 △ 1.4 △ 0.9 △ 0.3 0.1 0.4 1.0
（注）残高の推移には承継された勘定を合算表記している。 （兆円）

（兆円）
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この結果、当期利益金は 117億円となり、平成 24年度末における欠損金は、平成 23年度の 2,737 

億円から 2,620 億円へ減少しました。 

 

４）早期健全化勘定 

本勘定は、早期健全化法に基づく資本増強業務〔59 ページ：Ⅱ．４．（２）①参照〕に係る協定

銀行（整理回収機構）に対する資金の貸付け等の業務を経理する勘定です。 

平成 24年度における収益は、事業外収益（余裕金の運用益）14億円など、計 20億円となってい

ます。 

一方、費用は、協定銀行への損失補塡金 610億円など、計 614億円となっています。 

この結果、当期損失金は 593億円となり、平成 24年度末における利益剰余金は、平成 23年度の

１兆 5,606 億円から１兆 5,012 億円へ減少しました。 

 

５）金融機能強化勘定 

本勘定は、金融機能強化法に基づく資本増強業務〔60 ページ：Ⅱ．４．（２）②参照〕に係る協

定銀行（整理回収機構）に対する資金の貸付け等の業務を経理する勘定です。なお、組織再編法に

基づく資本増強業務に係る協定銀行に対する資金の貸付け等の業務を経理していた金融機関等経営

基盤強化勘定（以下「経営基盤強化勘定」といいます。）は、平成 16年度末をもって廃止され、同

勘定に係る資産及び負債は、本勘定に承継されています。 

平成 24年度における収益は、協定銀行からの金融機能強化法に基づく資本増強業務に係る収益の

納付金収入 42億円など、計 48億円となっています。 

一方、費用は、協定銀行への貸付金のための資金調達に係る支払利息など、計7億円となってい

ます。 

この結果、当期利益金は 41 億円となり、平成 24 年度末における利益剰余金は、平成 23 年度の

49億円から 90億円へ増加しました。 

 
６）被害回復分配金支払勘定 

本勘定は、振り込め詐欺等の犯罪行為による被害者に対する被害回復分配金の支払等のため、預

金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告等の業務を経理する勘定です。〔65 ページ：Ⅱ．５．

参照〕 

平成 24年度における収益は、被害回復分配金の残余金に係る金融機関からの納付金収入 521百万

円など、計 683百万円となっています。 

一方、費用は、犯罪被害者等の支援の充実のための犯罪被害者等支援費（被害回復分配金支払業

務費）5,250 百万円など、計 5,382 百万円となっています。 

この結果、当期損失金は 4,698 百万円となり、平成 24年度末は、平成 23年度の利益剰余金 4,631

百万円を取崩し、欠損金 66百万円を計上しました。 
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７）地域経済活性化支援勘定 

本勘定は、活性化支援機構法に基づき、活性化支援機構への出資等を経理する勘定です。〔23 ペ

ージ：Ⅰ．２．（３）②参照〕 

平成 24年度において、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の規定に基づき勘定名

を企業再生支援勘定から地域経済活性化支援勘定に変更しており、また、政府からの追加出資（30

億円）を受け入れています。 

平成 24年度における収益は、事業外収益 1,012 円のみとなっています。 

一方、費用は、一般管理費 4百万円となっています。 

この結果、当期損失金は 4 百万円となり、平成 24 年度末における欠損金は、平成 23 年度の 10

百万円から 15百万円へ増加しました。 

 
８）東日本大震災事業者再生支援勘定 

本勘定は、事業者再生支援機構法に基づき、事業者再生支援機構への出資等を経理する勘定です。

〔24ページ：Ⅰ．２．（３）③参照〕 

平成 24年度における収益は、事業外収益 61,117 円のみとなっています。 

一方、費用は、一般管理費など、計 46万円となっています。 

この結果、当期損失金は 40万円となり、平成 24年度末における欠損金は、平成 23年度の 9万円

から 50万円へ増加しました。 

 
９）住専勘定 

本勘定は、旧住専 7社から譲り受けた貸付債権等の管理、回収及び処分等の業務を行う債権処理

会社（整理回収機構）への助成金の交付、借入れに係る債務の保証、納付金の収納等の業務を経理

する勘定です。 

平成 24年度における収益は、関係会社株式の回収益 137億円など、計 139億円となっています。 

一方、費用は、関係会社株式回収益及び金融安定化拠出基金の運用益の 2分の 1の額を同基金に

繰入れるための金融安定化拠出基金繰入など、計 70億円となっています。 

この結果、当期利益金は 68億円となり、利益剰余金 69億円を計上しました。 

なお、本勘定は住専法の規定に基づき平成 24年 6月 30日に廃止し、勘定廃止に伴う残余財産は

同法の規定に基づき国庫納付（119億円）を行いました。 
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この結果、当期利益金は 117億円となり、平成 24年度末における欠損金は、平成 23年度の 2,737 

億円から 2,620 億円へ減少しました。 

 

４）早期健全化勘定 

本勘定は、早期健全化法に基づく資本増強業務〔59 ページ：Ⅱ．４．（２）①参照〕に係る協定

銀行（整理回収機構）に対する資金の貸付け等の業務を経理する勘定です。 

平成 24年度における収益は、事業外収益（余裕金の運用益）14億円など、計 20億円となってい

ます。 

一方、費用は、協定銀行への損失補塡金 610億円など、計 614億円となっています。 

この結果、当期損失金は 593億円となり、平成 24年度末における利益剰余金は、平成 23年度の

１兆 5,606 億円から１兆 5,012 億円へ減少しました。 

 

５）金融機能強化勘定 

本勘定は、金融機能強化法に基づく資本増強業務〔60 ページ：Ⅱ．４．（２）②参照〕に係る協

定銀行（整理回収機構）に対する資金の貸付け等の業務を経理する勘定です。なお、組織再編法に

基づく資本増強業務に係る協定銀行に対する資金の貸付け等の業務を経理していた金融機関等経営

基盤強化勘定（以下「経営基盤強化勘定」といいます。）は、平成 16年度末をもって廃止され、同

勘定に係る資産及び負債は、本勘定に承継されています。 

平成 24年度における収益は、協定銀行からの金融機能強化法に基づく資本増強業務に係る収益の

納付金収入 42億円など、計 48億円となっています。 

一方、費用は、協定銀行への貸付金のための資金調達に係る支払利息など、計7億円となってい

ます。 

この結果、当期利益金は 41 億円となり、平成 24 年度末における利益剰余金は、平成 23 年度の

49億円から 90億円へ増加しました。 

 
６）被害回復分配金支払勘定 

本勘定は、振り込め詐欺等の犯罪行為による被害者に対する被害回復分配金の支払等のため、預

金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告等の業務を経理する勘定です。〔65 ページ：Ⅱ．５．

参照〕 

平成 24年度における収益は、被害回復分配金の残余金に係る金融機関からの納付金収入 521百万

円など、計 683百万円となっています。 

一方、費用は、犯罪被害者等の支援の充実のための犯罪被害者等支援費（被害回復分配金支払業

務費）5,250 百万円など、計 5,382 百万円となっています。 

この結果、当期損失金は 4,698 百万円となり、平成 24年度末は、平成 23年度の利益剰余金 4,631

百万円を取崩し、欠損金 66百万円を計上しました。 
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７）地域経済活性化支援勘定 

本勘定は、活性化支援機構法に基づき、活性化支援機構への出資等を経理する勘定です。〔23 ペ

ージ：Ⅰ．２．（３）②参照〕 

平成 24年度において、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の規定に基づき勘定名

を企業再生支援勘定から地域経済活性化支援勘定に変更しており、また、政府からの追加出資（30

億円）を受け入れています。 

平成 24年度における収益は、事業外収益 1,012 円のみとなっています。 

一方、費用は、一般管理費 4百万円となっています。 

この結果、当期損失金は 4 百万円となり、平成 24 年度末における欠損金は、平成 23 年度の 10

百万円から 15百万円へ増加しました。 

 
８）東日本大震災事業者再生支援勘定 

本勘定は、事業者再生支援機構法に基づき、事業者再生支援機構への出資等を経理する勘定です。

〔24ページ：Ⅰ．２．（３）③参照〕 

平成 24年度における収益は、事業外収益 61,117 円のみとなっています。 

一方、費用は、一般管理費など、計 46万円となっています。 

この結果、当期損失金は 40万円となり、平成 24年度末における欠損金は、平成 23年度の 9万円

から 50万円へ増加しました。 

 
９）住専勘定 

本勘定は、旧住専 7社から譲り受けた貸付債権等の管理、回収及び処分等の業務を行う債権処理

会社（整理回収機構）への助成金の交付、借入れに係る債務の保証、納付金の収納等の業務を経理

する勘定です。 

平成 24年度における収益は、関係会社株式の回収益 137億円など、計 139億円となっています。 

一方、費用は、関係会社株式回収益及び金融安定化拠出基金の運用益の 2分の 1の額を同基金に

繰入れるための金融安定化拠出基金繰入など、計 70億円となっています。 

この結果、当期利益金は 68億円となり、利益剰余金 69億円を計上しました。 

なお、本勘定は住専法の規定に基づき平成 24年 6月 30日に廃止し、勘定廃止に伴う残余財産は

同法の規定に基づき国庫納付（119億円）を行いました。 
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○機構の各勘定の概要 （単位：億円） 

勘定名 勘定の概要 
24年度末 
剰余金・欠
損金（△）

24年度 
利益金・損
失金（△）

主な要因 

一般勘定 ・金融機関破綻時の保険金支払コスト内の
資金援助 

・預保法に基づく金融機関の資産買取りに
係る協定銀行に対する資金の貸付け 

・協定銀行買取資産の処分等に係る利益金
の収納・損失金の補塡 

・保険料の収納 

10,300
(責任準備金)

6,095
（責任準備金繰入）

収益 
保険料 
協定銀行納付金 
その他 

8,751
6,065
302

2,381
費用 
国庫納付金 
責任準備金繰入 
貸倒引当金繰入 
その他 

8,751
234

6,095
2,326

93
危機対応
勘定 

・金融危機対応会議の議を経て、内閣総理
大臣の認定を受けて行う金融危機への
対応 

・預保法に基づく資本増強により､りそな
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ優先・普通株式を保有 

2,669 103 収益 
りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式配当金 
その他 

108
108
0

費用 
事業外費用（支払利息等） 
その他 

5
5
0

金融再生
勘定 

・特別公的管理銀行（旧長銀、旧日債銀）
に係る処理 

・金融再生法第 53 条に基づく健全金融機
関等からの資産の買取りに係る特定協
定銀行に対する資金の貸付け 

・特定協定銀行買取資産の処分等に係る利
益金の収納・損失金の補塡 

△2,620 117 収益 
資産買取事業収入 
特定協定銀行納付金収入 
貸倒引当金戻入 
その他 

461
168
35
257
0

費用 
事業外費用（支払利息等） 
貸倒引当金繰入 
その他 

344
77
218
47

早期健全
化勘定 

・早期健全化法に基づく資本増強に係る協
定銀行に対する資金の貸付け 

・協定銀行保有の優先株式等の処分等に係
る利益金の収納・損失金の補塡 

15,012 △593 収益 
 事業外収益（運用益等） 
その他 

20
14
5

費用 
 協定銀行損失補填金 
その他 

614
610
2

金融機能
強化勘定 

・金融機能強化法に基づく資本増強に係る
協定銀行に対する資金の貸付け 

・協定銀行保有の優先株式の処分等に係る
利益金の収納・損失金の補塡 

・資本増強申込期限は 29年 3月末 

90 41 収益 
協定銀行納付金収入 
その他 

48
42
6

費用 
事業外費用（支払利息等） 
その他 

7
7
0

被害回復
分配金支
払勘定 

・被害回復分配金支払業務に係る事務に要
する費用の支払い及び手数料の収納 

・被害回復分配金の残余財産に係る金銭の
収納及び金銭の支出・支払い 

△0.6 △46 収益 
被害回復分配金残余納付金 
その他 

6
5
1

費用 
被害回復分配金支払業務費 
その他 

53
52
1

地域経済
活性化支
援勘定 

・活性化支援機構法に基づく活性化支援機
構への出資等 

△0.1 △0 収益 0
費用 0

東日本大
震災事業
者再生支
援勘定 

・事業者再生支援機構法に基づく事業者再
生支援機構への出資等 

△0 △0 収益 
 

0

費用 0

住専勘定 ・旧住専 7社から譲り受けた貸付債権等の
回収を行う債権処理会社との間におけ
る助成金の交付、借入債務の保証、納付
金の収納 

69 68 収益 
関係会社株式回収益 
その他 

139
137
1

費用 
安定化拠出基金繰入 
その他 

70
70
0

（注）特例業務勘定（保険金支払コストを超える特別資金援助等を経理）は平成 14年度末に廃止済み（一般勘定に

資産及び負債を承継）。経営基盤強化勘定は平成 16年度末に廃止済み（金融機能強化勘定に資産及び負債を承継）。 
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（２）資金の調達及び運用 

①資金の調達 

機構は、業務の遂行に際し発生した不足資金につき、勘定ごと（地域経済活性化支援勘定、東日

本大震災事業者再生支援勘定を除く。）に政令で定められた金額の範囲内で、借入れ又は預金保険機

構債の発行により調達することが認められています(ただし、被害回復分配金支払勘定は借入れのみ

です。)。被害回復分配金支払勘定以外の勘定においては、法令に基づき、機構の借入れ又は預金保

険機構債の発行に対して所要の政府保証措置が講じられています（予算総則上の政府保証限度額の

総額は 51兆円）。 
 

○各勘定別資金調達の概要（平成 25年度） 

勘定名 

借入れ・預金保険機構債発行 政府保証 

根拠法令 限度額 形態（調達先） 資金使途 根拠法令 
25年度の予算

総則計上額 

一般勘定 預保法第

42 条 第

1・2項 

19兆円 

（預保法

施行令第

2条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・保険金の支払 

・資金援助 

・預金等債権の買取り 

・承継銀行設立のための出資 

・承継銀行への貸付け等 

・破綻金融機関への貸付け 

・その他 

預保法第 42

条の 2 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初

19兆円 

危機対応

勘定 

預保法第

126 条第

1項 

17兆円 

（預保法

施行令第

29条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・機構による株式等の引受け等

・被管理金融機関への資金援助

・特別危機管理銀行への資金援

助 

・その他 

預保法第 126

条第 2項 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初

17兆円 

金融再生

勘定 

金融再生

法 第 65

条第 1項 

3兆円 

（金融再

生法施行

令 第 13

条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・金融機関等からの資産買取り

・その他  

金融再生法

第 66条 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初 3

兆円 

早期健全

化勘定 

早期健全

化 法 第

16 条第 1

項 

―（注） (1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・協定銀行への株式等の引受け

等に要する資金の貸付け 

・協定銀行への損失補塡 

・その他 

早期健全化法

第 17条 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初 

－ 

金融機能

強化勘定 

金融機能

強化法第

44 条 第

1・2項 

12兆円 

（金融機

能強化法

施行令第

33条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・協定銀行への株式等の引受け

等又は信託受益権等の買取り

のため等に必要とする資金の

貸付け（旧組織再編法に基づ

くものを含む。） 

・協定銀行への損失補塡 

・その他 

金融機能強

化法第 45条 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初

12兆円 

被害回復

分配金支

払勘定 

振り込め

詐欺救済

法 第 29

条第 1項 

3.9 億円 

（振り込

め詐欺救

済法施行

令 第 1

条） 

借入れ（金融機関その他

の者） 

・預金等に係る債権の消滅手続

の開始に係る公告等の業務に

要する費用 

・被害回復分配金の支払手続の

開始に係る公告等の業務に要

する費用 

・その他 

  

（注）早期健全化勘定については、新たな借入れ及び預金保険機構債の発行が見込まれないこと等から、平成 24年

4月 1日の早期健全化法施行令改正において、限度額を定めている規定が削除されている。 
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○機構の各勘定の概要 （単位：億円） 

勘定名 勘定の概要 
24年度末 
剰余金・欠
損金（△）

24年度 
利益金・損
失金（△）

主な要因 

一般勘定 ・金融機関破綻時の保険金支払コスト内の
資金援助 

・預保法に基づく金融機関の資産買取りに
係る協定銀行に対する資金の貸付け 

・協定銀行買取資産の処分等に係る利益金
の収納・損失金の補塡 

・保険料の収納 

10,300
(責任準備金)

6,095
（責任準備金繰入）

収益 
保険料 
協定銀行納付金 
その他 

8,751
6,065
302

2,381
費用 
国庫納付金 
責任準備金繰入 
貸倒引当金繰入 
その他 

8,751
234

6,095
2,326

93
危機対応
勘定 

・金融危機対応会議の議を経て、内閣総理
大臣の認定を受けて行う金融危機への
対応 

・預保法に基づく資本増強により､りそな
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ優先・普通株式を保有 

2,669 103 収益 
りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式配当金 
その他 

108
108
0

費用 
事業外費用（支払利息等） 
その他 

5
5
0

金融再生
勘定 

・特別公的管理銀行（旧長銀、旧日債銀）
に係る処理 

・金融再生法第 53 条に基づく健全金融機
関等からの資産の買取りに係る特定協
定銀行に対する資金の貸付け 

・特定協定銀行買取資産の処分等に係る利
益金の収納・損失金の補塡 

△2,620 117 収益 
資産買取事業収入 
特定協定銀行納付金収入 
貸倒引当金戻入 
その他 

461
168
35
257
0

費用 
事業外費用（支払利息等） 
貸倒引当金繰入 
その他 

344
77
218
47

早期健全
化勘定 

・早期健全化法に基づく資本増強に係る協
定銀行に対する資金の貸付け 

・協定銀行保有の優先株式等の処分等に係
る利益金の収納・損失金の補塡 

15,012 △593 収益 
 事業外収益（運用益等） 
その他 

20
14
5

費用 
 協定銀行損失補填金 
その他 

614
610
2

金融機能
強化勘定 

・金融機能強化法に基づく資本増強に係る
協定銀行に対する資金の貸付け 

・協定銀行保有の優先株式の処分等に係る
利益金の収納・損失金の補塡 

・資本増強申込期限は 29年 3月末 

90 41 収益 
協定銀行納付金収入 
その他 

48
42
6

費用 
事業外費用（支払利息等） 
その他 

7
7
0

被害回復
分配金支
払勘定 

・被害回復分配金支払業務に係る事務に要
する費用の支払い及び手数料の収納 

・被害回復分配金の残余財産に係る金銭の
収納及び金銭の支出・支払い 

△0.6 △46 収益 
被害回復分配金残余納付金 
その他 

6
5
1

費用 
被害回復分配金支払業務費 
その他 

53
52
1

地域経済
活性化支
援勘定 

・活性化支援機構法に基づく活性化支援機
構への出資等 

△0.1 △0 収益 0
費用 0

東日本大
震災事業
者再生支
援勘定 

・事業者再生支援機構法に基づく事業者再
生支援機構への出資等 

△0 △0 収益 
 

0

費用 0

住専勘定 ・旧住専 7社から譲り受けた貸付債権等の
回収を行う債権処理会社との間におけ
る助成金の交付、借入債務の保証、納付
金の収納 

69 68 収益 
関係会社株式回収益 
その他 

139
137
1

費用 
安定化拠出基金繰入 
その他 

70
70
0

（注）特例業務勘定（保険金支払コストを超える特別資金援助等を経理）は平成 14年度末に廃止済み（一般勘定に

資産及び負債を承継）。経営基盤強化勘定は平成 16年度末に廃止済み（金融機能強化勘定に資産及び負債を承継）。 
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（２）資金の調達及び運用 

①資金の調達 

機構は、業務の遂行に際し発生した不足資金につき、勘定ごと（地域経済活性化支援勘定、東日

本大震災事業者再生支援勘定を除く。）に政令で定められた金額の範囲内で、借入れ又は預金保険機

構債の発行により調達することが認められています(ただし、被害回復分配金支払勘定は借入れのみ

です。)。被害回復分配金支払勘定以外の勘定においては、法令に基づき、機構の借入れ又は預金保

険機構債の発行に対して所要の政府保証措置が講じられています（予算総則上の政府保証限度額の

総額は 51兆円）。 
 

○各勘定別資金調達の概要（平成 25年度） 

勘定名 

借入れ・預金保険機構債発行 政府保証 

根拠法令 限度額 形態（調達先） 資金使途 根拠法令 
25年度の予算

総則計上額 

一般勘定 預保法第

42 条 第

1・2項 

19兆円 

（預保法

施行令第

2条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・保険金の支払 

・資金援助 

・預金等債権の買取り 

・承継銀行設立のための出資 

・承継銀行への貸付け等 

・破綻金融機関への貸付け 

・その他 

預保法第 42

条の 2 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初

19兆円 

危機対応

勘定 

預保法第

126 条第

1項 

17兆円 

（預保法

施行令第

29条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・機構による株式等の引受け等

・被管理金融機関への資金援助

・特別危機管理銀行への資金援

助 

・その他 

預保法第 126

条第 2項 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初

17兆円 

金融再生

勘定 

金融再生

法 第 65

条第 1項 

3兆円 

（金融再

生法施行

令 第 13

条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・金融機関等からの資産買取り

・その他  

金融再生法

第 66条 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初 3

兆円 

早期健全

化勘定 

早期健全

化 法 第

16 条第 1

項 

―（注） (1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・協定銀行への株式等の引受け

等に要する資金の貸付け 

・協定銀行への損失補塡 

・その他 

早期健全化法

第 17条 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初 

－ 

金融機能

強化勘定 

金融機能

強化法第

44 条 第

1・2項 

12兆円 

（金融機

能強化法

施行令第

33条） 

(1)借入れ 

①金融機関その他の者

②日本銀行 

(2)預金保険機構債発行 

・協定銀行への株式等の引受け

等又は信託受益権等の買取り

のため等に必要とする資金の

貸付け（旧組織再編法に基づ

くものを含む。） 

・協定銀行への損失補塡 

・その他 

金融機能強

化法第 45条 

（国会の議

決を経た金

額の範囲内） 

25 年度当初

12兆円 

被害回復

分配金支

払勘定 

振り込め

詐欺救済

法 第 29

条第 1項 

3.9 億円 

（振り込

め詐欺救

済法施行

令 第 1

条） 

借入れ（金融機関その他

の者） 

・預金等に係る債権の消滅手続

の開始に係る公告等の業務に

要する費用 

・被害回復分配金の支払手続の

開始に係る公告等の業務に要

する費用 

・その他 

  

（注）早期健全化勘定については、新たな借入れ及び預金保険機構債の発行が見込まれないこと等から、平成 24年

4月 1日の早期健全化法施行令改正において、限度額を定めている規定が削除されている。 
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機構の資金調達残高（年度末ベース）は、平成 14年度をピークに減少しており、平成 24年度は

大幅に減少した前年度並みの約 2.8兆円となりました。 

機構では、市場環境を踏まえたうえで、資金が必要とされる期間に応じて、借入れ（原則1年ま

で）と預金保険機構債（2 年・4 年・7 年）発行を組み合わせて効率的な資金調達に努めています。

その結果、資金調達残高約 2.8兆円に占める預金保険機構債と借入れの比率は、それぞれ 68％、32％

となっています。 

 
○資金調達残高                        （単位：億円、（ ）内はシェア） 

 22 年度末 23年度末 24年度末 

一般勘定 923 － －

 うち借入れ 923 － －

 うち預金保険機構債 － － －

危機対応勘定 13,714 4,552 4,447

 うち借入れ 714 4,552 4,447

 うち預金保険機構債 13,000 － －

金融再生勘定 18,794 18,610 18,454

 うち借入れ 2,294 2,110 1,954

 うち預金保険機構債 16,500 16,500 16,500

早期健全化勘定 4,000 － －

 うち借入れ － － －

 うち預金保険機構債 4,000 － －

金融機能強化勘定 3,490 5,216 5,472

 うち借入れ 690 2,416 2,672

 うち預金保険機構債 2,800 2,800 2,800

被害回復分配金支払勘定 2 2 2

 うち借入れ 2 2 2

 うち預金保険機構債 

合計 40,923（100.0％） 28,380（100.0％） 28,375（100.0％）

 うち借入れ 4,623（ 11.3％） 9,080（ 32.0％） 9,075（ 32.0％）

 うち預金保険機構債 36,300（ 88.7％） 19,300（ 68.0％） 19,300（ 68.0％）

（注 1）平成 11年 10月より、「早期健全化勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 2）平成 15年 4月より、「一般勘定」及び「金融再生勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 3）平成 16年 4月より、「危機対応勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 4）平成 17年 4月 1日に「経営基盤強化勘定」に属する資産及び負債は「金融機能強化勘定」に承継。 

（注 5）平成 22年 5月より、「金融機能強化勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 6）資金調達を行わない地域経済活性化支援勘定、東日本大震災事業者再生支援勘定は除く。 
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○資金調達残高の推移

 

○預金保険機構債の年度別発行額の推移
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機構の資金調達残高（年度末ベース）は、平成 14年度をピークに減少しており、平成 24年度は

大幅に減少した前年度並みの約 2.8兆円となりました。 

機構では、市場環境を踏まえたうえで、資金が必要とされる期間に応じて、借入れ（原則1年ま

で）と預金保険機構債（2 年・4 年・7 年）発行を組み合わせて効率的な資金調達に努めています。

その結果、資金調達残高約 2.8兆円に占める預金保険機構債と借入れの比率は、それぞれ 68％、32％

となっています。 

 
○資金調達残高                        （単位：億円、（ ）内はシェア） 

 22 年度末 23年度末 24年度末 

一般勘定 923 － －

 うち借入れ 923 － －

 うち預金保険機構債 － － －

危機対応勘定 13,714 4,552 4,447

 うち借入れ 714 4,552 4,447

 うち預金保険機構債 13,000 － －

金融再生勘定 18,794 18,610 18,454

 うち借入れ 2,294 2,110 1,954

 うち預金保険機構債 16,500 16,500 16,500

早期健全化勘定 4,000 － －

 うち借入れ － － －

 うち預金保険機構債 4,000 － －

金融機能強化勘定 3,490 5,216 5,472

 うち借入れ 690 2,416 2,672

 うち預金保険機構債 2,800 2,800 2,800

被害回復分配金支払勘定 2 2 2

 うち借入れ 2 2 2

 うち預金保険機構債 

合計 40,923（100.0％） 28,380（100.0％） 28,375（100.0％）

 うち借入れ 4,623（ 11.3％） 9,080（ 32.0％） 9,075（ 32.0％）

 うち預金保険機構債 36,300（ 88.7％） 19,300（ 68.0％） 19,300（ 68.0％）

（注 1）平成 11年 10月より、「早期健全化勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 2）平成 15年 4月より、「一般勘定」及び「金融再生勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 3）平成 16年 4月より、「危機対応勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 4）平成 17年 4月 1日に「経営基盤強化勘定」に属する資産及び負債は「金融機能強化勘定」に承継。 

（注 5）平成 22年 5月より、「金融機能強化勘定」において預金保険機構債発行を実施。 

（注 6）資金調達を行わない地域経済活性化支援勘定、東日本大震災事業者再生支援勘定は除く。 
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○資金調達残高の推移

 

○預金保険機構債の年度別発行額の推移
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平成 24 年度の預金保険機構債の発行額は 8,800 億円と、平成 23 年度（2,000 億円）に比べ増加

しましたが、これは、金融再生勘定において償還見合いの借換債（７年債→４年債）の発行が増加

したことによるものであり、発行残高は前年度と同水準で推移しています（平成 23 年度末 19,300

億円→平成 24年度末 19,300 億円）。 

また、借入残高については、既存の借入れ分の借換えを主体に、ほぼ前年度並みとなりました（平

成 23年度末 9,080 億円→平成 24年度末 9,075 億円）。 

このほか、平成 24年度も借入入札参加者である金融機関を対象に機構の借入状況に関する説明会

を開催し、機構の借入状況・計画等について情報を共有することで、安定かつ効率的な資金調達を

維持できるよう努めました。 

 
○資金調達に係る主な動き 

平成 11年 10 月 早期健全化勘定において、債券発行を開始（4年債） 

平成 13年 6月 早期健全化勘定において、2年債の発行を開始（4年債→2年・4年債） 

平成 14年 3月 日銀が、機構に対する政府保証付証書貸付債権を適格担保として承認（適格担

保掛け目は残存元本額の 80％） 

12月 日銀が、当初貸付期間 1年以内の上記証書貸付債権の掛け目を引上げ（残存元

本額の 80％→96％。平成 17年 9月には 97％に再引き上げ） 

平成 15年 4月 早期健全化勘定において 7年債の発行を開始 

（2年・4年債→2年・4年・7年債） 

一般勘定及び金融再生勘定においても 2年・4年債の発行を開始 

平成 16年 3月 無担保コール借入れを開始 

 4月 危機対応勘定において、4年・7年債の発行を開始 

債券の入札方式を変更（総額引受方式→イールドダッチ方式（注）） 

（注）応札された札のうち、利回りの低い札から順に、発行予定額に達する利回り

（＝落札最高利回り）までを落札とし、落札最高利回りを発行条件とする入札

方式。 

平成 20年 

平成 21年 

平成 22年 

9月

5月

5月

被害回復分配金支払勘定において、政府保証なしの借入れを開始 

危機対応勘定において、2年債の発行を開始 

金融機能強化勘定において、2年債の発行を開始 

 
○資金調達の方法（平成 25年 3月末現在） 

区 分 借 入 金 預金保険機構債 

入 札 形 態 競争入札 競争入札 

入 札 方 式 コンベンショナル方式（複数利率方式） イールドダッチ方式（単一価格方式） 

調 達 期 間 原則 1年以内 2年・4年・7年 

入札参加資格者 65 社 16 社 

 
○資金調達金利（平成 24年度実行分） （単位：％） 

 
借入金利 

（政府保証付） 

預金保険機構債応募者利回り 
（政府保証付） 

無担保ｺｰﾙ 
借入金利 

借入金利 
（政府保証なし）
（被害回復勘定）2年債 4年債 7年債 

 平均（注） 0.104 0.079 0.124 － － 0.236 

 ピーク 0.114 0.079 0.162 － － 0.337 

 ボトム 0.088 0.079 0.097 － － 0.190 

（注）金額加重平均。 
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②余裕金等の運用 

機構では、各勘定において生じた余裕金について、法令等に従い安全性・流動性を重視した効率

的な資金運用に努めました。具体的には、経常的支出や預金保険機構債・借入金の返済原資として

流出するまでの間等の短期の運用手段として、①約定当日に資金決済される有担保コール取引、②

国庫短期証券を対象とした短期の現先取引（売戻条件付き買入れ）、及び③国庫短期証券の買切取引

を、更に長期の運用手段として、④利付国債の買切取引を、各勘定の資金使途等に十分留意しつつ、

適切に組み合わせて運用しました。特に、一般勘定の余裕金運用については、同勘定において保険

金支払い等の緊急かつ多額の支払いが生じ得ることに鑑み、より運用期間の短期化を図るなどの流

動性を高める工夫を行いました。 

なお、平成 8年度より運用を行ってきた住専勘定の金融安定化拠出基金については、平成 24年 6

月末をもって運用を終了しました。 

 

今後とも、資金運用については、金融情勢を踏まえつつ、安全性・流動性を重視した効率的な運

用に努めるほか、資金調達については、資金需要を的確に把握したうえで財務の健全性・効率性に

資する安定的な調達に取り組みます。 

 
（３）平成 25年度の預金保険料率 

①預金保険料率の変更 

機構の財政状況、内外の情勢を踏まえ、預金保険料率は平成 25年 3月に以下のとおり変更され、

平成 25年度について適用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 預金保険の保険料率は、平成 25年 4月 1日以降、次のとおりとする。 

一般預金等 0.082% 

決済用預金 0.107% 

 

２． 平成 24事業年度内において、「内外の金融市場における価格の急速な下落その他金融市場

の状況の急速な悪化等から、預金保険機構の財政に相当の影響を与えることが見込まれる

事態」は生じていないことを踏まえ、上記１．にかかわらず、平成 25年度事業年度内にお

いて、①預金保険法第 49条第 2項各号に掲げる保険事故の発生、②同法第 74条第 1項若

しくは第 2項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は③同

法第 102条第 1項第 2号若しくは第 3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大

臣の認定がなかった場合には、同事業年度に適用される預金保険の保険料率は、同事業年

度初日にさかのぼって次のとおりとする。 

一般預金等 0.068％ 

決済用預金 0.089％ 

（注）上記１.の実効料率は 0.084％、上記２.の実効料率は 0.07％となります。 
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維持できるよう努めました。 

 
○資金調達に係る主な動き 
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平成 13年 6月 早期健全化勘定において、2年債の発行を開始（4年債→2年・4年債） 

平成 14年 3月 日銀が、機構に対する政府保証付証書貸付債権を適格担保として承認（適格担

保掛け目は残存元本額の 80％） 

12月 日銀が、当初貸付期間 1年以内の上記証書貸付債権の掛け目を引上げ（残存元
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 4月 危機対応勘定において、4年・7年債の発行を開始 

債券の入札方式を変更（総額引受方式→イールドダッチ方式（注）） 

（注）応札された札のうち、利回りの低い札から順に、発行予定額に達する利回り

（＝落札最高利回り）までを落札とし、落札最高利回りを発行条件とする入札
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金融機能強化勘定において、2年債の発行を開始 

 
○資金調達の方法（平成 25年 3月末現在） 

区 分 借 入 金 預金保険機構債 

入 札 形 態 競争入札 競争入札 

入 札 方 式 コンベンショナル方式（複数利率方式） イールドダッチ方式（単一価格方式） 

調 達 期 間 原則 1年以内 2年・4年・7年 

入札参加資格者 65 社 18 社 

 
○資金調達金利（平成 24年度実行分） （単位：％） 

 
借入金利 

（政府保証付） 

預金保険機構債応募者利回り 
（政府保証付） 

無担保ｺｰﾙ 
借入金利 

借入金利 
（政府保証なし）
（被害回復勘定）2年債 4年債 7年債 
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②余裕金等の運用 

機構では、各勘定において生じた余裕金について、法令等に従い安全性・流動性を重視した効率

的な資金運用に努めました。具体的には、経常的支出や預金保険機構債・借入金の返済原資として

流出するまでの間等の短期の運用手段として、①約定当日に資金決済される有担保コール取引、②

国庫短期証券を対象とした短期の現先取引（売戻条件付き買入れ）、及び③国庫短期証券の買切取引

を、更に長期の運用手段として、④利付国債の買切取引を、各勘定の資金使途等に十分留意しつつ、

適切に組み合わせて運用しました。特に、一般勘定の余裕金運用については、同勘定において保険

金支払い等の緊急かつ多額の支払いが生じ得ることに鑑み、より運用期間の短期化を図るなどの流

動性を高める工夫を行いました。 

なお、平成 8年度より運用を行ってきた住専勘定の金融安定化拠出基金については、平成 24年 6

月末をもって運用を終了しました。 

 

今後とも、資金運用については、金融情勢を踏まえつつ、安全性・流動性を重視した効率的な運

用に努めるほか、資金調達については、資金需要を的確に把握したうえで財務の健全性・効率性に

資する安定的な調達に取り組みます。 

 
（３）平成 25年度の預金保険料率 

①預金保険料率の変更 

機構の財政状況、内外の情勢を踏まえ、預金保険料率は平成 25年 3月に以下のとおり変更され、

平成 25年度について適用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 預金保険の保険料率は、平成 25年 4月 1日以降、次のとおりとする。 

一般預金等 0.082% 

決済用預金 0.107% 

 

２． 平成 24事業年度内において、「内外の金融市場における価格の急速な下落その他金融市場

の状況の急速な悪化等から、預金保険機構の財政に相当の影響を与えることが見込まれる

事態」は生じていないことを踏まえ、上記１．にかかわらず、平成 25年度事業年度内にお

いて、①預金保険法第 49条第 2項各号に掲げる保険事故の発生、②同法第 74条第 1項若

しくは第 2項に規定する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は③同

法第 102条第 1項第 2号若しくは第 3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大

臣の認定がなかった場合には、同事業年度に適用される預金保険の保険料率は、同事業年

度初日にさかのぼって次のとおりとする。 

一般預金等 0.068％ 

決済用預金 0.089％ 

（注）上記１.の実効料率は 0.084％、上記２.の実効料率は 0.07％となります。 
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 ②変更の背景等 

こうした預金保険料率の変更は、平成 24年度と同様に以下の枠組みを前提として議論されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、決済用預金と一般預金等の料率格差に関し付保預金1円当たりの保険料が均一となるよう

に算定するとの考え方については、引続き維持することが適当であると判断し、対象預金等の動向

等に基づいて、決済用預金に係る保険料率及び一般預金等に係る保険料率を算定しました。 

【平成 24年度の預金保険料率の議決を行うに際して前提とした枠組み】 

１.当面の預金保険料率 

(1)基本的な考え方 

欧州の財政金融情勢等を踏まえ、金融システムの中核である預金保険制度を強固なものと

して維持していく観点から、当面（３年間）、現行料率(0.084％)を維持。 

(2)平成 24年度の預金保険料の具体的な支払方法 

①預金保険料の金額＝ 前年度預金平均残高に 0.084％を乗じた額 

②年度中に金融機関の破綻がなかった場合には、年度末に 0.014％部分を返戻する。破綻

があった場合には、返戻しない。 

③内外の金融市場における価格の急速な下落その他金融市場の状況の急速な悪化等から、

預金保険機構の財政に相当の影響を与えることが見込まれる事態となった場合には、翌

期の上記②の返戻は行わない(当期の払戻は行う。)。 

（注）金融機関の破綻とは、保険事故の発生（預保法第 49条第 2項各号）、管理を命ずる処分

（同法 74条第 1項又は第2項）、金融危機対応措置（同法第 102条第 1項第 2号又は第 3

号）を指します。 

２.中長期的な預金保険料率 

預金保険機構(一般勘定)の責任準備金については、基本的には、かつて生じた欠損金とな

らない水準を目指して、平成 24 年度から概ね 10 年程度を目途に積み立てることとし、その

具体的な料率のあり方等については、それまでの積立状況やその時点の内外の諸状況を勘案

しつつ検討を進める。 
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８．預金保険に関する国際的な連携・協力と調査研究活動 
 

（１）国際的な連携・協力活動 

直近の世界的な金融危機を通じて、預金保険制度の役割として、預金者の保護にとどまらず、金

融システムの安定に重要な役割を果たすことが国際的に改めて認識されました。こうした中、機構

は、預金保険制度をめぐる国際的な動向や変化著しい世界の金融情勢の把握に努めるとともに、国

際預金保険協会（IADI）の活動への積極的な貢献、機構が主催する国際会議の年次開催、海外の預

金保険機関との連携・協力等を進めてきています。こうした活動を通じて、我が国の預金保険制度

や機構の業務の更なる改善を図るとともに、平成金融危機に代表される我が国の経験を諸外国に伝

えていくことにより、各国の預金保険制度の強化や世界的な金融システムの安定に貢献していくこ

とを企図しています。 

 

①国際預金保険協会（International Association of Deposit Insurers：IADI）の活動への貢献 
IADI は、平成 14 年 5 月に世界各国の預金保険機関・関係当局等により、各国預金保険機関等の

相互協力の拡大を通じて金融システムの安定に資することを目的として設立されました。機構は設

立以来のメンバーであり、機構の理事が、IADI の業務執行に係る意思決定機関である業務執行委員

会（EXCO）の委員を務めるとともに、アジア・太平洋地域委員会（APRC）の議長を務めています。

さらに、平成25年 2月には、IADI の常設委員会の一つで予算審議等を行う財務・企画委員会（FPC）

の議長にも就任しました。また、機構は、IADI の活動に貢献する一環として、IADI 事務局（スイス・

バーゼル）への職員（1名）の派遣を行っています。 

IADI は、①預金保険制度に関わる共通の関心事項・問題点についての理解を深めること、②預金

保険制度の実効性を高めるためのガイダンス（指針）を策定すること、③預金保険の諸問題に関す

る専門知識・情報を交換・共有すること、④預金保険制度に関する研究・調査活動を行うこと等を

主な活動分野としています。設立以来、IADI 加盟機関は年々増加しており、平成 25 年 3 月末時点

で 67 機関が正会員として加盟しています。〔90 ページ：「国際預金保険協会（IADI）加盟機関」参

照〕 

 

イ．IADI 総会（Annual General Meeting : AGM） 

IADI は毎年、年次総会を開催しており、直近の第11回年次総会は、IADI 創設 10周年記念を兼ね、

平成 24年 10月、英国・ロンドンにて開催されました。総会は、全メンバーで構成される IADI の最

高意思決定機関です。総会の議長は、IADI の会長であるポーランド銀行保証基金のプルスキー総裁

が務めています。 
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 ②変更の背景等 

こうした預金保険料率の変更は、平成 24年度と同様に以下の枠組みを前提として議論されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、決済用預金と一般預金等の料率格差に関し付保預金1円当たりの保険料が均一となるよう

に算定するとの考え方については、引続き維持することが適当であると判断し、対象預金等の動向

等に基づいて、決済用預金に係る保険料率及び一般預金等に係る保険料率を算定しました。 

【平成 24年度の預金保険料率の議決を行うに際して前提とした枠組み】 

１.当面の預金保険料率 

(1)基本的な考え方 

欧州の財政金融情勢等を踏まえ、金融システムの中核である預金保険制度を強固なものと

して維持していく観点から、当面（３年間）、現行料率(0.084％)を維持。 

(2)平成 24年度の預金保険料の具体的な支払方法 

①預金保険料の金額＝ 前年度預金平均残高に 0.084％を乗じた額 

②年度中に金融機関の破綻がなかった場合には、年度末に 0.014％部分を返戻する。破綻

があった場合には、返戻しない。 

③内外の金融市場における価格の急速な下落その他金融市場の状況の急速な悪化等から、
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（注）金融機関の破綻とは、保険事故の発生（預保法第 49条第 2項各号）、管理を命ずる処分

（同法 74条第 1項又は第2項）、金融危機対応措置（同法第 102条第 1項第 2号又は第 3

号）を指します。 

２.中長期的な預金保険料率 

預金保険機構(一般勘定)の責任準備金については、基本的には、かつて生じた欠損金とな

らない水準を目指して、平成 24 年度から概ね 10 年程度を目途に積み立てることとし、その

具体的な料率のあり方等については、それまでの積立状況やその時点の内外の諸状況を勘案

しつつ検討を進める。 
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８．預金保険に関する国際的な連携・協力と調査研究活動 
 

（１）国際的な連携・協力活動 
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とを企図しています。 
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相互協力の拡大を通じて金融システムの安定に資することを目的として設立されました。機構は設

立以来のメンバーであり、機構の理事が、IADI の業務執行に係る意思決定機関である業務執行委員

会（EXCO）の委員を務めるとともに、アジア・太平洋地域委員会（APRC）の議長を務めています。

さらに、平成25年 2月には、IADI の常設委員会の一つで予算審議等を行う財務・企画委員会（FPC）

の議長にも就任しました。また、機構は、IADI の活動に貢献する一環として、IADI 事務局（スイス・

バーゼル）への職員（1名）の派遣を行っています。 

IADI は、①預金保険制度に関わる共通の関心事項・問題点についての理解を深めること、②預金

保険制度の実効性を高めるためのガイダンス（指針）を策定すること、③預金保険の諸問題に関す

る専門知識・情報を交換・共有すること、④預金保険制度に関する研究・調査活動を行うこと等を

主な活動分野としています。設立以来、IADI 加盟機関は年々増加しており、平成 25 年 3 月末時点

で 67 機関が正会員として加盟しています。〔90 ページ：「国際預金保険協会（IADI）加盟機関」参
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イ．IADI 総会（Annual General Meeting : AGM） 

IADI は毎年、年次総会を開催しており、直近の第11回年次総会は、IADI 創設 10周年記念を兼ね、

平成 24年 10月、英国・ロンドンにて開催されました。総会は、全メンバーで構成される IADI の最

高意思決定機関です。総会の議長は、IADI の会長であるポーランド銀行保証基金のプルスキー総裁

が務めています。 
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ロ．業務執行委員会（Executive Council : EXCO） 

EXCO は、IADI の実質的な意思決定を行う機関で、年 3 回程度開催されます。EXCO 議長は、IADI

会長であるポーランド銀行保証基金のプルスキー総裁が務めています。EXCO の現在の定数は議長・

副議長を含めて 25 名で、年次総会時の選挙で選出されます（任期：3 年）。機構は創設時より継続

して EXCO の委員を輩出しています。 

 

ハ．常設委員会 

IADI には様々な業務分野での具体的な活動を遂行していくため、以下の常設委員会が設置されて

います。 

○常設委員会（7委員会） 

①ガバナンス委員会、②財務・企画委員会（議長：当機構）、③監査委員会、④メンバーシップ・

コミュニケーション委員会、⑤トレーニング・コンファレンス委員会、⑥リサーチ・ガイダン

ス委員会、⑦データ・サーベイ委員会 

 

二．地域委員会 

常設委員会に加えて、地域毎の特性を協会全体の活動に反映させるとともに地域特性に沿った活

動を行っていくことを目的とした地域委員会が設置されています。 

○地域委員会（8委員会） 

①アジア・太平洋（議長：当機構）、②アフリカ、③カリブ、④ユーラシア、⑤ヨーロッパ、

⑥ラテンアメリカ、⑦中東・北アフリカ、⑧北米の各地域委員会 

 

○IADI アジア・太平洋地域委員会（Asia-Pacific Regional Committee : APRC） 

機構は、IADI 設立当初より APRC 議長を輩出しています。機構は、APRC 議長機関として、IADI

のメンバーシップ・コミュニケーション委員会のアジア・太平洋地域における参加機関拡大活動

を主導しており、これまでオーストラリア、インド、バングラデシュ、インドネシア、シンガポ

ール、タイ、ブルネイなどの預金保険機関の加盟を実現しました。 

 

②預金保険機構主催の国際会議等  

１）預金保険機構ラウンドテーブルの開催 

機構は、平成 18年より毎年、今後直面する可能性のある預金保険制度の諸課題について、機構が

課題を提起し、各課題に精通し豊富な経験を有する海外預金保険機関等の専門家の参加を得て討

議・意見交換を行う「預金保険機構ラウンドテーブル（DICJ Round Table）」を開催しています。こ

の預金保険機構ラウンドテーブルは、①将来の機構業務の参考とするとともに、②アジア諸国（と

りわけ預金保険制度の導入を検討中の国や導入直後の国）に対する情報提供（知的協力）、さらには、

③預金保険関係機関相互の連携強化を図ることを目的としています。 
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○第 7回預金保険機構ラウンドテーブル 

第 7回預金保険機構ラウンドテーブルは、金融機関の「破綻処理制度の新たな展開」をテーマに、

平成 25年 3月、東京にて 2日間にわたり、19の海外預金保険機関等からの役職員 38名を含め多数

の参加を得て開催しました。 

近年、各国の預金保険機関では、預金保険業務に加えて破綻処理業務を担う機関が傾向的に増加

するとともに、その業務内容も拡大する傾向が見られます。また、金融安定理事会（FSB : Financial 

Stability Board）が平成 23年に策定した「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」

に基づいて破綻処理制度を整備していくことが国際的に合意され、現在、各国で制度整備が進めら

れています。我が国においても、金融審議会のワーキング・グループにおいて、「金融機関の秩序あ

る処理の枠組み」の整備等を求める報告書が平成 25年 1月にとりまとめられました。こうした動き

を踏まえ、今回のラウンドテーブルでは、「破綻処理制度の新たな展開」という横断的なテーマの下、

(1)破綻処理を巡る最近の動向、(2)破綻処理を巡る技術的な諸問題、(3)統合型保護制度の 3つの小

テーマについて、各国の参加者間で、自国の経験やそれから得られた教訓等を踏まえたプレゼンテ

ーションと活発な議論が行われました。〔92ページ：「第 7回預金保険機構ラウンドテーブルのプロ

グラム」及び 93ページ：「海外参加機関（17カ国・地域/19機関）参照〕 

 

 

                       第 7回預金保険機構ラウンドテーブル参加者 

 

２）大使館アタッシェ等との意見交換会の開催 

在京の大使館及び中央銀行の駐在員を対象とし、機構の最近の活動の説明を含めた意見交換会を

平成 24年 4月と同年 11月に開催しました。 

 

 

 

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編



- 86 - - 87 -- 86 - 
 

ロ．業務執行委員会（Executive Council : EXCO） 

EXCO は、IADI の実質的な意思決定を行う機関で、年 3 回程度開催されます。EXCO 議長は、IADI

会長であるポーランド銀行保証基金のプルスキー総裁が務めています。EXCO の現在の定数は議長・

副議長を含めて 25 名で、年次総会時の選挙で選出されます（任期：3 年）。機構は創設時より継続

して EXCO の委員を輩出しています。 

 

ハ．常設委員会 

IADI には様々な業務分野での具体的な活動を遂行していくため、以下の常設委員会が設置されて

います。 

○常設委員会（7委員会） 

①ガバナンス委員会、②財務・企画委員会（議長：当機構）、③監査委員会、④メンバーシップ・

コミュニケーション委員会、⑤トレーニング・コンファレンス委員会、⑥リサーチ・ガイダン

ス委員会、⑦データ・サーベイ委員会 

 

二．地域委員会 

常設委員会に加えて、地域毎の特性を協会全体の活動に反映させるとともに地域特性に沿った活

動を行っていくことを目的とした地域委員会が設置されています。 

○地域委員会（8委員会） 

①アジア・太平洋（議長：当機構）、②アフリカ、③カリブ、④ユーラシア、⑤ヨーロッパ、

⑥ラテンアメリカ、⑦中東・北アフリカ、⑧北米の各地域委員会 

 

○IADI アジア・太平洋地域委員会（Asia-Pacific Regional Committee : APRC） 

機構は、IADI 設立当初より APRC 議長を輩出しています。機構は、APRC 議長機関として、IADI

のメンバーシップ・コミュニケーション委員会のアジア・太平洋地域における参加機関拡大活動

を主導しており、これまでオーストラリア、インド、バングラデシュ、インドネシア、シンガポ

ール、タイ、ブルネイなどの預金保険機関の加盟を実現しました。 

 

②預金保険機構主催の国際会議等  

１）預金保険機構ラウンドテーブルの開催 

機構は、平成 18年より毎年、今後直面する可能性のある預金保険制度の諸課題について、機構が

課題を提起し、各課題に精通し豊富な経験を有する海外預金保険機関等の専門家の参加を得て討

議・意見交換を行う「預金保険機構ラウンドテーブル（DICJ Round Table）」を開催しています。こ

の預金保険機構ラウンドテーブルは、①将来の機構業務の参考とするとともに、②アジア諸国（と

りわけ預金保険制度の導入を検討中の国や導入直後の国）に対する情報提供（知的協力）、さらには、

③預金保険関係機関相互の連携強化を図ることを目的としています。 
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○第 7回預金保険機構ラウンドテーブル 

第 7回預金保険機構ラウンドテーブルは、金融機関の「破綻処理制度の新たな展開」をテーマに、

平成 25年 3月、東京にて 2日間にわたり、19の海外預金保険機関等からの役職員 38名を含め多数

の参加を得て開催しました。 

近年、各国の預金保険機関では、預金保険業務に加えて破綻処理業務を担う機関が傾向的に増加

するとともに、その業務内容も拡大する傾向が見られます。また、金融安定理事会（FSB : Financial 

Stability Board）が平成 23年に策定した「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」

に基づいて破綻処理制度を整備していくことが国際的に合意され、現在、各国で制度整備が進めら

れています。我が国においても、金融審議会のワーキング・グループにおいて、「金融機関の秩序あ

る処理の枠組み」の整備等を求める報告書が平成 25年 1月にとりまとめられました。こうした動き

を踏まえ、今回のラウンドテーブルでは、「破綻処理制度の新たな展開」という横断的なテーマの下、

(1)破綻処理を巡る最近の動向、(2)破綻処理を巡る技術的な諸問題、(3)統合型保護制度の 3つの小

テーマについて、各国の参加者間で、自国の経験やそれから得られた教訓等を踏まえたプレゼンテ

ーションと活発な議論が行われました。〔92ページ：「第 7回預金保険機構ラウンドテーブルのプロ

グラム」及び 93ページ：「海外参加機関（17カ国・地域/19機関）参照〕 

 

 

                       第 7回預金保険機構ラウンドテーブル参加者 

 

２）大使館アタッシェ等との意見交換会の開催 

在京の大使館及び中央銀行の駐在員を対象とし、機構の最近の活動の説明を含めた意見交換会を

平成 24年 4月と同年 11月に開催しました。 
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③その他の国際協力・技術協力・人材交流 

以上のほか、機構は、我が国との経済・金融面でのつながりが強いアジア地域を中心に、各国預

金保険関係機関との間で様々な形で協力・交流を行うとともに、預金保険制度の導入・整備を促進

するための技術協力にも取り組んでいます。こうした技術協力は、海外への役職員の派遣という形

態のほか、国内他機関と連携した受入研修の形でも行っています。〔93ページ：「国際業務に係る海

外往来実績」参照〕 

なお、機構は、アジアを中心とする 8つの海外機関（平成 24年度末現在）との間で、情報交換や

技術協力、役職員の交流等を通じた相互協力の強化を目的とする書簡の交換（Exchange of Letters : 

EOL）を行っています。〔94ページ：「書簡の交換を行った海外機関」参照〕 

 

１）国際協力機構（JICA）を通じた技術協力 

機構は、国際協力機構（JICA）が平成 16年度より毎年行っている ASEAN 諸国の金融セクター強

化を目指した研修プログラム「金融制度強化セミナー」、及び平成 19 年度より毎年行っている NIS

（旧ソ連）諸国の金融システム安定化政策と改革戦略の策定を目指した研修プログラム「NIS 地域

金融システム安定化政策と改革戦略セミナー」において、預金保険制度に関する分野について機構

の役職員が講師となって協力を行っています。平成 24年度は、平成 25年 2月に NIS諸国より研修

生が来日し、機構において我が国の預金保険制度及び当機構の役割について講義を行い、講義後に

は活発な意見交換が行われました。 

また、平成 25 年 2 月には、機構の理事長が、JICA の招きにより訪日したミャンマーの財務歳入

省副大臣一行と面談し、預金保険制度の充実を図るミャンマーの実情に即して、預金保険制度に係

る我が国の経験や国際的な動向等について説明を行いました。 

 

２）海外への役職員の派遣 

 平成 24 年 5 月、米国・ワシントン DC において、同年 11 月、韓国・ソウルにおいて、IADI 主催

のトレーニング・セミナーがそれぞれ開催されました。これらのセミナーでは、「預金保険制度の法

的枠組み」のテーマについて総括的な報告・議論が行われ、当機構は日本における同テーマについ

てプレゼンテーションを行いました。また各国・地域の取組み等についても紹介され、議論が行わ

れました。 

 平成 25年 2月、インド・ムンバイにおいて、IADI 及びインド預金保険信用保証公社の主催で「預

金保険機関における資産運用」をテーマとするセミナーが開催され、当機構は「資産運用業務及び

ポートフォリオ管理における日本の経験」についてプレゼンテーションを行いました。 

 

３）海外預金保険機関との人材交流 

米国の預金保険制度の運用状況や銀行破綻処理の状況等を調査するため、平成 24 年 7 月から 1

年間の予定で、米国連邦預金保険公社に職員を派遣しています。  
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（参考）IADI における主要な活動 

① 実効的な預金保険制度のためのコア・プリンシプル 

平成 20年 4月の金融安定化フォーラム（当時）による報告書を受け、平成 21年 6月に預金保険制度に

関する国際的に合意された最良慣行（ベストプラクティス）である「実効的な預金保険制度のためのコア・

プリンシプル」（以下、「コア・プリンシプル」といいます。）がIADI とバーゼル銀行監督委員会の共同で

策定・公表されました。さらに、コア・プリンシプルに関して、各国の預金保険制度の評価を行うための

「評価メソドロジー」が平成 23 年 1 月に公表されています。現在、コア・プリンシプルに沿った預金保

険制度の整備を促進するため、IADI や他の国際機関による次のような取組みが行われています。 

なお、現在、コア・プリンシプルの一部を改訂する作業が IADI で開始されており、機構もこの改訂作

業に参画しています。 

 

（イ）コア・プリンシプルの普及に向けた IADI での取組み 

IADI では、各国／地域の預金保険制度のコア・プリンシプルへの準拠状況の評価を行うため、IADI

主催のワークショップを順次開催しています。こうしたワークショップには機構からも職員を派遣し、

評価作業に参加しています。 

 

（ロ）IMF・世界銀行を通じた取組み 

IMF（国際通貨基金）・世界銀行では、加盟国の金融規制・監督等に係る国際基準の遵守状況や金融シ

ステム安定性の評価を行うプログラムとして、金融セクター評価プログラム（Financial Sector 

Assessment Program：FSAP）を実施しています。今般、コア・プリンシプルは、FSAP において各国の預

金保険制度を評価する際の国際基準として採用されることとなり、今後、その評価を行う専門家が IADI

を通じて IMF・世界銀行のミッションに派遣されることが見込まれています。 

 

② ガイダンス（指針）の策定等 

IADI では、より良い預金保険制度を構築するため、常設委員会の一つであるリサーチ・ガイダンス委員

会が中心となり、預金保険制度の個別分野毎の指針を示すためのガイダンス・ペーパーを策定・公表して

います。また、それらの指針を加盟機関等に広めるため、様々なセミナーを開催しています。機構では、

ガイダンス・ペーパーの作成作業やセミナーに参加しており、また、IADI で公表されたガイダンス・ペ

ーパーを機構のホームページで紹介しています。 

 

③ アウトリーチ 

 各国／地域の中には、預金保険制度が存在しても IADI に加盟していない国／地域があります。各国／

地域の預金保険制度をより良いものにするため、IADI への参加機関の更なる拡大が望まれます。機構は、

APRC 議長機関として、アジア・太平洋地域における参加機関拡大活動を主導しています。 
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③その他の国際協力・技術協力・人材交流 
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態のほか、国内他機関と連携した受入研修の形でも行っています。〔93ページ：「国際業務に係る海
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なお、機構は、アジアを中心とする 8つの海外機関（平成 24年度末現在）との間で、情報交換や

技術協力、役職員の交流等を通じた相互協力の強化を目的とする書簡の交換（Exchange of Letters : 

EOL）を行っています。〔94ページ：「書簡の交換を行った海外機関」参照〕 

 

１）国際協力機構（JICA）を通じた技術協力 

機構は、国際協力機構（JICA）が平成 16年度より毎年行っている ASEAN 諸国の金融セクター強

化を目指した研修プログラム「金融制度強化セミナー」、及び平成 19 年度より毎年行っている NIS

（旧ソ連）諸国の金融システム安定化政策と改革戦略の策定を目指した研修プログラム「NIS 地域

金融システム安定化政策と改革戦略セミナー」において、預金保険制度に関する分野について機構

の役職員が講師となって協力を行っています。平成 24年度は、平成 25年 2月に NIS諸国より研修

生が来日し、機構において我が国の預金保険制度及び当機構の役割について講義を行い、講義後に

は活発な意見交換が行われました。 

また、平成 25 年 2 月には、機構の理事長が、JICA の招きにより訪日したミャンマーの財務歳入

省副大臣一行と面談し、預金保険制度の充実を図るミャンマーの実情に即して、預金保険制度に係

る我が国の経験や国際的な動向等について説明を行いました。 

 

２）海外への役職員の派遣 

 平成 24 年 5 月、米国・ワシントン DC において、同年 11 月、韓国・ソウルにおいて、IADI 主催

のトレーニング・セミナーがそれぞれ開催されました。これらのセミナーでは、「預金保険制度の法

的枠組み」のテーマについて総括的な報告・議論が行われ、当機構は日本における同テーマについ

てプレゼンテーションを行いました。また各国・地域の取組み等についても紹介され、議論が行わ

れました。 

 平成 25年 2月、インド・ムンバイにおいて、IADI 及びインド預金保険信用保証公社の主催で「預

金保険機関における資産運用」をテーマとするセミナーが開催され、当機構は「資産運用業務及び

ポートフォリオ管理における日本の経験」についてプレゼンテーションを行いました。 

 

３）海外預金保険機関との人材交流 

米国の預金保険制度の運用状況や銀行破綻処理の状況等を調査するため、平成 24 年 7 月から 1

年間の予定で、米国連邦預金保険公社に職員を派遣しています。  
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（参考）IADI における主要な活動 

① 実効的な預金保険制度のためのコア・プリンシプル 

平成 20年 4月の金融安定化フォーラム（当時）による報告書を受け、平成 21年 6月に預金保険制度に

関する国際的に合意された最良慣行（ベストプラクティス）である「実効的な預金保険制度のためのコア・

プリンシプル」（以下、「コア・プリンシプル」といいます。）がIADI とバーゼル銀行監督委員会の共同で

策定・公表されました。さらに、コア・プリンシプルに関して、各国の預金保険制度の評価を行うための

「評価メソドロジー」が平成 23 年 1 月に公表されています。現在、コア・プリンシプルに沿った預金保

険制度の整備を促進するため、IADI や他の国際機関による次のような取組みが行われています。 

なお、現在、コア・プリンシプルの一部を改訂する作業が IADI で開始されており、機構もこの改訂作

業に参画しています。 

 

（イ）コア・プリンシプルの普及に向けた IADI での取組み 

IADI では、各国／地域の預金保険制度のコア・プリンシプルへの準拠状況の評価を行うため、IADI

主催のワークショップを順次開催しています。こうしたワークショップには機構からも職員を派遣し、

評価作業に参加しています。 

 

（ロ）IMF・世界銀行を通じた取組み 

IMF（国際通貨基金）・世界銀行では、加盟国の金融規制・監督等に係る国際基準の遵守状況や金融シ
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を通じて IMF・世界銀行のミッションに派遣されることが見込まれています。 

 

② ガイダンス（指針）の策定等 

IADI では、より良い預金保険制度を構築するため、常設委員会の一つであるリサーチ・ガイダンス委員

会が中心となり、預金保険制度の個別分野毎の指針を示すためのガイダンス・ペーパーを策定・公表して

います。また、それらの指針を加盟機関等に広めるため、様々なセミナーを開催しています。機構では、

ガイダンス・ペーパーの作成作業やセミナーに参加しており、また、IADI で公表されたガイダンス・ペ

ーパーを機構のホームページで紹介しています。 
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 各国／地域の中には、預金保険制度が存在しても IADI に加盟していない国／地域があります。各国／

地域の預金保険制度をより良いものにするため、IADI への参加機関の更なる拡大が望まれます。機構は、

APRC 議長機関として、アジア・太平洋地域における参加機関拡大活動を主導しています。 
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○国際預金保険協会（IADI）加盟機関 
Ⅰ．正会員（預金保険機関：66カ国／地域-67機関） （平成 25年 3月 31日現在） 

アジア・太平洋地域委
員会（注1） 
（17機関） 
 
 

 オーストラリア：Australian Prudential Regulation Authority 
 アゼルバイジャン：Azerbaijan Deposit Insurance Fund 
 バングラデシュ：Bangladesh Bank 
 ブルネイ：Brunei Darussalam Deposit Protection Corporation 
 台湾：Central Deposit Insurance Corporation 
 インド：Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
 日本：Deposit Insurance Corporation of Japan 
 ベトナム：Deposit Insurance of Vietnam 
 タイ: Deposit Protection Agency 
 香港：Hong Kong Deposit Protection Board 
インドネシア：Indonesia Deposit Insurance Corporation 
カザフスタン：Kazakhstan Deposit Insurance Fund 
韓国：Korea Deposit Insurance Corporation 
マレーシア: Malaysia Deposit Insurance Corporation 
フィリピン：Philippine Deposit Insurance Corporation 
 ロシア：Deposit Insurance Agency 
シンガポール：Singapore Deposit Insurance Corporation 

北米地域委員会（注2） 
（4機関） 

カナダ：Autorité des marchés financiers (Québec) 
カナダ：Canada Deposit Insurance Corporation 
米国：Federal Deposit Insurance Corporation 
メキシコ：Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

アフリカ地域委員会 
（4機関） 

タンザニア：Deposit Insurance Board of Tanzania 
ジンバブエ：Deposit Protection Board 
ケニア：Deposit Protection Fund Board 
ナイジェリア：Nigeria Deposit Insurance Corporation 

カリブ地域委員会 
（4機関） 

バルバドス：Barbados Deposit Insurance Corporation 
トリニダード・トバゴ：Deposit Insurance Corporation 
バハマ：Deposit Insurance Corporation, Central Bank of The Bahamas 
ジャマイカ：Jamaica Deposit Insurance Corporation 

ラテンアメリカ地域
委員会（注3） 
（12機関） 
 

ウルグアイ：Corporación de Protección del Ahorro Bancario 
グアテマラ：Banco de Guatemala, como Administrador del Fondo para la Protección 

del Ahorro 
エクアドル：Corporación del Seguro de Depósitos 
パラグアイ：Fondo de Garantía de Depósitos, Banco Central del Paraguay  
ニカラグア：Fondo de Garantía de Depositós de las Instituciones Financieras 
ベネズエラ：Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios 
コロンビア：Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
ペルー：Fondo de Seguro de Depósitos 
ブラジル：Fundo Garantidor de Créditos 
エルサルバドル：Instituto de Garantiá de Depósitos 
メキシコ：Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
アルゼンチン：Seguro de Depósitos Sociedad Anónima 

ユーラシア地域委員
会（注4） 
（4機関） 

アゼルバイジャン：Azerbaijan Deposit Insurance Fund 
ウクライナ：Deposit Guarantee Fund 
カザフスタン：Kazakhstan Deposit Insurance Fund 
ロシア：Deposit Insurance Agency 

ヨーロッパ地域委員
会（注5） 
（22機関） 

アルバニア：Albanian Deposit Insurance Agency  
ポーランド：Bank Guarantee Fund  
ガーンジー：Banking Deposit Compensation Scheme 
ブルガリア：Bulgarian Deposit Insurance Fund 
ベルギー：Deposit and Financial Instrument Protection Fund 
リヒテンシュタイン：Deposit Guarantee and Investor Protection Foundation of the 

Liechtenstein Bankers Association 
ウクライナ：Deposit Guarantee Fund 
ルーマニア：Bank Deposit Fund 
ロシア：Deposit Insurance Agency 
ボスニア・ヘルツェゴビナ：Deposit Insurance Agency of Bosnia and Herzegovina
セルビア：Deposit Insurance Agency of Serbia 
チェコ：Deposit Insurance Fund 
コソボ：Deposit Insurance Fund of Kosovo 
ドイツ：The Deposit Protection Fund of the Association of German Banks 
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スイス：Deposit Protection of Swiss Banks and Securities Dealers 
フランス：Fonds de Garantie des Dépôts 
英国：Financial Services Compensation Scheme 
イタリア：Interbank Deposit Protection Fund 
ジャージー：Jersey Bank Depositors Compensation Board  
ハンガリー：National Deposit Insurance Fund of Hungary 
トルコ：Savings Deposit Insurance Fund of Turkey 
スウェーデン：Swedish National Debt Office 

中東・北アフリカ地域
委員会（注6） 
（7機関） 

モロッコ：Bank Al-Maghrib, Fonds Collectif de Garantie des Dépôts 
スーダン：Bank Deposit Security Fund of Sudan 
ウガンダ：Bank of Uganda 
リビア：Depositor’s Insurance Fund 
レバノン：Institut National de Garantie des Dépôts 
ヨルダン：Jordan Deposit Insurance Corporation 
トルコ：Savings Deposit Insurance Fund of Turkey 

（注 1）アゼルバイジャン、カザフスタンはユーラシア地域委員会にも属する。ロシアはユーラシア及びヨーロッパ
地域委員会にも属する。 

（注 2）メキシコはラテンアメリカ地域委員会にも属する。 
（注 3）メキシコは北米地域委員会にも属する。 
（注 4）ウクライナはヨーロッパ地域委員会にも属する。ロシアはアジア・太平洋及びヨーロッパ地域委員会にも属

する。アゼルバイジャン、カザフスタンはアジア・太平洋地域委員会にも属する。 
（注 5）ロシアはアジア・太平洋及びユーラシア地域委員会にも属する。ウクライナはユーラシア地域委員会にも属

する。トルコは中東・北アフリカ地域委員会にも属する。 
（注 6）トルコはヨーロッパ地域委員会にも属する。 

 
Ⅱ．準会員（アソシエイト・メンバー －預金保険制度を有する、もしくは検討中の国におけるセー

フティネット関係機関－：9カ国／地域-9機関） 

アジア モンゴル：Bank of Mongolia 
タイ：Bank of Thailand 
フィリピン：Bangko Sentral ng Pilipinas 

アフリカ アルジェリア：Bank of Algeria 
モーリシャス：Bank of Mauritius 
南アフリカ：The National Treasury・South African Reserve Bank 
レソト：Cebtral Bank of Lesotho 

中米 ヴァージン諸島：Ministry of Finance, Government of Virgin Islands 
中東 パレスチナ：Palestine Monetary Authority 
 

Ⅲ．パートナー（国際機関等：12機関） 

Asian Development Bank Institute 
Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA) 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
European Bank for Reconstruction and Development 
European Forum of Deposit Insurers 
Inter-American Development Bank, IDB 
International Monetary Fund 
Office of Technical Assistance, US Department of the Treasury, International Affairs 
The South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre  
The Toronto International Leadership Centre for Financial Sector Supervision 
Union of Arab Banks 
World Bank 

（注）並び順は機関名のアルファベット順 
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○国際預金保険協会（IADI）加盟機関 
Ⅰ．正会員（預金保険機関：66カ国／地域-67機関） （平成 25年 3月 31日現在） 

アジア・太平洋地域委
員会（注1） 
（17機関） 
 
 

 オーストラリア：Australian Prudential Regulation Authority 
 アゼルバイジャン：Azerbaijan Deposit Insurance Fund 
 バングラデシュ：Bangladesh Bank 
 ブルネイ：Brunei Darussalam Deposit Protection Corporation 
 台湾：Central Deposit Insurance Corporation 
 インド：Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
 日本：Deposit Insurance Corporation of Japan 
 ベトナム：Deposit Insurance of Vietnam 
 タイ: Deposit Protection Agency 
 香港：Hong Kong Deposit Protection Board 
インドネシア：Indonesia Deposit Insurance Corporation 
カザフスタン：Kazakhstan Deposit Insurance Fund 
韓国：Korea Deposit Insurance Corporation 
マレーシア: Malaysia Deposit Insurance Corporation 
フィリピン：Philippine Deposit Insurance Corporation 
 ロシア：Deposit Insurance Agency 
シンガポール：Singapore Deposit Insurance Corporation 

北米地域委員会（注2） 
（4機関） 

カナダ：Autorité des marchés financiers (Québec) 
カナダ：Canada Deposit Insurance Corporation 
米国：Federal Deposit Insurance Corporation 
メキシコ：Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

アフリカ地域委員会 
（4機関） 

タンザニア：Deposit Insurance Board of Tanzania 
ジンバブエ：Deposit Protection Board 
ケニア：Deposit Protection Fund Board 
ナイジェリア：Nigeria Deposit Insurance Corporation 

カリブ地域委員会 
（4機関） 

バルバドス：Barbados Deposit Insurance Corporation 
トリニダード・トバゴ：Deposit Insurance Corporation 
バハマ：Deposit Insurance Corporation, Central Bank of The Bahamas 
ジャマイカ：Jamaica Deposit Insurance Corporation 

ラテンアメリカ地域
委員会（注3） 
（12機関） 
 

ウルグアイ：Corporación de Protección del Ahorro Bancario 
グアテマラ：Banco de Guatemala, como Administrador del Fondo para la Protección 

del Ahorro 
エクアドル：Corporación del Seguro de Depósitos 
パラグアイ：Fondo de Garantía de Depósitos, Banco Central del Paraguay  
ニカラグア：Fondo de Garantía de Depositós de las Instituciones Financieras 
ベネズエラ：Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios 
コロンビア：Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
ペルー：Fondo de Seguro de Depósitos 
ブラジル：Fundo Garantidor de Créditos 
エルサルバドル：Instituto de Garantiá de Depósitos 
メキシコ：Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
アルゼンチン：Seguro de Depósitos Sociedad Anónima 

ユーラシア地域委員
会（注4） 
（4機関） 

アゼルバイジャン：Azerbaijan Deposit Insurance Fund 
ウクライナ：Deposit Guarantee Fund 
カザフスタン：Kazakhstan Deposit Insurance Fund 
ロシア：Deposit Insurance Agency 

ヨーロッパ地域委員
会（注5） 
（22機関） 

アルバニア：Albanian Deposit Insurance Agency  
ポーランド：Bank Guarantee Fund  
ガーンジー：Banking Deposit Compensation Scheme 
ブルガリア：Bulgarian Deposit Insurance Fund 
ベルギー：Deposit and Financial Instrument Protection Fund 
リヒテンシュタイン：Deposit Guarantee and Investor Protection Foundation of the 

Liechtenstein Bankers Association 
ウクライナ：Deposit Guarantee Fund 
ルーマニア：Bank Deposit Fund 
ロシア：Deposit Insurance Agency 
ボスニア・ヘルツェゴビナ：Deposit Insurance Agency of Bosnia and Herzegovina
セルビア：Deposit Insurance Agency of Serbia 
チェコ：Deposit Insurance Fund 
コソボ：Deposit Insurance Fund of Kosovo 
ドイツ：The Deposit Protection Fund of the Association of German Banks 
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スイス：Deposit Protection of Swiss Banks and Securities Dealers 
フランス：Fonds de Garantie des Dépôts 
英国：Financial Services Compensation Scheme 
イタリア：Interbank Deposit Protection Fund 
ジャージー：Jersey Bank Depositors Compensation Board  
ハンガリー：National Deposit Insurance Fund of Hungary 
トルコ：Savings Deposit Insurance Fund of Turkey 
スウェーデン：Swedish National Debt Office 

中東・北アフリカ地域
委員会（注6） 
（7機関） 

モロッコ：Bank Al-Maghrib, Fonds Collectif de Garantie des Dépôts 
スーダン：Bank Deposit Security Fund of Sudan 
ウガンダ：Bank of Uganda 
リビア：Depositor’s Insurance Fund 
レバノン：Institut National de Garantie des Dépôts 
ヨルダン：Jordan Deposit Insurance Corporation 
トルコ：Savings Deposit Insurance Fund of Turkey 

（注 1）アゼルバイジャン、カザフスタンはユーラシア地域委員会にも属する。ロシアはユーラシア及びヨーロッパ
地域委員会にも属する。 

（注 2）メキシコはラテンアメリカ地域委員会にも属する。 
（注 3）メキシコは北米地域委員会にも属する。 
（注 4）ウクライナはヨーロッパ地域委員会にも属する。ロシアはアジア・太平洋及びヨーロッパ地域委員会にも属

する。アゼルバイジャン、カザフスタンはアジア・太平洋地域委員会にも属する。 
（注 5）ロシアはアジア・太平洋及びユーラシア地域委員会にも属する。ウクライナはユーラシア地域委員会にも属

する。トルコは中東・北アフリカ地域委員会にも属する。 
（注 6）トルコはヨーロッパ地域委員会にも属する。 

 
Ⅱ．準会員（アソシエイト・メンバー －預金保険制度を有する、もしくは検討中の国におけるセー

フティネット関係機関－：9カ国／地域-9機関） 

アジア モンゴル：Bank of Mongolia 
タイ：Bank of Thailand 
フィリピン：Bangko Sentral ng Pilipinas 

アフリカ アルジェリア：Bank of Algeria 
モーリシャス：Bank of Mauritius 
南アフリカ：The National Treasury・South African Reserve Bank 
レソト：Cebtral Bank of Lesotho 

中米 ヴァージン諸島：Ministry of Finance, Government of Virgin Islands 
中東 パレスチナ：Palestine Monetary Authority 
 

Ⅲ．パートナー（国際機関等：12機関） 

Asian Development Bank Institute 
Association of Supervisors of Banks of the Americas (ASBA) 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 
European Bank for Reconstruction and Development 
European Forum of Deposit Insurers 
Inter-American Development Bank, IDB 
International Monetary Fund 
Office of Technical Assistance, US Department of the Treasury, International Affairs 
The South East Asian Central Banks (SEACEN) Research and Training Centre  
The Toronto International Leadership Centre for Financial Sector Supervision 
Union of Arab Banks 
World Bank 

（注）並び順は機関名のアルファベット順 
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加盟機関総数 

分 類 国/地域数 機関数 

正会員 66ヶ国/地域 67機関 

準会員 9ヶ国/地域 9機関 

パートナー － 12機関 

 
（参考）常設委員会及び地域委員会 

 

○第 7回預金保険機構ラウンドテーブルのプログラム 

 平成 25年 3月 6日（水） 平成 25年 3月 7日（木） 

午 

 

前 

開会式 セッション３： 統合型保護制度 

挨拶 
田邉 昌徳 預金保険機構理事長 
小野 尚   金融庁監督局参事官 
宮野谷 篤 日本銀行金融機構局長  

（１）韓国 
Eun-Ji Gwon  韓国預金保険公社 

預金保険政策部研究員 
 
（２）マレーシア 
Afiza Abdullah マレーシア預金保険公社 

政策・国際課次長 
 
（３）インドネシア 
Salusra Satria インドネシア預金保険公社 

保険・リスクマネージメント課長 
 

 

セッション 1： 破綻処理を巡る最近の動向 

（１）米国 
John Oravec  米国連邦預金保険公社 
       破綻処理戦略・実行主任 

（２）ハンガリー 
András Fekete-Győr ハンガリー国民預金保険基金

最高経営責任者 
（３）日本 
小幡 浩之  預金保険機構理事 

午 

 

後 

基調講演： アジアの金融市場とアジアにおける預金
保険及び保険・証券に対するセーフティーネット 
吉野 直行 慶應義塾大学教授・預金保険機構 運営
委員会委員 

 

 

閉会式 

 挨拶  

 小幡 浩之 預金保険機構理事 

 

 

セッション 2： 破綻処理を巡る技術的な諸問題 

 
（１）米国 
John Oravec  米国連邦預金保険公社 
       破綻処理戦略・実行主任 

（２）英国 
Karen Gibbons 英国金融サービス補償スキーム 

政策・対外関係担当課長 
（３）カナダ 
Thomas Sauvé カナダ預金保険公社 

 複合破綻処理課長 

常設委員会 地域委員会 

ガバナンス委員会 
財務・企画委員会 
監査委員会 
メンバーシップ・コミュニケーション委員会 
トレーニング・コンファレンス委員会 
リサーチ・ガイダンス委員会 
データ・サーベイ委員会 

アジア・太平洋地域委員会 

アフリカ地域委員会 

カリブ地域委員会 
ユーラシア地域委員会 
ヨーロッパ地域委員会 
ラテンアメリカ地域委員会 
中東・北アフリカ地域委員会 
北アメリカ地域委員会 
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海外参加機関（17カ国・地域/19機関） 

カナダ カナダ預金保険公社  Canada Deposit Insurance Corporation 

ハンガリー ハンガリー国家預金保険基金  National Deposit Insurance Fund of Hungary 

英国 英国金融サービス補償スキーム  Financial Services Compensation Scheme 

米国 連邦預金保険公社  Federal Deposit Insurance Corporation 

アゼルバイジャン アゼルバイジャン預金保険基金  Azerbaijan Deposit Insurance Fund 

バングラデシュ バングラデシュ銀行  Bangladesh Bank 

香港 香港預金保護委員会  Hong Kong Deposit Protection Board 

インド 預金保険信用保証公社  Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation 

インドネシア インドネシア預金保険公社  Indonesia Deposit Insurance Corporation 

韓国 韓国預金保険公社  Korea Deposit Insurance Corporation 

マレーシア マレーシア預金保険公社  Malaysia Deposit Insurance Corporation 

フィリピン 
フィリピン預金保険公社  Philippine Deposit Insurance Corporation 

フィリピン中央銀行  Banko Sentral ng Pilipinas 

ロシア 預金保険機構 Deposit Insurance Agency 

台湾 中央預金保険公社  Central Deposit Insurance Corporation 

タイ 
預金保護機構  Deposit Protection Agency 

タイ中央銀行  Bank of Thailand 

トルコ トルコ貯蓄預金保険基金  Saving Deposit Insurance Fund 

ベトナム ベトナム預金保険  Deposit Insurance of Vietnam 

 

○国際業務に係る海外往来実績 

（国際交流） 

・国際預金保険協会（IADI） 

（注）機構は、IADI 事務局（スイス・バーゼル）への職員（１名）の派遣を行っています。 

・海外預保機関との人材交流 

時期 派遣先 

平成 24年 7月～約 1年 米国連邦預金保険公社への職員派遣 

時期 会議 場所 

平成 24年 5月 1日～3日 IADI トレーニング・セミナー 米国（ワシントン D.C.） 

平成 24年 6月 4日～6日 第 10回アジア・太平洋地域委員会総会 ロシア（モスクワ） 

平成 24年 6月 26日～28日 第 36回業務執行委員会及び常設委員会他 米国（ワシントン D.C.） 

平成 24年 8月 28日～30日 IADI トレーニング・セミナー スイス（バーゼル） 

平成 24年 9月 5日～7日 IADI トレーニング・セミナー マレーシア（クアラルンプール）

平成 24年 10月 22日～25日 
IADI 第 11 回年次総会及び第 37 回業務執行委
員会他 

英国（ロンドン） 

平成 24年 11月 13日～15日 IADI トレーニング・セミナー 韓国（ソウル） 

平成 25年 2月 4日～7日 第 38回業務執行委員会及び常設委員会他 カナダ（オタワ） 

平成 25年 2月 20日～22日 
IADI・インド預金保険信用保証公社共催 トレ
ーニング・セミナー 

インド（ムンバイ） 
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加盟機関総数 

分 類 国/地域数 機関数 

正会員 66ヶ国/地域 67機関 

準会員 9ヶ国/地域 9機関 

パートナー － 12機関 

 
（参考）常設委員会及び地域委員会 

 

○第 7回預金保険機構ラウンドテーブルのプログラム 

 平成 25年 3月 6日（水） 平成 25年 3月 7日（木） 

午 

 

前 

開会式 セッション３： 統合型保護制度 

挨拶 
田邉 昌徳 預金保険機構理事長 
小野 尚   金融庁監督局参事官 
宮野谷 篤 日本銀行金融機構局長  

（１）韓国 
Eun-Ji Gwon  韓国預金保険公社 

預金保険政策部研究員 
 
（２）マレーシア 
Afiza Abdullah マレーシア預金保険公社 

政策・国際課次長 
 
（３）インドネシア 
Salusra Satria インドネシア預金保険公社 

保険・リスクマネージメント課長 
 

 

セッション 1： 破綻処理を巡る最近の動向 

（１）米国 
John Oravec  米国連邦預金保険公社 
       破綻処理戦略・実行主任 

（２）ハンガリー 
András Fekete-Győr ハンガリー国民預金保険基金

最高経営責任者 
（３）日本 
小幡 浩之  預金保険機構理事 

午 

 

後 

基調講演： アジアの金融市場とアジアにおける預金
保険及び保険・証券に対するセーフティーネット 
吉野 直行 慶應義塾大学教授・預金保険機構 運営
委員会委員 

 

 

閉会式 

 挨拶  

 小幡 浩之 預金保険機構理事 

 

 

セッション 2： 破綻処理を巡る技術的な諸問題 

 
（１）米国 
John Oravec  米国連邦預金保険公社 
       破綻処理戦略・実行主任 

（２）英国 
Karen Gibbons 英国金融サービス補償スキーム 

政策・対外関係担当課長 
（３）カナダ 
Thomas Sauvé カナダ預金保険公社 

 複合破綻処理課長 

常設委員会 地域委員会 

ガバナンス委員会 
財務・企画委員会 
監査委員会 
メンバーシップ・コミュニケーション委員会 
トレーニング・コンファレンス委員会 
リサーチ・ガイダンス委員会 
データ・サーベイ委員会 

アジア・太平洋地域委員会 

アフリカ地域委員会 

カリブ地域委員会 
ユーラシア地域委員会 
ヨーロッパ地域委員会 
ラテンアメリカ地域委員会 
中東・北アフリカ地域委員会 
北アメリカ地域委員会 
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海外参加機関（17カ国・地域/19機関） 

カナダ カナダ預金保険公社  Canada Deposit Insurance Corporation 

ハンガリー ハンガリー国家預金保険基金  National Deposit Insurance Fund of Hungary 

英国 英国金融サービス補償スキーム  Financial Services Compensation Scheme 

米国 連邦預金保険公社  Federal Deposit Insurance Corporation 

アゼルバイジャン アゼルバイジャン預金保険基金  Azerbaijan Deposit Insurance Fund 

バングラデシュ バングラデシュ銀行  Bangladesh Bank 

香港 香港預金保護委員会  Hong Kong Deposit Protection Board 

インド 預金保険信用保証公社  Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation 

インドネシア インドネシア預金保険公社  Indonesia Deposit Insurance Corporation 

韓国 韓国預金保険公社  Korea Deposit Insurance Corporation 

マレーシア マレーシア預金保険公社  Malaysia Deposit Insurance Corporation 

フィリピン 
フィリピン預金保険公社  Philippine Deposit Insurance Corporation 

フィリピン中央銀行  Banko Sentral ng Pilipinas 

ロシア 預金保険機構 Deposit Insurance Agency 

台湾 中央預金保険公社  Central Deposit Insurance Corporation 

タイ 
預金保護機構  Deposit Protection Agency 

タイ中央銀行  Bank of Thailand 

トルコ トルコ貯蓄預金保険基金  Saving Deposit Insurance Fund 

ベトナム ベトナム預金保険  Deposit Insurance of Vietnam 

 

○国際業務に係る海外往来実績 

（国際交流） 

・国際預金保険協会（IADI） 

（注）機構は、IADI 事務局（スイス・バーゼル）への職員（１名）の派遣を行っています。 

・海外預保機関との人材交流 

時期 派遣先 

平成 24年 7月～約 1年 米国連邦預金保険公社への職員派遣 

時期 会議 場所 

平成 24年 5月 1日～3日 IADI トレーニング・セミナー 米国（ワシントン D.C.） 

平成 24年 6月 4日～6日 第 10回アジア・太平洋地域委員会総会 ロシア（モスクワ） 

平成 24年 6月 26日～28日 第 36回業務執行委員会及び常設委員会他 米国（ワシントン D.C.） 

平成 24年 8月 28日～30日 IADI トレーニング・セミナー スイス（バーゼル） 

平成 24年 9月 5日～7日 IADI トレーニング・セミナー マレーシア（クアラルンプール）

平成 24年 10月 22日～25日 
IADI 第 11 回年次総会及び第 37 回業務執行委
員会他 

英国（ロンドン） 

平成 24年 11月 13日～15日 IADI トレーニング・セミナー 韓国（ソウル） 

平成 25年 2月 4日～7日 第 38回業務執行委員会及び常設委員会他 カナダ（オタワ） 

平成 25年 2月 20日～22日 
IADI・インド預金保険信用保証公社共催 トレ
ーニング・セミナー 

インド（ムンバイ） 
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・書簡の交換を行った海外機関 

交換・署名年月 相手先 

平成 12年 11月 韓国資産管理公社 

平成 13年 11月 

平成 18年 6月 
韓国預金保険公社 

平成 18年 8月 台湾中央預金保険公社 

平成 19年 1月 フィリピン預金保険公社 

平成 19年 12月 インドネシア預金保険公社 

平成 19年 12月 ベトナム預金保険 

平成 21年 1月 タイ預金保護機構 

平成 21年 9月 ハンガリー国家預金保険基金 

平成 23年 7月 米国連邦預金保険公社（職員の派遣にかかるもの）

 

・海外関係機関訪問 

時期 目的 場所 

平成 24年 9月 3日～4日 アジア諸国の預金保険機関との意見交換 
ブルネイ（バンダーセリベガワ
ン）、オーストラリア（シドニ
ー） 

平成 24年 9月 13日～14日 アジア諸国の預金保険機関との意見交換 台湾（台北） 

 

・海外関係者来訪 

時期 来訪者 

平成 24年 5月 10日 中国長城資産管理公司 

平成 24年 5月 11日～14日 中国人民銀行 

平成 24年 10月 10日 韓国預金保険公社 

平成 24年 10月 11日 インドネシア預金保険公社 

平成 24年 11月 6日 タイ預金保護機構 

平成 24年 11月 9日 スイス銀行・証券預金保護機関 

平成 24年 11月 19日 カナダ預金保険公社 

平成 25年 2月 7日 ミャンマー財務歳入省 

平成 25年 3月 5日 インドネシア預金保険公社 

平成 25年 3月 11日 タイ中央銀行 

 

（技術協力） 

・海外への専門役職員派遣 

時期 目的 場所 

平成 24年 5月 1日～3日 IADI トレーニング・セミナー 米国（ワシントン D.C.） 

平成 24年 8月 28日～30日 IADI トレーニング・セミナー スイス（バーゼル） 

平成 24年 9月 5日～7日 IADI トレーニング・セミナー マレーシア（クアラルンプール）

平成 24年 11月 13日～15日 IADI トレーニング・セミナー 韓国（ソウル） 

平成 25年 2月 20日～21日 
IADI・インド預金保険信用保証公社共催 トレ
ーニング・セミナー 

インド（ムンバイ） 

 

・海外研修生受入 

時期 来訪者 主催者・研修名 

平成 25年 2月 21日 旧ソ連諸国の政府・中央銀行職員 国際協力機構（JICA） 
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（２）調査研究活動 

①最近の活動内容 

機構では、適切な業務運営を支えることを目的に、預金保険制度等に関する国際的動向や実務上・

法令上の諸問題などについて調査研究を行っています。 

平成 24 年度は、G20・FSB などでの金融機関の破綻処理を巡る国際的な議論の進展や、それを

受けた各国・地域の預金保険制度や破綻処理制度などの改革動向について、重点的に調査研究を行

いました。これらの調査研究の成果の一部を、調査研究誌の発刊（後述②参照）や機構ホームペー

ジへの掲載などを通じて広く提供しました。 

②調査研究誌「預金保険研究」の発刊 

機構が進めている調査研究の成果を公表するものとして、平成 16年 3月に調査研究誌「預金保険

研究」を創刊しましたが、平成 24年度においても、平成 24年 5月に第 14号を発刊しました。また、

第 15号の発刊に向けて作業を進めました。なお、当該資料は機構ホームページでもご覧いただけま

す（アドレス http://www.dic.go.jp/shiryo/chosa/index.html）。 
 

○調査研究誌「預金保険研究」への掲載論文・資料（平成 24年度の新規発刊分） 

第 14号（平成 24年 5月発行） 

・預金保険制度の歴史と基本的課題 

・マクロプルーデンス政策の国際的な潮流－次第に明らかになる政策の方向性－ 

・リーマン・ショック後の預金保険制度の世界的動向 

・今後の預金保険料率のあり方等について 
 

（参考）今般の世界的な金融危機以降の主な動き

 （出所）各国当局資料を基に作成 

米　国 欧　州 日本を含むアジア・オセアニア

2008年 9月

10月

（米：保護額引上げ、決済用預金の全額保護） （英独を含む多数の欧州諸国） （香港、シンガポール、マレーシア、豪、ニュージーランド等）

緊急経済安定化法成立＜TARP等＞ 主要国：包括的な金融安定化策を公表

11月

2009年 2月 EU：新しい金融規制・監督体制に関する提言を公表

6月 財務省、金融規制改革案を公表

2010年 3月

5月
EU：ソブリン問題の顕現化（ギリシア支援合意、
ユーロ導入国に対する時限的な金融支援枠組みで合意）

6月 EU：欧州金融安定化基金（EFSF）創設

7月 金融規制改革法（ドッド＝フランク法）の成立 EU：預金保険指令の見直し案を公表

10月 金融安定監督評議会（FSOC）が発足

11月

12月

2011年 1月
EU：新しい金融監督体制＜欧州システミック・リスク理事会
（ESRB）、欧州監督機構（ESAs）＞が発足

香港、シンガポール、マレーシア：定額保護に復帰

英：銀行税を導入

6月 日本：金融機能強化法改正（5年延長・震災特例等）

7月 EU：ギリシャ追加支援で合意。EFSFの機能強化を決定

11月

2012年 2月 日本：東日本大震災事業者再生支援機構設立

3月
日本：バーゼルⅢに係る自己資本比率規制（第１の柱）の告
示の一部改正を公表

5月

6月
EU：銀行等の再建・破綻処理指令案を公表、銀行同盟実現
への検討等を合意

10月 EU：欧州安定メカニズム（ESM）発足

12月 FDIC：無利息決済性預金の全額保護終了（12月末） EU：銀行同盟実現にむけた工程表を採択

2013年

日本：金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制
等の在り方に関するワーキング・グループ」の報告書を公表

4月 EU：キプロス支援合意

時期

世界各地で預金保護拡充を相次ぎ発表・実施

リーマン・ブラザーズ破綻　（その後、米・欧で金融機関の経営破綻、当局による支援策や国有化の発表が相次ぐ）

Ｇ７ 財務相・中銀総裁会議（ワシントン）　【預金保険制度の頑強性の確保、ｼｽﾃﾑ上重要な金融機関の支援、資本増強・流動性支援】

G20 ワシントン・サミット（第１回　金融・世界経済に関する首脳会合）　【金融ｼｽﾃﾑ安定化のため、あらゆる追加的措置の実行を表明】

保険監督者国際機構（IAIS）：グローバルにシステム上重要な保険会社（G-SIIs）を特定するための市中協議文書を公表

1月

バーゼル銀行監督委員会、「クロスボーダー銀行破綻処理グループの報告書と勧告」を公表

　　金融安定理事会（FSB)、システム上重要な金融機関（SIFIs、その中でも特に国際的な影響大のG-SIFIsが主対象）に関する政策提言を公表
　　　　G20 ソウル・サミット　【新たな金融規制の枠組みを承認、経常収支等の不均衡是正のための参考指針の設置等で合意】

G20 トロント・サミット　【財政健全化目標（2013年赤字半減）、自己資本規制枠組み、銀行税を巡る議論等】

バーゼル銀行監督委員会、新たな自己資本規制枠組み等（バーゼルⅢ）のテキスト公表

G20 カンヌ・サミット【FSB、グローバルにシステム上重要な金融機関（G-SIFIs）29行を指定】（以降、年次対象見直し）

バーゼル銀行監督委員会：流動性カバレッジ比率（LCR）規制の段階的実施を公表
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・書簡の交換を行った海外機関 

交換・署名年月 相手先 

平成 12年 11月 韓国資産管理公社 

平成 13年 11月 

平成 18年 6月 
韓国預金保険公社 

平成 18年 8月 台湾中央預金保険公社 

平成 19年 1月 フィリピン預金保険公社 

平成 19年 12月 インドネシア預金保険公社 

平成 19年 12月 ベトナム預金保険 

平成 21年 1月 タイ預金保護機構 

平成 21年 9月 ハンガリー国家預金保険基金 

平成 23年 7月 米国連邦預金保険公社（職員の派遣にかかるもの）

 

・海外関係機関訪問 

時期 目的 場所 

平成 24年 9月 3日～4日 アジア諸国の預金保険機関との意見交換 
ブルネイ（バンダーセリベガワ
ン）、オーストラリア（シドニ
ー） 

平成 24年 9月 13日～14日 アジア諸国の預金保険機関との意見交換 台湾（台北） 

 

・海外関係者来訪 

時期 来訪者 

平成 24年 5月 10日 中国長城資産管理公司 

平成 24年 5月 11日～14日 中国人民銀行 

平成 24年 10月 10日 韓国預金保険公社 

平成 24年 10月 11日 インドネシア預金保険公社 

平成 24年 11月 6日 タイ預金保護機構 

平成 24年 11月 9日 スイス銀行・証券預金保護機関 

平成 24年 11月 19日 カナダ預金保険公社 

平成 25年 2月 7日 ミャンマー財務歳入省 

平成 25年 3月 5日 インドネシア預金保険公社 

平成 25年 3月 11日 タイ中央銀行 

 

（技術協力） 

・海外への専門役職員派遣 

時期 目的 場所 

平成 24年 5月 1日～3日 IADI トレーニング・セミナー 米国（ワシントン D.C.） 

平成 24年 8月 28日～30日 IADI トレーニング・セミナー スイス（バーゼル） 

平成 24年 9月 5日～7日 IADI トレーニング・セミナー マレーシア（クアラルンプール）

平成 24年 11月 13日～15日 IADI トレーニング・セミナー 韓国（ソウル） 

平成 25年 2月 20日～21日 
IADI・インド預金保険信用保証公社共催 トレ
ーニング・セミナー 

インド（ムンバイ） 

 

・海外研修生受入 

時期 来訪者 主催者・研修名 

平成 25年 2月 21日 旧ソ連諸国の政府・中央銀行職員 国際協力機構（JICA） 
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（２）調査研究活動 

①最近の活動内容 

機構では、適切な業務運営を支えることを目的に、預金保険制度等に関する国際的動向や実務上・

法令上の諸問題などについて調査研究を行っています。 

平成 24 年度は、G20・FSB などでの金融機関の破綻処理を巡る国際的な議論の進展や、それを

受けた各国・地域の預金保険制度や破綻処理制度などの改革動向について、重点的に調査研究を行

いました。これらの調査研究の成果の一部を、調査研究誌の発刊（後述②参照）や機構ホームペー

ジへの掲載などを通じて広く提供しました。 

②調査研究誌「預金保険研究」の発刊 

機構が進めている調査研究の成果を公表するものとして、平成 16年 3月に調査研究誌「預金保険

研究」を創刊しましたが、平成 24年度においても、平成 24年 5月に第 14号を発刊しました。また、

第 15号の発刊に向けて作業を進めました。なお、当該資料は機構ホームページでもご覧いただけま

す（アドレス http://www.dic.go.jp/shiryo/chosa/index.html）。 
 

○調査研究誌「預金保険研究」への掲載論文・資料（平成 24年度の新規発刊分） 

第 14号（平成 24年 5月発行） 

・預金保険制度の歴史と基本的課題 

・マクロプルーデンス政策の国際的な潮流－次第に明らかになる政策の方向性－ 

・リーマン・ショック後の預金保険制度の世界的動向 

・今後の預金保険料率のあり方等について 
 

（参考）今般の世界的な金融危機以降の主な動き

 （出所）各国当局資料を基に作成 

米　国 欧　州 日本を含むアジア・オセアニア

2008年 9月

10月

（米：保護額引上げ、決済用預金の全額保護） （英独を含む多数の欧州諸国） （香港、シンガポール、マレーシア、豪、ニュージーランド等）

緊急経済安定化法成立＜TARP等＞ 主要国：包括的な金融安定化策を公表

11月

2009年 2月 EU：新しい金融規制・監督体制に関する提言を公表

6月 財務省、金融規制改革案を公表

2010年 3月

5月
EU：ソブリン問題の顕現化（ギリシア支援合意、
ユーロ導入国に対する時限的な金融支援枠組みで合意）

6月 EU：欧州金融安定化基金（EFSF）創設

7月 金融規制改革法（ドッド＝フランク法）の成立 EU：預金保険指令の見直し案を公表

10月 金融安定監督評議会（FSOC）が発足

11月

12月

2011年 1月
EU：新しい金融監督体制＜欧州システミック・リスク理事会
（ESRB）、欧州監督機構（ESAs）＞が発足

香港、シンガポール、マレーシア：定額保護に復帰

英：銀行税を導入

6月 日本：金融機能強化法改正（5年延長・震災特例等）

7月 EU：ギリシャ追加支援で合意。EFSFの機能強化を決定

11月

2012年 2月 日本：東日本大震災事業者再生支援機構設立

3月
日本：バーゼルⅢに係る自己資本比率規制（第１の柱）の告
示の一部改正を公表

5月

6月
EU：銀行等の再建・破綻処理指令案を公表、銀行同盟実現
への検討等を合意

10月 EU：欧州安定メカニズム（ESM）発足

12月 FDIC：無利息決済性預金の全額保護終了（12月末） EU：銀行同盟実現にむけた工程表を採択

2013年

日本：金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制
等の在り方に関するワーキング・グループ」の報告書を公表

4月 EU：キプロス支援合意

時期

世界各地で預金保護拡充を相次ぎ発表・実施

リーマン・ブラザーズ破綻　（その後、米・欧で金融機関の経営破綻、当局による支援策や国有化の発表が相次ぐ）

Ｇ７ 財務相・中銀総裁会議（ワシントン）　【預金保険制度の頑強性の確保、ｼｽﾃﾑ上重要な金融機関の支援、資本増強・流動性支援】

G20 ワシントン・サミット（第１回　金融・世界経済に関する首脳会合）　【金融ｼｽﾃﾑ安定化のため、あらゆる追加的措置の実行を表明】

保険監督者国際機構（IAIS）：グローバルにシステム上重要な保険会社（G-SIIs）を特定するための市中協議文書を公表

1月

バーゼル銀行監督委員会、「クロスボーダー銀行破綻処理グループの報告書と勧告」を公表

　　金融安定理事会（FSB)、システム上重要な金融機関（SIFIs、その中でも特に国際的な影響大のG-SIFIsが主対象）に関する政策提言を公表
　　　　G20 ソウル・サミット　【新たな金融規制の枠組みを承認、経常収支等の不均衡是正のための参考指針の設置等で合意】

G20 トロント・サミット　【財政健全化目標（2013年赤字半減）、自己資本規制枠組み、銀行税を巡る議論等】

バーゼル銀行監督委員会、新たな自己資本規制枠組み等（バーゼルⅢ）のテキスト公表

G20 カンヌ・サミット【FSB、グローバルにシステム上重要な金融機関（G-SIFIs）29行を指定】（以降、年次対象見直し）

バーゼル銀行監督委員会：流動性カバレッジ比率（LCR）規制の段階的実施を公表
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○主要国の預金保険制度 

 

 

日本 米国 カナダ 韓国

機関名
預金保険機構
Deposit Insurance Corporation of Japan
(DICJ)

連邦預金保険公社
Federal Deposit Insurance Corporation
（FDIC)

カナダ預金保険公社
Canada Deposit Insurance Corporation
（CDIC)

韓国預金保険公社
Korea Deposit Insurance Corporation
（KDIC)

設立年 1971年 1934年 1967年 1996年

性格 公的機関 公的機関 公的機関 公的機関

職員数 372名（2013年度定員） 7,476名（2012年末、ﾌﾙﾀｲﾑ換算数） 99名（2013年3月 フルタイム） 584名（2011年末）

対象金融機関

【強制加盟】
日本国内に本店のある次の金融機関：
①銀行法に規定する銀行、②長期信用銀
行法に規定する長期信用銀行、③信用金
庫、④信用組合、⑤労働金庫、⑥信金中
央金庫、⑦全国信用協同組合連合会、⑧
労働金庫連合会、⑨商工組合中央金庫

【強制加盟】
①銀行、②貯蓄金融機関(貯蓄貸付組合、
貯蓄銀行)

【強制加盟】
①銀行、②預金を受け入れる信託会社及
び貸付会社、③クレジットユニオン協会法
により設立された信用組合協会

【強制加盟】
①銀行、②相互貯蓄銀行、③韓国貯蓄銀
行連合、④外国銀行支店の在韓支店

対象預金等

【対象預金等】
①預金、②定期積金、③掛金、④元本補
塡契約のある金銭信託（ビッグなどの貸付
信託を含む。）、⑤金融債（保護預り専用
商品に限る。）

【対象外預金等】
①外貨預金、②譲渡性預金、③募集債で
ある金融債及び保護預り契約が終了した
金融債、④受益権が社債、株式等振替法
の対象である貸付信託又は受益証券発行
信託、⑤特別国際金融取引勘定において
経理された預金（オフショア預金）、⑥日本
銀行からの預金等（国庫金を除く。）、⑦対
象金融機関からの預金等（確定拠出年金
の積立金の運用に係る預金等を除く。）、
⑧機構からの預金等、⑨無記名預金等

また、次の預金等は保護されない
①他人（仮設人を含む。）名義の預金等、
②導入預金等

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④譲渡性預金、⑤外貨預金、⑥小切手、
為替、トラベラーズチェック

【対象外預金等】
①債券、②信託商品

【対象預金等】
加盟金融機関に預けられたカナダで支払
可能なカナダドル建ての下記預金等
①当座預金、②普通預金、③満期が5年
以下の定期預金、④銀行以外の加盟金融
機関が発行する預け金債務証書、⑤加盟
金融機関が発行する送金為替、銀行確認
小切手、トラベラーズチェック、銀加盟金融
機関が発行する銀行小切手

【対象外預金等】
①外貨預金、②満期が5年超の定期預
金、③債券、④ミューチュアルファンド、株
式、⑤政府短期証券、⑥バンカーズアクセ
プタンス、元本保証証書（PPNs)

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④元本保証のある信託商品、⑤外貨預
金、⑥積立預金、⑦海外支店の預金

【対象外預金等】
①譲渡性預金、②元本保証のない信託商
品、③政府預金、④中央銀行の預金、⑤
預金保険公社の預金、⑥金融機関の預金

付保限度額

対象預金等のうち、決済用預金（無利息、
要求払い、決済サービスを提供できるこ
と、という３要件を満たす預金）は全額、そ
れ以外の預金等については預金者一人当
たり元本1千万円までと破綻日までの利息
等の合計額

単一名義口座・共同名義口座など8カテゴ
リーについて、各25万ドル（約23.7百万円、
利息は内数）

なお、2012年末までの時限措置として、無
利息決済性の預金は全額保護していた
が、期限の到来により全額保護は終了

単一名義預金・共同名義預金など、7つの
カテゴリーごとに各10万カナダドル（約9.3
百万円、利息は内数）

5千万ウォン（約4.3百万円、利息は内数）

保険料率

定率保険料率

（2013年度）（注２）
　・決済用預金：0.107％
　・一般預金等：0.082％
　　（実効料率：0.084％）

可変保険料率
0.025-0.45%

可変保険料率
0.028％、0.056％、0.111％、0.222％
の4段階

定率保険料率
銀行： 0.08%、相互貯蓄銀行：0.40%

特別保険料（2027年まで）
全業態一律：0.1%

その他

・農林中央金庫、農業協同組合、漁業協
同組合等は、「農水産業協同組合貯金保
険機構」に加入している
・証券会社は「投資者保護基金」、生命・損
害保険会社は、「保険契約者保護機構」に
加入している

・信用組合の預金はNational Credit Union
Administration (NCUA)により保護される

・州内で営業するクレジット・ユニオン（信用
組合）及びケース・ポピュレール（庶民金
庫）の預金は、各州の預金保険制度により
保護される

・KDICは預金取扱金融機関以外の金融投
資会社、保険会社等も保護している
・信用組合の預金は、韓国信用組合連合
会(National Credit Union Federation of
Korea)により保護される

(注１）EU預金保険指令の改正に伴い、一律10万ユーロで統一。

(注２）2013年度の日本の保険料率については、83ページを参照。

(注３）外国為替換算レートは2013年3月の月中平均。

(出所）各国当局資料等を基に作成

- 97 - 
 

 

EU域内の共通基準（預金保険指令） 英国 フランス ドイツ

―――
金融サービス補償スキーム
Financial Services Compensation Scheme
（FSCS)

フランス預金保険公社
Fonds de Garantie des Depôts （FGD)

【強制加盟制度】
ドイツ銀行補償機構
Entschadigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH (EdB)
(Compensation Scheme of German Banks)

【任意加盟制度】
ドイツ銀行協会
Bundesverband deutscher Banken
(Association of German Banks)

（基準制定は1994年、2010年7月に
改正案を公表し、欧州議会で審議中）

2001年
（預金保険制度は1982年に開始）

1999年
（1980年より銀行協会の預金保護制度）

1966年

――― 公的機関 公法上の権限を与えられた民間機関 民間機関

――― 182名（2012年3月） 数名
専従数名

（ドイツ銀行協会から人的サポート）
域内で対象を統一する方針 【強制加盟】

①銀行、②住宅貯蓄貸付組合、③信用組
合、④欧州経済圏外で設立された外国銀
行の在英支店

【強制加盟】
①銀行、②欧州経済圏外で設立された外
国銀行の在仏支店

*欧州経済圏内で設立された外国銀行の
在仏支店は、母国の預金保護の補完とし
て任意に加盟できる

【強制加盟制度】
①銀行、②住宅ローン組合、③欧州経済
圏外で設立された外国銀行の在独支店

*欧州経済圏内で設立された外国銀行の
在独支店は、母国の預金保護の補完とし
て任意に加盟できる

【任意加盟制度】
①銀行、②外国銀行支店

域内で対象を統一する方針 【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④外貨預金、⑤欧州経済圏内の海外支店
の預金

【対象外預金等】
①金融機関の預金、②破綻金融機関の経
営者その他一定の関係のある個人の預
金、③無記名預金、④偽名・架空名義預
金、⑤マネーロンダリングに関わる預金

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④欧州経済圏の通貨建外貨預金、⑤欧州
経済圏内の海外支店の預金、⑥未決済債
務

【対象外預金等】
①譲渡性預金、②債券、③信託商品、④
中央政府の預金、⑤金融機関の預金、⑥
破綻金融機関の経営者その他一定の関
係のある個人の預金、⑦無記名預金、⑧
マネーロンダリングに関わる預金、⑨欧州
経済圏外の通貨建預金

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④外貨預金（欧州経済圏外の通貨建預金
は、強制加盟制度では保護されないが、任
意加盟制度で保護される）、⑤欧州経済圏
内の海外支店の預金

【対象外預金等】
①金融機関預金、②破綻金融機関の経営
者その他一定の関係のある個人の預金、
③無記名預金

10万ユーロ（約12.3百万円、利息は内数）
（2010年末に先行して対応済）

預金については8.5万ポンド（＝10万ユーロ
相当、利息は内数）　（注１）

預金については10万ユーロ（利息は内数）
（注１）

【強制加盟】
10万ユーロ（利息は内数）　（注１）

【任意加盟】
１預金者あたり各銀行の責任自己資本の
30％相当額

可変保険料率で域内統一する方針 事後徴収（定率保険料率）
・預金取扱金融機関の部門全体からの徴
収額上限：年間15億ポンド

可変保険料率 【強制加盟制度】
定率保険料率

【任意加盟制度】
可変保険料率

・FSCSは預金取扱金融機関以外の、証券
会社（証券）、保険会社（生命保険、損害
保険）、投資顧問、保険仲介業者、モー
ゲージ仲介業者（不適切なアドバイス・販
売が行われた場合）も保護している

・認可を受けた機関が保護預りしている証
券については、7万ユーロ（0.9千万円）まで
保護する

・協同組合銀行、貯蓄銀行の預金は、別
の預金保険制度により保護される
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○主要国の預金保険制度 

 

 

日本 米国 カナダ 韓国

機関名
預金保険機構
Deposit Insurance Corporation of Japan
(DICJ)

連邦預金保険公社
Federal Deposit Insurance Corporation
（FDIC)

カナダ預金保険公社
Canada Deposit Insurance Corporation
（CDIC)

韓国預金保険公社
Korea Deposit Insurance Corporation
（KDIC)

設立年 1971年 1934年 1967年 1996年

性格 公的機関 公的機関 公的機関 公的機関

職員数 372名（2013年度定員） 7,476名（2012年末、ﾌﾙﾀｲﾑ換算数） 99名（2013年3月 フルタイム） 584名（2011年末）

対象金融機関

【強制加盟】
日本国内に本店のある次の金融機関：
①銀行法に規定する銀行、②長期信用銀
行法に規定する長期信用銀行、③信用金
庫、④信用組合、⑤労働金庫、⑥信金中
央金庫、⑦全国信用協同組合連合会、⑧
労働金庫連合会、⑨商工組合中央金庫

【強制加盟】
①銀行、②貯蓄金融機関(貯蓄貸付組合、
貯蓄銀行)

【強制加盟】
①銀行、②預金を受け入れる信託会社及
び貸付会社、③クレジットユニオン協会法
により設立された信用組合協会

【強制加盟】
①銀行、②相互貯蓄銀行、③韓国貯蓄銀
行連合、④外国銀行支店の在韓支店

対象預金等

【対象預金等】
①預金、②定期積金、③掛金、④元本補
塡契約のある金銭信託（ビッグなどの貸付
信託を含む。）、⑤金融債（保護預り専用
商品に限る。）

【対象外預金等】
①外貨預金、②譲渡性預金、③募集債で
ある金融債及び保護預り契約が終了した
金融債、④受益権が社債、株式等振替法
の対象である貸付信託又は受益証券発行
信託、⑤特別国際金融取引勘定において
経理された預金（オフショア預金）、⑥日本
銀行からの預金等（国庫金を除く。）、⑦対
象金融機関からの預金等（確定拠出年金
の積立金の運用に係る預金等を除く。）、
⑧機構からの預金等、⑨無記名預金等

また、次の預金等は保護されない
①他人（仮設人を含む。）名義の預金等、
②導入預金等

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④譲渡性預金、⑤外貨預金、⑥小切手、
為替、トラベラーズチェック

【対象外預金等】
①債券、②信託商品

【対象預金等】
加盟金融機関に預けられたカナダで支払
可能なカナダドル建ての下記預金等
①当座預金、②普通預金、③満期が5年
以下の定期預金、④銀行以外の加盟金融
機関が発行する預け金債務証書、⑤加盟
金融機関が発行する送金為替、銀行確認
小切手、トラベラーズチェック、銀加盟金融
機関が発行する銀行小切手

【対象外預金等】
①外貨預金、②満期が5年超の定期預
金、③債券、④ミューチュアルファンド、株
式、⑤政府短期証券、⑥バンカーズアクセ
プタンス、元本保証証書（PPNs)

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④元本保証のある信託商品、⑤外貨預
金、⑥積立預金、⑦海外支店の預金

【対象外預金等】
①譲渡性預金、②元本保証のない信託商
品、③政府預金、④中央銀行の預金、⑤
預金保険公社の預金、⑥金融機関の預金

付保限度額

対象預金等のうち、決済用預金（無利息、
要求払い、決済サービスを提供できるこ
と、という３要件を満たす預金）は全額、そ
れ以外の預金等については預金者一人当
たり元本1千万円までと破綻日までの利息
等の合計額

単一名義口座・共同名義口座など8カテゴ
リーについて、各25万ドル（約23.7百万円、
利息は内数）

なお、2012年末までの時限措置として、無
利息決済性の預金は全額保護していた
が、期限の到来により全額保護は終了

単一名義預金・共同名義預金など、7つの
カテゴリーごとに各10万カナダドル（約9.3
百万円、利息は内数）

5千万ウォン（約4.3百万円、利息は内数）

保険料率

定率保険料率

（2013年度）（注２）
　・決済用預金：0.107％
　・一般預金等：0.082％
　　（実効料率：0.084％）

可変保険料率
0.025-0.45%

可変保険料率
0.028％、0.056％、0.111％、0.222％
の4段階

定率保険料率
銀行： 0.08%、相互貯蓄銀行：0.40%

特別保険料（2027年まで）
全業態一律：0.1%

その他

・農林中央金庫、農業協同組合、漁業協
同組合等は、「農水産業協同組合貯金保
険機構」に加入している
・証券会社は「投資者保護基金」、生命・損
害保険会社は、「保険契約者保護機構」に
加入している

・信用組合の預金はNational Credit Union
Administration (NCUA)により保護される

・州内で営業するクレジット・ユニオン（信用
組合）及びケース・ポピュレール（庶民金
庫）の預金は、各州の預金保険制度により
保護される

・KDICは預金取扱金融機関以外の金融投
資会社、保険会社等も保護している
・信用組合の預金は、韓国信用組合連合
会(National Credit Union Federation of
Korea)により保護される

(注１）EU預金保険指令の改正に伴い、一律10万ユーロで統一。

(注２）2013年度の日本の保険料率については、83ページを参照。

(注３）外国為替換算レートは2013年3月の月中平均。

(出所）各国当局資料等を基に作成
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EU域内の共通基準（預金保険指令） 英国 フランス ドイツ

―――
金融サービス補償スキーム
Financial Services Compensation Scheme
（FSCS)

フランス預金保険公社
Fonds de Garantie des Depôts （FGD)

【強制加盟制度】
ドイツ銀行補償機構
Entschadigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH (EdB)
(Compensation Scheme of German Banks)

【任意加盟制度】
ドイツ銀行協会
Bundesverband deutscher Banken
(Association of German Banks)

（基準制定は1994年、2010年7月に
改正案を公表し、欧州議会で審議中）

2001年
（預金保険制度は1982年に開始）

1999年
（1980年より銀行協会の預金保護制度）

1966年

――― 公的機関 公法上の権限を与えられた民間機関 民間機関

――― 182名（2012年3月） 数名
専従数名

（ドイツ銀行協会から人的サポート）
域内で対象を統一する方針 【強制加盟】

①銀行、②住宅貯蓄貸付組合、③信用組
合、④欧州経済圏外で設立された外国銀
行の在英支店

【強制加盟】
①銀行、②欧州経済圏外で設立された外
国銀行の在仏支店

*欧州経済圏内で設立された外国銀行の
在仏支店は、母国の預金保護の補完とし
て任意に加盟できる

【強制加盟制度】
①銀行、②住宅ローン組合、③欧州経済
圏外で設立された外国銀行の在独支店

*欧州経済圏内で設立された外国銀行の
在独支店は、母国の預金保護の補完とし
て任意に加盟できる

【任意加盟制度】
①銀行、②外国銀行支店

域内で対象を統一する方針 【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④外貨預金、⑤欧州経済圏内の海外支店
の預金

【対象外預金等】
①金融機関の預金、②破綻金融機関の経
営者その他一定の関係のある個人の預
金、③無記名預金、④偽名・架空名義預
金、⑤マネーロンダリングに関わる預金

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④欧州経済圏の通貨建外貨預金、⑤欧州
経済圏内の海外支店の預金、⑥未決済債
務

【対象外預金等】
①譲渡性預金、②債券、③信託商品、④
中央政府の預金、⑤金融機関の預金、⑥
破綻金融機関の経営者その他一定の関
係のある個人の預金、⑦無記名預金、⑧
マネーロンダリングに関わる預金、⑨欧州
経済圏外の通貨建預金

【対象預金等】
①当座預金、②普通預金、③定期預金、
④外貨預金（欧州経済圏外の通貨建預金
は、強制加盟制度では保護されないが、任
意加盟制度で保護される）、⑤欧州経済圏
内の海外支店の預金

【対象外預金等】
①金融機関預金、②破綻金融機関の経営
者その他一定の関係のある個人の預金、
③無記名預金

10万ユーロ（約12.3百万円、利息は内数）
（2010年末に先行して対応済）

預金については8.5万ポンド（＝10万ユーロ
相当、利息は内数）　（注１）

預金については10万ユーロ（利息は内数）
（注１）

【強制加盟】
10万ユーロ（利息は内数）　（注１）

【任意加盟】
１預金者あたり各銀行の責任自己資本の
30％相当額

可変保険料率で域内統一する方針 事後徴収（定率保険料率）
・預金取扱金融機関の部門全体からの徴
収額上限：年間15億ポンド

可変保険料率 【強制加盟制度】
定率保険料率

【任意加盟制度】
可変保険料率

・FSCSは預金取扱金融機関以外の、証券
会社（証券）、保険会社（生命保険、損害
保険）、投資顧問、保険仲介業者、モー
ゲージ仲介業者（不適切なアドバイス・販
売が行われた場合）も保護している

・認可を受けた機関が保護預りしている証
券については、7万ユーロ（0.9千万円）まで
保護する

・協同組合銀行、貯蓄銀行の預金は、別
の預金保険制度により保護される
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９．中期目標・業務方針及び実績評価の作成・公表 
 
機構は、「中期的な業務の目標を作成し、これに基づいて毎年度作成する業務方針に沿って業務を行

い、対象年度終了後にその実績を評価し、これを更に次年度以降の業務に生かしていく」という業務管

理プロセスにより、ガバナンスの向上と業務の的確性・効率性の向上を図ることとしています。  

また、機構の業務運営の透明性を高め、国民への説明責任を適切に果たすため、『中期目標』、『業務

方針』、『実績評価書』を公表しています（注）。 

（注）機構ホームページ『中期目標・業務方針・実績評価書』 

（アドレス http://www.dic.go.jp/kikotoha/chuki/index.html） 
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９．中期目標・業務方針及び実績評価の作成・公表 
 
機構は、「中期的な業務の目標を作成し、これに基づいて毎年度作成する業務方針に沿って業務を行

い、対象年度終了後にその実績を評価し、これを更に次年度以降の業務に生かしていく」という業務管

理プロセスにより、ガバナンスの向上と業務の的確性・効率性の向上を図ることとしています。  

また、機構の業務運営の透明性を高め、国民への説明責任を適切に果たすため、『中期目標』、『業務

方針』、『実績評価書』を公表しています（注）。 

（注）機構ホームページ『中期目標・業務方針・実績評価書』 

（アドレス http://www.dic.go.jp/kikotoha/chuki/index.html） 
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績
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価
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今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

１
．

預
金

者
保

護
等

の
観

点
に

立
っ

て
あ

ら
ゆ

る
事

態
に

対
応

し
た

金
融

機
関

の
破

綻
処

理
態

勢
の

整
備

・
強

化
 

 
(
1)
 
破

綻
処

理
に

係
る

預
金

保
険

機
構

の
態

勢
強
化
、
金
融
機
関
の

平
時

に
お

け
る

態
勢

整
備

等
に

係
る

対
応

状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
等
 

○
破
綻
処
理
実
務
を
通
じ
得
ら
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
・
ス
キ
ル
の
集
積
を
図
っ
た
ほ
か
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
実
務
訓
練
・
研
修
等
を

積
極
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
有
事
に
備
え
金
融
整
理
管
財
人
団
の
態
勢
整
備
を
更
に
進
め
る
な
ど
、
破
綻
発
生
時
の
対

応
力
の
強
化
に
努
め
ま
し
た
。
 

平
成

2
4
年

4
月
以
降
毎

月
(
8
月
除
く
)
 

臨
店
職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
の
実
施
 

平
成

24
年

6
月
 

金
融

整
理

管
財

人
団

職
員

を
対

象
と

し
た

破
綻

処
理

初
動

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

訓

練
（
ウ
ォ
ー
ク
ス
ル
ー
形
式
）
（

注
）
の
実
施
 

平
成

2
4
年

7
月
 

新
規
入
構
職
員
等
を
対
象
と
し
た
全
体
実
地
訓
練
の
実
施
 

平
成

2
4
年

10
月
 

金
融
整
理
管
財
人
団
職
員
等
を
対
象
と
し
た
広
報
関
連
実
地
訓
練
の
実
施
 

平
成

2
4
年

12
月
 

金
融
関
係
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
と
の
合
同
検
討
会
の
実
施
 

平
成

25
年

3
月
 

金
融

整
理

管
財

人
団

職
員

を
対

象
と

し
た

破
綻

処
理

初
動

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

訓

練
（
模
擬
訓
練
形
式
）
の
実
施
 

（
注
）
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
定
め
た
一
連
の
対
応
手
順
を
書
面
上
で
確
認
す
る
訓
練
。
 

○
改
正
預
金
保
険
法
の
施
行
（
平
成

2
4
年

5
月
）
に
合
わ
せ
、
保
険
事
故
の
処
理
手
続
に
係
る
対
応
状
況
等
に
つ
い
て
、
金

融
機
関
か
ら
の
情
報
収
集
と
現
況
確
認
を
目
的
と
し
て
、
全
国
の
財
務
局
等
に
お
い
て
金
融
機
関
向
け
説
明
会
を
実
施
す
る

（
全
国

1
2
か
所
、
計

17
回
開
催
）
と
と
も
に
、
全
国

5
8
4
金
融
機
関
か
ら
手
順
書
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
徴
求
し
、
補
足
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

 

○
こ

れ
ま

で
実

施
し

て
き

た
研

修
・

実

務
訓

練
等

の
成

果
と

し
て

、
日

本
振

興
銀

行
の

破
綻

処
理

に
お

い
て

、
金

融
整

理
管

財
人

業
務

を
適

切
に

遂
行

で
き
ま
し
た
。
 

○
日

本
振

興
銀

行
の

破
綻

処
理

の
経

験

を
踏

ま
え

、
諸

課
題

の
検

討
を

進
め

た
こ

と
か

ら
、

破
綻

処
理

態
勢

の
一

層
の

強
化

を
図

る
こ

と
が

で
き

た
と

考
え
て
い
ま
す
。
 

     ○
金

融
機

関
に

対
し

、
手

順
書

・
マ

ニ

ュ
ア

ル
の

整
備

を
通

じ
保

険
事

故
発

生
時

に
お

け
る

預
金

の
円

滑
な

払
戻

し
を

行
う

た
め

の
態

勢
整

備
を

促
す

こ
と
に
よ
り
、
平
成

2
4
年

5
月
に
施

行
さ

れ
た

改
正

預
金

保
険

法
の

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
で

き
た

と
考

え
て

い
ま
す
。
 

○
研

修
・

実
務

訓
練

等
の

積
み

重
ね

を

通
じ

て
明

ら
か

に
な

っ
た

諸
課

題
の

検
討

を
更

に
進

め
、

対
応

力
の

強
化

に
努
め
ま
す
。
 

            ○
金

融
機

関
に

対
す

る
検

査
、

研
修

等

を
通

じ
て

、
付

保
預

金
の

払
戻

し
等

に
関

す
る

一
層

の
態

勢
整

備
の

充
実

に
努
め
ま
す
。
 

   ○
ま

た
、

預
金

保
険

法
等

が
改

正
（

平

成
25

年
6
月
）
さ
れ
、
金
融
シ
ス
テ

ム
の

安
定

を
図

る
た

め
の

金
融

機
関

等
の

資
産

及
び

負
債

の
秩

序
あ

る
処

理
に

関
す

る
措

置
が

導
入

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

当
該

改
正

法
の

施
行

に
向

け
て

、
必

要
な

態
勢

整
備

に
努

め
ま

す
。
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
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今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

 
(
2)
 
金

融
機

関
の

付
保

預
金

の
円

滑
な

払
戻

し
の

た
め

の
整

備
状

況
等
に
係
る
検
査
等
 

○
立
入
検
査
に
当
た
っ
て
は
、
平
成

2
4
年

5
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
預
金
保
険
法
に
対
応
し
た
検
査
を
実
施
す
る
た
め
、
検

査
等
の
重
点
を
従
来
の
名
寄
せ
デ
ー
タ
整
備
の
検
査
か
ら
、
破
綻
処
理
に
係
る
手
順
書
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
シ
ス
テ
ム
整
備
の

検
査
へ
シ
フ
ト
す
る
と
同
時
に
シ
ス
テ
ム
を
自
営
で
運
用
し
て
い
る
先
に
対
す
る
検
査
を
増
や
す
等
、
態
勢
の
抜
本
的
な
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
。
 

ま
た
、
名
寄
せ
デ
ー
タ
整
備
に
つ
い
て
は
、
被
検
査
金
融
機
関
に
対
し
て
検
査
の
評
点
結
果
（
平
時
の
対
応
状
況
の
水
準
等
）

を
伝
達
し
、
自
主
改
善
を
促
し
て
い
く
と
い
う
新
た
な
施
策
を
開
始
し
ま
し
た
。
 

          

○
金
融
庁
等
に
よ
る
改
善
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
際
し
て
は
、
引
き
続
き
、
実
際
に
検
査
・
審
査
を
担
当
し
た
者
等
が
同
席
し
て
意
見

交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
検
査
結
果
を
踏
ま
え
た
金
融
機
関
の
理
解
向
上
を
図
り
ま
し
た
。
 

   ○
シ
ス
テ
ム
検
証
に
関
し
て
は
、
平
成

2
4
年

5
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
預
金
保
険
法
対
応
で
の
手
順
書
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備

が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
検
証
を
行
っ
た
金
融
機
関
に
対
し
還
元
デ
ー
タ
の
充
実
を
図
り
ま
し
た
。
 

更
に
、
団
体
預
金
の
区
分
（
法
人
、
権
利
能
力
な
き
社
団
・
財
団
、
任
意
団
体
の
い
ず
れ
の
人
格
に
区
分
す
る
か
）
に
つ
い

て
、
金
融
機
関
の
判
断
の
一
助
と
な
る
よ
う
に
、
預
金
保
険
制
度
上
の
考
え
方
を
整
理
し
た
資
料
を
作
成
・
配
布
し
ま
し
た
。

 

検
査
事
務

年
度

（
注

1
）
 

立
入
検
査
実
施
件
数
 

 

年
度
 

シ
ス
テ
ム
検

証
実
施
件
数

研
修
・
助
言

の
実
施
件
数

 
銀
行
等
 

信
金
 

信
組
 

1
3～

2
2 

8
76
 

1
69
 

4
30
 

2
77
 

1
3～

2
2

1
,7

59
7
16

2
3 

5
7 

8 
4
4 

5 
2
3 

8
2

5
0

2
4
（

注
2
）
 

5
8 

2
0 

2
5 

1
3 

2
4 

 
 
 
87

5
0

合
計
 

9
91
 

1
97
 

4
99
 

2
95
 

合
計
 

 
1
,9

28
 
 
8
16

（
注

1
）
検
査
事
務
年
度
は
、
7
月
～
翌
年

6
月
を
い
う
。
 

（
注

2
）

2
4
検
査
事
務
年
度
は
実
施
見
込
件
数
。
 

○
平
成

2
4
年

5
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正

預
金

保
険

法
に

対
応

し
た

検
査

の
実

施
に

あ
た

り
、

検
査

部
職

員
に

対
す

る
全
体
研
修
（
1
4
回
、
14

日
間
）
を

実
施

し
ス

キ
ル

の
集

積
を

図
っ

た
ほ

か
、

名
寄

せ
検

査
の

手
法

見
直

し
、

預
金

保
険

機
構

内
関

係
部

署
間

の
情

報
提

供
の

充
実

等
を

図
り

ま
し

た
。

法
施

行
か

ら
間

も
な

い
こ

と
等

を
考

慮
し

、
検

査
は

指
導

面
に

重
点

を
置

い
て
実
施
し
ま
し
た
。
 

ま
た
、
機
構
検
査

2
回
目
の
先
に
つ

い
て

は
、

各
業

態
と

も
名

寄
せ

デ
ー

タ
の

精
度

の
水

準
が

上
昇

し
て

き
て

お
り
、
立
入
検
査
や
シ
ス
テ
ム
検
証
、

研
修

・
助

言
等

の
効

果
が

現
れ

て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

 

○
改

善
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
つ

い
て

は
、

被

検
査

金
融

機
関

が
検

査
結

果
を

理
解

し
た

上
で

、
適

切
な

改
善

対
応

を
図

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

実
効

性
の

あ
る

改
善

と
な

る
よ

う
必
要
な
助
言
を
行
い
ま
し
た
。
 

○
名

寄
せ

デ
ー

タ
の

精
度

に
つ

い
て

は
、

依
然

と
し

て
金

融
機

関
に

よ
っ

て
差

が
あ

り
、

改
善

の
余

地
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
団

体
預

金
の

区
分

に
つ

い
て

預
金

保
険

制
度

上
の

考
え

方
を

整
理

し
た

資
料

を
作

成
し

、
態

勢
整

備
を

支
援

し
ま

し
た

。
ま

た
金

融
機

関
に

お
い

て
は

、
新

規
口

座
開

設
や

個
々

の
預

金
者

デ
ー

タ
の

変

更
、

シ
ス

テ
ム

の
変

更
へ

の
対

応
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
常

に
実

態
を

踏
ま

え
た

名
寄

せ
デ

ー
タ

の
精

度
の

維

持
・
向
上
が
必
要
で
す
。
 

○
検

査
で

把
握

さ
れ

た
課

題
に

対
す

る

認
識

を
預

金
保

険
機

構
内

関
連

部
署

と
共

有
し

、
一

層
連

携
の

強
化

を
図

っ
て

い
く

た
め

、
検

査
部

、
預

金
保

険
部

、
金

融
再

生
部

に
よ

る
合

同
検

討
会

に
て

検
討

を
進

め
る

こ
と

と
し

て
い
ま
す
。
 

ま
た

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

や
研

修
等

を
充

実
さ

せ
、

預
金

保
険

機
構

内
の

目
線

の
統

一
等

を
図

る
こ

と
と

し
て

い
き

ま
す
。
 

             

○
名

寄
せ

デ
ー

タ
整

備
で

の
誤

り
を

防

止
す

る
た

め
の

情
報

提
供

及
び

金
融

機
関

へ
の

態
勢

整
備

の
支

援
に

努
め

ま
す
。
 

検
査
部
 

 
検
査
企
画
課
 

 
審
査
課
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

分
析

課

預
金
保
険
部
 

 
シ
ス
テ
ム
課
 

 
研
修
課
 

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

 
(
3)
 
名

寄
せ

迅
速

化
・

金
融

整
理

管
財

人
業

務
円

滑
化

の
推

進
に

向
け

た
態

勢
の

整

備
・

拡
充

、
破

綻
処

理
シ

ス
テ

ム
整

備
・

稼
働
等
 

○
業
務
面
で
は
、
各
種
破
綻
処
理
方
式
に
よ
る
事
務
処
理
手
順
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
破
綻
処
理
実
務
に
お
い
て

も
、
日
本
振
興
銀
行
の
非
付
保
預
金
に
つ
い
て
、
精
算
払
及
び
弁
済
金
支
払
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

      ○
シ
ス
テ
ム
面
で
は
、
業
務
最
適
化
の
シ
ス
テ
ム
更
改
が
完
了
し
、
名
寄
せ
及
び
金
融
整
理
管
財
人
業
務
等
に
用
い
る
破
綻
処

理
業
務
シ
ス
テ
ム
が
平
成

2
4
年

5
月
に
稼
働
を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
た
、
稼
働
開
始
後
は
、
平
成

2
4
年

5
月
に
施
行
さ
れ

た
改
正
預
金
保
険
法
対
応
の
追
加
開
発
を
行
い
ま
し
た
。
 

 

○
各

種
破

綻
処

理
方

式
に

よ
る

事
務

手

順
の

見
直

し
・

訓
練

を
通

じ
て

、
業

務
処

理
態

勢
が

整
備

・
拡

充
さ

れ
、

実
際

の
破

綻
処

理
に

お
け

る
運

用
力

の
向
上
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
 

  ○
破

綻
処

理
業

務
シ

ス
テ

ム
稼

働
開

始

に
よ

り
、

よ
り

実
効

的
か

つ
効

率
的

な
破

綻
処

理
が

可
能

と
な

り
ま

し

た
。
 

○
名

寄
せ

の
迅

速
化

や
金

融
整

理
管

財

人
業

務
の

円
滑

化
等

を
一

層
推

進
す

る
た

め
、

日
本

振
興

銀
行

の
破

綻
処

理
の

経
験

も
踏

ま
え

、
破

綻
時

の
業

務
処

理
態

勢
に

つ
い

て
、

効
率

的
に

整
備

・
拡

充
を

進
め

る
と

と
も

に
、

実
際

の
運

用
力

の
更

な
る

向
上

を
図

り
ま
す
。
 

○
ま

た
、

破
綻

処
理

業
務

シ
ス

テ
ム

に

つ
い

て
、

機
構

横
断

的
に

そ
の

運
用

態
勢

の
更

な
る

整
備

を
効

率
的

に
進

め
、

順
調

な
稼

働
の

維
持

を
目

指
し

ま
す
。
 

預
金
保
険
部
 

シ
ス
テ
ム
課
 

金
融
再
生
部
 

金
融
整
理
課
 

総
務
部
 

情
報

シ
ス

テ
ム

企
画

課

 
(
4)
 
破

綻
処

理
の

ス
キ

ー
ム

・
実

務
等

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
の

検
討

、
他

の
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
運

営
主

体
と
の
連
携
 

○
日

本
振
興
銀
行

の
破
綻
処
理

の
経
験
を
踏

ま
え
、
今
後

の
破
綻
処
理

に
向
け
た
破

綻
処
理
の
ス

キ
ー
ム
や
実

務
等
に
つ
い

て
必

要
な
事
項
の

検
討
を
継
続

的
に
実
施
し

た
ほ
か
、
仕

組
預
金
に
関

す
る
預
金
保

険
の
保
護
範

囲
の
明
確
化

や
預
金
保

険
制
度
に
関
す
る
照
会
に
対
応
し
ま
し
た
。
 

     ○
破
綻
処
理
に
関
す
る
関
係
当
局
と
の
連
携
強
化
に
努
め
ま
し
た
。
 

○
「
金
融
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
運
営
者
連
絡
会
」
を
開
催
し
（
平
成

2
4
年

10
月
）
、
他
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
運
営
主
体
と

の
連
携
強
化
に
努
め
ま
し
た
。
 

○
破

綻
処

理
ス

キ
ー

ム
や

実
務

等
に

つ

い
て

継
続

的
な

検
討

が
実

施
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
預

金
保

険
の

保
護

範
囲

の
明

確
化

に
対

応
す

る
な

ど
、

預
金

保
険

制
度

の
円

滑
な

運
営

確
保

に
必

要
な

事
項

の
検

討
が

適
切

に
行

わ
れ

た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

 ○
関

係
当

局
や

他
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ

ト
運

営
主

体
と

の
連

携
強

化
が

図
ら

れ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

○
今

後
も

預
金

保
険

制
度

の
円

滑
な

運

営
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

必
要

な
事

項
を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
関

係
当

局
や

他
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

運
営

主
体

と
の

一
層

の
連

携
強

化
を

図
り

ま
す
。
 

○
ま

た
、

預
金

保
険

法
等

が
改

正
（

平

成
25

年
6
月
）
さ
れ
、
金
融
シ
ス
テ

ム
の

安
定

を
図

る
た

め
の

金
融

機
関

等
の

資
産

及
び

負
債

の
秩

序
あ

る
処

理
に

関
す

る
措

置
が

導
入

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

当
該

改
正

法
の

施
行

に
向

け
て

、
関

係
当

局
等

と
連

携
し

つ
つ

当
該

業
務

の
実

施
に

係
る

実
務

面
の

検
討
を
進
め
ま
す
。
 

総
務
部
 

企
画
調
整
課
 

調
査
室
 

預
金
保
険
部
 

企
画
課
 

金
融
再
生
部
 

企
画
管
理
課
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

２
．

預
金

保
険

制
度

や
預

金
保

険
機

構
の

業
務

に
関

す
る

広
報
 

 
預

金
保

険
制

度
及

び

預
金

保
険

機
構

の
役

割
・
業
務
へ
の
理
解
を

深
め

る
た

め
の

預
金

者
の

目
線

に
立

っ
た

分
か

り
や

す
い

広
報

の
実
施
 

○
預
金
保
険
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専
用
サ
イ
ト
を
設
け
、
利
便
性
の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。
 

更
に
、
高
齢
者
や
障
害
者
を
含
め
た
誰
も
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
提
供
さ
れ
る
情
報
や
機
能
を
支
障
な
く
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
例
え
ば
音
声
読
み
上
げ
ソ
フ
ト
の
利
用
者
が
よ
り
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
に

P
D
F
デ
ー
タ
の

H
T
M
L
化
を
行
う

な
ど
ウ
ェ
ブ
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
向
上
へ
の
対
応
を
行
い
ま
し
た
。
 

  

○
広
く
預
金
者
や
金
融
関
係
者
等
に
預
金
保
険
制
度
等
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
講
演
会
、
各
種
会
合
へ
の
講
師

派
遣
、
金
融
専
門
誌
等
へ
の
寄
稿
に
積
極
的
に
対
応
し
、
前
年
を
上
回
る
実
績
と
な
り
ま
し
た
。
 

 
2
2
年
度

2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

役
職

員
の

講
師

派
遣

 
1
0
回

 
1
4
回

 
2
0
回

 

金
融
専
門
誌
等
へ
の
寄
稿
 

4
回
 

3
回
 

8
回
 

 ○
預
金
者
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
2
種
類
）
を
見
や
す
く
分
か
り
や
す
い
も
の
に
改
訂
し
、
全
国
の
金
融
機
関
や
地
方
公
共
団

体
等
に
配
付
し
、
広
く
周
知
を
図
り
ま
し
た
。
 

 
 
【
預
金
者
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
発
行
部
数
】
 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
発
行
部
数
 

2
2
年

度
 

2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

合
 
計
 

8
84
,0
00

部
 

7
99

,0
00

部
1
,6

05
,0

00
部

 

ま
ん
が
で
み
る
預
金
保
険
制
度
 

5
0
0
,
0
0
0
部
 

4
5
0
,
0
0
0
部

9
2
5
,
0
0
0
部

預
金
保
険
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
 

（
旧
「
預
金
保
険
機
構
の
ご
案
内
」
） 

3
84
,0
00

部
 

3
49
,0
00

部
6
80
,0
00

部
 

○
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

専
用

サ
イ

ト
の

新

設
に

よ
る

ア
ク

セ
ス

方
法

の
多

様
化

や
ウ

ェ
ブ

ア
ク

セ
シ

ビ
リ

テ
ィ

を
向

上
し

た
こ

と
に

よ
り

、
広

報
媒

体
の

充
実

が
図

ら
れ

た
も

の
と

考
え

て
い

ま
す
。
 

○
講

演
会

へ
の

講
師

派
遣

や
金

融
専

門

誌
へ

の
寄

稿
の

実
績

を
上

げ
た

ほ

か
、

預
金

者
向

け
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
を

見
や

す
く

分
か

り
や

す
い

も
の

に
改

訂
し

た
結

果
、

全
国

の
金

融
機

関
等

か
ら

の
配

付
要

望
部

数
が

増
加

し
、

平
成

2
4
年
度
は
平
成

1
8
年
度
の
発

行
以

降
最

多
の

発
行

部
数

と
な

る
な

ど
、

各
種

媒
体

を
活

用
し

た
広

報
活

動
の

取
組

の
成

果
が

上
が

っ
て

い
ま

す
。
 

○
今

後
と

も
預

金
者

の
目

線
に

立
っ

た

分
か

り
や

す
い

広
報

を
実

施
す

る
と

い
う

方
針

の
も

と
で

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
ア

ク
セ

ス
状

況
の

ほ
か

、
様

々
な

機
会

を
捉

え
て

利
用

者
の

声
に

耳
を

傾
け

、
取

組
の

充
実

・
改

善
や

新
た

な
施

策
の

実
施

の
検

討
を

進
め

ま

す
。
 

総
務
部
 

広
報
・
情
報
管
理
室
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

３
．

資
本

増
強

関
連

業
務

へ
の

対
応
 

 
(
1)
 
金

融
機

能
強

化
法

に
基

づ
く

資
本

増
強

業
務

（
東

日
本

大
震

災
に

関
す

る
特

例
も

含
む

）
へ

の
適

切
な

対
応
 

○
金
融
機
能
強
化
法
の
震
災
特
例
に
基
づ
き
、
震
災
特
例
金
融
機
関
等

2
先
に
対
し
て
、
4
0
0
億
円
の
資
本
増
強
を
行
い
ま
し

た
。
 

震
災
特
例
金
融
機
関
(
金
融
機
能
強
化
法
附
則

8
条
)
 

2
4
年

9
月
 

東
北
銀
行
 
(
1
0
0
億
円
、
優
先
株
式
)
 

震
災

特
例

金
融

機
関
等

を
当

事
者
と

す
る

金
融
組

織
再

編
成
に

よ
り

設
立
さ

れ
た

金
融
機

関
 (

金
融

機
能

強
化

法
附
則

9
条
)
 

2
4
年

12
月
 

じ
も
と
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
(
き
ら
や
か
銀
行
)
 

(3
0
0
億
円
、
優
先
株
式
)
(
注

1
)
 

(注
1)
 き

ら
や
か
銀
行
と
仙
台
銀
行
は
、
平
成

2
4
年

10
月
、
じ
も
と
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
を
共
同
持
株
会
社
と
し

て
経
営
統
合
し
ま
し
た
。
同
社
に
は
、
平
成

2
3
年

9
月
に
仙
台
銀
行
が
震
災
特
例
金
融
機
関
(
金
融
機
能
強

化
法
附
則

8
条
)
と
し
て
資
本
増
強
を
受
け
た
優
先
株
式
(
3
0
0
億
円
)
と
合
わ
せ
て
、
合
計

6
0
0
億
円
の
優
先

株
式
が
震
災
特
例
で
資
本
増
強
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
 
 
 な

お
、
き
ら
や
か
銀
行
に
対
し
て
は
、
仙
台
銀
行
と
の
経
営
統
合
前
の
平
成

2
1
年

9
月
に
金
融
機
能
強
化

法
の
本
則
（
金
融
機
能
強
化
法
第

5
条
）
に
基
づ
い
て
、
資
本
増
強
（
2
0
0
億
円
）
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
の
震
災
特
例
優
先
株
式
発
行
に
伴
い
、
返
済
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

○
金
融
機
能
強
化
法
の
本
則
に
基
づ
き
、
金
融
組
織
再
編
成
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
協
同
組
織
金
融
機
関

1
先
に
対
し
て
、
2
5
0

億
円
の
資
本
増
強
を
行
い
ま
し
た
。
 

金
融
組
織
再
編
成
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
協
同
組
織
金
融
機
関
(
金
融
機
能
強
化
法

2
6
条

) 

2
4
年

12
月
 

ぐ
ん
ま
み
ら
い
信
用
組
合
 
(
2
5
0
億
円
、
信
託
受
益
権
［
優
先
受
益
権
］
)
 
(
注

2
)
 

(
注

2
)
 
ぐ
ん
ま
み
ら
い
信
用
組
合
は
、
平
成

2
4
年

11
月
、
東
群
馬
信
用
組
合
と
か
み
つ
け
信
用
組
合
の
合
併
に
よ

り
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
で
あ
る
全
国
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が
拠
出
し
た
ぐ
ん
ま

み
ら
い
信
用
組
合
発
行
の
社
債
型
非
累
積
的
永
久
優
先
出
資
を
信
託
財
産
と
す
る
信
託
受
益
権
の
う
ち
、
優

先
受
益
権
部
分
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
り
資
本
増
強
を
行
い
ま
し
た
。
 

○
金
融
機
能
強
化
法
に
基
づ
く
資
本
増
強
累
計
額
は
、
5
,
9
1
0
億
円
(
本
則
分

3
,
7
4
5
億
円

、
震
災
特
例
分

2
,
1
6
5
億
円

)に
な

っ
て
い
ま
す
。
 

○
金

融
機

関
等

か
ら

の
申

請
に

速
や

か

に
対
応
し
、
合
計

3
先
(
銀
行

1
先
、

銀
行
持
株
会
社

1
先
、
協
同
組
織
金

融
機

関
1

先
)
に

対
す

る
資

本
増

強

を
実
施
し
ま
し
た
。
 

 

○
金

融
機

能
強

化
法

に
よ

る
資

本
増

強

の
申
請
期
限
は
、
平
成

2
9
年

3
月
末

と
な

っ
て

お
り

、
今

後
も

関
係

当
局

と
密

接
に

連
携

し
つ

つ
、

同
法

に
基

づ
く

資
本

増
強

を
確

実
か

つ
円

滑
に

実
施
し
ま
す
。
 

 

金
融
再
生
部
 

業
務
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

 
(
2)
 
早

期
健

全
化

法
・

金
融

機
能

強
化

法
等

に
基

づ
き

引
き

受
け

た
優

先
株

式
等

の
適

切
な
管
理
・
処
分
 

○
管
理
業
務
に
つ
い
て
は
、
資
本
増
強
の
た
め
に
引
き
受
け
等
を
行
っ
た
優
先
株
式
等
に
関
し
て
、
以
下
の
業
務
を
実
施
し
ま

し
た
。
 

・
「
株
主
議
決
権
行
使
の
基
本
的
な
考
え
方
」
に
基
づ
き
、
経
営
の
健
全
性
の
維
持
、
返
済
財
源
の
確
保
及
び
根
拠
法
の
趣

旨
と
の
適
合
を
前
提
と
し
た
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使
（
定
時
総
会
5
件
、
種
類
総
会
6
件
）
及
び
優
先
受
益
権

の
権
利
行
使
(
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
者
総
会
に
お
け
る
質
問
の
実
施
、
1
件

)
 
 

(注
)
 な

お
、
種
類
総
会
で
優
先
株
式
の
商
品
性
変
更
（
普
通
株
式
へ
の
一
斉
転
換
期
限
を
1
0
年
間
延
長
し
、
分
割
返

済
等
）
に
係
る
定
款
変
更
議
案
に
つ
い
て
議
決
権
行
使
を
行
っ
た
1
先
(
あ
お
ぞ
ら
銀
行
)
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に

関

連
し
て
、
「
資
本
増
強
の
た
め
に
引
き
受
け
等
を
行
っ
た
優
先
株
式
等
の
処
分
に
係
る
当
面
の
対
応
」
（
以
下
「
当

面
の
対
応
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
公
的
資
金
の
早
期
完
済
に
資
す
る
契
約
（
返
済
条
件
が
整
え
ば
当
行
は
前
倒

し
で
残
額
の
返
済
を
行
う
な
ど
を
内
容
と
す
る
）
を
締
結
し
ま
し
た
。
 

・
配
当
金
の
受
取
り
（
2
2
先
か
ら
総
額
2
6
4
億
円
を
受
領
、
2
先
は
無
配
当
）
 

・
決
算
状
況
、
配
当
政
策
、
剰
余
金
の
積
上
げ
状
況
及
び
今
後
の
返
済
計
画
等
に
つ
い
て
の
資
本
増
強
先
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
、
並
び
に
返
済
案
等
の
個
別
案
件
に
係
る
資
本
増
強
先
と
の
面
談
等
（
1
3
9
件
）
 

○
処
分
業
務
に
つ
い
て
は
、
資
本
増
強
の
た
め
に
引
き
受
け
等
を
行
っ
た
優
先
株
式
等
に
関
し
て
、
以
下
の
業
務
を
実
施
し
ま

し
た
。
 

 
・
「
当
面
の
対
応
」
に
基
づ
き
、
金
融
機
関
等
の
経
営
の
健
全
性
の
維
持
、
国
民
負
担
の
回
避
及
び
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定

性
の
確
保
を
前
提
と
し
て
、
優
先
株
式
等
の
円
滑
な
処
分
を
実
施
（
紀
陽
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
あ
お
ぞ
ら
銀
行
、
じ
も

と
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
(
き
ら
や
か
銀
行
)
、
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
4
 
先
、
5
 
件
、
処
分
金
額
合
計

2
,
7
3
3
億
円
、
簿
価
ベ
ー
ス
で
合
計
2
,
6
2
3
 
億
円
）
 

・
処
分
実
施
に
際
し
て
、
外
部
有
識
者
か
ら
な
る
「
優
先
株
式
等
処
分
審
査
会
」
を
開
催
(
4
 
回
)
 

・
優
先
株
式
等
の
処
分
に
係
る
機
動
性
、
弾
力
性
の
確
保
の
観
点
等
か
ら
、
公
募
に
よ
る
主
幹
事
候
補
証
券
会
社
（

8社
）
を

選
定
(平

成
25
年
2月

) 

【
処
分
状
況
(
簿
価
額
ベ
ー
ス
)
】
 

(
単
位

:億
円
 
億
円
未
満
四
捨
五
入
 
)

年
度
 

 
 

 
 

合
計
 

累
計
 

優
先
株
式
等
 

劣
後
債
等
 

1
1 

- 
1
,0
00
 

1
,0
00
 

1
,0
00
 

1
2 

2
,0
00
 

1
,5
00
 

3
,5
00
 

4
,5
00
 

1
3 

- 
- 

- 
4
,5
00
 

1
4 

- 
6
,7
46
 

6
,7
46
 

1
1,
24
6 

1
5 

1
,0
80
 

8
,3
90
 

9
,4
70
 

2
0,
71
6 

1
6 

7
,8
63
 

6
,1
50
 

1
4,
01
3 

3
4,
72
9 

1
7 

1
9,
34
4 

3
,4
00
 

2
2,
74
4 

5
7,
47
3 

1
8 

3
0,
92
4 

2
00
 

3
1,
12
4 

8
8,
59
8 

1
9 

1
,0
20
 

3
50
 

1
,3
70
 

8
9,
96
8 

2
0 

3
,9
52
 

5
10
 

4
,4
62
 

9
4,
43
0 

2
1 

6
00
 

- 
6
00
 

9
5,
03
0 

2
2 

1
2,
86
6 

- 
1
2,
86
6 

1
07
,8
96
 

2
3 

- 
- 

- 
1
07
,8
96
 

2
4 

2
,6
23
 

- 
2
,6
23
 

1
10
,5
18
 

 

○
管

理
業

務
に

つ
い

て
は

、
定

時
株

主

総
会

等
に

お
い

て
、

「
株

主
議

決
権

行
使

の
基

本
的

な
考

え
方

」
に

則
り

各
議

案
に

対
し

て
十

分
な

検
討

を
行

い
、

総
会

に
お

い
て

は
必

要
に

応
じ

て
事

前
質

問
を

通
知

し
会

場
に

お
い

て
質

問
を

行
う

な
ど

、
適

切
に

議
決

権
等
を
行
使
し
ま
し
た
。
 

ま
た

、
資

本
増

強
先

に
対

し
て

は
、

定
期

的
な

面
談

等
を

通
じ

て
、

決
算

状
況

や
返

済
計

画
の

履
行

状
況

等
の

把
握
に
努
め
ま
し
た
。
 

 

 ○
処

分
業

務
に

つ
い

て
は

、
優

先
株

式

が
普

通
株

式
に

一
斉

転
換

さ
れ

る
期

日
を

間
近

に
控

え
た

資
本

増
強

先
か

ら
公

的
資

金
返

済
ス

キ
ー

ム
の

申
出

が
な

さ
れ

ま
し

た
が

、
「

当
面

の
対

応
」

に
則

っ
て

、
国

が
大

き
な

含
み

損
を

抱
え

続
け

る
リ

ス
ク

を
回

避

し
、

公
的

資
金

の
早

期
返

済
に

資
す

る
対

応
を

行
っ

た
こ

と
を

は
じ

め
、

処
分
を
適
切
に
実
施
し
ま
し
た
。
 

○
管
理
業
務
に
つ
い
て
は
、
株
主
議
決

権
の
行
使
に
当
た
っ
て
、
「
株
主
議

決
権
行
使
の
基
本
的
な
考
え
方
」
に

基
づ
き
対
応
す
る
な
ど
、
適
切
な
管

理
に
努
め
ま
す
。
 

          ○
処
分
業
務
に
つ
い
て
は
、
「
当
面
の

対
応
」
に
基
づ
き
、
円
滑
な
処
分
に

努
め
ま
す
。
 

金
融
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

４
．

悪
質

な
回

収
妨

害
案

件
に

対
す

る
厳

正
な

対
応

な
ど

協
定

銀
行

が
行

う
整

理
回

収
業

務
の

支
援

及
び

責
任

追
及

業
務

の
適

切
な

実
施

、
並

び
に

特
定

回
収

困
難

債
権

の
買

取
・

回
収

業
務

の
適

切
な

実
施
 

 
(
1)
 
悪

質
な

回
収

妨
害

案
件

に
対

す
る

厳
正

な
対

応
の

た
め

の
協

定
銀
行
（
整
理
回
収
機

構
）
と
の
連
携
強
化
等
 

○
反
社
会
的
勢
力
等
が
関
与
す
る
た
め
、
回
収
が
特
に
困
難
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
預
金
保
険
機
構
、
整
理
回
収
機
構
が
一
体

と
な
り
、
法
令
の
多
角
的
適
用
に
よ
り
強
力
に
回
収
を
図
る
べ
き
案
件
と
位
置
づ
け
て
対
応
し
ま
し
た
。
 

○
そ
の
結
果
、
平
成

2
4
年
度
は
、
整
理
回
収
機
構
の
債
務
者
で
あ
る
指
定
暴
力
団
山
口
組
系
組
長
が
、
他
人
名
義
で
自
己
の

競
売
物
件
を
入
札
し
競
落
し
た
案
件
に
つ
い
て
、
同
組
長
及
び
共
犯
者

2
名
を
競
売
入
札
妨
害
罪
で
刑
事
告
発
し
ま
し
た
。

○
整

理
回

収
機

構
に

対
し

、
反

社
会

的

勢
力

等
が

関
与

す
る

事
案

に
つ

い

て
、

刑
事

告
発

へ
向

け
重

点
的

に
指

導
・

助
言

を
行

っ
た

結
果

、
一

定
の

成
果

を
上

げ
る

こ
と

が
で

き
ま

し

た
。
 

○
反

社
会

的
勢

力
等

に
関

す
る

事
案

に

重
点

を
置

い
て

、
適

切
な

回
収

と
悪

質
な

債
務

者
等

の
刑

事
告

発
へ

向
け

た
積

極
的

な
指

導
・

助
言

及
び

調
査

活
動
を
推
進
し
ま
す
。
 

特
別
業
務
部
 

指
導
調
査
課
 

大
阪
業
務
部
 

 
指
導
調
査
課
 

 

 
(
2)
 
悪

質
な

債
務

者
に

重
点

を
置

い
た

調
査

案
件

の
的

確
な

選
定

及
び

深
度

あ
る

財
産

調
査
の
適
切
な
実
施
 

[
財
産
調
査
案
件
の
的
確
な
選
定
]
 

○
財

産
調

査
案

件
の

選
定

に
当

た
っ

て
は

、
預

金
保

険
機

構
職

員
が

整
理

回
収

機
構

の
各

拠
点

に
赴

き
、

債
務

者
に

関
す

る

情
報

等
を

聴
取

す
る

こ
と

等
に

よ
り

的
確

に
行

う
と

と
も

に
、

優
先

し
て

着
手

す
べ

き
事

案
の

見
極

め
に

も
配

慮
し

ま
し

た
。
 

   [
深
度
あ
る
財
産
調
査
]
 

○
隠

匿
財

産
の

把
握

及
び

債
務

者
の

実
態

解
明

に
向

け
て

、
金

融
機

関
等

に
対

す
る

文
書

照
会

・
臨

場
調

査
を

実
施

し
、

債

務
者

等
に

係
る

資
金

の
流

れ
及

び
帰

属
等

を
解

明
す

る
等

、
調

査
案

件
の

内
容

に
応

じ
た

効
率

的
な

調
査

に
努

め
る

と
と

も
に
深
度
あ
る
財
産
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

○
反

社
会

的
勢

力
な

ど
悪

質
な

債
務

者
に

係
る

案
件

に
対

し
て

は
、

あ
ら

ゆ
る

調
査

手
法

を
駆

使
し

て
徹

底
し

た
調

査
を

行

い
、
第
三
者
名
義
等
を
利
用
す
る
等
し
た
預
金
・
不
動
産
等
の
隠
匿
財
産
の
把
握
に
努
め
ま
し
た
。
 

【
整
理
回
収
機
構
と
の
検
討
・
協
議
実
績
】
 
 
  

 
 
 【

財
産
調
査
実
績
】
 

 
区

分
 

2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

 
 

区
分

 
2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

 
協

 
議

 
回

 
数

 
5
2回

 
5
0回

 
  

調
 

査
 

件
 

数
 

5
4件

（1
2
件

) 
6
9件

（2
2
件

) 

 
検

 
討

 
件

 
数

 
3
26

件
（4

2件
） 

5
95

件
（8

6件
） 

 
 う

ち
着

手
件

数
2
2件

（6
件

） 
4
4件

（1
5
件

） 

（
注

）
（ 

）は
「う

ち
反

社
会

的
勢

力
案

件
」
。

 
  

確
 

認
 

財
 

産
 

額
1
3億

円
（
0.

4億
円

）
3
4億

円
（
5億

円
）

 

[
回
収
に
関
す
る
指
導
・
助
言
]
 

○
整
理
回
収
機
構
に
対
し
、
預
金
保
険
機
構
に
付
与
さ
れ
た
財
産
調
査
権
の
活
用
に
よ
り
、
一
般
財
産
（
担
保
外
財
産
）
か

ら
の
適
切
な
回
収
を
図
る
た
め
、
随
時
、
債
務
者
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
等
に
つ
い
て
指
導
・
助
言
を
行
っ
た
ほ
か
、

整
理
回
収
機
構
に
財
産
調
査
結
果
を
速
や
か
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
債
務
者
の
実
情
に
即
し
た
対
応
等
に
つ

い
て
も
指
導
・
助
言
を
行
い
ま
し
た
。
 

 

 

○
整

理
回

収
機

構
に

赴
き

、
反

社
会

的

勢
力

を
含

め
た

悪
質

な
債

務
者

に
関

し
て
、
協
議
・
検
討
を
行
っ
た
結
果
、

悪
質

と
認

め
ら

れ
る

債
務

者
の

案
件

を
的

確
に

選
定

す
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た
。
 

○
財

産
隠

匿
の

手
口

も
一

段
と

悪
質

か

つ
巧

妙
化

し
て

き
て

い
る

状
況

下
、

深
度

あ
る

財
産

調
査

を
実

施
し

、
反

社
会

的
勢

力
な

ど
悪

質
な

債
務

者
等

の
財

産
の

実
態

解
明

に
よ

り
隠

匿
財

産
を

把
握

す
る

な
ど

、
整

理
回

収
機

構
の

債
権

回
収

業
務

を
支

援
し

ま
し

た
。
 

     ○
整

理
回

収
機

構
に

対
し

、
預

金
保

険

機
構

が
実

施
し

た
財

産
調

査
の

結
果

及
び

こ
れ

に
基

づ
く

法
的

措
置

等
に

つ
い
て
指
導
・
助
言
を
行
っ
た
結
果
、

整
理

回
収

機
構

に
お

け
る

適
切

な
回

収
業

務
の

遂
行

に
寄

与
し

た
も

の
と

考
え
て
い
ま
す
。
 

 

○
協

定
銀

行
で

あ
る

整
理

回
収

機
構

が

行
う

整
理

回
収

業
務

を
支

援
す

る
た

め
、

特
定

回
収

困
難

債
権

等
を

含
め

た
調

査
案

件
の

的
確

な
選

定
及

び
優

先
的

に
着

手
す

べ
き

事
案

の
見

極
め

を
行

っ
た

上
で

、
深

度
あ

る
財

産
調

査
を
適
切
に
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

 

特
別
業
務
部
 

特
別

調
査
第

一
課
 

特
別

調
査
第

二
課
 

 

大
阪
業
務
部
 

特
別
調
査
課
 

 

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 

国
際
協
力
・

　

 

調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

 
(
3)
 
破

綻
金

融
機

関
に

係
る
刑
事
・
民
事
上
の

責
任

追
及

業
務

の
適

切
な
実
施
 

○
日
本
振
興
銀
行
の
破
綻
に
関
し
て
は
、
平
成

2
3
年
度
に
引
き
続
き
、
破
綻
に
至
る
経
緯
や
資
金
の
流
れ
等
の
解
明
の
た
め

、

同
行
の
親
密
先
企
業
で
構
成
さ
れ
る
「
中
小
企
業
振
興
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
参
加
企
業
を
含
む
大
口
融
資
先
等
に
対
す
る
調

査
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

○
こ
う
し
た
調
査
活
動
の
結
果
、
日
本
振
興
銀
行
が
中
小
企
業
保
証
機
構
株
式
会
社
に
多
額
の
融
資
を
行
っ
た
取
引
に
関
し
、

同
行
旧
役
員
に
取
締
役
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
違
反
が
存
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
同
行
か
ら
損
害
賠
償
請
求

債
権
の
譲
渡
を
受
け
た
整
理
回
収
機
構
が
、
平
成

2
4
年

8
月
、
元
会
長
ら

4
名
を
被
告
と
す
る

5
億
円
の
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
を
提
起
し
ま
し
た
。
 

○
今
後
の
破
綻
処
理
に
備
え
、
特
別
業
務
部
、
大
阪
業
務
部
等
が
合
同
で
、
態
勢
の
整
備
及
び
調
査
手
法
の
向
上
等
を
目
的
と

し
た
研
修
会
を
実
施
し
、
情
報
の
共
有
に
努
め
ま
し
た
。
 

 

○
平
成

2
4
年

8
月
、
元
会
長
ら

4
名
を

被
告
と
す
る

5
億
円
の
損
害
賠
償
請

求
訴

訟
を

提
起

す
る

な
ど

、
破

綻
金

融
機

関
の

旧
経

営
陣

に
対

す
る

民
事

上
の

責
任

追
及

を
適

切
に

実
施

し
ま

し
た
。
 

○
整
理
回
収
機
構
が
譲
り
受
け
た
債
権

に
つ
き
、
同
機
構
に
対
す
る
指
導
・

助
言
を
通
じ
、
同
機
構
と
連
携
し
て

責
任
追
及
を
実
施
し
て
い
く
方
針
で

す
。
 

  ○
破
綻
処
理
時
に
即
応
で
き
る
態
勢
の

整
備
及
び
調
査
手
法
の
向
上
に
努
め

ま
す
。
 

特
別
業
務
部
 

指
導
調
査
課
 

大
阪
業
務
部
 

 
指
導
調
査
課
 

 
(
4)
 
特

定
回

収
困

難
債

権
の

買
取

・
回

収
業

務
の

着
実

な
実

施
、

買
取

審
査

委
員

会
か

ら
の

意
見

聴
取

な
ど

適
正

な
買

取
手

続
の

実
施
 

○
平
成

2
4
年

7
月
に
特
定
回
収
困
難
債
権
の
第

1
回
買
取
り
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

25
年

3
月
に
第

2
回
買
取
り

を
決
定
し
、
う
ち

5
件
に
つ
い
て
は
同
月
中
に
買
取
り
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

【
特
定
回
収
困
難
債
権
の
買
取
実
績
】
 

第
1
回
買
取
り
（
平
成

2
4
年

6
月
運
営
委
員
会
決
定
分
）
 

契
約
日
 

買
取
債
権
数
 

買
取
債
権
総
額
 

買
取
価
格
総
額
 

平
成

2
4
年

7
月

27
日
 

5
件
 

1
4
3
,
6
0
8
千
円
 

5
千
円
 

第
2
回
買
取
り
（
平
成

2
5
年

3
月
運
営
委
員
会
決
定
分
）
 

契
約
日
 

買
取
債
権
数
 

買
取
債
権
総
額
 

買
取
価
格
総
額
 

平
成

25
年

3
月

29
日
 

5
件

 
8
2,
46
1
千

円
 

2
,1
09

千
円

 

平
成

25
年

4
月

12
日
 

5
件

 
6
9,
67
0
千

円
 

9
,5
72

千
円

 

（
合
計
）
 

1
0
件
 

1
5
2
,
1
3
1
千
円
 

1
1
,
6
8
1
千
円
 

○
第

1
回
買
取
り
に
際
し
て
は
平
成

2
4
年

6
月
に
、
第

2
回
買
取
り
に
際
し
て
は
平
成

2
5
年

3
月
に
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し
た
買

取
審
査
委
員
会
（
弁
護
士
、
不
動
産
鑑
定
士
等
を
構
成
員
と
す
る
第
三
者
委
員
会
）
に
お
い
て
、
特
定
回
収
困
難
債
権
と
し

て
の
買
取
り
の
適
否
及
び
買
取
価
格
に
つ
い
て
ご
審
議
い
た
だ
き
、
委
員
会
と
し
て
の
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で
、
預
金
保
険

機
構
の
運
営
委
員
会
に
お
い
て
買
取
り
の
決
定
を
行
い
ま
し
た
。
 

○
特
定
回
収
困
難
債
権
の
買
取
り
に
向
け
、
平
成

2
4
年

4
月
以
降
、
業
界
団
体
・
金
融
機
関
等
へ
の
制
度
の
浸
透
を
図
る
た

め
、
全
国

3
1
か
所
の
銀
行
警
察
連
絡
協
議
会
等
に
お
い
て
制
度
説
明
を
実
施
（
延
べ

4
0
回
）
す
る
と
と
も
に
、
5
0
の
金

融
機
関
等
か
ら
の
質
問
等
に
対
応
し
ま
し
た
（
制
度
に
関
す
る
質
問

8
7
件
、
個
別
案
件
に
係
る
相
談

4
2
件
、
合
計

1
2
9

件
）
。
 

○
平

成
24

年
度

に
お

い
て

特
定

回
収

困
難

債
権

の
買

取
・

回
収

業
務

を
開

始
し

、
2

回
の

買
取

り
を

着
実

に
実

施
し
ま
し
た
。
 

       ○
特

定
回

収
困

難
債

権
の

買
取

り
に

当

た
り

、
買

取
審

査
委

員
会

か
ら

の
意

見
聴

取
等

、
適

正
な

手
続

を
経

ま
し

た
。
 

○
周

知
活

動
の

実
施

に
よ

り
、

本
制

度

に
対

す
る

金
融

機
関

等
の

認
知

度
も

高
ま

り
、

金
融

機
関

等
か

ら
多

く
の

質
問
・
相
談
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
 

○
金

融
機

関
を

は
じ

め
関

係
者

の
協

力

を
得

な
が

ら
、

着
実

に
業

務
を

実
施

し
て
い
き
ま
す
。
 

           ○
特

定
回

収
困

難
債

権
の

買
取

り
に

当

た
っ

て
は

、
第

三
者

委
員

会
の

意
見

を
踏

ま
え

る
な

ど
、

適
正

な
買

取
手

続
を
進
め
ま
す
。
 

○
各

地
の

銀
行

警
察

連
絡

協
議

会
へ

の

参
加

等
を

通
じ

て
、

本
制

度
の

広
報

を
充
実
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
 

 

総
務
部
 

特
定
回
収
困
難
債
権
業
務
課

        

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

５
．

保
有

資
産

の
適

切
な

管
理

・
処

分
等

 

 
破

綻
金

融
機

関
等

か
ら

取
得
し
た
債
権
、
株
式
等

の
適

切
・

効
率

的
な

管

理
・
処
分
の
実
施
 

[
整
理
回
収
機
構
に
よ
る
債
権
管
理
・
回
収
]
 

○
整
理
回
収
機
構
は
、
債
権
の
回
収
に
当
た
っ
て
債
務
者
等
の
立
場
を
十
分
に
把
握
し
適
正
な
回
収
に
努
め
て
お
り
、
破
綻
金

融
機
関
等
か
ら
の
買
取
債
権
及
び

5
3
条
債
権
（
金
融
再
生
法
）
に
お
い
て
、
平
成

2
4
年
度
の
回
収
計
画

6
3
0
億
円
に
対
す

る
回
収
実
績
は

1
,
0
6
6
億
円
、
平
成

2
4
年
度
末
ま
で
の
回
収
累
計
額
は

9
兆

8
,
5
3
0
億
円
(
譲
受
簿
価
の

1
0
0
.
9
%
)
と
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
回
収
に
よ
り
生
じ
た
利
益

6
2
9
億
円
（
回
収
益
等
か
ら
回
収
に
よ
り
生
じ
た
損
失
額
や
回
収
費
用
を
控

除
し
た
金
額
）
が
預
金
保
険
機
構
に
納
付
さ
れ
ま
し
た
(
預
金
保
険
機
構
へ
の
納
付
時
期
は
平
成

2
5
年

6
月
)
。
預
金
保
険

機
構
は
、
整
理
回
収
機
構
が
債
権
回
収
を
行
う
際
に
は
、
同
機
構
の
策
定
し
た
「
顧
客
保
護
等
管
理
に
関
す
る
基
本
方
針
」

に
従
っ
て
、
手
順
を
尽
く
し
た
丁
寧
な
業
務
の
執
行
に
努
め
る
よ
う
指
導
・
助
言
し
ま
し
た
。
な
お
、
整
理
回
収
機
構
は
、

顧
客
か
ら
の
苦
情
・
相
談
等
の
対
応
に
つ
い
て
の
適
切
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
平
成

2
2
年
度
に
設
置
し
た
「
苦
情
処
理

評
価
委
員
会
」
を
開
催
（
半
期
毎
に

1
回
開
催
）
し
、
外
部
有
識
者
か
ら
の
意
見
を
業
務
に
反
映
す
る
な
ど
、
顧
客
か
ら
の

苦
情
・
相
談
等
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
業
務
運
営
に
活
用
し
て
い
ま
す
。
 

[
瑕
疵
担
保
債
権
の
管
理
・
処
分
]
 
 

○
預
金
保
険
機
構
は
、
旧
長
銀
及
び
旧
日
債
銀
か
ら
、
株
式
売
買
契
約
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
瑕
疵
担
保
条
項
に
基
づ
き
引
き

取
っ
た
債
権
に
つ
い
て
、
平
成

2
4
年
度
は

2
1
億
円
回
収
し
ま
し
た
(
平
成

1
6
年
度
に
引
き
取
り
は
終
了
。
回
収
累
計
額

6
,7
00

億
円

)。
 

[
特
別
公
的
管
理
銀
行
か
ら
買
取
っ
た
株
式
(
信
託
株
式
)
の
管
理
・
処
分
]
 

○
上
場
株
式
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
対
応
を
踏
ま
え
、
平
成

2
0
年

1
0
月

1
5
日
よ
り
原
則
と
し
て
市
場
売
却
を
停
止
し
て
い

ま
す
。
他
者
に
よ
る
公
開
買
付
け
へ
の
対
応
等
に
よ
り
、
例
外
取
引
と
し
て

1
8
億
円
の
株
式
処
分
を
実
施
し
ま
し
た
。
非

上
場
株
式
に
つ
い
て
は
、
株
式
発
行
会
社
の
自
己
株
式
取
得
及
び
発
行
会
社
が
指
定
す
る
第
三
者
宛
売
却
要
請
等
に
対
応
し

1
0
億
円
を
処
分
し
ま
し
た
。
 

 [
清
算
法
人
の
結
了
及
び
訴
訟
案
件
の
適
切
な
管
理
]
 

○
清
算
法
人
の
結
了
及
び
清
算
法
人
等
が
被
告
と
な
っ
て
い
る
訴
訟
案
件
に
つ
い
て
は
、
清
算
法
人
へ
の
指
導
・
助
言
や
顧
問

弁
護
士
等
と
の
連
携
を
通
じ
て
適
切
な
管
理
を
行
い
ま
し
た
。
清
算
法
人
数
は
、
日
本
振
興
銀
行
の
解
散
に
よ
り

1
先
増
加

し
た
一
方
、
清
算
結
了
に
よ
り

3
先
減
少
し
、
金
銭
贈
与
し
た
金
額
の
残
余
金

6
億
円
の
返
還
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
、
清

算
法
人
等
が
被
告
と
な
っ
て
い
る
訴
訟
の
終
了
等
に
伴
い
、
5
億
円
の
金
銭
贈
与
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

【
清
算
法
人
数
及
び
訴
訟
案
件
数
の
推
移
】
 

 
2
4
年

3
月

末
 

2
4
年

4
月
－
25

年
3
月
 

2
5
年

3
月

末
増
加
 

減
少
 

清
算
法
人
数
 

8 
1 

3 
6 

訴
訟
案
件
数
 

1
5
 

2 
6 

1
1
 

 

 ○
預

金
保

険
機

構
は

、
整

理
回

収
機

構
が
債
権
回
収
を
行
う
際
に
は
、「

顧
客

保
護

等
管

理
に

関
す

る
基

本
方

針
」

に
従

っ
て

、
手

順
を

尽
く

し
た

丁
寧

な
業

務
の

執
行

に
努

め
る

よ
う

指
導

・
助

言
し

ま
し

た
。

そ
う

し
た

中
で

、
整

理
回

収
機

構
は

、
回

収
計

画
を
上
回
る
実
績
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
 

   ○
瑕

疵
担

保
債

権
の

管
理

・
処

分
に

つ
い

て
は

、
回

収
の

最
大

化
と

経
営

責
任

の
明

確
化

を
基

本
理

念
と

し
、

回
収
の
最
大
化
に
努
め
ま
し
た
。
 

○
特

別
公

的
管

理
銀

行
か

ら
買

い
取

っ
た
株
式
の
管
理
・
処
分
に
つ
い
て
は
、

信
託

株
式

の
大

半
を

占
め

る
上

場
株

式
の

市
場

売
却

を
原

則
停

止
し

て
い

る
た

め
、

信
託

株
式

全
体

の
処

分
は

低
調
な
推
移
と
な
り
ま
し
た
。
 

○
関

係
者

と
の

連
携

に
よ

り
、

清
算

法
人

及
び

訴
訟

案
件

を
適

切
に

管
理

す
る
こ
と
が
出
来
て
い
ま
す
。
 

 ○
顧

客
保

護
の

充
実

や
法

令
等

の
遵

守
に

努
め

つ
つ

、
適

切
か

つ
効

率
的

な
管
理
・
回
収
を
進
め
ま
す
。
 

        ○
瑕

疵
担

保
債

権
の

管
理

・
処

分
に

つ
い

て
は

、
左

記
理

念
に

則
り

、
回

収
の

最
大

化
の

た
め

の
努

力
を

続
け

ま
す
。
 

○
特

別
公

的
管

理
銀

行
か

ら
買

い
取

っ
た
株
式
の
管
理
・
処
分
に
つ
い
て
は
、

今
後

も
市

場
動

向
、

経
済

情
勢

等
も

踏
ま

え
つ

つ
、

適
切

な
対

応
を

行
い

ま
す
。
 

 ○
残

さ
れ

た
訴

訟
案

件
が

複
雑

で
あ

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

今
後

も
清

算
法

人
や

顧
問

弁
護

士
な

ど
と

連
携

し
て

適
切
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。
 

 総
務
部
 

管
理
課
 

 金
融
再
生
部
 

企
画
管
理
課
 

 預
金
保
険
部
 

資
金
援
助
課
 

 特
別
業
務
部
 

調
査
企
画
課
 

 大
阪
業
務
部
 

総
務
管
理
課
 

資
金
援
助
課
 

 法
務
統
括
室
 

６
．

日
本

振
興

銀
行

に
関

す
る

業
務

の
適

切
な

実
施
 

 
日

本
振

興
銀

行
の

再

生
計

画
に

基
づ

く
再

生
債

権
者

へ
の

弁

済
、

精
算

払
の

堅
確

な
実

施
、

同
行

の
管

理
の

適
切

な
終

了
、

金
銭

贈
与

の
増

減
の

適
切
な
実
施
 

［
金
融
整
理
管
財
人
業
務
］
 

○
日
本
振
興
銀
行
は
、
金
融
整
理
管
財
人
で
あ
る
預
金
保
険
機
構
の
管
理
の
も
と
、
再
生
計
画
に
基
づ
く
第

1
回
弁
済
を
平
成

2
4
年

4
月

2
日
ま
で
に
実
施
し
ま
し
た
（
弁
済
率

3
9
％
）
。
こ
れ
を
受
け
て
、
預
金
保
険
機
構
は
同
年

4
月

1
0
日
よ
り
同

年
6
月

29
日
ま
で
、
非
付
保
預
金
者
の
う
ち
概
算
払
を
受
け
た
預
金
者
へ
の
精
算
払
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
預
金
保

険
機
構
は
、
そ
の
他
の
非
付
保
預
金
者
（
機
構
代
理
預
金
者
）
に
対
し
て
、
代
理
し
て
受
領
し
た
第

1
回
弁
済
の
弁
済
金
の

支
払
を
行
い
ま
し
た
。
 

そ
の
後
、
日
本
振
興
銀
行
は
、
同
年

8
月

2
7
日
に
解
散
を
決
議
し
、
金
融
庁
の
解
散
認
可
に
よ
り
同
年

9
月

1
0
日
を
も

っ

て
日
本
振
興
清
算
株
式
会
社
と
な
る
と
と
も
に
、
金
融
整
理
管
財
人
と
し
て
の
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
管
理
が
終
了
し
ま
し

た
。
 

［
日
本
振
興
銀
行
に
係
る
資
金
援
助
］
 

(
金
銭
の
贈
与
)
 

○
第
二
日
本
承
継
銀
行
の
株
式
譲
渡
を
受
け
た
イ
オ
ン
銀
行
に
対
し
、
平
成

2
4
年
度
中
に
金
銭
の
贈
与
（
平
成

25
年

3
月
末

時
点
の
残
高
：
4
6
1
億
円

）
の
増
減
を
行
っ
た
ほ
か
、
破
綻
金
融
機
関
の
債
権
者
間
の
衡
平
を
図
る
た
め
、
日
本
振
興
清
算

株
式
会
社
に
対
し
て
も
衡
平
資
金
援
助
（
平
成

2
5
年

3
月
末
時
点
の
残
高
：
7
5
1
億
円
）
の
増
減
を
行
い
ま
し
た
。
 

(
資
産
の
買
取
り
)
 

○
日
本
振
興
銀
行
か
ら
第

4
回
目
（
最
終
）
の
資
産
の
買
取
り
（
運
営
委
員
会
議
決
日
 
平
成

2
4
年

7
月

1
7
日
、
実
施
日

 
同

年
7
月

23
日
）
6
3
百
万
円
を
行
い
ま
し
た
（
資
産
の
買
取
り
の
合
計
は

5
3
0
億
円
）
。
 

 ○
金

融
庁

、
裁

判
所

等
関

係
機

関
の

協

力
を

得
て

、
金

融
整

理
管

財
人

業
務

を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
 

       

○
救

済
金

融
機

関
に

対
し

て
金

銭
の

贈

与
を

行
う

だ
け

で
な

く
、

破
綻

金
融

機
関

に
対

す
る

衡
平

資
金

援
助

も
行

う
な

ど
、

再
生

計
画

が
遂

行
さ

れ
る

よ
う
適
切
に
実
施
し
ま
し
た
。
 

 ○
日

本
振

興
清

算
株

式
会

社
の

10
0
％

株
主

と
し

て
、

ま
た

こ
れ

ま
で

の
資

金
援

助
を

実
施

し
た

経
緯

を
踏

ま

え
、

早
期

の
最

終
弁

済
実

施
、

清
算

結
了

を
目

指
し

て
清

算
法

人
の

運
営

に
適
切
に
関
与
し
て
い
き
ま
す
。
 

    ○
日

本
振

興
清

算
株

式
会

社
に

係
る

金

銭
の

贈
与

の
増

減
を

行
う

等
、

資
金

援
助
を
適
切
に
実
施
し
ま
す
。
 

 

金
融
再
生
部
 

金
融
整
理
課
 

預
金
保
険
部
 

資
金
援
助
課
 

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 

国
際
協
力
・

　

 

調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

７
．

振
り

込
め

詐
欺

等
被

害
者

救
済

手
続

に
係

る
公

告
業

務
等

の
適

切
な

実
施

 

 
振

り
込

め
詐

欺
等

被

害
者

救
済

手
続

に
係

る
円

滑
な

公
告

事
務

の
実
施
、
預
保
納
付
金

に
関

す
る

適
切

な
対

応
 

○
振

り
込
め
詐
欺

等
被
害
者
及

び
金
融
機
関

か
ら
の
各
種

照
会
に
対
応

す
る
と
と
も

に
、
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
ど
お

り
公
告
を
実

施
し
た
ほ
か
、
法
令
の
定
め
に
よ
る
公
告
の
実
施
状
況
の
公
表
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

○
公

告
等
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て

、
閲
覧
サ
イ

ト
の
見
や
す

さ
や
口
座
検

索
機
能
の
向

上
な
ど
の
ア

プ
リ
ケ
ー
シ

ョ
ン
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
改
修
作
業
を
進
め
、
平
成

2
5
年

3
月
に
新
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
更
新
し
ま
し
た
。
 

 ○
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
定
め
る
預
保
納
付
金
に
つ
い
て
、「

犯
罪
被
害
者
等
の
子
ど
も
に
対
す
る
奨
学
金
貸
与
」
、「

犯
罪

被
害
者
等
支
援
団
体
に
対
す
る
助
成
」
両
事
業
の
担
い
手
団
体
と
準
備
等
作
業
を
進
め
、
平
成

2
4
年

12
月
に
、
担
い
手

団
体
に
よ
り
両
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た

、
預
金
保
険
機
構
は
、
平
成

2
5
年

3
月
に
、
両
事
業
の
実
施
の
た
め
に
、

預
保
納
付
金
か
ら

5
,
2
5
0
百
万
円
の
支
出
を
行
い
ま
し
た
。
 

 【
主
要
な
公
告
の
実
施
状
況
】
 

債
権

消
滅

手
続

開
始

公
告

 
 ⇒

 

支
払

手
続

開
始

公
告

 
 ⇒

 

支
払

手
続

終
了

公
告

 

公
告

回
数

 
 

 
 

 
 
2
4
回

 
公

告
回

数
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
4
回

 
公

告
回

数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2
4
回

金
融

機
関

数
 

 
 

 
 
5
7
8
先

 
金

融
機

関
数

 
 
 
 
 
 

 
4
5
9
先

 
金

融
機

関
数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
0
7
先

口
座

数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
9
,
6
5
0
件

 
口

座
数

 
 
 
 
 
 
 
 

1
3
,
6
2
6
件

 
預

金
等

の
額

 
 
 
 
 
 
 

2
,
7
6
8

百
万

円

預
金

等
の

額
 
 
2
,
3
8
9
百

万
円

 
預

金
等

の
額

 
2
,
1
5
4
百

万
円

 
被

害
者

へ
の

支
払

額
 
 

2
,
1
6
8
百

万
円

 

○
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
ど

お
り

公
告

を
実

施

す
る

こ
と

で
公

告
事

務
は

円
滑

に
行

わ
れ
た
と
考
え
ま
す
。
 

○
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ

ン
プ

ロ
グ

ラ
ム

改

修
作

業
を

着
実

に
進

め
る

こ
と

が
で

き
、

一
般

閲
覧

者
等

の
利

便
性

向
上

を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
 

○
預

保
納

付
金

に
つ

い
て

は
、

事
業

の

担
い

手
団

体
と

の
準

備
作

業
等

を
進

め
、

主
務

省
令

で
定

め
ら

れ
た

「
犯

罪
被

害
者

等
の

子
供

に
対

す
る

奨
学

金
貸

与
」

及
び

「
犯

罪
被

害
者

等
支

援
団

体
に

対
す

る
助

成
」

を
実

施
す

る
た

め
に

支
出

す
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た
。
 

○
振

り
込

め
詐

欺
等

被
害

者
救

済
に

資

す
る

た
め

、
公

告
業

務
を

円
滑

に
進

め
ま
す
。
 

   ○
預

保
納

付
金

に
つ

い
て

、
法

令
等

に

基
づ

き
適

切
に

対
応

し
て

い
き

ま

す
。
 

財
務
部
 
 

振
込
詐
欺
被
害
回
復
業
務
課

８
．

関
係

会
社

と
の

連
携

・
協

調
 

 
(
1)
 
整

理
回

収
機

構
と

の
連

携
・

協
調

、
住

専
勘

定
閉

鎖
等

の
業

務
の
適
切
な
実
施
等
 

〇
業
務
改
善
連
絡
会
議
、
個
別
案
件
情
報
連
絡
会
等
に
お
い
て
、
顧
客
保
護
や
法
令
遵
守
等
に
関
す
る
状
況
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
、

業
務
改
善
に
資
す
る
指
導
・
助
言
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
整
理
回
収
機
構
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
に
出
席
し
、
委

員
と
し
て
適
切
な
意
見
を
述
べ
る
な
ど
整
理
回
収
機
構
と
の
連
携
・
協
調
を
行
い
ま
し
た
。
 

〇
住
専
勘
定
の
閉
鎖
に
向
け
た
手
続
を
下
記
の
通
り
実
施
し
ま
し
た
。
 

 
・
金
融
安
定
化
拠
出
基
金
の
残
余
の
額
を
拠
出
金
融
機
関
へ
分
配
(
平
成

2
4
年

6
月
)
 

 
・
住
専
勘
定
の
閉
鎖
(
平
成

2
4
年

6
月
末
)
 

 
 
・
住
専
勘
定
の
残
余
財
産

1
1
9
億
円
を
国
庫
納
付
(
平
成

2
4
年

7
月
末
)
 

〇
承
継
銀
行
機
能
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
両
機
構
の
経
営
レ
ベ
ル
で
協
議
を
行
っ
た
ほ
か
、
実
務
者
レ
ベ
ル
で
も
実
務
研

修
等
を
行
い
、
態
勢
整
備
に
努
め
ま
し
た
。
 

〇
特
定
回
収
困
難
債
権
の
買
取
・
回
収
業
務
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
運
用
開
始
に
向
け
て
、
両
機
構
の
実
務
者
間
で
協
議
を
行

い
つ
つ
、
特
定
回
収
困
難
債
権
に
係
る
管
理
・
処
分
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
ほ
か
、
買
取
・
回
収
業
務
の
具
体
的
な
運

用
方
針
の
整
備
・
共
有
を
行
う
な
ど
、
適
切
な
業
務
運
営
を
行
う
た
め
の
態
勢
の
整
備
に
努
め
ま
し
た
。
 

〇
整

理
回

収
機

構
の

適
切

な
業

務
運

営

を
確

保
す

る
観

点
か

ら
、

必
要

な
指

導
・
助
言
を
行
い
ま
し
た
。
 

〇
住

専
勘

定
の

閉
鎖

に
向

け
た

手
続

き

を
着
実
に
実
施
し
ま
し
た
。
 

 〇
承

継
銀

行
業

務
、

特
定

回
収

困
難

債

権
買

取
・

回
収

業
務

に
係

る
態

勢
整

備
を
進
め
ま
し
た
。
 

〇
整

理
回

収
機

構
の

顧
客

保
護

の
状

況

や
法

令
等

の
遵

守
の

状
況

を
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

し
つ

つ
、

適
切

な
業

務
運

営
が

行
わ

れ
る

よ
う

指
導

・
助

言
を

行
い
ま
す
。
 

  〇
承

継
銀

行
業

務
に

つ
い

て
、

よ
り

適

切
か

つ
効

率
的

な
態

勢
整

備
を

進
め

ま
す
。
 

〇
特

定
回

収
困

難
債

権
の

買
取

・
回

収

業
務

に
つ

い
て

、
適

切
な

業
務

運
営

が
行

わ
れ

る
よ

う
連

携
・

協
調

に
努

め
ま
す
。
 

総
務
部
 

管
理
課
 

特
定
回
収
困
難
債
権
業
務
課

財
務
部
 

財
務
企
画
課
 

金
融
再
生
部
 

金
融
整
理
課
 

特
別
業
務
部
 

調
査
企
画
課
 

大
阪
業
務
部
 

総
務
管
理
課
 

 
(
2)
 
企

業
再

生
支

援
機

構
及

び
東

日
本

大
震

災
事

業
者

再
生

支
援

機
構
へ
の
協
力
 

[
企
業
再
生
支
援
機
構
(
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
)
]
 

○
平
成

2
4
年
度
補
正
予
算
の
成
立
に
伴
い
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構

(
注

)
に
対
し
、
追
加
出
資
を
実
施
し
ま
し
た
。
 
 
 

(注
)
 企

業
再
生
支
援
機
構
は
、
平
成

2
5
年

3
月
に
施
行
さ
れ
た
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
基
づ
き
、
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
へ
改
組
さ
れ
ま
し
た
。
 

○
決
算
状
況
の
確
認
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使
な
ど
、
株
主
と
し
て
の
業
務
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

[
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
]
 

○
決
算
状
況
の
確
認
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
の
行
使
な
ど
、
株
主
と
し
て
の
業
務
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

 ○
地

域
経

済
活

性
化

支
援

機
構

へ
の

追

加
出

資
に

関
す

る
業

務
を

実
施

す
る

な
ど

同
機

構
の

業
務

運
営

に
協

力
し

ま
し
た
。
 

  ○
東

日
本

大
震

災
事

業
者

再
生

支
援

機

構
の
業
務
運
営
に
協
力
し
ま
し
た
。
 

 ○
地

域
経

済
活

性
化

支
援

機
構

及
び

東

日
本

大
震

災
事

業
者

再
生

支
援

機
構

の
業

務
の

適
正

か
つ

効
率

的
な

実
施

に
協
力
し
ま
す
。
 

総
務
部
 

管
理
課
 

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

９
．

金
融

経
済

等
の

情
勢

に
幅

広
く

目
配

り
を

し
た
調

査
研

究
・

国
際

協
力

活
動

 

 
(
1)
 
機

構
関

連
業

務
に

係
る

内
外

の
調

査
研

究
、

各
界

関
係

者
等

へ
の
成
果
の
提
供
 

○
金
融
機
関
の

破
綻
処
理
を

巡
る

G
2
0
・

金
融
安
定
理

事
会
(
F
S
B
)
な

ど
に
お
け
る

国
際
的
な
議

論
の
進
展
や

、
そ
れ
ら

に
関

連
し
た
各
国
・
地
域
の
預
金
保
険
制
度
や
破
綻
処
理
制
度
な
ど
の
動
向
に
つ
い
て
、
重
点
的
に
調
査
研
究
を
行
い
ま
し
た
。

○
こ
れ
ら
の
調
査
研
究
の
成
果
の
一
部
を
、
調
査
研
究
誌
「
預
金
保
険
研
究
」
の
発
刊
（
平
成

2
4
年
度
は
第

1
4
号
）
や
預
金

保
険
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
通
じ
て
広
く
提
供
し
ま
し
た
。
 

 
(参

考
)
 
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に

お
い
て
、
海

外
事
情
「
米
国

F
D
I
C
;
基

金
の
概
況
」

や
「
リ
ー
マ

ン
・
シ
ョ
ッ

ク
以
降
の

金
融

規
制
改
革
な
ど
の
動
向
」
等
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
 

○
預

金
保

険
機

構
内

外
の

関
係

者
に

対

し
て

必
要

な
情

報
提

供
を

行
い

ま
し

た
。
 

○
今

後
も

内
外

の
動

向
を

踏
ま

え
つ

つ
、
取
組
を
進
め
ま
す
。
 

総
務
部
 

調
査
室
 

 
(
2)
 
海

外
預

金
保

険
当

局
と
の
連
携
・
協
力
、

国
際

動
向

把
握

、
技

術
支

援
、

人
事

交
流

等
 

  

○
金

融
危

機
を

経
て

、
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
と

し
て

の
預

金
保

険
の

分
野

に
お

け
る

国
際

協
力

の
必

要
性

が
高

ま
っ

て
い

ま

す
。
預
金
保
険
機
構
は
、
国
際
預
金
保
険
協
会
（
I
A
D
I
）
の
活
動
に
積
極
的
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
関
係
機
関

と
の
交
流
等
を
通
じ
て
わ
が
国
預
金
保
険
制
度
の
拡
充
・
強
化
の
参
考
と
す
る
た
め
、
国
際
動
向
の
把
握
に
努
め
ま
し
た
。

ま
た
、
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
預
金
保
険
制
度
の
基
本
原
則
で
あ
る
「
実
効
的
な
預
金
保
険
制
度
の
た
め
の
コ
ア
と
な
る
諸

原
則
（
コ
ア
・

プ
リ
ン
シ
プ

ル
）
」
及
び
「

同
準
拠
状
況

評
価
の
た
め

の
方
法
」
に

基
づ
く
評
価

研
修
等
会
議

に
積
極

的
に

参
画
し
ま
し
た
。
 

国
際

預
金

保
険

協
会

（
IA
DI
)

へ
の
参
画
 

・
 
ロ
ン
ド
ン
（
英
国
）
で
開
催
さ
れ
た
年
次
総
会
に
参
加
。
 

・
 
年
次
総
会
以
外
に

1
0
件
の
会
合
に
参
加
。
 

・
 
預

金
保

険
機

構
の

代
表

は
ア

ジ
ア

・
太

平
洋

地
域

委
員

会
議

長
を

務
め

て
い

る
ほ

か
、
こ
れ
ま
で
副
議
長
を
務
め
て
い
た
財
務
・
企
画
委
員
会
の
議
長
に
新
た
に
就
任
。

・
 
I
A
D
I
事
務
局
（
バ
ー
ゼ
ル
）
へ
の
職
員
の
派
遣
。
 

 

預
金

保
険

機
構

主
催

の
国

際

会
議
 

・
 
海
外

1
7
カ
国
/
地
域
の
預
金
保
険
関
係
者
等

3
8
名
の
参
加
を
得
て
、
第

7
回
預
金

保
険
機
構
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
（
会
議
）
を
開
催
。
 

・
 
在
京
の
大
使
館
及
び
中
央
銀
行
の
駐
在
員
を
対
象
と
し
、
預
金
保
険
機
構
の
活
動
等

の
説
明
及
び
意
見
交
換
会
を
開
催
。
 

 ○
預
金
保
険
機
構
は
、
国
内
他
機
関
と
も
連
携
し
、
経
済
・
金
融
面
で
の
国
際
関
係
に
お
い
て
我
が
国
に
と
っ
て
重
要
な
ア
ジ

ア
を
中
心
と
す
る
地
域
に
対
す
る
技
術
支
援
に
注
力
し
て
い
ま
す
。
 

諸
外

国
に

対
す

る
技

術
支

援

等
 

・
 
中
国
長
城
資
産
管
理
公
司
、
中
国
人
民
銀
行
、
タ
イ
中
銀
の
調
査
団
の
受
け
入
れ
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
財
務
歳
入
副
大
臣
と
の
面
会
、
J
I
C
A
研
修
（
旧
ソ
連
各
国
）
受
け
入
れ

実
施
等
。
 

 

人
事
交
流
 

・
 
米

国
の

銀
行

破
綻

処
理

の
経

験
等

を
調

査
す

る
た

め
、

米
国

連
邦

預
金

保
険

公
社

（
F
D
I
C
）
に
職
員
を
約

1
年
間
派
遣
。
 

 

○
預

金
保

険
機

構
は

I
AD
I

に
お

い
て

重
要

な
役

割
を

担
い

、
そ

の
活

動
に

積
極

的
に

貢
献

す
る

こ
と

を
通

じ

て
、

預
金

保
険

制
度

に
係

る
ベ

ス
ト

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

の
創

設
に

参
画

し
て

い
ま

す
。

こ
れ

は
、

わ
が

国
の

預
金

保
険

制
度

の
充

実
・

強
化

に
寄

与
し

て
い

る
と

考
え

ま
す

。
ま

た
、

I
AD
I

等
へ

の
積

極
的

な
参

画
等

を
通

じ

て
、

海
外

の
機

関
と

の
人

的
・

業
務

的
な

連
携

が
強

ま
っ

て
お

り
、

課
題

の
達

成
に

向
け

て
成

果
が

上
が

っ
て

い
ま
す
。
 

○
海

外
調

査
団

の
受

け
入

れ
や

研
修

等

へ
の

講
師

派
遣

等
と

い
っ

た
我

が
国

の
経

験
を

踏
ま

え
た

技
術

支
援

に
よ

り
、

預
金

保
険

制
度

の
導

入
・

改
善

を
推

進
す

る
こ

と
は

、
ア

ジ
ア

地
域

全
体

の
金

融
安

定
に

も
一

定
の

貢
献

を
果

た
し

て
い

る
も

の
と

考
え

て
い

ま
す

。
こ

れ
ら

の
貢

献
は

、
海

外
の

機
関

か
ら

も
高

い
評

価
を

得
て

い
ま

す
。
 

○
今

後
も

IA
D
I

等
へ

の
一

層
の

貢
献

や
我

が
国

の
経

験
の

積
極

的
な

伝
達

等
を

通
じ

、
国

際
的

な
連

携
・

協
力

を
よ

り
充

実
さ

せ
る

べ
く

、
更

に
取

組
を
進
め
ま
す
。
 

○
今

後
も

対
象

先
や

テ
ー

マ
の

選
定

等

に
一

層
の

工
夫

を
加

え
つ

つ
、

更
に

支
援

を
進

め
、

ア
ジ

ア
地

域
等

で
の

協
調

の
枠

組
み

を
構

築
し

て
い

き
ま

す
。
 

総
務
部
 

国
際
室
 

  

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 

国
際
協
力
・

　

 

調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編



- 110 - - 111 -

 

課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

1
0
．

財
務

の
健

全
化

・
効

率
化

の
確

実
な

推
進

及
び

財
務

状
況

の
情

報
開

示
 

 
(
1)
 
金

融
機

関
破

綻
処

理
等

に
対

応
で

き
る

予
算

作
成

・
執

行
管

理
、

財
務

状
況

の
分

か
り

や
す

い
情

報
開

示
 

 

○
予
算
編
成
方
針
を
決
定
す
る
予
算
編
成
方
針
会
議
を
開
催
し
、
認
可
予
算
の
要
求
に
当
た
っ
て
の
基
準
等
を
明
確
に
す
る
こ

と
で
予
算
編
成
の
透
明
性
を
確
保
し
ま
し
た
。
 

○
経
費
の
節
減
、
決
算
不
用
等
に
つ
い
て
精
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、
引
き
続
き
嘱
託
職
員
等
の
金
融
機
関
破
綻
処
理
に
必
要

な
経
費
を
確
保
す
る
な
ど
、
よ
り
精
緻
か
つ
合
理
的
な
破
綻
処
理
へ
の
対
応
に
配
慮
し
た
平
成

2
5
年
度
認
可
予
算
を
作
成

し
ま
し
た
。
 

○
「
特
殊
法
人
等
に
お
け
る
役
職
員
の
給
与
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
平
成

2
4
年

3
月

1
4
日
金
融
庁
監
督
局
長
要
請
）
」
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
給
与
減
額
支
給
措
置
を
織
り
込
ん
だ
平
成

2
5
年
度
認
可
予
算
を
作
成
し
ま
し
た
。
 

○
地
域
経
済
活
性
化
支
援
勘
定
に
対
す
る
政
府
出
資
の
追
加
等
に
伴
い
、
平
成

2
4
年
度
認
可
予
算
を
変
更
し
ま
し
た
。
 

○
引
き
続
き
経
費
の
節
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
資
産
管
理
規
則
に
則
り
資
産
管
理
を
実
施
す
る
な
ど
、
よ
り
適
正
な
予
算
執

行
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

○
契
約
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
契
約
書
の
雛
形
を
作
成
す
る
な
ど
業
務
の
合
理
化
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
 

○
財
務
の
健
全
化
に
つ
い
て
は
、
一
般
勘
定
、
危
機
対
応
勘
定
、
特
定
住
宅
金
融
専
門
会
社
債
権
債
務
処
理
勘
定
（
注

1
）
、

金
融
再
生
勘
定
及
び
金
融
機
能
強
化
勘
定
に
関
し
て
、
利
益
剰
余
金
（
一
般
勘
定
に
つ
い
て
は
責
任
準
備
金
）
の
増
加
や
欠

損
金
の
減
少
が
実
現
し
ま
し
た
。
 

 
(
注

1
)
住
専
勘
定
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
4
年

6
月

30
日
廃
止
に
伴
う
決
算
及
び
残
余
財
産
等
の
国
庫
納
付
を
行
い
ま
し
た
。

 

【
各
勘
定
の
利
益
剰
余
金
（
一
般
勘
定
は
責
任
準
備
金
）
・
欠
損
金
の
増
減
状
況
】
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
億
円
）
 

 
一
 
般
 

危
機
対
応
 

住
 
専
 
 金

融
再
生
 

健
全
化
 

機
能
強
化

被
害
回
復

地
域
経
済

震
災
支
援

2
3
年
度
末
 

4
,2
05
 

2
,5
66
 

0
.8
 

△
2
,7
37
 

1
5,
60
6 

4
9

4
6

△
1
,0
97

（
万
円
）

△
9

（
万
円
）

2
4
年
度
末
 

1
0,
30
0 

2
,6
69
 

（
注

2）
 

69
 

△
2
,6
20
 

1
5,
01
2 

9
0

△
0
.6

△
1
,5
05

（
万
円
）

△
5
0

（
万
円
）

増
減
額
 

6
,0
95
 

1
03
 

6
8 

1
17
 

△
5
93
 

4
1

△
4
6

△
4
07

（
万
円
）

△
4
0

（
万
円
）

 
(注

2
)
住
専
勘
定
は
、
平
成

2
4
年

6
月

3
0
日
時
点
。
 

○
平
成

2
5
年
度
認
可
予
算
に
お
い
て
、

金
融

機
関

破
綻

処
理

等
に

対
応

で
き

る
予

算
作

成
が

で
き

た
と

考
え

て
い

ま
す
。
 

○
経

費
の

節
減

努
力

や
資

産
管

理
規

則

の
遵

守
等

に
よ

り
、

厳
正

か
つ

適
正

な
予

算
の

執
行

管
理

を
行

う
こ

と
が

で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

    ○
財

務
状

況
を

全
体

と
し

て
み

る
と

、

一
般

勘
定

、
危

機
対

応
勘

定
、

特
定

住
宅

金
融

専
門

会
社

債
権

債
務

処
理

勘
定

、
金

融
再

生
勘

定
及

び
金

融
機

能
強

化
勘

定
に

お
い

て
、

利
益

剰
余

金
等

は
増

加
し

、
欠

損
金

は
縮

減
が

図
ら
れ
ま
し
た
。
 

 

○
今

後
も

財
務

の
健

全
化

や
財

務
に

関

す
る

業
務

の
合

理
化

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

財
務

状
況

の
分

か
り

や
す

い
情
報
開
示
に
努
め
ま
す
。
 

財
務
部
 

 
経
理
第
一
課
 

 
経
理
第
ニ
課
 

 
経
理
第
三
課
 

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

 
(
2)
 
預

金
保

険
機

構
の

財
務

状
況

を
踏

ま
え

た
適

切
な

保
険

料
率

の
決
定
 

○
預
金
保
険
機
構
の
財
政
状
況
、
内
外
の
情
勢
を
踏
ま
え
、
平
成

2
5
年
度
に
適
用
す
る
預
金
保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
①
 
実

効
料

率
を

0.
0
84
％

と
す

る
こ

と
、

②
同

年
度

中
に

「
金

融
機

関
の

破
綻

」
(
保

険
事

故
の

発
生

、
管

理
を

命
ず

る
処

分

又
は
金
融
危
機
対
応
措
置
<
預
金
保
険
法
第

1
0
2
条
第

1
項
第

2
号
、
第

3
号

>
)
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
実
効
料
率

0
.
0
1
4
％
相
当
分
を
年
度
末
日
以
降
、
遅
滞
な
く
利
息
を
付
さ
ず
に
返
戻
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

 
【
保
険
料
率
の
推
移
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  
預
金
保
険
料
率

（
注

1
）
 

実
効
料
率

（
注

2
）
 

昭
和
4
6
年
 

（
制
度
発
足
時
）
～
 

0
.0
06
% 

0
.0
06
% 

昭
和
5
7
年
度
～
 

0
.
0
0
8
%
 

0
.
0
0
8
%
 

昭
和
6
1
年
度
～
 

0
.
0
1
2
%
 

0
.
0
1
2
%
 

平
成
8
年
度
～
 

0
.
0
4
8
%
 

0
.0
84
% 

平
成
1
3
年
度
 

特
定
預
金
 

そ
の
他
預
金
等
 

0
.0
48
% 

0
.0
48
% 

平
成
1
4年

度
 

0
.0
94
% 

0
.0
80
% 

平
成
1
5
年
度
～
 

決
済
用
預
金
 

一
般
預
金
等
 

0
.0
90
% 

0
.0
80
% 

平
成
1
7年

度
 

0
.1
15
% 

0
.0
83
% 

平
成
1
8
年
度
～
 

0
.
1
1
0
%
 

0
.
0
8
0
%
 

平
成
2
0年

度
 

0
.1
08
% 

0
.0
81
% 

平
成
2
1年

度
 

0
.1
07
% 

0
.0
81
% 

平
成
2
2
年
度
～
 

0
.
1
0
7
%
 

0
.
0
8
2
%
 

平
成
2
4
年
度

（
注

3
）
 

0
.0
89
% 

0
.0
68
% 

0
.0
7%
 

平
成
2
5
年
度

（
注

4
）
 

0
.1
07
% 

(
0.
08
9%
) 

0
.0
82
% 

(
0.
06
8%
) 

0
.0
84
% 

(
0.
07
%)
 

(
注

1
)
 

 「
特
定
預
金
」
は
、
当
座
預
金
、
普
通
預
金
及
び
別
段
預
金
、「

そ
の
他
預
金
等
」
は
、
特
定
預
金
以
外
の
定

期
性
預
金
等
。
 

「
決
済
用
預
金
」
、「

一
般
預
金
等
」
は
、
平
成

1
6
年
度
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
特
定
預
金
」
、「

そ
の
他
預
金
等

」
と
同
じ
（
た
だ
し
、
平
成

1
6
年
度
は
特
定
決
済
債
務
（
預
金
保
険
法
第

6
9
条
の

2
第

1
項
）
を
含
む
）。

平
成

1
7
年
度
以
降
は
、
「
決
済
用
預
金
」
は
、「

無
利
息
、
要
求
払
い
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
」

の
3
要
件
を
満
た
す
預
金
及
び
特
定
決
済
債
務
、
「
一
般
預
金
等
」
が
決
済
用
預
金
以
外
の
定
期
性
預
金
等
。
 

(
注

2
)
 
 
 
平
成

8
年
度
～
1
3
年
度
は

、
こ
の
間
設
定
さ
れ
た
特
別
保
険
料
（
預
金
保
険
法
附
則
第

1
9
条
第

1
項

）
の
料

率
（
0
.
0
3
6
％
）
を
含
む
。
ま
た
、
平
成

1
4
年
度
は
「
特
定
預
金
」
と
「
そ
の
他
預
金
等
」、

15
年
度
以
降
は

「
決
済
用
預
金
」
と
「
一
般
預
金
等
」
、
各
々
の
加
重
平
均
。
 

(
注

3
)
 
 
 
平
成

2
4
年
度
の
預
金
保
険
料
率
は
、
同
年
度
中
、
決
済
用
預
金

0
.
1
0
7
％
、
一
般
預
金
等

0
.
0
8
2
％
、
実
効

料
率

0
.
0
8
4
％
で
あ
っ
た
が
、
同
年
度
に
お
い
て
、
保
険
事
故
の
発
生
、
金
融
整
理
管
財
人
に
よ
る
業
務
及
び

財
産
の
管
理
を
命
ず
る
処
分
又
は
預
金
保
険
法
第

1
0
2
条
第

1
項
第

2
号
若
し
く
は
第

3
号
に
掲
げ
る
措
置
を

講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
の
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
同
年
度
初
日
に
遡
り
記
載
の
預
金
保
険

料
率
及
び
実
効
料
率
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
平
成

2
5
年

4
月
に

1
,
2
4
5
億
円
の
預
金
保
険
料
の
還
付
を

行
っ
た
。
 

(
注

4
)
 
 
 
平
成

2
5
年
度
は
、
同
年
度
に
お
い
て
、
保
険
事
故
の
発
生
、
金
融
整
理
管
財
人
に
よ
る
業
務
及
び
財
産
の
管

理
を
命
ず
る
処
分
又
は
預
金
保
険
法
第

1
0
2
条
第

1
項
第

2
号
若
し
く
は
第

3
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
旨
の
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
括
弧
内
の
預
金
保
険
料
率
及
び
実
効
料
率
。
 

○
中

長
期

的
に

預
金

保
険

機
構

の
財

政
が

均
衡

す
る

よ
う

な
適

切
な

保

険
料
率
を
定
め
ま
し
た
。
 

○
今

後
、

中
長

期
的

な
預

金
保

険
料

率
の

あ
り

方
に

関
す

る
検

討
も

進

め
て
い
き
ま
す
。
 

預
金
保
険
部
 

企
画
課
 

財
務
部
 

 
資
金
第
二
課
 

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 

国
際
協
力
・

　

 

調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

 
(
3
)
 
安
全
性
・
流
動
性
を

重
視

し
た

効
率

的
な

資
金
運
用
、
財
務
の
健

全
性
・
効
率
性
に
資
す

る
安

定
的

な
資

金
調

達
等
 

金
融
緩
和
、
低
金
利
環
境
が
続
く
中
で
、
以
下
の
と
お
り
資
金
の
運
用
・
調
達
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

○
資
金
運
用
面
で
は
、
各
勘
定
に
お
い
て
生
じ
た
余
裕
金
に
つ
い
て
、
安
全
性
・
流
動
性
を
重
視
し
た
効
率
的
な
資
金
運
用
に

努
め
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
勘
定
毎
に
預
保
債
や
借
入
金
の
償
還
・
返
済
時
期
、
経
費
の
支
出
等
の
資
金
繰
り
に
十
分
留

意
し
つ
つ
、
有
担
保
コ
ー
ル
取
引
、
国
庫
短
期
証
券
を
対
象
と
し
た
短
期
の
現
先
取
引
(
売
戻
条
件
付
き
買
入
れ
)
及
び
国

庫

短
期
証
券
の
買
切
取
引
等
を
組
み
合
わ
せ
て
運
用
し
ま
し
た
。
な
お
、
平
成

8
年
度
よ
り
運
用
を
行
っ
て
き
た
住
専
勘
定
の

金
融
安
定
化
拠
出
基
金
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
4
年

6
月
末
を
も
っ
て
運
用
を
終
了
し
ま
し
た
。
 

○
資
金
調
達
面
で
は
、
金
融
再
生
勘
定
及
び
金
融
機
能
強
化
勘
定
に
お
い
て
、
預
保
債
を
発
行
し
た
（
8
,
8
0
0
億
円
）
ほ
か
、

同
勘
定
、
危
機
対
応
勘
定
及
び
被
害
回
復
分
配
金
支
払
勘
定
に
お
い
て
、
適
宜
金
融
機
関
借
入
れ
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
、
金
融
機
能
強
化
勘
定
で
は
、
震
災
特
例
金
融
機
関
及
び
金
融
組
織
再
編
成
を
行
う
金
融
機
関
に
対
す
る
資
本
強
化
を

目
的
と
し
た
金

融
機
関
借
入

れ
を
実
施
し

ま
し
た
（

3
5
0
億
円
）
。
な

お
、
全
勘
定

で
み
た
資
金

調
達
残
高
は

、
大
幅

に
減

少
し
た
平
成

2
3
年
度
並
み
と
な
り
ま
し
た
（
平
成

2
3
年
度
末

2
.
8
兆
円
→
平
成

2
4
年
度
末

2
.
8
兆
円
）。

 

【
資
金
調
達
残
高
の
推
移
】
 

 
 

2
1
年

度
 

2
2
年

度
 

2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

 
資
金
調
達
残
高
 

5
4
,
8
4
9
億
円
 

4
0
,
9
2
3
億

円
 

2
8
,
3
8
0
億

円
 

2
8
,
3
7
5
億

円
 

 
債
券
残
高
 

（
年
度
発
行
額
）
 

3
9,
50
0
億

円
 

(
10
,5
00

億
円

) 

3
6,
30
0
億

円
 

(
7,
80
0
億

円
) 

1
9,
30
0
億

円
 

（
2
,
0
0
0
億
円
）

1
9,
30
0
億

円
 

（
8
,
8
0
0
億
円
）
 

 
債
券
比
率
 

7
2
.
0
%
 

8
8
.
7
%
 

6
8
.
0
%
 

6
8
.
0
%
 

○
情
報
提
供
の
推
進
に
関
し
て
は
、
資
金
調
達
の
一
層
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
借
入
入
札
参
加
者
を
対
象
と
し
た
説
明
会
を

開
催
し
、
預
金
保
険
機
構
の
資
金
の
調
達
環
境
や
調
達
方
針
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
た
ほ
か
、
預
金
保
険
機
構
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、
震
災
特
例
金
融
機
関
等
の
「
優
先
配
当
率
と
し
て
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
」
を
開
示
す
る
な
ど
、
分

か
り
や
す
い
情
報
提
供
に
努
め
ま
し
た
。
 

 ○
資

金
運

用
面

で
は

、
各

勘
定

の
余

裕

金
に

つ
い

て
安

全
性

・
流

動
性

を
重

視
し

た
効

率
的

な
運

用
を

行
い

ま
し

た
。
 

○
資

金
調

達
面

で
は

、
資

金
使

途
、

資

金
収

支
の

見
通

し
、

資
本

強
化

対
応

等
を

踏
ま

え
な

が
ら

、
安

定
的

か
つ

効
率
的
な
調
達
を
行
い
ま
し
た
。
 

       ○
借

入
入

札
説

明
会

を
開

催
し

た
ほ

か
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
積

極
的

に
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
資

金
運

用
・

調
達

に
関

す
る

分
か

り
や

す
い

情
報

提
供
も
推
進
し
ま
し
た
。
 

 ○
資

金
運

用
に

つ
い

て
は

、
金

融
情

勢

を
踏

ま
え

つ
つ

、
安

全
性

・
流

動
性

を
重

視
し

た
効

率
的

な
運

用
に

努
め

ま
す
。
 

○
資

金
調

達
に

つ
い

て
は

、
資

金
需

要

を
的

確
に

把
握

し
た

う
え

で
財

務
の

健
全

性
・

効
率

性
に

資
す

る
安

定
的

な
調
達
に
取
り
組
み
ま
す
。
 

       ○
資

金
運

用
・

調
達

に
関

す
る

分
か

り

や
す
い
情
報
提
供
を
推
進
し
ま
す
。

財
務
部
 

 
資
金
第
一
課
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

1
1
．

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

態
勢

等
の

強
化

 

 
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス

や
事

務
リ

ス
ク

等
の

管
理
態
勢
強
化
、
と
り

わ
け

万
全

な
個

人
情

報
保

護
等

の
情

報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
 

[
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
確
保
]
 

○
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
し
て
は
、
以
下
の
と
お
り
、
従
来
か
ら
の
啓
蒙
・
報
告
体
制
の
維
持
継
続
に
重
点
を
置
い
た
活
動

に
加
え
、
年
度
後
半
か
ら
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
べ
く
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
用
事
例
教

材
に
よ
る
各
部
内
研
修
の
実
施
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
程
の
見
直
し
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
 

(
1
)
啓
蒙
体
制
の
維
持
・
継
続
 

①
年
度
初
頭
に
理
事
長
か
ら
全
役
職
員
に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
配
信
 

②
新
規
入
構
者
に
対
す
る
研
修
を
計

2
回
実
施
（
平
成

2
4
年

4
月
及
び
同
年

7
月
）
 

③
各
部
内
勉
強
会
等
を
各
部
全
体
で
合
計

6
8
回
実
施
 

④
外
部
講
師
を
招
い
た
全
体
研
修
を
計

2
回
実
施
（
平
成

2
4
年

9
月
及
び
同
年

1
0
月
）
 

(
2
)
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
情
報
の
報
告
体
制
の
維
持
継
続
 

①
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
総
括
部
門
に
対
す
る
相
談
等
(
例
え
ば
、
契
約
内
容
の
検
討
)
 
 

②
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
責
任
者
連
絡
会
を
計

3
回
実
施
（
平
成

2
4
年

8
月
、
平
成

2
5
年

2
月
及
び
同
年

3
月
）
 

(
3
)
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
の
強
化
策
 

①
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
研

修
用

事
例

教
材

を
用

い
、

各
部

内
に

お
い

て
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
形

式
で

意
見

交
換

（
平

成

2
5
年

2
月

）
 

②
上
記
①
意
見
交
換
結
果
を
踏
ま
え
、
顧
問
弁
護
士
に
よ
る
講
評
（
平
成

2
5
年

3
月
）
 

③
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
程
等
の
見
直
し
（
平
成

2
5
年

3
月
）
 

[
事
務
リ
ス
ク
管
理
等
]
 

○
新
た
に
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
室
を
設
置
し
、
預
金
保
険
機
構
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
の

体
制
を
整
え
ま
し
た
。
 

○
情
報
管
理
・
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
以
下
の
と
お
り
、
役
職
員
の
意
識
向
上
の
た
め
の
周
知
・
徹
底

等
を
図
る
と
と
も
に
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
規
程
の
見
直
し
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
 

(
1
)
役
職
員
の
意
識
向
上
の
た
め
の
周
知
・
徹
底
等
 

①
新
規
入
構
者
に
対
す
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
修
（
2
回
：
平
成

2
4
年

4
月
及
び
同
年

7
月
）
 

②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
に
関
す
る
注
意
喚
起
文
の
発
出
（
2
回
：
平
成

2
4
年

7
月
）
 

③
全
役
職
員
を
対
象
と
し
た
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
修
（
1
回
：
平
成

2
4
年

12
月
）
 

④
全
役
職
員
を
対
象
と
し
た
標
的
型
メ
ー
ル
訓
練
（
1
回
：
平
成

2
5
年

1
月
～
2
月
）
 

⑤
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
自
己
点
検
（
1
回
：
平
成

2
5
年

2
月
）
 

(
2
)
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
規
程
の
見
直
し
 

①
既
存
実
施
手
順
の
改
定
（
3
本
：
平
成

2
5
年

1
月
）
 

②
新
規
実
施
手
順
の
制
定
（
2
本
：
平
成

2
5
年

1
月
）
 

(
3
)
情
報
シ
ス
テ
ム
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
診
断
 

外
部
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
事
業
者
に
委
託
し
て
、
L
A
N
/
W
A
N（

共
通
シ
ス
テ
ム
）
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
診
断
を

実
施
（
平
成

2
5
年

1
月
～
3
月
）
 

 
 

 ○
役

職
員

の
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
意

識

の
向

上
に

寄
与

し
た

も
の

と
考

え
ま

す
。
 

              ○
役

職
員

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

対

す
る

意
識

の
向

上
に

資
す

る
こ

と
が

で
き

ま
し

た
。

ま
た

、
預

金
保

険
機

構
の

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

レ
ベ

ル
が

向
上
し
ま
し
た
。
 

 ○
役

職
員

の
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
に

対

す
る

理
解

や
適

切
な

行
動

が
一

層
定

着
す

る
よ

う
、

現
在

の
啓

蒙
・

報
告

体
制

を
維

持
継

続
す

る
と

と
も

に
、

現
行

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

態
勢

に
つ

い
て

の
総

括
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

、
修

正
、

強
化

等
を

行
っ

て
い
き
ま
す
。
 

         ○
教

育
訓

練
等

に
よ

り
役

職
員

の
情

報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
対

す
る

意
識

の
向

上
に

努
め

る
と

と
も

に
、

新
た

な
サ

イ
バ

ー
攻

撃
の

脅
威

に
対

す
る

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
更

な
る

充
実

を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
 

総
務
部

情
報

シ
ス

テ
ム

企
画

課

法
務
統
括
室
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課
 

 
 

題
 

主
 

な
 

業
 

務
 

実
 

績
 

評
 

価
 

結
 

果
 

今
後

の
取

組
方

針
 

担
当

部
署

 

1
2
．

組
織

体
制

等
の

的
確

か
つ

効
率

的
な

運
営
 

 
業

務
方

針
及

び
環

境

変
化

に
対

応
し

た
組

織
・
人
員
・
シ
ス
テ
ム

体
制

の
的

確
か

つ
効

率
的
な
運
営
 

[
組
織
・
人
員
体
制
]
 

○
政
府
の
定
員
合
理
化
方
針
に
準
じ
、
合
理
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
合
理
化
（
▲
7
名
）
を
実
施
し
ま
し
た
。
 

○
預
金
保
険
法
の
改
正
(
平
成

2
3
年

5
月
成
立
)
に
伴
う
新
規
業
務
（
平
時
の
義
務
付
け
や
特
定
回
収
困
難
債
権
買
取
り
）
等

に
対
応
す
る
た
め
、
必
要
な
定
員
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
組
織
体
制
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。
 

○
破
綻
処
理
に
備
え
た
人
事
の
一
体
運
用
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
金
融
整
理
管
財
人
業
務
を
機
動

的
・
弾
力
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
出
向
者
の
配
置
見
直
し
、
破
綻
処
理
部
署
間
の
人
事
交
流
を
一
層
推
進
し
ま
し
た
。
 

[
シ
ス
テ
ム
体
制
]
 

○
「
預
金
保
険
機
構
 
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
等
の
最
適
化
方
針
」
に
基
づ
く
以
下
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
預
金
保
険
機
構
の

デ
ー
タ
セ
ン
タ
に
お
い
て
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。
 

 
－
L
A
N
/
W
A
N
（
共
通
シ
ス
テ
ム
）
 
平
成

2
4
年

5
月
～
 

 
－
破
綻
処
理
業
務
シ
ス
テ
ム
 
 
平
成

2
4
年

5
月
～
 

○
新
た
に
情
報
シ
ス
テ
ム
企
画
課
を
設
置
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平成 23年 4月 1日  

平成 23年 6月 30日改定

平成 24年 3月 30日改定

平成 25年 6月 28日改定

預金保険機構中期目標（平成 23～25年度） 

 

Ⅰ 預金保険機構の使命 

預金保険機構は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、預金保

険制度（注1）を確立し、信用秩序の維持に資する、との預金保険法の目的達成に向けて、預金保険

制度を適切に運用すること等（注2）を使命としている。 

（注 1）預金保険制度は、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払いと預金等債権

の買取り、破綻金融機関の処理のために行う合併等に対する資金援助・金融整理管財人による管理・業

務承継等、特定回収困難債権の買取り、金融危機対応措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある

処理に関する措置等から成っている。 

（注 2）預金保険機構では、この他、金融機能強化法に基づく公的資本増強業務や振り込め詐欺救済法に基づ

く各種公告業務等を担っている。 

Ⅱ 預金保険制度を取り巻く環境と預金保険機構の業務 

（国内外の金融情勢） 

今次の世界的な金融危機においては、欧米を始め各国で様々な危機対応策が講じられたが、そ

の後、総じて金融情勢が落ち着きを取り戻すにつれて、危機対応から平時の対応への移行が徐々

に進んでいる。また、危機の再発防止に向けた金融規制・監督の改革を巡る国際的な議論も進展

をみている。 

我が国金融システムにおいては、今回の危機の影響は限定的であり、また、初の定額保護によ

る破綻処理の全体への影響はみられておらず、金融情勢は全体として安定を保っている。 

こうした中で、我が国では過去の金融危機（「平成金融危機」）の事後処理が進捗する一方、時

限的ながら公的資本増強の再開等の対応がとられている。また、金融機関における合併等の経営

統合や資本基盤強化に向けた取組みもみられている。 

また、近年、金融に関連した犯罪の巧妙・悪質化への対応や、反社会的勢力による被害の防止

に向けて金融機関と反社会的勢力との関係を遮断するための取組みの重要性も増している。 

さらに、東日本大震災による様々な影響への対応が重要な課題となっている。 

（預金保険機構を巡る状況） 

預金保険機構の業務については、「平成金融危機」の事後処理が進捗している一方、初の定額

保護による破綻処理事案が発生しており、この破綻処理を適切に進めるとともに、今回の事例を

振り返り今後の改善点を洗い出し、必要に応じて対応策を検討・策定することにより、今後の破

綻処理がより円滑なものとなるよう努めることが課題となっている。 
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平成 23年 4月 1日  

平成 23年 6月 30日改定

平成 24年 3月 30日改定

平成 25年 6月 28日改定

預金保険機構中期目標（平成 23～25年度） 

 

Ⅰ 預金保険機構の使命 

預金保険機構は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、預金保

険制度（注1）を確立し、信用秩序の維持に資する、との預金保険法の目的達成に向けて、預金保険

制度を適切に運用すること等（注2）を使命としている。 

（注 1）預金保険制度は、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払いと預金等債権

の買取り、破綻金融機関の処理のために行う合併等に対する資金援助・金融整理管財人による管理・業

務承継等、特定回収困難債権の買取り、金融危機対応措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある

処理に関する措置等から成っている。 

（注 2）預金保険機構では、この他、金融機能強化法に基づく公的資本増強業務や振り込め詐欺救済法に基づ

く各種公告業務等を担っている。 

Ⅱ 預金保険制度を取り巻く環境と預金保険機構の業務 

（国内外の金融情勢） 

今次の世界的な金融危機においては、欧米を始め各国で様々な危機対応策が講じられたが、そ

の後、総じて金融情勢が落ち着きを取り戻すにつれて、危機対応から平時の対応への移行が徐々

に進んでいる。また、危機の再発防止に向けた金融規制・監督の改革を巡る国際的な議論も進展

をみている。 

我が国金融システムにおいては、今回の危機の影響は限定的であり、また、初の定額保護によ

る破綻処理の全体への影響はみられておらず、金融情勢は全体として安定を保っている。 

こうした中で、我が国では過去の金融危機（「平成金融危機」）の事後処理が進捗する一方、時

限的ながら公的資本増強の再開等の対応がとられている。また、金融機関における合併等の経営

統合や資本基盤強化に向けた取組みもみられている。 

また、近年、金融に関連した犯罪の巧妙・悪質化への対応や、反社会的勢力による被害の防止

に向けて金融機関と反社会的勢力との関係を遮断するための取組みの重要性も増している。 

さらに、東日本大震災による様々な影響への対応が重要な課題となっている。 

（預金保険機構を巡る状況） 

預金保険機構の業務については、「平成金融危機」の事後処理が進捗している一方、初の定額

保護による破綻処理事案が発生しており、この破綻処理を適切に進めるとともに、今回の事例を

振り返り今後の改善点を洗い出し、必要に応じて対応策を検討・策定することにより、今後の破

綻処理がより円滑なものとなるよう努めることが課題となっている。 
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また、金融機関が破綻した場合における金融整理管財人業務を一層円滑なものにするため、引

き続き、効率的に破綻処理システムの構築を進めていくとともに、東日本大震災の影響に対し、

適切に対応していく必要がある。 

さらに、預金保険法等が改正（平成 25 年 6 月）され、金融システムの安定を図るための金融

機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が導入されることから、当該改正法施行に向

けて態勢を整備する必要がある。 

（預金保険機構を取り巻く環境変化への対応） 

預金保険機構としては、こうした環境変化の中でその使命を的確に果たしていくため、引き続

き「平成金融危機」の事後処理、定額保護下での破綻処理態勢の整備を推進するとともに、セー

フティネット運営主体としての理念に照らして、その機能や組織運営の在り方を自ら常に点検・

見直しする必要があり、以下のような業務態勢の整備を図っていくこととする。 

① 預金保険を通じて預金者保護を担う存在として、預金者の理解と安心を確保するため、規

制・監督当局や中央銀行との密接な連携を強化しつつ、現在遂行中の破綻処理も踏まえて万

全の破綻処理態勢を整えていく。 

② 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置における業務の実施に係る実務面

の検討や態勢整備を図る。 

③ 公的資本増強等のセーフティネット運営主体としての機能を適切に発揮する。 

④ 保険機能に随伴する金融機関経営者等のモラルハザードを抑制し、金融犯罪の悪質化等に

対処するため、反社会的勢力等への対抗力を充実させるとともに、責任追及や回収機能を適

切に発揮する。また、「特定回収困難債権」の買取り・回収業務を適切に遂行する。 

⑤ 破綻金融機関からの資産の買取り等を適切に遂行する。 

⑥ 振り込め詐欺等被害者救済手続をはじめとする預金保険機構に新たに課された業務につい

て適切に遂行する。 

⑦ 関係会社と連携･協調を図りつつ、適切な業務運営を行う。 

⑧ 調査研究、国際協力等についても、時々の時代の要請を見極めつつ充実を図る。 

⑨ 自律的な業務運営に努め、効率性やコンプライアンス確保等に留意する。 

Ⅲ 平成 23～25年度を対象とした中期目標 

預金保険機構は、以上のような業務を進めていくに当たっての指針として、以下のとおり平成

23～25年度を対象とした中期目標を定め、業務遂行・改善の基本的方向付けを行うものとする。

（預金者の視点に立った預金者保護への取組み） 

１．関係当局等との密接な連携を強化しつつ、現在遂行中の破綻処理も踏まえてあらゆる事態に

対応した金融機関の破綻処理態勢を整備・強化する。特に名寄せや金融整理管財人業務等に用

いる機構のシステムについて、確実・円滑な業務処理の実現に向けて、引き続き効率的に構築

を進め、順調な稼働を目指す。 

なお、預金保険法の改正案が成立（平成 23 年 5 月）し、金融機関に平常時から一層の体制
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整備等（注）が求められるため、当該改正法施行に向けて、十分な周知（破綻処理スキームに関

する情報提供等）を行うとともに、当該改正法施行後は、関係各部協力し、各金融機関に対し

必要な助言を行い、対応状況をフォローする。 

（注）システム対応を伴う場合は、合理的な期間でのシステム対応を行う必要があるが、施行日時点では、

当該システムの開発計画の策定でも良いとされている。 

２．預金保険制度や預金保険機構の業務に関し、預金者の目線に立って分かりやすい広報の充実

に努める。 

（金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置への対応） 

３．預金保険法等が改正（平成 25 年 6 月）され、金融システムの安定を図るための金融機関等

の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が導入されることから、当該改正法施行に向け

て、関係当局等と連携しつつ当該業務の実施に係る実務面の検討を進め、その態勢整備を図る。

（資本増強関連業務への対応） 

４．資本増強については、東日本大震災に関する金融機能強化法の改正による特例も含め、申請

金融機関、関係当局との間で適切に対応する。また、資本増強のために引き受けを行った優先

株式等の管理を適切に行い、円滑な処分に努める。 

（責任追及機能の適切な発揮及び特定回収困難債権の買取り・回収の適切な実施） 

５．悪質な回収妨害案件に対する厳正な対応など協定銀行が行う整理回収業務を支援するととも

に、破綻金融機関の経営者等に対する責任追及業務を適切に実施する。また、預金保険法の改

正案が成立（平成 23 年 5 月）し、金融機関が保有する特定回収困難債権の買取・回収業務が

預金保険機構の業務とされたことから、当該改正法に則り当該業務を適切に実施する。 

（破綻金融機関等からの資産の買取り等） 

６．破綻金融機関等からの資産の買取り及び買い取った資産の処理等を適切に実施する。 

７．日本振興銀行に関する業務を適切に実施し、早期に最終受皿を見出すよう努める。 

（振り込め詐欺等被害者救済手続） 

８．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る公告業務等を、被害者の救済に貢献する観点から適切

に実施する。 

（関係会社との連携・協調） 

９．関係会社と連携・協調を図り、必要な指導・助言等を行う。また、預金保険法の改正案が成

立（平成 23 年 5 月）したことから、整理回収機構が適切に業務を遂行できるよう、当該改正

法に従いあり方を見直す。 

（調査研究、国際協力） 

10．金融経済等の情勢に幅広く目配りをした調査研究・国際協力活動を行う。 

（自律的な業務運営等） 

11．預金保険機構の財務の健全化及び財務に関する業務の合理化を確実に推進するとともに財務

状況の分かりやすい情報開示に努める。 
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また、金融機関が破綻した場合における金融整理管財人業務を一層円滑なものにするため、引

き続き、効率的に破綻処理システムの構築を進めていくとともに、東日本大震災の影響に対し、

適切に対応していく必要がある。 

さらに、預金保険法等が改正（平成 25 年 6 月）され、金融システムの安定を図るための金融

機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が導入されることから、当該改正法施行に向

けて態勢を整備する必要がある。 

（預金保険機構を取り巻く環境変化への対応） 

預金保険機構としては、こうした環境変化の中でその使命を的確に果たしていくため、引き続

き「平成金融危機」の事後処理、定額保護下での破綻処理態勢の整備を推進するとともに、セー

フティネット運営主体としての理念に照らして、その機能や組織運営の在り方を自ら常に点検・

見直しする必要があり、以下のような業務態勢の整備を図っていくこととする。 

① 預金保険を通じて預金者保護を担う存在として、預金者の理解と安心を確保するため、規

制・監督当局や中央銀行との密接な連携を強化しつつ、現在遂行中の破綻処理も踏まえて万

全の破綻処理態勢を整えていく。 

② 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置における業務の実施に係る実務面

の検討や態勢整備を図る。 

③ 公的資本増強等のセーフティネット運営主体としての機能を適切に発揮する。 

④ 保険機能に随伴する金融機関経営者等のモラルハザードを抑制し、金融犯罪の悪質化等に

対処するため、反社会的勢力等への対抗力を充実させるとともに、責任追及や回収機能を適

切に発揮する。また、「特定回収困難債権」の買取り・回収業務を適切に遂行する。 

⑤ 破綻金融機関からの資産の買取り等を適切に遂行する。 

⑥ 振り込め詐欺等被害者救済手続をはじめとする預金保険機構に新たに課された業務につい

て適切に遂行する。 

⑦ 関係会社と連携･協調を図りつつ、適切な業務運営を行う。 

⑧ 調査研究、国際協力等についても、時々の時代の要請を見極めつつ充実を図る。 

⑨ 自律的な業務運営に努め、効率性やコンプライアンス確保等に留意する。 

Ⅲ 平成 23～25年度を対象とした中期目標 

預金保険機構は、以上のような業務を進めていくに当たっての指針として、以下のとおり平成

23～25年度を対象とした中期目標を定め、業務遂行・改善の基本的方向付けを行うものとする。

（預金者の視点に立った預金者保護への取組み） 

１．関係当局等との密接な連携を強化しつつ、現在遂行中の破綻処理も踏まえてあらゆる事態に

対応した金融機関の破綻処理態勢を整備・強化する。特に名寄せや金融整理管財人業務等に用

いる機構のシステムについて、確実・円滑な業務処理の実現に向けて、引き続き効率的に構築

を進め、順調な稼働を目指す。 

なお、預金保険法の改正案が成立（平成 23 年 5 月）し、金融機関に平常時から一層の体制
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整備等（注）が求められるため、当該改正法施行に向けて、十分な周知（破綻処理スキームに関

する情報提供等）を行うとともに、当該改正法施行後は、関係各部協力し、各金融機関に対し

必要な助言を行い、対応状況をフォローする。 

（注）システム対応を伴う場合は、合理的な期間でのシステム対応を行う必要があるが、施行日時点では、

当該システムの開発計画の策定でも良いとされている。 

２．預金保険制度や預金保険機構の業務に関し、預金者の目線に立って分かりやすい広報の充実

に努める。 

（金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置への対応） 

３．預金保険法等が改正（平成 25 年 6 月）され、金融システムの安定を図るための金融機関等

の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が導入されることから、当該改正法施行に向け

て、関係当局等と連携しつつ当該業務の実施に係る実務面の検討を進め、その態勢整備を図る。

（資本増強関連業務への対応） 

４．資本増強については、東日本大震災に関する金融機能強化法の改正による特例も含め、申請

金融機関、関係当局との間で適切に対応する。また、資本増強のために引き受けを行った優先

株式等の管理を適切に行い、円滑な処分に努める。 

（責任追及機能の適切な発揮及び特定回収困難債権の買取り・回収の適切な実施） 

５．悪質な回収妨害案件に対する厳正な対応など協定銀行が行う整理回収業務を支援するととも

に、破綻金融機関の経営者等に対する責任追及業務を適切に実施する。また、預金保険法の改

正案が成立（平成 23 年 5 月）し、金融機関が保有する特定回収困難債権の買取・回収業務が

預金保険機構の業務とされたことから、当該改正法に則り当該業務を適切に実施する。 

（破綻金融機関等からの資産の買取り等） 

６．破綻金融機関等からの資産の買取り及び買い取った資産の処理等を適切に実施する。 

７．日本振興銀行に関する業務を適切に実施し、早期に最終受皿を見出すよう努める。 

（振り込め詐欺等被害者救済手続） 

８．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る公告業務等を、被害者の救済に貢献する観点から適切

に実施する。 

（関係会社との連携・協調） 

９．関係会社と連携・協調を図り、必要な指導・助言等を行う。また、預金保険法の改正案が成

立（平成 23 年 5 月）したことから、整理回収機構が適切に業務を遂行できるよう、当該改正

法に従いあり方を見直す。 

（調査研究、国際協力） 

10．金融経済等の情勢に幅広く目配りをした調査研究・国際協力活動を行う。 

（自律的な業務運営等） 

11．預金保険機構の財務の健全化及び財務に関する業務の合理化を確実に推進するとともに財務

状況の分かりやすい情報開示に努める。 
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12．コンプライアンスや事務リスク等の管理のために必要な態勢を確立する。 

13．組織体制等においても、環境変化に対して、的確かつ効率的に対応する。 

Ⅳ 各年度の業務方針との関係 

各年度の業務方針は、この目標とその時点での状況及び前年度以前の業務方針の実施状況や評

価を踏まえて策定する。 

 

平成 25年 4月 1日     

平成 25年 6月 28日改定

 

預金保険機構業務方針（対象期間：平成 25年 4月～平成 26年 3月） 

 

１．預金者保護等の観点に立ったあらゆる事態に対応した金融機関の破綻処理態勢の整備・強化 

① 破綻処理スキームと金融整理管財人業務の一層の改善のために、日本振興銀行の破綻処理の

経験等も踏まえつつ、諸課題の検討を更に進め、預金保険機構（以下「機構」という。）の態

勢強化に努める。 

また、関係当局を始めとする外部関係者との連携を強化するとともに、実務訓練・研修・説

明会等を充実及び定着化させ、金融整理管財人団の質的向上を図るほか、必要な情報の分析・

管理に努める。 

平成 23 年に成立した改正預金保険法への対応については、これにより、金融機関に平常時

から一層の体制整備等が求められていることから、各金融機関に対し必要な助言を行うととも

に、対応状況のフォローに努める。 

上記を踏まえ、金曜日に金融機関の破綻が発生し、機構が金融整理管財人に選任された場合、

翌月曜日から営業を円滑かつ確実に再開できる（いわゆる金月処理の実現）よう努める。 

② 預金保険法に規定する保険事故への対処に関する整備状況等（注１）の検証を立入検査の中心

に据え、関係当局及び機構内関係部署との連携や金融機関との意見交換を十分に行いながら、

「破綻時における円滑な業務の継続」に実践的に結び付く検査を実施する。 

なお、上記の実施にあたっては、「立入検査」に加え、「改善ヒアリング」（注２）「システム検

証」（注３）「研修・助言等」（注４）の各施策の実施状況を包括的に管理・分析し、その結果を立入

検査等の各施策の改善や次回実施計画等に反映させることとする。 

また、預金口座名寄せデータ整備については、立入検査の際に平時の対応状況がどのような

水準にあるかを被検査金融機関に伝達し、これらを通じて、金融機関における名寄せデータ及

びシステムの適切な維持管理を促していく。 

（注１）預金保険法に規定する保険事故への対処に関する整備状況とは、預金口座名寄せのためのデータの

整備、付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ（入出金明細ファイル）作成のための

システム整備等、相殺・預金等債権の買取り（概算払）の準備（手順書・マニュアルの整備等）の状
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況等のことをいう。 

（注２）「改善ヒアリング」とは、金融庁又は財務局等が金融機関に対し、銀行法第 24条等に基づき、機構

が実施した検査の指摘事項に係る改善状況の報告を求め、ヒアリングを実施することをいうが、機構

としてもこれに同席して、実効性のある改善が可能となるよう助言等を行っている。 

（注３）「システム検証」とは、金融機関に預金者データの提出を求め、名寄せを行ううえでのデータ整備

が適正に行われているかについて、機構のシステムにより検証することをいう。 

（注４）「研修・助言等」とは、名寄せデータ、手順書・マニュアル及びシステムの整備を推進するために、

個別金融機関からの要請に基づいて機構職員を派遣し、個別金融機関の状況に応じた研修・助言等を

行うことをいう。 

③ 名寄せの迅速化や金融整理管財人業務の円滑化等を一層推進するため、日本振興銀行の破綻

処理の経験も踏まえ、業務処理体制について、効率的に整備・拡充を進めるとともに、実際の

運用力の更なる向上を図る。また、名寄せ及び金融整理管財人業務等に用いる破綻処理業務シ

ステムについて、機構横断的にその運用体制の整備を進め、効率的かつ順調な稼働を維持する。

④ 預金保険制度の円滑な運営を確保する観点から破綻処理のスキームや実務等について必要

な事項を検討するとともに、関係当局との密接な連携を強化するほか、他のセーフティネット

運営主体との連携も図る。 

２．預金保険制度や預金保険機構の業務に関する広報 

預金保険制度及び機構の役割や業務について、預金者等の理解をより一層深めるため、各種

媒体を活用し、預金者の目線に立った分かりやすい広報の実施に努める。 

３．金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置への対応 

   今般、預金保険法等が改正され、金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負

債の秩序ある処理に関する措置が導入されることから、当該改正法施行に向けて、関係当局等

と連携しつつ当該業務の実施に係る実務面の検討を進め、その態勢整備を図る。 

４．資本増強関連業務への対応 

① 金融機能強化法に基づく資本増強業務（申請期限、平成 29年 3月 31日）については、東日

本大震災に関する同法の改正による特例も含め、申請金融機関、関係当局との間で適切に対応

する。 

② 早期健全化法や金融機能強化法等に基づき引き受けた優先株式等については、その適切な管

理を行い、「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」

（平成 17年 10月公表）に基づき円滑な処分に努める。 

５．悪質な回収妨害案件に対する厳正な対応など協定銀行が行う整理回収業務の支援及び責任追及

業務の適切な実施、並びに特定回収困難債権の買取・回収業務の適切な実施 

① 特定回収困難債権の買取・回収業務が開始されたことを踏まえ、協定銀行である整理回収機
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12．コンプライアンスや事務リスク等の管理のために必要な態勢を確立する。 

13．組織体制等においても、環境変化に対して、的確かつ効率的に対応する。 

Ⅳ 各年度の業務方針との関係 

各年度の業務方針は、この目標とその時点での状況及び前年度以前の業務方針の実施状況や評

価を踏まえて策定する。 

 

平成 25年 4月 1日     

平成 25年 6月 28日改定

 

預金保険機構業務方針（対象期間：平成 25年 4月～平成 26年 3月） 

 

１．預金者保護等の観点に立ったあらゆる事態に対応した金融機関の破綻処理態勢の整備・強化 

① 破綻処理スキームと金融整理管財人業務の一層の改善のために、日本振興銀行の破綻処理の

経験等も踏まえつつ、諸課題の検討を更に進め、預金保険機構（以下「機構」という。）の態

勢強化に努める。 

また、関係当局を始めとする外部関係者との連携を強化するとともに、実務訓練・研修・説

明会等を充実及び定着化させ、金融整理管財人団の質的向上を図るほか、必要な情報の分析・

管理に努める。 

平成 23 年に成立した改正預金保険法への対応については、これにより、金融機関に平常時

から一層の体制整備等が求められていることから、各金融機関に対し必要な助言を行うととも

に、対応状況のフォローに努める。 

上記を踏まえ、金曜日に金融機関の破綻が発生し、機構が金融整理管財人に選任された場合、

翌月曜日から営業を円滑かつ確実に再開できる（いわゆる金月処理の実現）よう努める。 

② 預金保険法に規定する保険事故への対処に関する整備状況等（注１）の検証を立入検査の中心

に据え、関係当局及び機構内関係部署との連携や金融機関との意見交換を十分に行いながら、

「破綻時における円滑な業務の継続」に実践的に結び付く検査を実施する。 

なお、上記の実施にあたっては、「立入検査」に加え、「改善ヒアリング」（注２）「システム検

証」（注３）「研修・助言等」（注４）の各施策の実施状況を包括的に管理・分析し、その結果を立入

検査等の各施策の改善や次回実施計画等に反映させることとする。 

また、預金口座名寄せデータ整備については、立入検査の際に平時の対応状況がどのような

水準にあるかを被検査金融機関に伝達し、これらを通じて、金融機関における名寄せデータ及

びシステムの適切な維持管理を促していく。 

（注１）預金保険法に規定する保険事故への対処に関する整備状況とは、預金口座名寄せのためのデータの

整備、付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ（入出金明細ファイル）作成のための

システム整備等、相殺・預金等債権の買取り（概算払）の準備（手順書・マニュアルの整備等）の状
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況等のことをいう。 

（注２）「改善ヒアリング」とは、金融庁又は財務局等が金融機関に対し、銀行法第 24条等に基づき、機構

が実施した検査の指摘事項に係る改善状況の報告を求め、ヒアリングを実施することをいうが、機構

としてもこれに同席して、実効性のある改善が可能となるよう助言等を行っている。 

（注３）「システム検証」とは、金融機関に預金者データの提出を求め、名寄せを行ううえでのデータ整備

が適正に行われているかについて、機構のシステムにより検証することをいう。 

（注４）「研修・助言等」とは、名寄せデータ、手順書・マニュアル及びシステムの整備を推進するために、

個別金融機関からの要請に基づいて機構職員を派遣し、個別金融機関の状況に応じた研修・助言等を

行うことをいう。 

③ 名寄せの迅速化や金融整理管財人業務の円滑化等を一層推進するため、日本振興銀行の破綻

処理の経験も踏まえ、業務処理体制について、効率的に整備・拡充を進めるとともに、実際の

運用力の更なる向上を図る。また、名寄せ及び金融整理管財人業務等に用いる破綻処理業務シ

ステムについて、機構横断的にその運用体制の整備を進め、効率的かつ順調な稼働を維持する。

④ 預金保険制度の円滑な運営を確保する観点から破綻処理のスキームや実務等について必要

な事項を検討するとともに、関係当局との密接な連携を強化するほか、他のセーフティネット

運営主体との連携も図る。 

２．預金保険制度や預金保険機構の業務に関する広報 

預金保険制度及び機構の役割や業務について、預金者等の理解をより一層深めるため、各種

媒体を活用し、預金者の目線に立った分かりやすい広報の実施に努める。 

３．金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置への対応 

   今般、預金保険法等が改正され、金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負

債の秩序ある処理に関する措置が導入されることから、当該改正法施行に向けて、関係当局等

と連携しつつ当該業務の実施に係る実務面の検討を進め、その態勢整備を図る。 

４．資本増強関連業務への対応 

① 金融機能強化法に基づく資本増強業務（申請期限、平成 29年 3月 31日）については、東日

本大震災に関する同法の改正による特例も含め、申請金融機関、関係当局との間で適切に対応

する。 

② 早期健全化法や金融機能強化法等に基づき引き受けた優先株式等については、その適切な管

理を行い、「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応について」

（平成 17年 10月公表）に基づき円滑な処分に努める。 

５．悪質な回収妨害案件に対する厳正な対応など協定銀行が行う整理回収業務の支援及び責任追及

業務の適切な実施、並びに特定回収困難債権の買取・回収業務の適切な実施 

① 特定回収困難債権の買取・回収業務が開始されたことを踏まえ、協定銀行である整理回収機
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構による悪質債務者等からの適切な回収、とりわけ反社会的勢力が関与する回収妨害案件に対

する厳正な対応を支援するため、同機構との連携を強化し、積極的な指導・助言を行う。 

② 協定銀行である整理回収機構が行う整理回収業務を支援するため、特定回収困難債権等の反

社会的勢力を含めた悪質な債務者に重点を置いた、調査案件の的確な選定及び深度ある財産調

査並びに指導・助言を適切に実施する。 

③ 破綻金融機関に係る徹底した調査を実施して破綻に至る経緯等の解明に努め、刑事・民事上

の責任追及業務を適切に実施する。加えて、破綻処理時に即応できる態勢の整備及び調査手法

の向上に努める。 

④ 特定回収困難債権の買取・回収業務については、民間金融機関をはじめ関係者の協力を得な

がら、着実に業務を実施する。また、買取対象債権の特定回収困難債権への該当性や買取価格

について、買取審査委員会から意見を聴くなど、適正な手続を経る。 

  さらに、各地の銀行警察連絡協議会への参加等を通じて本制度の浸透を図る。 

６．保有資産の適切な管理・処分等 

破綻金融機関等から取得した債権については、顧客保護の観点も踏まえつつ、的確な管理・

回収を実施する。 

株式については、国民負担の最小化の観点及び市場への影響、処理期間の目途も踏まえつつ、

適切かつ効率的に管理・処分を行う。 

７．日本振興清算株式会社に関する業務の適切な実施 

清算法人の運営について、最終弁済・清算結了に向けて、残存する資産・負債の整理が順調

に行われているか、経費支出が厳格に行われているかを確認し、適切な管理に努める。 

また、清算結了に向けて、清算法人に対する金銭贈与の増減を適切に実施する。 

８．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る公告業務等の適切な実施 

振り込め詐欺等被害者の救済に貢献する観点から、円滑に公告事務を行う。 

預保納付金の支出に際しては、関係省庁と連携しつつ、事業の担い手団体との協議を行い、

犯罪被害者等の支援の充実のための具体的使途として主務省令で定められた奨学金事業及び

団体助成事業の適切な実施が確保されるよう努める。 

９．関係会社との連携・協調 

① 整理回収機構 

整理回収機構との一層の連携・協調を図っていく。特に平成 23 年の預金保険法改正で新た

に付与された特定回収困難債権の買取・回収業務、承継銀行業務が適切に実施されるよう指

導・助言を行う。さらに、整理回収機構の保有する債権の回収に当たっては、東日本大震災の

被災地域における同機構の債務者の状況を的確に把握し適切に対応するよう、必要な指導・助

言を行う。 
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② 地域経済活性化支援機構・東日本大震災事業者再生支援機構 

地域経済活性化支援機構及び東日本大震災事業者再生支援機構の業務の適正かつ効率的な

実施に協力する。 

10．金融経済等の情勢に幅広く目配りをした調査研究・国際協力活動 

今次の世界的な金融危機に対する世界各国・地域の危機管理の状況等を踏まえ、次の対応を

図る。 

① 諸外国における金融機関の破綻処理制度や預金保険制度の改革の動向など機構の業務に関

連する事項について、内外の調査研究を行い、各界の関係者等へその成果を提供する。 

② 海外預金保険当局との連携・協力をさらに推進するとともに、機構主催の国際会議の開催や

国際預金保険協会の活動に対する積極的な参画を通じ、世界の預金保険制度や金融の状況を巡

る国際動向を把握し、我が国預金保険制度をより充実させる。さらに預金保険制度に関する国

際協力体制構築への貢献や、諸外国に対する技術支援を継続しつつ、特にアジア域内での協調

の枠組みを構築する。この他、各国預金保険機関との関係をより強化するため、これら機関と

の人事交流を行う。 

11．財務の健全化・効率化の確実な推進及び財務状況の情報開示 

① 機構の財務の健全化や財務に関する業務の合理化に取り組みつつ、金融機関破綻処理等に対

応できる予算作成・執行管理を目指す。また、財務状況の分かりやすい情報開示に努める。 

② 機構の財務の状況を踏まえ、長期的に機構の財政（一般勘定）が均衡するよう適切な保険料

率を定める。 

③ 金融情勢を踏まえつつ、資金運用については安全性・流動性を重視した効率的運用に努める

とともに、資金調達については資金需要を的確に把握したうえで財務の健全性・効率性に資す

る安定的な調達に取り組む。また、資金運用・調達に関する分かりやすい情報提供を推進する。

12．コンプライアンス態勢等の強化 

コンプライアンスや事務リスク等の管理のために必要な態勢をより一層強化する。特に、新

たなサイバー攻撃による脅威が増大している状況を踏まえ、情報セキュリティ対策の更なる充

実を図る。これらについて、役職員の意識向上のため、各種研修等において年２回以上周知・

徹底を図ることとする。 

13．組織体制等の的確かつ効率的な運営 

以上のような業務方針及び環境変化に対応して、組織・人員・システム体制の的確かつ効率

的な運営に努める。 
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構による悪質債務者等からの適切な回収、とりわけ反社会的勢力が関与する回収妨害案件に対

する厳正な対応を支援するため、同機構との連携を強化し、積極的な指導・助言を行う。 

② 協定銀行である整理回収機構が行う整理回収業務を支援するため、特定回収困難債権等の反

社会的勢力を含めた悪質な債務者に重点を置いた、調査案件の的確な選定及び深度ある財産調

査並びに指導・助言を適切に実施する。 

③ 破綻金融機関に係る徹底した調査を実施して破綻に至る経緯等の解明に努め、刑事・民事上

の責任追及業務を適切に実施する。加えて、破綻処理時に即応できる態勢の整備及び調査手法

の向上に努める。 

④ 特定回収困難債権の買取・回収業務については、民間金融機関をはじめ関係者の協力を得な

がら、着実に業務を実施する。また、買取対象債権の特定回収困難債権への該当性や買取価格

について、買取審査委員会から意見を聴くなど、適正な手続を経る。 

  さらに、各地の銀行警察連絡協議会への参加等を通じて本制度の浸透を図る。 

６．保有資産の適切な管理・処分等 

破綻金融機関等から取得した債権については、顧客保護の観点も踏まえつつ、的確な管理・

回収を実施する。 

株式については、国民負担の最小化の観点及び市場への影響、処理期間の目途も踏まえつつ、

適切かつ効率的に管理・処分を行う。 

７．日本振興清算株式会社に関する業務の適切な実施 

清算法人の運営について、最終弁済・清算結了に向けて、残存する資産・負債の整理が順調

に行われているか、経費支出が厳格に行われているかを確認し、適切な管理に努める。 

また、清算結了に向けて、清算法人に対する金銭贈与の増減を適切に実施する。 

８．振り込め詐欺等被害者救済手続に係る公告業務等の適切な実施 

振り込め詐欺等被害者の救済に貢献する観点から、円滑に公告事務を行う。 

預保納付金の支出に際しては、関係省庁と連携しつつ、事業の担い手団体との協議を行い、

犯罪被害者等の支援の充実のための具体的使途として主務省令で定められた奨学金事業及び

団体助成事業の適切な実施が確保されるよう努める。 

９．関係会社との連携・協調 

① 整理回収機構 

整理回収機構との一層の連携・協調を図っていく。特に平成 23 年の預金保険法改正で新た

に付与された特定回収困難債権の買取・回収業務、承継銀行業務が適切に実施されるよう指

導・助言を行う。さらに、整理回収機構の保有する債権の回収に当たっては、東日本大震災の

被災地域における同機構の債務者の状況を的確に把握し適切に対応するよう、必要な指導・助

言を行う。 
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② 地域経済活性化支援機構・東日本大震災事業者再生支援機構 

地域経済活性化支援機構及び東日本大震災事業者再生支援機構の業務の適正かつ効率的な

実施に協力する。 

10．金融経済等の情勢に幅広く目配りをした調査研究・国際協力活動 

今次の世界的な金融危機に対する世界各国・地域の危機管理の状況等を踏まえ、次の対応を

図る。 

① 諸外国における金融機関の破綻処理制度や預金保険制度の改革の動向など機構の業務に関

連する事項について、内外の調査研究を行い、各界の関係者等へその成果を提供する。 

② 海外預金保険当局との連携・協力をさらに推進するとともに、機構主催の国際会議の開催や

国際預金保険協会の活動に対する積極的な参画を通じ、世界の預金保険制度や金融の状況を巡

る国際動向を把握し、我が国預金保険制度をより充実させる。さらに預金保険制度に関する国

際協力体制構築への貢献や、諸外国に対する技術支援を継続しつつ、特にアジア域内での協調

の枠組みを構築する。この他、各国預金保険機関との関係をより強化するため、これら機関と

の人事交流を行う。 

11．財務の健全化・効率化の確実な推進及び財務状況の情報開示 

① 機構の財務の健全化や財務に関する業務の合理化に取り組みつつ、金融機関破綻処理等に対

応できる予算作成・執行管理を目指す。また、財務状況の分かりやすい情報開示に努める。 

② 機構の財務の状況を踏まえ、長期的に機構の財政（一般勘定）が均衡するよう適切な保険料

率を定める。 

③ 金融情勢を踏まえつつ、資金運用については安全性・流動性を重視した効率的運用に努める

とともに、資金調達については資金需要を的確に把握したうえで財務の健全性・効率性に資す

る安定的な調達に取り組む。また、資金運用・調達に関する分かりやすい情報提供を推進する。

12．コンプライアンス態勢等の強化 

コンプライアンスや事務リスク等の管理のために必要な態勢をより一層強化する。特に、新

たなサイバー攻撃による脅威が増大している状況を踏まえ、情報セキュリティ対策の更なる充

実を図る。これらについて、役職員の意識向上のため、各種研修等において年２回以上周知・

徹底を図ることとする。 

13．組織体制等の的確かつ効率的な運営 

以上のような業務方針及び環境変化に対応して、組織・人員・システム体制の的確かつ効率

的な運営に努める。 
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（参考）平成 24年度中の主な出来事 
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3.29 

○日本振興銀行が再生計画に基づく第１回弁済を実施（弁済率 39％） 

○日本振興銀行の機構代理預金者（概算払を受けなかった非付保預金者）に対する

弁済金の支払の開始 

○概算払を受けた非付保預金者に対する精算払の開始 

○日本振興銀行が保有する資産の買取り（整理回収機構に買取りを委託）を実施 

○特定回収困難債権の第 1回買取り（整理回収機構に買取りを委託）を実施 

○整理回収機構により日本振興銀行の旧役員に対する第 2 弾の責任追及訴訟を提

起 

○日本振興銀行に対する管理の終了 

○日本振興銀行の解散 

○金融機能強化法に基づき、東北銀行に対し優先株式の引受けによる資本増強を実

施 

○振り込め詐欺救済法に基づく納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始 

○金融機能強化法に基づき、じもとホールディングス（きらやか銀行）に対し優先株

式の引受けによる資本増強を実施 

○金融機能強化法に基づき、全国信用協同組合連合会（ぐんまみらい信用組合）に

対し信託受益権の買取りによる資本増強を実施 

○第 7回 DICJ ラウンドテーブルの開催(平成 25年 3月 6日、7日の 2日間開催) 

○株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行 

○企業再生支援機構が改組され、活性化支援機構が設立 

○資本金の増加（地域経済活性化支援勘定、30億円） 

○平成 25 年度以降の預金保険料率を、一般預金等については 0.082％、決済用預

金については 0.107％とし、平成 25 年度においては、①保険事故の発生、②金

融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は③預保法第102条第1

項第2号若しくは第3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認

定がなかった場合には、同年度に適用される預金保険料率を、一般預金等につい

ては 0.068％、決済用預金については 0.089％とする旨決定（平成 25 年 3 月 29

日、金融庁長官及び財務大臣より認可） 

○特定回収困難債権の第 2回買取り（整理回収機構に買取りを委託）を実施 
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（参考）平成 24年度中の主な出来事 
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○日本振興銀行が再生計画に基づく第１回弁済を実施（弁済率 39％） 

○日本振興銀行の機構代理預金者（概算払を受けなかった非付保預金者）に対する

弁済金の支払の開始 

○概算払を受けた非付保預金者に対する精算払の開始 

○日本振興銀行が保有する資産の買取り（整理回収機構に買取りを委託）を実施 

○特定回収困難債権の第 1回買取り（整理回収機構に買取りを委託）を実施 

○整理回収機構により日本振興銀行の旧役員に対する第 2 弾の責任追及訴訟を提

起 

○日本振興銀行に対する管理の終了 

○日本振興銀行の解散 

○金融機能強化法に基づき、東北銀行に対し優先株式の引受けによる資本増強を実

施 

○振り込め詐欺救済法に基づく納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始 

○金融機能強化法に基づき、じもとホールディングス（きらやか銀行）に対し優先株

式の引受けによる資本増強を実施 

○金融機能強化法に基づき、全国信用協同組合連合会（ぐんまみらい信用組合）に

対し信託受益権の買取りによる資本増強を実施 

○第 7回 DICJ ラウンドテーブルの開催(平成 25年 3月 6日、7日の 2日間開催) 

○株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行 

○企業再生支援機構が改組され、活性化支援機構が設立 

○資本金の増加（地域経済活性化支援勘定、30億円） 

○平成 25 年度以降の預金保険料率を、一般預金等については 0.082％、決済用預

金については 0.107％とし、平成 25 年度においては、①保険事故の発生、②金融

整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は③預保法第102条第1項第

2号若しくは第3号に掲げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がな

かった場合には、同年度に適用される預金保険料率を、一般預金等については

0.068％、決済用預金については 0.089％とする旨決定（平成 25 年 3 月 29 日、金

融庁長官及び財務大臣より認可） 

○特定回収困難債権の第 2回買取り（整理回収機構に買取りを委託）を実施 
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Ⅲ．預金保険法等の改正を踏まえた今後の取組み 
 
１．預金保険法等の一部改正について 
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１．預金保険法等の一部改正について 
リーマン・ブラザーズの破綻等に端を発した先般の国際的な金融危機の中で、金融システム上

重要な金融機関の破綻等が、内外の金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を及ぼすお

それがあることが明らかとなりました。 

その経験を踏まえ、金融機関が万一破綻に至るような場合においても、秩序ある処理を可能と

する枠組みを整備するための議論が国際的に進められ、平成 23年 10月には、FSB において新た

な指針である「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」が策定され、平成 23 年 11

月の G20 カンヌ・サミットにおいて、国際的に合意されました。 

こうした国際的な議論の進捗と並行して、米欧主要国においては、金融機関の実効的な破綻処

理に関する新たな包括的な枠組みが整備されてきています。 

我が国においても、こうした国際的な流れを踏まえて、市場等を通じて伝播するような危機に

対して、金融機関の秩序ある処理に関する枠組みを整備するため、預金保険法等が平成 25 年 6

月に改正されました。 

改正法施行後（注）は、「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある

処理に関する措置」が導入されることになります。 

 （注）施行期日は、公布の日（平成 25 年 6 月 19 日）から起算して 9 月を超えない範囲内において政

令で定める日とされています。 

 
２．金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関

する措置 
（１）金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定 

金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定については、現行の預

金保険法における金融危機対応措置と同様に、極めて高度な判断を要するため、金融危機対応会

議（構成員：内閣総理大臣（議長）、内閣官房長官、金融担当大臣、金融庁長官、財務大臣、日本

銀行総裁）の議を経て、内閣総理大臣が、金融システムの安定を図るために、当該措置を講ずる

必要がある旨を認定（以下「特定認定」といいます。）することとされました。 
（参考）金融危機対応会議は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破

綻等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき

関係行政機関の施策の実施を推進する事務を司る。 
 
（２）措置の対象となる金融機関等 

先般の国際的な金融危機の経験を踏まえ、金融市場における急速な信認低下、破綻時における

混乱、実体経済への影響を回避し、金融システムがその強靭性を保持するためには、金融市場・

金融業全体をカバーすることが重要であるとの考え方の下、金融業全体（預金取扱金融機関、保

険会社、金融商品取引業者、金融持株会社等、以下これらを総称して「金融機関等」といいます。）

が措置の対象とされました。 
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（３）措置内容と発動要件 

①特定第１号措置 

＜措置内容＞ 
 対象となる金融機関等を機構の特別監視（注）下におき、流動性の供給等を行うものです。 
＜発動要件＞ 
 我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められ、かつ、

金融機関等が債務超過でないとき。 
（注）金融機関等の秩序ある処理に関する枠組みにおいては、内閣総理大臣は、金融危機対応会議の議

を経て特定認定された金融機関等について、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構によ

り監視される者として指定することになります。この指定を受けた者を「特別監視金融機関等」と

いいます。 
機構は、特別監視金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、必要な助言等（助

言、指導又は勧告）をすることができます。 
また、内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要が

あると認めるときは、特別監視金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措

置を命ずることができます。 
 
②特定第２号措置 

＜措置内容＞ 
 対象となる金融機関等を機構の特別監視下におき、機構が管理処分権を掌握しつつ（注１）、金融

システムの安定を図るため不可欠な債務等を特定承継金融機関等（注２）に引き継ぎ、その際に特定

資金援助（注３）をすることにより、当該債務を履行させるものです。 
＜発動要件＞ 
 我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがあると認められ、かつ、

金融機関等が債務超過又は債務超過のおそれ、支払停止又は支払停止のおそれがあるとき。 
（注１）特定管理を命ずる処分 

内閣総理大臣は、特定第２号措置に係る特定認定が行われた場合であって、①当該特定認定に係

る金融機関等の業務の運営が著しく不適切であること、②当該金融機関等の業務又は債務について、

特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、

その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあることのい

ずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財

産の管理を命ずる処分（以下「特定管理を命ずる処分」といいます。）をすることができます。 
特定管理を命ずる処分があったときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等を代表し、

業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権限は機構に専属することとなります。 
（注２）機構は、特別監視金融機関等の債務等承継により業務又は債務を引き継ぎ、かつ、その業務

の暫定的な維持継続又は債務の弁済を円滑に行うために、内閣総理大臣の決定を受け、以下の子会

社を設立することができます。なお、以下の子会社を総称して「特定承継金融機関等」といいます。 
・ 特定承継銀行 
・ 特定承継保険会社 
・ 特定承継金融商品取引業者 
・ 特定承継会社 
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１．預金保険法等の一部改正について 
リーマン・ブラザーズの破綻等に端を発した先般の国際的な金融危機の中で、金融システム上

重要な金融機関の破綻等が、内外の金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を及ぼすお

それがあることが明らかとなりました。 

その経験を踏まえ、金融機関が万一破綻に至るような場合においても、秩序ある処理を可能と

する枠組みを整備するための議論が国際的に進められ、平成 23年 10月には、FSB において新た

な指針である「金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」が策定され、平成 23 年 11

月の G20 カンヌ・サミットにおいて、国際的に合意されました。 

こうした国際的な議論の進捗と並行して、米欧主要国においては、金融機関の実効的な破綻処

理に関する新たな包括的な枠組みが整備されてきています。 

我が国においても、こうした国際的な流れを踏まえて、市場等を通じて伝播するような危機に

対して、金融機関の秩序ある処理に関する枠組みを整備するため、預金保険法等が平成 25 年 6

月に改正されました。 

改正法施行後（注）は、「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある

処理に関する措置」が導入されることになります。 

 （注）施行期日は、公布の日（平成 25 年 6 月 19 日）から起算して 9 月を超えない範囲内において政

令で定める日とされています。 

 
２．金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関

する措置 
（１）金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定 

金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定については、現行の預

金保険法における金融危機対応措置と同様に、極めて高度な判断を要するため、金融危機対応会

議（構成員：内閣総理大臣（議長）、内閣官房長官、金融担当大臣、金融庁長官、財務大臣、日本

銀行総裁）の議を経て、内閣総理大臣が、金融システムの安定を図るために、当該措置を講ずる

必要がある旨を認定（以下「特定認定」といいます。）することとされました。 
（参考）金融危機対応会議は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破

綻等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき

関係行政機関の施策の実施を推進する事務を司る。 
 
（２）措置の対象となる金融機関等 

先般の国際的な金融危機の経験を踏まえ、金融市場における急速な信認低下、破綻時における

混乱、実体経済への影響を回避し、金融システムがその強靭性を保持するためには、金融市場・

金融業全体をカバーすることが重要であるとの考え方の下、金融業全体（預金取扱金融機関、保

険会社、金融商品取引業者、金融持株会社等、以下これらを総称して「金融機関等」といいます。）

が措置の対象とされました。 

- 125 - 
 

（３）措置内容と発動要件 

①特定第１号措置 

＜措置内容＞ 
 対象となる金融機関等を機構の特別監視（注）下におき、流動性の供給等を行うものです。 
＜発動要件＞ 
 我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められ、かつ、

金融機関等が債務超過でないとき。 
（注）金融機関等の秩序ある処理に関する枠組みにおいては、内閣総理大臣は、金融危機対応会議の議

を経て特定認定された金融機関等について、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構によ

り監視される者として指定することになります。この指定を受けた者を「特別監視金融機関等」と

いいます。 
機構は、特別監視金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、必要な助言等（助

言、指導又は勧告）をすることができます。 
また、内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要が

あると認めるときは、特別監視金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措

置を命ずることができます。 
 
②特定第２号措置 

＜措置内容＞ 
 対象となる金融機関等を機構の特別監視下におき、機構が管理処分権を掌握しつつ（注１）、金融

システムの安定を図るため不可欠な債務等を特定承継金融機関等（注２）に引き継ぎ、その際に特定

資金援助（注３）をすることにより、当該債務を履行させるものです。 
＜発動要件＞ 
 我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがあると認められ、かつ、

金融機関等が債務超過又は債務超過のおそれ、支払停止又は支払停止のおそれがあるとき。 
（注１）特定管理を命ずる処分 

内閣総理大臣は、特定第２号措置に係る特定認定が行われた場合であって、①当該特定認定に係

る金融機関等の業務の運営が著しく不適切であること、②当該金融機関等の業務又は債務について、

特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、

その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあることのい

ずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財

産の管理を命ずる処分（以下「特定管理を命ずる処分」といいます。）をすることができます。 
特定管理を命ずる処分があったときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等を代表し、

業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権限は機構に専属することとなります。 
（注２）機構は、特別監視金融機関等の債務等承継により業務又は債務を引き継ぎ、かつ、その業務

の暫定的な維持継続又は債務の弁済を円滑に行うために、内閣総理大臣の決定を受け、以下の子会

社を設立することができます。なお、以下の子会社を総称して「特定承継金融機関等」といいます。 
・ 特定承継銀行 
・ 特定承継保険会社 
・ 特定承継金融商品取引業者 
・ 特定承継会社 
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１．「Ⅰ．預金保険機構の業務概要」関係資料 

（１）預金保険制度の拡充・整備経過（平成 25年 3月末現在） 

（２）協定銀行に関する特例措置の拡充・整備経過（平成 25年 3月末現在） 

２．「Ⅱ．平成 24年度の業務概況」関係資料 

（１）立入検査の実施状況 

（２）破綻金融機関の処理に係る資金援助（平成 25年 3月末現在、個別内訳） 

（３）資本増強実績一覧（各法律別） 

（４）資本増強スキーム 

（５）振り込め詐欺救済法に基づいた平成 24年度中の主な公告の各回の実施状況 

（６）平成 24事業年度 決算の概要 

（７）貸借対照表及び損益計算書 

（８）年度別収支状況（一般勘定） 

（９）被保険預金残高と責任準備金の推移 

（10）業態別被保険預金残高の推移 

（11）預金保険対象金融機関数の推移 
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（注３）特定合併等（注４）を行う金融機関等で特定第２号措置に係る特定認定に係る金融機関等（以下「特

定破綻金融機関等」といいます。）でない者等（以下「特定救済金融機関等」といいます。）の特

定合併等を援助するために機構が行う措置のことを「特定資金援助」といいます。 
機構は、特定救済金融機関等からの申込みを受け、内閣総理大臣が一定の要件に該当する場合に

限り特定合併等について認定を行うことを前提に、運営委員会の決議を経て特定資金援助を行う旨

の決定ができることとなります。なお、機構は、特定資金援助として、金銭の贈与など、預保法に

掲げられた措置を行うことができます。 
（注４）特定破綻金融機関等と他の金融機関等との合併、事業譲渡や債務引受けなどを「特定合併等」

といいます。 
 
（４）危機対応勘定と特定負担金 

機構は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に係る業務等の経理について

は、機構の一般勘定ではなく、危機対応勘定で区分経理することとなります。 
また、金融機関等は、機構の危機対応業務（特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関

等に係るものに限る。）の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、特定負担金を納付しなけ

ればならないこととなります。 
ただし、政府は、特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関等

の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずる

おそれがあると認められるときに限り、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助するこ

とができることとなっています。 
   
（５）機構における今後の取組み 

機構では、今般の預保法等の改正による本措置の導入を踏まえ、改正法施行に向けて、関係当

局等と連携しつつ当該業務の実施に係る実務面の検討を進め、その態勢整備を図ることとしてい

ます。 
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（注３）特定合併等（注４）を行う金融機関等で特定第２号措置に係る特定認定に係る金融機関等（以下「特

定破綻金融機関等」といいます。）でない者等（以下「特定救済金融機関等」といいます。）の特

定合併等を援助するために機構が行う措置のことを「特定資金援助」といいます。 
機構は、特定救済金融機関等からの申込みを受け、内閣総理大臣が一定の要件に該当する場合に

限り特定合併等について認定を行うことを前提に、運営委員会の決議を経て特定資金援助を行う旨

の決定ができることとなります。なお、機構は、特定資金援助として、金銭の贈与など、預保法に

掲げられた措置を行うことができます。 
（注４）特定破綻金融機関等と他の金融機関等との合併、事業譲渡や債務引受けなどを「特定合併等」

といいます。 
 
（４）危機対応勘定と特定負担金 

機構は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置に係る業務等の経理について

は、機構の一般勘定ではなく、危機対応勘定で区分経理することとなります。 
また、金融機関等は、機構の危機対応業務（特定認定に係る金融機関等又は特定承継金融機関

等に係るものに限る。）の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、特定負担金を納付しなけ

ればならないこととなります。 
ただし、政府は、特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、金融機関等

の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずる

おそれがあると認められるときに限り、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助するこ

とができることとなっています。 
   
（５）機構における今後の取組み 

機構では、今般の預保法等の改正による本措置の導入を踏まえ、改正法施行に向けて、関係当

局等と連携しつつ当該業務の実施に係る実務面の検討を進め、その態勢整備を図ることとしてい

ます。 
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１．「Ⅰ．預金保険機構の業務概要」関係資料 
（１）預金保険制度の拡充・整備経過（平成 25年 3月末現在） 
 昭和 46年制度発足時 制度発足時～平成8年 6月 平成8年 6月～ 

１．対象金融機関 

[法律]

銀行、相銀＊1 

信金、信組 

<昭 61/7月> 

労金が加入 

 

２．保険料率＊２ 

[認可]

 

0.006% 

<昭 57年度> <昭 61年度>

0.008%      0.012% 

<平 8年度> 

0.048% 

３．保険料納付期日 

[法律]

年度開始後 

3か月以内  

年度開始後3か月以内(ただし1／2は 

年度開始6か月後3か月以内で可) 

４．保険金支払限度額 

[政令] 元本100万円 

<昭 49/6月><昭 61/7月>

300万円     1,000万円
 

５．預金等全額保護の特例措置 

[法律]

  
導入 

６．預金設定方式による保険金の支

払            [法律]

 

 

 
導入 

７．仮払金支払制度       [法律]

同限度額        [政令]

 <昭 61/7月> 

20万円（導入） 

 

８．預金等債権買取り制度 

[法律]

  <平 9/4月> 

導入 

９．預金者代理制度＊３ 

[法律]

  <平 9/4月> 

導入 

１０．資金援助制度 

[法律]

 <昭 61/7月> 

導入 

 

１１．破綻金融機関等からの資産買

取り        [法律]

 <昭 61/7月> 

救済金融機関からの 

資産買取り（導入） 

〈平8/6月〉          〈平 10/10月> 

破綻金融機関からの  特別公的管理銀行等からの

資産買取りを追加   資産買取りを追加＊４
 

１２．借入金等（一般勘定） 

借入限度額        [政令]

 

 

500億円 

<昭 61/7月> 

5,000億円 

 

<平 8/6月>   <平 11/4月>  <平 12/4月> 

1兆円       2兆円      4兆円 

 

  

 

＊1 相互銀行（相銀）は、平成元年 2月以降、逐次普通銀行に転換（平成5年 4月 1日、相互銀行法廃止）。 

＊2 平成 8年度から平成 13年度までの間は、特別保険料（保険料率 0.036％）が設定された。 

＊3 更生特例法において導入された制度。 

＊4 特別公的管理銀行、被管理金融機関、協定承継銀行及び健全金融機関からの資産買取りであり、平成13年 3月末までの時限

措置。なお、健全金融機関からの資産買取りについては、平成 17年 3月末まで。 

＊5 当座預金､普通預金及び別段預金は平成14年度末まで全額保護（これら預金は、平成16年度末までは決済用預金とみなされ、

引き続き全額保護された。）。 

＊6平成 24年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第102条第１項第 2号若しくは第 3号に掲

げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかったため、同年度初日に遡り記載の預金保険料率となった。 

＊7平成 25年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第102条第１項第 2号若しくは第 3号に掲

げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかった場合には、括弧内の預金保険料率。 
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平成12年 5月以降の変更又は追加事項 

<平 12/6月>                                    <平 20/10月> 

   信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、    商工組合中央金庫が 

   労働金庫連合会が加入             加入 

      <平 13年度>   <平 14年度>   <平 15年度>   <平 17年度> <平 18年度> <平 20年度> 

    特定預金0.048%   0.094%   決済用預金0.090%  0.115%     0.110%     0.108% 

その他預金等0.048%   0.080%   一般預金等0.080%  0.083%     0.080%     0.081% 
 

<平 21年度>  <平 22年度～> <平 24年度>*6 <平成 25年度>*7 

 0.107% 0.107% 0.089% 0.107%(0.089%) 

 0.081% 0.082% 0.068%  0.082%(0.068%) 
 

＜平 13/4月＞      ＜平 15/4月＞ 

元本1,000万円      決済用預金全額＋一般預金等 

と破綻日までの利息等   の元本1,000万円と破綻日までの利息等 

平成13年度末まで＊5 

＜平 13/4月＞ 

   60万円 

＜平13/4月＞                 ＜平 23/10月＞ 

特別危機管理銀行等からの資産買取り      健全金融機関からの特定回収 

を追加                    困難債権の買取りを追加 

<平 13/4月>   <平 14/4月>   <平 15/4月>   <平 16/4月>   <平 17/4月>   <平 18/4月> 

  6兆円        13兆円        19兆円      20.14兆円     20.6兆円     21.18 兆円 

                             <平 19/4月>  <平 20/4月>  <平 21/4月～>   

                             20.58兆円     20.08兆円   19兆円       

 

 

 

 

 

 
23年 5月の預保法改正の主要点等 

･住専債権の二次損失の処理 

･承継銀行機能の付与、反社等債権の買取・

回収機能を付与 

・破綻時に預金の円滑な払戻し等を行うため

の措置 

23年 6月の金融機能強化法改正の主要点等 

 

 

平成 8 年 6 月の預保法改正により導入された主な特例
業務等 
・特別資金援助 
・預金等債権の特別買取り 
・特別保険料の収納 
・協定銀行に対する出資、損失補塡、債務保証、指導・

助言等 
・協定銀行が譲り受けた貸付債権等の債務者に対する
財産調査、債権取立て 

・破綻信用協同組合資産の買取りの協定銀行への業務
委託 

・破綻信用協同組合に係る特例業務の実施のための日
本銀行又は金融機関等からの借入れに係る政府によ
る債務保証 

平成 9年 12 月の預保法改正の主要点等 

・資金援助の申込みを行うことができる合併等に新設
合併を追加 

・特定合併に係る資金援助（時限的措置） 

平成 10 年 2月の預保法改正の主要点等 

・一般金融機関及び信用協同組合の各特別勘定の区分
を廃止し、特例業務勘定を設置 

・整理回収銀行に一般金融機関受皿銀行としての機能
拡充 

・預金保険機構債券の発行 
・罰則付き財産調査権を破綻金融機関の貸付債権の回
収業務にも拡大 

・特例業務基金の設置（交付国債 7兆円を限度） 

平成 10 年 10 月制定の金融再生法、早期健全化法の主
要点等 
・金融整理管財人業務を追加 
・承継銀行の設立及び経営管理等、特別公的管理、金
融機関等の自己資本増強などに関する業務を追加 

・特別公的管理銀行や承継銀行、金融機関等、資産の
買取り対象範囲を拡充 

・金融再生勘定、早期健全化勘定の設置 

平成 12 年 5月の預保法改正の主要点等 

・預金等全額保護の特例措置の延長（13年度末まで）
・金融機関に名寄せに必要なデータ整備・システム対
応等を義務化 

・営業譲渡等に係る仮決議の制度及び特別決議に代わ
る裁判所の許可（代替許可）制度の導入 

・金融整理管財人業務を追加 
・承継銀行の設立及び経営管理等に関する業務を追加
・営業の一部譲渡の場合の資金援助等を追加 
・救済金融機関等に対する資本増強、損害担保を追加
・破綻金融機関に対する付保預金の払戻し及び資産価
値減少防止のための貸付けに関する業務等を追加 

・金融危機への対応に関する業務を追加（危機対応勘
定の設置） 

・特例業務勘定における交付国債の増額（7 兆円から
13 兆円） 

平成 14 年 12 月の預保法改正の主要点等 

・預保法の目的に「破綻金融機関に係る資金決済の確
保」を追加 

・決済用預金の全額保護（恒久措置として） 
・仕掛り中の決済の履行確保 
・金融機関に決済用預金に係る保険金の支払等の円滑
確保を図るためのシステム対応等を義務化(18 年 4
月に決済用預金の円滑な支払等のための追加措置が
制定） 

平成 14 年 12 月制定の組織再編法の主要点等 
・合併等手続の簡素化 
・優先株式等による資本増強 
・保険基準額の引上げ（1,000 万円×合併等金融機関
数、合併等後 1年間） 

平成 16 年 6月制定の金融機能強化法の主要点等 

・金融機関等の株式等の引受による資本増強 
・金融機能強化勘定の設置 

 平成20 年 12 月の金融機能強化法改正の主要点等 

・申請期限の延長、中小規模の事業者に対する信用供与
の円滑化及び協同組織中央金融機関等に対する資本
増強 

 平成23 年 5月の預保法改正の主要点等 

・協定銀行に対する承継銀行機能の付与 
・特定回収困難債権買取業務を追加 

平成 23 年 6月の金融機能強化法改正の主要点等 

・申請期限の延長、震災特例の追加（協同組織金融機関
に対する協同組織中央金融機関との共同による資本
増強等） 
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１．「Ⅰ．預金保険機構の業務概要」関係資料 
（１）預金保険制度の拡充・整備経過（平成 25年 3月末現在） 
 昭和 46年制度発足時 制度発足時～平成8年 6月 平成8年 6月～ 

１．対象金融機関 

[法律]

銀行、相銀＊1 

信金、信組 

<昭 61/7月> 

労金が加入 

 

２．保険料率＊２ 

[認可]

 

0.006% 

<昭 57年度> <昭 61年度>

0.008%      0.012% 

<平 8年度> 

0.048% 

３．保険料納付期日 

[法律]

年度開始後 

3か月以内  

年度開始後3か月以内(ただし1／2は 

年度開始6か月後3か月以内で可) 

４．保険金支払限度額 

[政令] 元本100万円 

<昭 49/6月><昭 61/7月>

300万円     1,000万円
 

５．預金等全額保護の特例措置 

[法律]

  
導入 

６．預金設定方式による保険金の支

払            [法律]

 

 

 
導入 

７．仮払金支払制度       [法律]

同限度額        [政令]

 <昭 61/7月> 

20万円（導入） 

 

８．預金等債権買取り制度 

[法律]

  <平 9/4月> 

導入 

９．預金者代理制度＊３ 

[法律]

  <平 9/4月> 

導入 

１０．資金援助制度 

[法律]

 <昭 61/7月> 

導入 

 

１１．破綻金融機関等からの資産買

取り        [法律]

 <昭 61/7月> 

救済金融機関からの 

資産買取り（導入） 

〈平8/6月〉          〈平 10/10月> 

破綻金融機関からの  特別公的管理銀行等からの

資産買取りを追加   資産買取りを追加＊４
 

１２．借入金等（一般勘定） 

借入限度額        [政令]

 

 

500億円 

<昭 61/7月> 

5,000億円 

 

<平 8/6月>   <平 11/4月>  <平 12/4月> 

1兆円       2兆円      4兆円 

 

  

 

＊1 相互銀行（相銀）は、平成元年 2月以降、逐次普通銀行に転換（平成5年 4月 1日、相互銀行法廃止）。 

＊2 平成 8年度から平成 13年度までの間は、特別保険料（保険料率 0.036％）が設定された。 

＊3 更生特例法において導入された制度。 

＊4 特別公的管理銀行、被管理金融機関、協定承継銀行及び健全金融機関からの資産買取りであり、平成13年 3月末までの時限

措置。なお、健全金融機関からの資産買取りについては、平成 17年 3月末まで。 

＊5 当座預金､普通預金及び別段預金は平成14年度末まで全額保護（これら預金は、平成16年度末までは決済用預金とみなされ、

引き続き全額保護された。）。 

＊6平成 24年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第102条第１項第 2号若しくは第 3号に掲

げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかったため、同年度初日に遡り記載の預金保険料率となった。 

＊7平成 25年度は、同年度において、保険事故の発生、管理を命ずる処分又は預保法第102条第１項第 2号若しくは第 3号に掲

げる措置を講ずる必要がある旨の内閣総理大臣の認定がなかった場合には、括弧内の預金保険料率。 
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平成12年 5月以降の変更又は追加事項 

<平 12/6月>                                    <平 20/10月> 

   信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、    商工組合中央金庫が 

   労働金庫連合会が加入             加入 

      <平 13年度>   <平 14年度>   <平 15年度>   <平 17年度> <平 18年度> <平 20年度> 

    特定預金0.048%   0.094%   決済用預金0.090%  0.115%     0.110%     0.108% 

その他預金等0.048%   0.080%   一般預金等0.080%  0.083%     0.080%     0.081% 
 

<平 21年度>  <平 22年度～> <平 24年度>*6 <平成 25年度>*7 

 0.107% 0.107% 0.089% 0.107%(0.089%) 

 0.081% 0.082% 0.068%  0.082%(0.068%) 
 

＜平 13/4月＞      ＜平 15/4月＞ 

元本1,000万円      決済用預金全額＋一般預金等 

と破綻日までの利息等   の元本1,000万円と破綻日までの利息等 

平成13年度末まで＊5 

＜平 13/4月＞ 

   60万円 

＜平13/4月＞                 ＜平 23/10月＞ 

特別危機管理銀行等からの資産買取り      健全金融機関からの特定回収 

を追加                    困難債権の買取りを追加 

<平 13/4月>   <平 14/4月>   <平 15/4月>   <平 16/4月>   <平 17/4月>   <平 18/4月> 

  6兆円        13兆円        19兆円      20.14兆円     20.6兆円     21.18 兆円 

                             <平 19/4月>  <平 20/4月>  <平 21/4月～>   

                             20.58兆円     20.08兆円   19兆円       

 

 

 

 

 

 
23年 5月の預保法改正の主要点等 

･住専債権の二次損失の処理 

･承継銀行機能の付与、反社等債権の買取・

回収機能を付与 

・破綻時に預金の円滑な払戻し等を行うため

の措置 

23年 6月の金融機能強化法改正の主要点等 

 

 

平成 8 年 6 月の預保法改正により導入された主な特例
業務等 
・特別資金援助 
・預金等債権の特別買取り 
・特別保険料の収納 
・協定銀行に対する出資、損失補塡、債務保証、指導・

助言等 
・協定銀行が譲り受けた貸付債権等の債務者に対する
財産調査、債権取立て 

・破綻信用協同組合資産の買取りの協定銀行への業務
委託 

・破綻信用協同組合に係る特例業務の実施のための日
本銀行又は金融機関等からの借入れに係る政府によ
る債務保証 

平成 9年 12 月の預保法改正の主要点等 

・資金援助の申込みを行うことができる合併等に新設
合併を追加 

・特定合併に係る資金援助（時限的措置） 

平成 10 年 2月の預保法改正の主要点等 

・一般金融機関及び信用協同組合の各特別勘定の区分
を廃止し、特例業務勘定を設置 

・整理回収銀行に一般金融機関受皿銀行としての機能
拡充 

・預金保険機構債券の発行 
・罰則付き財産調査権を破綻金融機関の貸付債権の回
収業務にも拡大 

・特例業務基金の設置（交付国債 7兆円を限度） 

平成 10 年 10 月制定の金融再生法、早期健全化法の主
要点等 
・金融整理管財人業務を追加 
・承継銀行の設立及び経営管理等、特別公的管理、金
融機関等の自己資本増強などに関する業務を追加 

・特別公的管理銀行や承継銀行、金融機関等、資産の
買取り対象範囲を拡充 

・金融再生勘定、早期健全化勘定の設置 

平成 12 年 5月の預保法改正の主要点等 

・預金等全額保護の特例措置の延長（13年度末まで）
・金融機関に名寄せに必要なデータ整備・システム対
応等を義務化 

・営業譲渡等に係る仮決議の制度及び特別決議に代わ
る裁判所の許可（代替許可）制度の導入 

・金融整理管財人業務を追加 
・承継銀行の設立及び経営管理等に関する業務を追加
・営業の一部譲渡の場合の資金援助等を追加 
・救済金融機関等に対する資本増強、損害担保を追加
・破綻金融機関に対する付保預金の払戻し及び資産価
値減少防止のための貸付けに関する業務等を追加 

・金融危機への対応に関する業務を追加（危機対応勘
定の設置） 

・特例業務勘定における交付国債の増額（7 兆円から
13 兆円） 

平成 14 年 12 月の預保法改正の主要点等 

・預保法の目的に「破綻金融機関に係る資金決済の確
保」を追加 

・決済用預金の全額保護（恒久措置として） 
・仕掛り中の決済の履行確保 
・金融機関に決済用預金に係る保険金の支払等の円滑
確保を図るためのシステム対応等を義務化(18 年 4
月に決済用預金の円滑な支払等のための追加措置が
制定） 

平成 14 年 12 月制定の組織再編法の主要点等 
・合併等手続の簡素化 
・優先株式等による資本増強 
・保険基準額の引上げ（1,000 万円×合併等金融機関
数、合併等後 1年間） 

平成 16 年 6月制定の金融機能強化法の主要点等 

・金融機関等の株式等の引受による資本増強 
・金融機能強化勘定の設置 

 平成20 年 12 月の金融機能強化法改正の主要点等 

・申請期限の延長、中小規模の事業者に対する信用供与
の円滑化及び協同組織中央金融機関等に対する資本
増強 

 平成23 年 5月の預保法改正の主要点等 

・協定銀行に対する承継銀行機能の付与 
・特定回収困難債権買取業務を追加 

平成 23 年 6月の金融機能強化法改正の主要点等 

・申請期限の延長、震災特例の追加（協同組織金融機関
に対する協同組織中央金融機関との共同による資本
増強等） 
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（２）協定銀行に関する特例措置の拡充・整備経過（平成 25年 3月末現在） 
 

①預保法関係 
平成 8 年 6 月改正 

（平成 8 年 6 月 21 日施行） 
10 年 2 月改正 

(10 年 2 月 18 日施行) 
10 年 10 月改正 

(10年10月23日施行）
12 年 5 月改正 

(12 年 6 月 30 日施行)
12 年 5 月改正 

(13 年 4 月 1 日施行) 
23 年 5 月改正 

(23 年 10 月 29 日施行)

    
 ･整理回収業務を当分

の間の措置とする 
 

･協定銀行に対する出資     
 

･協定銀行に対する破綻信
用組合の資産買取りの委
託 

･委託の範囲を｢破綻金
融機関｣へ拡大 

 

･委託の範囲に｢特例資
産譲受人等｣を追加 
(平成 13 年 3 月 31 日
まで) 

 ･委託の範囲を｢破綻金
融機関等(破綻金融機
関､承継銀行､特別危
機管理銀行)｣へ拡大 

 

･協定銀行に対する損失の
補塡(資産買取りの委託に
係るものに限る) 

･損失補塡の範囲を｢協
定に基づく合併･営業
譲受けに係るもの｣へ
拡大 

   

 

 
･協定銀行に対する資
金の貸付け 

   
 

･協定銀行の資金の借入れ
に係る債務の保証 

    
 

 
･協定銀行から納付さ
れる金銭の収納 

  

 ･利益納付に関する制
限の撤廃 

 ･利益納付､損失補塡
に関する利益､損失の
各項目に貸倒引当金
に関する規定の追加 

 

･協定銀行に対する指導､
助言 

    
 

･協定銀行の譲受債権等に
係る債務者の財産調査､
債権取立て 

･債務者の財産調査に
ついては､罰則で担保 

   
 

 
･債権処理会社に対す
る取立委託の承認 

  規定の削除 
 

･官庁､公共団体等に対す
る照会､協力要請 

    
 

  
･協定銀行と債権処理
会社の合併に必要な
措置 

  
 

     
・協定銀行との承継機
能協定締結に関する
規定の追加 

     

・協定銀行に対する特
定回収困難債権の買
取り及び回収の委託

 

②金融再生法関係 
平成10年10月金融再生法成立 
（平成 10 年 10 月 23 日施行） 

12 年 5 月改正 
(13 年 4 月 1 日施行) 

13 年 6 月改正
(13年6月27日施行)

13 年 12 月改正
(14 年 1 月 11 日施行)

15 年４月改正 
(15 年 4 月 10 日施行)

21 年 6 月改正 
(21 年 9 月 28 日施行) 

23 年 11 月改正
(24年２月23日施行)

・金融機関等の資産買取りおよび
特定協定銀行に対する委託 

 
変更なし 

･健全金融機関等
が資産の買取り
の申込みを行うこ
とができる期限を
延長（平成16年3
月 31 日まで） 

・資産買取価格
は時価とする 

・入札への参加を
可能とする 

・買取資産の処
分 方 法 の 多 様
化、迅速化、債
務 者 の 再 生 に
努めるとの規定
を明記 

･健全金融機関等
が資産の買取り
の申込みを行うこ
とができる期限を
延長（平成17年3
月 31 日まで） 

・産業再生機構か
らの資産の買取り
を追加 

 ・企業再生支援
機構（活性化支
援機構）からの
資産の買取りを
追加 
 

・事業者再生支
援機構からの資
産の買取りを追
加 

・買い取った資産の整理回収 
 

    
 

･特定協定銀行に対する資金の
貸付け 

     
 

･特定協定銀行の資金の借入れ
に係る債務の保証 

     
 

･特定協定銀行から納付される金
銭の収納 

     
 

･特定協定銀行に対する損失の
補塡 

     
 

･特定協定銀行に対する実施計
画及び資金計画の承認 

     
 

･特定協定銀行に対する指導、助
言 

     
 

･特定協定銀行の譲受債権等に
係る債務者の財産調査(罰則で
担保)、債権取立て 

     
 

･官庁､公共団体等に対する照
会､協力要請 

     
 

･債権処理会社に対する取立委
託の承認 

規定の削除     
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③早期健全化法関係 
平成 10 年 10 月早期健全化法成立 

（平成 10 年 10 月 23 日施行） 
12 年 5 月改正 

(12 年 6 月 30 日施行) 

･協定銀行に対する株式等の引受け等の委託 
･｢特定協同組織金融機関等｣の株式等の引受け等に係る申込みについては
平成 14 年 3 月 31 日までとする 

･協定銀行に対する損失補塡 
 

･協定銀行に対する資金の貸付け  

･協定銀行の資金の借入れに係る債務の保証  

･協定銀行から納付される金銭の収納  

･協定銀行に対する株式発行銀行が協定銀行の子会社となったときの指導･助言  

 

④金融機能強化法関係 

平成 16 年 6 月金融機能強化法成立 
（平成 16 年 8 月 1 日施行） 

20 年 12 月改正 
(20 年 12 月 17 日施行) 

 
23 年 6 月改正 

(23 年 7 月 27 日施行) 
 

･協定銀行に対する株式等の引受け等及び協同組織中
央金融機関からの信託受益権等の買取りの委託 

･株式等の引受け等及び信託受益権等の買取り
に係る申込みを行うことができる期限を延長
(平成 24 年 3 月 31 日まで) 

・株式等の引受け等及び信託受益権等の買取り
に係る申込みを行うことができる期限を延長(平
成 29 年 3 月 31 日まで) 

･協定銀行に対する損失補塡 
  

･協定銀行に対する資金の貸付け  
 

･協定銀行の資金の借入れに係る債務の保証 
 

 
 

･協定銀行から納付される金銭の収納  
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（２）協定銀行に関する特例措置の拡充・整備経過（平成 25年 3月末現在） 
 

①預保法関係 
平成 8 年 6 月改正 

（平成 8 年 6 月 21 日施行） 
10 年 2 月改正 

(10 年 2 月 18 日施行) 
10 年 10 月改正 

(10年10月23日施行）
12 年 5 月改正 

(12 年 6 月 30 日施行)
12 年 5 月改正 

(13 年 4 月 1 日施行) 
23 年 5 月改正 

(23 年 10 月 29 日施行)

    
 ･整理回収業務を当分

の間の措置とする 
 

･協定銀行に対する出資     
 

･協定銀行に対する破綻信
用組合の資産買取りの委
託 

･委託の範囲を｢破綻金
融機関｣へ拡大 

 

･委託の範囲に｢特例資
産譲受人等｣を追加 
(平成 13 年 3 月 31 日
まで) 

 ･委託の範囲を｢破綻金
融機関等(破綻金融機
関､承継銀行､特別危
機管理銀行)｣へ拡大 

 

･協定銀行に対する損失の
補塡(資産買取りの委託に
係るものに限る) 

･損失補塡の範囲を｢協
定に基づく合併･営業
譲受けに係るもの｣へ
拡大 

   

 

 
･協定銀行に対する資
金の貸付け 

   
 

･協定銀行の資金の借入れ
に係る債務の保証 

    
 

 
･協定銀行から納付さ
れる金銭の収納 

  

 ･利益納付に関する制
限の撤廃 

 ･利益納付､損失補塡
に関する利益､損失の
各項目に貸倒引当金
に関する規定の追加 

 

･協定銀行に対する指導､
助言 

    
 

･協定銀行の譲受債権等に
係る債務者の財産調査､
債権取立て 

･債務者の財産調査に
ついては､罰則で担保 

   
 

 
･債権処理会社に対す
る取立委託の承認 

  規定の削除 
 

･官庁､公共団体等に対す
る照会､協力要請 

    
 

  
･協定銀行と債権処理
会社の合併に必要な
措置 

  
 

     
・協定銀行との承継機
能協定締結に関する
規定の追加 

     

・協定銀行に対する特
定回収困難債権の買
取り及び回収の委託

 

②金融再生法関係 
平成10年10月金融再生法成立 
（平成 10 年 10 月 23 日施行） 

12 年 5 月改正 
(13 年 4 月 1 日施行) 

13 年 6 月改正
(13年6月27日施行)

13 年 12 月改正
(14 年 1 月 11 日施行)

15 年４月改正 
(15 年 4 月 10 日施行)

21 年 6 月改正 
(21 年 9 月 28 日施行) 

23 年 11 月改正
(24年２月23日施行)

・金融機関等の資産買取りおよび
特定協定銀行に対する委託 

 
変更なし 

･健全金融機関等
が資産の買取り
の申込みを行うこ
とができる期限を
延長（平成16年3
月 31 日まで） 

・資産買取価格
は時価とする 

・入札への参加を
可能とする 

・買取資産の処
分 方 法 の 多 様
化、迅速化、債
務 者 の 再 生 に
努めるとの規定
を明記 

･健全金融機関等
が資産の買取り
の申込みを行うこ
とができる期限を
延長（平成17年3
月 31 日まで） 

・産業再生機構か
らの資産の買取り
を追加 

 ・企業再生支援
機構（活性化支
援機構）からの
資産の買取りを
追加 
 

・事業者再生支
援機構からの資
産の買取りを追
加 

・買い取った資産の整理回収 
 

    
 

･特定協定銀行に対する資金の
貸付け 

     
 

･特定協定銀行の資金の借入れ
に係る債務の保証 

     
 

･特定協定銀行から納付される金
銭の収納 

     
 

･特定協定銀行に対する損失の
補塡 

     
 

･特定協定銀行に対する実施計
画及び資金計画の承認 

     
 

･特定協定銀行に対する指導、助
言 

     
 

･特定協定銀行の譲受債権等に
係る債務者の財産調査(罰則で
担保)、債権取立て 

     
 

･官庁､公共団体等に対する照
会､協力要請 

     
 

･債権処理会社に対する取立委
託の承認 

規定の削除     
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③早期健全化法関係 
平成 10 年 10 月早期健全化法成立 

（平成 10 年 10 月 23 日施行） 
12 年 5 月改正 

(12 年 6 月 30 日施行) 

･協定銀行に対する株式等の引受け等の委託 
･｢特定協同組織金融機関等｣の株式等の引受け等に係る申込みについては
平成 14 年 3 月 31 日までとする 

･協定銀行に対する損失補塡 
 

･協定銀行に対する資金の貸付け  

･協定銀行の資金の借入れに係る債務の保証  

･協定銀行から納付される金銭の収納  

･協定銀行に対する株式発行銀行が協定銀行の子会社となったときの指導･助言  

 

④金融機能強化法関係 

平成 16 年 6 月金融機能強化法成立 
（平成 16 年 8 月 1 日施行） 

20 年 12 月改正 
(20 年 12 月 17 日施行) 

 
23 年 6 月改正 

(23 年 7 月 27 日施行) 
 

･協定銀行に対する株式等の引受け等及び協同組織中
央金融機関からの信託受益権等の買取りの委託 

･株式等の引受け等及び信託受益権等の買取り
に係る申込みを行うことができる期限を延長
(平成 24 年 3 月 31 日まで) 

・株式等の引受け等及び信託受益権等の買取り
に係る申込みを行うことができる期限を延長(平
成 29 年 3 月 31 日まで) 

･協定銀行に対する損失補塡 
  

･協定銀行に対する資金の貸付け  
 

･協定銀行の資金の借入れに係る債務の保証 
 

 
 

･協定銀行から納付される金銭の収納  
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２．「Ⅱ．平成 24年度の業務概況」関係資料 

（１）立入検査の実施状況 

①平成 23検査事務年度（平成 23年 7月～平成 24年 6月）における検査実施状況 

銀行等に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 高知銀行 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

2 北越銀行 23.9.13 23.11.7 10 日 24.2.20 

3 北國銀行 23.10.4 23.12.5 10 日 24.3.22 

4 第三銀行 23.11.1 24.1.16 10 日 24.4.26 

5 沖縄銀行 23.11.29 24.2.13 10 日 24.5.23 

6 大光銀行 24.1.6 24.3.12 10 日 24.6.21 

7 SBJ 銀行 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.31 

8 三井住友銀行 24.4.5 24.5.10 22 日 24.9.6 

 

信用金庫に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 掛川信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

2 高山信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

3 碧海信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

4 筑後信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

5 鹿児島信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

6 飯能信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

7 平塚信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

8 松本信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

9 奈良信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.26 

10 水島信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

11 利根郡信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

12 東京シティ信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

13 柏崎信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

14 磐田信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

15 館山信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.22 

16 山梨信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.22 

17 日新信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.23 

18 西中国信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.23 

19 多摩信用金庫 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.19 

20 三重信用金庫 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.20 

21 しまなみ信用金庫 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.20 

22 大川信用金庫 23.11.1 24.1.17 8 日 24.4.26 

23 北見信用金庫 23.11.29 24.2.14 9 日 24.5.23 

24 三浦藤沢信用金庫 23.11.29 24.2.13 10 日 24.5.23 

25 備北信用金庫 23.11.29 24.2.13 9 日 24.5.23 

26 福岡信用金庫 23.11.29 24.2.13 9 日 24.5.23 

27 高崎信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.20 

28 敦賀信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.21 

29 永和信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.20 

30 尼崎信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.21 

31 川之江信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.21 

32 青木信用金庫 24.2.6 24.4.9 8 日 24.6.20 

33 新宮信用金庫 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

34 姫路信用金庫 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

35 熊本中央信用金庫 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

36 青い森信用金庫 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.30 

37 瀧野川信用金庫 24.3.6 24.5.14 8 日 24.8.29 

38 飯田信用金庫 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.29 

39 鹿児島相互信用金庫 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.30 

40 結城信用金庫 24.4.3 24.6.11 9 日 24.10.3 

- 133 - 
 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

41 東京ベイ信用金庫 24.4.3 24.6.11 8 日 24.10.3 

42 巣鴨信用金庫 24.4.3 24.6.11 11 日 24.10.3 

43 岡崎信用金庫 24.4.3 24.6.11 11 日 24.10.4 

44 大和信用金庫 24.4.3 24.6.11 9 日 24.10.4 

 

信用組合に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 協栄信用組合 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

2 都留信用組合 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.22 

3 相愛信用組合 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.19 

4 あすか信用組合 23.11.29 24.2.13 9 日 24.5.23 

5 山形第一信用組合 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

 

②平成 24検査事務年度（平成 24年 7月～平成 25年 6月）における検査実施状況 

銀行等に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 新銀行東京 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.5 

2 足利銀行 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

3 大正銀行 24.10.2 24.12.10 11 日 25.3.12 

4 北都銀行 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

5 豊和銀行 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

6 常陽銀行 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.14 

7 清水銀行 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.14 

8 千葉興業銀行 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

9 中国銀行 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

10 徳島銀行 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

11 八十二銀行 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.20 

12 福井銀行 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.21 

13 北洋銀行 25.3.4 25.5.13 10 日  

14 東和銀行 25.3.4 25.5.13 9 日  

15 三菱東京 UFJ銀行 25.3.4 25.5.20 15 日  

16 福島銀行 25.4.4 25.6.10 9 日  

17 関西アーバン銀行 25.4.4 25.6.10 10 日  

18 商工組合中央金庫 25.4.4 25.6.10 9 日  

19 じぶん銀行 25.6.25    

20 岩手銀行 25.6.25    

 

信用金庫に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 函館信用金庫 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

2 盛岡信用金庫 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

3 萩山口信用金庫 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

4 銚子信用金庫 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

5 大阪厚生信用金庫 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

6 広島みどり信用金庫 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.6 

7 水戸信用金庫 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

8 アルプス中央信用金庫 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

9 九州ひぜん信用金庫 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

10 東榮信用金庫 24.11.5 25.1.15 8 日 25.4.10 

11 奄美大島信用金庫 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.15 

12 幡多信用金庫 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.15 

13 大田原信用金庫 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.14 

14 上田信用金庫 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

15 枚方信用金庫 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 
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２．「Ⅱ．平成 24年度の業務概況」関係資料 

（１）立入検査の実施状況 

①平成 23検査事務年度（平成 23年 7月～平成 24年 6月）における検査実施状況 

銀行等に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 高知銀行 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

2 北越銀行 23.9.13 23.11.7 10 日 24.2.20 

3 北國銀行 23.10.4 23.12.5 10 日 24.3.22 

4 第三銀行 23.11.1 24.1.16 10 日 24.4.26 

5 沖縄銀行 23.11.29 24.2.13 10 日 24.5.23 

6 大光銀行 24.1.6 24.3.12 10 日 24.6.21 

7 SBJ 銀行 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.31 

8 三井住友銀行 24.4.5 24.5.10 22 日 24.9.6 

 

信用金庫に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 掛川信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

2 高山信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

3 碧海信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

4 筑後信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

5 鹿児島信用金庫 23.7.20 23.8.29 9 日 23.11.16 

6 飯能信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

7 平塚信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

8 松本信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

9 奈良信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.26 

10 水島信用金庫 23.8.23 23.10.11 9 日 24.1.25 

11 利根郡信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

12 東京シティ信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

13 柏崎信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

14 磐田信用金庫 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

15 館山信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.22 

16 山梨信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.22 

17 日新信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.23 

18 西中国信用金庫 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.23 

19 多摩信用金庫 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.19 

20 三重信用金庫 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.20 

21 しまなみ信用金庫 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.20 

22 大川信用金庫 23.11.1 24.1.17 8 日 24.4.26 

23 北見信用金庫 23.11.29 24.2.14 9 日 24.5.23 

24 三浦藤沢信用金庫 23.11.29 24.2.13 10 日 24.5.23 

25 備北信用金庫 23.11.29 24.2.13 9 日 24.5.23 

26 福岡信用金庫 23.11.29 24.2.13 9 日 24.5.23 

27 高崎信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.20 

28 敦賀信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.21 

29 永和信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.20 

30 尼崎信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.21 

31 川之江信用金庫 24.1.6 24.3.12 9 日 24.6.21 

32 青木信用金庫 24.2.6 24.4.9 8 日 24.6.20 

33 新宮信用金庫 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

34 姫路信用金庫 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

35 熊本中央信用金庫 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

36 青い森信用金庫 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.30 

37 瀧野川信用金庫 24.3.6 24.5.14 8 日 24.8.29 

38 飯田信用金庫 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.29 

39 鹿児島相互信用金庫 24.3.6 24.5.14 9 日 24.8.30 

40 結城信用金庫 24.4.3 24.6.11 9 日 24.10.3 
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 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

41 東京ベイ信用金庫 24.4.3 24.6.11 8 日 24.10.3 

42 巣鴨信用金庫 24.4.3 24.6.11 11 日 24.10.3 

43 岡崎信用金庫 24.4.3 24.6.11 11 日 24.10.4 

44 大和信用金庫 24.4.3 24.6.11 9 日 24.10.4 

 

信用組合に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 協栄信用組合 23.9.13 23.11.7 9 日 24.2.20 

2 都留信用組合 23.10.4 23.12.5 9 日 24.3.22 

3 相愛信用組合 23.11.1 24.1.16 9 日 24.4.19 

4 あすか信用組合 23.11.29 24.2.13 9 日 24.5.23 

5 山形第一信用組合 24.2.6 24.4.9 9 日 24.6.21 

 

②平成 24検査事務年度（平成 24年 7月～平成 25年 6月）における検査実施状況 

銀行等に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 新銀行東京 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.5 

2 足利銀行 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

3 大正銀行 24.10.2 24.12.10 11 日 25.3.12 

4 北都銀行 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

5 豊和銀行 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

6 常陽銀行 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.14 

7 清水銀行 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.14 

8 千葉興業銀行 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

9 中国銀行 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

10 徳島銀行 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

11 八十二銀行 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.20 

12 福井銀行 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.21 

13 北洋銀行 25.3.4 25.5.13 10 日  

14 東和銀行 25.3.4 25.5.13 9 日  

15 三菱東京 UFJ銀行 25.3.4 25.5.20 15 日  

16 福島銀行 25.4.4 25.6.10 9 日  

17 関西アーバン銀行 25.4.4 25.6.10 10 日  

18 商工組合中央金庫 25.4.4 25.6.10 9 日  

19 じぶん銀行 25.6.25    

20 岩手銀行 25.6.25    

 

信用金庫に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 函館信用金庫 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

2 盛岡信用金庫 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

3 萩山口信用金庫 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

4 銚子信用金庫 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

5 大阪厚生信用金庫 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

6 広島みどり信用金庫 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.6 

7 水戸信用金庫 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

8 アルプス中央信用金庫 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

9 九州ひぜん信用金庫 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

10 東榮信用金庫 24.11.5 25.1.15 8 日 25.4.10 

11 奄美大島信用金庫 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.15 

12 幡多信用金庫 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.15 

13 大田原信用金庫 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.14 

14 上田信用金庫 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

15 枚方信用金庫 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 
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 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

16 北門信用金庫 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.21 

17 白河信用金庫 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.20 

18 三条信用金庫 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.21 

19 富山信用金庫 25.2.4 25.4.15 10 日 25.6.21 

20 鶴岡信用金庫 25.3.4 25.5.13 9 日  

21 会津信用金庫 25.3.4 25.5.13 9 日  

22 砺波信用金庫 25.3.4 25.5.13 9 日  

23 稚内信用金庫 25.4.4 25.6.10 9 日  

24 羽後信用金庫 25.6.25    

25 仙南信用金庫 25.6.25    

 

信用組合に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 秋田県信用組合 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

2 山梨県民信用組合 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

3 信用組合愛知商銀 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

4 太陽信用組合 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

5 イオ信用組合 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

6 朝日新聞信用組合 24.12.4 25.2.12 8 日 25.5.14 

7 笠岡信用組合 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.15 

8 東京消防信用組合 25.1.8 25.3.11 8 日 25.6.3 

9 愛知県警察信用組合 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

10 警視庁職員信用組合 25.2.4 25.4.8 8 日 25.6.20 

11 神奈川県医師信用組合 25.4.4 25.6.10 8 日  

12 丸八信用組合 25.4.4 25.6.10 9 日  

13 近畿産業信用組合 25.6.25    
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（２）破綻金融機関の処理に係る資金援助（平成 25年 3月末現在、個別内訳） 

 

 

年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

～7 1 4.4.1 3.10.28 伊予銀行 東邦相互銀行 合併 
貸付 

(5年間) 
80 

 2 4.10.1 4.6.1 三和銀行 東洋信用金庫 合併 金銭贈与 200 

 3 5.10.1 5.6.24 岩手銀行 釜石信用金庫 事業譲渡 金銭贈与 260 

 4 5.11.1 
5.7.28 

(5.10.28) 
信用組合大阪弘容 大阪府民信用組合 合併 

金銭贈与 

(増額後) 

190 

(199)

 5 7.3.13 6.11.25 信用組合関西興銀 信用組合岐阜商銀 合併 金銭贈与 25 

 6 7.3.20 7.2.9 東京共同銀行 
東京協和信用組合 

安全信用組合 
事業譲渡 金銭贈与 400 

 7 7.7.31 7.5.19 神奈川県労働金庫 友愛信用組合 事業譲渡 金銭贈与 28 

 8 8.1.29 7.12.14 みどり銀行 兵庫銀行 営業譲渡 金銭贈与 4,730 

 9 8.3.25 8.2.16 東京共同銀行 コスモ信用組合 事業譲渡 金銭贈与 1,250 

8 10 8.8.19 
8.6.24 

(9.1.20) 
福井銀行 福井県第一信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

6 

(5)

 11 8.9.17 8.8.7 わかしお銀行 太平洋銀行 営業譲渡 金銭贈与 1,170 

 12 8.11.5 8.10.28 淡陽信用組合 山陽信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

129 

33 

 13 8.11.5 8.10.28 淡陽信用組合 けんみん大和信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

108 

38 

 14 9.1.20 

9.1.9 

(12.11.1) 

 

東海銀行 大阪信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,697 

(1,702)

829 

 15 9.2.24 
9.2.14 

(12.12.4） 
整理回収銀行 木津信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

10,048 

(10,044)

9 16 9.4.21 
9.4.11 

(10.4.24) 
整理回収銀行 三福信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

262 

(253)

 17 9.11.4 9.10.22 兵庫県信用組合 阪神労働信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

37 

4 

 18 9.11.17 9.10.22 福岡銀行 北九州信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

40 

38 

 19 9.11.25 

9.10.22 

(10.3.30) 

 

横浜銀行 神奈川県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

192 

(189)

232 

 20 10.1.26 

10.1.14 

(10.3.30) 

 

 

紀伊預金管理銀行 阪和銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

債務引受 

814 

(812)

2,083 

40 

 21 10.1.26 10.1.14 十六銀行 土岐信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

43 

11 

 22 10.2.9 

10.1.14 

(10.3.30) 

 

大垣共立銀行 東海信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

155 

(150)

23 

10 23 10.4.13 

10.3.30 

(10.6.16) 

 

さくら銀行 田辺信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

828 

(816)

264 

 24 10.5.11 

10.4.24 

(11.4.16) 

 

朝銀近畿信用組合 朝銀大阪信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,683 

(2,624)

476 

 25 10.8.24 

10.8.10 

(11.6.16) 

 

第一勧業信用組合 逓信信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

22 

(21)

12 
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 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

16 北門信用金庫 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.21 

17 白河信用金庫 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.20 

18 三条信用金庫 25.2.4 25.4.8 9 日 25.6.21 

19 富山信用金庫 25.2.4 25.4.15 10 日 25.6.21 

20 鶴岡信用金庫 25.3.4 25.5.13 9 日  

21 会津信用金庫 25.3.4 25.5.13 9 日  

22 砺波信用金庫 25.3.4 25.5.13 9 日  

23 稚内信用金庫 25.4.4 25.6.10 9 日  

24 羽後信用金庫 25.6.25    

25 仙南信用金庫 25.6.25    

 

信用組合に対する検査の実施状況 

 金融機関名 予告日 立入検査開始日 立入検査日数 検査結果通知日 

1 秋田県信用組合 24.8.3 24.10.9 9 日 24.12.6 

2 山梨県民信用組合 24.9.3 24.11.12 9 日 25.2.5 

3 信用組合愛知商銀 24.10.2 24.12.10 9 日 25.3.13 

4 太陽信用組合 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

5 イオ信用組合 24.11.5 25.1.15 9 日 25.4.11 

6 朝日新聞信用組合 24.12.4 25.2.12 8 日 25.5.14 

7 笠岡信用組合 24.12.4 25.2.12 9 日 25.5.15 

8 東京消防信用組合 25.1.8 25.3.11 8 日 25.6.3 

9 愛知県警察信用組合 25.1.8 25.3.11 9 日 25.6.3 

10 警視庁職員信用組合 25.2.4 25.4.8 8 日 25.6.20 

11 神奈川県医師信用組合 25.4.4 25.6.10 8 日  

12 丸八信用組合 25.4.4 25.6.10 9 日  

13 近畿産業信用組合 25.6.25    
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（２）破綻金融機関の処理に係る資金援助（平成 25年 3月末現在、個別内訳） 

 

 

年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

～7 1 4.4.1 3.10.28 伊予銀行 東邦相互銀行 合併 
貸付 

(5年間) 
80 

 2 4.10.1 4.6.1 三和銀行 東洋信用金庫 合併 金銭贈与 200 

 3 5.10.1 5.6.24 岩手銀行 釜石信用金庫 事業譲渡 金銭贈与 260 

 4 5.11.1 
5.7.28 

(5.10.28) 
信用組合大阪弘容 大阪府民信用組合 合併 

金銭贈与 

(増額後) 

190 

(199)

 5 7.3.13 6.11.25 信用組合関西興銀 信用組合岐阜商銀 合併 金銭贈与 25 

 6 7.3.20 7.2.9 東京共同銀行 
東京協和信用組合 

安全信用組合 
事業譲渡 金銭贈与 400 

 7 7.7.31 7.5.19 神奈川県労働金庫 友愛信用組合 事業譲渡 金銭贈与 28 

 8 8.1.29 7.12.14 みどり銀行 兵庫銀行 営業譲渡 金銭贈与 4,730 

 9 8.3.25 8.2.16 東京共同銀行 コスモ信用組合 事業譲渡 金銭贈与 1,250 

8 10 8.8.19 
8.6.24 

(9.1.20) 
福井銀行 福井県第一信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

6 

(5)

 11 8.9.17 8.8.7 わかしお銀行 太平洋銀行 営業譲渡 金銭贈与 1,170 

 12 8.11.5 8.10.28 淡陽信用組合 山陽信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

129 

33 

 13 8.11.5 8.10.28 淡陽信用組合 けんみん大和信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

108 

38 

 14 9.1.20 

9.1.9 

(12.11.1) 

 

東海銀行 大阪信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,697 

(1,702)

829 

 15 9.2.24 
9.2.14 

(12.12.4） 
整理回収銀行 木津信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

10,048 

(10,044)

9 16 9.4.21 
9.4.11 

(10.4.24) 
整理回収銀行 三福信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

262 

(253)

 17 9.11.4 9.10.22 兵庫県信用組合 阪神労働信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

37 

4 

 18 9.11.17 9.10.22 福岡銀行 北九州信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

40 

38 

 19 9.11.25 

9.10.22 

(10.3.30) 

 

横浜銀行 神奈川県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

192 

(189)

232 

 20 10.1.26 

10.1.14 

(10.3.30) 

 

 

紀伊預金管理銀行 阪和銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

債務引受 

814 

(812)

2,083 

40 

 21 10.1.26 10.1.14 十六銀行 土岐信用組合 事業譲渡 
金銭贈与 

資産買取 

43 

11 

 22 10.2.9 

10.1.14 

(10.3.30) 

 

大垣共立銀行 東海信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

155 

(150)

23 

10 23 10.4.13 

10.3.30 

(10.6.16) 

 

さくら銀行 田辺信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

828 

(816)

264 

 24 10.5.11 

10.4.24 

(11.4.16) 

 

朝銀近畿信用組合 朝銀大阪信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,683 

(2,624)

476 

 25 10.8.24 

10.8.10 

(11.6.16) 

 

第一勧業信用組合 逓信信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

22 

(21)
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 26 10.9.28 

10.9.9 

(12.7.26) 

 

池袋信用組合 豊信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

100 

(98)

31 

 27 10.10.1 10.9.9 
なみはや銀行 

（新設銀行） 

福徳銀行 

なにわ銀行 

 

特定合併 

 

資産買取 3,018 

 28 10.10.19 

10.10.6 

(11.11.9) 

 

住友銀行 西南信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

83 

(82)

69 

 29 10.10.26 

10.10.6 

(11.4.16) 

 

幸福銀行 京都共栄銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

456 

(436)

581 

 30 10.11.9 

10.10.6 

(11.10.13) 

 

大東京信用組合 品川信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

171 

(170)

100 

 31 10.11.16 

10.10.29 

(11.6.16) 

 

北洋銀行 

中央信託銀行 
北海道拓殖銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

17,947 

(17,631)

16,166 

 32 10.11.24 

10.11.9 

(11.5.26) 

 

仙台銀行（注6） 徳陽シティ銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,238 

(1,192)

1,695 

 33 10.11.24 

10.11.9 

(11.5.26) 

 

大阪庶民信用組合 中国信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

49 

(48)

23 

 34 10.11.24 

10.11.9 

(11.5.26) 

 

富士信用組合 六甲信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

76 

(74)

79 

 35 10.12.7 

10.11.25 

(12.1.12) 

 

都民信用組合 豊栄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

136 

(133) 

76 

 36 10.12.14 

10.11.25 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 太平信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

178 

(171)

100 

 37 10.12.21 

10.11.25 

(12.8.25) 

 

永代信用組合 東興信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

104 

(102)

109 

 38 11.1.11 

10.12.18 

(11.10.13) 

 

北越銀行 長岡信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

18 

(17)

29 

 39 11.1.11 

10.12.18 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 大和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

518 

(510)

174 

 40 11.1.18 

10.12.18 

(11.8.10) 

 

南都銀行 奈良県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

113 

(108)

40 

 41 11.1.25 

11.1.11 

(11.10.13) 

 

横浜商銀信用組合 静岡商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

162 

(160)

22

 42 11.2.8 

11.1.11 

(12.12.20) 

 

厚木信用組合 湘南信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

133

(129)

86 

 43 11.2.8 

11.1.11 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 日本貯蓄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

230 

(226)

90 

 44 11.2.15 

11.2.1 

(11.6.16) 

 

あさひ銀行 西武信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

50 

(49)

49 

 45 11.2.22 

11.2.1 

(12.1.12) 

 

川崎信用金庫 神奈川商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

128 

(124)

99 

 46 11.2.22 

11.2.1 

(12.1.12) 

 

信用組合広島商銀 信用組合山口商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

203 

(203)

112 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 47 11.2.22 

11.2.1 

(12.1.12) 

 

信用組合広島商銀 島根商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

9 

(9)

2 

 48 11.3.8 

11.2.23 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 河内信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

915 

(895)

289 

 49 11.3.8 

11.2.23 

(12.12.4) 

 

八千代銀行 相模原信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

276 

(261)

249 

 50 11.3.23 11.3.9 

 

阪神銀行 

 

みどり銀行 合併 資産買取 2,659 

 51 11.3.23 

11.3.9 

(12.8.25) 

 

東京商銀信用組合 埼玉商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

367 

(353)

83 

 52 11.3.29 

11.3.9 

(12.1.12) 

 

信用組合宮城商銀 北海商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

99 

(97)

33 

11 － 11.4.1 
11.3.9 

(11.12.1) 

 

阪神銀行 

 

みどり銀行 合併 
金銭贈与 

(減額後) 

7,901 

(7,719)

 53 11.4.5 

11.3.9 

(11.12.1) 

 

滋賀県信用組合 高島信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

62 

(57)

27 

 54 11.4.19 

11.3.25 

(11.12.1) 

 

大同信用組合 大阪東和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

123 

(118)

37 

 55 11.5.6 

11.4.16 

(12.1.12) 

 

紀陽銀行 和歌山県商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,768 

(1,737)

425 

 56 11.5.17 

11.4.16 

(11.12.1) 

 

大同信用組合 興和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

353 

(347)

122 

 57 11.6.14 

11.5.26 

(11.12.1) 

 

大同信用組合 福寿信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

546 

(537)

194 

 58 11.6.28 

11.6.16 

(12.4.19) 

 

大阪庶民信用組合 豊和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

162 

(155)

111 

 59 11.8.16 11.8.10  日本長期信用銀行  
資産買取 

(第 1回) 
4,939 

 60 11.8.23 

11.8.10 

(12.5.17) 

 

大阪庶民信用組合 信用組合大阪弘容 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,825 

(1,788)

534 

 61 11.10.25 

11.10.13 

(13.3.7) 

 

江東信用組合 東京東和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

118 

(110)

47 

 62 11.11.22 11.11.9  日本債券信用銀行  
資産買取 

(第 1回) 
2,987 

 63 11.11.22 

11.11.9 

(13.4.25) 

 

都民信用組合 総武信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

66 

(63)

41 

 64 11.11.22 

11.11.9 

(13.4.25) 

 

都民信用組合 台東信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

72 

(69)

39 

 65 11.11.29 

11.11.9 

(12.6.8) 

 

八光信用金庫（注7） 不動信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

100 

(95)

113 

 66 11.12.13 

11.12.1 

(13.3.7) 

 

北央信用組合 共同信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

441 

(431)
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 26 10.9.28 

10.9.9 

(12.7.26) 

 

池袋信用組合 豊信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

100 

(98)

31 

 27 10.10.1 10.9.9 
なみはや銀行 

（新設銀行） 

福徳銀行 

なにわ銀行 

 

特定合併 

 

資産買取 3,018 

 28 10.10.19 

10.10.6 

(11.11.9) 

 

住友銀行 西南信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

83 

(82)

69 

 29 10.10.26 

10.10.6 

(11.4.16) 

 

幸福銀行 京都共栄銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

456 

(436)

581 

 30 10.11.9 

10.10.6 

(11.10.13) 

 

大東京信用組合 品川信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

171 

(170)

100 

 31 10.11.16 

10.10.29 

(11.6.16) 

 

北洋銀行 

中央信託銀行 
北海道拓殖銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

17,947 

(17,631)

16,166 

 32 10.11.24 

10.11.9 

(11.5.26) 

 

仙台銀行（注6） 徳陽シティ銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,238 

(1,192)

1,695 

 33 10.11.24 

10.11.9 

(11.5.26) 

 

大阪庶民信用組合 中国信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

49 

(48)

23 

 34 10.11.24 

10.11.9 

(11.5.26) 

 

富士信用組合 六甲信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

76 

(74)

79 

 35 10.12.7 

10.11.25 

(12.1.12) 

 

都民信用組合 豊栄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

136 

(133) 

76 

 36 10.12.14 

10.11.25 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 太平信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

178 

(171)

100 

 37 10.12.21 

10.11.25 

(12.8.25) 

 

永代信用組合 東興信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

104 

(102)

109 

 38 11.1.11 

10.12.18 

(11.10.13) 

 

北越銀行 長岡信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

18 

(17)

29 

 39 11.1.11 

10.12.18 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 大和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

518 

(510)

174 

 40 11.1.18 

10.12.18 

(11.8.10) 

 

南都銀行 奈良県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

113 

(108)

40 

 41 11.1.25 

11.1.11 

(11.10.13) 

 

横浜商銀信用組合 静岡商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

162 

(160)

22

 42 11.2.8 

11.1.11 

(12.12.20) 

 

厚木信用組合 湘南信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

133

(129)

86 

 43 11.2.8 

11.1.11 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 日本貯蓄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

230 

(226)

90 

 44 11.2.15 

11.2.1 

(11.6.16) 

 

あさひ銀行 西武信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

50 

(49)

49 

 45 11.2.22 

11.2.1 

(12.1.12) 

 

川崎信用金庫 神奈川商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

128 

(124)

99 

 46 11.2.22 

11.2.1 

(12.1.12) 

 

信用組合広島商銀 信用組合山口商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

203 

(203)

112 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 47 11.2.22 

11.2.1 

(12.1.12) 

 

信用組合広島商銀 島根商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

9 

(9)

2 

 48 11.3.8 

11.2.23 

(11.10.13) 

 

成協信用組合 河内信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

915 

(895)

289 

 49 11.3.8 

11.2.23 

(12.12.4) 

 

八千代銀行 相模原信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

276 

(261)

249 

 50 11.3.23 11.3.9 

 

阪神銀行 

 

みどり銀行 合併 資産買取 2,659 

 51 11.3.23 

11.3.9 

(12.8.25) 

 

東京商銀信用組合 埼玉商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

367 

(353)

83 

 52 11.3.29 

11.3.9 

(12.1.12) 

 

信用組合宮城商銀 北海商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

99 

(97)

33 

11 － 11.4.1 
11.3.9 

(11.12.1) 

 

阪神銀行 

 

みどり銀行 合併 
金銭贈与 

(減額後) 

7,901 

(7,719)

 53 11.4.5 

11.3.9 

(11.12.1) 

 

滋賀県信用組合 高島信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

62 

(57)

27 

 54 11.4.19 

11.3.25 

(11.12.1) 

 

大同信用組合 大阪東和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

123 

(118)

37 

 55 11.5.6 

11.4.16 

(12.1.12) 

 

紀陽銀行 和歌山県商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,768 

(1,737)

425 

 56 11.5.17 

11.4.16 

(11.12.1) 

 

大同信用組合 興和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

353 

(347)

122 

 57 11.6.14 

11.5.26 

(11.12.1) 

 

大同信用組合 福寿信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

546 

(537)

194 

 58 11.6.28 

11.6.16 

(12.4.19) 

 

大阪庶民信用組合 豊和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

162 

(155)

111 

 59 11.8.16 11.8.10  日本長期信用銀行  
資産買取 

(第 1回) 
4,939 

 60 11.8.23 

11.8.10 

(12.5.17) 

 

大阪庶民信用組合 信用組合大阪弘容 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,825 

(1,788)

534 

 61 11.10.25 

11.10.13 

(13.3.7) 

 

江東信用組合 東京東和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

118 

(110)

47 

 62 11.11.22 11.11.9  日本債券信用銀行  
資産買取 

(第 1回) 
2,987 

 63 11.11.22 

11.11.9 

(13.4.25) 

 

都民信用組合 総武信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

66 

(63)

41 

 64 11.11.22 

11.11.9 

(13.4.25) 

 

都民信用組合 台東信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

72 

(69)

39 

 65 11.11.29 

11.11.9 

(12.6.8) 

 

八光信用金庫（注7） 不動信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

100 

(95)

113 

 66 11.12.13 

11.12.1 

(13.3.7) 

 

北央信用組合 共同信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

441 

(431)

62 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 67 11.12.13 

11.12.1 

(13.3.7) 

 

北央信用組合 千歳信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

185 

(177)

38 

 68 12.1.24 

12.1.12 

(13.2.21) 

 

三栄信用組合 平和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

69 

(65)

50 

 69 12.2.14 

12.2.2 

(13.1.22) 

 

きのくに信用金庫 紀北信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

141 

(138)

34 

 70 12.2.28 

12.2.16 

(13.1.5) 

 
 日本長期信用銀行  

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

（第 2回） 

32,391 

(32,350)

3,048 

 

 71 

12.3.21 

 

12.3.13 

12.3.1 

(12.6.8) 

 

岡山相互信用金庫 玉野信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

315 

(312)

99 

 72 12.3.21 

12.3.1 

(12.11.1) 

 

百五銀行 三重県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

114 

(107)

96 

12 73 12.5.8 

12.4.19 

(13.3.28) 

 

水戸信用金庫 龍ヶ崎信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

187 

(183)

124 

 74 12.5.22 

12.4.19 

(13.4.25) 

 

都民信用組合 足立綜合信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(38)

11 

 75 12.6.5 

12.5.17 

(13.3.28) 

 

興産信用金庫 神田信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

469 

(456)

166 

 76 12.6.12 

12.5.17 

(13.3.28) 

 

東京都職員信用組合 東京都教育信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

116 

(114)

82 

 77 12.6.26 

12.6.8 

(13.3.7) 

 

福井商銀信用組合 富山商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

26 

(23)

7 

 78 12.8.7 

12.7.26 

(13.5.28) 

 

王子信用金庫 日本信販信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

539 

(525)

186 

 79 12.8.14 

12.7.26 

(13.9.25) 

 

八千代銀行 国民銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,837 

(1,742)

343 

 80 

12.8.31 

 

12.8.28 

12.8.25 

(13.2.7) 

 

 日本債券信用銀行  

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

（第 2回） 

31,497 

(31,414)

824 

 81 12.11.13 

12.11.1 

(13.6.20) 

 

さがみ信用金庫 西相信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

154 

(146)

91 

 82 12.12.4 

12.11.1 

(13.6.20) 

 

昭和信用金庫 松沢信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

193 

(176)

63 

 83 12.12.11 

12.12.4 

(14.10.2) 

 

みなと銀行 北兵庫信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

100 

(94)

33 

 84 

13.1.4 

 

12.12.18 

12.12.4 

(14.10.2) 

 

京都中央信用金庫 京都みやこ信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,486 

(2,177)

1,083 

 85 

13.1.4 

 

12.12.18 

12.12.4 

(14.10.2) 

 

京都中央信用金庫 南京都信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,447 

(1,388)

501 

 86 13.1.9 

12.12.20 

(13.12.12) 

 

埼玉縣信用金庫 小川信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,560 

(1,388)

1,006 

 87 

13.2.5 

 

13.1.29 

13.1.22 

(13.10.24) 

 

おかやま信用金庫 岡山市民信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

239 

(223)

108 

- 139 - 
 

年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 88 13.2.13 

13.2.1 

(14.3.20) 

 

大和銀行 

近畿大阪銀行 
なみはや銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

6,526 

(6,299)

1,905 

 89 13.2.26 

13.2.21 

(14.3.20) 

 

関西さわやか銀行 幸福銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

4,941 

(4,849)

1,706 

 90 13.2.26 

13.2.21 

(13.12.12) 

 

太陽信用金庫（注8） わかば信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

236 

(209)

188 

 91 13.3.19 

13.3.7 

(14.6.27) 

 

百十四銀行 四国貯蓄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

66 

(57)

62 

 92 13.3.26 

13.3.7 

(14.3.20) 

 

南郷信用金庫 日南信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

51 

(48)

10 

13 93 13.4.23 

13.3.28 

(14.6.27) 

 

北陸商銀信用組合 石川商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

11 

(10)

5 

 94 13.5.14 

13.4.25 

(14.3.6) 

 

大光銀行（注9） 新潟中央銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

3,817 

(3,556)

1,021 

 95 13.5.14 

13.4.25 

(14.6.27) 

 

大東京信用組合 振興信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

140 

(131)

56 

 96 13.5.28 

13.5.16 

(14.8.1) 

 

近畿産業信用組合 信用組合大阪商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,605 

(1,594)

226 

 97 13.6.11 

13.5.28 

(14.5.17) 

 

東京スター銀行 東京相和銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

7,626 

(6,824)

1,242 

 98 13.7.9 

13.6.20 

(14.6.27) 

 

空知商工信用組合 道央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

58 

(57)

14 

 99 13.11.12 

13.10.24 

(14.8.1) 

 

信用組合広島商銀 信用組合高知商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

29 

(28)

7 

 100 13.11.19 

13.10.24 

(14.12.25) 

 

東濃信用金庫 瑞浪商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

20 

(18)

3 

 101 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀北東信用組合 朝銀青森信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

19 

(18)

7 

 102 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀北東信用組合 朝銀宮城信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

49 

(48)

7 

 103 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀中部信用組合 朝銀福井信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

39 

(38)

12 

 104 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀中部信用組合 朝銀愛知信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

903 

(885)

205 

 105 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀島根信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

15 

(14)

2 

 106 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀広島信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

167 

(156)

40 

 107 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀山口信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

593 

(577)

100 

 108 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀福岡信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

866 

(848)

95 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 67 11.12.13 

11.12.1 

(13.3.7) 

 

北央信用組合 千歳信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

185 

(177)

38 

 68 12.1.24 

12.1.12 

(13.2.21) 

 

三栄信用組合 平和信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

69 

(65)

50 

 69 12.2.14 

12.2.2 

(13.1.22) 

 

きのくに信用金庫 紀北信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

141 

(138)

34 

 70 12.2.28 

12.2.16 

(13.1.5) 

 
 日本長期信用銀行  

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

（第 2回） 

32,391 

(32,350)

3,048 

 

 71 

12.3.21 

 

12.3.13 

12.3.1 

(12.6.8) 

 

岡山相互信用金庫 玉野信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

315 

(312)

99 

 72 12.3.21 

12.3.1 

(12.11.1) 

 

百五銀行 三重県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

114 

(107)

96 

12 73 12.5.8 

12.4.19 

(13.3.28) 

 

水戸信用金庫 龍ヶ崎信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

187 

(183)

124 

 74 12.5.22 

12.4.19 

(13.4.25) 

 

都民信用組合 足立綜合信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(38)

11 

 75 12.6.5 

12.5.17 

(13.3.28) 

 

興産信用金庫 神田信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

469 

(456)

166 

 76 12.6.12 

12.5.17 

(13.3.28) 

 

東京都職員信用組合 東京都教育信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

116 

(114)

82 

 77 12.6.26 

12.6.8 

(13.3.7) 

 

福井商銀信用組合 富山商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

26 

(23)

7 

 78 12.8.7 

12.7.26 

(13.5.28) 

 

王子信用金庫 日本信販信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

539 

(525)

186 

 79 12.8.14 

12.7.26 

(13.9.25) 

 

八千代銀行 国民銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,837 

(1,742)

343 

 80 

12.8.31 

 

12.8.28 

12.8.25 

(13.2.7) 

 

 日本債券信用銀行  

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

（第 2回） 

31,497 

(31,414)

824 

 81 12.11.13 

12.11.1 

(13.6.20) 

 

さがみ信用金庫 西相信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

154 

(146)

91 

 82 12.12.4 

12.11.1 

(13.6.20) 

 

昭和信用金庫 松沢信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

193 

(176)

63 

 83 12.12.11 

12.12.4 

(14.10.2) 

 

みなと銀行 北兵庫信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

100 

(94)

33 

 84 

13.1.4 

 

12.12.18 

12.12.4 

(14.10.2) 

 

京都中央信用金庫 京都みやこ信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,486 

(2,177)

1,083 

 85 

13.1.4 

 

12.12.18 

12.12.4 

(14.10.2) 

 

京都中央信用金庫 南京都信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,447 

(1,388)

501 

 86 13.1.9 

12.12.20 

(13.12.12) 

 

埼玉縣信用金庫 小川信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,560 

(1,388)

1,006 

 87 

13.2.5 

 

13.1.29 

13.1.22 

(13.10.24) 

 

おかやま信用金庫 岡山市民信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

239 

(223)

108 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 88 13.2.13 

13.2.1 

(14.3.20) 

 

大和銀行 

近畿大阪銀行 
なみはや銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

6,526 

(6,299)

1,905 

 89 13.2.26 

13.2.21 

(14.3.20) 

 

関西さわやか銀行 幸福銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

4,941 

(4,849)

1,706 

 90 13.2.26 

13.2.21 

(13.12.12) 

 

太陽信用金庫（注8） わかば信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

236 

(209)

188 

 91 13.3.19 

13.3.7 

(14.6.27) 

 

百十四銀行 四国貯蓄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

66 

(57)

62 

 92 13.3.26 

13.3.7 

(14.3.20) 

 

南郷信用金庫 日南信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

51 

(48)

10 

13 93 13.4.23 

13.3.28 

(14.6.27) 

 

北陸商銀信用組合 石川商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

11 

(10)

5 

 94 13.5.14 

13.4.25 

(14.3.6) 

 

大光銀行（注9） 新潟中央銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

3,817 

(3,556)

1,021 

 95 13.5.14 

13.4.25 

(14.6.27) 

 

大東京信用組合 振興信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

140 

(131)

56 

 96 13.5.28 

13.5.16 

(14.8.1) 

 

近畿産業信用組合 信用組合大阪商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,605 

(1,594)

226 

 97 13.6.11 

13.5.28 

(14.5.17) 

 

東京スター銀行 東京相和銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

7,626 

(6,824)

1,242 

 98 13.7.9 

13.6.20 

(14.6.27) 

 

空知商工信用組合 道央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

58 

(57)

14 

 99 13.11.12 

13.10.24 

(14.8.1) 

 

信用組合広島商銀 信用組合高知商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

29 

(28)

7 

 100 13.11.19 

13.10.24 

(14.12.25) 

 

東濃信用金庫 瑞浪商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

20 

(18)

3 

 101 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀北東信用組合 朝銀青森信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

19 

(18)

7 

 102 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀北東信用組合 朝銀宮城信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

49 

(48)

7 

 103 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀中部信用組合 朝銀福井信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

39 

(38)

12 

 104 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀中部信用組合 朝銀愛知信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

903 

(885)

205 

 105 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀島根信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

15 

(14)

2 

 106 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀広島信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

167 

(156)

40 

 107 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀山口信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

593 

(577)

100 

 108 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀福岡信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

866 

(848)

95 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 109 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀長崎信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

10 

(9)

1 

 110 13.12.25 

13.12.12 

(14.8.1) 

 

横浜商銀信用組合 茨城商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

37 

(36)

16 

 111 14.1.15 

13.12.12 

(14.8.1) 

 

長崎三菱信用組合（注10） 長崎第一信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

39 

(38)

15 

 112 14.1.28 

14.1.15 

(14.12.25) 

 

金沢中央信用組合 不動信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

25 

(25)

10 

 113 14.2.18 

14.1.15 

(14.12.25) 

 

能登信用金庫 輪島信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

5 

(5)

1 

 114 14.2.25 

14.2.6 

(14.10.2) 

 

栃木信用金庫（注11） 宇都宮信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

265 

(232)

154 

 115 14.2.25 

14.2.6 

(14.12.25) 

 

信用組合愛知商銀 信用組合三重商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

87 

(83)

15 

 116 14.2.25 

14.2.6 

(14.12.25) 

 

大分信用金庫 臼杵信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

48 

(44)

9 

 117 14.3.4 

14.2.6 

(14.10.2) 

 

小樽信用金庫 小樽商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

127 

(124)

53 

 118 14.3.18 

14.2.20 

(14.10.2) 

 

あすなろ信用組合 新潟商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(42)

14 

 119 14.3.18 

14.2.20 

(14.10.2) 

 

知多信用金庫 常滑信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

148 

(132)

85 

 120 14.3.18 

14.2.20 

(14.12.25) 

 

福邦銀行 春江信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

11 

(8)

11 

 121 14.3.18 

14.2.20 

(14.12.25) 

 

岐阜信用金庫 中津川信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

30 

(27)

8 

 122 14.3.18 

14.2.20 

(14.12.25) 

 

コザ信用金庫 沖縄信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(40)

62 

 123 14.3.25 

14.2.20 

(14.10.2) 

 

湘南信用金庫 神奈川県青果信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

18 

(17)

13 

 124 14.3.25 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

鹿沼相互信用金庫 大日光信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

39 

(38)

19 

 125 14.3.25 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

王子信用金庫（注12) せいか信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

131 

(118)

44 

 126 14.3.25 

14.3.6 

(15.3.26) 

 

大阪信用金庫 大阪第一信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

114 

(102)

93 

 127 14.3.25 

14.3.6 

(15.2.19) 

 

尼崎信用金庫（注13） 関西西宮信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

398 

(354)

359 

 128 14.3.25 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

大分みらい信用金庫 中津信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

105 

(93)

30 

 129 14.3.25 

14.3.6 

(15.2.19) 

 

大分みらい信用金庫 佐賀関信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

27 

(26)

6 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

14 130 14.4.15 

14.3.6 

(15.6.18) 

 

あすか信用組合 東京商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,362 

(1,249)

362 

 131 14.4.22 

14.3.6 

(15.2.19) 

 

金沢信用金庫（注14） だいしん信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

32 

(29)

36 

 132 14.5.27 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

長崎三菱信用組合 松島炭鉱信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

4 

(3)

0 

 133 14.7.8 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

釧路信用組合 網走信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

97 

(89)

16 

 134 14.4.30 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

共立信用組合 大栄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

208 

(194)

60 

 135 14.5.7 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

北央信用組合 旭川商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

213 

(205)

71 

 136 14.5.13 

14.3.20 

(15.3.26) 

 

北國銀行 加賀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

12 

(9)

21 

 137 14.5.20 

14.3.20 

(15.6.18) 

 

九州幸銀信用組合 信用組合福岡商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

480 

(471)

50 

 138 14.6.10 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

共立信用組合 東京富士信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

143 

(132)

38 

 139 14.6.17 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

仙台信用金庫（注15） 宮城県中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

71 

(62)

70 

 140 14.6.24 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

那須信用組合 黒磯信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

135 

(124)

43 

 141 14.6.24 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

那須信用組合 馬頭信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

16 

(14)

4 

 142 14.6.24 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

那須信用組合 小川信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

22 

(21)

11 

 143 14.7.8 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

気仙沼信用金庫 岩手信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

38 

(33)

21 

 144 14.7.8 

14.3.20 

(15.3.26) 

 

トマト銀行 岡山県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

349 

(332)

123 

 145 14.7.15 

14.3.20 

(15.2.19) 

 

たちばな信用金庫 島原信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

23 

(21)

5 

 146 14.7.15 

14.3.20 

(15.2.19) 

 

筑後信用金庫 両筑信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

29 

(22)

29 

 147 14.5.20 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

日新信用金庫 神栄信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(38)

44 

 148 14.5.27 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

大東京信用組合 三栄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

251 

(238)

91 

 149 14.5.27 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

近畿産業信用組合（注16） 信用組合京都商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

503 

(494)

103 

 150 14.6.3 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

紀北信用金庫 長島信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

29 

(27)

4 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 109 13.11.26 

13.11.7 

(15.2.19) 

 

朝銀西信用組合 朝銀長崎信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

10 

(9)

1 

 110 13.12.25 

13.12.12 

(14.8.1) 

 

横浜商銀信用組合 茨城商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

37 

(36)

16 

 111 14.1.15 

13.12.12 

(14.8.1) 

 

長崎三菱信用組合（注10） 長崎第一信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

39 

(38)

15 

 112 14.1.28 

14.1.15 

(14.12.25) 

 

金沢中央信用組合 不動信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

25 

(25)

10 

 113 14.2.18 

14.1.15 

(14.12.25) 

 

能登信用金庫 輪島信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

5 

(5)

1 

 114 14.2.25 

14.2.6 

(14.10.2) 

 

栃木信用金庫（注11） 宇都宮信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

265 

(232)

154 

 115 14.2.25 

14.2.6 

(14.12.25) 

 

信用組合愛知商銀 信用組合三重商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

87 

(83)

15 

 116 14.2.25 

14.2.6 

(14.12.25) 

 

大分信用金庫 臼杵信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

48 

(44)

9 

 117 14.3.4 

14.2.6 

(14.10.2) 

 

小樽信用金庫 小樽商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

127 

(124)

53 

 118 14.3.18 

14.2.20 

(14.10.2) 

 

あすなろ信用組合 新潟商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(42)

14 

 119 14.3.18 

14.2.20 

(14.10.2) 

 

知多信用金庫 常滑信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

148 

(132)

85 

 120 14.3.18 

14.2.20 

(14.12.25) 

 

福邦銀行 春江信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

11 

(8)

11 

 121 14.3.18 

14.2.20 

(14.12.25) 

 

岐阜信用金庫 中津川信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

30 

(27)

8 

 122 14.3.18 

14.2.20 

(14.12.25) 

 

コザ信用金庫 沖縄信用金庫 合併 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(40)

62 

 123 14.3.25 

14.2.20 

(14.10.2) 

 

湘南信用金庫 神奈川県青果信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

18 

(17)

13 

 124 14.3.25 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

鹿沼相互信用金庫 大日光信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

39 

(38)

19 

 125 14.3.25 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

王子信用金庫（注12) せいか信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

131 

(118)

44 

 126 14.3.25 

14.3.6 

(15.3.26) 

 

大阪信用金庫 大阪第一信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

114 

(102)

93 

 127 14.3.25 

14.3.6 

(15.2.19) 

 

尼崎信用金庫（注13） 関西西宮信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

398 

(354)

359 

 128 14.3.25 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

大分みらい信用金庫 中津信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

105 

(93)

30 

 129 14.3.25 

14.3.6 

(15.2.19) 

 

大分みらい信用金庫 佐賀関信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

27 

(26)

6 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

14 130 14.4.15 

14.3.6 

(15.6.18) 

 

あすか信用組合 東京商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,362 

(1,249)

362 

 131 14.4.22 

14.3.6 

(15.2.19) 

 

金沢信用金庫（注14） だいしん信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

32 

(29)

36 

 132 14.5.27 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

長崎三菱信用組合 松島炭鉱信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

4 

(3)

0 

 133 14.7.8 

14.3.6 

(14.12.25) 

 

釧路信用組合 網走信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

97 

(89)

16 

 134 14.4.30 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

共立信用組合 大栄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

208 

(194)

60 

 135 14.5.7 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

北央信用組合 旭川商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

213 

(205)

71 

 136 14.5.13 

14.3.20 

(15.3.26) 

 

北國銀行 加賀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

12 

(9)

21 

 137 14.5.20 

14.3.20 

(15.6.18) 

 

九州幸銀信用組合 信用組合福岡商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

480 

(471)

50 

 138 14.6.10 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

共立信用組合 東京富士信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

143 

(132)

38 

 139 14.6.17 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

仙台信用金庫（注15） 宮城県中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

71 

(62)

70 

 140 14.6.24 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

那須信用組合 黒磯信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

135 

(124)

43 

 141 14.6.24 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

那須信用組合 馬頭信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

16 

(14)

4 

 142 14.6.24 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

那須信用組合 小川信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

22 

(21)

11 

 143 14.7.8 

14.3.20 

(14.12.25) 

 

気仙沼信用金庫 岩手信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

38 

(33)

21 

 144 14.7.8 

14.3.20 

(15.3.26) 

 

トマト銀行 岡山県信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

349 

(332)

123 

 145 14.7.15 

14.3.20 

(15.2.19) 

 

たちばな信用金庫 島原信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

23 

(21)

5 

 146 14.7.15 

14.3.20 

(15.2.19) 

 

筑後信用金庫 両筑信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

29 

(22)

29 

 147 14.5.20 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

日新信用金庫 神栄信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

43 

(38)

44 

 148 14.5.27 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

大東京信用組合 三栄信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

251 

(238)

91 

 149 14.5.27 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

近畿産業信用組合（注16） 信用組合京都商銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

503 

(494)

103 

 150 14.6.3 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

紀北信用金庫 長島信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

29 

(27)
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 151 14.6.10 

14.4.17 

(15.6.18) 

 

大分信用金庫 佐伯信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

93 

(82)

28 

 152 14.6.17 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

荒川信用金庫（注17） 都民信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

343 

(306)

223 

 153 14.6.17 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

東京三協信用金庫 池袋信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

140 

(130)

63 

 154 14.6.17 

14.4.17 

(15.3.26) 

 

近畿産業信用組合(注18） 信用組合関西興銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

6,834 

(6,607)

1,483 

 155 14.6.24 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

栃木銀行 栃木県中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

85 

(76)

67 

 156 14.6.24 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

横浜商銀信用組合 千葉商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

54 

(51)

18 

 157 14.7.8 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

西京信用金庫（注19） 東京食品信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

127 

(117)

78 

 158 14.7.15 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

興産信用金庫（注20） 第三信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

78 

(77)

39 

 159 14.7.15 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

東京スター銀行 東京信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

69 

(67)

20 

 160 14.7.22 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

秋田信用金庫 秋田県中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

40 

(27)

56 

 161 14.7.22 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

東京スター銀行 東京中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

88 

(84)

10 

 162 14.7.22 

14.4.17 

(15.6.18) 

 

北國銀行 石川たばこ信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

7 

(5)

5 

 163 14.8.5 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

長野県信用組合（注21） 上田商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

163 

(141)

155 

 164 14.8.12 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

平塚信用金庫 厚木信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

84 

(73)

93 

 165 14.8.19 

14.4.17 

(15.6.18) 

 

東京スター銀行（注22） 千葉県商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

331 

(331)

168 

 166 14.6.10 

14.5.17 

(15.12.10) 

 

大阪信用金庫 相互信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

781 

(719)

632 

 167 14.6.17 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

東京東信用金庫 船橋信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

460 

(400)

351 

 168 14.6.17 

14.5.17 

(15.3.26) 

 

新宮信用金庫 紀南信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

7 

(6)

14 

 169 14.7.15 

14.5.17 

(15.3.26) 

 

九州幸銀信用組合 大分商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

26 

(26)

4 

 170 14.8.12 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

江東信用組合 暁信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

36 

(32)

11 

 171 14.9.17 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

東京東信用金庫（注23） 永代信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,502 

(1,140)

450 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 172 14.9.24 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

水戸信用金庫 石岡信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

356 

(311)

173 

 173 14.8.12 

14.8.1 

(15.12.10) 

 

兵庫ひまわり信用組合
（注24） 

朝銀近畿信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,634 

(2,573)

622 

 174 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀東京信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,086 

(2,109)

210 

 175 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀千葉信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

330 

(325)

31 

 176 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀新潟信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

52 

(51)

6 

 177 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀長野信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

104 

(103)

15 

 178 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀関東信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,094 

(1,067)

180 

 179 15.3.3 

15.2.19 

(16.2.26) 

 

日本承継銀行 中部銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

944 

(667)

646 

 180 15.3.24 

15.3.5 

(16.2.26) 

 

日本承継銀行 石川銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,809 

(1,754)

894 

20 181 

20.6.30 

 

20.6.16 

20.6.6 

(20.9.17) 

 

足利ホールディングス 足利銀行 株式取得 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,603 

(2,563)

17 

23 182 23.4.25 

23.4.15 

（23.9.27） 

23.4.15 

（23.9.27） 

 

第二日本承継銀行（注26） 日本振興銀行 
一部 

事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

衡平資金援助 

（増額後） 

資産買取 

1,041

（461）

656

（751）

530

（注） 

1．救済金融機関等は資金援助申込金融機関及び銀行持株会社等。 

2．億円未満四捨五入しているため、累計金額、合計金額とも一致しないところがある。 

3．金銭贈与は支払額ベース、資産買取、貸付、債務引受は運営委員会議決ベース。 

4．No.12～26、28、30～36、38～61、63～86、88～112､114～118、120、121、124～127、129～131、133～135、137～138、140、142

～145、147～150、152～159、161、163、165、166、169～180は特別資金援助。 

5．平成 11年度のみどり銀行は平成 10年度に資産買取実行のため、金銭贈与額のみ計上。 

6．徳陽シティ銀行の救済金融機関は、仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台

信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫の 13行庫。 

7．不動信用金庫の救済金融機関は、八光信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪市信用金庫・永和信用金庫・泉陽信用

金庫・阪奈信用金庫・枚方信用金庫・摂津信用金庫の 9信用金庫。 

8．わかば信用金庫の救済金融機関は、太陽信用金庫・朝日信用金庫・同栄信用金庫・芝信用金庫・昭和信用金庫・目黒信用金庫・

東調布信用金庫・王子信用金庫・多摩中央信用金庫の 9信用金庫。 

9. 新潟中央銀行の救済金融機関は、大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行の6銀行。 

10．長崎第一信用組合の救済金融機関は、長崎三菱信用組合･十八銀行。 

11．宇都宮信用金庫の救済金融機関は、栃木信用金庫・烏山信用金庫・鹿沼相互信用金庫・小山信用金庫・大田原信用金庫の 5 信

用金庫。 

12．せいか信用組合の救済金融機関は、王子信用金庫・興産信用金庫。 

13．関西西宮信用金庫の救済金融機関は、尼崎信用金庫･神戸信用金庫・姫路信用金庫・兵庫信用金庫の4信用金庫。 

14．だいしん信用組合の救済金融機関は、金沢信用金庫･北陸信用金庫。 

15．宮城県中央信用組合の救済金融機関は、仙台信用金庫・宮城第一信用金庫。 

16．信用組合京都商銀の救済金融機関は、近畿産業信用組合・整理回収機構。 

17．都民信用組合の救済金融機関は、荒川信用金庫・日興信用金庫・西京信用金庫・第一勧業信用組合の4金融機関。 

18．信用組合関西興銀の救済金融機関は、近畿産業信用組合・整理回収機構。 

19．東京食品信用組合の救済金融機関は、西京信用金庫・朝日信用金庫・興産信用金庫・東京産業信用金庫の4信用金庫。 

20．第三信用組合の救済金融機関は、興産信用金庫・大東京信用組合。 

21．上田商工信用組合の救済金融機関は、長野県信用組合・美駒信用組合・長野信用金庫・上田信用金庫・八十二銀行の 5 金融機

関。 

22．千葉県商工信用組合の救済金融機関は、東京スター銀行・銚子商工信用組合。 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 151 14.6.10 

14.4.17 

(15.6.18) 

 

大分信用金庫 佐伯信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

93 

(82)

28 

 152 14.6.17 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

荒川信用金庫（注17） 都民信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

343 

(306)

223 

 153 14.6.17 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

東京三協信用金庫 池袋信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

140 

(130)

63 

 154 14.6.17 

14.4.17 

(15.3.26) 

 

近畿産業信用組合(注18） 信用組合関西興銀 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

6,834 

(6,607)

1,483 

 155 14.6.24 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

栃木銀行 栃木県中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

85 

(76)

67 

 156 14.6.24 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

横浜商銀信用組合 千葉商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

54 

(51)

18 

 157 14.7.8 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

西京信用金庫（注19） 東京食品信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

127 

(117)

78 

 158 14.7.15 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

興産信用金庫（注20） 第三信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

78 

(77)

39 

 159 14.7.15 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

東京スター銀行 東京信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

69 

(67)

20 

 160 14.7.22 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

秋田信用金庫 秋田県中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

40 

(27)

56 

 161 14.7.22 

14.4.17 

(14.12.25) 

 

東京スター銀行 東京中央信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

88 

(84)

10 

 162 14.7.22 

14.4.17 

(15.6.18) 

 

北國銀行 石川たばこ信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

7 

(5)

5 

 163 14.8.5 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

長野県信用組合（注21） 上田商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

163 

(141)

155 

 164 14.8.12 

14.4.17 

(15.2.19) 

 

平塚信用金庫 厚木信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

84 

(73)

93 

 165 14.8.19 

14.4.17 

(15.6.18) 

 

東京スター銀行（注22） 千葉県商工信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

331 

(331)

168 

 166 14.6.10 

14.5.17 

(15.12.10) 

 

大阪信用金庫 相互信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

781 

(719)

632 

 167 14.6.17 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

東京東信用金庫 船橋信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

460 

(400)

351 

 168 14.6.17 

14.5.17 

(15.3.26) 

 

新宮信用金庫 紀南信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

7 

(6)

14 

 169 14.7.15 

14.5.17 

(15.3.26) 

 

九州幸銀信用組合 大分商銀信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

26 

(26)

4 

 170 14.8.12 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

江東信用組合 暁信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

36 

(32)

11 

 171 14.9.17 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

東京東信用金庫（注23） 永代信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,502 

(1,140)

450 
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年度 No. 実施日 運営委員会議決日 救済金融機関等 破綻金融機関 方式 援助方式 金額(億円)

 172 14.9.24 

14.5.17 

(15.2.19) 

 

水戸信用金庫 石岡信用金庫 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

356 

(311)

173 

 173 14.8.12 

14.8.1 

(15.12.10) 

 

兵庫ひまわり信用組合
（注24） 

朝銀近畿信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,634 

(2,573)

622 

 174 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀東京信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,086 

(2,109)

210 

 175 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀千葉信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

330 

(325)

31 

 176 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀新潟信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

52 

(51)

6 

 177 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀長野信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

104 

(103)

15 

 178 14.12.30 

14.12.25 

(15.12.10) 

 

ハナ信用組合（注25） 朝銀関東信用組合 事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,094 

(1,067)

180 

 179 15.3.3 

15.2.19 

(16.2.26) 

 

日本承継銀行 中部銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

944 

(667)

646 

 180 15.3.24 

15.3.5 

(16.2.26) 

 

日本承継銀行 石川銀行 営業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

1,809 

(1,754)

894 

20 181 

20.6.30 

 

20.6.16 

20.6.6 

(20.9.17) 

 

足利ホールディングス 足利銀行 株式取得 

金銭贈与 

(減額後) 

資産買取 

2,603 

(2,563)

17 

23 182 23.4.25 

23.4.15 

（23.9.27） 

23.4.15 

（23.9.27） 

 

第二日本承継銀行（注26） 日本振興銀行 
一部 

事業譲渡 

金銭贈与 

(減額後) 

衡平資金援助 

（増額後） 

資産買取 

1,041

（461）

656

（751）

530

（注） 

1．救済金融機関等は資金援助申込金融機関及び銀行持株会社等。 

2．億円未満四捨五入しているため、累計金額、合計金額とも一致しないところがある。 

3．金銭贈与は支払額ベース、資産買取、貸付、債務引受は運営委員会議決ベース。 

4．No.12～26、28、30～36、38～61、63～86、88～112､114～118、120、121、124～127、129～131、133～135、137～138、140、142

～145、147～150、152～159、161、163、165、166、169～180は特別資金援助。 

5．平成 11年度のみどり銀行は平成 10年度に資産買取実行のため、金銭贈与額のみ計上。 

6．徳陽シティ銀行の救済金融機関は、仙台銀行・七十七銀行・北日本銀行・福島銀行・栃木銀行・武蔵野銀行・東日本銀行・仙台

信用金庫・宮城第一信用金庫・石巻信用金庫・仙南信用金庫・塩竃信用金庫・気仙沼信用金庫の13行庫。 

7．不動信用金庫の救済金融機関は、八光信用金庫・大阪信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪市信用金庫・永和信用金庫・泉陽信用

金庫・阪奈信用金庫・枚方信用金庫・摂津信用金庫の9信用金庫。 

8．わかば信用金庫の救済金融機関は、太陽信用金庫・朝日信用金庫・同栄信用金庫・芝信用金庫・昭和信用金庫・目黒信用金庫・

東調布信用金庫・王子信用金庫・多摩中央信用金庫の9信用金庫。 

9. 新潟中央銀行の救済金融機関は、大光銀行・第四銀行・八十二銀行・東日本銀行・群馬銀行・東和銀行の6銀行。 

10．長崎第一信用組合の救済金融機関は、長崎三菱信用組合･十八銀行。 

11．宇都宮信用金庫の救済金融機関は、栃木信用金庫・烏山信用金庫・鹿沼相互信用金庫・小山信用金庫・大田原信用金庫の 5 信

用金庫。 

12．せいか信用組合の救済金融機関は、王子信用金庫・興産信用金庫。 

13．関西西宮信用金庫の救済金融機関は、尼崎信用金庫･神戸信用金庫・姫路信用金庫・兵庫信用金庫の4信用金庫。 

14．だいしん信用組合の救済金融機関は、金沢信用金庫･北陸信用金庫。 

15．宮城県中央信用組合の救済金融機関は、仙台信用金庫・宮城第一信用金庫。 

16．信用組合京都商銀の救済金融機関は、近畿産業信用組合・整理回収機構。 

17．都民信用組合の救済金融機関は、荒川信用金庫・日興信用金庫・西京信用金庫・第一勧業信用組合の4金融機関。 

18．信用組合関西興銀の救済金融機関は、近畿産業信用組合・整理回収機構。 

19．東京食品信用組合の救済金融機関は、西京信用金庫・朝日信用金庫・興産信用金庫・東京産業信用金庫の4信用金庫。 

20．第三信用組合の救済金融機関は、興産信用金庫・大東京信用組合。 

21．上田商工信用組合の救済金融機関は、長野県信用組合・美駒信用組合・長野信用金庫・上田信用金庫・八十二銀行の 5 金融機

関。 

22．千葉県商工信用組合の救済金融機関は、東京スター銀行・銚子商工信用組合。 
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23．永代信用組合の救済金融機関は、東京東信用金庫・昭和信用金庫。 

24．朝銀近畿信用組合の救済金融機関は、兵庫ひまわり信用組合・京滋信用組合・ミレ信用組合・整理回収機構。 

25．朝銀東京信用組合、朝銀千葉信用組合、朝銀新潟信用組合、朝銀長野信用組合及び朝銀関東信用組合の救済金融機関は、ハナ

信用組合及び整理回収機構。 

26. No.182 は救済金融機関への金銭贈与のほか、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、破綻金融機関に対し金銭贈与（衡平

資金援助）を行っている。資産買取については、第2回資産買取（議決日 23.11.22、実施日 23.11.28）及び第 3回資産買取（議

決日 23.12.6、実施日 23.12.19）及び第 4回資産買取（議決日 24.7.17、実施日 24.7.23）のほか、再承継に係る救済金融機関か

らの資産買取（議決日 23.12.19、実施日 23.12.26）を含む。 
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（３）資本増強実績一覧（各法律別） 

①旧安定化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

０～５年 6年目以降

み ず ほ FG
（ 富 士 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

み ず ほ FG
（ 日 本 興 業 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.55 Ｌ＋1.25 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

15年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により1,500億円の内500億円
を償還。

15年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額1,000億円の内500
億円を償還。

16年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額500億円の内250億
円を償還。

16年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額250億円を償還。

三 井 住 友 FG
（ さ く ら 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.20 Ｌ＋2.70 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 住 友 FG
（ 住 友 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.90 Ｌ＋2.40 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

東 京 三 菱 銀 行 10年3月 1,000 Ｌ＋0.90 Ｌ＋2.40 12年2月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,005.60億円）。

三 菱 信 託 銀 行 10年3月 500 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 12年12月 金融機関の申出により返済（買入、返済額500.02億円）。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 三 和 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.55 Ｌ＋1.25 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

13年5月 永久劣後ローンから永久劣後債に変更。

15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 東 洋 信 託 銀 行 ）

10年3月 500
Ｌ＋1.10

Ｌ＋2.60 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

り そ な HD
（ あ さ ひ 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.00 Ｌ＋2.50 17年10月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

住 友 信 託 銀 行 10年3月 1,000 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 三 井 信 託 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.45 Ｌ＋2.95 17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 中 央 信 託 銀 行 ）

10年3月 280 Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

横 浜 銀 行 10年3月 200 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 15年5月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

17年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により200億円の内100億円を
任意弁済。

18年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額100億円を任意弁
済。

足 利 銀 行 10年3月 300 Ｌ＋2.95 Ｌ＋4.45 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

新 生 銀 行
( 日 本 長 期 信 用 銀 行 ）

10年3月 466 Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 配当率 転換開始日

処分
年月

適用

み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

10年3月 990 0.75 10年7月1日 16年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額594.89億円)。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 中 央 信 託 銀 行 ）

10年3月 320 2.50 10年7月1日 18年7月
金融機関の申出により取得請求権を行使し普通株式を売出(売却額
979.26億円)。

10年10月 特別公的管理開始決定により預金保険機構が取得。

12年3月 100,000,000株中25,472,000株減資。

20年3月
減資後の優先株式（74,528,000株）について金融機関へ取得請求を行
い、普通株式（269,128,888株）を取得。

10年12月 特別公的管理開始決定により預金保険機構が取得。

12年10月
120,000,000株中71,856,000株減資し、配当率の引き下げ
（3％→1％）を実施。

24年9月
優先株式の条件変更の実施（定款変更）
・一斉取得日延長（変更前は平成30年4月）
・配当金は公的資金の返済に応じて漸減

資本増強額 合計 18,156

処分簿価額 合計 16,256       は処分済みのもの。

残　　　　　額 1,900

(注１）金融機関名は現在時点の名称で記載。ただし、処分が終了したものはその時点での名称。

(注２）（　）内は資本増強時の名称。

(注３）Lは3ヵ月物円LIBOR

永久劣後ローン

永久劣後債

永久劣後債

永久劣後ローン

永久劣後ローン

永久劣後ローン

永久劣後債

期限付劣後債
（１０年）

永久劣後ローン

永久劣後債

永久劣後ローン

永久劣後ローン

Ｌ＋0.90

金　融　機　関　名

1.00

10年3月 1,000
Ｌ＋2.70
(注３)

10年3月

永久劣後債

10年10月1日

Ｌ＋2.45

み ず ほ FG
（ 安 田 信 託 銀 行 ）

10年3月

り そ な HD
（ 大 和 銀 行 ）

10年3月 600
あ お ぞ ら 銀 行
（ 日 本 債 券 信 用 銀 行 ）

北 陸 銀 行

新 生 銀 行
( 日 本 長 期 信 用 銀 行 ）

10年3月 1,300

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 東 海 銀 行 ）

10年3月 1,000

34年6月30日

資本増強 (劣後債、劣後ローン)

17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強
年月

金額

1,500

処分
年月

適用

Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95

永久劣後債

期限付劣後債
（１０年）

永久劣後債

永久劣後債

永久劣後債

管理・処分の状況

利率(Lは6ヵ月物円LIBOR)

管理・処分の状況資本増強(優先株式[転換型])

1.00 10年10月1日

30年8月1日

一斉取得日

Ｌ＋3.95

Ｌ＋2.70
(平成20年7月1日

以降 Ｌ＋
3.95)(注３）

200

17年8月1日

Ｌ＋2.40

種類

20年4月1日

永久劣後債

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編



- 144 - - 145 -
- 144 - 

 

23．永代信用組合の救済金融機関は、東京東信用金庫・昭和信用金庫。 

24．朝銀近畿信用組合の救済金融機関は、兵庫ひまわり信用組合・京滋信用組合・ミレ信用組合・整理回収機構。 

25．朝銀東京信用組合、朝銀千葉信用組合、朝銀新潟信用組合、朝銀長野信用組合及び朝銀関東信用組合の救済金融機関は、ハナ

信用組合及び整理回収機構。 

26. No.182 は救済金融機関への金銭贈与のほか、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、破綻金融機関に対し金銭贈与（衡平

資金援助）を行っている。資産買取については、第2回資産買取（議決日 23.11.22、実施日 23.11.28）及び第 3回資産買取（議

決日 23.12.6、実施日 23.12.19）及び第 4回資産買取（議決日 24.7.17、実施日 24.7.23）のほか、再承継に係る救済金融機関か

らの資産買取（議決日 23.12.19、実施日 23.12.26）を含む。 

 

表
（Excel

）
を
直
接
貼
り
付
け
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（３）資本増強実績一覧（各法律別） 

①旧安定化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

０～５年 6年目以降

み ず ほ FG
（ 富 士 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

み ず ほ FG
（ 日 本 興 業 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.55 Ｌ＋1.25 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

15年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により1,500億円の内500億円
を償還。

15年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額1,000億円の内500
億円を償還。

16年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額500億円の内250億
円を償還。

16年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額250億円を償還。

三 井 住 友 FG
（ さ く ら 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.20 Ｌ＋2.70 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 住 友 FG
（ 住 友 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.90 Ｌ＋2.40 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

東 京 三 菱 銀 行 10年3月 1,000 Ｌ＋0.90 Ｌ＋2.40 12年2月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,005.60億円）。

三 菱 信 託 銀 行 10年3月 500 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 12年12月 金融機関の申出により返済（買入、返済額500.02億円）。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 三 和 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.55 Ｌ＋1.25 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

13年5月 永久劣後ローンから永久劣後債に変更。

15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 東 洋 信 託 銀 行 ）

10年3月 500
Ｌ＋1.10

Ｌ＋2.60 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

り そ な HD
（ あ さ ひ 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.00 Ｌ＋2.50 17年10月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

住 友 信 託 銀 行 10年3月 1,000 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 三 井 信 託 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.45 Ｌ＋2.95 17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 中 央 信 託 銀 行 ）

10年3月 280 Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

横 浜 銀 行 10年3月 200 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 15年5月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

17年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により200億円の内100億円を
任意弁済。

18年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額100億円を任意弁
済。

足 利 銀 行 10年3月 300 Ｌ＋2.95 Ｌ＋4.45 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

新 生 銀 行
( 日 本 長 期 信 用 銀 行 ）

10年3月 466 Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 配当率 転換開始日

処分
年月

適用

み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

10年3月 990 0.75 10年7月1日 16年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額594.89億円)。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 中 央 信 託 銀 行 ）

10年3月 320 2.50 10年7月1日 18年7月
金融機関の申出により取得請求権を行使し普通株式を売出(売却額
979.26億円)。

10年10月 特別公的管理開始決定により預金保険機構が取得。

12年3月 100,000,000株中25,472,000株減資。

20年3月
減資後の優先株式（74,528,000株）について金融機関へ取得請求を行
い、普通株式（269,128,888株）を取得。

10年12月 特別公的管理開始決定により預金保険機構が取得。

12年10月
120,000,000株中71,856,000株減資し、配当率の引き下げ
（3％→1％）を実施。

24年9月
優先株式の条件変更の実施（定款変更）
・一斉取得日延長（変更前は平成30年4月）
・配当金は公的資金の返済に応じて漸減

資本増強額 合計 18,156

処分簿価額 合計 16,256       は処分済みのもの。

残　　　　　額 1,900

(注１）金融機関名は現在時点の名称で記載。ただし、処分が終了したものはその時点での名称。

(注２）（　）内は資本増強時の名称。

(注３）Lは3ヵ月物円LIBOR

永久劣後ローン

永久劣後債

永久劣後債

永久劣後ローン

永久劣後ローン

永久劣後ローン

永久劣後債

期限付劣後債
（１０年）

永久劣後ローン

永久劣後債

永久劣後ローン

永久劣後ローン

Ｌ＋0.90

金　融　機　関　名

1.00

10年3月 1,000
Ｌ＋2.70
(注３)

10年3月

永久劣後債

10年10月1日

Ｌ＋2.45

み ず ほ FG
（ 安 田 信 託 銀 行 ）

10年3月

り そ な HD
（ 大 和 銀 行 ）

10年3月 600
あ お ぞ ら 銀 行
（ 日 本 債 券 信 用 銀 行 ）

北 陸 銀 行

新 生 銀 行
( 日 本 長 期 信 用 銀 行 ）

10年3月 1,300

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 東 海 銀 行 ）

10年3月 1,000

34年6月30日

資本増強 (劣後債、劣後ローン)

17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強
年月

金額

1,500

処分
年月

適用

Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95

永久劣後債

期限付劣後債
（１０年）

永久劣後債

永久劣後債

永久劣後債

管理・処分の状況

利率(Lは6ヵ月物円LIBOR)

管理・処分の状況資本増強(優先株式[転換型])

1.00 10年10月1日

30年8月1日

一斉取得日

Ｌ＋3.95

Ｌ＋2.70
(平成20年7月1日

以降 Ｌ＋
3.95)(注３）

200

17年8月1日

Ｌ＋2.40

種類

20年4月1日

永久劣後債

（３）資本増強実績一覧（各法律別）

①旧安定化法に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

０～５年 6年目以降

み ず ほ FG
（ 富 士 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

み ず ほ FG
（ 日 本 興 業 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.55 Ｌ＋1.25 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

15年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により1,500億円の内500億
円を償還。

15年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額1,000億円の内
500億円を償還。

16年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額500億円の内250
億円を償還。

16年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額250億円を償
還。

三 井 住 友 FG
（ さ く ら 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.20 Ｌ＋2.70 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 住 友 FG
（ 住 友 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.90 Ｌ＋2.40 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

東 京 三 菱 銀 行 10年3月 1,000 Ｌ＋0.90 Ｌ＋2.40 12年2月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,005.60億円）。

三 菱 信 託 銀 行 10年3月 500 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 12年12月 金融機関の申出により返済（買入、返済額500.02億円）。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 三 和 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋0.55 Ｌ＋1.25 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

13年5月 永久劣後ローンから永久劣後債に変更。

15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 東 洋 信 託 銀 行 ）

10年3月 500
Ｌ＋1.10

Ｌ＋2.60 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

り そ な HD
（ あ さ ひ 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.00 Ｌ＋2.50 17年10月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

住 友 信 託 銀 行 10年3月 1,000 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 ト ラ ス ト HD
信 銀

10年3月 1 000 Ｌ＋1 45 Ｌ＋2 95 17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還

管理・処分の状況

利率(Lは6ヵ月物円LIBOR)

Ｌ＋2.70
(平成20年7月1日

以降 Ｌ＋
3.95)(注３）

Ｌ＋2.40

種類

永久劣後債

資本増強 (劣後債、劣後ローン)

17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強
年月

金額

1,500

処分
年月

適用

Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95

永久劣後債

期限付劣後債
（１０年）

永久劣後債

永久劣後債

永久劣後債

永久劣後債

み ず ほ FG
（ 安 田 信 託 銀 行 ）

10年3月

り そ な HD
（ 大 和 銀 行 ）

Ｕ Ｆ Ｊ HD
（ 東 海 銀 行 ）

10年3月 1,000
Ｌ＋0.90

金　融　機　関　名

10年3月 1,000
Ｌ＋2.70
(注３)

期限付劣後債
（１０年）

永久劣後ローン

永久劣後債

永久劣後ローン

永久劣後ローン

永久劣後債

永久劣後債
（ 三 井 信 託 銀 行 ）

10年3月 1,000 Ｌ＋1.45 Ｌ＋2.95 17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 中 央 信 託 銀 行 ）

10年3月 280 Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

横 浜 銀 行 10年3月 200 Ｌ＋1.10 Ｌ＋2.60 15年5月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

17年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により200億円の内100億円
を任意弁済。

18年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により残額100億円を任意
弁済。

足 利 銀 行 10年3月 300 Ｌ＋2.95 Ｌ＋4.45 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

新 生 銀 行
( 日 本 長 期 信 用銀 行）

10年3月 466 Ｌ＋2.45 Ｌ＋3.95 15年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 配当率 転換開始日

処分
年月

適用

み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

10年3月 990 0.75 10年7月1日 16年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額594.89億円)。

三 井 ト ラ ス ト HD
（ 中 央 信 託 銀 行 ）

10年3月 320 2.50 10年7月1日 18年7月
金融機関の申出により取得請求権を行使し普通株式を売出(売却額
979.26億円)。

10年10月 特別公的管理開始決定により預金保険機構が取得。

12年3月 100,000,000株中25,472,000株減資。

20年3月
減資後の優先株式（74,528,000株）について金融機関へ取得請求を
行い、普通株式（269,128,888株）を取得。

10年12月 特別公的管理開始決定により預金保険機構が取得。

12年10月
120,000,000株中71,856,000株減資し、配当率の引き下げ
（3％→1％）を実施。

24年9月
優先株式の条件変更の実施（定款変更）
・一斉取得日延長（変更前は平成30年4月）
・配当金は公的資金の返済に応じて漸減

資本増強額 合計 18,156

処分簿価額 合計 16,256       は処分済みのもの。

残　　　　　額 1,900

(注１）金融機関名は現在時点の名称で記載。ただし、処分が終了したものはその時点での名称。

(注２）（ ）内は資本増強時の名称

管理・処分の状況資本増強(優先株式[転換型])

1.00 10年10月1日

30年8月1日

一斉取得日

Ｌ＋3.95200

17年8月1日

20年4月1日

34年6月30日10年10月1日

Ｌ＋2.45

10年3月 600あ お ぞ ら 銀 行
（日本債券信用銀行）

北 陸 銀 行

新 生 銀 行
( 日 本 長 期 信 用銀 行）

10年3月 1,300

1.00

10年3月

永久劣後ローン

永久劣後債

永久劣後ローン

永久劣後ローン

永久劣後ローン

永久劣後債

(注２）（　）内は資本増強時の名称。

(注３）Lは3ヵ月物円LIBOR
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②早期健全化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 利率

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
種類

処分
年月

適用

12年11月 期限付劣後ローンから期限付劣後債へ変更。

16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

12年11月 .

17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

16年4月1日 Ｌ＋1.35

21年4月1日 Ｌ＋2.15

み ず ほ FG
（ 日 本 興 業 銀 行 ）

11年3月 2,500 Ｌ＋0.98 16年4月1日 Ｌ＋1.48 永久劣後債 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
( 三 和 銀 行 ）

11年3月 1,000 Ｌ＋0.34 16年10月1日 Ｌ＋1.34 永久劣後債 17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 菱 信 託 銀 行 11年3月 1,000 Ｌ＋1.75 16年4月1日 Ｌ＋2.25 永久劣後債 12年12月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,018.07億円）。

18年11月
金融機関の申出により1,000億円の内200億円を返済（一部買受け、返済額
203.20億円)。

19年6月
金融機関の申出により残額800億円の内350億円を返済（一部買受け、返済額
355.50億円)。

21年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額450億円を任意弁済。

住 友 信 託 銀 行 11年3月 1,000 Ｌ＋1.53 18年4月1日 Ｌ＋2.03
期限付劣後債
(１２年) 16年1月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,023.66億円）。

16年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、1,500億円の内100億円を任
意弁済。

16年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額1,400億円の内400億円
を任意弁済。

17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額1,000億円を任意弁済。

500 Ｌ＋1.65 16年4月1日 Ｌ＋2.15 永久劣後ローン 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

500 Ｌ＋1.07 16年4月1日 Ｌ＋1.57
期限付劣後ローン

(10年2ヵ月) 16年5月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

も み じ HD
（ 広 島 総 合 銀 行 ）

11年9月 200 Ｌ＋2.80 16年10月1日 Ｌ＋4.14 永久劣後ローン 17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

関 西 さ わ や か 銀 行 13年3月 40 Ｌ＋1.87 18年4月1日 Ｌ＋2.37
期限付劣後債
(１０年) 16年1月 金融機関の申出により返済（買入、返済額40.12億円）。

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 配当率 転換開始日 一斉取得日 種類

処分
年月

適用

17年3月
金融機関の申出により2,000億円の内772億円を返済(買入、返済額605.25億
円)。

17年8月 金融機関の申出により残額の1,228億円を返済(買入、返済額1,152.93億円)。

2,000 0.70 17年8月1日 20年8月1日 転換型 17年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額1,875.78億円)。

3,000 2.38 － － 非転換型 18年7月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額3,018.58億円）。

3,000 2.10 － － 非転換型 18年7月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額3,016.40億円）。

2,500 0.55 18年10月1日 23年2月1日 転換型 17年10月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額2,507.35億円）。

17年3月
金融機関の申出により2,500億円の内1,314億円を返済(買入、返済額1,487.84
億円)。

17年8月 金融機関の申出により残額の1,186億円を返済(買入、返済額1,563.76億円)。

16年8月
金融機関の申出により1,750億円の内1,337.50億円を返済(買入、返済額
1,804.82億円)。

17年3月 金融機関の申出により残額の412.50億円を返済(買入、返済額 506.51億円)。

1,750 0.43 15年7月1日 21年9月1日 転換型 17年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額2,337.07億円)。

16年11月
金融機関の申出により8,000億円の内1,050億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額2,006.29億円)。

18年9月
金融機関の申出により残額6,950億円の内4,500億円を返済（買入、返済額
6,530.40億円）。

18年10月
金融機関の申出により残額2,450億円の内1,950億円を返済（買入、返済額
2,222.42億円）。

18年10月
金融機関の申出により残額500億円は取得請求権を行使し、普通株式を
ToSTNeT-2等により売却 (売却額767.93億円)。

16年11月
金融機関の申出により2,010億円の内960億円は普通株式に転換し、ToSTNeT-2
等により売却(売却額677.10億円)。

18年5月
金融機関の申出により残額の1,050億円を返済（買入、返済額1,419.60億
円）。

18年5月
金融機関の申出により3,000億円の内990億円を返済（買入、返済額1,339.57
億円）。

18年9月
金融機関の申出により残額の2,010億円を返済（買入、返済額2,450.79億
円）。

17年10月
金融機関の申出により6,000億円の内2,079億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額1,718.69億円)。

17年12月
金融機関の申出により残額3,921億円の内1,557億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額1,498.62億円)。

17年12月
金融機関の申出により残額2,364億円の内531億円を転売（売却額554.26億
円）。

18年3月
金融機関の申出により残額1,833億円の内1,554億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2及び立会取引等により売却(売却額1,604.69億円)。

18年5月
金融機関の申出により残額279億円は取得請求権を行使し、普通株式を
ToSTNeT-2等により売却(売却額252.06億円)。

8,00011年3月

み ず ほ FG
（ 富 士 銀 行 ）

11年3月

2,500

三 井 住 友 FG
（ さ く ら 銀 行 ）

三 井 住 友 FG
（ 住 友 銀 行 ）

み ず ほ FG
（ 日 本 興 業 銀 行 ）

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ FG
（ 三 和 銀 行 ）

1,750

Ｌ＋0.65 永久劣後債

21年9月1日15年9月1日

11年3月

転換型

11年3月

3,000 0.95

2,010

11年3月

14年5月1日0.35

13年7月1日

21年2月27日

20年8月1日

転換型

転換型21年10月1日

転換型

0.53

み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

1,000

11年3月

期限付劣後ローン
(１０年)

Ｌ＋1.9916年4月1日Ｌ＋1.491,500
三 井 ト ラ ス ト HD
（ 三 井 信 託 銀 行 ）

11年3月

2,000 16年8月1日

横 浜 銀 行

16年10月1日 21年2月1日

1.40

11年3月

1.37 14年10月1日

期限付劣後ローン
(１０年)Ｌ＋1.2516年4月1日Ｌ＋0.751,00011年3月

み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

11年3月 1,000 Ｌ＋0.75 17年4月1日 Ｌ＋1.25

2,000

期限付劣後ローン
(１１年)

み ず ほ FG
（ 富 士 銀 行 ）

11年3月

り そ な HD
（ あ さ ひ 銀 行 ）

永久劣後ローンＬ＋2.5421年4月1日Ｌ＋1.04

資本増強 (劣後債、劣後ローン)（Ｌは6ヵ月物円LIBOR） 管理・処分の状況

資本増強(優先株式) 管理・処分の状況

16年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

0.41 転換型

11年3月

18年8月1日

0.40

17年8月1日

転換型6,000

転換型21年2月27日

表
（Excel

）
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接
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②早期健全化法に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 利率

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
種類

処分
年月

適用

12年11月 期限付劣後ローンから期限付劣後債へ変更。

16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

12年11月 期限付劣後ローンから期限付劣後債へ変更。

17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

16年4月1日 Ｌ＋1.35

21年4月1日 Ｌ＋2.15

み ず ほ FG
（ 日 本 興 業 銀 行 ）

11年3月 2,500 Ｌ＋0.98 16年4月1日 Ｌ＋1.48 永久劣後債 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
( 三 和 銀 行 ）

11年3月 1,000 Ｌ＋0.34 16年10月1日 Ｌ＋1.34 永久劣後債 17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 菱 信 託 銀 行 11年3月 1,000 Ｌ＋1.75 16年4月1日 Ｌ＋2.25 永久劣後債 12年12月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,018.07億円）。

18年11月
金融機関の申出により1,000億円の内200億円を返済（一部買受け、返済額
203.20億円)。

19年6月
金融機関の申出により残額800億円の内350億円を返済（一部買受け、返済額
355.50億円)。

21年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額450億円を任意弁済。

住 友 信 託 銀 行 11年3月 1,000 Ｌ＋1.53 18年4月1日 Ｌ＋2.03
期限付劣後債

(１２年)
16年1月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,023.66億円）。

16年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、1,500億円の内100億円を任
意弁済。

16年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額1,400億円の内400億円
を任意弁済。

17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額1,000億円を任意弁済。

500 Ｌ＋1.65 16年4月1日 Ｌ＋2.15 永久劣後ローン 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

500 Ｌ＋1.07 16年4月1日 Ｌ＋1.57
期限付劣後ローン

(10年2ヵ月)
16年5月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

も み じ HD
（ 広 島 総 合 銀 行 ）

11年9月 200 Ｌ＋2.80 16年10月1日 Ｌ＋4.14 永久劣後ローン 17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

関 西 さ わ や か 銀 行 13年3月 40 Ｌ＋1.87 18年4月1日 Ｌ＋2.37
期限付劣後債

(１０年)
16年1月 金融機関の申出により返済（買入、返済額40.12億円）。

資本増強 (劣後債、劣後ローン)（Ｌは6ヵ月物円LIBOR） 管理・処分の状況

資本増強(優先株式) 管理・処分の状況

16年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。2,000

期限付劣後ローン
(１１年)

み ず ほ FG
（ 富 士 銀 行 ）

11年3月

り そ な HD
（ あ さ ひ 銀 行 ）

永久劣後ローンＬ＋2.5421年4月1日Ｌ＋1.04

期限付劣後ローン
(１０年)

Ｌ＋1.2516年4月1日Ｌ＋0.751,00011年3月
み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

み ず ほ FG
（ 第 一 勧 業 銀 行 ）

11年3月 1,000 Ｌ＋0.75 17年4月1日 Ｌ＋1.25

1,000

11年3月

期限付劣後ローン
(１０年)

Ｌ＋1.9916年4月1日Ｌ＋1.491,500
三 井 ト ラ ス ト HD
（ 三 井 信 託 銀 行 ）

11年3月

横 浜 銀 行

Ｌ＋0.65 永久劣後債

11年3月

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 配当率 転換開始日 一斉取得日 種類

処分
年月

適用

17年3月
金融機関の申出により2,000億円の内772億円を返済(買入、返済額605.25億
円)。

17年8月 金融機関の申出により残額の1,228億円を返済(買入、返済額1,152.93億円)。

2,000 0.70 17年8月1日 20年8月1日 転換型 17年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額1,875.78億円)。

3,000 2.38 － － 非転換型 18年7月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額3,018.58億円）。

3,000 2.10 － － 非転換型 18年7月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額3,016.40億円）。

2,500 0.55 18年10月1日 23年2月1日 転換型 17年10月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額2,507.35億円）。

17年3月
金融機関の申出により2,500億円の内1,314億円を返済(買入、返済額1,487.84
億円)。

17年8月 金融機関の申出により残額の1,186億円を返済(買入、返済額1,563.76億円)。

16年8月
金融機関の申出により1,750億円の内1,337.50億円を返済(買入、返済額
1,804.82億円)。

17年3月 金融機関の申出により残額の412.50億円を返済(買入、返済額 506.51億円)。

1,750 0.43 15年7月1日 21年9月1日 転換型 17年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額2,337.07億円)。

16年11月
金融機関の申出により8,000億円の内1,050億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額2,006.29億円)。

18年9月
金融機関の申出により残額6,950億円の内4,500億円を返済（買入、返済額
6,530.40億円）。

18年10月
金融機関の申出により残額2,450億円の内1,950億円を返済（買入、返済額
2,222.42億円）。

18年10月
金融機関の申出により残額500億円は取得請求権を行使し、普通株式を
ToSTNeT-2等により売却 (売却額767.93億円)。

16年11月
金融機関の申出により2,010億円の内960億円は普通株式に転換し、ToSTNeT-2
等により売却(売却額677.10億円)。

18年5月
金融機関の申出により残額の1,050億円を返済（買入、返済額1,419.60億
円）。

18年5月
金融機関の申出により3,000億円の内990億円を返済（買入、返済額1,339.57
億円）。

18年9月
金融機関の申出により残額の2,010億円を返済（買入、返済額2,450.79億
円）。

17年10月
金融機関の申出により6,000億円の内2,079億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額1,718.69億円)。

17年12月
金融機関の申出により残額3,921億円の内1,557億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額1,498.62億円)。

17年12月
金融機関の申出により残額2,364億円の内531億円を転売（売却額554.26億
円）。

18年3月
金融機関の申出により残額1,833億円の内1,554億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2及び立会取引等により売却(売却額1,604.69億円)。

18年5月
金融機関の申出により残額279億円は取得請求権を行使し、普通株式を
ToSTNeT-2等により売却(売却額252.06億円)。

0.41 転換型
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18年8月1日

0.40

17年8月1日

転換型6,000
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0.53

み ず ほ FG
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11年3月

1.37 14年10月1日

14年5月1日0.35

13年7月1日
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3,000 0.95

2,010
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21年9月1日15年9月1日
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三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ FG
（ 三 和 銀 行 ）

1,750
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（ 富 士 銀 行 ）

11年3月

2,500

三 井 住 友 FG
（ さ く ら 銀 行 ）

三 井 住 友 FG
（ 住 友 銀 行 ）

8,00011年3月
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②早期健全化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 利率

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
種類

処分
年月

適用

12年11月 期限付劣後ローンから期限付劣後債へ変更。

16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

12年11月 .

17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により期限前償還。

16年4月1日 Ｌ＋1.35

21年4月1日 Ｌ＋2.15

み ず ほ FG
（ 日 本 興 業 銀 行 ）

11年3月 2,500 Ｌ＋0.98 16年4月1日 Ｌ＋1.48 永久劣後債 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

Ｕ Ｆ Ｊ HD
( 三 和 銀 行 ）

11年3月 1,000 Ｌ＋0.34 16年10月1日 Ｌ＋1.34 永久劣後債 17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。

三 菱 信 託 銀 行 11年3月 1,000 Ｌ＋1.75 16年4月1日 Ｌ＋2.25 永久劣後債 12年12月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,018.07億円）。

18年11月
金融機関の申出により1,000億円の内200億円を返済（一部買受け、返済額
203.20億円)。

19年6月
金融機関の申出により残額800億円の内350億円を返済（一部買受け、返済額
355.50億円)。

21年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額450億円を任意弁済。

住 友 信 託 銀 行 11年3月 1,000 Ｌ＋1.53 18年4月1日 Ｌ＋2.03
期限付劣後債
(１２年) 16年1月 金融機関の申出により返済（買入、返済額1,023.66億円）。

16年3月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、1,500億円の内100億円を任
意弁済。

16年9月
当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額1,400億円の内400億円
を任意弁済。

17年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により、残額1,000億円を任意弁済。

500 Ｌ＋1.65 16年4月1日 Ｌ＋2.15 永久劣後ローン 16年3月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

500 Ｌ＋1.07 16年4月1日 Ｌ＋1.57
期限付劣後ローン

(10年2ヵ月) 16年5月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

も み じ HD
（ 広 島 総 合 銀 行 ）

11年9月 200 Ｌ＋2.80 16年10月1日 Ｌ＋4.14 永久劣後ローン 17年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

関 西 さ わ や か 銀 行 13年3月 40 Ｌ＋1.87 18年4月1日 Ｌ＋2.37
期限付劣後債
(１０年) 16年1月 金融機関の申出により返済（買入、返済額40.12億円）。

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 配当率 転換開始日 一斉取得日 種類

処分
年月

適用

17年3月
金融機関の申出により2,000億円の内772億円を返済(買入、返済額605.25億
円)。

17年8月 金融機関の申出により残額の1,228億円を返済(買入、返済額1,152.93億円)。

2,000 0.70 17年8月1日 20年8月1日 転換型 17年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額1,875.78億円)。

3,000 2.38 － － 非転換型 18年7月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額3,018.58億円）。

3,000 2.10 － － 非転換型 18年7月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額3,016.40億円）。

2,500 0.55 18年10月1日 23年2月1日 転換型 17年10月 金融機関の申出により定款等に基づく強制償還（返済額2,507.35億円）。

17年3月
金融機関の申出により2,500億円の内1,314億円を返済(買入、返済額1,487.84
億円)。

17年8月 金融機関の申出により残額の1,186億円を返済(買入、返済額1,563.76億円)。

16年8月
金融機関の申出により1,750億円の内1,337.50億円を返済(買入、返済額
1,804.82億円)。

17年3月 金融機関の申出により残額の412.50億円を返済(買入、返済額 506.51億円)。

1,750 0.43 15年7月1日 21年9月1日 転換型 17年8月 金融機関の申出により返済(買入、返済額2,337.07億円)。

16年11月
金融機関の申出により8,000億円の内1,050億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額2,006.29億円)。

18年9月
金融機関の申出により残額6,950億円の内4,500億円を返済（買入、返済額
6,530.40億円）。

18年10月
金融機関の申出により残額2,450億円の内1,950億円を返済（買入、返済額
2,222.42億円）。

18年10月
金融機関の申出により残額500億円は取得請求権を行使し、普通株式を
ToSTNeT-2等により売却 (売却額767.93億円)。

16年11月
金融機関の申出により2,010億円の内960億円は普通株式に転換し、ToSTNeT-2
等により売却(売却額677.10億円)。

18年5月
金融機関の申出により残額の1,050億円を返済（買入、返済額1,419.60億
円）。

18年5月
金融機関の申出により3,000億円の内990億円を返済（買入、返済額1,339.57
億円）。

18年9月
金融機関の申出により残額の2,010億円を返済（買入、返済額2,450.79億
円）。

17年10月
金融機関の申出により6,000億円の内2,079億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額1,718.69億円)。

17年12月
金融機関の申出により残額3,921億円の内1,557億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額1,498.62億円)。

17年12月
金融機関の申出により残額2,364億円の内531億円を転売（売却額554.26億
円）。

18年3月
金融機関の申出により残額1,833億円の内1,554億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2及び立会取引等により売却(売却額1,604.69億円)。

18年5月
金融機関の申出により残額279億円は取得請求権を行使し、普通株式を
ToSTNeT-2等により売却(売却額252.06億円)。

8,00011年3月
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11年3月 1,000 Ｌ＋0.75 17年4月1日 Ｌ＋1.25
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永久劣後ローンＬ＋2.5421年4月1日Ｌ＋1.04

資本増強 (劣後債、劣後ローン)（Ｌは6ヵ月物円LIBOR） 管理・処分の状況

資本増強(優先株式) 管理・処分の状況

16年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により償還。
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金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額 配当率 転換開始日 一斉取得日 種類

処分
年月

適用

17年10月
金融機関の申出により3,000億円の内1,157億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2等により売却(売却額1,779.35億円)。

18年3月
金融機関の申出により残額1,843億円の内249億円は普通株式に転換し、
ToSTNeT-2及び立会取引等により売却(売却額396.69億円)。

18年6月
金融機関の申出により残額1,594億円は取得請求権を行使し、普通株式を売出
(売却額2,196.37億円)。

18年5月
金融機関の申出により3,000億円の内 1,787.14億円は取得請求権を行使し、
普通株式をToSTNeT-2等により売却(売却額2,496.44億円)。

18年6月
金融機関の申出により残額1,212.86億円は取得請求権を行使し、普通株式を
売出(売却額1,671.20億円)。

17年12月
金融機関の申出により2,000億円の内247億円を普通株式に転換し、ToSTNeT-2
等により売却(売却額505.79億円)。

17年12月
金融機関の申出により残額1,753億円の内224億円を転売（売却額459.69億
円）。

18年3月
金融機関の申出により残額1,529億円の内1,362億円を転売（売却額 3,001.85
億円）。

18年6月
金融機関の申出により残額167億円は取得請求権を行使し、普通株式を売出
(売却額316.63億円)。

三 菱 信 託 銀 行 11年3月 2,000 0.81 15年7月31日 20年8月1日 転換型 13年1月 金融機関の申出により転売（売却額2,103.50億円）。

19年1月
金融機関の申出により4,080億円の内2,446.79億円を返済（買入、返済額
2,933.70億円）。

21年3月
金融機関の申出により残額1,633.21億円を返済（買入、返済額1,749.17億
円）。

19年1月
金融機関の申出により3,000億円の内2,880.30億円を返済（買入、返済額
2,766.29億円）。

21年3月 金融機関の申出により残額119.70億円を返済（買入、返済額55.19億円）。

1,000 1.48 15年7月1日 26年12月1日 転換型

住 友 信 託 銀 行 11年3月 1,000 0.76 13年4月1日 21年3月31日 転換型 16年1月 金融機関の申出により転売（売却額1,380.80億円）。

19年7月
金融機関の申出により2,502.50億円の内370億円は取得請求権を行使し、普通
株式を売出(売却額866.62億円)。

20年7月
金融機関の申出により残額2,132.50億円の内864億円を返済（買入、返済額
1,273.86億円）。

20年7月
金融機関の申出により残額1,268.50億円の内765億円は取得請求権を行使し、
普通株式を売出(売却額1,035.30億円)。

21年8月
定款等に基づき残額503.50億円は金融機関が一斉取得し、引換えに普通株式
（125,875,000株）を交付。

25年3月
金融機関の申出により503.50億円をToSTNeT-2により売却（売却額537.49億
円）。

21年8月
定款等に基づき1,500億円は金融機関が一斉取得し、引換えに普通株式
（375,000,000株)を交付。

25年3月
金融機関の申出により1,500億円をToSTNeT-2により売却（売却額1,601.25億
円）。

16年7月
金融機関の申出により700億円の内550億円を普通株式に転換し売出(売却額
814.15億円)。

16年8月 金融機関の申出により残額150億円を返済(買入、返済額172.59億円)。

三井住友トラストHD
（ 三 井 信 託 銀 行 ）

11年3月 2,503 1.25 11年7月1日 21年8月1日 転換型

三井住友トラストHD
（ 中 央 信 託 銀 行 ）

11年3月 1,500 0.90 11年7月1日 21年8月1日 転換型

管理・処分の状況資本増強(優先株式)

1.15

11年6月30日

21年7月31日 転換型

14年7月1日 転換型21年12月1日

0.93

21年4月1日 転換型

転換型21年8月1日

転換型

転換型

11年7月1日1.15

1.06

0.97

13年8月1日

11年3月 4,080

1.13

21年3月31日15年7月1日

21年3月31日

11年3月
700

11年3月

り そ な HD
（ 大 和 銀 行 ）

11年3月

2,000

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ FG
（ 東 海 銀 行 ）

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ FG
（ 東 洋 信 託 銀 行 ）

3,000り そ な HD
（ あ さ ひ 銀 行 ）

3,000

3,000 14年7月1日

11年3月

横 浜 銀 行

300 1.89 16年8月1日 21年7月31日 転換型 16年7月 金融機関の申出により返済(買入、返済額348.42億円)。

11年9月 750 0.94 12年9月29日 21年9月30日 転換型

11年11月 300 0.94 12年11月30日 21年11月30日 転換型

19年8月
金融機関の申出により750億円の内350億円を返済（買入、返済額400.16億
円）。

20年6月
金融機関の申出により残額400億円の内150億円を返済（買入、返済額180.18
億円）。

21年7月 金融機関の申出により残額250億円を返済（買入、返済額298.05億円）。

12年9月 永久劣後債から優先株式への転換(資本増強時に予定)。

20年6月
金融機関の申出により450.30億円の内100.32億円を返済（買入、返済額
120.93億円）。

21年7月
金融機関の申出により残額349.98億円の内150.48億円を返済（買入、返済額
181.07億円）。

21年8月 金融機関の申出により残額199.50億円を返済（買入、返済額219.91億円）。

12年9月 永久劣後債から優先株式への転換(資本増強時に予定)。

18年10月
金融機関の申出により400億円の内340億円を返済（買入、返済額405.93億
円）。

22年7月 金融機関の申出により残額60億円を返済（買入、返済額60.26億円）。

も み じ HD
（ 広 島 総 合 銀 行 ）

11年9月 200 1.41 16年9月30日 23年8月1日 転換型 17年12月
金融機関の申出により170億円を転売（売却額250.75億円）、30億円を返済
（買入、返済額44.25億円）。

熊本ファミリー銀行 12年2月 300 1.33 14年9月2日 26年3月1日 転換型 18年5月 金融機関の申出により転売（売却額315.52億円）。

18年8月
金融機関の申出により2,400億円の内1,200億円は取得請求権を行使し、普通
株式をToSTNeT-2等 により売却 (売却額1,506.25億円)。

19年8月
定款等に基づき残額1,200億円は金融機関が一斉取得し、引換えに普通株式
（200,000,000株）を交付。

千 葉 興 業 銀 行 12年9月 600 1.29 14年9月30日 26年3月31日 転換型

13年2月 永久劣後債から優先株式への転換(資本増強時に予定)。

18年3月 金融機関の申出により転売（売却額400.68億円）。

18年11月
金融機関の申出により2,600億円の内1,047.20億円は取得請求権を行使し、普
通株式を売出　(売却額1,326.46億円)。

24年9月

優先株式の条件変更の実施（定款変更）
・一斉取得日延長（変更前は平成24年10月）
・既往の優先配当金は公的資金の返済に応じて漸減
・毎年204.90億円の特別優先配当（公的資金の返済に充当）

24年10月
金融機関の申出により残額1,552.8億円の内265.32億円を返済（買入、返済額
227億円）。

関 西 さ わ や か 銀 行 13年3月 80 1.08 14年8月1日 23年3月31日 転換型 15年10月 金融機関の申出により返済（買入、返済額105.84億円）。

東 日 本 銀 行 13年3月 200 1.10 15年3月31日 23年3月31日 転換型 23年3月 金融機関の申出により返済（買入、返済額200.98億円）。

り そ な HD
（ 近 畿 大 阪 銀 行 ）

13年4月 600 1.36 14年1月1日 27年4月1日 転換型

岐 阜 銀 行 13年4月 120 1.21 14年3月1日 23年4月1日 転換型 22年12月 金融機関の申出により返済（買入、返済額121.06億円）。

14年9月 永久劣後債から優先株式への転換(資本増強時に予定)。

18年9月
金融機関の申出により700億円の内350億円を返済（買入、返済額411.63億
円）。

22年7月 金融機関の申出により残額350億円を返済（買入 返済額351 21億円）

12年10月 2,600 1.24 17年10月3日 34年6月30日 転換型

18年2月
あしぎんFGは平成17年12月26日に解散し、優先株式1,050億円については、平
成18年2月24日に、残余財産の分配（分配金額27.76億円）を受領。

転換型24年4月1日

転換型22年7月30日13年3月1日1.5475011年9月

転換型22年9月30日14年9月30日1.1335012年9月

琉 球 銀 行 11年9月

ほ く ほ く FG
（ 北 陸 銀 行 ）

400

あ し ぎ ん FG
（ 足 利 銀 行 ）

転換型

八 千 代 銀 行

12年3月
新 生 銀 行
(日本長期信用銀行）

19年8月1日17年8月1日1.21

1.16 13年8月1日 22年8月1日

14年1月
西 日 本 シ テ ィ 銀 行
( 福 岡 シ テ ィ 銀 行 )

ほ く ほ く FG
（ 北 海 道 銀 行 ）

12年3月 450

2,400

あ お ぞ ら 銀 行
（日本債券信用銀行）

転換型

12年12月29日 22年10月1日1.50 転換型

19年1月31日1.20700

22年7月 金融機関の申出により残額350億円を返済（買入、返済額351.21億円）。

14年9月 永久劣後債から優先株式への転換(資本増強時に予定)。

17年12月 金融機関の申出により転売（売却額121.13億円）。
和 歌 山 銀 行 転換型26年4月1日15年5月1日1.3412014年1月

2 / 3 ページ 14年9月 永久劣後債から優先株式への転換(資本増強時に予定)。

20年2月
九州親和HDは平成19年8月29日に解散し、平成20年2月18日に残余財産を分配
（分配金額300億円）。

資本増強額 合計 86,053

処分簿価額 合計 81,365       は処分済みのもの。            は一部処分済。 　は一斉取得により普通株式を保有しているもの。

残　　　　　額 4,688

(注１）金融機関名は現在時点の名称で記載。ただし、処分が終了したものはその時点での名称。
(注２）（　）内は資本増強時の名称。

転換型24年4月1日18年3月1日1.2530014年3月
九 州 親 和 HD
（ 九 州 銀 行 ）

4 / 7 ページ
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③組織再編法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

 

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 
（単位：億円、％） 

 
 
 

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

利率
（Ｌは6ヵ月物円LIBOR）

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
年限

処分
年月

適用

関東つくば銀行 15年9月 60
Ｌ＋3.76

ただし、計画の達成状況による

レート修正条項付

20年10月1日 Ｌ＋4.76 １０年 20年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強額 合計 60

処分簿価額 合計 60       は処分済みのもの。

残　　　　　額 －

資本増強 (期限付劣後ローン) 管理・処分の状況

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

配当率
（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）

転換開始日
処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返
済額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年4月1日

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

49年12月29日

37年4月1日

43年10月1日

37年4月1日

48年10月1日

49年9月29日

36年10月1日
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③組織再編法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

 

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 
（単位：億円、％） 

 
 
 

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

利率
（Ｌは6ヵ月物円LIBOR）

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
年限

処分
年月

適用

関東つくば銀行 15年9月 60
Ｌ＋3.76

ただし、計画の達成状況による

レート修正条項付

20年10月1日 Ｌ＋4.76 １０年 20年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強額 合計 60

処分簿価額 合計 60       は処分済みのもの。

残　　　　　額 －

資本増強 (期限付劣後ローン) 管理・処分の状況

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

配当率
（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）

転換開始日
処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返
済額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年4月1日

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

49年12月29日

37年4月1日

43年10月1日

37年4月1日

48年10月1日

49年9月29日

36年10月1日

表
（Excel

）
を
直
接
貼
り
付
け

- 149 - 
 

 
 
⑤預保法（危機対応）に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

 

金　融　機　関　名
資本増強年

月
金額 配当率 信託期間

処分
年月

適用

全 信 組 連
（山梨県民信組）(注2)

21年9月 450
Ｔ＋1.73

（上限8.00）
25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ 相 双 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 139
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ い わ き 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 宮 古 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 85
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 気 仙 沼 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 130
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 石 巻 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 157
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（あぶくま信金）(注2)

24年2月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ 那 須 信 組 ） ( 注 2)

24年3月 54
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ ぐ ん ま み ら い 信 組 ）
( 注 2)

24年12月 250
Ｔ＋1.24

（上限8.00）
25年
(延長可能）

資本増強額 合計 5,910

処分簿価額 合計 354       は処分済みのもの。  は一部処分済。 　　    は震災特例に基づく資本増強。

残　　　　　額 5,556

(注3)取締役の選任及び解任に係る議案についての議決権付優先株式。

(注4)資本増強後10年後までに、①「経営が改善した旨の認定」あるいは、②「事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定」を行うことが規定されている。

信託受益権のうち
優先受益権

備考

(注2)紀陽HD、フィデアHD、全信組連、信金中金及びじもとＨＤの（　）内は実質的な資本増強先を示す。

(注1)東日本大震災に対処した特別措置に基づく資本増強の利率又は配当率は、預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。ただし、日本円
TIBOR（12カ月物）または8％のうちいずれか低い方が上限。

資本増強(信託受益権) 管理・処分の状況

信託受益権のうち
優先受益権

信託受益権のうち
優先受益権

金　融　機　関　名
(当初増強先)

資本増強
年月

金額
処分
年月

適用
返済後の

残高

17年2月
金融機関の申出により2,964.38億円の内27.30億円をToSTNeT-2により
売却(売却額110.78億円)。

2,937.08

20年6月
金融機関の申出により残額2,937.08億円の内144.44億円をToSTNeT-2
により転売(売却額500.00億円)。

2,792.64

20年12月
金融機関の申出により残額2,792.64億円の内175.68億円をToSTNeT-2
により転売(売却額500.00億円)。

2,616.97

金　融　機　関　名
(当初増強先)

資本増強
年月

金額
配当率

（Ｌは1年物円ＬＩＢＯＲ）
転換開始日 一斉取得日 名称

処分
年月

適用
返済後の

残高

22年8月
金融機関の申出により5,500億円の内4,000億円を返済(買入、返済額
4,257.20億円)。

1,500

23年3月
金融機関の申出により残額1,500億円を返済(買入、返済額1,600.95億
円)。

-

20年12月
金融機関の申出により端数株式0.001株（200円）を返済(返済額207
円)。

5,635.62

23年3月
金融機関の申出により5,635.62億円を返済(買入、返済額6,106.19億
円)。

-

5,500 Ｌ＋0.50 22年7月1日 －
第3種
第一回

23年3月
金融機関の申出により5,500億円の内1,000億円を返済(買入、返済額
1,112.50億円)。

4,500

資本増強額 合計 19,600

処分簿価額 合計 12,483       は処分済みのもの。       は一部処分済。

残　　　　　額 7,117

(注1)りそな銀行に対し平成15年6月30日に払込みを行い、同7月1日に引き受けた普通株式、優先株式については、同8月7日にりそなHD発行の株式と株式交換を行っている。

(注2)議決権付優先株式。

り そ な Ｈ Ｄ
（ り そ な 銀 行 ）

15年6月 2,964.38 －

5,635.62 Ｌ＋0.50 20年7月1日 －

り そ な Ｈ Ｄ
（ り そ な 銀 行 ）

18年7月1日 －

資本増強(普通株式) 管理・処分の状況

－

第2種
第一回

資本増強(優先株式[転換型])　(注２） 管理・処分の状況

第1種
第一回

15年6月

5,500 Ｌ＋0.50

③組織再編法に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額 利率
（Ｌは6ヵ月物円LIBOR）

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
年限

処分
年月

適用

関東つくば銀行 15年9月 60
Ｌ＋3.76

ただし、計画の達成状況による
レート修正条項付

20年10月1日 Ｌ＋4.76 １０年 20年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強額 合計 60

処分簿価額 合計 60       は処分済みのもの。

残　　　　　額 －

資本増強 (期限付劣後ローン) 管理・処分の状況

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
配当率

（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）
転換開始日

処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返済
額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年4月1日

37年4月1日

37年4月1日

48年10月1日

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

金　融　機　関　名
資本増強年

月
金額 配当率 信託期間

処分
年月

適用

全 信 組 連
（ 山 梨 県 民 信 組 ） ( 注 2)

21年9月 450
Ｔ＋1.73

（上限8.00）
25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ 相 双 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 139
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ い わ き 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 宮 古 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 85
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 気 仙 沼 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 130
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 石 巻 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 157
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ あ ぶ く ま 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ 那 須 信 組 ） ( 注 2)

24年3月 54
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ぐんまみらい信組）(注2)

24年12月 250
Ｔ＋1.24

（上限8.00）
25年
(延長可能）

資本増強額 合計 5,910

処分簿価額 合計 354       は処分済みのもの。  は一部処分済。 　　    は震災特例に基づく資本増強。

残　　　　　額 5,556

(注3)取締役の選任及び解任に係る議案についての議決権付優先株式。

(注4)資本増強後10年後までに、①「経営が改善した旨の認定」あるいは、②「事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定」を行うことが規定されている。

信託受益権のうち
優先受益権

43年10月1日

49年9月29日

36年10月1日

信託受益権のうち
優先受益権

備考

(注2)紀陽HD、フィデアHD、全信組連、信金中金及びじもとＨＤの（　）内は実質的な資本増強先を示す。

(注1)東日本大震災に対処した特別措置に基づく資本増強の利率又は配当率は、預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。ただし、日本円TIBOR
（12カ月物）または8％のうちいずれか低い方が上限。

49年12月29日

資本増強(信託受益権) 管理・処分の状況

信託受益権のうち
優先受益権

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
配当率

（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）
転換開始日

処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返済
額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年4月1日

37年4月1日

37年4月1日

48年10月1日

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

金　融　機　関　名
資本増強年

月
金額 配当率 信託期間

処分
年月

適用

全 信 組 連
（ 山 梨 県 民 信 組 ） ( 注 2)

21年9月 450
Ｔ＋1.73

（上限8.00）
25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ 相 双 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 139
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ い わ き 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 宮 古 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 85
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 気 仙 沼 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 130
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 石 巻 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 157
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ あ ぶ く ま 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ 那 須 信 組 ） ( 注 2)

24年3月 54
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ぐんまみらい信組）(注2)

24年12月 250
Ｔ＋1.24

（上限8.00）
25年
(延長可能）

資本増強額 合計 5,910

処分簿価額 合計 354       は処分済みのもの。  は一部処分済。 　　    は震災特例に基づく資本増強。

残　　　　　額 5,556

(注3)取締役の選任及び解任に係る議案についての議決権付優先株式。

(注4)資本増強後10年後までに、①「経営が改善した旨の認定」あるいは、②「事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定」を行うことが規定されている。

信託受益権のうち
優先受益権

43年10月1日

49年9月29日

36年10月1日

信託受益権のうち
優先受益権

備考

(注2)紀陽HD、フィデアHD、全信組連、信金中金及びじもとＨＤの（　）内は実質的な資本増強先を示す。

(注1)東日本大震災に対処した特別措置に基づく資本増強の利率又は配当率は、預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。ただし、日本円TIBOR
（12カ月物）または8％のうちいずれか低い方が上限。

49年12月29日

資本増強(信託受益権) 管理・処分の状況

信託受益権のうち
優先受益権

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 
国
際
協
力
・

　

 
調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編
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③組織再編法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

 

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 
（単位：億円、％） 

 
 
 

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

利率
（Ｌは6ヵ月物円LIBOR）

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
年限

処分
年月

適用

関東つくば銀行 15年9月 60
Ｌ＋3.76

ただし、計画の達成状況による

レート修正条項付

20年10月1日 Ｌ＋4.76 １０年 20年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強額 合計 60

処分簿価額 合計 60       は処分済みのもの。

残　　　　　額 －

資本増強 (期限付劣後ローン) 管理・処分の状況

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

配当率
（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）

転換開始日
処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返
済額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年4月1日

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

49年12月29日

37年4月1日

43年10月1日

37年4月1日

48年10月1日

49年9月29日

36年10月1日
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③組織再編法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

 

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 
（単位：億円、％） 

 
 
 

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

利率
（Ｌは6ヵ月物円LIBOR）

ステップ
アップ
開始日

ステップ
アップ後の

利率
年限

処分
年月

適用

関東つくば銀行 15年9月 60
Ｌ＋3.76

ただし、計画の達成状況による

レート修正条項付

20年10月1日 Ｌ＋4.76 １０年 20年9月 当初の約款に基づく金融機関の権利行使により任意弁済。

資本増強額 合計 60

処分簿価額 合計 60       は処分済みのもの。

残　　　　　額 －

資本増強 (期限付劣後ローン) 管理・処分の状況

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強

年月
金額

配当率
（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）

転換開始日
処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返
済額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年4月1日

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（きらやか銀行）(注2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1） 25年6月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

49年12月29日

37年4月1日

43年10月1日

37年4月1日

48年10月1日

49年9月29日

36年10月1日
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⑤預保法（危機対応）に基づく資本増強実績一覧（平成 25年 3月末現在） 

 （単位：億円、％） 

 

 

金　融　機　関　名
資本増強年

月
金額 配当率 信託期間

処分
年月

適用

全 信 組 連
（山梨県民信組）(注2)

21年9月 450
Ｔ＋1.73

（上限8.00）
25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ 相 双 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 139
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ い わ き 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 宮 古 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 85
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 気 仙 沼 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 130
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 石 巻 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 157
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（あぶくま信金）(注2)

24年2月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ 那 須 信 組 ） ( 注 2)

24年3月 54
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ ぐ ん ま み ら い 信 組 ）
( 注 2)

24年12月 250
Ｔ＋1.24

（上限8.00）
25年
(延長可能）

資本増強額 合計 5,910

処分簿価額 合計 354       は処分済みのもの。  は一部処分済。 　　    は震災特例に基づく資本増強。

残　　　　　額 5,556

(注3)取締役の選任及び解任に係る議案についての議決権付優先株式。

(注4)資本増強後10年後までに、①「経営が改善した旨の認定」あるいは、②「事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定」を行うことが規定されている。

信託受益権のうち
優先受益権

備考

(注2)紀陽HD、フィデアHD、全信組連、信金中金及びじもとＨＤの（　）内は実質的な資本増強先を示す。

(注1)東日本大震災に対処した特別措置に基づく資本増強の利率又は配当率は、預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。ただし、日本円
TIBOR（12カ月物）または8％のうちいずれか低い方が上限。

資本増強(信託受益権) 管理・処分の状況

信託受益権のうち
優先受益権

信託受益権のうち
優先受益権

金　融　機　関　名
(当初増強先)

資本増強
年月

金額
処分
年月

適用
返済後の

残高

17年2月
金融機関の申出により2,964.38億円の内27.30億円をToSTNeT-2により
売却(売却額110.78億円)。

2,937.08

20年6月
金融機関の申出により残額2,937.08億円の内144.44億円をToSTNeT-2
により転売(売却額500.00億円)。

2,792.64

20年12月
金融機関の申出により残額2,792.64億円の内175.68億円をToSTNeT-2
により転売(売却額500.00億円)。

2,616.97

金　融　機　関　名
(当初増強先)

資本増強
年月

金額
配当率

（Ｌは1年物円ＬＩＢＯＲ）
転換開始日 一斉取得日 名称

処分
年月

適用
返済後の

残高

22年8月
金融機関の申出により5,500億円の内4,000億円を返済(買入、返済額
4,257.20億円)。

1,500

23年3月
金融機関の申出により残額1,500億円を返済(買入、返済額1,600.95億
円)。

-

20年12月
金融機関の申出により端数株式0.001株（200円）を返済(返済額207
円)。

5,635.62

23年3月
金融機関の申出により5,635.62億円を返済(買入、返済額6,106.19億
円)。

-

5,500 Ｌ＋0.50 22年7月1日 －
第3種
第一回

23年3月
金融機関の申出により5,500億円の内1,000億円を返済(買入、返済額
1,112.50億円)。

4,500

資本増強額 合計 19,600

処分簿価額 合計 12,483       は処分済みのもの。       は一部処分済。

残　　　　　額 7,117

(注1)りそな銀行に対し平成15年6月30日に払込みを行い、同7月1日に引き受けた普通株式、優先株式については、同8月7日にりそなHD発行の株式と株式交換を行っている。

(注2)議決権付優先株式。

り そ な Ｈ Ｄ
（ り そ な 銀 行 ）

15年6月 2,964.38 －

5,635.62 Ｌ＋0.50 20年7月1日 －

り そ な Ｈ Ｄ
（ り そ な 銀 行 ）

18年7月1日 －

資本増強(普通株式) 管理・処分の状況

－

第2種
第一回

資本増強(優先株式[転換型])　(注２） 管理・処分の状況

第1種
第一回

15年6月

5,500 Ｌ＋0.50

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
配当率

（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）
転換開始日

処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返済
額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年4月1日

37年4月1日

37年4月1日

48年10月1日

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

金　融　機　関　名
資本増強年

月
金額 配当率 信託期間

処分
年月

適用

全 信 組 連
（ 山 梨 県 民 信 組 ） ( 注 2)

21年9月 450
Ｔ＋1.73

（上限8.00）
25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ 相 双 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 139
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ い わ き 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 宮 古 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 85
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 気 仙 沼 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 130
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 石 巻 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 157
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ あ ぶ く ま 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ 那 須 信 組 ） ( 注 2)

24年3月 54
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ぐんまみらい信組）(注2)

24年12月 250
Ｔ＋1.24

（上限8.00）
25年
(延長可能）

資本増強額 合計 5,910

処分簿価額 合計 354       は処分済みのもの。  は一部処分済。 　　    は震災特例に基づく資本増強。

残　　　　　額 5,556

(注3)取締役の選任及び解任に係る議案についての議決権付優先株式。

(注4)資本増強後10年後までに、①「経営が改善した旨の認定」あるいは、②「事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定」を行うことが規定されている。

信託受益権のうち
優先受益権

43年10月1日

49年9月29日

36年10月1日

信託受益権のうち
優先受益権

備考

(注2)紀陽HD、フィデアHD、全信組連、信金中金及びじもとＨＤの（　）内は実質的な資本増強先を示す。

(注1)東日本大震災に対処した特別措置に基づく資本増強の利率又は配当率は、預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。ただし、日本円TIBOR
（12カ月物）または8％のうちいずれか低い方が上限。

49年12月29日

資本増強(信託受益権) 管理・処分の状況

信託受益権のうち
優先受益権

④金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
処分
年月

適用

七 十 七 銀 行 23年12月 200

金　融　機　関　名
資本増強
年月

金額
配当率

（Ｔは12ヵ月物円TIBOR）
転換開始日

処分
年月

適用

紀 陽 Ｈ Ｄ
（ 紀 陽 銀 行 ） ( 注 2)

18年11月 315
Ｔ＋1.15

（上限7.50）
23年10月1日 24年9月

金融機関の申出により315億円の内154億円を返済（買入、返済
額166.60億円）。

豊 和 銀 行 （ 注 3 ） 18年12月 90
1.84（平成21年3月期まで）

Ｔ＋1.20（平成22年3月期以降）

（Ｔは6ヵ月物円TIBOR）

20年4月1日

北 洋 銀 行 21年3月 1,000
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年1月1日

福 邦 銀 行 21年3月 60
1.90（平成24年3月期まで）

Ｔ＋1.10（平成25年3月期以降）

（上限8.00）
23年10月1日

南 日 本 銀 行 21年3月 150
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
24年10月1日

み ち の く 銀 行 21年9月 200
Ｔ＋0.95

（上限8.00）
29年4月1日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

21年9月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年10月1日 24年12月

金融機関の申出により返済（買入、返済額200.78億円 新規優
先株式200億円の発行に伴い実施）。

第 三 銀 行 21年9月 300
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
24年10月1日

東 和 銀 行 21年12月 350
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
22年12月29日

高 知 銀 行 21年12月 150
Ｔ＋1.10

（上限8.00）
22年12月29日

フ ィ デ ア HD
（ 北 都 銀 行 ） ( 注 2)

22年3月 100
Ｔ＋1.00

（上限8.00）
25年4月1日

宮 崎 太 陽 銀 行 22年3月 130
Ｔ＋1.05

（上限8.00）
22年10月1日

じ も と HD
（ 仙 台 銀 行 ） ( 注 2)

23年9月 300
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年4月1日

37年4月1日

37年4月1日

48年10月1日

資本増強(優先株式[転換型]) 管理・処分の状況

32年4月2日以降取締役
会が定める日

一斉取得日

36年12月29日

36年4月1日

36年4月1日

28年10月1日

36年4月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年10月1日

36年12月29日

優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

資本増強 (劣後債、劣後ローン) 管理・処分の状況

種類

期限付劣後ローン
(10年3カ月）

利率

筑 波 銀 行 23年9月 350
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

24年7月1日

東 北 銀 行 24年9月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 200
Ｔ＋1.15

（上限8.00）
24年12月29日

じ も と HD
（ き ら や か 銀 行 ） ( 注 2)

24年12月 100
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年6月29日

金　融　機　関　名
資本増強年

月
金額 配当率 信託期間

処分
年月

適用

全 信 組 連
（ 山 梨 県 民 信 組 ） ( 注 2)

21年9月 450
Ｔ＋1.73

（上限8.00）
25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ 相 双 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 139
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ い わ き 信 組 ） ( 注 2)

24年1月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 宮 古 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 85
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 気 仙 沼 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 130
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ 石 巻 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 157
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

信 金 中 金
（ あ ぶ く ま 信 金 ） ( 注 2)

24年2月 175
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

10年
(延長可能）

(注4)

全 信 組 連
（ 那 須 信 組 ） ( 注 2)

24年3月 54
優先配当年率としての
資金調達コスト（注1）

25年
(延長可能）

全 信 組 連
（ぐんまみらい信組）(注2)

24年12月 250
Ｔ＋1.24

（上限8.00）
25年
(延長可能）

資本増強額 合計 5,910

処分簿価額 合計 354       は処分済みのもの。  は一部処分済。 　　    は震災特例に基づく資本増強。

残　　　　　額 5,556

(注3)取締役の選任及び解任に係る議案についての議決権付優先株式。

(注4)資本増強後10年後までに、①「経営が改善した旨の認定」あるいは、②「事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定」を行うことが規定されている。

信託受益権のうち
優先受益権

43年10月1日

49年9月29日

36年10月1日

信託受益権のうち
優先受益権

備考

(注2)紀陽HD、フィデアHD、全信組連、信金中金及びじもとＨＤの（　）内は実質的な資本増強先を示す。

(注1)東日本大震災に対処した特別措置に基づく資本増強の利率又は配当率は、預金保険機構が各事業年度において公表する「優先配当年率としての資金調達コスト」。ただし、日本円TIBOR
（12カ月物）または8％のうちいずれか低い方が上限。

49年12月29日

資本増強(信託受益権) 管理・処分の状況

信託受益権のうち
優先受益権

⑤預保法(危機対応)に基づく資本増強実績一覧

（平成25年3月末現在）（単位：％、億円）

金　融　機　関　名
(当初増強先)

資本増強
年月

金額
処分
年月

適用
返済後の

残高

17年2月
金融機関の申出により2,964.38億円の内27.30億円をToSTNeT-2に
より売却(売却額110.78億円)。

2,937.08

20年6月
金融機関の申出により残額2,937.08億円の内144.44億円を
ToSTNeT-2により転売(売却額500.00億円)。

2,792.64

20年12月
金融機関の申出により残額2,792.64億円の内175.68億円を
ToSTNeT-2により転売(売却額500.00億円)。

2,616.97

金　融　機　関　名
(当初増強先)

資本増強
年月

金額 配当率
（Ｌは1年物円ＬＩＢＯＲ）

転換開始日 一斉取得日 名称
処分
年月

適用
返済後の

残高

22年8月
金融機関の申出により5,500億円の内4,000億円を返済(買入、返済
額4,257.20億円)。

1,500

23年3月
金融機関の申出により残額1,500億円を返済(買入、返済額
1,600.95億円)。

-

20年12月
金融機関の申出により端数株式0.001株（200円）を返済(返済額
207円)。

5,635.62

23年3月
金融機関の申出により5,635.62億円を返済(買入、返済額6,106.19
億円)。

-

5,500 Ｌ＋0.50 22年7月1日 －
第3種
第一回

23年3月
金融機関の申出により5,500億円の内1,000億円を返済(買入、返済
額1,112.50億円)。

4,500

資本増強額 合計 19,600

処分簿価額 合計 12,483       は処分済みのもの。       は一部処分済。

残　　　　　額 7,117

(注1)りそな銀行に対し平成15年6月30日に払込みを行い、同7月1日に引き受けた普通株式、優先株式については、同8月7日にりそなHD発行の株式と株式交換を行っている。

(注2)議決権付優先株式。

資本増強(普通株式) 管理・処分の状況

－

第2種
第一回

資本増強(優先株式[転換型])　(注２） 管理・処分の状況

第1種
第一回

15年6月

5,500 Ｌ＋0.50

り そ な Ｈ Ｄ
（ り そ な 銀 行 ）

15年6月 2,964.38 －

5,635.62 Ｌ＋0.50 20年7月1日 －

り そ な Ｈ Ｄ
（ り そ な 銀 行 ）

18年7月1日 －

Ⅰ 

業
務
概
要

Ⅱ 

平
成
24
年
度

 　

業
務
概
況

１ 

破
綻
処
理

 　

態
勢
整
備
等

２ 

破
綻
事
案
・

　

 

保
有
資
産

３ 

責
任
追
及
等

４ 

資
本
増
強

５ 

振
込
詐
欺

６ 

広　

報

７ 

財　

務

８ 

国
際
協
力
・

　

 

調
査
研
究

９ 

業
務
方
針
等

　

 

・
実
績
評
価

Ⅲ 

預
保
法
改
正

Ⅳ 

資
料
編



- 150 - - 151 -

 
 

- 150 - 
 

（４）資本増強スキーム 

①預保法に基づく資本増強スキーム 

１）預保法第 102条第 1項第 1号に基づく資本増強のスキーム概要 

機構は、金融機能の安定等のため、これまで旧安定化法、早期健全化法等により、資本増強業務を行っ

てきました。現行の資本増強スキームは、預保法に基づくもの 2つと改正金融機能強化法に基づくもの 4

つがあります。本スキームは預保法に基づくものの 1つで、我が国又は金融機関が業務を行っている地域

の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるとき（金融危機対応時）にとら

れるもの（いわゆる 1号措置）です。平成 15年 6月にりそな銀行に対して行われています。 

 

 
 
 

株式等の引受け等の
決定に同意（法105Ⅴ）

株式等の 借入・機構債 債務保証
1号措置を講 処分の 発行の認可 （法126Ⅱ）
ずる必要が 株式等の引受 承認 （法126Ⅰ）
ある旨の け等の決定・ （法109Ⅰ）
認定・申込み 通知
期限の通知 （法105Ⅳ、Ⅵ）
（法102Ⅰ①、
Ⅴ）

株式等の引受
け等の決定の 株式等の 株式等の 株式等の
求め（金融機関 引受け等 処分の 処分の
等と連名） の報告 承認申請 報告
（法105Ⅰ、Ⅱ） （法107Ⅱ） （法109Ⅰ） （法109Ⅱ）

借入・
株式等の 機構債発行

経営健全化 引受け等 株式等の処分 （法126Ⅰ）
計画の提出 （資本増強） (法109Ⅰ）
（法105Ⅲ） （法107Ⅰ）

経営健全化
計画の履行

株式等の引受 状況の報告
け等の申込み の求め
（法105Ⅰ、Ⅱ） （法108Ⅱ）

（注）1.本スキーム図は、機構の業務の主な流れを中心に記述している。なお、金融機関等が労働金庫等の場合は厚生労働大臣も、株式会社商工組合中央金庫
        の場合は経済産業大臣も関係する。
　　　2.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任しているものがある。
　　　3.括弧内は根拠規定であり、「法」は預保法を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。

金融危機対応会議
（法102Ⅰ）

内閣総理大臣

預　　金　　保　　険　　機　　構　　

金　　融　　機　　関　　等

内閣総理大臣

履行状況

内閣総理大臣・財務大臣

処分必要性の認定

内閣総理大臣 財務大臣

引受け等

内閣総理大臣・財務大臣 政府

資金調達等

日本銀行、

金融機関

その他の者
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２）預保法第 59条第 1項第 6号に基づく受皿資本増強のスキーム概要 

本スキームは預保法に基づく資本増強スキームの 1つで、資金援助の一環として、事業譲受け・合併等

を行う救済金融機関等に対して行い、受皿となる救済金融機関等が、資産承継等により低下する自己資本

比率を回復するためのものです。これまで本スキームによる資本増強はありません。 

 

 

 
 
 

適格性の認定 適格性の認定 優先株式等
（法61Ⅰ、Ⅲ） 等の通知 の引受け等 借入・機構債 債務保証

（法61Ⅵ、62Ⅳ） の承認 発行の認可 （法42の2）
（法64の2Ⅲ） （法42Ⅰ、Ⅱ）

合併等の
あっせん等に
関する必要な
協力の求め 適格性の認定
（法62Ⅵ） 等に係る合併

等の株主総会 優先株式等
等の決議等の の引受け等 優先株式等 委員会の議決を

合併等の 適格性の認定等 報告等の被 の被申込み の引受け等 経た機構の決定
あっせん の被通知の報告 通知の報告 の報告 の承認申請 事項の報告 借入・
（法62Ⅰ） （法61Ⅶ、62Ⅳ） （法66Ⅳ） （法59Ⅶ） （法64の2Ⅲ） （法64Ⅲ） 機構債発行

（法42Ⅰ、Ⅱ）

預 金 保 険 機 　 構

適格性の認定 健全性の 　 　
等に係る合併 優先株式等 資金援助 確保等の
等の株主総会 の引受け等 （優先株式 ための計画
等の決議等の の申込みの 等の引受け の履行状況
報告等 報告 等）に関す の公表
（法66Ⅰ、Ⅲ） （法59Ⅵ） る契約締結 （法64の2Ⅴ）

（法64Ⅳ）
優先株式等 健全性の

適格性の認定 適格性の認定 優先株式等 健全性の の引受け等 確保等の
の申請（破綻 等に係る合併 の引受け等 確保等の （資本増強） ための計画
金融機関と 等の契約の の申込み ための計画 （法64の2） の履行状況
連名） 報告等 （法59Ⅰ⑥、 の提出 の報告
（法61Ⅰ、Ⅱ） （法65） 62Ⅱ） （法64の2Ⅰ） （法64の2Ⅴ）

（注）1.本スキーム図は、機構の業務の主な流れを中心に記述している。なお、救済金融機関等が労働金庫等の場合は厚生労働大臣も、株式会社商工組合中央金庫
        の場合は経済産業大臣も関係する。
　　　2.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任しているものがある。
　　　3.括弧内は根拠規定であり、「法」は預保法を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。

資金調達等

内閣総理大臣

適格性の認定等 引受け等合併等の契約・決議等

財務大臣 内閣総理大臣・財務大臣財務大臣 財務大臣内閣総理大臣

運営委員会の議決（法64Ⅰ、64の2Ⅱ)

政府

その他の者

内閣総理大臣・財務大臣内閣総理大臣

救済金融機関又は救済銀行持株会社等

　　　優先株式等の引受け等に係る資金援助の決定（法64の2Ⅲ）
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（４）資本増強スキーム 

①預保法に基づく資本増強スキーム 

１）預保法第 102条第 1項第 1号に基づく資本増強のスキーム概要 

機構は、金融機能の安定等のため、これまで旧安定化法、早期健全化法等により、資本増強業務を行っ

てきました。現行の資本増強スキームは、預保法に基づくもの 2つと改正金融機能強化法に基づくもの 4

つがあります。本スキームは預保法に基づくものの 1つで、我が国又は金融機関が業務を行っている地域

の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるとき（金融危機対応時）にとら

れるもの（いわゆる 1号措置）です。平成 15年 6月にりそな銀行に対して行われています。 

 

 
 
 

株式等の引受け等の
決定に同意（法105Ⅴ）

株式等の 借入・機構債 債務保証
1号措置を講 処分の 発行の認可 （法126Ⅱ）
ずる必要が 株式等の引受 承認 （法126Ⅰ）
ある旨の け等の決定・ （法109Ⅰ）
認定・申込み 通知
期限の通知 （法105Ⅳ、Ⅵ）
（法102Ⅰ①、
Ⅴ）

株式等の引受
け等の決定の 株式等の 株式等の 株式等の
求め（金融機関 引受け等 処分の 処分の
等と連名） の報告 承認申請 報告
（法105Ⅰ、Ⅱ） （法107Ⅱ） （法109Ⅰ） （法109Ⅱ）

借入・
株式等の 機構債発行

経営健全化 引受け等 株式等の処分 （法126Ⅰ）
計画の提出 （資本増強） (法109Ⅰ）
（法105Ⅲ） （法107Ⅰ）

経営健全化
計画の履行

株式等の引受 状況の報告
け等の申込み の求め
（法105Ⅰ、Ⅱ） （法108Ⅱ）

（注）1.本スキーム図は、機構の業務の主な流れを中心に記述している。なお、金融機関等が労働金庫等の場合は厚生労働大臣も、株式会社商工組合中央金庫
        の場合は経済産業大臣も関係する。
　　　2.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任しているものがある。
　　　3.括弧内は根拠規定であり、「法」は預保法を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。

金融危機対応会議
（法102Ⅰ）

内閣総理大臣

預　　金　　保　　険　　機　　構　　

金　　融　　機　　関　　等

内閣総理大臣

履行状況

内閣総理大臣・財務大臣

処分必要性の認定

内閣総理大臣 財務大臣

引受け等

内閣総理大臣・財務大臣 政府

資金調達等

日本銀行、

金融機関

その他の者
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２）預保法第 59条第 1項第 6号に基づく受皿資本増強のスキーム概要 

本スキームは預保法に基づく資本増強スキームの 1つで、資金援助の一環として、事業譲受け・合併等

を行う救済金融機関等に対して行い、受皿となる救済金融機関等が、資産承継等により低下する自己資本

比率を回復するためのものです。これまで本スキームによる資本増強はありません。 

 

 

 
 
 

適格性の認定 適格性の認定 優先株式等
（法61Ⅰ、Ⅲ） 等の通知 の引受け等 借入・機構債 債務保証

（法61Ⅵ、62Ⅳ） の承認 発行の認可 （法42の2）
（法64の2Ⅲ） （法42Ⅰ、Ⅱ）

合併等の
あっせん等に
関する必要な
協力の求め 適格性の認定
（法62Ⅵ） 等に係る合併

等の株主総会 優先株式等
等の決議等の の引受け等 優先株式等 委員会の議決を

合併等の 適格性の認定等 報告等の被 の被申込み の引受け等 経た機構の決定
あっせん の被通知の報告 通知の報告 の報告 の承認申請 事項の報告 借入・
（法62Ⅰ） （法61Ⅶ、62Ⅳ） （法66Ⅳ） （法59Ⅶ） （法64の2Ⅲ） （法64Ⅲ） 機構債発行

（法42Ⅰ、Ⅱ）

預 金 保 険 機 　 構

適格性の認定 健全性の 　 　
等に係る合併 優先株式等 資金援助 確保等の
等の株主総会 の引受け等 （優先株式 ための計画
等の決議等の の申込みの 等の引受け の履行状況
報告等 報告 等）に関す の公表
（法66Ⅰ、Ⅲ） （法59Ⅵ） る契約締結 （法64の2Ⅴ）

（法64Ⅳ）
優先株式等 健全性の

適格性の認定 適格性の認定 優先株式等 健全性の の引受け等 確保等の
の申請（破綻 等に係る合併 の引受け等 確保等の （資本増強） ための計画
金融機関と 等の契約の の申込み ための計画 （法64の2） の履行状況
連名） 報告等 （法59Ⅰ⑥、 の提出 の報告
（法61Ⅰ、Ⅱ） （法65） 62Ⅱ） （法64の2Ⅰ） （法64の2Ⅴ）

（注）1.本スキーム図は、機構の業務の主な流れを中心に記述している。なお、救済金融機関等が労働金庫等の場合は厚生労働大臣も、株式会社商工組合中央金庫
        の場合は経済産業大臣も関係する。
　　　2.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任しているものがある。
　　　3.括弧内は根拠規定であり、「法」は預保法を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。

資金調達等

内閣総理大臣

適格性の認定等 引受け等合併等の契約・決議等

財務大臣 内閣総理大臣・財務大臣財務大臣 財務大臣内閣総理大臣

運営委員会の議決（法64Ⅰ、64の2Ⅱ)

政府

その他の者

内閣総理大臣・財務大臣内閣総理大臣

救済金融機関又は救済銀行持株会社等

　　　優先株式等の引受け等に係る資金援助の決定（法64の2Ⅲ）
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②金融機能強化法に基づく資本増強スキーム 

１）株式等の引受け等のスキーム概要 

 金融機能強化法による資本増強は、地域における金融機能の強化に向けた金融機関等の取組みに対し公

的な支援を行うことにより、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等、地域経済の活性化に資する

ことを目的として行われるものです。本スキームは、個別金融機関等への資本増強を行うものであり、平

成 22年 3月までに、同法 3条に基づく申込みを受けて、11行に対して資本増強が行われています。また、

同法附則 8条に定める震災特例金融機関等として、平成 23年度 3行に、平成 24年度 1行に対して資本増

強が行われています。 

 

 
 

引受け等                 　　　　  　議決権等行使 処分 資金調達等

同意

（法5Ⅴ）

 意　見

株式等の引受け 決定の通知 協定内容 （法4Ⅱ） 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認　可 債務保証（法45）
等の決定の求め （法5Ⅵ） 行使承認 行使内容 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（金融機関等と連名） （法36Ⅱ） （法38Ⅰ） 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

（法3Ⅰ、Ⅱ） （法48） （法38Ⅱ） （法39Ⅱ）

場合を除く）

株式等の引受け等 （法38Ⅰ）

借入・機構債発行 その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

株式等の引受け 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納
等に係る申込み 行使承認 行使内容 申請 （法36Ⅰ⑬） 損失補塡

（法3Ⅰ、Ⅱ） （法36Ⅰ⑨） 報告 契約の締結 （法40、41）

（法36Ⅰ⑩） （法39Ⅰ）

場合を除く）
（法36Ⅰ⑨）

議決権等行使（法36Ⅰ⑧、⑨）

処分（法36Ⅰ⑪）

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
2.主務大臣は、経営強化計画の履行状況のフォローを行う。
3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
4.株式等の引受け等の申込みをする金融機関等が銀行等(震災特例金融機関を除く(附則8Ⅲ))の場合は、当該株式等の引受け等は株式の引受けに限る(法3Ⅰ）。
5.株式等の引受け等が株式の引受けである場合は、当該株式の引受けは、議決権制限等株式による（基準適合金融機関等でない場合を除く）（法5Ⅱ）。
6.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
7.震災特例金融機関等にかかる株式等の引受け等に係る申込み及び経営強化計画の提出は、附則8Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳによる。

金融機能強化審査会 (法11Ⅱ）

権利行使要請

協定の締結

（法35Ⅰ） （法36Ⅰ⑤）

の報告（法37Ⅱ）

決定の通知
（法37Ⅰ）

政　　　府

要 請 に 従 う

主務大臣及び財務大臣

（主 務大 臣の

の報告

内閣総理大臣及び財務大臣内閣総理大臣 主務大臣

承認申請
転換請求等

主務大臣（株式等の引受け等の決定） 財務大臣

（法5Ⅰ）

対象子会社

株式等の

け等（資本増強）

引受け等の に関する

引受け等

日 本 銀 行

（法36Ⅰ⑫）

要 請 に 従 う

（法5Ⅲ）

協  定  銀  行

金融機関等〔銀行持株会社等〕

（法36Ⅰ①）

承認申請

株式等の引受

（法36Ⅰ⑫）

金融機関等

の報告 （主 務大 臣の

引受け等 債務保証

預 金 保 険 機 構 （ 金 融 機 能 強 化 勘 定 ： 法 43 ）

株式等の 株式等の業務委託

経営強化計画提出

（法4Ⅰ）

経営強化計画提出

（法4Ⅰ）

経営強化計画提出

（法4Ⅰ）
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２）組織再編成金融機関の株式等の引受け等のスキーム概要 

本スキームは、金融機能強化法に基づく資本増強スキームの 1つで、金融組織再編成（合併、会社分割

及び事業譲渡等）を行う金融機関等に対して行うものです。平成 18年 11 月に紀陽ホールディングス（紀

陽銀行）に対して行われています。また、同法附則 9条に定める震災特例金融機関等を当事者とする金融

組織再編成を行う金融機関等として、平成 24年 12月に、じもとホールディングス（きらやか銀行）に対

して行われています。 

 
 

 

引受け等 　　　　　　　　　　　　　  議決権等行使 処分 資金調達等

同意

意見※１

株式等の引受け 決定の通知 協定内容 （法16Ⅴ） 転換請求等 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認可 債務保証（法45）

等の決定の求め （法17Ⅷ） の報告 権利行使要請 行使承認 行使内容 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（金融機関等と連名） （法36Ⅱ） 金融機能強化審査会 (法21Ⅱ） （法38Ⅰ） 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

（法15Ⅰ、Ⅱ） （法48） （法38Ⅱ） （法39Ⅱ）

合を除く）

株式等の引受け等 （法38Ⅰ）

の報告（法37Ⅱ）

借入・機構債発行 その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

株式等の引受け 株式等の 業務委託 株式等の 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納

等に係る申込み 引受け等の に関する 引受け等 行使承認 行使内容 申請 （法36Ⅰ⑫） （法36Ⅰ⑬） 債務保証 損失補塡

（法15Ⅰ、Ⅱ） 決定の通知 協定の締結 の報告 （法36Ⅰ⑨） 報告 （法36Ⅰ⑫） 契約の締結 （法40、41）

（法37Ⅰ） （法35Ⅰ） （法36Ⅰ⑥） （法36Ⅰ⑩） （法39Ⅰ）

合を除く）

（法36Ⅰ⑨）

株式等の引受

（法36Ⅰ②）

議決権等行使（法36Ⅰ⑧、⑨）

処分（法36Ⅰ⑪）

株式等の引受け等

（法17Ⅲ）

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
2.主務大臣は、経営強化計画の履行状況のフォローを行う。
3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
4.株式等の引受け等の申込みをする金融機関等が銀行等(震災特例金融機関等を除く(附9Ⅲ))の場合は、当該株式等の引受け等は株式の引受けに限る（法15Ⅰ）。
5.株式等の引受け等が株式の引受けである場合は、当該株式の引受けは、議決権制限等株式による（基準適合金融機関等ではない場合及び震災特例金融機関等の場合を除く）（法17Ⅱ、附9Ⅲ）。
6.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
7.※1は、必要があると認めるとき。
8.震災特例金融機関を当時者とする金融組織再編成を行う金融機関等にかかる株式等に係る申込み及び経営強化計画の提出は附則9Ⅰ,Ⅱによる。

政　　　府主務大臣及び財務大臣 内閣総理大臣及び財務大臣

金融機関等

日 本 銀 行

主務大臣（株式等の引受け等の決定）

（法17Ⅰ）

協　定　銀　行

主務大臣

（主務大臣の

要請に従う場

財務大臣

（法17Ⅷ）

内閣総理大臣

承認申請

承認申請

預　金　保　険　機　構　（　金　融　機　能　強　化　勘　定　：　法43）

議決権等行使

議決権等行使

組織再編成金融機関等〔組織再編成銀行持株会社等〕

対象組織再編成子会社

け等（資本増強）

（主務大臣の

要請に従う場

経営強化計画提出

（法16Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）

経営強化計画提出

（法16Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）

経営強化計画提出

（法16Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）
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②金融機能強化法に基づく資本増強スキーム 

１）株式等の引受け等のスキーム概要 

 金融機能強化法による資本増強は、地域における金融機能の強化に向けた金融機関等の取組みに対し公

的な支援を行うことにより、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等、地域経済の活性化に資する

ことを目的として行われるものです。本スキームは、個別金融機関等への資本増強を行うものであり、平

成 22年 3月までに、同法 3条に基づく申込みを受けて、11行に対して資本増強が行われています。また、

同法附則 8条に定める震災特例金融機関等として、平成 23年度 3行に、平成 24年度 1行に対して資本増

強が行われています。 

 

 
 

引受け等                 　　　　  　議決権等行使 処分 資金調達等

同意

（法5Ⅴ）

 意　見

株式等の引受け 決定の通知 協定内容 （法4Ⅱ） 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認　可 債務保証（法45）
等の決定の求め （法5Ⅵ） 行使承認 行使内容 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（金融機関等と連名） （法36Ⅱ） （法38Ⅰ） 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

（法3Ⅰ、Ⅱ） （法48） （法38Ⅱ） （法39Ⅱ）

場合を除く）

株式等の引受け等 （法38Ⅰ）

借入・機構債発行 その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

株式等の引受け 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納
等に係る申込み 行使承認 行使内容 申請 （法36Ⅰ⑬） 損失補塡

（法3Ⅰ、Ⅱ） （法36Ⅰ⑨） 報告 契約の締結 （法40、41）

（法36Ⅰ⑩） （法39Ⅰ）

場合を除く）
（法36Ⅰ⑨）

議決権等行使（法36Ⅰ⑧、⑨）

処分（法36Ⅰ⑪）

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
2.主務大臣は、経営強化計画の履行状況のフォローを行う。
3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
4.株式等の引受け等の申込みをする金融機関等が銀行等(震災特例金融機関を除く(附則8Ⅲ))の場合は、当該株式等の引受け等は株式の引受けに限る(法3Ⅰ）。
5.株式等の引受け等が株式の引受けである場合は、当該株式の引受けは、議決権制限等株式による（基準適合金融機関等でない場合を除く）（法5Ⅱ）。
6.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
7.震災特例金融機関等にかかる株式等の引受け等に係る申込み及び経営強化計画の提出は、附則8Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳによる。

金融機能強化審査会 (法11Ⅱ）

権利行使要請

協定の締結

（法35Ⅰ） （法36Ⅰ⑤）

の報告（法37Ⅱ）

決定の通知
（法37Ⅰ）

政　　　府

要 請 に 従 う

主務大臣及び財務大臣

（主 務大 臣の

の報告

内閣総理大臣及び財務大臣内閣総理大臣 主務大臣

承認申請
転換請求等

主務大臣（株式等の引受け等の決定） 財務大臣

（法5Ⅰ）

対象子会社

株式等の

け等（資本増強）

引受け等の に関する

引受け等

日 本 銀 行

（法36Ⅰ⑫）

要 請 に 従 う

（法5Ⅲ）

協  定  銀  行

金融機関等〔銀行持株会社等〕

（法36Ⅰ①）

承認申請

株式等の引受

（法36Ⅰ⑫）

金融機関等

の報告 （主 務大 臣の

引受け等 債務保証

預 金 保 険 機 構 （ 金 融 機 能 強 化 勘 定 ： 法 43 ）

株式等の 株式等の業務委託

経営強化計画提出

（法4Ⅰ）

経営強化計画提出

（法4Ⅰ）

経営強化計画提出

（法4Ⅰ）
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２）組織再編成金融機関の株式等の引受け等のスキーム概要 

本スキームは、金融機能強化法に基づく資本増強スキームの 1つで、金融組織再編成（合併、会社分割

及び事業譲渡等）を行う金融機関等に対して行うものです。平成 18年 11 月に紀陽ホールディングス（紀

陽銀行）に対して行われています。また、同法附則 9条に定める震災特例金融機関等を当事者とする金融

組織再編成を行う金融機関等として、平成 24年 12月に、じもとホールディングス（きらやか銀行）に対

して行われています。 

 
 

 

引受け等 　　　　　　　　　　　　　  議決権等行使 処分 資金調達等

同意

意見※１

株式等の引受け 決定の通知 協定内容 （法16Ⅴ） 転換請求等 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認可 債務保証（法45）

等の決定の求め （法17Ⅷ） の報告 権利行使要請 行使承認 行使内容 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（金融機関等と連名） （法36Ⅱ） 金融機能強化審査会 (法21Ⅱ） （法38Ⅰ） 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

（法15Ⅰ、Ⅱ） （法48） （法38Ⅱ） （法39Ⅱ）

合を除く）

株式等の引受け等 （法38Ⅰ）

の報告（法37Ⅱ）

借入・機構債発行 その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

株式等の引受け 株式等の 業務委託 株式等の 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納

等に係る申込み 引受け等の に関する 引受け等 行使承認 行使内容 申請 （法36Ⅰ⑫） （法36Ⅰ⑬） 債務保証 損失補塡

（法15Ⅰ、Ⅱ） 決定の通知 協定の締結 の報告 （法36Ⅰ⑨） 報告 （法36Ⅰ⑫） 契約の締結 （法40、41）

（法37Ⅰ） （法35Ⅰ） （法36Ⅰ⑥） （法36Ⅰ⑩） （法39Ⅰ）

合を除く）

（法36Ⅰ⑨）

株式等の引受

（法36Ⅰ②）

議決権等行使（法36Ⅰ⑧、⑨）

処分（法36Ⅰ⑪）

株式等の引受け等

（法17Ⅲ）

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
2.主務大臣は、経営強化計画の履行状況のフォローを行う。
3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
4.株式等の引受け等の申込みをする金融機関等が銀行等(震災特例金融機関等を除く(附9Ⅲ))の場合は、当該株式等の引受け等は株式の引受けに限る（法15Ⅰ）。
5.株式等の引受け等が株式の引受けである場合は、当該株式の引受けは、議決権制限等株式による（基準適合金融機関等ではない場合及び震災特例金融機関等の場合を除く）（法17Ⅱ、附9Ⅲ）。
6.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
7.※1は、必要があると認めるとき。
8.震災特例金融機関を当時者とする金融組織再編成を行う金融機関等にかかる株式等に係る申込み及び経営強化計画の提出は附則9Ⅰ,Ⅱによる。

政　　　府主務大臣及び財務大臣 内閣総理大臣及び財務大臣

金融機関等

日 本 銀 行

主務大臣（株式等の引受け等の決定）

（法17Ⅰ）

協　定　銀　行

主務大臣

（主務大臣の

要請に従う場

財務大臣

（法17Ⅷ）

内閣総理大臣

承認申請

承認申請

預　金　保　険　機　構　（　金　融　機　能　強　化　勘　定　：　法43）

議決権等行使

議決権等行使

組織再編成金融機関等〔組織再編成銀行持株会社等〕

対象組織再編成子会社

け等（資本増強）

（主務大臣の

要請に従う場

経営強化計画提出

（法16Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）

経営強化計画提出

（法16Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）

経営強化計画提出

（法16Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）
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３）信託受益権等の買取りスキーム概要 

本スキームは、金融機能強化法に基づく資本増強スキームの 1つで、協同組織金融機関（信用金庫や信

用組合等）から優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関（信金中央金庫や全国信用協同組合連

合会等）が、機構に対して当該引受け等を行った優先出資等に係る信託受益権等の買取りを申し込むこと

により、協同組織中央金融機関を通じて協同組織金融機関に対して資本増強を行うものです。平成 21 年

9月に全国信用協同組合連合会（山梨県民信用組合）に、平成 24年 12 月に同連合会（ぐんまみらい信用

組合）に対して行われています。また、同法附則 10 条に定める震災特例協同組織金融機関として、平成

24年 3月に同連合会（那須信用組合）に対して資本増強が行われています。 

 
処分 資金調達等

信託受益権等の 決定の通知 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認可 債務保証（法45）

買取り決定の求め （法28Ⅲ） 協定内容の 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（協同組織中央 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

金融機関と連名） （法36Ⅱ） （法39Ⅱ）

（法26）

信託受益権等の買取り
の報告（法37Ⅱ）

借入・機構債発行 その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

信託受益権等の 買取り 業務委託 信託受益権等の 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納

買取りに係る申込み 決定の通知 に関する 買取りの 申請 （法36Ⅰ⑫) （法36Ⅰ⑬） 債務保証契約 損失補塡

（法25Ⅰ） （法37Ⅰ） 協定の締結 報告 （法36Ⅰ⑫） の締結 （法40、41）

（法35Ⅰ） （法36Ⅰ⑦） （法39Ⅰ）

　

　

　

優先出資等の 信託受益権 信託受益権

信託設定等 等の引受け 等の買取り

（法36Ⅰ③）

処分（法36Ⅰ⑪）

優先出資引受け・ 経営強化計画 指導 優先出資の

劣後ローン貸付 提出の求め 引受け等

けの申込み （法25Ⅰ、Ⅲ） （法25Ⅰ）
（法25Ⅰ）

（注）
　1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
　2.主務大臣は、経営強化計画､経営強化指導計画の履行状況のフォローを行う。
　3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
　4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
　5.震災特例協同組織金融機関である場合の経営強化計画提出の求めについては、附則10Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳによる。
　6.特定震災特例協同組織金融機関である場合の特定経営強化計画提出の求めについては、附則11Ⅰ、特定震災特例経営指導計画の提出については、附則10Ⅱによる。
　　この場合のスキーム概要については「5)特定震災特例協同組織金融機関に係る信託受益権の買取りスキーム概要」参照のこと。

同意

（法28Ⅲ）

買取り等

内閣総理大臣

預　金　保　険　機　構　（　金　融　機　能　強　化　勘　定　：　法43）

主務大臣及び財務大臣 内閣総理大臣及び財務大臣主務大臣（信託受益権等の買取り決定）

（法28Ⅰ）

協同組織中央金融機関

信託銀行もしくはＳＰＣ

協同組織金融機関

（法28Ⅱ）

政    府

金融機関等

日 本 銀 行

協  定  銀  行

財務大臣

経営強化指導計画

提出（法27Ⅱ）

経営強化計画

提出（法27Ⅰ）

経営強化指導計画

提出（法27Ⅱ）

経営強化計画

提出（法27Ⅰ）

 
 

- 155 - 
 

４）協同組織中央金融機関等の優先出資の引受け等のスキーム概要 

本スキームは、金融機能強化法に基づく資本増強スキームの 1つで、協同組織中央金融機関（信

金中央金庫や全国信用協同組合連合会等）に対して直接資本増強を行うものです。平成 20年 12 月

の金融機能強化法の改正により新たに追加されたものですが、これまで本スキームによる資本増強

はありません。 

 

 

引受け等                 　　　　　　議決権等行使 処分 資金調達等

　

　 同意

　　　　　　（法34の4Ⅲ）

優先出資の引受け 　

等の決定の求め 　決定の通知 協定内容 　 　　意見※１ 　 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認可 債務保証（法45）
（協同組織中央金融機関等と連名） 　（法34の4Ⅳ） （法34の3Ⅱ） 　 承認申請 行使承認 行使内容 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（法34の2） （法36Ⅱ） 　 （主務大臣の （法38Ⅰ） 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

（法48） 要請に従う （法38Ⅱ） （法39Ⅱ）

場合を除く）

（法38Ⅰ） 　

借入・機構債発行 　その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

優先出資の引受け 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納

等に係る申込み 行使承認 行使内容 申請 （法36Ⅰ⑬） 損失補塡

（法34の2） （主務大臣の （法36Ⅰ⑨） 報告 契約の締結 （法40、41）

（法36Ⅰ⑩）

（法36Ⅰ⑨）

議決権等行使（法36Ⅰ⑧、⑨）

処分（法36Ⅰ⑪）

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
2.主務大臣は、協同組織金融機能強化方針の実施状況のフォローを行う。
3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
5.※１は、必要があると認めるとき。
6.※２は、法第34の3条第3項に規定する特別関係協同組織金融機関等。

日 本 銀 行

（法36Ⅰ③の二）

　

協  定  銀  行

引受け等 （法36Ⅰ⑫）

（法36Ⅰ⑫）

場合を除く）

（法39Ⅰ）

特別関係協同組織金融機関等 ※２

経営指導

協同組織中央金融機関等

（法34の4Ⅱ）

け等（資本増強）

（法37Ⅰ） （法35Ⅰ）

優先出資の引受

協定の締結 の報告

（法36Ⅰ⑦の二）

 

主務大臣

金融機関等

優先出資の 業務委託 優先出資の

内閣総理大臣

優先出資の引受け等

の報告（法37Ⅱ）

引受け等の

財務大臣 政　　　府

（法34の4Ⅰ）

金融機能強化審査会

の報告

主務大臣（優先出資の引受け等の決定）

決定の通知

要請に従う

内閣総理大臣及び財務大臣

承認申請

預　金　保　険　機　構　（　金　融　機　能　強　化　勘　定　：　法43）

に関する

主務大臣及び財務大臣

債務保証

協同組織金融機能強化方針、

優先出資の額及びその内容

を記載した書面の提出（法34

の3Ⅰ）

協同組織金融機能強化方針、

優先出資の額及びその内容

を記載した書面の提出（法34

の3Ⅰ）
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３）信託受益権等の買取りスキーム概要 

本スキームは、金融機能強化法に基づく資本増強スキームの 1つで、協同組織金融機関（信用金庫や信

用組合等）から優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関（信金中央金庫や全国信用協同組合連

合会等）が、機構に対して当該引受け等を行った優先出資等に係る信託受益権等の買取りを申し込むこと

により、協同組織中央金融機関を通じて協同組織金融機関に対して資本増強を行うものです。平成 21 年

9月に全国信用協同組合連合会（山梨県民信用組合）に、平成 24年 12 月に同連合会（ぐんまみらい信用

組合）に対して行われています。また、同法附則 10 条に定める震災特例協同組織金融機関として、平成

24年 3月に同連合会（那須信用組合）に対して資本増強が行われています。 

 
処分 資金調達等

信託受益権等の 決定の通知 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認可 債務保証（法45）

買取り決定の求め （法28Ⅲ） 協定内容の 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（協同組織中央 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

金融機関と連名） （法36Ⅱ） （法39Ⅱ）

（法26）

信託受益権等の買取り
の報告（法37Ⅱ）

借入・機構債発行 その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

信託受益権等の 買取り 業務委託 信託受益権等の 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納

買取りに係る申込み 決定の通知 に関する 買取りの 申請 （法36Ⅰ⑫) （法36Ⅰ⑬） 債務保証契約 損失補塡

（法25Ⅰ） （法37Ⅰ） 協定の締結 報告 （法36Ⅰ⑫） の締結 （法40、41）

（法35Ⅰ） （法36Ⅰ⑦） （法39Ⅰ）

　

　

　

優先出資等の 信託受益権 信託受益権

信託設定等 等の引受け 等の買取り

（法36Ⅰ③）

処分（法36Ⅰ⑪）

優先出資引受け・ 経営強化計画 指導 優先出資の

劣後ローン貸付 提出の求め 引受け等

けの申込み （法25Ⅰ、Ⅲ） （法25Ⅰ）
（法25Ⅰ）

（注）
　1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
　2.主務大臣は、経営強化計画､経営強化指導計画の履行状況のフォローを行う。
　3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
　4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
　5.震災特例協同組織金融機関である場合の経営強化計画提出の求めについては、附則10Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳによる。
　6.特定震災特例協同組織金融機関である場合の特定経営強化計画提出の求めについては、附則11Ⅰ、特定震災特例経営指導計画の提出については、附則10Ⅱによる。
　　この場合のスキーム概要については「5)特定震災特例協同組織金融機関に係る信託受益権の買取りスキーム概要」参照のこと。

同意

（法28Ⅲ）

買取り等

内閣総理大臣

預　金　保　険　機　構　（　金　融　機　能　強　化　勘　定　：　法43）

主務大臣及び財務大臣 内閣総理大臣及び財務大臣主務大臣（信託受益権等の買取り決定）

（法28Ⅰ）

協同組織中央金融機関

信託銀行もしくはＳＰＣ

協同組織金融機関

（法28Ⅱ）

政    府

金融機関等

日 本 銀 行

協  定  銀  行

財務大臣

経営強化指導計画

提出（法27Ⅱ）

経営強化計画

提出（法27Ⅰ）

経営強化指導計画

提出（法27Ⅱ）

経営強化計画

提出（法27Ⅰ）
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４）協同組織中央金融機関等の優先出資の引受け等のスキーム概要 

本スキームは、金融機能強化法に基づく資本増強スキームの 1つで、協同組織中央金融機関（信

金中央金庫や全国信用協同組合連合会等）に対して直接資本増強を行うものです。平成 20年 12 月

の金融機能強化法の改正により新たに追加されたものですが、これまで本スキームによる資本増強

はありません。 

 

 

引受け等                 　　　　　　議決権等行使 処分 資金調達等

　

　 同意

　　　　　　（法34の4Ⅲ）

優先出資の引受け 　

等の決定の求め 　決定の通知 協定内容 　 　　意見※１ 　 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 認可 債務保証（法45）
（協同組織中央金融機関等と連名） 　（法34の4Ⅳ） （法34の3Ⅱ） 　 承認申請 行使承認 行使内容 申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） 債務保証契約 （法44Ⅰ、Ⅱ）

（法34の2） （法36Ⅱ） 　 （主務大臣の （法38Ⅰ） 報告 （法38Ⅰ） の内容報告

（法48） 要請に従う （法38Ⅱ） （法39Ⅱ）

場合を除く）

（法38Ⅰ） 　

借入・機構債発行 　その他の者
（法44Ⅰ、Ⅱ）

優先出資の引受け 議決権等行使 議決権等 議決権等 処分承認 処分承認 処分報告 貸付け又は 利益収納

等に係る申込み 行使承認 行使内容 申請 （法36Ⅰ⑬） 損失補塡

（法34の2） （主務大臣の （法36Ⅰ⑨） 報告 契約の締結 （法40、41）

（法36Ⅰ⑩）

（法36Ⅰ⑨）

議決権等行使（法36Ⅰ⑧、⑨）

処分（法36Ⅰ⑪）

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。
2.主務大臣は、協同組織金融機能強化方針の実施状況のフォローを行う。
3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲んだ数字は「号」）。
4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。
5.※１は、必要があると認めるとき。
6.※２は、法第34の3条第3項に規定する特別関係協同組織金融機関等。

日 本 銀 行

（法36Ⅰ③の二）

　

協  定  銀  行

引受け等 （法36Ⅰ⑫）

（法36Ⅰ⑫）

場合を除く）

（法39Ⅰ）

特別関係協同組織金融機関等 ※２

経営指導

協同組織中央金融機関等

（法34の4Ⅱ）

け等（資本増強）

（法37Ⅰ） （法35Ⅰ）

優先出資の引受

協定の締結 の報告

（法36Ⅰ⑦の二）

 

主務大臣

金融機関等

優先出資の 業務委託 優先出資の

内閣総理大臣

優先出資の引受け等

の報告（法37Ⅱ）

引受け等の

財務大臣 政　　　府

（法34の4Ⅰ）

金融機能強化審査会

の報告

主務大臣（優先出資の引受け等の決定）

決定の通知

要請に従う

内閣総理大臣及び財務大臣

承認申請

預　金　保　険　機　構　（　金　融　機　能　強　化　勘　定　：　法43）

に関する

主務大臣及び財務大臣

債務保証

協同組織金融機能強化方針、

優先出資の額及びその内容

を記載した書面の提出（法34

の3Ⅰ）

協同組織金融機能強化方針、

優先出資の額及びその内容

を記載した書面の提出（法34

の3Ⅰ）
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５）信託受益権等の買取りスキーム(特定震災特例協同組織金融機関）概要

処分 資金調達等

同意

損害担保
信託受益権等の 経営が改善し 金銭贈与 契約締結
買取り決定の求め た旨の認定の 事業再構築に 意見 決定に係る に係る決定 処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 認可 債務保証（法45）
（協同組織中央 協定内容の 申請（協同組 伴う資本整理 （附則17Ⅲ） 認可申請 の報告 認申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） は債務保 （法44Ⅰ、Ⅱ）
金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を とする旨 認 （法 ） 証契約

　本スキームは、東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難である協同組織金融機関（信用金庫や信用組合等、以下｢特定震災特例協同組織金融機関｣という。）が、優
先出資の引受け等による資本増強を求める場合に、優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関（信金中央金庫や全国信用協同組合連合会等）が、機構に対して当該引受け等を行った優先出資
等に係る信託受益権等の買取りを申し込むことにより、協同組織中央金融機関を通じて、特定震災特例協同組織金融機関に対して、資本増強を行うものです。平成23年度に、特定震災特例協同組織金
融機関として6先に対して、資本増強が行われています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買取り等

政    府
（附則11Ⅲ）

　　主務大臣（信託受益権等の買取り決定）
（附則11Ⅲ）

主務大臣
及び財務大臣

内閣総理大臣
及び財務大臣

 財務大臣  内閣総理大臣 主務大臣

認定等（信託受益権等の買取りから十年を経過する日まで）（附則15）

内閣総理大臣（及び財務大臣）

金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を可とする旨 認可 （附則19Ⅳ） （法38Ⅰ） 証契約の
（法26） （法36Ⅱ） 関と特別対象 改善した の認定の申請 （附則18Ⅳ） 内容報告

協同組織金融 旨の認定 （協同組織中央 （法39Ⅱ）
決定の通知 機関の連名） （附則16Ⅲ） 金融機関と特別 金銭贈与
（法28Ⅲ） （附則16Ⅰ） 対象協同組織金 の申込み 損害担保

信託受益権等の買取り 融機関の連名） の報告 金銭贈与に係る 契約締結
の報告（法37Ⅱ） （附則17Ⅰ） （附則18Ⅱ） 議決（附則18Ⅲ） に係る議決

（附則19Ⅲ）

借入・機構債発行

（法44Ⅰ、Ⅱ） その他の者
損害担保

優先出資の 金銭贈与 契約締結
信託受益権等の 買取り 業務委託 信託受 消却のために の決定 損害担保 損害担保 に係る決定 　処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 利益収納
買取りに係る申込み 決定の通知 に関する 益権等 必要な金銭の （附則18Ⅲ） 契約に係る 契約に係る（附則19Ⅲ） 　認申請 （法36Ⅰ⑫) （法36Ⅰ⑬） は債務保 損失補塡
（法25Ⅰ） （法37Ⅰ） 協定の締結 の買取り 贈与の申込み 損失の補塡 損失の補塡 　（法36Ⅰ⑫） 証契約の （法40、41）

（法35Ⅰ） の報告 （協同組織中央 のための のための 締結
（法36Ⅰ⑦） 金融機関と認定 契約締結の 契約締結の （法39Ⅰ）

特別対象協同組 申込み 申込み

　 織金融機関又は （附則19Ⅰ） の報告

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）

金融機関等

日 本 銀 行

預　金　保　険　機　構
（金融機能強化勘定：法43）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

特定震災特例

経営強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

運営委員会

特別経営

強化指導

計画（附則

16Ⅱ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）
の連名）

（附則18Ⅰ）

　

　

優先出資 信託受 信託受益権 事業再構築に
等の信託 益権の 等の買取り 伴う資本整理 金銭贈与 損害担保
設定等 引受け （法37Ⅰ③） を可とする旨 に関する 契約に係る 処分（法36Ⅰ⑪）

の認定 契約の締結 損失の補塡
（附則17Ⅱ） （附則18Ⅴ） 契約の締結

（附則19Ⅴ）

優先出資引 特定震災特例 指導 優先出資の
受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の

協同組織中央金融機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協  定  銀  行

特定震災

信託銀行

特別経営

信
託
契
約

受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の
ローン貸付 提出の求め 経営指導 （法25Ⅰ） 経営が改善 消却のために
けの申込み （附則11Ⅰ） 契約 した旨の認定 事業再構築に伴う 必要な金銭の
（法25Ⅰ） （附則11Ⅴ） の申請 資本整理を可とする 贈与の申込み

（附則16Ⅰ） 旨の認定の申請 （附則18Ⅰ）
（附則17Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。

2.主務大臣は、特定震災特例経営強化計画､特定震災特例経営強化指導計画の履行状況のフォローを行う。

3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定震災特例協同組織金融機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別対象協同組織金融機関等：附則13、認定特別対象協同組織金融機関等：附則18Ⅰ）

特定震災

特例経営

強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

相手方金融機関（附則18Ⅰ）
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理等実
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(附則

17Ⅰ）

　だ数字は「号」）。

4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。

5.認定の申請があった場合、｢資産の額>負債の額＋優先出資の額｣に該当する場合には、経営が改善した旨を認定を申請し、該当しない場合は、事

　業再構築に伴う資本整理を可とする認定を申請する。

6.附則18条の規定による金銭贈与の実施は、一般勘定（保険金支払コストを超過する部分については早期健全化勘定)による。(附則21Ⅰ、Ⅱ)

５）信託受益権等の買取りスキーム(特定震災特例協同組織金融機関）概要

処分 資金調達等

同意

損害担保
信託受益権等の 経営が改善し 金銭贈与 契約締結
買取り決定の求め た旨の認定の 事業再構築に 意見 決定に係る に係る決定 処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 認可 債務保証（法45）
（協同組織中央 協定内容の 申請（協同組 伴う資本整理 （附則17Ⅲ） 認可申請 の報告 認申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） は債務保 （法44Ⅰ、Ⅱ）
金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を とする旨 認 （法 ） 証契約

　本スキームは、東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難である協同組織金融機関（信用金庫や信用組合等、以下｢特定震災特例協同組織金融機関｣という。）が、優
先出資の引受け等による資本増強を求める場合に、優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関（信金中央金庫や全国信用協同組合連合会等）が、機構に対して当該引受け等を行った優先出資
等に係る信託受益権等の買取りを申し込むことにより、協同組織中央金融機関を通じて、特定震災特例協同組織金融機関に対して、資本増強を行うものです。平成23年度に、特定震災特例協同組織金
融機関として6先に対して、資本増強が行われています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買取り等

政    府
（附則11Ⅲ）

　　主務大臣（信託受益権等の買取り決定）
（附則11Ⅲ）

主務大臣
及び財務大臣

内閣総理大臣
及び財務大臣

 財務大臣  内閣総理大臣 主務大臣

認定等（信託受益権等の買取りから十年を経過する日まで）（附則15）

内閣総理大臣（及び財務大臣）

金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を可とする旨 認可 （附則19Ⅳ） （法38Ⅰ） 証契約の
（法26） （法36Ⅱ） 関と特別対象 改善した の認定の申請 （附則18Ⅳ） 内容報告

協同組織金融 旨の認定 （協同組織中央 （法39Ⅱ）
決定の通知 機関の連名） （附則16Ⅲ） 金融機関と特別 金銭贈与
（法28Ⅲ） （附則16Ⅰ） 対象協同組織金 の申込み 損害担保

信託受益権等の買取り 融機関の連名） の報告 金銭贈与に係る 契約締結
の報告（法37Ⅱ） （附則17Ⅰ） （附則18Ⅱ） 議決（附則18Ⅲ） に係る議決

（附則19Ⅲ）

借入・機構債発行

（法44Ⅰ、Ⅱ） その他の者
損害担保

優先出資の 金銭贈与 契約締結
信託受益権等の 買取り 業務委託 信託受 消却のために の決定 損害担保 損害担保 に係る決定 　処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 利益収納
買取りに係る申込み 決定の通知 に関する 益権等 必要な金銭の （附則18Ⅲ） 契約に係る 契約に係る（附則19Ⅲ） 　認申請 （法36Ⅰ⑫) （法36Ⅰ⑬） は債務保 損失補塡
（法25Ⅰ） （法37Ⅰ） 協定の締結 の買取り 贈与の申込み 損失の補塡 損失の補塡 　（法36Ⅰ⑫） 証契約の （法40、41）

（法35Ⅰ） の報告 （協同組織中央 のための のための 締結
（法36Ⅰ⑦） 金融機関と認定 契約締結の 契約締結の （法39Ⅰ）

特別対象協同組 申込み 申込み

　 織金融機関又は （附則19Ⅰ） の報告

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）

金融機関等

日 本 銀 行

預　金　保　険　機　構
（金融機能強化勘定：法43）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

特定震災特例

経営強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

運営委員会

特別経営

強化指導

計画（附則

16Ⅱ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）
の連名）

（附則18Ⅰ）

　

　

優先出資 信託受 信託受益権 事業再構築に
等の信託 益権の 等の買取り 伴う資本整理 金銭贈与 損害担保
設定等 引受け （法37Ⅰ③） を可とする旨 に関する 契約に係る 処分（法36Ⅰ⑪）

の認定 契約の締結 損失の補塡
（附則17Ⅱ） （附則18Ⅴ） 契約の締結

（附則19Ⅴ）

優先出資引 特定震災特例 指導 優先出資の
受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の

協同組織中央金融機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協  定  銀  行

特定震災

信託銀行

特別経営

信
託
契
約

受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の
ローン貸付 提出の求め 経営指導 （法25Ⅰ） 経営が改善 消却のために
けの申込み （附則11Ⅰ） 契約 した旨の認定 事業再構築に伴う 必要な金銭の
（法25Ⅰ） （附則11Ⅴ） の申請 資本整理を可とする 贈与の申込み

（附則16Ⅰ） 旨の認定の申請 （附則18Ⅰ）
（附則17Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。

2.主務大臣は、特定震災特例経営強化計画､特定震災特例経営強化指導計画の履行状況のフォローを行う。

3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定震災特例協同組織金融機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別対象協同組織金融機関等：附則13、認定特別対象協同組織金融機関等：附則18Ⅰ）

特定震災

特例経営

強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

相手方金融機関（附則18Ⅰ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

資本整

理等実

施要綱

(附則

17Ⅰ）

　だ数字は「号」）。

4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。

5.認定の申請があった場合、｢資産の額>負債の額＋優先出資の額｣に該当する場合には、経営が改善した旨を認定を申請し、該当しない場合は、事

　業再構築に伴う資本整理を可とする認定を申請する。

6.附則18条の規定による金銭贈与の実施は、一般勘定（保険金支払コストを超過する部分については早期健全化勘定)による。(附則21Ⅰ、Ⅱ)

５）信託受益権等の買取りスキーム(特定震災特例協同組織金融機関）概要

処分 資金調達等

同意

損害担保
信託受益権等の 経営が改善し 金銭贈与 契約締結
買取り決定の求め た旨の認定の 事業再構築に 意見 決定に係る に係る決定 処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 認可 債務保証（法45）
（協同組織中央 協定内容の 申請（協同組 伴う資本整理 （附則17Ⅲ） 認可申請 の報告 認申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） は債務保 （法44Ⅰ、Ⅱ）
金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を とする旨 認 （法 ） 証契約

　本スキームは、東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難である協同組織金融機関（信用金庫や信用組合等、以下｢特定震災特例協同組織金融機関｣という。）が、優
先出資の引受け等による資本増強を求める場合に、優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関（信金中央金庫や全国信用協同組合連合会等）が、機構に対して当該引受け等を行った優先出資
等に係る信託受益権等の買取りを申し込むことにより、協同組織中央金融機関を通じて、特定震災特例協同組織金融機関に対して、資本増強を行うものです。平成23年度に、特定震災特例協同組織金
融機関として6先に対して、資本増強が行われています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買取り等

政    府
（附則11Ⅲ）

　　主務大臣（信託受益権等の買取り決定）
（附則11Ⅲ）

主務大臣
及び財務大臣

内閣総理大臣
及び財務大臣

 財務大臣  内閣総理大臣 主務大臣

認定等（信託受益権等の買取りから十年を経過する日まで）（附則15）

内閣総理大臣（及び財務大臣）

金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を可とする旨 認可 （附則19Ⅳ） （法38Ⅰ） 証契約の
（法26） （法36Ⅱ） 関と特別対象 改善した の認定の申請 （附則18Ⅳ） 内容報告

協同組織金融 旨の認定 （協同組織中央 （法39Ⅱ）
決定の通知 機関の連名） （附則16Ⅲ） 金融機関と特別 金銭贈与
（法28Ⅲ） （附則16Ⅰ） 対象協同組織金 の申込み 損害担保

信託受益権等の買取り 融機関の連名） の報告 金銭贈与に係る 契約締結
の報告（法37Ⅱ） （附則17Ⅰ） （附則18Ⅱ） 議決（附則18Ⅲ） に係る議決

（附則19Ⅲ）

借入・機構債発行

（法44Ⅰ、Ⅱ） その他の者
損害担保

優先出資の 金銭贈与 契約締結
信託受益権等の 買取り 業務委託 信託受 消却のために の決定 損害担保 損害担保 に係る決定 　処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 利益収納
買取りに係る申込み 決定の通知 に関する 益権等 必要な金銭の （附則18Ⅲ） 契約に係る 契約に係る（附則19Ⅲ） 　認申請 （法36Ⅰ⑫) （法36Ⅰ⑬） は債務保 損失補塡
（法25Ⅰ） （法37Ⅰ） 協定の締結 の買取り 贈与の申込み 損失の補塡 損失の補塡 　（法36Ⅰ⑫） 証契約の （法40、41）

（法35Ⅰ） の報告 （協同組織中央 のための のための 締結
（法36Ⅰ⑦） 金融機関と認定 契約締結の 契約締結の （法39Ⅰ）

特別対象協同組 申込み 申込み

　 織金融機関又は （附則19Ⅰ） の報告

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）

金融機関等

日 本 銀 行

預　金　保　険　機　構
（金融機能強化勘定：法43）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

特定震災特例

経営強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

運営委員会

特別経営

強化指導

計画（附則

16Ⅱ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）
の連名）

（附則18Ⅰ）

　

　

優先出資 信託受 信託受益権 事業再構築に
等の信託 益権の 等の買取り 伴う資本整理 金銭贈与 損害担保
設定等 引受け （法37Ⅰ③） を可とする旨 に関する 契約に係る 処分（法36Ⅰ⑪）

の認定 契約の締結 損失の補塡
（附則17Ⅱ） （附則18Ⅴ） 契約の締結

（附則19Ⅴ）

優先出資引 特定震災特例 指導 優先出資の
受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の

協同組織中央金融機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協  定  銀  行

特定震災

信託銀行

特別経営

信
託
契
約

受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の
ローン貸付 提出の求め 経営指導 （法25Ⅰ） 経営が改善 消却のために
けの申込み （附則11Ⅰ） 契約 した旨の認定 事業再構築に伴う 必要な金銭の
（法25Ⅰ） （附則11Ⅴ） の申請 資本整理を可とする 贈与の申込み

（附則16Ⅰ） 旨の認定の申請 （附則18Ⅰ）
（附則17Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。

2.主務大臣は、特定震災特例経営強化計画､特定震災特例経営強化指導計画の履行状況のフォローを行う。

3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定震災特例協同組織金融機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別対象協同組織金融機関等：附則13、認定特別対象協同組織金融機関等：附則18Ⅰ）

特定震災

特例経営

強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

相手方金融機関（附則18Ⅰ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

資本整

理等実

施要綱

(附則

17Ⅰ）

　だ数字は「号」）。

4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。

5.認定の申請があった場合、｢資産の額>負債の額＋優先出資の額｣に該当する場合には、経営が改善した旨を認定を申請し、該当しない場合は、事

　業再構築に伴う資本整理を可とする認定を申請する。

6.附則18条の規定による金銭贈与の実施は、一般勘定（保険金支払コストを超過する部分については早期健全化勘定)による。(附則21Ⅰ、Ⅱ)
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５）信託受益権等の買取りスキーム(特定震災特例協同組織金融機関）概要

処分 資金調達等

同意

損害担保
信託受益権等の 経営が改善し 金銭贈与 契約締結
買取り決定の求め た旨の認定の 事業再構築に 意見 決定に係る に係る決定 処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 認可 債務保証（法45）
（協同組織中央 協定内容の 申請（協同組 伴う資本整理 （附則17Ⅲ） 認可申請 の報告 認申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） は債務保 （法44Ⅰ、Ⅱ）
金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を とする旨 認 （法 ） 証契約

　本スキームは、東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難である協同組織金融機関（信用金庫や信用組合等、以下｢特定震災特例協同組織金融機関｣という。）が、優
先出資の引受け等による資本増強を求める場合に、優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関（信金中央金庫や全国信用協同組合連合会等）が、機構に対して当該引受け等を行った優先出資
等に係る信託受益権等の買取りを申し込むことにより、協同組織中央金融機関を通じて、特定震災特例協同組織金融機関に対して、資本増強を行うものです。平成23年度に、特定震災特例協同組織金
融機関として6先に対して、資本増強が行われています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買取り等

政    府
（附則11Ⅲ）

　　主務大臣（信託受益権等の買取り決定）
（附則11Ⅲ）

主務大臣
及び財務大臣

内閣総理大臣
及び財務大臣

 財務大臣  内閣総理大臣 主務大臣

認定等（信託受益権等の買取りから十年を経過する日まで）（附則15）

内閣総理大臣（及び財務大臣）

金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を可とする旨 認可 （附則19Ⅳ） （法38Ⅰ） 証契約の
（法26） （法36Ⅱ） 関と特別対象 改善した の認定の申請 （附則18Ⅳ） 内容報告

協同組織金融 旨の認定 （協同組織中央 （法39Ⅱ）
決定の通知 機関の連名） （附則16Ⅲ） 金融機関と特別 金銭贈与
（法28Ⅲ） （附則16Ⅰ） 対象協同組織金 の申込み 損害担保

信託受益権等の買取り 融機関の連名） の報告 金銭贈与に係る 契約締結
の報告（法37Ⅱ） （附則17Ⅰ） （附則18Ⅱ） 議決（附則18Ⅲ） に係る議決

（附則19Ⅲ）

借入・機構債発行

（法44Ⅰ、Ⅱ） その他の者
損害担保

優先出資の 金銭贈与 契約締結
信託受益権等の 買取り 業務委託 信託受 消却のために の決定 損害担保 損害担保 に係る決定 　処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 利益収納
買取りに係る申込み 決定の通知 に関する 益権等 必要な金銭の （附則18Ⅲ） 契約に係る 契約に係る（附則19Ⅲ） 　認申請 （法36Ⅰ⑫) （法36Ⅰ⑬） は債務保 損失補塡
（法25Ⅰ） （法37Ⅰ） 協定の締結 の買取り 贈与の申込み 損失の補塡 損失の補塡 　（法36Ⅰ⑫） 証契約の （法40、41）

（法35Ⅰ） の報告 （協同組織中央 のための のための 締結
（法36Ⅰ⑦） 金融機関と認定 契約締結の 契約締結の （法39Ⅰ）

特別対象協同組 申込み 申込み

　 織金融機関又は （附則19Ⅰ） の報告

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）

金融機関等

日 本 銀 行

預　金　保　険　機　構
（金融機能強化勘定：法43）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

特定震災特例

経営強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

運営委員会

特別経営

強化指導

計画（附則

16Ⅱ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）
の連名）

（附則18Ⅰ）

　

　

優先出資 信託受 信託受益権 事業再構築に
等の信託 益権の 等の買取り 伴う資本整理 金銭贈与 損害担保
設定等 引受け （法37Ⅰ③） を可とする旨 に関する 契約に係る 処分（法36Ⅰ⑪）

の認定 契約の締結 損失の補塡
（附則17Ⅱ） （附則18Ⅴ） 契約の締結

（附則19Ⅴ）

優先出資引 特定震災特例 指導 優先出資の
受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の

協同組織中央金融機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協  定  銀  行

特定震災

信託銀行

特別経営

信
託
契
約

受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の
ローン貸付 提出の求め 経営指導 （法25Ⅰ） 経営が改善 消却のために
けの申込み （附則11Ⅰ） 契約 した旨の認定 事業再構築に伴う 必要な金銭の
（法25Ⅰ） （附則11Ⅴ） の申請 資本整理を可とする 贈与の申込み

（附則16Ⅰ） 旨の認定の申請 （附則18Ⅰ）
（附則17Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。

2.主務大臣は、特定震災特例経営強化計画､特定震災特例経営強化指導計画の履行状況のフォローを行う。

3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定震災特例協同組織金融機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別対象協同組織金融機関等：附則13、認定特別対象協同組織金融機関等：附則18Ⅰ）

特定震災

特例経営

強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

相手方金融機関（附則18Ⅰ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

資本整

理等実

施要綱

(附則

17Ⅰ）

　だ数字は「号」）。

4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。

5.認定の申請があった場合、｢資産の額>負債の額＋優先出資の額｣に該当する場合には、経営が改善した旨を認定を申請し、該当しない場合は、事

　業再構築に伴う資本整理を可とする認定を申請する。

6.附則18条の規定による金銭贈与の実施は、一般勘定（保険金支払コストを超過する部分については早期健全化勘定)による。(附則21Ⅰ、Ⅱ)

５）信託受益権等の買取りスキーム(特定震災特例協同組織金融機関）概要

処分 資金調達等

同意

損害担保
信託受益権等の 経営が改善し 金銭贈与 契約締結
買取り決定の求め た旨の認定の 事業再構築に 意見 決定に係る に係る決定 処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 認可 債務保証（法45）
（協同組織中央 協定内容の 申請（協同組 伴う資本整理 （附則17Ⅲ） 認可申請 の報告 認申請 （法38Ⅰ） （法38Ⅱ） は債務保 （法44Ⅰ、Ⅱ）
金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を とする旨 認 （法 ） 証契約

　本スキームは、東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難である協同組織金融機関（信用金庫や信用組合等、以下｢特定震災特例協同組織金融機関｣という。）が、優
先出資の引受け等による資本増強を求める場合に、優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関（信金中央金庫や全国信用協同組合連合会等）が、機構に対して当該引受け等を行った優先出資
等に係る信託受益権等の買取りを申し込むことにより、協同組織中央金融機関を通じて、特定震災特例協同組織金融機関に対して、資本増強を行うものです。平成23年度に、特定震災特例協同組織金
融機関として6先に対して、資本増強が行われています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買取り等

政    府
（附則11Ⅲ）

　　主務大臣（信託受益権等の買取り決定）
（附則11Ⅲ）

主務大臣
及び財務大臣

内閣総理大臣
及び財務大臣

 財務大臣  内閣総理大臣 主務大臣

認定等（信託受益権等の買取りから十年を経過する日まで）（附則15）

内閣総理大臣（及び財務大臣）

金融機関と連名） 報告 織中央金融機 経営が を可とする旨 認可 （附則19Ⅳ） （法38Ⅰ） 証契約の
（法26） （法36Ⅱ） 関と特別対象 改善した の認定の申請 （附則18Ⅳ） 内容報告

協同組織金融 旨の認定 （協同組織中央 （法39Ⅱ）
決定の通知 機関の連名） （附則16Ⅲ） 金融機関と特別 金銭贈与
（法28Ⅲ） （附則16Ⅰ） 対象協同組織金 の申込み 損害担保

信託受益権等の買取り 融機関の連名） の報告 金銭贈与に係る 契約締結
の報告（法37Ⅱ） （附則17Ⅰ） （附則18Ⅱ） 議決（附則18Ⅲ） に係る議決

（附則19Ⅲ）

借入・機構債発行

（法44Ⅰ、Ⅱ） その他の者
損害担保

優先出資の 金銭贈与 契約締結
信託受益権等の 買取り 業務委託 信託受 消却のために の決定 損害担保 損害担保 に係る決定 　処分承 処分承認 処分報告 貸付け又 利益収納
買取りに係る申込み 決定の通知 に関する 益権等 必要な金銭の （附則18Ⅲ） 契約に係る 契約に係る（附則19Ⅲ） 　認申請 （法36Ⅰ⑫) （法36Ⅰ⑬） は債務保 損失補塡
（法25Ⅰ） （法37Ⅰ） 協定の締結 の買取り 贈与の申込み 損失の補塡 損失の補塡 　（法36Ⅰ⑫） 証契約の （法40、41）

（法35Ⅰ） の報告 （協同組織中央 のための のための 締結
（法36Ⅰ⑦） 金融機関と認定 契約締結の 契約締結の （法39Ⅰ）

特別対象協同組 申込み 申込み

　 織金融機関又は （附則19Ⅰ） の報告

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）

金融機関等

日 本 銀 行

預　金　保　険　機　構
（金融機能強化勘定：法43）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

特定震災特例

経営強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

特定震災特例

経営強化指導

計画、信託契

約書の写し提

出（附則11Ⅱ）

運営委員会

特別経営

強化指導

計画（附則

16Ⅱ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

相手方金融機関 （附則19Ⅱ）
の連名）

（附則18Ⅰ）

　

　

優先出資 信託受 信託受益権 事業再構築に
等の信託 益権の 等の買取り 伴う資本整理 金銭贈与 損害担保
設定等 引受け （法37Ⅰ③） を可とする旨 に関する 契約に係る 処分（法36Ⅰ⑪）

の認定 契約の締結 損失の補塡
（附則17Ⅱ） （附則18Ⅴ） 契約の締結

（附則19Ⅴ）

優先出資引 特定震災特例 指導 優先出資の
受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の

協同組織中央金融機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協  定  銀  行

特定震災

信託銀行

特別経営

信
託
契
約

受け、劣後 経営強化計画 （法28Ⅱ） 引受け等 優先出資の
ローン貸付 提出の求め 経営指導 （法25Ⅰ） 経営が改善 消却のために
けの申込み （附則11Ⅰ） 契約 した旨の認定 事業再構築に伴う 必要な金銭の
（法25Ⅰ） （附則11Ⅴ） の申請 資本整理を可とする 贈与の申込み

（附則16Ⅰ） 旨の認定の申請 （附則18Ⅰ）
（附則17Ⅰ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注）
1.本スキーム図は、機構の業務の流れを中心に記述している。

2.主務大臣は、特定震災特例経営強化計画､特定震災特例経営強化指導計画の履行状況のフォローを行う。

3.括弧内は根拠規定であり、「法」は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を指す（アラビア数字は「条」、ローマ数字は「項」、マルで囲ん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定震災特例協同組織金融機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特別対象協同組織金融機関等：附則13、認定特別対象協同組織金融機関等：附則18Ⅰ）

特定震災

特例経営

強化計画

提出（附則

11Ⅰ）

相手方金融機関（附則18Ⅰ）

特別経営

強化計画

（附則

16Ⅰ）

資本整

理等実

施要綱

(附則

17Ⅰ）

　だ数字は「号」）。

4.本スキーム図の内閣総理大臣は、金融庁長官にその権限を委任している。

5.認定の申請があった場合、｢資産の額>負債の額＋優先出資の額｣に該当する場合には、経営が改善した旨を認定を申請し、該当しない場合は、事

　業再構築に伴う資本整理を可とする認定を申請する。

6.附則18条の規定による金銭贈与の実施は、一般勘定（保険金支払コストを超過する部分については早期健全化勘定)による。(附則21Ⅰ、Ⅱ)
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（５）振り込め詐欺救済法に基づいた平成 24年度中の主な公告の各回の実施状況 

①対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 

 金融 
機関数 

口座数
（件） 

対象預金等債権
の額（円） 

うち 千円未満の口座 

口座数（件） 
対象預金等債
権の額（円）

第 1回 (平成 24年 4月 2日) 106 1,269 161,720,786 626  284,965 

第 2回 (平成 24年 4月 16日) 118 1,258 98,659,524 646  285,856 

第 3回 (平成 24年 5月 1日) 122 1,328 122,447,788 703  331,230 

第 4回 (平成 24年 5月 16日) 115 1,230 117,247,448 678  296,037 

第 5回 (平成 24年 6月 1日) 139 1,275 182,532,824 639  290,858 

第 6回 (平成 24年 6月 18日) 128 1,259 96,756,638 676  310,668 

第 7回 (平成 24年 7月 2日) 132 1,426 111,684,962 824  372,831 

第 8回 (平成 24年 7月 17日) 121 1,243 108,147,991 668  319,246 

第 9回 (平成 24年 8月 1日) 141 1,397 119,967,316 743  344,162 

第 10回 (平成 24年 8月 16日) 120 1,143 69,504,475 640  301,128 

第 11回 (平成 24年 9月 3日) 145 1,461 97,740,318 838  382,400 

第 12回 (平成 24年 9月 18日) 125 1,188 116,896,257 621  291,054 

第 13回 (平成 24年 10月 1日) 105 1,090 118,647,531 595  269,158 

第 14回 (平成24年10月16日) 124 1,218 66,029,815 666  310,141 

第 15回 (平成 24年 11月 1日) 125 1,334 82,347,023 723  327,981 

第 16回 (平成24年11月16日) 130 1,251 75,211,395 724  339,985 

第 17回 (平成 24年 12月 3日) 136 1,283 100,885,888 714  326,275 

第 18回 (平成24年12月17日) 126 1,173 101,665,920 682  328,207 

第 19回 (平成 25年 1月 4日) 120 1,079 69,864,096 584  263,254 

第 20回 (平成 25年 1月 16日) 92 1,061 63,517,290 568  262,095 

第 21回 (平成 25年 2月 1日) 133 1,184 82,516,527 648  301,047 

第 22回 (平成 25年 2月 18日) 94 1,043 50,472,108 541  251,990 

第 23回 (平成 25年 3月 1日) 120 1,175 83,464,384 644  306,645 

第 24回 (平成 25年 3月 18日) 116 1,282 91,733,407 720  310,823 

合  計 （延べ）2,933 29,650 2,389,661,711 16,111  7,408,036 

（参考）23年度合計 （延べ）2,533 31,801 3,034,740,428 17,262  7,879,467 

 

②消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 

 金融機関数 口座数（件） 消滅預金等債権の額（円）

第 1回 (平成 24年 4月 2日) 82 648 152,384,498 

第 2回 (平成 24年 4月 16日) 62 458 62,924,147 

第 3回 (平成 24年 5月 1日) 71 585 104,704,643 

第 4回 (平成 24年 5月 16日) 74 536 94,434,626 

第 5回 (平成 24年 6月 1日) 82 560 79,034,887 

第 6回 (平成 24年 6月 18日) 95 739 127,037,051 

第 7回 (平成 24年 7月 2日) 76 634 94,172,659 

第 8回 (平成 24年 7月 17日) 84 593 68,577,850 

第 9回 (平成 24年 8月 1日) 90 596 86,851,515 

第 10回 (平成 24年 8月 16日) 82 535 78,771,373 

第 11回 (平成 24年 9月 3日) 98 606 114,472,598 

第 12回 (平成 24年 9月 18日) 90 561 74,010,619 

第 13回 (平成 24年 10月 1日) 83 604 107,670,425 

第 14回 (平成 24年 10月 16日) 85 561 99,304,050 

第 15回 (平成 24年 11月 1日) 97 635 132,691,002 

第 16回 (平成 24年 11月 16日) 82 492 64,279,578 

第 17回 (平成 24年 12月 3日) 94 611 89,114,358 
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 金融機関数 口座数（件） 消滅預金等債権の額（円）

第 18回 (平成 24年 12月 17日) 85 538 105,042,943 

第 19回 (平成 25年 1月 4日) 75 473 56,688,844 

第 20回 (平成 25年 1月 16日) 89 542 59,125,748 

第 21回 (平成 25年 2月 1日) 88 563 67,223,579 

第 22回 (平成 25年 2月 18日) 90 508 61,111,152 

第 23回 (平成 25年 3月 1日) 85 550 80,766,834 

第 24回 (平成 25年 3月 18日) 79 498 93,624,476 

合  計 （延べ）2,018 13,626 2,154,019,455 

（参考）23年度合計 （延べ）1,732 16,243 2,086,974,881 

 

③被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告 

 
金融機関数 

消滅預金等債権
の額（円） 

支払該当者決定を受け
た者に対する支払額の
総額（円） 

法第十九条の規定によ
る預金保険機構への納
付予定額（円） 

(平成 24年 4月 2日) 54  100,712,150 76,281,677  24,430,473 

(平成24年 4月 16日) 59  92,689,815 63,360,631  29,329,184 

(平成 24年 5月 1日) 55  71,227,088 54,283,252  16,943,836 

(平成24年 5月 16日) 45  24,679,555 9,530,341  15,149,214 

(平成 24年 6月 1日) 57  60,683,700 44,382,616  16,301,084 

(平成24年 6月 18日) 61  119,346,292 94,015,104  25,331,188 

(平成 24年 7月 2日) 48  112,111,878 86,654,433  25,457,445 

(平成24年 7月 17日) 58  32,703,595 27,638,237  5,065,358 

(平成 24年 8月 1日) 69  66,607,428 47,788,129  18,819,299 

(平成24年 8月 16日) 53  155,912,247 124,818,795  31,093,452 

(平成 24年 9月 3日) 65  135,269,191 106,086,937  29,182,254 

(平成24年 9月 18日) 61  46,087,976 38,855,781  7,232,195 

(平成24年 10月 1日) 56  49,994,436 37,254,936  12,739,500 

(平成24年10月16日) 57  513,529,703 395,920,390  117,609,313 

(平成24年 11月 1日) 77  116,432,053 91,258,230  25,173,823 

(平成24年11月16日) 71  63,424,718 54,157,132  9,267,586 

(平成24年 12月 3日) 72  156,904,395 127,199,425  29,704,970 

(平成24年12月17日) 71  68,968,121 59,290,794  9,677,327 

(平成 25年 1月 4日) 68  44,091,214 38,751,207  5,340,007 

(平成25年 1月 16日) 61  86,769,298 67,968,706  18,800,592 

(平成 25年 2月 1日) 93  362,412,629 309,052,038  53,360,591 

(平成25年 2月 18日) 70  35,798,959 29,338,220  6,460,739 

(平成 25年 3月 1日) 61  172,144,866 125,340,317  46,804,549 

(平成25年 3月 18日) 71  80,438,667 59,115,483  21,323,184 

合  計 （延べ）  1,513 2,768,939,974 2,168,342,811  600,597,163 

（参考）23年度合計 （延べ）   1,045 1,494,110,405 1,111,140,660  382,969,745 
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（５）振り込め詐欺救済法に基づいた平成 24年度中の主な公告の各回の実施状況 

①対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告 

 金融 
機関数 

口座数
（件） 

対象預金等債権
の額（円） 

うち 千円未満の口座 

口座数（件） 
対象預金等債
権の額（円）

第 1回 (平成 24年 4月 2日) 106 1,269 161,720,786 626  284,965 

第 2回 (平成 24年 4月 16日) 118 1,258 98,659,524 646  285,856 

第 3回 (平成 24年 5月 1日) 122 1,328 122,447,788 703  331,230 

第 4回 (平成 24年 5月 16日) 115 1,230 117,247,448 678  296,037 

第 5回 (平成 24年 6月 1日) 139 1,275 182,532,824 639  290,858 

第 6回 (平成 24年 6月 18日) 128 1,259 96,756,638 676  310,668 

第 7回 (平成 24年 7月 2日) 132 1,426 111,684,962 824  372,831 

第 8回 (平成 24年 7月 17日) 121 1,243 108,147,991 668  319,246 

第 9回 (平成 24年 8月 1日) 141 1,397 119,967,316 743  344,162 

第 10回 (平成 24年 8月 16日) 120 1,143 69,504,475 640  301,128 

第 11回 (平成 24年 9月 3日) 145 1,461 97,740,318 838  382,400 

第 12回 (平成 24年 9月 18日) 125 1,188 116,896,257 621  291,054 

第 13回 (平成 24年 10月 1日) 105 1,090 118,647,531 595  269,158 

第 14回 (平成24年10月16日) 124 1,218 66,029,815 666  310,141 

第 15回 (平成 24年 11月 1日) 125 1,334 82,347,023 723  327,981 

第 16回 (平成24年11月16日) 130 1,251 75,211,395 724  339,985 

第 17回 (平成 24年 12月 3日) 136 1,283 100,885,888 714  326,275 

第 18回 (平成24年12月17日) 126 1,173 101,665,920 682  328,207 

第 19回 (平成 25年 1月 4日) 120 1,079 69,864,096 584  263,254 

第 20回 (平成 25年 1月 16日) 92 1,061 63,517,290 568  262,095 

第 21回 (平成 25年 2月 1日) 133 1,184 82,516,527 648  301,047 

第 22回 (平成 25年 2月 18日) 94 1,043 50,472,108 541  251,990 

第 23回 (平成 25年 3月 1日) 120 1,175 83,464,384 644  306,645 

第 24回 (平成 25年 3月 18日) 116 1,282 91,733,407 720  310,823 

合  計 （延べ）2,933 29,650 2,389,661,711 16,111  7,408,036 

（参考）23年度合計 （延べ）2,533 31,801 3,034,740,428 17,262  7,879,467 

 

②消滅預金等債権について被害回復分配金の支払手続が開始された旨等の公告 

 金融機関数 口座数（件） 消滅預金等債権の額（円）

第 1回 (平成 24年 4月 2日) 82 648 152,384,498 

第 2回 (平成 24年 4月 16日) 62 458 62,924,147 

第 3回 (平成 24年 5月 1日) 71 585 104,704,643 

第 4回 (平成 24年 5月 16日) 74 536 94,434,626 

第 5回 (平成 24年 6月 1日) 82 560 79,034,887 

第 6回 (平成 24年 6月 18日) 95 739 127,037,051 

第 7回 (平成 24年 7月 2日) 76 634 94,172,659 

第 8回 (平成 24年 7月 17日) 84 593 68,577,850 

第 9回 (平成 24年 8月 1日) 90 596 86,851,515 

第 10回 (平成 24年 8月 16日) 82 535 78,771,373 

第 11回 (平成 24年 9月 3日) 98 606 114,472,598 

第 12回 (平成 24年 9月 18日) 90 561 74,010,619 

第 13回 (平成 24年 10月 1日) 83 604 107,670,425 

第 14回 (平成 24年 10月 16日) 85 561 99,304,050 

第 15回 (平成 24年 11月 1日) 97 635 132,691,002 

第 16回 (平成 24年 11月 16日) 82 492 64,279,578 

第 17回 (平成 24年 12月 3日) 94 611 89,114,358 
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 金融機関数 口座数（件） 消滅預金等債権の額（円）

第 18回 (平成 24年 12月 17日) 85 538 105,042,943 

第 19回 (平成 25年 1月 4日) 75 473 56,688,844 

第 20回 (平成 25年 1月 16日) 89 542 59,125,748 

第 21回 (平成 25年 2月 1日) 88 563 67,223,579 

第 22回 (平成 25年 2月 18日) 90 508 61,111,152 

第 23回 (平成 25年 3月 1日) 85 550 80,766,834 

第 24回 (平成 25年 3月 18日) 79 498 93,624,476 

合  計 （延べ）2,018 13,626 2,154,019,455 

（参考）23年度合計 （延べ）1,732 16,243 2,086,974,881 

 

③被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告 

 
金融機関数 

消滅預金等債権
の額（円） 

支払該当者決定を受け
た者に対する支払額の
総額（円） 

法第十九条の規定によ
る預金保険機構への納
付予定額（円） 

(平成 24年 4月 2日) 54  100,712,150 76,281,677  24,430,473 

(平成24年 4月 16日) 59  92,689,815 63,360,631  29,329,184 

(平成 24年 5月 1日) 55  71,227,088 54,283,252  16,943,836 

(平成24年 5月 16日) 45  24,679,555 9,530,341  15,149,214 

(平成 24年 6月 1日) 57  60,683,700 44,382,616  16,301,084 

(平成24年 6月 18日) 61  119,346,292 94,015,104  25,331,188 

(平成 24年 7月 2日) 48  112,111,878 86,654,433  25,457,445 

(平成24年 7月 17日) 58  32,703,595 27,638,237  5,065,358 

(平成 24年 8月 1日) 69  66,607,428 47,788,129  18,819,299 

(平成24年 8月 16日) 53  155,912,247 124,818,795  31,093,452 

(平成 24年 9月 3日) 65  135,269,191 106,086,937  29,182,254 

(平成24年 9月 18日) 61  46,087,976 38,855,781  7,232,195 

(平成24年 10月 1日) 56  49,994,436 37,254,936  12,739,500 

(平成24年10月16日) 57  513,529,703 395,920,390  117,609,313 

(平成24年 11月 1日) 77  116,432,053 91,258,230  25,173,823 

(平成24年11月16日) 71  63,424,718 54,157,132  9,267,586 

(平成24年 12月 3日) 72  156,904,395 127,199,425  29,704,970 

(平成24年12月17日) 71  68,968,121 59,290,794  9,677,327 

(平成 25年 1月 4日) 68  44,091,214 38,751,207  5,340,007 

(平成25年 1月 16日) 61  86,769,298 67,968,706  18,800,592 

(平成 25年 2月 1日) 93  362,412,629 309,052,038  53,360,591 

(平成25年 2月 18日) 70  35,798,959 29,338,220  6,460,739 

(平成 25年 3月 1日) 61  172,144,866 125,340,317  46,804,549 

(平成25年 3月 18日) 71  80,438,667 59,115,483  21,323,184 

合  計 （延べ）  1,513 2,768,939,974 2,168,342,811  600,597,163 

（参考）23年度合計 （延べ）   1,045 1,494,110,405 1,111,140,660  382,969,745 
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（決算の概要）
　金融機関からの保険料収入 6,065億円等により、責任準備金繰入は 6,095億円となり、責任準備金は前年度の 4,205億円から 10,300億円へ増加。

・ ・

・
・

    

平 成 24 事 業 年 度  　決 算 の 概 要

　主な収益は、金融機関からの①保険料収入 6,065億円、②貸倒引当金戻入 2,326億円、③協定銀行（整理回収
機構）からの買取資産に係る回収益の納付金収入 302億円。

　主な資産である⑦協定銀行（整理回収機構）事業資産は、日本振興銀行の買取資産の処分等による貸付金
の減少に伴い 548億円減少し、2,255億円を計上。⑧被管理金融機関事業資産は、被管理金融機関貸付金
2,265億円全額に対し、貸倒引当金 △2,265億円を計上。　主な費用は、④責任準備金繰入 6,095億円、⑤被管理金融機関貸付金等に対しての貸倒引当金繰入 2,326億

円、⑥協定銀行（整理回収機構）から収納した納付金収入等の国庫納付金 234億円。 　主な負債である⑨責任準備金は 6,095億円増加し、10,300億円を計上。

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

１ 一 般 勘 定

①
⑨

⑥ ③ ⑦
④ ⑧
⑤ ②

（決算の概要）
　りそなHDからの配当金等により、平成24事業年度の当期利益金は 103億円となり、利益剰余金は前年度の 2,566億円から 2,669億円へ増加。

有 価 証 券 等 9,267 (1,133) 預 り 金 1,246 (0)
費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

資 金 援 助 事 業 費 28 (1,274) 保 険 料 収 入 6,065 (7,029)
資 金 援 助 事 業 資 産 9 (231) 責 任 準 備 金 10,300 (4,205)預金等債権買取事業費 13 (0) 預金等債権買取事業収入 13 (-)
協 定 銀 行 事 業 資 産 2,255 (2,803) そ の 他 の 負 債 8 (8)国 庫 納 付 金 234 (250) 協 定 銀 行 納 付 金 収 入 302 (268)
被管理金融機関事業資産 - (-) 負 債 合 計 11,554 (4,214)責 任 準 備 金 繰 入 6,095 (2,831) 金 銭 贈 与 返 納 金 35 (10)

被管理金融機関貸付金 2,265 (2,265) 資 本 金 4 (4)貸 倒 引 当 金 繰 入 2,326 (2,326) 貸 倒 引 当 金 戻 入 2,326 (2,687)
貸 倒 引 当 金 △ 2,265 (△2,265)そ の 他 の 費 用 52 (175) 事 業 外 収 益 5 (112)

そ の 他 の 資 産 26 (25) 純 資 産 合 計 4 (4)そ の 他 の 収 益 2 (3)
資 産 合 計 11,559 (4,218) 負債・純資産合計 11,559 (4,218)費 用 合 計 8,751 (10,112) 収 益 合 計 8,751 (10,112)

２ 危 機 対 応 勘 定

① ③
② ④

    

② ① ④
③

（決算の概要）
　資産買取事業費等が減少したことにより、平成24事業年度の当期利益金は 117億円となり、欠損金は前年度 2,737億円から 2,620億円へ減少。

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

　主な収益は、りそなＨＤ株式の配当金収入 108億円。 主な資産である りそなHD株式は、前年度と同額の 7,116億円。
　主な費用は、りそなＨＤ株式の取得のための資金調達に係る借入金利息等 5億円。 　主な負債である借入金は、前年度から 105億円減少の 4,447億円。

有 価 証 券 等 1 (2) 借 入 金 4,447 (4,552)事 業 外 費 用 5 (14) り そ な HD 株 式 配 当 金 108 (113)
り そ な Ｈ Ｄ 株 式 7,116 (7,116) そ の 他 の 負 債 1 (1)そ の 他 の 費 用 0 (0) そ の 他 の 収 益 0 (2)
そ の 他 の 資 産 0 (0) 負 債 合 計 4,448 (4,553)費 用 合 計 5 (14) 収 益 合 計 108 (115)

利 益 剰 余 金 2,669 (2,566)
純 資 産 合 計

当 期 利 益 金 103 (101)
2,669 (2,566)

資 産 合 計 7,118 (7,119) 負債・純資産合計 7,118 (7,119)

3 金 融 再 生 勘 定

・ ・

・ ・

    

① ⑤
② ④

③

　主な収益は、特別公的管理銀行からの買取った株式の配当金収入等の①資産買取事業収入 168億円、
整理回収機構からの５３条買取資産に係る処分益②納付金収入 35億円。

　主な資産である④特別公的管理銀行からの買取資産（信託株式及び瑕疵担保債権）は、処分等に伴い
36億円減少し、1兆5,755億円。

　主な費用は、特別公的管理銀行から買取りした信託株式及び瑕疵担保債権の取得等のための資金調達に
係る③機構債利息等 77億円。

　主な負債である⑤借入金及び機構債は、156億円減少し、1兆8,454億円。

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

有 価 証 券 等 32 (34) 借 入 金 ・ 機 構 債 18,454 (18,610)
費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

資 産 買 取 事 業 費 44 (74) 資 産 買 取 事 業 収 入 168 (185)
資 産 買 取 事 業 資 産 15,755 (15,791) そ の 他 の 負 債 3 (6)貸 倒 引 当 金 繰 入 218 (257) 特定協定銀行納付金収入 35 (59)
特 定 協 定 銀 行 貸 付 金 41 (47) 負 債 合 計 18,457 (18,616)事 業 外 費 用 77 (97) 貸 倒 引 当 金 戻 入 257 (327)
そ の 他 の 資 産 7 (5) 欠 損 金 △ 2,620 (△2,737)そ の 他 の 費 用 3 (4) そ の 他 の 収 益 0 (0)

純 資 産 合 計 △ 2,620 (△2,737)費 用 合 計 344 (432) 収 益 合 計 461 (573)
負債・純資産合計 15,837 (15,878)当 期 利 益 金 117 (140) 資 産 合 計 15,837 (15,878)

（６）平成２４事業年度　決算の概要
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（決算の概要）
　金融機関からの保険料収入 6,065億円等により、責任準備金繰入は 6,095億円となり、責任準備金は前年度の 4,205億円から 10,300億円へ増加。

・ ・

・
・

    

平 成 24 事 業 年 度  　決 算 の 概 要

　主な収益は、金融機関からの①保険料収入 6,065億円、②貸倒引当金戻入 2,326億円、③協定銀行（整理回収
機構）からの買取資産に係る回収益の納付金収入 302億円。

　主な資産である⑦協定銀行（整理回収機構）事業資産は、日本振興銀行の買取資産の処分等による貸付金
の減少に伴い 548億円減少し、2,255億円を計上。⑧被管理金融機関事業資産は、被管理金融機関貸付金
2,265億円全額に対し、貸倒引当金 △2,265億円を計上。　主な費用は、④責任準備金繰入 6,095億円、⑤被管理金融機関貸付金等に対しての貸倒引当金繰入 2,326億

円、⑥協定銀行（整理回収機構）から収納した納付金収入等の国庫納付金 234億円。 　主な負債である⑨責任準備金は 6,095億円増加し、10,300億円を計上。

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

１ 一 般 勘 定

①
⑨

⑥ ③ ⑦
④ ⑧
⑤ ②

（決算の概要）
　りそなHDからの配当金等により、平成24事業年度の当期利益金は 103億円となり、利益剰余金は前年度の 2,566億円から 2,669億円へ増加。

有 価 証 券 等 9,267 (1,133) 預 り 金 1,246 (0)
費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

資 金 援 助 事 業 費 28 (1,274) 保 険 料 収 入 6,065 (7,029)
資 金 援 助 事 業 資 産 9 (231) 責 任 準 備 金 10,300 (4,205)預金等債権買取事業費 13 (0) 預金等債権買取事業収入 13 (-)
協 定 銀 行 事 業 資 産 2,255 (2,803) そ の 他 の 負 債 8 (8)国 庫 納 付 金 234 (250) 協 定 銀 行 納 付 金 収 入 302 (268)
被管理金融機関事業資産 - (-) 負 債 合 計 11,554 (4,214)責 任 準 備 金 繰 入 6,095 (2,831) 金 銭 贈 与 返 納 金 35 (10)

被管理金融機関貸付金 2,265 (2,265) 資 本 金 4 (4)貸 倒 引 当 金 繰 入 2,326 (2,326) 貸 倒 引 当 金 戻 入 2,326 (2,687)
貸 倒 引 当 金 △ 2,265 (△2,265)そ の 他 の 費 用 52 (175) 事 業 外 収 益 5 (112)

そ の 他 の 資 産 26 (25) 純 資 産 合 計 4 (4)そ の 他 の 収 益 2 (3)
資 産 合 計 11,559 (4,218) 負債・純資産合計 11,559 (4,218)費 用 合 計 8,751 (10,112) 収 益 合 計 8,751 (10,112)

２ 危 機 対 応 勘 定

① ③
② ④

    

② ① ④
③

（決算の概要）
　資産買取事業費等が減少したことにより、平成24事業年度の当期利益金は 117億円となり、欠損金は前年度 2,737億円から 2,620億円へ減少。

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

　主な収益は、りそなＨＤ株式の配当金収入 108億円。 主な資産である りそなHD株式は、前年度と同額の 7,116億円。
　主な費用は、りそなＨＤ株式の取得のための資金調達に係る借入金利息等 5億円。 　主な負債である借入金は、前年度から 105億円減少の 4,447億円。

有 価 証 券 等 1 (2) 借 入 金 4,447 (4,552)事 業 外 費 用 5 (14) り そ な HD 株 式 配 当 金 108 (113)
り そ な Ｈ Ｄ 株 式 7,116 (7,116) そ の 他 の 負 債 1 (1)そ の 他 の 費 用 0 (0) そ の 他 の 収 益 0 (2)
そ の 他 の 資 産 0 (0) 負 債 合 計 4,448 (4,553)費 用 合 計 5 (14) 収 益 合 計 108 (115)

利 益 剰 余 金 2,669 (2,566)
純 資 産 合 計

当 期 利 益 金 103 (101)
2,669 (2,566)

資 産 合 計 7,118 (7,119) 負債・純資産合計 7,118 (7,119)

3 金 融 再 生 勘 定

・ ・

・ ・

    

① ⑤
② ④

③

　主な収益は、特別公的管理銀行からの買取った株式の配当金収入等の①資産買取事業収入 168億円、
整理回収機構からの５３条買取資産に係る処分益②納付金収入 35億円。

　主な資産である④特別公的管理銀行からの買取資産（信託株式及び瑕疵担保債権）は、処分等に伴い
36億円減少し、1兆5,755億円。

　主な費用は、特別公的管理銀行から買取りした信託株式及び瑕疵担保債権の取得等のための資金調達に
係る③機構債利息等 77億円。

　主な負債である⑤借入金及び機構債は、156億円減少し、1兆8,454億円。

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

有 価 証 券 等 32 (34) 借 入 金 ・ 機 構 債 18,454 (18,610)
費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

資 産 買 取 事 業 費 44 (74) 資 産 買 取 事 業 収 入 168 (185)
資 産 買 取 事 業 資 産 15,755 (15,791) そ の 他 の 負 債 3 (6)貸 倒 引 当 金 繰 入 218 (257) 特定協定銀行納付金収入 35 (59)
特 定 協 定 銀 行 貸 付 金 41 (47) 負 債 合 計 18,457 (18,616)事 業 外 費 用 77 (97) 貸 倒 引 当 金 戻 入 257 (327)
そ の 他 の 資 産 7 (5) 欠 損 金 △ 2,620 (△2,737)そ の 他 の 費 用 3 (4) そ の 他 の 収 益 0 (0)

純 資 産 合 計 △ 2,620 (△2,737)費 用 合 計 344 (432) 収 益 合 計 461 (573)
負債・純資産合計 15,837 (15,878)当 期 利 益 金 117 (140) 資 産 合 計 15,837 (15,878)
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（決算の概要）
　協定銀行（整理回収機構）への損失補填金を計上したことにより、平成24事業年度の当期損失金は 593億円と なり、利益剰余金は前年度 1兆5,606億円から 1兆5,012億円へ減少。

① ③

②

　主な収益は、協定銀行（整理回収機構）への貸付金の利息 5億円、及び有価証券利息等 14億円。 　主な資産である協定銀行（整理回収機構）貸付金は、三井住友THD等の公的資金返済により、協定銀行（整
理回収機構）から貸付金の返済を受けたことから、前年度と比較して 2,231億円減少し、3,723億円。

　主な費用は、協定銀行（整理回収機構）における株式の減損処理等に伴い発生した欠損に対する損失補填
金 610億円。
※協定銀行（整理回収機構）の24年度決算において、減損処理を行った株式の売却による処分益が生じてお
り、当機構では25年度において協定銀行納付金収入 867億円を見込んでいる。

4 金 融 機 能 早 期 健 全 化 勘 定

    

② ②
① ③
①

（決算の概要）
　協定銀行（整理回収機構）納付金収入の計上等により、平成24事業年度の当期利益金は 41億円となり、利益 剰余金は前年度の 49億円から 90億円へ増加。

① ③
②

④ 主な負債である借入金及び機構債は 前年度から 256億円増加の 5 472億円

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産
有 価 証 券 等 11,284 (9,644) そ の 他 の 負 債 0 (0)協 定 銀 行 損 失 補 填 金 610 - 協 定 銀 行 納 付 金 収 入 - (60)
協 定 銀 行 貸 付 金 3,723 (5,954) 負 債 合 計 0 (0)事 業 外 費 用 2 (45) 協定銀行貸付金利息収入 5 (21)
そ の 他 の 資 産 4 (7) 利 益 剰 余 金 15,012 (15,606)そ の 他 の 費 用 0 (0) 事 業 外 収 益 14 (56)

純 資 産 合 計 15,012 (15,606)費 用 合 計 614 (46) 収 益 合 計 20 (138)
資 産 合 計 15,012 (15,606) 負債・純資産合計 15,012 (15,606)当 期 利 益 金 - (92) 当 期 損 失 金 593 -

　主な収益は、協定銀行（整理回収機構）からの資本増強資産の配当金等納付金収入 42億円。 　主な資産である協定銀行（整理回収機構）貸付金は、3件の新たな資本増強と2件の公的資金返済により、前
年度から 296億円増加の 5,558億円。　主な費用は、協定銀行（整理回収機構）への貸付金のための資金調達に係る機構債利息等 7億円。

5 金 融 機 能 強 化 勘 定

④ 主な負債である借入金及び機構債は、前年度から 256億円増加の 5,472億円。

    

② ① ③ ④

（決算の概要）
　犯罪被害者等支援のための支出により、平成24事業年度は当期損失金 4,698百万円を計上したことから、利益 剰余金 4,631百万円から欠損金 66百万円に転じた。

① ③ 主な資産である現金・預金のうち 被害回復分配金残余納付金残高は 1億円

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

協 定 銀 行 貸 付 金 5,558 (5,262) 借 入 金 ・ 機 構 債 5,472 (5,216)
費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

事 業 外 費 用 7 (5) 協 定 銀 行 納 付 金 収 入 42 (39)
そ の 他 の 資 産 6 (4) そ の 他 の 負 債 2 (1)そ の 他 の 費 用 0 (0) 協定銀行貸付金利息収入 6 (6)

負 債 合 計 5,474 (5,217)そ の 他 の 収 益 0 (0)
利 益 剰 余 金 90 (49)費 用 合 計 7 (6) 収 益 合 計 48 (46)

純 資 産 合 計 90 (49)当 期 利 益 金 41 (39)

主な収益は 手数料収入 160百万円 被害回復分配金の残余金に係る金融機関からの納付金収入 521百

資 産 合 計 5,564 (5,266) 負債・純資産合計 5,564 (5,266)

6 被 害 回 復 分 配 金 支 払 勘 定

① ③ 主な資産である現金 預金のうち、被害回復分配金残余納付金残高は、1億円。

②
    

② ① ③

①

　主な収益は、手数料収入 160百万円、被害回復分配金の残余金に係る金融機関からの納付金収入 521百
万円。
　主な費用は、犯罪被害者等支援のための支出 5,253百万円。

損　益　計　算　書 （単位：百万円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：百万円、（　）23年度）

現 金 ・ 預 金 167 (4,895) 借 入 金 190 (210)

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

被 害 回 復 分 配 金
支 払 業 務 費

5,253 (2) 手 数 料 収 入 160 (159)

そ の 他 の 資 産 0 (0) そ の 他 の 負 債 44 (53)一 般 管 理 費 128 (199) 被害回復分配金残余納付金 521 (427)
負 債 合 計 234 (263)そ の 他 の 費 用 0 (2) そ の 他 の 収 益 1 (0)

欠 損 金 / 利 益 剰 余 金 △ 66 (4,631)費 用 合 計 5,382 (203) 収 益 合 計 683 (587)
純 資 産 合 計 △ 66 (4,631)当 期 利 益 金 - (384) 当 期 損 失 金 4,698 -

資 産 合 計 167 (4,895) 負債・純資産合計 167 (4,895)
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（決算の概要）
　協定銀行（整理回収機構）への損失補填金を計上したことにより、平成24事業年度の当期損失金は 593億円と なり、利益剰余金は前年度 1兆5,606億円から 1兆5,012億円へ減少。

① ③

②

　主な収益は、協定銀行（整理回収機構）への貸付金の利息 5億円、及び有価証券利息等 14億円。 　主な資産である協定銀行（整理回収機構）貸付金は、三井住友THD等の公的資金返済により、協定銀行（整
理回収機構）から貸付金の返済を受けたことから、前年度と比較して 2,231億円減少し、3,723億円。

　主な費用は、協定銀行（整理回収機構）における株式の減損処理等に伴い発生した欠損に対する損失補填
金 610億円。
※協定銀行（整理回収機構）の24年度決算において、減損処理を行った株式の売却による処分益が生じてお
り、当機構では25年度において協定銀行納付金収入 867億円を見込んでいる。

4 金 融 機 能 早 期 健 全 化 勘 定
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①

（決算の概要）
　協定銀行（整理回収機構）納付金収入の計上等により、平成24事業年度の当期利益金は 41億円となり、利益 剰余金は前年度の 49億円から 90億円へ増加。

① ③
②

④ 主な負債である借入金及び機構債は 前年度から 256億円増加の 5 472億円

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産
有 価 証 券 等 11,284 (9,644) そ の 他 の 負 債 0 (0)協 定 銀 行 損 失 補 填 金 610 - 協 定 銀 行 納 付 金 収 入 - (60)
協 定 銀 行 貸 付 金 3,723 (5,954) 負 債 合 計 0 (0)事 業 外 費 用 2 (45) 協定銀行貸付金利息収入 5 (21)
そ の 他 の 資 産 4 (7) 利 益 剰 余 金 15,012 (15,606)そ の 他 の 費 用 0 (0) 事 業 外 収 益 14 (56)

純 資 産 合 計 15,012 (15,606)費 用 合 計 614 (46) 収 益 合 計 20 (138)
資 産 合 計 15,012 (15,606) 負債・純資産合計 15,012 (15,606)当 期 利 益 金 - (92) 当 期 損 失 金 593 -

　主な収益は、協定銀行（整理回収機構）からの資本増強資産の配当金等納付金収入 42億円。 　主な資産である協定銀行（整理回収機構）貸付金は、3件の新たな資本増強と2件の公的資金返済により、前
年度から 296億円増加の 5,558億円。　主な費用は、協定銀行（整理回収機構）への貸付金のための資金調達に係る機構債利息等 7億円。

5 金 融 機 能 強 化 勘 定

④ 主な負債である借入金及び機構債は、前年度から 256億円増加の 5,472億円。

    

② ① ③ ④

（決算の概要）
　犯罪被害者等支援のための支出により、平成24事業年度は当期損失金 4,698百万円を計上したことから、利益 剰余金 4,631百万円から欠損金 66百万円に転じた。

① ③ 主な資産である現金・預金のうち 被害回復分配金残余納付金残高は 1億円

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）

協 定 銀 行 貸 付 金 5,558 (5,262) 借 入 金 ・ 機 構 債 5,472 (5,216)
費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

事 業 外 費 用 7 (5) 協 定 銀 行 納 付 金 収 入 42 (39)
そ の 他 の 資 産 6 (4) そ の 他 の 負 債 2 (1)そ の 他 の 費 用 0 (0) 協定銀行貸付金利息収入 6 (6)

負 債 合 計 5,474 (5,217)そ の 他 の 収 益 0 (0)
利 益 剰 余 金 90 (49)費 用 合 計 7 (6) 収 益 合 計 48 (46)

純 資 産 合 計 90 (49)当 期 利 益 金 41 (39)

主な収益は 手数料収入 160百万円 被害回復分配金の残余金に係る金融機関からの納付金収入 521百

資 産 合 計 5,564 (5,266) 負債・純資産合計 5,564 (5,266)

6 被 害 回 復 分 配 金 支 払 勘 定

① ③ 主な資産である現金 預金のうち、被害回復分配金残余納付金残高は、1億円。

②
    

② ① ③

①

　主な収益は、手数料収入 160百万円、被害回復分配金の残余金に係る金融機関からの納付金収入 521百
万円。
　主な費用は、犯罪被害者等支援のための支出 5,253百万円。

損　益　計　算　書 （単位：百万円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：百万円、（　）23年度）

現 金 ・ 預 金 167 (4,895) 借 入 金 190 (210)

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

被 害 回 復 分 配 金
支 払 業 務 費

5,253 (2) 手 数 料 収 入 160 (159)

そ の 他 の 資 産 0 (0) そ の 他 の 負 債 44 (53)一 般 管 理 費 128 (199) 被害回復分配金残余納付金 521 (427)
負 債 合 計 234 (263)そ の 他 の 費 用 0 (2) そ の 他 の 収 益 1 (0)

欠 損 金 / 利 益 剰 余 金 △ 66 (4,631)費 用 合 計 5,382 (203) 収 益 合 計 683 (587)
純 資 産 合 計 △ 66 (4,631)当 期 利 益 金 - (384) 当 期 損 失 金 4,698 -

資 産 合 計 167 (4,895) 負債・純資産合計 167 (4,895)

（決算の概要）
　協定銀行（整理回収機構）への損失補填金を計上したことにより、平成24事業年度の当期損失金は 593億円と なり、利益剰余金は前年度 1兆5,606億円から 1兆5,012億円へ減少。

① ③
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　主な収益は、協定銀行（整理回収機構）への貸付金の利息 5億円、及び有価証券利息等 14億円。 　主な資産である協定銀行（整理回収機構）貸付金は、三井住友THD等の公的資金返済により、協定銀行（整
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そ の 他 の 資 産 0 (0) そ の 他 の 負 債 44 (53)一 般 管 理 費 128 (199) 被害回復分配金残余納付金 521 (427)
負 債 合 計 234 (263)そ の 他 の 費 用 0 (2) そ の 他 の 収 益 1 (0)

欠 損 金 / 利 益 剰 余 金 △ 66 (4,631)費 用 合 計 5,382 (203) 収 益 合 計 683 (587)
純 資 産 合 計 △ 66 (4,631)当 期 利 益 金 - (384) 当 期 損 失 金 4,698 -

資 産 合 計 167 (4,895) 負債・純資産合計 167 (4,895)
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（決算の概要）
　地域経済活性化支援機構出資金を管理していることから、一般管理費が当期損失金となり、欠損金は 10百万円から 15百万円に増加。

① ②

③
    

① ③

②

　主な費用は、同機構の出資金管理に必要な一般管理費 4百万円。 　主な資産である地域経済活性化支援機構への出資は、法改正に伴う追加出資により、前年度から 2,955百
万円増加の 22,584百万円。
　主な負債である金融機関等拠出金は、9,659百万円。

損　益　計　算　書 （単位：百万円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：百万円、（　）23年度）

現 金 ・ 預 金 10 (19) 金 融 機 関 等 拠 出 金 9,659 (9,659)

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

一 般 管 理 費 4.0 (4.1) 事 業 外 収 益 0.0 (0.0)

そ の 他 の 負 債 0 (0)費 用 合 計 4.0 (4.1) 収 益 合 計 0.0 (0.0)

当 期 損 失 金 4.0 (4.1)

有 価 証 券 等 49 -

そ の 他 の 資 産 0 (0) 資 本 金 13,000 (10,000)

地 域 経 済 活 性 化
支 援 機 構 株 式

22,584 (19,629) 負 債 合 計 9,660 (9,660)

欠 損 金 ( )

7 地 域 経 済 活 性 化 支 援 勘 定

（決算の概要）
　東日本大震災事業者再生支援機構出資金を管理していることから、一般管理費が当期損失金となり、欠損金 9万円から 50万円に増加。

① ②

    

純 資 産 合 計 12,984 (9,989)
欠 損 金 △ 15 (△10)

　主な費用は、同機構の出資金管理に必要な一般管理費 0.4百万円。 　主な資産である東日本大震災事業者再生支援機構への出資は、186億円。

損　益　計　算　書 （単位：百万円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：百万円、（　）23年度）

資 産 合 計 22,645 (19,649) 負債・純資産合計 22,645 (19,649)

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産
東日本大震災事業者再生
支援機構設立費 ( )

東日本大震災事業者再生
支援機構設立負担金 ( ) 有 価 証 券 等 負 債 合 計 ( )

現 金 ・ 預 金 1 (11) 未 払 金 0 (0)

8 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 勘 定

① ① ②

（決算の概要）
　債権処理会社（RCC）の残余財産の受入れ、日本銀行拠出金の返還、金融安定化拠出基金の分配により、 前年度末の剰余金 0.8億円から 68億円増加し、住専勘定の24年度末剰余金は 69億円。

・ ・

・ 　主な費用は、基金の運用収入、及び関係会社株式回収益の2分の1の額を基金に繰入れるための ・
③金融安定化拠出基金繰入 70億円。

    

支援機構設立費 - (140.9) 支援機構設立負担金 - (140.9) 有 価 証 券 等 10 - 負 債 合 計 0 (0)
資 本 金 18,680 (18,680)
欠 損 金 △ 0 (△0)

一 般 管 理 費 0.4 (0.0) 事 業 外 収 益 0.0 (0.0)
そ の 他 の 費 用 0.0 - 収 益 合 計 0.0 (141.0)

東日本大震災事業者再生
支援機構株式

18,668 (18,668)

そ の 他 の 資 産 0 (0) 純 資 産 合 計 18,679 (18,679)費 用 合 計 0.4 (141.0) 当 期 損 失 金 0.4 (0.0)
資 産 合 計 18,679 (18,679) 負債・純資産合計 18,679 (18,679)

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）
費 用 収 益 資 産 負 債 純 資 産

　主な収益は、①金融安定化拠出基金の運用収入 1億円、②関係会社株式の回収益（売却益） 137億円。 　資産は、④現金・預金  119億円のみ。

　純資産は、⑤資本金  50億円及び⑥剰余金  69億円。
⑤、⑥を合わせた 119億円が住専勘定の残余財産として国庫納付される。

9 特 定 住 宅 金 融 専 門 会 社 債 権 債 務 処 理 勘 定

③ ① ④

② ⑤
⑥

一般管理費（勘定合計）
借入金及び機構債残高（勘定合計）

【参 考】 （単位：百万円）
（単位：億円） 区　　　　分 24年度 23年度 差　引

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

3,231 △ 175 
借 入 金 9,074 9,080 △ 6 物 件 費 2,899 3,808 △ 909 

区　　　　分 24年度末 23年度末 差　引 人 件 費 3,056 

1,256 1,953 △ 697 

計 28,374 28,380 △ 6 計 5,956 7,039 
預 金 保 険 機 構 債 19,300 19,300 0 うち システム関係費

△ 1,083 

現 金 ・ 預 金 119 (0.6) 日 銀 拠 出 金 - (1,000)安 定 化 拠 出 基 金 繰 入 70 (3,175) 資 産 運 用 収 入 1 (10)
安 定 化 拠 出 基 金 資 産 - (8,001) 安 定 化 拠 出 基 金 - (9,001)業 務 推 進 助 成 金 - (382) 一 般 勘 定 よ り 受 入 - (3,164)
関 係 会 社 （ Ｒ Ｃ Ｃ ） 株 式 - (2,000) 負 債 合 計 - (10,001)そ の 他 の 費 用 0 (2) 安 定 化 拠 出 基 金 戻 入 - (4,254)

資 本 金 50 (50)
助 成 金 取 消 益 - (694)
関 係 会 社 株 式 回 収 益 137 (-) そ の 他 の 資 産 - (50)

利 益 剰 余 金 69 (0.8)
(50)

費 用 合 計 70 (3,559) 収 益 合 計 139 (8,126) 資 産 合 計 119 (10,052)
(3) 純 資 産 合 計 119

負債・純資産合計 119 (10,052)
当 期 利 益 金 68 (4,566)

そ の 他 の 収 益 0
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（決算の概要）
　地域経済活性化支援機構出資金を管理していることから、一般管理費が当期損失金となり、欠損金は 10百万円から 15百万円に増加。

① ②

③
    

① ③

②

　主な費用は、同機構の出資金管理に必要な一般管理費 4百万円。 　主な資産である地域経済活性化支援機構への出資は、法改正に伴う追加出資により、前年度から 2,955百
万円増加の 22,584百万円。
　主な負債である金融機関等拠出金は、9,659百万円。

損　益　計　算　書 （単位：百万円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：百万円、（　）23年度）

現 金 ・ 預 金 10 (19) 金 融 機 関 等 拠 出 金 9,659 (9,659)

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

一 般 管 理 費 4.0 (4.1) 事 業 外 収 益 0.0 (0.0)

そ の 他 の 負 債 0 (0)費 用 合 計 4.0 (4.1) 収 益 合 計 0.0 (0.0)

当 期 損 失 金 4.0 (4.1)

有 価 証 券 等 49 -

そ の 他 の 資 産 0 (0) 資 本 金 13,000 (10,000)

地 域 経 済 活 性 化
支 援 機 構 株 式

22,584 (19,629) 負 債 合 計 9,660 (9,660)

欠 損 金 ( )

7 地 域 経 済 活 性 化 支 援 勘 定

（決算の概要）
　東日本大震災事業者再生支援機構出資金を管理していることから、一般管理費が当期損失金となり、欠損金 9万円から 50万円に増加。

① ②

    

純 資 産 合 計 12,984 (9,989)
欠 損 金 △ 15 (△10)

　主な費用は、同機構の出資金管理に必要な一般管理費 0.4百万円。 　主な資産である東日本大震災事業者再生支援機構への出資は、186億円。

損　益　計　算　書 （単位：百万円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：百万円、（　）23年度）

資 産 合 計 22,645 (19,649) 負債・純資産合計 22,645 (19,649)

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産
東日本大震災事業者再生
支援機構設立費 ( )

東日本大震災事業者再生
支援機構設立負担金 ( ) 有 価 証 券 等 負 債 合 計 ( )

現 金 ・ 預 金 1 (11) 未 払 金 0 (0)

8 東 日 本 大 震 災 事 業 者 再 生 支 援 勘 定

① ① ②

（決算の概要）
　債権処理会社（RCC）の残余財産の受入れ、日本銀行拠出金の返還、金融安定化拠出基金の分配により、 前年度末の剰余金 0.8億円から 68億円増加し、住専勘定の24年度末剰余金は 69億円。

・ ・

・ 　主な費用は、基金の運用収入、及び関係会社株式回収益の2分の1の額を基金に繰入れるための ・
③金融安定化拠出基金繰入 70億円。

    

支援機構設立費 - (140.9) 支援機構設立負担金 - (140.9) 有 価 証 券 等 10 - 負 債 合 計 0 (0)
資 本 金 18,680 (18,680)
欠 損 金 △ 0 (△0)

一 般 管 理 費 0.4 (0.0) 事 業 外 収 益 0.0 (0.0)
そ の 他 の 費 用 0.0 - 収 益 合 計 0.0 (141.0)

東日本大震災事業者再生
支援機構株式

18,668 (18,668)

そ の 他 の 資 産 0 (0) 純 資 産 合 計 18,679 (18,679)費 用 合 計 0.4 (141.0) 当 期 損 失 金 0.4 (0.0)
資 産 合 計 18,679 (18,679) 負債・純資産合計 18,679 (18,679)

損　益　計　算　書 （単位：億円、（　）23年度） 貸　借　対　照　表 （単位：億円、（　）23年度）
費 用 収 益 資 産 負 債 純 資 産

　主な収益は、①金融安定化拠出基金の運用収入 1億円、②関係会社株式の回収益（売却益） 137億円。 　資産は、④現金・預金  119億円のみ。

　純資産は、⑤資本金  50億円及び⑥剰余金  69億円。
⑤、⑥を合わせた 119億円が住専勘定の残余財産として国庫納付される。

9 特 定 住 宅 金 融 専 門 会 社 債 権 債 務 処 理 勘 定

③ ① ④

② ⑤
⑥

一般管理費（勘定合計）
借入金及び機構債残高（勘定合計）

【参 考】 （単位：百万円）
（単位：億円） 区　　　　分 24年度 23年度 差　引

費　　　　    用 収　　　　    益 資　　　　　　産 負 債 及 び 純 資 産

3,231 △ 175 
借 入 金 9,074 9,080 △ 6 物 件 費 2,899 3,808 △ 909 

区　　　　分 24年度末 23年度末 差　引 人 件 費 3,056 

1,256 1,953 △ 697 

計 28,374 28,380 △ 6 計 5,956 7,039 
預 金 保 険 機 構 債 19,300 19,300 0 うち システム関係費

△ 1,083 

現 金 ・ 預 金 119 (0.6) 日 銀 拠 出 金 - (1,000)安 定 化 拠 出 基 金 繰 入 70 (3,175) 資 産 運 用 収 入 1 (10)
安 定 化 拠 出 基 金 資 産 - (8,001) 安 定 化 拠 出 基 金 - (9,001)業 務 推 進 助 成 金 - (382) 一 般 勘 定 よ り 受 入 - (3,164)
関 係 会 社 （ Ｒ Ｃ Ｃ ） 株 式 - (2,000) 負 債 合 計 - (10,001)そ の 他 の 費 用 0 (2) 安 定 化 拠 出 基 金 戻 入 - (4,254)

資 本 金 50 (50)
助 成 金 取 消 益 - (694)
関 係 会 社 株 式 回 収 益 137 (-) そ の 他 の 資 産 - (50)

利 益 剰 余 金 69 (0.8)
(50)

費 用 合 計 70 (3,559) 収 益 合 計 139 (8,126) 資 産 合 計 119 (10,052)
(3) 純 資 産 合 計 119

負債・純資産合計 119 (10,052)
当 期 利 益 金 68 (4,566)

そ の 他 の 収 益 0
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（７）貸借対照表及び損益計算書 

 

 
  

①一般勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 926,875 113,390 (流 動 負 債) 125,140 635 
   現金・預金 125,289 638    未払金 456 612 
   短期貸付金 50,088 20,022    預り弁済・配当金 68 -
   預け金 18 153    預り金 124,615 21 
   有価証券 751,366 92,540    仮受金 2 2 
   前払費用 - 0 
   仮払金 1 - (固 定 負 債) 1,030,316 420,773 
   未収収益 98 32    責任準備金 1,030,030 420,509 
   未収金 13 2    退職給与引当金 286 263 

(固 定 資 産) 229,036 308,473 (負 債 合 計) 1,155,457 421,408 
   資金援助事業資産 978 23,178 
     買取資産 7,115 29,279 (資  本  金) 455 455 
     有価証券 0 0    政府出資金 150 150 
     貸倒引当金 △ 6,137 △ 6,100    日本銀行出資金 150 150 
   預金等債権買取事業資産    民間出資金 155 155 
     買取預金等債権 - 2,438 
   協定承継銀行事業資産 (純 資 産 合 計) 455 455 
     協定承継銀行株式 2,050 2,050 
   協定銀行事業資産 225,500 280,300 
     協定銀行株式 12,000 12,000 
     協定銀行貸付金 213,500 268,300 
   被管理金融機関事業資産 - - 
     被管理金融機関貸付金 226,527 226,527 
     貸倒引当金 △ 226,527 △ 226,527 
   有形固定資産 170 178 
     建物 151 158 
     工具・器具・備品 19 20 
   無形固定資産 3 3 
   投資その他の資産
     敷金・保証金 334 324 

資    産    合    計 1,155,912 421,863 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,155,912 421,863 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 875,129 1,002,262 (経 常 収 益) 875,133 1,011,208 
   資金援助事業費 2,872 127,468    保険料収入 
     金銭贈与 633 126,439      保険料 606,561 702,932 
     買取資産損 2,221 1,013    資金援助事業収入 6 0 
     買取資産事務費 0 0      買取資産収入 0 0 
     管理回収業務委託費 18 15      買取資産益 6 0 
   預金等債権買取事業費 1,373 0    被管理金融機関貸付金利息収入 - 53 
   被管理金融機関事業費 - 11,335 　 預金等債権買取事業収入 1,365 -
   金融機関等更生事業費 2 0    協定銀行事業収入 30,519 27,045 
   過年度保険料払戻金 13 10    　協定銀行貸付金利息収入 266 219 
   国庫納付金 23,401 25,023    　協定銀行納付金収入 30,253 26,826 
   一般管理費 5,280 6,036    協定承継銀行負担金収入 11 34 
   住専勘定へ繰入 - 316,467    被管理金融機関等負担金収入 6 -
   責任準備金繰入 609,520 283,160    金銭贈与返納金 3,526 1,093 
   貸倒引当金繰入 232,664 232,628    貸倒引当金戻入 232,628 268,786 
   事業外費用 - 131    事業外収益 508 11,260 
     借入金利息 - 131 
     借入金事務費 - 0 
     雑損 - 0 

(特 別 損 失） 4 8,946 
　 　固定資産売却損 0 -
　　 固定資産除却損 3 7 
　　 関係会社株式売却損 - 8,939 

合 計 875,133 1,011,208 合 計 875,133 1,011,208 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　資金援助事業資産  　　26百万円
　　　　　　有形固定資産　　　　 417百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        (1) 貸倒引当金
　　　　　　破産、民事再生等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者
　　　　　に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
　　　　　計上している。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
　　　　　に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
　　　　　うち債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上している。上記以外の債権については、過去の一
　　　　　定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率に基づき計上している。
　　　　　　日本振興銀行向け貸付金元本残額については、平成２４事業年度中に弁済を受けていないことから、平成２３
　　　　　事業年度同様に貸付金元本残額の全額（引当率１００％）226,527百万円を計上している。
        (2) 退職給与引当金
            役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．責任準備金の計上
　　　　　　預金保険法（昭和46年法律第34号）第41条により、一般勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところに
　　　　　より、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。また、預金保険法施行
　　　　　規則（昭和46年大蔵省令第28号）第15条において、毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の
　　　　　額は、当該事業年度における収益の額から費用（責任準備金繰入を除く。）及び繰越欠損金の合計額を控除した
　　　　　金額に相当する金額とされている。
    ５．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
        (2) その他
　　　　　　① 　預金保険法附則第7条の規定による協定銀行からの納付金について、協定銀行である整理回収機構から、
　　　　　　　決算に基づく平成24年度分納付金納付申告書の提出を平成25年5月28日に受けた。整理回収機構では、平成24
　　　　　　　事業年度で費用処理されているが、当機構では会計規程第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
　　　　　　　　これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、協定銀行納付金収入59,724百万円（うち国庫納付金見
　　　　　　　込額は、15,250百万円）の見込みである。
　　　　　　② 　平成24年3月26日の第228回運営委員会における平成24事業年度の保険料率の決定に基づき保険料の返戻を
　　　　　　　行うことから、保険料返戻相当124,595百万円を含む、預り金124,615百万円を計上している。
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（７）貸借対照表及び損益計算書 

 

 
  

①一般勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 926,875 113,390 (流 動 負 債) 125,140 635 
   現金・預金 125,289 638    未払金 456 612 
   短期貸付金 50,088 20,022    預り弁済・配当金 68 -
   預け金 18 153    預り金 124,615 21 
   有価証券 751,366 92,540    仮受金 2 2 
   前払費用 - 0 
   仮払金 1 - (固 定 負 債) 1,030,316 420,773 
   未収収益 98 32    責任準備金 1,030,030 420,509 
   未収金 13 2    退職給与引当金 286 263 

(固 定 資 産) 229,036 308,473 (負 債 合 計) 1,155,457 421,408 
   資金援助事業資産 978 23,178 
     買取資産 7,115 29,279 (資  本  金) 455 455 
     有価証券 0 0    政府出資金 150 150 
     貸倒引当金 △ 6,137 △ 6,100    日本銀行出資金 150 150 
   預金等債権買取事業資産    民間出資金 155 155 
     買取預金等債権 - 2,438 
   協定承継銀行事業資産 (純 資 産 合 計) 455 455 
     協定承継銀行株式 2,050 2,050 
   協定銀行事業資産 225,500 280,300 
     協定銀行株式 12,000 12,000 
     協定銀行貸付金 213,500 268,300 
   被管理金融機関事業資産 - - 
     被管理金融機関貸付金 226,527 226,527 
     貸倒引当金 △ 226,527 △ 226,527 
   有形固定資産 170 178 
     建物 151 158 
     工具・器具・備品 19 20 
   無形固定資産 3 3 
   投資その他の資産
     敷金・保証金 334 324 

資    産    合    計 1,155,912 421,863 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,155,912 421,863 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 875,129 1,002,262 (経 常 収 益) 875,133 1,011,208 
   資金援助事業費 2,872 127,468    保険料収入 
     金銭贈与 633 126,439      保険料 606,561 702,932 
     買取資産損 2,221 1,013    資金援助事業収入 6 0 
     買取資産事務費 0 0      買取資産収入 0 0 
     管理回収業務委託費 18 15      買取資産益 6 0 
   預金等債権買取事業費 1,373 0    被管理金融機関貸付金利息収入 - 53 
   被管理金融機関事業費 - 11,335 　 預金等債権買取事業収入 1,365 -
   金融機関等更生事業費 2 0    協定銀行事業収入 30,519 27,045 
   過年度保険料払戻金 13 10    　協定銀行貸付金利息収入 266 219 
   国庫納付金 23,401 25,023    　協定銀行納付金収入 30,253 26,826 
   一般管理費 5,280 6,036    協定承継銀行負担金収入 11 34 
   住専勘定へ繰入 - 316,467    被管理金融機関等負担金収入 6 -
   責任準備金繰入 609,520 283,160    金銭贈与返納金 3,526 1,093 
   貸倒引当金繰入 232,664 232,628    貸倒引当金戻入 232,628 268,786 
   事業外費用 - 131    事業外収益 508 11,260 
     借入金利息 - 131 
     借入金事務費 - 0 
     雑損 - 0 

(特 別 損 失） 4 8,946 
　 　固定資産売却損 0 -
　　 固定資産除却損 3 7 
　　 関係会社株式売却損 - 8,939 

合 計 875,133 1,011,208 合 計 875,133 1,011,208 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　資金援助事業資産  　　26百万円
　　　　　　有形固定資産　　　　 417百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        (1) 貸倒引当金
　　　　　　破産、民事再生等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者
　　　　　に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
　　　　　計上している。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
　　　　　に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の
　　　　　うち債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上している。上記以外の債権については、過去の一
　　　　　定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率に基づき計上している。
　　　　　　日本振興銀行向け貸付金元本残額については、平成２４事業年度中に弁済を受けていないことから、平成２３
　　　　　事業年度同様に貸付金元本残額の全額（引当率１００％）226,527百万円を計上している。
        (2) 退職給与引当金
            役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．責任準備金の計上
　　　　　　預金保険法（昭和46年法律第34号）第41条により、一般勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところに
　　　　　より、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。また、預金保険法施行
　　　　　規則（昭和46年大蔵省令第28号）第15条において、毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の
　　　　　額は、当該事業年度における収益の額から費用（責任準備金繰入を除く。）及び繰越欠損金の合計額を控除した
　　　　　金額に相当する金額とされている。
    ５．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
        (2) その他
　　　　　　① 　預金保険法附則第7条の規定による協定銀行からの納付金について、協定銀行である整理回収機構から、
　　　　　　　決算に基づく平成24年度分納付金納付申告書の提出を平成25年5月28日に受けた。整理回収機構では、平成24
　　　　　　　事業年度で費用処理されているが、当機構では会計規程第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
　　　　　　　　これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、協定銀行納付金収入59,724百万円（うち国庫納付金見
　　　　　　　込額は、15,250百万円）の見込みである。
　　　　　　② 　平成24年3月26日の第228回運営委員会における平成24事業年度の保険料率の決定に基づき保険料の返戻を
　　　　　　　行うことから、保険料返戻相当124,595百万円を含む、預り金124,615百万円を計上している。
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②危機対応勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 141 256 (流 動 負 債) 444,870 455,310 
   現金・預金 11 6    短期借入金 444,700 455,200 
   有価証券 129 249    未払金 2 0 
   仮払金 - 0    未払費用 168 109 
   未収収益 0 0  
   未収金 0 0 (固 定 負 債)

   退職給与引当金 0 0 
(固 定 資 産) 711,696 711,696 
   取得株式等 711,696 711,696 (負 債 合 計) 444,871 455,310 
   有形固定資産 0 0 
   　建物 0 - (剰　余  金)
   　工具・器具・備品 0 0 　 利益剰余金 266,967 256,642 

     積立金 256,642 246,480 
     当期未処分利益 10,325 10,161 

(純 資 産 合 計) 266,967 256,642 

資    産    合    計 711,838 711,952 負 債 ・ 純 資 産 合 計 711,838 711,952 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 525 1,415 (経 常 収 益) 10,850 11,577 
   一般管理費 13 15 　 取得株式等事業収入
   事業外費用 512 1,400 　 　取得株式等配当金 10,849 11,340 
     借入金利息 511 115 
　　 機構債利息 - 1,280    事業外収益 0 237 
　　 機構債事務費 0 4 

(特 別 損 失）
　 　固定資産売却損 0 -

(当 期 利 益 金) 10,325 10,161 

合 計 10,850 11,577 合 計 10,850 11,577 
(注)１．当期利益金10,325百万円は、預保法施行規則(昭和46年大蔵省令第8号)第3条の規定により、次期の積立金として整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　0百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書

- 169 - 
 

 

③金融再生勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 4,032 3,996 (流 動 負 債) 545,696 811,413 
   現金・預金 101 96    短期借入金 195,400 211,000 
   短期貸付金 - 200    預金保険機構債（1年内償還） 350,000 600,000 
   預け金 1,164 1,494    機構債発行差額（1年内償還） 2 △ 19 
   有価証券 2,019 1,668    未払金 120 109 
   仮払金 12 19    未払費用 148 297 
   前払費用 45 17    前受収益 25 26 
   未収収益 460 378 
   未収金 228 122 (固 定 負 債) 1,300,018 1,050,231 

   預金保険機構債 1,300,000 1,050,000 
(固 定 資 産) 1,579,678 1,583,877    機構債発行差額 △ 11 201 
   資産買取事業資産 1,575,567 1,579,166    退職給与引当金 29 29 
     買取資産 1,597,403 1,604,872 
     貸倒引当金 △ 21,835 △ 25,705 (負 債 合 計) 1,845,714 1,861,644 
   有形固定資産 10 10  
     建物 9 8 (欠  損  金) △ 262,003 △ 273,770 
     工具・器具・備品 1 2    繰越欠損金 △ 273,770 △ 287,869 
   無形固定資産 0 0    当期未処分利益 11,766 14,099 
   投資その他の資産
     特定協定銀行貸付金 4,100 4,700 (純 資 産 合 計) △ 262,003 △ 273,770 

資    産    合    計 1,583,711 1,587,874 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,583,711 1,587,874 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 34,402 43,294 (経 常 収 益) 46,169 57,393 
   資産買取事業費 4,419 7,451    資産買取事業収入 16,885 18,586 
     買取資産損 4,272 7,264      買取資産収入 16,422 16,427 
     買取資産事務費 102 102      買取資産益 462 2,159 
     管理回収業務委託費 43 85    特定協定銀行納付金収入 3,549 5,993 
   一般管理費 390 422    特定協定銀行貸付金利息収入 24 50 
   貸倒引当金繰入 21,835 25,705    貸倒引当金戻入 25,705 32,758 
   事業外費用 7,756 9,713    事業外収益 3 4 
     借入金利息 225 337 
     機構債利息 6,567 9,051 
     機構債事務費 962 324 

(特 別 損 失) 0 0 
　 固定資産売却損 0 -
　 固定資産除却損 0 0 

(当 期 利 益 金) 11,766 14,099 

合 計 46,169 57,393 合 計 46,169 57,393 
(注)１．当期利益金11,766百万円は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第2号)
　　　第25条第2項の規定により、繰越欠損金を減額して整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　20百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        (1) 貸倒引当金
　　　　　　債務者が経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債権及び債務者は経営破綻の状態には至っていないが、
　　　　　債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債権については、債権額から担保等による回
　　　　　収見込額並びに債務者の財政状態及び経営成績を考慮した回収見込額を減額し、その残額について貸倒引当金
　　　　　を計上している。上記以外の債権については合理的と認めた貸倒率に基づき計上している。
        (2) 退職給与引当金
            役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2) 機構債発行差額の償却方法
　　　　　　機構債発行差額は、預金保険機構債の償還期間にわたって定額法により償却している。
　　　　(3) 機構債発行費の処理方法
　　　　　　支出時に全額費用処理している。
　　　　(4) その他
　　　　　　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成10年法律第132号）第53条の規定による特定協定銀行から
　　　　　の納付金について、特定協定銀行である整理回収機構から、決算に基づく平成24年度分納付金納付申告書の提出
　　　　　を平成25年5月28日に受けた。整理回収機構では、平成24事業年度で費用処理されているが、当機構では会計規程
　　　　　第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
           これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、3,238百万円の見込みである。
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②危機対応勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 141 256 (流 動 負 債) 444,870 455,310 
   現金・預金 11 6    短期借入金 444,700 455,200 
   有価証券 129 249    未払金 2 0 
   仮払金 - 0    未払費用 168 109 
   未収収益 0 0  
   未収金 0 0 (固 定 負 債)

   退職給与引当金 0 0 
(固 定 資 産) 711,696 711,696 
   取得株式等 711,696 711,696 (負 債 合 計) 444,871 455,310 
   有形固定資産 0 0 
   　建物 0 - (剰　余  金)
   　工具・器具・備品 0 0 　 利益剰余金 266,967 256,642 

     積立金 256,642 246,480 
     当期未処分利益 10,325 10,161 

(純 資 産 合 計) 266,967 256,642 

資    産    合    計 711,838 711,952 負 債 ・ 純 資 産 合 計 711,838 711,952 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 525 1,415 (経 常 収 益) 10,850 11,577 
   一般管理費 13 15 　 取得株式等事業収入
   事業外費用 512 1,400 　 　取得株式等配当金 10,849 11,340 
     借入金利息 511 115 
　　 機構債利息 - 1,280    事業外収益 0 237 
　　 機構債事務費 0 4 

(特 別 損 失）
　 　固定資産売却損 0 -

(当 期 利 益 金) 10,325 10,161 

合 計 10,850 11,577 合 計 10,850 11,577 
(注)１．当期利益金10,325百万円は、預保法施行規則(昭和46年大蔵省令第8号)第3条の規定により、次期の積立金として整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　0百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
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③金融再生勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 4,032 3,996 (流 動 負 債) 545,696 811,413 
   現金・預金 101 96    短期借入金 195,400 211,000 
   短期貸付金 - 200    預金保険機構債（1年内償還） 350,000 600,000 
   預け金 1,164 1,494    機構債発行差額（1年内償還） 2 △ 19 
   有価証券 2,019 1,668    未払金 120 109 
   仮払金 12 19    未払費用 148 297 
   前払費用 45 17    前受収益 25 26 
   未収収益 460 378 
   未収金 228 122 (固 定 負 債) 1,300,018 1,050,231 

   預金保険機構債 1,300,000 1,050,000 
(固 定 資 産) 1,579,678 1,583,877    機構債発行差額 △ 11 201 
   資産買取事業資産 1,575,567 1,579,166    退職給与引当金 29 29 
     買取資産 1,597,403 1,604,872 
     貸倒引当金 △ 21,835 △ 25,705 (負 債 合 計) 1,845,714 1,861,644 
   有形固定資産 10 10  
     建物 9 8 (欠  損  金) △ 262,003 △ 273,770 
     工具・器具・備品 1 2    繰越欠損金 △ 273,770 △ 287,869 
   無形固定資産 0 0    当期未処分利益 11,766 14,099 
   投資その他の資産
     特定協定銀行貸付金 4,100 4,700 (純 資 産 合 計) △ 262,003 △ 273,770 

資    産    合    計 1,583,711 1,587,874 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,583,711 1,587,874 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 34,402 43,294 (経 常 収 益) 46,169 57,393 
   資産買取事業費 4,419 7,451    資産買取事業収入 16,885 18,586 
     買取資産損 4,272 7,264      買取資産収入 16,422 16,427 
     買取資産事務費 102 102      買取資産益 462 2,159 
     管理回収業務委託費 43 85    特定協定銀行納付金収入 3,549 5,993 
   一般管理費 390 422    特定協定銀行貸付金利息収入 24 50 
   貸倒引当金繰入 21,835 25,705    貸倒引当金戻入 25,705 32,758 
   事業外費用 7,756 9,713    事業外収益 3 4 
     借入金利息 225 337 
     機構債利息 6,567 9,051 
     機構債事務費 962 324 

(特 別 損 失) 0 0 
　 固定資産売却損 0 -
　 固定資産除却損 0 0 

(当 期 利 益 金) 11,766 14,099 

合 計 46,169 57,393 合 計 46,169 57,393 
(注)１．当期利益金11,766百万円は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会規則第2号)
　　　第25条第2項の規定により、繰越欠損金を減額して整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　20百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        (1) 貸倒引当金
　　　　　　債務者が経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債権及び債務者は経営破綻の状態には至っていないが、
　　　　　債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債権については、債権額から担保等による回
　　　　　収見込額並びに債務者の財政状態及び経営成績を考慮した回収見込額を減額し、その残額について貸倒引当金
　　　　　を計上している。上記以外の債権については合理的と認めた貸倒率に基づき計上している。
        (2) 退職給与引当金
            役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2) 機構債発行差額の償却方法
　　　　　　機構債発行差額は、預金保険機構債の償還期間にわたって定額法により償却している。
　　　　(3) 機構債発行費の処理方法
　　　　　　支出時に全額費用処理している。
　　　　(4) その他
　　　　　　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成10年法律第132号）第53条の規定による特定協定銀行から
　　　　　の納付金について、特定協定銀行である整理回収機構から、決算に基づく平成24年度分納付金納付申告書の提出
　　　　　を平成25年5月28日に受けた。整理回収機構では、平成24事業年度で費用処理されているが、当機構では会計規程
　　　　　第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
           これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、3,238百万円の見込みである。
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④金融機能早期健全化勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 1,128,905 965,203 (流 動 負 債)
   現金・預金 24 21    未払金 2 1 
   有価証券 1,128,433 964,445 
   仮払金 1 2 (固 定 負 債)
   未収収益 446 734    退職給与引当金 4 4 
   未収金 0 0  
　 (負 債 合 計) 7 5 
(固 定 資 産) 372,358 595,408  
   有形固定資産 2 2 (剰　余  金)
     建物 1 1 　 利益剰余金 1,501,256 1,560,607 
     工具・器具・備品 0 0      積立金 1,560,607 1,551,378 
   無形固定資産 0 0      当期未処分利益又は △ 59,350 9,228 
   投資その他の資産      当期未処理損失（△）
     協定銀行貸付金 372,356 595,406 (純 資 産 合 計) 1,501,256 1,560,607 

資    産    合    計 1,501,263 1,560,612 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,501,263 1,560,612 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 61,415 4,614 (経 常 収 益) 2,064 13,842 
　 協定銀行損失補填金 61,069 -    協定銀行納付金収入 - 6,031 
   一般管理費 55 57    協定銀行貸付金利息収入 599 2,138 
   事業外費用 290 4,557    事業外収益 1,464 5,672 
     機構債利息 - 2,079 
     機構債事務費 0 1 (当 期 損 失 金) 59,350 -
     有価証券償還損 290 2,476 

(特 別 損 失) 0 0 
　 固定資産売却損 0 -
　 固定資産除却損 0 0 

(当 期 利 益 金） - 9,228 

合 計 61,415 13,842 合 計 61,415 13,842 
(注)１．当期損失金59,350百万円は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会
　　　規則第3号)第8条第2項の規定により、積立金から減額して整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　4百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
          退職給与引当金
            役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2) その他
　　　　　　　金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律（平成10年法律第143号）第13条の規定による
　　　　　　協定銀行からの納付金について、協定銀行である整理回収機構から、決算に基づく平成24年度納付金
　　　　　　納付申告書の提出を平成25年5月31日に受けた。整理回収機構では、平成24事業年度で費用処理されて
　　　　　　いるが、当機構では会計規程第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
　　　　　　　これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、86,765百万円の見込みである。

貸   借   対   照   表

損   益   計   算   書

費       用       の       部 収       益       の       部

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部
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⑤金融機能強化勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 695 491 (流 動 負 債) 267,332 521,713 
   現金・預金 22 19    短期借入金 267,200 241,600 
   有価証券 539 339    預金保険機構債(1年内償還) - 280,000 
   未収収益 132 132    機構債発行差額(1年内償還) - △ 14 
   未収金 0 0    未払金 13 2 

   未払費用 118 126 
(固 定 資 産) 555,800 526,200 
   有形固定資産 0 0 (固 定 負 債) 280,074 5 
     建物 0 0    預金保険機構債 280,000 - 
     工具・器具・備品 0 0    機構債発行差額 68 - 
   投資その他の資産    退職給与引当金 5 5 
     協定銀行貸付金 555,800 526,200 

(負 債 合 計) 547,407 521,719 

(剰　余  金)
　 利益剰余金 9,088 4,972 
     積立金 4,972 1,007 
　　 当期未処分利益 4,116 3,964 

(純 資 産 合 計) 9,088 4,972 

資    産    合    計 556,495 526,691 負 債 ・ 純 資 産 合 計 556,495 526,691 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 782 642 (経 常 収 益) 4,899 4,607 
   一般管理費 82 86    協定銀行納付金収入 4,267 3,968 
   事業外費用 700 555    協定銀行貸付金利息収入 630 638 
   　借入金利息 276 146 　 事業外収益 1 0 
     機構債利息 271 407 
     機構債事務費 151 0 

(特 別 損 失) 0 -
　 固定資産売却損 0 -
　 固定資産除却損 0 -

(当 期 利 益 金） 4,116 3,964 

合 計 4,899 4,607 合 計 4,899 4,607 
(注)１．当期利益金4,116百万円は、預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成16年内閣府
　　　財務省令第3号)第4条第1項の規定により、積立金を減額して整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　0百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2) 機構債発行差額の償却方法
　　　　　　機構債発行差額は、預金保険機構債の償還期間にわたって定額法により償却している。
　　　　(3) その他
　　　　　　　金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成16年法律第128号）第41条の規定による
　　　　　　協定銀行からの納付金について、協定銀行である整理回収機構から、決算に基づく平成24年度
　　　　　　納付金納付申告書の提出を平成25年5月31日に受けた。整理回収機構では、平成24事業年度で費
　　　　　　用処理されているが、当機構では会計規程第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
　　　　　　　これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、6,253百万円の見込みである。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部
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④金融機能早期健全化勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 1,128,905 965,203 (流 動 負 債)
   現金・預金 24 21    未払金 2 1 
   有価証券 1,128,433 964,445 
   仮払金 1 2 (固 定 負 債)
   未収収益 446 734    退職給与引当金 4 4 
   未収金 0 0  
　 (負 債 合 計) 7 5 
(固 定 資 産) 372,358 595,408  
   有形固定資産 2 2 (剰　余  金)
     建物 1 1 　 利益剰余金 1,501,256 1,560,607 
     工具・器具・備品 0 0      積立金 1,560,607 1,551,378 
   無形固定資産 0 0      当期未処分利益又は △ 59,350 9,228 
   投資その他の資産      当期未処理損失（△）
     協定銀行貸付金 372,356 595,406 (純 資 産 合 計) 1,501,256 1,560,607 

資    産    合    計 1,501,263 1,560,612 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,501,263 1,560,612 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 61,415 4,614 (経 常 収 益) 2,064 13,842 
　 協定銀行損失補填金 61,069 -    協定銀行納付金収入 - 6,031 
   一般管理費 55 57    協定銀行貸付金利息収入 599 2,138 
   事業外費用 290 4,557    事業外収益 1,464 5,672 
     機構債利息 - 2,079 
     機構債事務費 0 1 (当 期 損 失 金) 59,350 -
     有価証券償還損 290 2,476 

(特 別 損 失) 0 0 
　 固定資産売却損 0 -
　 固定資産除却損 0 0 

(当 期 利 益 金） - 9,228 

合 計 61,415 13,842 合 計 61,415 13,842 
(注)１．当期損失金59,350百万円は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成10年金融再生委員会
　　　規則第3号)第8条第2項の規定により、積立金から減額して整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　4百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
          退職給与引当金
            役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2) その他
　　　　　　　金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律（平成10年法律第143号）第13条の規定による
　　　　　　協定銀行からの納付金について、協定銀行である整理回収機構から、決算に基づく平成24年度納付金
　　　　　　納付申告書の提出を平成25年5月31日に受けた。整理回収機構では、平成24事業年度で費用処理されて
　　　　　　いるが、当機構では会計規程第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
　　　　　　　これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、86,765百万円の見込みである。

貸   借   対   照   表

損   益   計   算   書

費       用       の       部 収       益       の       部

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部
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⑤金融機能強化勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 695 491 (流 動 負 債) 267,332 521,713 
   現金・預金 22 19    短期借入金 267,200 241,600 
   有価証券 539 339    預金保険機構債(1年内償還) - 280,000 
   未収収益 132 132    機構債発行差額(1年内償還) - △ 14 
   未収金 0 0    未払金 13 2 

   未払費用 118 126 
(固 定 資 産) 555,800 526,200 
   有形固定資産 0 0 (固 定 負 債) 280,074 5 
     建物 0 0    預金保険機構債 280,000 - 
     工具・器具・備品 0 0    機構債発行差額 68 - 
   投資その他の資産    退職給与引当金 5 5 
     協定銀行貸付金 555,800 526,200 

(負 債 合 計) 547,407 521,719 

(剰　余  金)
　 利益剰余金 9,088 4,972 
     積立金 4,972 1,007 
　　 当期未処分利益 4,116 3,964 

(純 資 産 合 計) 9,088 4,972 

資    産    合    計 556,495 526,691 負 債 ・ 純 資 産 合 計 556,495 526,691 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 782 642 (経 常 収 益) 4,899 4,607 
   一般管理費 82 86    協定銀行納付金収入 4,267 3,968 
   事業外費用 700 555    協定銀行貸付金利息収入 630 638 
   　借入金利息 276 146 　 事業外収益 1 0 
     機構債利息 271 407 
     機構債事務費 151 0 

(特 別 損 失) 0 -
　 固定資産売却損 0 -
　 固定資産除却損 0 -

(当 期 利 益 金） 4,116 3,964 

合 計 4,899 4,607 合 計 4,899 4,607 
(注)１．当期利益金4,116百万円は、預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成16年内閣府
　　　財務省令第3号)第4条第1項の規定により、積立金を減額して整理する。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
          総平均法による原価法によっている。
    ２．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　0百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ３．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ４．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2) 機構債発行差額の償却方法
　　　　　　機構債発行差額は、預金保険機構債の償還期間にわたって定額法により償却している。
　　　　(3) その他
　　　　　　　金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成16年法律第128号）第41条の規定による
　　　　　　協定銀行からの納付金について、協定銀行である整理回収機構から、決算に基づく平成24年度
　　　　　　納付金納付申告書の提出を平成25年5月31日に受けた。整理回収機構では、平成24事業年度で費
　　　　　　用処理されているが、当機構では会計規程第4条第2項の規定に基づき翌事業年度の収益となる。
　　　　　　　これにより、翌事業年度の損益に与える影響額は、6,253百万円の見込みである。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部
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⑥被害回復分配金支払勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 167 4,895 (流 動 負 債) 229 259 
   現金・預金 167 4,895  　短期借入金 190 210 
   未収金 0 0  　未払金 39 49 

 　未払費用 0 0 
(固 定 資 産)
   有形固定資産 0 0 (固 定 負 債)
 　　建物 0 -    退職給与引当金 4 4 
 　　工具・器具・備品 0 0 

(負 債 合 計) 234 263 

(剰余金又は欠損金(△))
　 利益剰余金又は欠損金（△） △ 66 4,631 
     積立金 4,631 4,247 
     当期未処分利益又は △ 4,698 384 
　　 当期未処理損失（△）

(純 資 産 合 計) △ 66 4,631 

資    産    合    計 167 4,895 負 債 ・ 純 資 産 合 計 167 4,895 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 5,382 203 (経 常 収 益) 683 587 
   被害回復分配金支払業務費 5,253 2 　手数料収入 160 159 
　　 犯罪被害者等支援費 5,250 - 　被害回復分配金残余納付金 521 427 
   　消滅預金等債権者補償費 3 2 　事業外収益 1 0 
   過年度納付金払戻金 - 1 
   一般管理費 128 199 (当 期 損 失 金) 4,698 -
   事業外費用 0 0 
   　借入金利息 0 0 
   　雑損 - 0 

(特 別 損 失)
　 固定資産売却損 0 -

(当 期 利 益 金) - 384 

合 計 5,382 587 合 計 5,382 587 
(注)１．当期損失金4,698百万円は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に
　　　規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成20年内閣府財務省令第1号)第3条第2項の規定により、積立
　　　金から減額して整理する。
 　 ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　0百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ２．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ３．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2)その他
　　　　　①　平成24年3月21日に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法
　　　　　律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令（平成24年内閣府・財務省令第2号）
　　　　　が施行されたことから、機構は、平成24事業年度において、同命令第2条に定める支援業務（犯罪
　　　　　被害者等の子どもに対する無利息で行う学資としての資金の貸付け及び犯罪被害者等の援助を行う
　　　　　民間の団体に対する助成）を行う担い手団体に対して、5,250百万円を支出している。
　　　　　② 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（平成19年法律第
　　　　　133号）第30条第1項の規定により、当事業年度に生じた費用に見合う金額を翌事業年度の手数料
　　　　　収入として見込んでいる。

貸   借   対   照   表

収       益       の       部費       用       の       部

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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⑦地域経済活性化支援勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 60 19 (流 動 負 債)
   現金・預金 10 19    未払金 0 0 
 　有価証券 49 -
   未収収益 0 - (固 定 負 債) 9,660 9,660 
   未収金 0 0    金融機関等拠出金 9,659 9,659 

   退職給与引当金 0 0 
(固 定 資 産)
   地域経済活性化支援機構株式 22,584 19,629 (負 債 合 計) 9,660 9,660 

(資  本  金)
   政府出資金 13,000 10,000 

(欠  損  金) △ 15 △ 10 
　 繰越欠損金 △ 10 △ 6 
　 当期未処理損失 △ 4 △ 4 

(純 資 産 合 計) 12,984 9,989 

資    産    合    計 22,645 19,649 負 債 ・ 純 資 産 合 計 22,645 19,649 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) (経 常 収 益)
   一般管理費 4 4 　事業外収益 0 0 

(当 期 損 失 金) 4 4 

合 計 4 4 合 計 4 4 
(注)１．当期損失金4百万円は、株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に
　　　関する命令(平成21年内閣府財務省令第5号）第3条第2項の規定により、次期の繰越欠損金として整理する。
 　 ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
　　１．有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　総平均法による原価法によっている。
    ２．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ３．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2)その他
　　　　　　　平成２５年３月１８日に株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律（平成２５年法律第２号）が施行

　　　　　　されたことにより、企業再生支援勘定の名称を地域経済活性化支援勘定に変更している。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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⑥被害回復分配金支払勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 167 4,895 (流 動 負 債) 229 259 
   現金・預金 167 4,895  　短期借入金 190 210 
   未収金 0 0  　未払金 39 49 

 　未払費用 0 0 
(固 定 資 産)
   有形固定資産 0 0 (固 定 負 債)
 　　建物 0 -    退職給与引当金 4 4 
 　　工具・器具・備品 0 0 

(負 債 合 計) 234 263 

(剰余金又は欠損金(△))
　 利益剰余金又は欠損金（△） △ 66 4,631 
     積立金 4,631 4,247 
     当期未処分利益又は △ 4,698 384 
　　 当期未処理損失（△）

(純 資 産 合 計) △ 66 4,631 

資    産    合    計 167 4,895 負 債 ・ 純 資 産 合 計 167 4,895 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 5,382 203 (経 常 収 益) 683 587 
   被害回復分配金支払業務費 5,253 2 　手数料収入 160 159 
　　 犯罪被害者等支援費 5,250 - 　被害回復分配金残余納付金 521 427 
   　消滅預金等債権者補償費 3 2 　事業外収益 1 0 
   過年度納付金払戻金 - 1 
   一般管理費 128 199 (当 期 損 失 金) 4,698 -
   事業外費用 0 0 
   　借入金利息 0 0 
   　雑損 - 0 

(特 別 損 失)
　 固定資産売却損 0 -

(当 期 利 益 金) - 384 

合 計 5,382 587 合 計 5,382 587 
(注)１．当期損失金4,698百万円は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に
　　　規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(平成20年内閣府財務省令第1号)第3条第2項の規定により、積立
　　　金から減額して整理する。
 　 ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
    １．固定資産の減価償却方法
　　　　　定額法を採用している。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
　　　　　　有形固定資産　　　　0百万円
　　　　　また、主な耐用年数は次のとおりである。
　　　　　建物　　 8年～18年
　　　　　その他   3年～20年
    ２．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ３．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2)その他
　　　　　①　平成24年3月21日に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法
　　　　　律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令（平成24年内閣府・財務省令第2号）
　　　　　が施行されたことから、機構は、平成24事業年度において、同命令第2条に定める支援業務（犯罪
　　　　　被害者等の子どもに対する無利息で行う学資としての資金の貸付け及び犯罪被害者等の援助を行う
　　　　　民間の団体に対する助成）を行う担い手団体に対して、5,250百万円を支出している。
　　　　　② 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（平成19年法律第
　　　　　133号）第30条第1項の規定により、当事業年度に生じた費用に見合う金額を翌事業年度の手数料
　　　　　収入として見込んでいる。

貸   借   対   照   表

収       益       の       部費       用       の       部

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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⑦地域経済活性化支援勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 60 19 (流 動 負 債)
   現金・預金 10 19    未払金 0 0 
 　有価証券 49 -
   未収収益 0 - (固 定 負 債) 9,660 9,660 
   未収金 0 0    金融機関等拠出金 9,659 9,659 

   退職給与引当金 0 0 
(固 定 資 産)
   地域経済活性化支援機構株式 22,584 19,629 (負 債 合 計) 9,660 9,660 

(資  本  金)
   政府出資金 13,000 10,000 

(欠  損  金) △ 15 △ 10 
　 繰越欠損金 △ 10 △ 6 
　 当期未処理損失 △ 4 △ 4 

(純 資 産 合 計) 12,984 9,989 

資    産    合    計 22,645 19,649 負 債 ・ 純 資 産 合 計 22,645 19,649 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) (経 常 収 益)
   一般管理費 4 4 　事業外収益 0 0 

(当 期 損 失 金) 4 4 

合 計 4 4 合 計 4 4 
(注)１．当期損失金4百万円は、株式会社地域経済活性化支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に
　　　関する命令(平成21年内閣府財務省令第5号）第3条第2項の規定により、次期の繰越欠損金として整理する。
 　 ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
　　１．有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　総平均法による原価法によっている。
    ２．引当金の計上基準
        　退職給与引当金
          　役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基準として計上している。
    ３．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。
　　　　(2)その他
　　　　　　　平成２５年３月１８日に株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律（平成２５年法律第２号）が施行

　　　　　　されたことにより、企業再生支援勘定の名称を地域経済活性化支援勘定に変更している。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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⑧東日本大震災事業者再生支援勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 11 11 (流 動 負 債)
   現金・預金 1 11    未払金 0 0 
   有価証券 10 -
   仮払金 0 - (負 債 合 計) 0 0 
   未収収益 0 -
   未収金 0 0 (資  本  金)

   政府出資金 18,680 18,680 
(固 定 資 産)
   　東日本大震災事業者再生支援機構株式 18,668 18,668 (欠  損  金) △0 △0 

　 繰越欠損金 △0 -
　 当期未処理損失 △0 △0 

(純 資 産 合 計) 18,679 18,679 

資    産    合    計 18,679 18,679 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,679 18,679 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 0 141 (経 常 収 益) 0 140 
    東日本大震災事業者再生支援機構設立費 - 140 　  東日本大震災事業者再生支援機構設立負担金 - 140 
   一般管理費 0 0 　事業外収益 0 0 
   事業外費用
   　有価証券償還損 0 - (当 期 損 失 金) 0 0 

合 計 0 141 合 計 0 141 
(注)１．当期損失金0百万円は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特
　　　例等に関する命令(平成23年内閣府財務省令第4号)第3条第2項の規定により、次期の繰越欠損金として整理する。
 　 ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
　　１．有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　総平均法による原価法によっている。
    ２．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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⑨住専勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 11,947 5,088 (固 定 負 債)
   現金・預金 11,947 68    日本銀行返還条件付拠出金 - 100,000 
   短期貸付金 - 5,020 
   未収収益 - 0 (特別法上の引当金等)

   金融安定化拠出基金
(固 定 資 産) - 1,000,168      民間拠出金見返 - 900,168 

   投資その他の資産 - 1,000,168 (負 債 合 計) - 1,000,168 
     金融安定化拠出基金資産 - 800,168 
     関係会社株式 - 200,000 (資  本  金)

   政府出資金 5,000 5,000 

(剰　余  金)
   利益剰余金 6,947 88 
   　積立金又は繰越欠損金(△) 88 △ 456,571 
　　　 当期未処分利益 6,858 456,660 

(純 資 産 合 計) 11,947 5,088 

資    産    合    計 11,947 1,005,257 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,947 1,005,257 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(経 常 費 用) 7,043 355,995 (経 常 収 益) 13,901 743,229 
   債権処理会社助成事業費    資産運用収入
     業務推進助成金 - 38,255      金融安定化拠出基金資産運用収入 185 1,054 
   一般管理費 0 218    特例業務負担金収入 - 190 
   金融安定化拠出基金繰入 7,043 317,522    一般勘定より受入 - 316,467 

   金融安定化拠出基金戻入 - 425,400 
(特 別 損 失) 　 関係会社株式回収益 13,714 -
　 固定資産除却損 - 0    事業外収益 1 4 

   資産見返負担金戻入 - 112 
(当 期 利 益 金) 6,858 456,660 

(特 別 利 益)
   助成金取消益 - 69,427 

合 計 13,901 812,656 合 計 13,901 812,656 
(注)１．当期利益金6,858百万円は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法（以下「住専法」
      という。）施行規則（平成８年大蔵省令第34号）第５条第１項の規定により、積立金として整理するものであるが、
      今般住専法第３０条第１項による勘定の廃止のため、同法第３０条第２項による残余財産の一部として国庫に納付される。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
       財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税の会計処理方法
            税込方式によっている。
        (2) 収益・費用の計上基準
            発生主義によっている。
        (3) その他
　　　　　　　特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法（平成８年法律第93号）第３０条第１項
　　　　　　の規定に基づき、平成２４年６月３０日付で当勘定を廃止した。
　　　　　　　なお、勘定廃止に伴う残余財産については同条第２項の規定に基づき、当該残余財産の額 11,947百万円につ
　　　　　　いて国庫に納付することとなる。

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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⑧東日本大震災事業者再生支援勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 11 11 (流 動 負 債)
   現金・預金 1 11    未払金 0 0 
   有価証券 10 -
   仮払金 0 - (負 債 合 計) 0 0 
   未収収益 0 -
   未収金 0 0 (資  本  金)

   政府出資金 18,680 18,680 
(固 定 資 産)
   　東日本大震災事業者再生支援機構株式 18,668 18,668 (欠  損  金) △0 △0 

　 繰越欠損金 △0 -
　 当期未処理損失 △0 △0 

(純 資 産 合 計) 18,679 18,679 

資    産    合    計 18,679 18,679 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,679 18,679 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

科 目 24 年 度
（ 参 考 ）
23 年 度

(経 常 費 用) 0 141 (経 常 収 益) 0 140 
    東日本大震災事業者再生支援機構設立費 - 140 　  東日本大震災事業者再生支援機構設立負担金 - 140 
   一般管理費 0 0 　事業外収益 0 0 
   事業外費用
   　有価証券償還損 0 - (当 期 損 失 金) 0 0 

合 計 0 141 合 計 0 141 
(注)１．当期損失金0百万円は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特
　　　例等に関する命令(平成23年内閣府財務省令第4号)第3条第2項の規定により、次期の繰越欠損金として整理する。
 　 ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
　　１．有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　総平均法による原価法によっている。
    ２．その他財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税等の会計処理方法
            税込方式によっている。

費       用       の       部 収       益       の       部

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書
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⑨住専勘定

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(流 動 資 産) 11,947 5,088 (固 定 負 債)
   現金・預金 11,947 68    日本銀行返還条件付拠出金 - 100,000 
   短期貸付金 - 5,020 
   未収収益 - 0 (特別法上の引当金等)

   金融安定化拠出基金
(固 定 資 産) - 1,000,168      民間拠出金見返 - 900,168 

   投資その他の資産 - 1,000,168 (負 債 合 計) - 1,000,168 
     金融安定化拠出基金資産 - 800,168 
     関係会社株式 - 200,000 (資  本  金)

   政府出資金 5,000 5,000 

(剰　余  金)
   利益剰余金 6,947 88 
   　積立金又は繰越欠損金(△) 88 △ 456,571 
　　　 当期未処分利益 6,858 456,660 

(純 資 産 合 計) 11,947 5,088 

資    産    合    計 11,947 1,005,257 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,947 1,005,257 
(注)各計数は、単位未満切捨て。

(単位：百万円)

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

科 目 24 年 度 末
（ 参 考 ）
23 年 度 末

(経 常 費 用) 7,043 355,995 (経 常 収 益) 13,901 743,229 
   債権処理会社助成事業費    資産運用収入
     業務推進助成金 - 38,255      金融安定化拠出基金資産運用収入 185 1,054 
   一般管理費 0 218    特例業務負担金収入 - 190 
   金融安定化拠出基金繰入 7,043 317,522    一般勘定より受入 - 316,467 

   金融安定化拠出基金戻入 - 425,400 
(特 別 損 失) 　 関係会社株式回収益 13,714 -
　 固定資産除却損 - 0    事業外収益 1 4 

   資産見返負担金戻入 - 112 
(当 期 利 益 金) 6,858 456,660 

(特 別 利 益)
   助成金取消益 - 69,427 

合 計 13,901 812,656 合 計 13,901 812,656 
(注)１．当期利益金6,858百万円は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法（以下「住専法」
      という。）施行規則（平成８年大蔵省令第34号）第５条第１項の規定により、積立金として整理するものであるが、
      今般住専法第３０条第１項による勘定の廃止のため、同法第３０条第２項による残余財産の一部として国庫に納付される。
    ２．各計数は、単位未満切捨て。

  ○重要な会計方針等
       財務諸表作成のための重要な事項
        (1) 消費税の会計処理方法
            税込方式によっている。
        (2) 収益・費用の計上基準
            発生主義によっている。
        (3) その他
　　　　　　　特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法（平成８年法律第93号）第３０条第１項
　　　　　　の規定に基づき、平成２４年６月３０日付で当勘定を廃止した。
　　　　　　　なお、勘定廃止に伴う残余財産については同条第２項の規定に基づき、当該残余財産の額 11,947百万円につ
　　　　　　いて国庫に納付することとなる。

貸   借   対   照   表

資       産       の       部 負  債  及  び  純  資  産  の 部

損   益   計   算   書

費       用       の       部 収       益       の       部
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（８）年度別収支状況（一般勘定） 
（単位：百万円） 

年度 
収益 

費用 差引剰余金 
責任準備金等

（年度末） 保険料 
特例業務基金

受入れ 
その他共計 

昭和 46年度 2,800 － 3,090 23 3,066 3,066

47 4,560 － 5,030 43 4,987 8,053

48 5,638 － 6,369 40 6,328 14,381

49 6,364 － 7,563 57 7,505 21,887

50 7,214 － 8,958 61 8,896 30,784

51 8,402 － 10,739 69 10,670 41,454

52 9,401 － 12,252 78 12,174 53,629

53 10,571 － 14,024 105 13,919 67,548

54 11,818 － 16,084 95 15,988 83,536

55 12,767 － 18,392 104 18,288 101,825

56 13,631 － 20,314 127 20,187 122,012

57 20,107 － 28,209 119 28,090 150,103

58 21,624 － 31,519 123 31,396 181,500

59 23,232 － 34,769 118 34,650 216,151

60 25,274 － 38,569 134 38,435 254,586

61 40,739 － 55,236 140 55,096 309,683

62 44,195 － 62,015 155 61,860 371,543

63 48,759 － 68,021 143 67,878 439,421

平成元年度 53,757 － 74,333 146 74,187 513,608

2 60,381 － 87,944 156 87,788 601,396

3 63,202 － 95,154 166 94,987 696,384

4 63,149 － 94,411 20,169 74,241 770,626

5 63,792 － 96,081 46,137 49,944 820,570

6 64,972 － 98,140 42,680 55,459 876,030

7 66,643 － 111,581 601,033 △ 489,452 386,578

8 461,992 － 532,743 1,314,428 △ 781,684 △ 395,106

9 462,956 － 464,317 163,228 301,089 △ 94,017

10 465,003 1,199,232 1,675,820 2,769,430 △ 1,093,610 △ 1,187,627

11 480,736 3,645,679 4,216,932 4,926,059 △ 709,127 △ 1,896,755

12 482,837 3,640,683 4,204,983 5,453,792 △ 1,248,809 △ 3,145,565

13 511,087 667,547 1,288,209 1,940,875 △ 652,666 △ 3,798,231

14 509,944 1,589,874 2,502,074 2,710,347 △ 208,273 △ 4,006,504

15 522,106 － 742,728 230,070 512,657 △ 3,493,847

16 529,386 － 656,581 139,783 516,798 △ 2,977,048

17 537,769 － 740,157 218,034 522,122 △ 2,454,926

18 540,496 － 754,717 232,457 522,259 △ 1,932,667

19 566,674 － 703,539 148,656 554,882 △ 1,377,784

20 611,676 － 828,608 361,326 467,281 △ 910,502

21 641,157 － 700,516 63,274 637,241 △273,260

22 679,397 － 722,155 311,545 410,609 137,348

23 702,932 － 1,011,208 728,047 283,160 420,509

24 606,561 － 875,133 265,613 609,520 1,030,030

（注） 
1.平成 8年度の計数は勘定間収支を除く、一般勘定、一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別勘定の合計。 
2.平成 9年度から平成 14年度までの計数は勘定間収支を除く、一般勘定及び特例業務勘定の合計。 
3.各計数は単位未満切捨て。 
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（９）被保険預金残高と責任準備金の推移 
（単位：億円、％） 

年度末 
対象金融機関預金残高 責任準備金等 

総預金 被保険預金 
総預金に対する

比率 
金額 

被保険預金に対
する比率 

昭和 46年度 811,947 722,530 89.0 30 0.004

47 1,028,333 908,635 88.4 80 0.009

48 1,163,127 1,041,867 89.6 143 0.014

49 1,298,390 1,166,315 89.8 218 0.019

50 1,506,295 1,361,978 90.4 307 0.023

51 1,694,104 1,536,362 90.7 414 0.027

52 1,898,729 1,720,021 90.6 536 0.031

53 2,134,168 1,929,421 90.4 675 0.035

54 2,355,713 2,098,222 89.1 835 0.040

55 2,551,411 2,271,848 89.0 1,018 0.045

56 2,853,013 2,513,458 88.1 1,220 0.049

57 3,051,152 2,703,014 88.6 1,501 0.056

58 3,314,905 2,904,025 87.6 1,815 0.062

59 3,623,851 3,159,278 87.2 2,161 0.068

60 4,077,602 3,391,086 83.2 2,545 0.075

61 4,538,455 3,667,093 80.8 3,096 0.084

62 5,159,521 4,047,485 78.4 3,715 0.092

63 5,946,267 4,463,968 75.1 4,394 0.098

平成元年度 6,852,420 5,015,977 73.2 5,136 0.102

2 7,034,589 5,266,860 74.9 6,013 0.114

3 6,949,005 5,262,427 75.7 6,963 0.132

4 6,950,136 5,316,070 76.5 7,706 0.145

5 7,049,752 5,414,448 76.8 8,205 0.152

6 7,103,498 5,557,112 78.2 8,760 0.158

7 7,176,043 5,506,005 76.7 3,865 0.070

8 7,134,798 5,512,708 77.3 △ 3,951   -  

9 7,057,720 5,563,935 78.8 △ 940   -  

10 7,032,599 5,727,299 81.4 △ 11,876   -  

11 6,983,820 5,757,174 82.4 △ 18,967   -  

12 7,288,638 6,115,127 83.9 △ 31,455   -  

13 7,185,434 6,093,748 84.8 △ 37,982   -  

14 7,085,972 6,225,563 87.9 △ 40,065   -  

15 7,098,112 6,272,579 88.4 △ 34,938   -  

16 7,201,452 6,345,046 88.1 △ 29,770   -  

17 7,248,347 6,435,077 88.8 △ 24,549   -  

18 7,247,689 6,469,378 89.3 △ 19,326   -  

19 8,057,582 7,239,476 89.8 △ 13,777   -  

20 8,529,091 7,673,645 90.0 △ 9,105   -  

21 8,910,380 8,053,280 90.4 △ 2,732   -  

22 9,228,114 8,339,254 90.4 1,373 0.016

23 9,560,998 8,660,957 90.6 4,205 0.049

24 9,826,382   8,886,006 90.4 10,300 0.116

（注） 
1.総預金は、預金（定期積金、掛金、金銭信託、外貨預金等を含む。）と譲渡性預金の合計額。 
2.被保険預金は、総預金から預保法施行令 3 条及び 3 条の 2 の各号の預金等を控除した預金額（平成 15 年度分

より、預保法第 69 条の 2 に基づく特定決済債務を加算した額）。 
3.対象金融機関預金残高は、第 1 回納付時に提出された保険料計算書の額を記載。また、保険料算出の対象と

なる預金残高は、平成 13 年度分より末残から平残に移行。 
4.平成 8 年度の責任準備金等の額は一般勘定、一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別勘定の合計額。 
5.平成 9 年度から平成 14 年度までの責任準備金等の額は一般勘定、特例業務勘定の合計額。 
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（８）年度別収支状況（一般勘定） 
（単位：百万円） 

年度 
収益 

費用 差引剰余金 
責任準備金等

（年度末） 保険料 
特例業務基金

受入れ 
その他共計 

昭和 46年度 2,800 － 3,090 23 3,066 3,066

47 4,560 － 5,030 43 4,987 8,053

48 5,638 － 6,369 40 6,328 14,381

49 6,364 － 7,563 57 7,505 21,887

50 7,214 － 8,958 61 8,896 30,784

51 8,402 － 10,739 69 10,670 41,454

52 9,401 － 12,252 78 12,174 53,629

53 10,571 － 14,024 105 13,919 67,548

54 11,818 － 16,084 95 15,988 83,536

55 12,767 － 18,392 104 18,288 101,825

56 13,631 － 20,314 127 20,187 122,012

57 20,107 － 28,209 119 28,090 150,103

58 21,624 － 31,519 123 31,396 181,500

59 23,232 － 34,769 118 34,650 216,151

60 25,274 － 38,569 134 38,435 254,586

61 40,739 － 55,236 140 55,096 309,683

62 44,195 － 62,015 155 61,860 371,543

63 48,759 － 68,021 143 67,878 439,421

平成元年度 53,757 － 74,333 146 74,187 513,608

2 60,381 － 87,944 156 87,788 601,396

3 63,202 － 95,154 166 94,987 696,384

4 63,149 － 94,411 20,169 74,241 770,626

5 63,792 － 96,081 46,137 49,944 820,570

6 64,972 － 98,140 42,680 55,459 876,030

7 66,643 － 111,581 601,033 △ 489,452 386,578

8 461,992 － 532,743 1,314,428 △ 781,684 △ 395,106

9 462,956 － 464,317 163,228 301,089 △ 94,017

10 465,003 1,199,232 1,675,820 2,769,430 △ 1,093,610 △ 1,187,627

11 480,736 3,645,679 4,216,932 4,926,059 △ 709,127 △ 1,896,755

12 482,837 3,640,683 4,204,983 5,453,792 △ 1,248,809 △ 3,145,565

13 511,087 667,547 1,288,209 1,940,875 △ 652,666 △ 3,798,231

14 509,944 1,589,874 2,502,074 2,710,347 △ 208,273 △ 4,006,504

15 522,106 － 742,728 230,070 512,657 △ 3,493,847

16 529,386 － 656,581 139,783 516,798 △ 2,977,048

17 537,769 － 740,157 218,034 522,122 △ 2,454,926

18 540,496 － 754,717 232,457 522,259 △ 1,932,667

19 566,674 － 703,539 148,656 554,882 △ 1,377,784

20 611,676 － 828,608 361,326 467,281 △ 910,502

21 641,157 － 700,516 63,274 637,241 △273,260

22 679,397 － 722,155 311,545 410,609 137,348

23 702,932 － 1,011,208 728,047 283,160 420,509

24 606,561 － 875,133 265,613 609,520 1,030,030

（注） 
1.平成 8年度の計数は勘定間収支を除く、一般勘定、一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別勘定の合計。 
2.平成 9年度から平成 14年度までの計数は勘定間収支を除く、一般勘定及び特例業務勘定の合計。 
3.各計数は単位未満切捨て。 
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（９）被保険預金残高と責任準備金の推移 
（単位：億円、％） 

年度末 
対象金融機関預金残高 責任準備金等 

総預金 被保険預金 
総預金に対する

比率 
金額 

被保険預金に対
する比率 

昭和 46年度 811,947 722,530 89.0 30 0.004

47 1,028,333 908,635 88.4 80 0.009

48 1,163,127 1,041,867 89.6 143 0.014

49 1,298,390 1,166,315 89.8 218 0.019

50 1,506,295 1,361,978 90.4 307 0.023

51 1,694,104 1,536,362 90.7 414 0.027

52 1,898,729 1,720,021 90.6 536 0.031

53 2,134,168 1,929,421 90.4 675 0.035

54 2,355,713 2,098,222 89.1 835 0.040

55 2,551,411 2,271,848 89.0 1,018 0.045

56 2,853,013 2,513,458 88.1 1,220 0.049

57 3,051,152 2,703,014 88.6 1,501 0.056

58 3,314,905 2,904,025 87.6 1,815 0.062

59 3,623,851 3,159,278 87.2 2,161 0.068

60 4,077,602 3,391,086 83.2 2,545 0.075

61 4,538,455 3,667,093 80.8 3,096 0.084

62 5,159,521 4,047,485 78.4 3,715 0.092

63 5,946,267 4,463,968 75.1 4,394 0.098

平成元年度 6,852,420 5,015,977 73.2 5,136 0.102

2 7,034,589 5,266,860 74.9 6,013 0.114

3 6,949,005 5,262,427 75.7 6,963 0.132

4 6,950,136 5,316,070 76.5 7,706 0.145

5 7,049,752 5,414,448 76.8 8,205 0.152

6 7,103,498 5,557,112 78.2 8,760 0.158

7 7,176,043 5,506,005 76.7 3,865 0.070

8 7,134,798 5,512,708 77.3 △ 3,951   -  

9 7,057,720 5,563,935 78.8 △ 940   -  

10 7,032,599 5,727,299 81.4 △ 11,876   -  

11 6,983,820 5,757,174 82.4 △ 18,967   -  

12 7,288,638 6,115,127 83.9 △ 31,455   -  

13 7,185,434 6,093,748 84.8 △ 37,982   -  

14 7,085,972 6,225,563 87.9 △ 40,065   -  

15 7,098,112 6,272,579 88.4 △ 34,938   -  

16 7,201,452 6,345,046 88.1 △ 29,770   -  

17 7,248,347 6,435,077 88.8 △ 24,549   -  

18 7,247,689 6,469,378 89.3 △ 19,326   -  

19 8,057,582 7,239,476 89.8 △ 13,777   -  

20 8,529,091 7,673,645 90.0 △ 9,105   -  

21 8,910,380 8,053,280 90.4 △ 2,732   -  

22 9,228,114 8,339,254 90.4 1,373 0.016

23 9,560,998 8,660,957 90.6 4,205 0.049

24 9,826,382   8,886,006 90.4 10,300 0.116

（注） 
1.総預金は、預金（定期積金、掛金、金銭信託、外貨預金等を含む。）と譲渡性預金の合計額。 
2.被保険預金は、総預金から預保法施行令 3 条及び 3 条の 2 の各号の預金等を控除した預金額（平成 15 年度分

より、預保法第 69 条の 2 に基づく特定決済債務を加算した額）。 
3.対象金融機関預金残高は、第 1 回納付時に提出された保険料計算書の額を記載。また、保険料算出の対象と

なる預金残高は、平成 13 年度分より末残から平残に移行。 
4.平成 8 年度の責任準備金等の額は一般勘定、一般金融機関特別勘定及び信用協同組合特別勘定の合計額。 
5.平成 9 年度から平成 14 年度までの責任準備金等の額は一般勘定、特例業務勘定の合計額。 
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（１０）業態別被保険預金残高の推移 
 

計算対象年度 
銀     行 

都銀 地銀 地銀Ⅱ 信託銀 長信銀 その他共計 

昭和 46年度 291,887 155,820 72,288 75,116 12,637 607,750

47 361,652 197,881 92,459 94,890 17,161 764,045

48 390,376 234,971 112,806 107,608 19,287 865,050

49 422,095 265,368 130,193 123,123 20,553 961,334

50 492,275 309,839 150,886 144,659 24,935 1,122,596

51 549,675 349,357 168,818 168,873 27,538 1,264,263

52 616,978 392,214 189,451 191,583 28,495 1,418,723

53 680,346 447,170 216,149 216,163 29,437 1,589,268

54 716,846 495,561 238,518 235,449 30,907 1,717,282

55 775,501 534,743 257,619 254,979 32,884 1,855,727

56 858,768 594,977 284,712 280,850 35,043 2,054,352

57 909,629 640,991 305,732 314,175 36,305 2,206,833

58 980,934 683,330 324,447 347,616 38,164 2,374,493

59 1,075,850 762,326 331,951 375,228 41,284 2,586,642

60 1,170,486 799,476 344,605 379,637 41,196 2,735,402

61 1,288,293 866,218 370,452 398,136 41,726 2,964,827

62 1,459,750 959,959 400,190 413,042 46,898 3,279,841

63 1,589,598 1,072,074 441,791 460,638 51,540 3,615,643

平成元年度 1,802,093 1,201,684 479,043 503,841 63,691 4,050,355

2 1,848,995 1,252,643 507,226 551,850 56,579 4,217,296

3 1,751,883 1,291,490 516,815 571,262 43,776 4,175,226

4 1,691,690 1,332,504 527,077 593,789 44,691 4,189,754

5 1,696,570 1,370,506 538,795 598,415 43,472 4,247,760

6 1,724,138 1,426,305 557,946 586,288 45,403 4,340,712

7 1,707,172 1,446,151 558,640 528,250 45,475 4,286,763

8 1,687,664 1,471,323 558,179 519,235 45,667 4,282,069

9 1,722,444 1,506,152 555,491 494,825 45,878 4,324,884

10 1,785,083 1,547,720 589,905 494,454 50,901 4,468,119

11 1,814,901 1,604,219 539,327 484,961 45,825 4,489,267

12 1,931,006 1,743,598 559,177 487,942 70,167 4,792,292

13 2,001,671 1,735,006 553,258 459,941 29,935 4,780,983

14 2,162,437 1,765,101 527,085 435,878 39,084 4,932,565

15 2,201,857 1,734,728 538,755 420,536 43,185 4,944,609

16 2,242,335 1,771,588 521,797 401,455 － 4,989,792

17 2,291,286 1,790,966 528,290 384,971 － 5,059,495

18 2,277,469 1,814,096 530,474 370,705 － 5,072,509

19 2,279,329 1,854,276 540,595 365,248 － 5,803,991

20 2,296,886 1,932,918 547,403 377,504 － 6,178,368

21 2,358,433 1,995,704 551,058 379,472 － 6,523,577

22 2,416,455 2,042,417 559,949 369,873 － 6,775,601

23 2,470,893 2,115,036 574,587 371,050 － 7,056,559

24 2,510,700 2,174,525 580,798 366,803 － 7,248,334

（注） 
1.地銀Ⅱは、第二地方銀行協会加盟の銀行で、平成 3 年度までは相互銀行を含む。昭和 62 年度までは相互銀行

の計数。 
2.平成 12 年度から信金中央金庫等が対象に加わった。 
3.長信銀は、平成 16 年度からその他共計に記載。 
4.納付時期は、計算対象年度の翌年度。 
5.平成 20 年度から新たに商工組合中央金庫を連合会等に計上。  
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（単位：億円） 

信金 信組 労金 連合会等 合計 計算対象年度  

91,606 23,172        －        － 722,530 昭和 46年度 

116,029 28,560        －        － 908,635 47 

141,955 34,861        －        － 1,041,867 48 

163,468 41,512        －        － 1,166,315 49 

190,080 49,301        －        － 1,361,978 50 

216,394 55,704        －        － 1,536,362 51 

239,440 61,857        －        － 1,720,021 52 

270,837 69,315        －        － 1,929,421 53 

303,716 77,223        －        － 2,098,222 54 

331,628 84,492        －        － 2,271,848 55 

366,036 93,070        －        － 2,513,458 56 

394,910 101,270        －        － 2,703,014 57 

420,747 108,784        －        － 2,904,025 58 

456,069 116,566        －        － 3,159,278 59 

484,121 123,722 47,840        － 3,391,086 60 

519,093 131,878 51,294        － 3,667,093 61 

567,384 145,514 54,745        － 4,047,485 62 

625,745 163,494 59,085        － 4,463,968 63 

709,725 191,724 64,171        － 5,015,977 平成元年度 

767,348 213,072 69,142        － 5,266,860 2 

798,761 214,737 73,702        － 5,262,427 3 

829,330 218,542 78,443        － 5,316,070 4 

857,354 225,885 83,448        － 5,414,448 5 

896,321 231,583 88,494        － 5,557,112 6 

912,241 215,127 91,873        － 5,506,005 7 

925,522 209,762 95,353        － 5,512,708 8 

937,257 200,987 100,805        － 5,563,935 9 

961,186 192,674 105,319        － 5,727,299 10 

973,718 184,403 109,784        － 5,757,174 11 

1,022,015 178,539 117,096 5,185 6,115,127 12 

1,017,477 165,993 123,038 6,256 6,093,748 13 

1,009,185 145,628 130,887 7,295 6,225,563 14 

1,034,420 150,156 135,272 8,119 6,272,579 15 

1,053,286 153,993 138,994 8,979 6,345,046 16 

1,070,992 157,690 141,518 5,381 6,435,077 17 

1,087,533 158,798 144,552 5,984 6,469,378 18 

1,115,138 161,707 148,600 10,039 7,239,476 19 

1,138,423 163,300 153,363 40,188 7,673,645 20 

1,160,693 165,596 158,649 44,762 8,053,280 21 

1,181,735 170,420 165,379 46,118 8,339,254 22 

1,208,589 175,725 170,496 49,586 8,660,957 23 

1,230,225 180,655 173,673 53,116 8,886,006 24 
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（１０）業態別被保険預金残高の推移 
 

計算対象年度 
銀     行 

都銀 地銀 地銀Ⅱ 信託銀 長信銀 その他共計 

昭和 46年度 291,887 155,820 72,288 75,116 12,637 607,750

47 361,652 197,881 92,459 94,890 17,161 764,045

48 390,376 234,971 112,806 107,608 19,287 865,050

49 422,095 265,368 130,193 123,123 20,553 961,334

50 492,275 309,839 150,886 144,659 24,935 1,122,596

51 549,675 349,357 168,818 168,873 27,538 1,264,263

52 616,978 392,214 189,451 191,583 28,495 1,418,723

53 680,346 447,170 216,149 216,163 29,437 1,589,268

54 716,846 495,561 238,518 235,449 30,907 1,717,282

55 775,501 534,743 257,619 254,979 32,884 1,855,727

56 858,768 594,977 284,712 280,850 35,043 2,054,352

57 909,629 640,991 305,732 314,175 36,305 2,206,833

58 980,934 683,330 324,447 347,616 38,164 2,374,493

59 1,075,850 762,326 331,951 375,228 41,284 2,586,642

60 1,170,486 799,476 344,605 379,637 41,196 2,735,402

61 1,288,293 866,218 370,452 398,136 41,726 2,964,827

62 1,459,750 959,959 400,190 413,042 46,898 3,279,841

63 1,589,598 1,072,074 441,791 460,638 51,540 3,615,643

平成元年度 1,802,093 1,201,684 479,043 503,841 63,691 4,050,355

2 1,848,995 1,252,643 507,226 551,850 56,579 4,217,296

3 1,751,883 1,291,490 516,815 571,262 43,776 4,175,226

4 1,691,690 1,332,504 527,077 593,789 44,691 4,189,754

5 1,696,570 1,370,506 538,795 598,415 43,472 4,247,760

6 1,724,138 1,426,305 557,946 586,288 45,403 4,340,712

7 1,707,172 1,446,151 558,640 528,250 45,475 4,286,763

8 1,687,664 1,471,323 558,179 519,235 45,667 4,282,069

9 1,722,444 1,506,152 555,491 494,825 45,878 4,324,884

10 1,785,083 1,547,720 589,905 494,454 50,901 4,468,119

11 1,814,901 1,604,219 539,327 484,961 45,825 4,489,267

12 1,931,006 1,743,598 559,177 487,942 70,167 4,792,292

13 2,001,671 1,735,006 553,258 459,941 29,935 4,780,983

14 2,162,437 1,765,101 527,085 435,878 39,084 4,932,565

15 2,201,857 1,734,728 538,755 420,536 43,185 4,944,609

16 2,242,335 1,771,588 521,797 401,455 － 4,989,792

17 2,291,286 1,790,966 528,290 384,971 － 5,059,495

18 2,277,469 1,814,096 530,474 370,705 － 5,072,509

19 2,279,329 1,854,276 540,595 365,248 － 5,803,991

20 2,296,886 1,932,918 547,403 377,504 － 6,178,368

21 2,358,433 1,995,704 551,058 379,472 － 6,523,577

22 2,416,455 2,042,417 559,949 369,873 － 6,775,601

23 2,470,893 2,115,036 574,587 371,050 － 7,056,559

24 2,510,700 2,174,525 580,798 366,803 － 7,248,334

（注） 
1.地銀Ⅱは、第二地方銀行協会加盟の銀行で、平成 3 年度までは相互銀行を含む。昭和 62 年度までは相互銀行

の計数。 
2.平成 12 年度から信金中央金庫等が対象に加わった。 
3.長信銀は、平成 16 年度からその他共計に記載。 
4.納付時期は、計算対象年度の翌年度。 
5.平成 20 年度から新たに商工組合中央金庫を連合会等に計上。  
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（単位：億円） 

信金 信組 労金 連合会等 合計 計算対象年度  

91,606 23,172        －        － 722,530 昭和 46年度 

116,029 28,560        －        － 908,635 47 

141,955 34,861        －        － 1,041,867 48 

163,468 41,512        －        － 1,166,315 49 

190,080 49,301        －        － 1,361,978 50 

216,394 55,704        －        － 1,536,362 51 

239,440 61,857        －        － 1,720,021 52 

270,837 69,315        －        － 1,929,421 53 

303,716 77,223        －        － 2,098,222 54 

331,628 84,492        －        － 2,271,848 55 

366,036 93,070        －        － 2,513,458 56 

394,910 101,270        －        － 2,703,014 57 

420,747 108,784        －        － 2,904,025 58 

456,069 116,566        －        － 3,159,278 59 

484,121 123,722 47,840        － 3,391,086 60 

519,093 131,878 51,294        － 3,667,093 61 

567,384 145,514 54,745        － 4,047,485 62 

625,745 163,494 59,085        － 4,463,968 63 

709,725 191,724 64,171        － 5,015,977 平成元年度 

767,348 213,072 69,142        － 5,266,860 2 

798,761 214,737 73,702        － 5,262,427 3 

829,330 218,542 78,443        － 5,316,070 4 

857,354 225,885 83,448        － 5,414,448 5 

896,321 231,583 88,494        － 5,557,112 6 

912,241 215,127 91,873        － 5,506,005 7 

925,522 209,762 95,353        － 5,512,708 8 

937,257 200,987 100,805        － 5,563,935 9 

961,186 192,674 105,319        － 5,727,299 10 

973,718 184,403 109,784        － 5,757,174 11 

1,022,015 178,539 117,096 5,185 6,115,127 12 

1,017,477 165,993 123,038 6,256 6,093,748 13 

1,009,185 145,628 130,887 7,295 6,225,563 14 

1,034,420 150,156 135,272 8,119 6,272,579 15 

1,053,286 153,993 138,994 8,979 6,345,046 16 

1,070,992 157,690 141,518 5,381 6,435,077 17 

1,087,533 158,798 144,552 5,984 6,469,378 18 

1,115,138 161,707 148,600 10,039 7,239,476 19 

1,138,423 163,300 153,363 40,188 7,673,645 20 

1,160,693 165,596 158,649 44,762 8,053,280 21 

1,181,735 170,420 165,379 46,118 8,339,254 22 

1,208,589 175,725 170,496 49,586 8,660,957 23 

1,230,225 180,655 173,673 53,116 8,886,006 24 
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（１１）預金保険対象金融機関数の推移 
 

年度末 

銀   行 
信金 信組 労金 連合会 その他 合計 

都銀 地銀 地銀Ⅱ 信託銀 長信銀
その他
共計

昭和 46 14 61 71 7 3 156 483 524 － － － 1,163

47 14 63 72 7 3 159 484 508 － － － 1,151

48 13 63 72 7 3 158 484 498 － － － 1,140

49 13 63 72 7 3 158 476 492 － － － 1,126

50 13 63 72 7 3 158 471 489 － － － 1,118

51 13 63 71 7 3 157 469 488 － － － 1,114

52 13 63 71 7 3 157 468 490 － － － 1,115

53 13 63 71 7 3 157 466 486 － － － 1,109

54 13 63 71 7 3 157 462 484 － － － 1,103

55 13 63 71 7 3 157 461 476 － － － 1,094

56 13 63 71 7 3 157 456 474 － － － 1,087

57 13 63 71 7 3 157 456 469 － － － 1,082

58 13 63 71 7 3 157 456 469 － － － 1,082

59 13 64 69 7 3 156 456 462 － － － 1,074

60 13 64 69 11 3 160 456 449 － － － 1,065

61 13 64 68 16 3 164 455 447 47 － － 1,113

62 13 64 68 16 3 164 455 440 47 － － 1,106

63 13 64 68 16 3 164 455 419 47 － － 1,085

平成元 13 64 68 16 3 164 454 415 47 － － 1,080

2 12 64 68 16 3 163 451 408 47 － － 1,069

3 11 64 68 16 3 162 440 398 47 － － 1,047

4 11 64 66 16 3 160 435 394 47 － － 1,036

5 11 64 65 21 3 164 428 384 47 － － 1,023

6 11 64 65 23 3 167 421 374 47 － － 1,009

7 11 64 65 30 3 174 416 370 47 － － 1,007

8 10 64 65 33 3 176 410 364 47 － － 997

9 10 64 64 33 3 176 401 352 47 － － 976

10 9 64 61 34 3 173 396 323 41 － － 933

11 9 64 60 33 3 171 386 292 41 － － 890

12 9 64 57 31 3 167 372 281 40 3 － 863

13 7 64 56 29 3 165 349 247 21 3 － 785

14 7 64 53 27 2 159 326 191 21 3 － 700

15 7 64 50 27 2 155 306 181 13 3 － 658

16 7 64 48 25 1 154 298 175 13 3 － 643

17 6 64 47 21 1 148 292 172 13 3 － 628

18 6 64 46 21 0 147 287 168 13 3 － 618

19 6 64 45 20 0 149 281 164 13 3 － 610

20 6 64 44 20 0 149 279 162 13 3 1 607

21 6 64 42 19 0 147 272 159 13 3 1 595

22 6 63 42 18 0 145 271 158 13 3 1 591

23 6 64 42 18 0 146 271 158 13 3 1 592

24 6 64 41 16 0 142 270 157 13 3 1 586

（注）地銀Ⅱは、第二地方銀行協会加盟の銀行で、平成 3 年度までは相互銀行を含む。昭和 62 年度までは相互
銀行の計数。 
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（１１）預金保険対象金融機関数の推移 
 

年度末 

銀   行 
信金 信組 労金 連合会 その他 合計 

都銀 地銀 地銀Ⅱ 信託銀 長信銀
その他
共計

昭和 46 14 61 71 7 3 156 483 524 － － － 1,163

47 14 63 72 7 3 159 484 508 － － － 1,151

48 13 63 72 7 3 158 484 498 － － － 1,140

49 13 63 72 7 3 158 476 492 － － － 1,126

50 13 63 72 7 3 158 471 489 － － － 1,118

51 13 63 71 7 3 157 469 488 － － － 1,114

52 13 63 71 7 3 157 468 490 － － － 1,115

53 13 63 71 7 3 157 466 486 － － － 1,109

54 13 63 71 7 3 157 462 484 － － － 1,103

55 13 63 71 7 3 157 461 476 － － － 1,094

56 13 63 71 7 3 157 456 474 － － － 1,087

57 13 63 71 7 3 157 456 469 － － － 1,082

58 13 63 71 7 3 157 456 469 － － － 1,082

59 13 64 69 7 3 156 456 462 － － － 1,074

60 13 64 69 11 3 160 456 449 － － － 1,065

61 13 64 68 16 3 164 455 447 47 － － 1,113

62 13 64 68 16 3 164 455 440 47 － － 1,106

63 13 64 68 16 3 164 455 419 47 － － 1,085

平成元 13 64 68 16 3 164 454 415 47 － － 1,080

2 12 64 68 16 3 163 451 408 47 － － 1,069

3 11 64 68 16 3 162 440 398 47 － － 1,047

4 11 64 66 16 3 160 435 394 47 － － 1,036

5 11 64 65 21 3 164 428 384 47 － － 1,023

6 11 64 65 23 3 167 421 374 47 － － 1,009

7 11 64 65 30 3 174 416 370 47 － － 1,007

8 10 64 65 33 3 176 410 364 47 － － 997

9 10 64 64 33 3 176 401 352 47 － － 976

10 9 64 61 34 3 173 396 323 41 － － 933

11 9 64 60 33 3 171 386 292 41 － － 890

12 9 64 57 31 3 167 372 281 40 3 － 863

13 7 64 56 29 3 165 349 247 21 3 － 785

14 7 64 53 27 2 159 326 191 21 3 － 700

15 7 64 50 27 2 155 306 181 13 3 － 658

16 7 64 48 25 1 154 298 175 13 3 － 643

17 6 64 47 21 1 148 292 172 13 3 － 628

18 6 64 46 21 0 147 287 168 13 3 － 618

19 6 64 45 20 0 149 281 164 13 3 － 610

20 6 64 44 20 0 149 279 162 13 3 1 607

21 6 64 42 19 0 147 272 159 13 3 1 595

22 6 63 42 18 0 145 271 158 13 3 1 591

23 6 64 42 18 0 146 271 158 13 3 1 592

24 6 64 41 16 0 142 270 157 13 3 1 586

（注）地銀Ⅱは、第二地方銀行協会加盟の銀行で、平成 3 年度までは相互銀行を含む。昭和 62 年度までは相互
銀行の計数。 
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